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◎ 招 集 告 示

嵐山町告示第２１１号

平成２８年第３回嵐山町議会定例会を次のとおり招集する。

平成２８年８月２３日

嵐山町長 岩 澤 勝

１．期 日 平成２８年９月１３日

２．場 所 嵐山町議会議場
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◎ 応 招 ・ 不 応 招 議 員

〇応招議員（１３名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 松 本 美 子 議員 １２番 安 藤 欣 男 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 大 野 敏 行 議員

〇不応招議員（なし）
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平成２８年第３回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第１号）

９月１３日（火）午前１０時開議

日程第 １ 会議録署名議員の指名

日程第 ２ 会期の決定

日程第 ３ 諸般の報告（大野議長）

日程第 ４ 行政報告（挨拶並びに行政報告 岩澤町長）

（行政報告 小久保教育長）

日程第 ５ 常任委員会所管事務調査報告

日程第 ６ 広報広聴特別委員会所管事務調査報告

日程第 ７ 報告第 ２号 平成２７年度嵐山町健全化判断比率の報告について

日程第 ８ 報告第 ３号 平成２７年度嵐山町資金不足比率の報告について

日程第 ９ 認定第 １号 平成２７年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第１０ 認定第 ２号 平成２７年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第１１ 認定第 ３号 平成２７年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第１２ 認定第 ４号 平成２７年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第１３ 認定第 ５号 平成２７年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第１４ 認定第 ６号 平成２７年度嵐山町水道事業会計決算認定について

日程第１５ 議案第４９号 平成２７年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について
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〇出席議員（１４名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 松 本 美 子 議員 １２番 安 藤 欣 男 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 大 野 敏 行 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

書 記 新 井 浩 二

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

中 嶋 秀 雄 総 務 課 長

青 木 務 地域支援課長

山 岸 堅 護 税 務 課 長

村 田 朗 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長

山 下 次 男 長寿生きがい課長

村 上 伸 二 文化スポーツ課長

植 木 弘 環境農政課長

山 下 隆 志 企業支援課長

菅 原 浩 行 まちづくり整備課長

深 澤 清 之 上下水道課長

金 井 敏 明 会計管理者兼会計課長
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小 久 保 錦 一 教 育 長

藤 永 政 昭 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長植 木 弘 環境農政課長兼務

柳 勝 次 代表監査委員

吉 場 道 雄 監 査 委 員
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◎開会の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。第３回定例会にご参集いただきまして、

大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成28年第３回嵐山町議会定例会

第１日は成立いたしました。これより開会いたします。

（午前 ９時５９分）

◎開議の宣告

〇大野敏行議長 直ちに本日の会議を開きます。

◎町長挨拶

〇大野敏行議長 まず、議事に先立ちまして、さきの町長選におかれまして、岩澤町長

が４期目の当選を果たされました。まことにおめでとうございます。一緒にお仕事が

できることをうれしく思います。

それでは、岩澤町長より就任の挨拶を求められておりますので、これを許可いたし

ます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、28年第３回定例会に当たり、町

長再任のご挨拶を述べさせていただきます。このような機会をいただきまして、あり

がたく御礼を申し上げます。

今回の町長選挙におきましては、議員の皆様をはじめ、多くの町民の皆様から力強

いご支援を賜り、３期目に続いての無投票での再選となりました。ありがたく重ねて

御礼を申し上げる。同時に無投票による再選の重さに身の引き締まる思いでございま

す。初心を忘れることなく嵐山町の発展と町民福祉の向上、この一点を心魂に据えて

引き続き町政を担当することをお誓いを申し上げます。議員の皆様には今後ともよろ

しくご指導のほどお願いを申し上げます。

さて、矢のごとく過ぎ去りました３期12年を振り返りますと、平成16年９月町長就

任時には、町の財政は危機的状況にありました。町の借金を減らしつつ、かつ町民の
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皆様や地域のニーズに応えるため、行財政改革を断行したり、役場職員の意識改革を

行う中、前回の第４次総合振興計画に沿って多くの事業を実施することができました。

従前に比べ、地域でのきずなが心配される中で、地域コミュニティー事業を最初の

事業として実施をし、以来町民とともに町政に取り組む地域経営の考え方が浸透をし、

現在に至るまで、防犯、防火、防災、交通安全、地域の見守り合い、他の自治体を比

べても充実をした取り組みを実施できております。

役場職員の意識改革も着実に進展をし、地域の除草、環境整備事業、職員による広

報配達、地域御用聞き活動など、職員のボランティア意識も醸成される中で、現在は

議員の皆様にもご参加をいただき、一緒に地域環境整備も拡大をしております。これ

らの取り組みは地域住民にも波及をして、町内清掃活動をはじめ、多くの事業に町民

の参加も多くなり、現在も盛況となっており、ありがたく感謝をしているところであ

ります。

事業の推進に当たり、その時々機構改革も行いながら、町民サービスの向上を目指

してまいりました。今後も適宜実施をし、町民の負託に応じてまいりたいと思います。

現在、最大の不安要因は防災への対応であります。地震、台風による風水害、土砂

崩れ、雪害、竜巻などなど、自然災害に対する備えが、さらに喫緊の大きな課題とし

て立ちはだかっております。自然の猛威には対応のすべもありませんけれども、個々

人が身を守る対策は、町としても急がなくてはなりません。

自助、共助、公助と申します。まず、第一に自分たちでできる備えが必要でありま

す。防災グッズのためのリュックサックなど、今後行政で助成してでも全戸に備えて

まいりたいものであります。地域での防災会などの支え合い、そして行政はどこまで

できるのか、早急の対策をすぐに始めたいと思っております。

人口減少の状況下でのまちづくり、今までに経験のない行政での取り組みになりま

す。確かに人口減少は静かな危機であります。財政力、地域力、役場力の低下をどう

したらいいのか、農業、商業、工業、観光業、これらの産業活性化は、にぎわいづく

りは、稼ぐ力をどうつけていくのか、道路、橋梁、公共施設などはどうする。教育の

ためのソフト、ハード対策、特に小中学校の統合などで維持管理費をどう削減できる

かなどなど課題が山積であります。

今後の４年間にしっかりと町の方向づけをしていかなければなりません。その暁に

は、他の自治体と比べても、活力に満ちた安心して暮らしていける嵐山町が生まれて
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きます。そのためには、近未来への取り組みをいち早く勇気を持って、町民と協力の

もとで改革を断行することであります。この改革の先頭に立って心血を注いでまいり

ます。議員の皆様方のご指導とご協力を伏してお願い申し上げる次第でございます。

以上申し上げまして、再任の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

これより議事に入ります。

◎会議録署名議員の指名

〇大野敏行議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議規則第120条の規定により、

第13番 渋 谷 登美子 議員

第１番 本 秀 二 議員

を指名いたします。

◎会期の決定

〇大野敏行議長 日程第２、会期の決定を議題といたします。

会期の決定につきましては、さきに議会運営委員会を開きましたので、委員長より

報告を求めます。

長島議会運営委員長。

〔長島邦夫議会運営委員長登壇〕

〇長島邦夫議会運営委員長 おはようございます。議会運営委員会から報告を申し上げ

ます。

第３回定例会を前に９月６日に議会運営委員会を開会いたしました。当日の出席委

員は、議会運営委員並びに委員外議員出席者として大野議長、出席要求に基づく出席

者といたしまして岩澤町長、安藤副町長、中嶋総務課長に出席をいただき、提出され

ます議案についての説明を求めました。

長提出議案については、報告３件、人事２件、条例６件、予算６件、認定６件及び

その他１件の24件ということでございます。このほか議員提出議案も予定をされてお

ります。

その後、委員会で慎重に質疑した結果、第３回定例会は本日13日から10月５日まで
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の23日間とすることに決定をいたしました。

会議予定並びに議事日程につきましては、お手元に配付のとおりでございます。

また、一般質問は受け付け順といたしまして、９月15日１番の森一人議員から４番

の私、長島まで、９月16日に５番、渋谷登美子議員から８番の河井勝久議員まで、９

月20日に９番の川口浩史議員から11番の清水正之議員といたします。

以上、議会運営委員会から決定しましたことをご報告申し上げます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

お諮りいたします。会期につきましては、委員長報告のとおり本日９月13日から10月

５日までの23日間といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、会期は本日から10月５日までの23日間と決定いたしました。

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 日程第３、諸般の報告をいたします。

初めに、今定例会中の予定及び本日の議事日程をお手元に配付しておきましたので、

ご了承願います。

次に、今定例会に提出されました議案につきまして報告いたします。

町長提出議案、報告３件、人事２件、条例６件、予算６件、認定６件及びその他１

件の計24件であります。提出議案一覧表をお手元に配付しておきましたので、ご了承

願います。なお、議員提出議案も予定されております。

次に、今定例会に説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表として

お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

なお、柳代表監査委員につきましては、決算に関する議案審議の際にご出席いただ

くということで、本日からご出席いただいておりますので、ご了承願います。

次に、監査委員から現金出納検査結果の報告がありました。お手元にその写しを配

付しておきましたので、ご了承願います。

次に、６月から８月までの間の議会活動状況につきましては、お手元に配付してお

きましたので、ご了承願います。
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次に、教育委員会委員長から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第１

項の規定により、教育委員会の事務に関する点検・評価報告書が提出されました。お

手元にその写しを配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、議員派遣について報告いたします。平成28年７月12日、全国町村議員会館に

おいて、全国町村議会議長会主催の町村議会広報クリニックに議会報編集委員６名が

出席いたしました。以上、議員を派遣いたしましたので、報告いたします。

次に、さきの定例会において可決されました発議第７号 原発事故避難者への住宅

支援の継続を求める意見書の提出につきましては、内閣総理大臣、衆参両院議長、関

係大臣及び各被災県知事に提出しておきましたので、ご了承願います。

最後に、本職宛て提出のありました陳情第２号 核も戦争もない平和な二十一世紀

を求める要望書の写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で、議長よりの諸般の報告を終わります。

◎行政報告

〇大野敏行議長 日程第４、行政報告を行います。

まず、町長に報告を求めます。なお、町長から行政報告にあわせて本定例会招集の

挨拶を求められておりますので、この際、これを許可いたします。

それでは、挨拶、行政報告の順でお願いいたします。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、挨拶並びに行政報告を申し上げ

ます。

本日、ここに平成28年嵐山町議会第３回定例会を招集申し上げましたところ、議員

各位には何かとご多用の中、ご健勝にてご参会を賜り、平成27年度嵐山町一般会計歳

入歳出決算をはじめ、当面する諸案件につきましてご審議を賜りますことは、町政進

展のためまことに感謝にたえないところであります。

また、柳代表監査委員並びに吉場議会選出監査委員におかれましては、猛暑の中、

連日極めてご熱心な監査を賜りまして、深く感謝を申し上げる次第でございます。

本議会に提案をいたしました議案は、報告３件、人事２件、条例６件、予算６件、

認定６件、その他１件の計24件であります。各議案の提案理由並びに説明につきまし
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ては、日程に従いましてその都度申し述べる予定であります。何とぞ慎重なるご審議

を賜り、原案のとおり可決、ご承認を賜りますようお願い申し上げる次第でございま

す。

次に、平成28年５月から７月までの主要な施策に関しましては、地方自治法第122条

による事務に関する説明書でご報告を申し上げましたので、ご高覧願いたいと存じま

す。

さて、この夏、日本列島は相次ぐ台風に見舞われ、大雨による河川の氾濫など、多

数の住宅被害とともに多くの尊い命が奪われました。被災されました皆様に心よりお

見舞いとお悔やみを申し上げます。

災害の備えにこれで終わりということはありません。いつどんな状況においても対

応できるよう万全を期してまいります。今後とも議員各位のご支援、ご協力を賜りま

すようお願いを申し上げまして、挨拶並びに行政報告を終わらせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

次に、教育委員会に関する報告を教育長に求めます。

小久保教育長。

〔小久保錦一教育長登壇〕

〇小久保錦一教育長 教育委員会関係につきましてご説明、ご報告いたします。

２、学校教育関係、（１）工事関係でございますが、七郷小学校駐車場整備工事、

６月補正で既に承認をいただいているところでございます。契約期間、概要、請負金

額等ご高覧いただければ幸いでございます。

菅谷小学校プール改築工事、７月７日臨時議会におきまして、議案第36号で承認を

いただいているものでございます。契約期間、概要、請負金額等ご高覧いただければ

幸いでございます。

なお、（２）業務委託関係、児童福祉関係につきましては、記載のとおりでござい

ますので、後ほどご高覧いただければ幸いでございます。

なお、お手元に配付いたしました平成27年度教育委員会点検・評価報告書でござい

ますが、平成27年度嵐山町教育行政重点施策のうち、20の重点的な項目を評価したも

のでございます。

なお、この点検・評価を行うに当たっては、引き続き元江南町教育長、馬場攻氏の

助言、指導をいただいております。
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結果の内容につきましては、２ページから16ページのとおりでございますので、後

ほどご高覧いただければ幸いでございます。

今後とも点検・評価の内容や方法をさらに検討するとともに、結果の検証を行い、

成果と課題を明確にして施策の充実と事務の適正な管理に努めてまいります。議員各

位のご理解、ご支援を賜りますようお願い申し上げまして、教育委員会の説明と報告

を終わらせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

以上で、行政報告を終わります。

◎常任委員会所管事務調査報告

〇大野敏行議長 日程第５、常任委員会所管事務調査報告を行います。

初めに、総務経済常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

佐久間総務経済常任委員長。

〔佐久間孝光総務経済常任委員長登壇〕

〇佐久間孝光総務経済常任委員長

平成28年９月13日

嵐山町議会議長 大 野 敏 行 様

総務経済常任委員長 佐 久 間 孝 光

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり中間報告します。

記

１ 調査事項

町の経済の活性化について

２ 調査結果

本委員会は、閉会中の特定事件として「町の経済の活性化について」を調査するた

め、６月15日、７月14日及び９月２日に委員会を開会し、調査研究を行った。

（１）６月15日の委員会について

当日は久喜市菖蒲総合支所にて、第22回あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバ

ル担当者により、その運営等について概要説明を受けた。

あやめ・ラベンダーのブルーフェスティバルの主催は、ブルーフェスティバル実行
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委員会で、久喜市観光協会副会長が実行委員長を務めている。久喜市、久喜市観光協

会、久喜市商工会が後援。実施期間は、６月５日から26日の３週間。会場周辺には、

700台の無料駐車場があるが、期間中約20万人が訪れるため、それでも路上駐車が発

生してしまう。来場者の８割は女性。ラベンダーは、高温多湿に弱いため水はけ、風

通しが大切。環境に合わず、枯れてしまった品種もあった。大体５年程度で枯れてし

まうので、イベントに合わせローテーションを組むことが必要。水や肥料は余り必要

ないが、草取りは小まめにやることが大切。露天商は１軒もなく、地元出店者に限る。

傾斜地に植えたほうが見ばえがいい。

（問）経済効果は。

（答）40万人来ていたころは、１日70万円くらい。今はその半分。

（問）運営は。

（答）苗の購入、植えつけ、シルバー人材による草取りの維持等は市（予算900万

円）が、イベント（市からの補助120万円）は観光協会、年４回のボランティア草取

りは両者で行っている。

（問）３週間のイベント中、毎日出店しているところもあるが、人件費以上の利益

が出ているということか。

（答）そうです。食べ物を提供するところは保健所の指導によりプレハブで、期間

中１日、２日の出店者はテントにて販売。

（２）７月14日の委員会について

当日は、山下企業支援課長、植木環境農政課長に出席を求め説明を受けた。山下企

業支援課長からは、産業団地の進捗状況について以下の説明があった。

花見台拡張予定地区は、町からの要望により企業局地域整備課が花見台の現地確認

を行った。その後の協議の中で、申請時に必要となる産業団地適地選定図書を準備し

てほしいとの指導を受け、今後はその図書の発注をし、業務を進めていく予定。今年

度４月以降、２度の協議をし、「山林の高さが目立つ」「土量がかなり多く出るのでは」

とのご指摘を受けた。町としては、企業局に調査業務の着手を要望している。

川島地区は、平成25年９月から、この地区を産業団地とする協議を県企業局田園都

市づくり課と開始した。平成26年３月、協議の中で過去に川島地区に泥を運んで埋め

立てをした経緯があり、土壌調査を行うようにとの指示があった。町の業務として行

ったが、特に基準値を超えるようなものは出なかった。その結果については、報告書
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を県企業局へ提出している。

インターランプ内は、平成12年、地権者15名によって開発の要望書が町に出された。

平成22年第４次総合振興計画に産業系土地利用地区として、町が位置づけをした。平

成25年に入り地権者への地元説明会がなされ、平成25年度末には買収単価の発表がな

された。その後個別交渉に入っている状況である。平成26年町のほうも県土整備事務

所、埼玉県警と道路協議に入っている。一旦道路協議は終了し、造成に関する協議は

現在でも進行中である。

越畑地区は、平成21年に開発申請が出され、平成22年には開発許可がおりている。

平成24年には現地の造成がほぼ完成。今年度に入って、建物を建設する開発協議を経

て立地に至った。建物は１万5,442平米の２階建ての物流倉庫。町の開発審査会協議

も終わり既に承認済み。大和ハウスグループの大和物流と昭和地所との間で契約をさ

れ立地となった。最終的に建物を使うのはドラッグストア、ウエルシア１社。来年３

月までには完成、６月から稼働開始予定との計画が町には提出されている。雇用は、

従業員の駐車場として100台を予定しているので、恐らく80名前後は見込まれる状況。

説明後の主な質疑応答

（問）花見台拡張工事の際の残土に関する説明の中で、企業局に要望した具体的調

査業務の内容は。

（答）企業局の業務として進めていく上で最初に行うのが県の事業としての調査業

務である。企業局では地区ごとに工事費が幾らになるのか、最終的に造成が終わった

後、売買できる土地の平米数はどれくらいになるのか、その取引価格を設定し、全部

の筆が処分できた場合、収支が幾らになるのか収支計算までして議会に提出する。

（問）花見台の一部になるということか。

（答）名前も現在、拡張予定ということで作業を進めさせていただいている。花見

台地区が広がるという捉え方である。

（問）県内の多くの要望の中で嵐山町はどの程度のランクづけされているのか。

（答）嵐山町は起伏が多い場所で、深谷等の平らな場所、山林のない場所と比較さ

れると、収支という点ではどうしても不利になる。50年先、100年先を考えたとき、

嵐山町にとって産業団地は不可欠であるという認識のもと動いてはいるが、他の自治

体も一緒である。その中で、順位づけをされるとかなり低い部類になってしまう。嵐

山町が順位的に上がるには何をどうすればいいのか企業局と相談に入っている。



- 16 -

（問）企業局との話が進んだ場合、実際に販売するに至るまでにはどれくらいの時

間がかかるのか。

（答）通常企業局が行う造成となると調査業務を２回実施する。それに２年から３

年。その後造成。花見台の場合は道路等のインフラは目の前にあるが、取りつけ道路

や下水管、水道管の取り出し工事はあるので、調査期間とは別に５年程度かかると考

える。

（問）インターランプ内に実際に進出したいと考える企業からの問い合わせは町に

来ているのか。また、現在携わっているＭＫは動いているのか。

（答）町としては少しでも早く造成に向けて動き始めてほしいと協議をディベロッ

パーのＭＫと進めているところ。進出企業に関してはＭＫが募集をかけている。実際

に申し込みがあったという話は聞けるが、具体的企業名はお話しいただけない。

（問）花見台の拡張部分や川島地区は企業からの引き合いはあるのか。

（答）企業からの相談は、昨年、今年かなり来ている。ただ、造成後は何とも言え

ない。

植木環境農政課長からは、株式会社ナガホリによる補助金にかかわる農業参入につ

いて以下の説明があった。

嵐山町へは平成22年ごろから東松山農林振興センターを介して進出し始めた。当初

は根岸地区２筆、約18アールの耕作放棄地の再利用交付金を得た事業として始めた。

それ以後、平成26年度25筆、27年度25筆と利用権の設定をしたが、この50筆は単に利

用権を設定し農業参入を計画したもので、補助金等を利用したものではない。

平成28年６月21日現在、根岸地内の２筆の農地は、利用権の期限終了につき地権者

に返還された。

耕作放棄地利用再生交付金を受けると最低５年間耕作することが条件で、平成22年

度に受けた交付金は５年が経過しているので、補助金の縛りはなくなっている。交付

金そのものは耕作放棄地を解消するのが目的で、実施をしたのがナガホリなので、仮

に途中で撤退したとしても、その農地が適正に耕作されていればこの交付金について

は有効である。ナガホリが耕作放棄地の解消を実施したけれども、その後耕作が行わ

れておらず、５年以内にもとの耕作放棄地に戻っているとか、耕作をされていなくて

保全管理の状態にあるということであれば、補助金の返還ということが生じる場合が

ある。根岸地区のケースについては、もう５年が経過しているので、平成27年度をも
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って補助金を返還するような事態は発生しない。

（問）ナガホリが再生利用交付金を交付され実施した事業に関しては、問題なく終

了したという認識でいいのか。

（答）はい。

（問）ナガホリと利用権を設定したり、解約したりした中で、耕作料の未払い、も

との状態に戻さなくてはならない等の実質的な被害を受けた人はいなかったのか。

（答）実質的な被害ということに関しては、耕作放棄地が中心ではあったが、それ

以外の農地も農地所有者に農地バンク登録をしていただいた。町としてはナガホリを

積極的にあっせんしたが、契約の年限がいかないうちに返され、その後新たな耕作者

が見つかるまでは自分で管理するというのが原則になるので、そういった意味ではご

迷惑をおかけしたことになろうかと思う。しかし、ナガホリは３年間、５年間、10年

間、単価は幾ら、年間で幾らでという契約をしていたので、合意解約の時点で、それ

までの日割り計算された料金が支払われているので、金銭的被害は発生していない。

（３）９月２日の委員会について

当日は、山下企業支援課長、小輪瀬企業支援副課長、植木環境農政課長、杉田環境

農政副課長、渡辺農業活性化アドバイザーから現地にて説明を受けた。

・インターランプ内地区は、インター接続道路の４車線化計画がある。４車線化が

実施された場合、大型トラックの出入りのための交差点設置が県警との協議の結果、

設置不可との見解により、Ｕターン場所等を設けるなど一定の解決策を協議中であり、

当面は今の２車線に右折帯を設けることで進めていく。

・越畑地区は、ボーリング箇所へコンクリートを流し込む基礎工事が行われており、

大量の水を必要とするが、嵐山町は水道水の供給が潤沢で助かっている。工事は順調

に進んでおり、予定どおり来年６月に稼働予定。（工事関係者の説明）

・花見台拡張予定地区は、県の評価順位を上げるため、本来企業局で実施する調査

業務を町の予算で実施する方向で進めている。

・川島地区は、造成基盤のかさ上げが必要となるが、土の確保を含め検討課題であ

る。

・千年の苑事業対象農地65筆のうち、61筆は利用権設定が確実に見込め、残り４筆

は今後進めていく。平成27年10月15日にラベンダーグロッソを500株、センティヴィ

アを200株定植。管理には除草と剪定が重要。今後、除草作業員を募集する。“我がふ
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るさと嵐山”の意識の醸成、子供たちにラベンダーの栽培や利用方法についての提案

などへのかかわりを持たせたい。平成30年度の開園を目指す。

３．今までの委員会を踏まえての各委員の意見

（１）産業団地について

・工業導入について町は力を入れているが、小さい自治体ですので、財政的には厳

しいので、県からの支援を頼りにするのは仕方のないこと。工業、製造業のような団

地をつくるだけでなく、税増収を目的ということでは、さまざまな産業が入ってきて

も構わないのでは。県に頼るだけでなく、民間の活用をもう少し勉強すべきではない

か。どこかで何かを探しているという情報を得たら、即動いて、嵐山町の財政力の中

で造成をしたりして誘致をすべきである。

・花見台拡張予定地区は早期実現可能性が最も高い。予想以上に深刻な人口減を考

えると、将来的財源確保という観点からも企業からの引き合いがあるうちにスピーデ

ィーに実現すべきである。また、９月議会以降になろうと思うが、嵐山町と同程度の

規模の自治体で、民間の力をうまく引き出しているところに研修に行くことも重要だ。

・川島地区は河川改修等も行う必要が出てくる可能性もあり、今後もかなり資本を

投下しなければできないと思う。

・今回、県に頼るだけでなく町の予算を使ってでも産業団地早期実現に向け踏み出

したことは大いに評価できる。

（２）農業の６次産業化について

・久喜市のブルーフェスティバル実行委員会が実施をしている「あやめ・ラベンダ

ーの里」は、市からの財政的支援をかなり受けている。我々が目指しているのは、町

からの財政的支援を受けずに独自で事業展開ができるシステムの構築である。そのよ

うな事業展開をしている先進地を視察する必要があると考える。

・農地を観光的に大規模利用している先進地から付随するインフラ整備の問題、地

元の人たちがどうすれば全面的にバックアップしてくれるのか等の課題、将来発生す

るであろう問題点等の経緯を聞かせていただくべきだ。秩父の芝桜は、見るのは一時

的ではあるが、多くの商品が開発され、年間を通して商品が出ていることにより、６

次産業化につながっている。こういった点は実際にやっているところ、経験している

ところでないとわからない。

・ラベンダー園、バーベキュー場は、嵐山で一番の場所。春の桜、秋の紅葉等周辺
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の自然環境を複合的、総合的に売り出すことが必要。ラベンダーだけでなく、ほかの

ことも含めた成功事例を研究すべきである。また、ラベンダー園に対し町民と意識を

共有し、まず町民に来てもらえるような工夫を料金設定も含め検討することが必要。

・最初の段階は、ラベンダー一本に絞って進めるべき。どうしてもうまくいかなけ

れば、その時点で新たな展開を検討するほうがいい。

・視察先として群馬県沼田市のたんばらラベンダーパークを一つの候補に。開花時

期に当たらなくても、６次産業は１年を通して運営していくものなので、かえって開

花時期以外に行ったほうがいいのでは。地元の果物や野菜等が６次産業とどう結びつ

いているのかを含めて見てくることが必要。

・めんこ61に関しては、まだ具体的なことは出てきていないので、その辺をもう少

し具体的にしていく必要はあると感じている。

上記の意見を踏まえ、先進地視察も含め、今後さらに具体的方向を調査研究するこ

とで一致した。

以上、中間報告といたします。

〇大野敏行議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことがござい

ませんか。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） ページがないので、ナガホリの件なのですが、ナガホリがこ

ういうふうに書いてあるわけですね。耕作放棄地の解消を実施したけれども、耕作は

行われておらずと。耕作していなかったのに、しかし補助金は返さなくてもいいので

すよというのは、どうも納得いかないのですけども、これはこの補助金の性格上、仕

方がないことだということなのですか。ちょっと中身がわかっていれば、お聞かせい

ただきたいと思うのですけれども。

〇大野敏行議長 それでは、佐久間委員長、お願いします。

〇佐久間孝光総務経済常任委員長 耕作をしていないのではなくて、耕作ちゃんとした

のです。それだから、根岸地区の２筆だけがその補助金にかかわる事業でありますの

で、それに関してはしっかりとやっておりますので、全然問題ないということであり

ます。

〇大野敏行議長 よろしいですか。

第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） これにナガホリが耕作放棄地の解消を実施したけれども、そ

の後耕作が行われておらずと、こうあるのです。これはどこの部分が耕作されていな

かったのか、ちょっとお聞かせ願いますか。

〇大野敏行議長 佐久間委員長。

〇佐久間孝光総務経済常任委員長 これは仮定でありまして、こういうことがあっても

こういうことですよという話でありますので、ナガホリの場合には、実際に耕作をし

て、それで５年間きちっとやった中で地主さんのほうに返しているということであり

ますので、全く問題ないということであります。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 ないようでございますので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

次に、文教厚生常任委員会の調査報告を委員長に求めます。

森文教厚生常任委員長。

〔森 一人文教厚生常任委員長登壇〕

〇森 一人文教厚生常任委員長 文教厚生常任委員会の所管事務調査報告をさせていた

だきます。

先ほど文書の差しかえをさせていただきました。よろしくお願い申し上げます。

平成28年９月13日

嵐山町議会議長 大 野 敏 行 様

文教厚生常任委員長 森 一 人

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり中間報告をいたします。

記

１ 調査事項

「環境美化について」及び「文教厚生常任委員会の所管する公共施設の点検」

２ 調査経過

本委員会は、閉会中の特定事件として「環境美化について」と「文教厚生常任委員

会の所管する公共施設の点検」を調査するため、６月16日、７月13日（行政視察）及

び８月30日に委員会を開会し、調査研究を行いました。

（１）６月16日の委員会について
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調査事項の「文教厚生常任委員会の所管する公共施設の点検」において、志賀小学

校、七郷小学校と玉ノ岡中学校の現地視察と、７月に行う行政視察先の千葉県柏市に

対しての、主な質問事項について協議した上で、質問書を送付させていただきました。

柏市は、不法投棄対策に特化し、ぽい捨て防止条例もある先進自治体です。

【志賀小学校の現地視察において、問題点・改善が必要と思われる事項の一部】

・プールサイド床面の劣化（図１）とプール床面のさび（図２）は、安全性・衛生

面において問題があるのでは。

・給食配膳室前のシャッターが片方側に支えがなく、これは（図３）になります、

次ページにございます。風が吹くと危険な状態。早急に撤去をするべきでは。

・給食配膳室においても衛生的に問題あり。

・灯油供給システムが、漏れとにおいから使用を中止している（図４）。

・校舎内の壁面のクラック（図５）。校舎外壁の汚れ・しみ（図６）。のり面が多い

ため、草刈りに費用がかかり過ぎる状況（学校応援団・ボランティアはよく活動して

いただいている）。

・体育館の水銀灯がすぐに切れてしまう。等々。

【七郷小学校の現地視察において、問題点・改善が必要と思われる事項の一部】

・変電設備の上に木々が伸びてきている、枝が折れると危険な状況（図７）。

・校舎内の壁面塗装が剥離している状況（図８）。

・運動場放送設備が北部交流センター駐車場の外側に位置しており使いづらい状

況。

・トイレ環境が、住宅レベルよりかなり低い状況。

・プール床面の塗装が剥がれ、児童が足裏にかなりの痛みを感じている。

・プール外壁のひび割れ、鉄筋が入っていない。危険な状況（図９）。等々。

【玉ノ岡中学校の現地視察において、問題点・改善が必要と思われる事項の一部】

・のり面が多く（図10）草刈りが大変である（保護者が手伝ってはいる）。

・グラウンド側（図11）、前面のり面をコンクリート化し、土どめが必要では（全

部の面を階段化か、ブロック積み）。

・校舎外壁の塗装剥がれ、しみ込み、雨漏りしている状況。

・体育館においても雨漏りがある状況。

・水回りは改修が必要、トイレ臭気問題もある（便器洋式化の要望は出している）。
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・プールの劣化（コンクリート式）。

・部室・グラウンド前、水はけが悪い状況。

前回と今回の小中学校現場視察を踏まえ、町に要望していること（嵐山町の各学校

サイドからこども課を通して、改善・改修が必要な箇所、問題点等を書き出していた

だき、資料として提出していただきたい）が出てきた上で、今後も調査研究を続けて

いくこととしました。

【柏市に対しての事前質問】

１．不法投棄対策について

・不法投棄防止カメラ設置台数や監視状況（録画等）、維持管理費等について。

・不法投棄防止カメラの効果と移動の時期について。

・近隣市不法投棄対策情報交換会の内容について。

・フェンス等の設置に対する所有者への助成等について。等々。

２．ぽい捨て等について

・条例制定の効果と周知について。

・違反者の取り締まり体制について。

・条例に基づく公表や過料の具体的ケースについて。

・過料の取り扱いについて。等々。

委員で協議の上、以上の質問を提出いたしました。

（２）７月13日の行政視察について

当日は、柏市で取り組んでいる不法投棄対策並びにぽい捨て等防止条例について、

パワーポイントを使用しての詳しい説明を受けました。質問事項の主な回答は以下に

なります。

１．不法投棄対策について

・不法投棄防止カメラ設置台数、監視状況（録画等）と維持管理費等について。

（回答）カメラの設置台数は８台で、そのうちの６台はダミーカメラ。残りの２台

については、動画を市役所へ飛ばせ、カメラの可動範囲320度ほど動かせるものが１

台。もう１台は静止画録画のカメラが１台。平成19年度から順次設置し、買い取りの

ものが４台、リースが４台で、リースからの買い取りという形である。維持管理費等

についてはカメラの種類によって異なるが、買い取りが15万円から約110万円、リー

ス料については、月8,300円から７万8,000円。
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・不法投棄防止カメラの効果と移設の時期について。

（回答）不法投棄防止カメラの効果は大きい。移設については、投棄物の性質、回

数、投棄量等を考慮して決定していく。また、カメラの設置と移設には近隣住民の理

解が必要である。

・フェンス等の設置に対する所有者への助成等について。

（回答）柏市不法投棄対策条例第３条「適切な役割分担等」にのっとり、民有地の

おける不法投棄につき、投棄者が見つからない場合は土地所有者または管理者による

自己処理となる。投棄物処理の手助けをする際には自己負担での再発防止策を条件と

する（看板・柵の設置等）。自己防衛のお願いの徹底をしている。

委員からの主な質問については以下になります。

（問）不法投棄防止カメラ設置基準は。

（答）37カ所の不法投棄があって、その中の多いところから選択する。

（問）買い取りとリースの併合は、どのような理由か。

（答）最初からリース５年契約で、その後に買い取りという流れ。

（問）不法投棄防止講座の内容と対象は。

（答）対象は高校生。内容は柏市における不法投棄とポイ捨てについての講義後、

地域清掃活動を行った。

（問）カメラから飛ばした映像は、担当職員が見ているのか。

（答）録画対応しているので、それを担当職員がチェックしている。

（問）近隣市情報交換会の内容と、その効果は。

（答）近隣市において不法投棄が多い場所、重なっている場所について年１回会議

を行っている。効果はある。【防止カメラの設置取り扱いにおいては持ち回り】

２．ポイ捨てについて

・条例制定の効果と周知について

（答）平成９年、柏市ぽい捨て及び違反ごみ出し防止条例制定、この条例は罰則の

ない努力規定。平成15年３月（施行から約７年）には条例施行前の３割までポイ捨て

ごみが減少した。しかし、ポイ捨てごみの大半がたばこの吸い殻であり、歩きたばこ

等に対する意見が多く寄せられた。

その後、審議会を開催し、市民アンケート等を実施。平成17年柏市ぽい捨て等防止

条例施行（改正）。
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柏駅周辺（約37ヘクタール）を禁煙等強化区域に設定。禁煙等強化区域におけるポ

イ捨て、路上等喫煙者に対し過料徴収（2,000円）にし罰則のない努力規定から変更、

同年10月より過料徴収実施。市内全域の路上での歩きたばこ禁止。改正後、ポイ捨て

は減少傾向にあり、効果が出ている。

周知については、各団体や企業等への条例趣旨説明、キャンペーン実施（平成17年

４月から）毎月、環境美化推進委員が中心となり、定例キャンペーンを実施。巡回パ

トロールの実施。ＳＮＳ（ツイッター）の活用した啓発活動。その他啓発物（路面シ

ール、看板及びかけ垂れ幕、駅前アナウンス放送、広報、ホームページ等々）による

周知。写真は、支柱に巻かれた啓発看板と禁止事項についての立て看板でございます。

・違反者の取り締まり体制について。

（回答）路上喫煙等防止指導員として警察ＯＢを採用（臨時的任用職員）。

平成23年末まで３名１班体制。

平成24年度からは２名１班体制。

平成28年度からは２～３名が１班体制。

パトロール実施期間（現在）

基本 ：日中パトロール ９時から17時まで（２名１班体制）。

不定期：早朝パトロール ７時から12時まで（３名１班体制）。

夜間パトロール 12時から20時まで（３名１班体制）。

・過料の取り扱いについて

（回答）取り締まりにおいて、注意・条例趣旨説明し、告知弁明書の記入をしても

らい、現金徴収か納付書発行による事後納付。

【納付書発行における未納対策】

納付書発行後、督促状、電話催告、催告書という流れになります。

【問題点】

・本人確認書類の提出が任意のため、うその名前や住所を記載され、督促・催告が

行えなくなってしまう。そのため、本人が記載した名前等を相手に見せず再度読み上

げ確認を実施。

・過料徴収及び注意・指導の際、相手方が怒ってしまい、トラブルに発展してしま

う可能性がある。そのため、高いコミュニケーションスキルを備えた警察ＯＢを採用。

委員からの主な質問については以下になります。
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（問）柏市以外の方が条例を知らなくて、禁煙等強化区域でたばこを吸ってしまっ

た場合は。

（答）何でもかんでも、過料は徴収していない。注意を促す、過料を取るのが目的

ではない。

（問）過料は一般財源になるのか。

（答）一般財源になる。

（問）禁煙等強化区域において指定喫煙所が必要では。

（答）全６カ所あった指定喫煙所を撤去した。

受動喫煙に関する苦情が多かった。民地については、市は関与をしていない状況で

ある。

上記の写真が実際に柏市で説明を受ける前に、柏駅周辺で現地を見させていただい

たときに、民地にある自販機付近の吸い殻のポイ捨てになります。

（３）８月30日の委員会について

当日の委員会は、過日に行った行政視察について、各委員から意見や感想を出して

もらい、その後に特定事件「環境美化について」と「文教厚生常任委員会の所管する

公共施設の点検」の今後の進め方について協議しました。

【７月13日の柏市行政視察について】

柏市の行政視察について、次のような意見・感想が出されました。

「不法投棄対策について」

・カメラの設置は効果があると思うので、町には今後、検討していただきたい。

・何度も繰り返し不法投棄がある箇所にカメラを設置すれば効果があると思う。

・不法投棄防止の啓発について、ＳＮＳ（ツイッター等）を活用して情報を流すと

効果があるのでは。

・不法投棄対策として、近隣市との情報共有は必要では。

「ポイ捨て等について」

・文教厚生常任委員会において、きれいなまちづくりの実現のため、条例制定を含

め進めていくべきでは。

以上の意見等をまとめ、特定事件「環境美化について」は今後、近隣の東松山市「東

松山のまちをみんなで美しくする条例」についての行政視察を含め、委員会としてポ

イ捨て等禁止条例制定も視野に入れながら、調査研究を続けていくことに全委員一致



- 26 -

で決定いたしました。

また、文教厚生常任委員会としては、今回の行政視察を踏まえ、下記について町に

提言いたします。

【提言】

１．不法投棄防止対策として、カメラの設置は大変効果があるため、不法投棄が多

い箇所に設置の検討。

２．不法投棄防止対策として行政境の近隣市町との情報共有を踏まえ、近隣市町不

法投棄防止対策交換会の開催を検討していただき、広域での不法投棄の未然防止及び

拡大防止を図っていただきたい。

次に、特定事件「文教厚生常任委員会の所管する公共施設の点検」については、人

口減、少子化の問題を踏まえ、教育環境の充実と学校統合という、いつかは訪れる大

きな問題も視野に入れ、調査研究を続けていくことに全委員一致で決定いたしました。

以上、中間報告とします。

〇大野敏行議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことがござい

ませんか。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 学校施設の調査なのですけれども、町のほうからは提出が出

されたのでしょうか。非常に学校施設なので、６月16日に視察をした段階で、とりわ

けプールなんかは、授業に影響はなかったのでしょうか。子供たちに安全・衛生面に

ついて問題があるという、委員会で提起をしているわけですよね。とりわけ志賀小、

七小にはそういう提言をしているのですけれども、それは改善をされたのでしょうか。

子供たちには影響はなかったのでしょうか。とりわけ７月授業だとか、夏休み期間中

に改善がされていないということであれば、プールの使用ってしていると思うのです。

そういう面では、子供たちへの影響というのは出てこなかったのでしょうか。

〇大野敏行議長 以上２点、回答を求めます。

森文教厚生常任委員長。

〇森 一人文教厚生常任委員長 各学校サイドからのこども課を通して改修、改善が必

要な箇所、問題点等はまだ提出していただいておりませんが、さきに６月16日の委員

会で七郷小学校を現場視察をしたときに、校長先生のほうより資料として、今児童に

ついてこういうことがあると、職員についてはこうだと、保護者についてはこうだ、
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地域の方々についてはこう、施設についてはこういうところが問題であるし、こうい

うところがよいという資料をいただいておりました。

また、プールの衛生面についてでございますが、プールの床の塗装が剥がれ、児童

が足裏にかなり痛みを感じている、塗装工事はできないかと、七郷小学校の校長から

もそのとき資料をいただいたときにありましたが、志賀小もプールの床面がさびてい

る状況、これはもう目で見て茶色く出ていますので、児童にとってどうなのかという

全委員の感想ということで、そこの時点でプールの使用中止だとか、そういうところ

は、委員会として町には提言はしておりません。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 委員会として学校視察をして、それぞれの、プールも含めて

ですけれども、安全面や衛生面に問題があるのだということであれば、町のほうに早

急に改善を求めていかなければ、学校というのは子供たちにとって一番安全なところ

だと思うのです。そういう面では、委員会が早く学校施設についての改善をすること

によって、子供たちの安全や衛生面がわかっていながら、それをしなかったというの

は、どういうことなのでしょう。

また、学校施設が、委員会が安全や衛生面に問題があるという指摘をしているとい

う認識を町のほうはしていると思うのです。にもかかわらず、それを放置していると

いうのは、非常に問題があるというふうに思うのですが、いかがなものなのでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

森文教厚生常任委員長。

〇森 一人文教厚生常任委員長 プールについては、先ほど答弁したとおりでございま

すが、プールサイドの壁が崩れそうな、これは図９になると思いますが、これについ

てはこども課にご報告を申し上げ、改善が必要ではないかと早急にということは、進

言させていただきました。

また、多分プールの衛生面というところではございますが、学校側としても今の現

状、問題があれば、プール使用はしていないわけでございますので、学校側として判

断したのでは、ではないや、こども課として安全であるということで、プール授業を

実施したのではないかと思われます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、給食のシャッターの関係もそうなのですけれ
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ども、風が吹くと危ないというふうに言っているわけですよね。子供たちに対して危

険だ。また、プールに対しても委員会は、安全面や衛生面に問題があるというふうに

言っている。だけれども、それをやっていないで授業をやったということは、町は、

委員会が指摘したにもかかわらず、そういったものは子供たちに対しては、大して大

きな問題ではないという認識だったのでしょうか。私は、委員会が指摘したことが、

この問題はもう早急に改善しなければならない問題だというふうに思うのですけれど

も、その認識の違いというのはどこから生まれてくるのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

森文教厚生常任委員長。

〇森 一人文教厚生常任委員長 委員会といたしましては、先ほど学校サイドから改善

が必要な点について資料を出していただいた上で協議し、検討を進めていくという段

階で全員一致しておりますので、その点については委員会としては、こども課に対し

て進言はいたしておりません。

〇大野敏行議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） １点です。柏の研修に行ってこられたということでございま

す。過料等なんていうものも金額的には少ないものだと思いますけれども、柏の中で、

実際的に一般財源化されている金額とか、さらには非常に指導員というのですか、そ

ういった方もかなり厳重なパトロールというか行われているようでございますが、そ

れについても多少費用的なものがわかりましたら教えていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

森文教厚生常任委員長。

〇森 一人文教厚生常任委員長 過料についての金額の増減というのは、我々としては

資料として今持ち合わせてございませんが、過料徴収件数の推移というところでは、

今減少傾向にあり、過料を徴収することによってごみの個数も減少しているというこ

とでございました。

パトロール要員でございますが、先ほどご説明申し上げたとおり、警察ＯＢの方に

指導員として、コミュニティー能力の高い方に市としてお願いしているという状況で

ございます。

〇大野敏行議長 ほかに。
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〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 ないようでございますので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

以上で、常任委員会所管事務調査報告を終わります。

会議の途中ですが、暫時休憩をいたします。11時15分を再開時間といたします。

休 憩 午前１１時０３分

再 開 午前１１時１５分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎広報広聴特別委員会所管事務調査報告

〇大野敏行議長 日程第６、広報広聴特別委員会所管事務調査報告を行います。

広報広聴特別委員会の調査報告を委員長に求めます。

青柳広報広聴特別委員長。

〔青柳賢治広報広聴特別委員長登壇〕

〇青柳賢治広報広聴特別委員長

平成28年９月13日

嵐山町議会議長 大 野 敏 行 様

広報広聴特別委員長 青 柳 賢 治

所管事務の調査報告

本委員会は、所管事務の調査を下記のとおり報告します。

記

１ 調査事項

第９回議会報告会報告書の作成、議会モニターとのかかわり及びＩＣＴの活用につ

いて

２ 調査結果

本委員会は、６月15日、７月６日、９月７日に委員会を開会した。

（１）６月15日の委員会について

第９回議会報告会報告書の作成について、議会報告会担当者よりの報告書原案が事

務局より提出されたので、報告書全般について、特別委員全員でチェック、確認を行

った。意見交換会の中で出された耕作放棄地再生利用緊急対策交付金を受けた企業に
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ついては、総務経済常任委員会で調査、研究することになった。ほかに修正、確認す

る箇所も数カ所あったので、次回までに修正することにして確認作業を終えた。今後

の予定として９月にタブレットの講習を行うこと、11月19日に第10回議会報告会を実

施することも決定した。

次に議会モニターについて検討、決定事項は下記のとおりでございます。

１．議会モニターから出された資料の貸与については、希望するモニターには貸与

すること。（後刻議運での検討の必要がある）

２．議会モニターについて、有償化が望ましいという委員の意見もあるので、次回

検討するため、嵐山町の町政モニター制度のあり方を調査しておくこと。

以上のことを協議して、当日の委員会を閉会した。

（２）７月14日の委員会について

第９回議会報告会報告書について、前回の修正箇所を確認し、他の補正部分もあっ

たので、訂正した上でホームページにアップすることにした。

事務局より町政モニターの設置要綱と今後の町政モニターのあり方について説明を

受けた上で、議会モニターの有償化について協議した。出された主な意見は要約する

と下記のとおりとなる。

１．傍聴に来ていただくのも、パートなどの時間を使ってご足労いただくことにな

るので、その役務に対して報償が必要ではないか。

２．新モニターは、無償ということでお願いをしているので、有償になることで負

担になっても気の毒である。

３．モニターなりに自覚を持ってきていただいていると思うので、議会に対して自

由に発言していただくことで足りるのではないか、有償化については来年度からでも

いいのでは。

４．モニターの成果がはっきりあらわれていない中で有償化はどうなのか、まず議

会がモニターに何を望んでいくのかが重要である。

５．議会力アップのため、モニターのやりがいということからも有償化に向けて進

んでいかなければならないのでは。

６．モニターの負担にならない程度の議会側からのお礼にとどめては。

以上のような意見が出されたが、最終的に今年度の議会モニターからモニターの負

担にならない程度の議会側からのお礼にとどめることとし、議長交際費の範囲内で対
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応することで合意した。９月定例会終了後、議会モニターの都合のよい時間帯におい

て、９月定例会の感想や議会の運営などに対して、意見交換会を実施することも決定

した。

（３）９月７日の委員会について

「地方自治体におけるＩＣＴの活用」について、東京インタープレイ株式会社の君

島雄一郎氏を講師に迎え、講習会を実施。ペーパーレス議会システムは約５年分の文

書資料が保存でき、大量の文書でも横断検索機能により瞬時に閲覧ができることによ

って議員活動の活性化につながること、業務の平準化が図れるなどの導入メリットに

ついて説明を受け、実際にタブレットを使用して各機能について操作体験した。その

後の質疑応答においては、主に他の議会においての導入、移行時における状況や課題

について、運用面での注意点、さらには費用面における質疑が行われた。

終わりに議会モニターとの意見交換会の日程調整表を配付して、当日の委員会を閉

会した。

以上、委員会報告といたします。

〇大野敏行議長 ただいまの委員長報告につきまして、何かお尋ねしたいことはござい

ませんか。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 ないようでございますので、お引き取り願います。ご苦労さまでした。

ここで休憩といたします。

休 憩 午前１１時２２分

再 開 午前１１時２２分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎報告第２号の上程、説明、質疑

〇大野敏行議長 日程第７、報告第２号 平成27年度嵐山町健全化判断比率の報告につ

いての件を議題といたします。

提案者から説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕
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〇岩澤 勝町長 報告第２号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

報告第２号は、平成27年度嵐山町健全化判断比率の報告についての件でございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項の規定に基づき、平成27年

度嵐山町健全化判断比率について、監査委員の意見をつけて議会に報告をするもので

あります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中嶋総務課長。

〔中嶋秀雄総務課長登壇〕

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、報告第２号の細部について説明をさせていただきます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条に定められました４項目の比率を

報告させていただくものでございます。

お手元の報告第２号の裏面をごらんいただきたいと思います。まず、実質赤字比率

につきましては、一般会計の赤字の程度を指標化するもの、また次の連結実質赤字比

率につきましては、一般会計以外の全ての会計を含め、赤字の程度を指標化するもの

でございますが、ともに赤字ではございませんので、数値は表示されておりません。

次に、実質公債費比率ですが、町の借入金の返済額及び一部事務組合等の返済額等

を含め、公債費の大きさを指標化して資金繰りの危険度を示すものでございますが、

7.8％でございます。

その次の将来負担比率ですが、一般会計の借入金や将来支払っていく可能性のある

負担、現時点での残高の程度を指標化するものでございまして、80.5％でございます。

以上４項目の比率につきましては、それぞれの指標の括弧内に示しております早期

健全化基準に達しておりませんので、本町、当町におきましては健全な財政運営が行

われているというものと評価されるものでございます。

なお、参考資料といたしまして、健全化判断比率の状況としての、各比率の算出基

礎数値の資料を添付させていただいておりますので、こちらにつきましては、後ほど

ご高覧をいただきたいと思います。

以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明を終わります。
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次に、平成27年度嵐山町健全化判断比率に関しまして、監査委員の報告を求めます。

柳代表監査委員。

〔柳 勝次代表監査委員登壇〕

〇柳 勝次代表監査委員 議長の許可をいただきましたので、平成27年度嵐山町健全化

判断比率について、審査結果をご報告申し上げます。

審査は、去る７月20日に役場205会議室におきまして、吉場監査委員とともに実施

いたしました。各健全化判断比率は、早期健全化基準を下回るか、または算定されな

い状況であり、その算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成さ

れているものと認められました。

以上、甚だ簡単でございますが、審査結果の報告とさせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

以上で、提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わりました。

この際、何かお聞きしたいことはありませんか。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑がないようですので、本件につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第３条第１項の規定による報告でありますので、これにて終わ

ります。

◎報告第３号の上程、説明、質疑

〇大野敏行議長 日程第８、報告第３号 平成27年度嵐山町資金不足比率の報告につい

ての件を議題といたします。

提案者から説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 報告第３号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

報告第３号は、平成27年度嵐山町資金不足比率の報告についての件でございます。

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第１項の規定に基づき、平成27年

度嵐山町資金不足比率について、監査委員の意見をつけて議会に報告をするものでご

ざいます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。
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以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

深澤上下水道課長。

〔深澤清之上下水道課長登壇〕

〇深澤清之上下水道課長 報告第３号につきまして細部説明させていただきます。

報告書の裏面をごらんください。平成27年度嵐山町資金不足比率報告書でございま

す。水道事業会計及び下水道事業特別会計とも資金不足はありませんでしたので、こ

こに数値的な表示はされておりません。なお、備考の金額につきましては、事業の規

模について記載をさせていただいております。

水道事業会計につきましては、営業収益から受託工事収益を差し引いた金額４億

5,025万8,000円につきまして掲載をしております。

次に、下水道事業特別会計の２億4,487万8,000円の内容につきましては、下水道使

用料及び浄化槽使用料と手数料収入、さらには諸収入を合計した事業収益から受託工

事収益を差し引いた金額について記載しております。

報告第３号の参考資料につきましては、算定様式でございます。

以上をもちまして細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明を終わります。

次に、平成27年度嵐山町資金不足比率に関しまして、監査委員の報告を求めます。

柳代表監査委員。

〔柳 勝次代表監査委員登壇〕

〇柳 勝次代表監査委員 議長の許可をいただきましたので、平成27年度嵐山町資金不

足比率について、審査結果をご報告申し上げます。

審査は、去る７月20日に役場205会議室におきまして、吉場監査委員とともに実施

いたしました。各会計の資金不足比率は算定されない状況であり、その算定の基礎と

なる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。

以上、甚だ簡単でございますが、審査結果の報告とさせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

以上で、提案説明及び細部説明並びに監査報告が終わりました。

この際、何かお聞きしたいことはありませんか。
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〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑がないようですので、本件につきましては、地方公共団体の財政

の健全化に関する法律第22条第１項の規定による報告でありますので、これにて終わ

ります。

◎認定第１号～認定第６号の上程、説明、質疑

〇大野敏行議長 日程第９、認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定

についての件、日程第10、認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定についての件、日程第11、認定第３号 平成27年度嵐山町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定についての件、日程第12、認定第４号 平成27年度嵐山

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件、日程第13、認定第５号 平成27年

度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての件及び日程第14、認定第６

号 平成27年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件、以上の決算認定６件を一

括議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 それでは、認定第１号から順次ご説明申し上げます。

認定第１号は、平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件でござい

ます。歳入総額65億6,559万9,754円、歳出総額62億1,899万6,611円、歳入歳出差引額

３億4,660万3,143円であります。また、繰越明許費繰越額は91万円であり、実質収支

額は３億4,569万3,143円であります。

続きまして、認定第２号について説明申し上げます。認定第２号は、平成27年度嵐

山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての件でございます。歳入総額

26億287万6,984円、歳出総額24億3,355万4,202円、歳入歳出差引額並びに実質収支額

は１億6,932万2,782円であります。

続きまして、認定第３号についてご説明申し上げます。認定第３号は、平成27年度

嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての件でございます。歳入総

額１億7,227万3,574円、歳出総額１億6,933万6,142円、歳入歳出差引額並びに実質収

支額は293万7,432円であります。
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続きまして、認定第４号についてご説明申し上げます。認定第４号は、平成27年度

嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件でございます。歳入総額は

11億5,565万7,489円、歳出総額10億8,793万8,953円、歳入歳出差引額並びに実質収支

額は6,771万8,536円であります。

続きまして、認定第５号についてご説明申し上げます。認定第５号は、平成27年度

嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての件でございます。歳入総額５

億7,203万1,710円、歳出総額５億6,551万1,173円、歳入歳出差引額並びに実質収支額

は652万537円であります。

以上、認定第１号から認定第５号は、地方自治法第233条第３項の規定に基づき、

監査委員の意見をつけて議会の認定に付するものであります。

続きまして、認定第６号についてご説明申し上げます。認定第６号は、平成27年度

嵐山町水道事業会計決算認定についての件でございます。平成27年度の業務状況は、

給水人口１万8,066人、給水戸数7,592戸、年間総配水量274万967立方メートル、総有

収水量260万1,891立方メートル、有収率は94.93％と、前年度に比べ0.62ポイントの

減少となりました。

経営状況は、税抜きで事業収益４億9,862万1,750円に対し、事業費用は４億2,911万

9,985円で、当年度純利益は6,955万1,765円であります。

次に、資本的収入及び支出でございますが、収入額1,111万5,000円に対し、支出額

２億1,777万4,722円で、不足する額２億665万9,722円は減債積立金、建設改良積立金

等で補填をいたしました。

以上、認定第６号は、地方公営企業法第30条第４項の規定に基づき、監査委員の意

見をつけて議会の認定に付するものであります。

なお、細部につきましては、会計管理者及びそれぞれの担当課長より説明をさせて

いただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 続いて、金井会計管理者兼会計課長から、一般会計歳入歳出決算及び

財産に関する調書についての細部説明を求めます。

金井会計管理者兼会計課長。

〔金井敏明会計管理者兼会計課長登壇〕

〇金井敏明会計管理者兼会計課長 認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決
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算認定につきまして、その内容をご説明申し上げます。

最初に、主要な施策の説明書でご説明いたしますので、説明書をご高覧いただきた

いと思います。12ページをお開きください。

１、決算の概要の（１）総括収支の状況であります。歳入合計は65億6,559万9,754円、

歳出合計は62億1,899万6,611円であります。前年度と比較いたしますと、歳入で１億

4,063万1,795円、歳出で１億7,972万6,045円と、いずれも減額となりました。歳入歳

出差引額は３億4,660万3,143円でありますが、繰越明許費繰越額が３事業３件で91万

円でありますので、差引翌年度繰越額は３億4,569万3,143円となりました。

次に、（２）歳入の款別の状況であります。単位は1,000円であります。主なところ

を何点か申し上げます。

まず１款徴税でありますが、決算額は27億1,553万4,000円でありまして、歳入に占

める割合は41.4％であります。前年度と比較いたしますと6,510万8,000円の減額であ

ります。

次に、10款地方交付税でありますが、決算額は８億2,945万2,000円で、歳入に占め

る割合は12.6％であります。前年度と比較いたしますと6,052万1,000円の増額であり

ます。

次に、14款国庫支出金ですが、決算額は５億8,800万5,000円でありまして、歳入に

占める割合は９％、前年度と比較いたしますと１億674万4,000円の減額であります。

次に、21款町債ですが、決算額は５億5,814万8,000円でありまして、歳入に占める

割合は8.5％、前年度と比較いたしますと１億7,534万円の減額であります。

次に、15款県支出金の決算額は４億5,735万5,000円でありまして、歳入に占める割

合は７％、前年度と比較いたしますと3,097万9,000円の減額であります。

次に、18款繰入金ですが、決算額は３億3,621万3,000円でありまして、歳入に占め

る割合は5.1％、前年度と比較いたしますと588万1,000円の減額であります。

次に、13ページの（３）歳出の款別の状況であります。単位は1,000円であります。

１款議会費ですが、決算額は１億718万5,000円で、前年度と比較いたしますと623万

5,000円の増額であります。増額の主なものにつきましては、議員報酬費等でありま

す。

次に、２款総務費でありますが、決算額は11億8,800万8,000円でありまして、歳出

に占める割合は19.1％であります。前年度と比較いたしますと2,304万円の減額であ
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ります。減額の主なものは、庁舎管理事業、財政調整基金管理事業、町税還付事業の

償還金利子及び割引料等であります。

次に、３款民生費でありますが、決算額は17億2,957万1,000円でありまして、歳出

に占める割合は27.8％であります。前年度と比較いたしますと１億3,279万8,000円の

減額であります。減額の主なものは、臨時福祉給付金事業、子育て支援拠点整備事業、

子育て世帯臨時特例給付金事業、保育所保育事業の減額等であります。

次に、４款衛生費でありますが、決算額は５億4,794万1,000円でありまして、前年

度と比較いたしますと477万9,000円の増額であります。増額の主なものは、健康づく

り事業の委託料等であります。

次に、５款労働費でありますが、決算額は10万5,000円で前年度と同額であります。

次に、６款農林水産業費でありますが、決算額は１億4,665万4,000円で、前年度と

比較いたしますと2,975万8,000円の増額であります。増額の主なものは、川のまるご

と再生事業の委託料等であります。

次に、７款商工費でありますが、決算額は9,143万3,000円で、前年度と比較いたし

ますと3,633万9,000円の増額であります。増額の主なものは、地域限定プレミアム付

商品券発行事業及び川のまるごと再生事業の委託料、公有財産購入費等であります。

次に、８款土木費でありますが、決算額は８億4,431万円でありまして、歳出に占

める割合は13.6％で、前年度と比較いたしますと5,970万8,000円の増額であります。

増額の主なものにつきましては、生活道路整備事業、幹線道路整備事業、武蔵嵐山駅

東西連絡通路駅前広場管理事業、平沢土地区画整備事業等であります。

次に、９款消防費でありますが、決算額は３億2,330万6,000円でありまして、前年

度と比較いたしますと130万7,000円の減額であります。減額の主なものは、一部事務

組合の非常備消防負担金等であります。

次に、10款教育費でありますが、決算額は５億8,570万7,000円でありまして、歳出

に占める割合は9.4％で、前年度と比較いたしますと１億7,056万6,000円の減額であ

ります。減額の主なものにつきましては、小学校施設改修事業、中学校施設改修事業

等であります。

次に、12款公債費でありますが、決算額は６億5,477万6,000円でありまして、歳出

に占める割合は10.5％で、前年度と比較いたしますと1,116万5,000円の増額となりま

した。
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以上、概要を申し上げましたが、予算執行率につきましては、歳入予算の執行率は

97.5％、また歳出予算の執行率は92.4％でありました。

続きまして、一般会計歳入歳出決算書の事項別明細書に基づきましてご説明申し上

げます。今度は決算書の14ページ、15ページをごらんいただきたいと思います。

１款町税ですが、１項町民税の１目個人１節現年課税分の収入済額は８億2,779万

6,148円で、前年度と比較いたしますと1,730万7,397円の減額となりました。２目法

人の１節現年課税分の収入済額は２億5,866万3,800円で、前年度と比較いたしますと

3,411万8,000円の減額となりました。

２項１目固定資産税の１節現年課税分の収入済額は14億4,761万3,570円で、前年度

と比較いたしますと157万7,780円の増額となりました。

３項１目軽自動車税の１節現年課税分の収入済額は3,669万4,600円で、前年度と比

較いたしますと105万2,400円の増額となりました。

４項１目町たばこ税の収入済額は１億1,969万5,120円で、前年度と比較いたします

と1,318万9,432円の減額となりました。

18、19ページをお願いいたします。下段になります。10款１項１目地方交付税です

が、普通交付税は７億2,809万6,000円で、前年度と比較いたしますと7,339万8,000円

の増額、特別交付税は１億135万6,000円で1,287万7,000円の減額となりました。

次に、22、23ページをお願いいたします。中段になります。13款使用料及び手数料

の１項４目農林水産業使用料の１節行政財産使用料436万2,008円は、太郎丸地内のた

め池のほかに花見台第３調整池に設置された太陽光発電のため池使用料が収入された

ものでございます。

26、27ページをお願いいたします。中段になります。14款国庫支出金の１項１目民

生費国庫負担金の３節老人福祉費負担金90万1,425円は、低所得高齢者の介護保険料

を軽減するための費用の一部が交付されたものであります。

また、３目教育費国庫負担金の１節教育振興費負担金67万9,760円は、子ども・子

育て支援制度に伴い、地域型保育施設への給付に対し補助されたものでございます。

同じページ下段になります。２項１目総務費国庫補助金の１節総務費補助金の備考

欄の上から４行目、４、地域活性化・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行

型タイプ２）963万3,600円は、昨年10月末までに地方総合戦略を策定し、その中に位

置づけられている事業に対し交付されたものであります。
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また、下から４行目、２、社会保障・税番号制度個人番号カード交付事業費補助金

507万4,000円は、マイナンバー制度導入に伴う通知カード及び個人番号カード関連事

務に対し交付されたものでございます。

28、29ページをお願いします。14款国庫支出金、２項２目民生費国庫補助金の２節

児童福祉費補助金の備考欄でございます。１、子ども・子育て支援交付金1,683万

3,000円は、子ども・子育て支援事業計画に基づき実施される地域子ども・子育て支

援事業に対し交付されたものでございます。

32、33ページをお願いいたします。下段になります。15款県支出金、２項３目衛生

費県補助金の１節保健衛生費補助金の備考欄でございます。５、埼玉県健康長寿埼玉

モデル普及促進事業補助金500万円、これは、健康寿命を延ばそうプロジェクトとし

て県が推奨するモデル事業を参考に、さまざまなプログラムを実施したことに対し交

付されたものでございます。

34、35ページをお願いいたします。上段より少し下になります。15款県支出金、２

項５目農林水産業費県補助金の２節農業振興費補助金の備考欄でございます。７、農

地中間管理事業補助金788万5,600円は、農地中間管理機構を活用し、農地を集積して

賃貸借を行い、その面積に応じて補助金が交付されたものでございます。

同目３節農地費補助金の備考欄、２多面的機能支援事業補助金352万7,250円は、農

業・農村が有する国土の保全、景観の形成等多面的機能の維持・発揮を図るため、地

域の共同活動に対する支援に対し交付されたものであります。

同目５節林業振興費補助金の備考欄、１里山・平地林再生事業補助金300万円は、

放置された里山、里地の再生に要する経費に対し交付されたものでございます。

下段になります。８目消防費県補助金、１節消防費補助金の備考欄の１、市町村有

施設再生可能エネルギー等導入事業補助金4,198万7,400円は、地震や台風等による大

規模な災害に備え、避難所や防災拠点に再生可能エネルギー等を導入する事業に対し

交付されたもので、玉ノ岡中学校と北部交流センターに設置された太陽光発電に対す

る補助金でございます。

46、47ページをお願いいたします。

〇大野敏行議長 ここで、細部説明の途中でございますが、暫時休憩をしたいと思いま

す。再開時間を１時30分といたします。よろしくお願いします。ご苦労さまです。

休 憩 午前１１時５９分
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再 開 午後 １時２９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

金井会計管理者及び会計課長の細部説明です。

金井課長。

〔金井敏明会計管理者兼会計課長登壇〕

〇金井敏明会計管理者兼会計課長 それでは、決算書の46、47ページをお開きいただき

たいと思います。中段になります。20款諸収入、５項３目雑入の８節雑入ですが、備

考欄の上から10行目、３公益財団法人埼玉県市町村振興協会市町村交付金1,845万

2,000円は、サマージャンボ宝くじ及びオータムジャンボ宝くじの売り上げの一部が

助成されたもので、こども医療費給付事業に充てたものでございます。

また、その３行下の４自治総合センターコミュニティ事業助成金250万円は、市が

１区子供みこし整備事業に充てたものでございます。

48、49ページをお願いいたします。備考欄上段より少し下になります。28太陽光発

電売電収入６万5,800円は、花見台工業団地管理センター太陽光発電による売電収入

でございます。

また、その６行下の29二酸化炭素排出抑制対策事業費補助金624万5,000円は、ＬＥ

Ｄ照明灯導入調査事業として、一般社団法人低炭素社会創出促進協会から交付された

ものでございます。

続きまして、歳出でございますが、64、65ページをお願いいたします。備考欄の上

から５行目になります。２款総務費、１項１目一般管理費の19住民税情報システム運

用管理事業の19負担金補助及び交付金、１中間サーバープラットフォーム利用負担金

558万6,000円は、マイナンバー制度に伴う中間サーバープラットフォーム利用負担金

であります。

66、67ページをお願いします。備考欄の中段になります。２款総務費、１項２目文

書広報費の02法規管理事業の13委託料、12例規整備支援業務委託料118万8,000円は、

行政不服審査法施行に伴う例規整備業務委託料であります。

その下の繰越明許86万4,000円は、マイナンバー制度に伴う例規整備業務委託料で

あります。

74、75ページをお願いいたします。備考欄の下段になります。２款総務費、１項６
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目企画費の07交通弱者対策事業の13委託料、12生活交通基礎調査委託料269万2,440円

は、北部地域の路線バスの廃止に伴い、今後の人口減少社会、超高齢社会に対応した

交通弱者対策に要する経費として、生活交通に関する基礎調査を実施したものであり

ます。

76、77ページをお願いします。備考欄の上から３行目になります。２款総務費、１

項６目企画費の09子育て世帯転入奨励事業の19負担金補助及び交付金の２子育て世帯

転入奨励金360万円は、15世帯に交付し、44人の転入がありました。

上段より少し下になります。12嵐山まもり隊支援事業14万5,895円は、嵐山町をあ

らゆる面で守っていきたい、支えたいというグループに対し支援を行うための経費で、

平成27年度末は３団体15人でありました。

中段の13地方版総合戦略策定事業の13委託料の12地方版総合戦略策定基礎調査等業

務委託料999万円は、嵐山町人口ビジョン及び総合戦略の策定支援業務委託でありま

す。

82、83ページをお願いいたします。備考欄中段より少し下になります。２款総務費、

１項９目町民活動推進費の05交流センター改修事業の15工事請負費1,976万4,000円

は、北部交流センターの改修に伴い、太陽光発電設備等の設置工事を実施したもので

ございます。

84、85ページをお願いします。備考欄の下段になりますが、２款総務費、１項11目

人権対策費の03人権対策啓発事業143万1,447円は、国立女性教育会館を会場として開

催された第13回比企郡市人権フェスティバルの事業費が含まれております。

86、87ページをお願いします。備考欄の下段になります。２款総務費、１項12目諸

費の02防犯対策事業の19負担金補助及び交付金、２防犯モデル地区事業補助金100万

円は、危険箇所マップの作成等で、菅谷７区、川島地区の２地区に補助を行ったもの

でございます。

112、113ページをお願いいたします。３款民生費になります。備考欄の上から１行

目、１項１目社会福祉総務費の20臨時福祉給付金事業の19負担金補助及び交付金の２

臨時福祉給付金事業補助金は、対象者2,651名の方に1,590万6,000円を交付いたしま

した。

114、115ページをお願いします。備考欄の上から７行目になります。３款民生費、

１項２目老人福祉費の06在宅高齢者等日常生活支援事業の19負担金補助及び交付金、
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２嵐山お助けサービス事業運営費補助金100万円は、嵐山町社会福祉協議会へ運営費

を補助したものでございます。

122、123ページをお願いいたします。備考欄の下段になります。３款民生費、２項

１目児童福祉総務費の05こども医療費給付事業の20扶助費の11こども医療費給付金は

4,434万7,198円でございました。内訳につきましては、乳児医療費給付金が登録者数

804人で1,817万3,999円、こども医療費給付金が登録者数1,072人で2,617万3,199円で

した。

124、125ページをお願いします。備考欄の中段になります。３款民生費、２項１目

児童福祉総務費の08地域子育て支援拠点運営事業の13委託料、12地域子育て支援拠点

運営業務委託料750万円は、乳幼児及びその保護者が相互の交流を行い、子育てにつ

いての相談、情報の提供、助言、その他の援助を行う地域子育て支援拠点の管理運営

に要する経費で、嵐山町社会福祉協議会へ委託したものでございます。

その５行下の09子ども・子育て支援事業286万425円は、子育て家庭がニーズに合わ

せて幼稚園や保育所などの施設や子育て支援事業を選択できるよう、情報提供や相談、

援助をする利用者支援事業等、子育て家庭を支援するために実施されたものでござい

ます。

126、127ページをお願いします。備考欄の上から３行目になります。３款民生費、

２項２目児童措置費の01子どものための教育・保育給付事業の13委託料、12子どもの

ための教育・保育実施委託料２億9,764万8,730円は、子ども・子育て支援制度に伴い、

保育実施委託料として各保育園に委託したものでございます。

中段になりますが、02児童手当特例給付事業の20扶助費、５児童手当は２億4,253万

円で、延べ児童数は２万1,895人でありました。また、７特例給付は366万円で、延べ

児童数は732人でありました。

132、133ページをお願いいたします。４款衛生費になります。備考欄中段になりま

すが、１項１目保健衛生総務費の05健康づくり事業の13委託料ですが、健康長寿埼玉

モデル普及促進事業として、12血液検査委託料61万2,338円、健康プログラム委託料

254万8,800円、運動指導業務委託料103万6,800円等を実施したものであります。

134、135ページをお願いいたします。備考欄の下段になります。４款衛生費、１項

２目予防費の01予防接種事業の13委託料の12予防接種医師委託料は3,884万9,520円

で、接種人数は5,369人、繰越明許分752万1,260円で、接種人数は931人でした。
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140、141ページをお願いいたします。備考欄の中段になります。４款衛生費、１項

４目環境衛生費の09地球温暖化防止事業の２太陽光発電高効率給湯器設置補助金は

163万円で、該当数は47件でございました。

148、149ページをお願いいたします。６款農林水産業費になります。備考欄の下か

ら２行目、１項３目農業振興費の02農業支援者事業の19負担金補助及び交付金の２経

営体育成条件整備事業補助金284万3,858円は繰越明許分で、雪害による農業用施設の

再建のための補助であります。

150、151ページをお願いします。備考欄の一番上になります。２農地中間管理事業

補助金788万5,600円は、農地中間管理機構を活用し、農地集積を行った勝田地区、志

賀地区、約25ヘクタールに対し補助されたものであります。

次に、備考欄の下段になります。５目農地費の01土地改良事業の15工事請負費

1,487万1,600円は、嵐山南部野戦場の農道整備工事延長821メートルを実施したもの

でございます。

152、153ページをお願いします。備考欄中段より少し下になります。６款農林水産

業費、２項１目林業振興費、02川のまるごと再生事業3,062万8,800円は、立ち木の伐

採、もみじ等の植栽等を実施したものでございます。

154、155ページをお願いします。７款商工費になります。備考欄の下段になります

が、１項１目商工総務費の05子育て・高齢者応援リフォーム補助事業の２子育て・高

齢者応援リフォーム補助金80万7,000円は、子育て世帯に対する中古住宅リフォーム

及び高齢者世帯のバリアフリーリフォーム改修費用に対し、補助を行ったものでござ

います。

156、157ページをお願いします。備考欄の中段になります。７款商工費、１項２目

商工振興費の06特産品開発支援事業の２特産品開発事業補助金50万円は、新たに特産

品を開発し、商品化する団体等を支援するため補助を行ったものであります。

また、その下の07地域限定プレミアム付商品券発行事業3,649万9,490円は、商品券

発行事業を実施したものでございます。

160、161ページをお願いします。備考欄の上段になります。７款商工費、１項４目

観光費の04川のまるごと再生事業は、槻川の川のまるごと再生事業に要した費用で、

遠山地内の観光駐車場整備測量業務委託、設計業務委託、トイレ設計業務委託で478万

2,240円、駐車場用地の土地購入費321万1,002円、立ち木移転等物件補償費で41万
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3,692円であります。

166、167ページをお願いします。８款土木費になります。備考欄上段より少し下に

なります。１項４目交通安全施設整備費の03道路照明灯施設設置事業の13委託料、12道

路照明灯調査委託料637万2,000円は、ＬＥＤ照明灯導入調査業務で、図面作成、現地

調査、管理台帳作成、ＬＥＤ照明灯導入計画策定等を実施したものでございます。

備考欄の中段になります。１項５目橋梁維持費の13委託料の２測量設計委託料は

667万7,640円で、３本の橋について実施をいたしました。12橋梁点検業務委託料は

603万7,200円で、11本の橋について実施をいたしました。

170、171ページをお願いいたします。備考欄の上から２行目になります。８款土木

費、３項１目都市計画総務費の04武蔵嵐山駅東西連絡通路駅前広場管理事業の15工事

請負費7,919万4,240円は、武蔵嵐山駅東西連絡通路のラッピングの内装工事や電気設

備工事等を実施したものでございます。

174ページ、175ページをお願いいたします。備考欄の中段より少し下になります。

８款土木費、３項５目公園費の07川のまるごと再生事業の15工事請負費2,208万

3,840円は、武蔵嵐山遊歩道等を整備したものでございます。

184、185ページをお願いします。10款教育費になります。備考欄の下段になります。

１項２目事務局費の14小中学校学年費補助事業の20扶助費の１小中学校学年費補助費

は870万円で、小学生802人、中学生469人、合計1,271人に交付したものでございます。

196、197ページをお願いします。備考欄の上から４行目になります。10款教育費２

項１目学校管理費の06小学校施設改修事業の13委託料、２測量設計委託料797万400円

は、菅谷小学校プール改築工事の設計業務委託料であります。

204、205ページをお願いいたします。備考欄上段より少し下になります。10款教育

費３項１目学校管理費の05中学校施設改修事業の15工事請負費3,792万6,360円は、玉

ノ岡中学校の太陽光システム設置工事、菅谷中学校及び玉ノ岡中学校へのタブレット

パソコン導入に伴うネットワークＬＡＮ配線工事、玉ノ岡中学校廊下アルミサッシの

交換工事等を実施したものでございます。

220、221ページをお願いします。備考欄の上から４行目になります。10款教育費、

５項３目文化財保護費の05杉山城跡整備事業の17公有財産購入費、３土地購入費は

3,591万2,000円で、杉山城跡の公有化を図るもので、３万5,912平方メートルの土地

を購入したものであります。
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224、225ページをお願いします。備考欄の中段になります。10款教育費、６項２目

体育施設費の01スポーツ施設管理事業の15工事請負費850万2,948円は、嵐山町Ｂ＆Ｇ

海洋センターの変電所内改修工事及び加圧給水ポンプユニット交換工事、また総合運

動公園の音響設備交換工事等を実施したものでございます。

続きまして、357ページをお願いいたします。財産に関する調書であります。

１、公有財産の（１）土地及び建物ですが、土地の決算年度末現在高は、行政財産、

普通財産を合わせまして108万9,250平方メートル、建物につきましては、行政財産、

普通財産を合わせまして５万1,758平方メートルでした。

下段の表の行政財産で、数値に変更が生じたところの変更理由を申し上げます。ま

ず、土地ですが、公共用財産のうち、その他の施設の３万7,695平方メートルの増は、

杉山城跡の公有地化により３万5,912平方メートル、遠山観光トイレ駐車場用地の購

入により1,783平方メートルが増となったものでございます。建物につきましては、

公共用財産のうち、その他の施設の建物の非木造82平方メートルの減は、吉田集会所

の解体により186平方メートルの減、北部交流センターの増築104平方メートルで、差

し引き計82平方メートルの減となるものでございます。

次のページをお願いします。中段の表ですが、普通財産につきましては、土地、建

物とも変更はございませんでした。

次のページをお願いいたします。（２）出資による権利でございますが、年度中の

変更はございません。

360、361ページをお願いいたします。２、物品でございます。金額が50万円以上の

ものを記載してございます。自動車や体組成計等に変動がございました。ご高覧願い

ます。

次のページをお願いいたします。３、基金の状況でございます。積立基金は取り崩

し、積み立て等を行いまして、決算年度末現在高の総額は、９基金で７億7,218万

2,000円となりました。また、定額基金は５基金で、決算年度末現在高は、現金9,387万

4,000円、貸付金2,847万4,000円となりました。また、土地につきましては249.61平

方メートルとなりました。定額基金の運用状況につきましては、別に配付いたしまし

た定額基金運用状況調書をご高覧願います。

なお、決算の詳細につきましては、平成27年度主要な施策の説明書をご参照いただ

きたいと思います。
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以上、簡単でございますが、認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算

認定についての説明を終わらさせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

続いて、各特別会計の細部説明を担当課長に求めます。

まず、国民健康保険特別会計歳入歳出決算及び後期高齢者医療特別会計歳入歳出決

算について、細部説明を求めます。

村田町民課長。

〔村田 朗町民課長登壇〕

〇村田 朗町民課長 認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決

算認定についての細部説明をさせていただきます。

決算書の246、247ページをお開きください。歳入ですが、１款国民健康保険税は、

一般被保険者及び退職被保険者等を合わせて、収入済額４億4,857万1,618円でありま

した。

次の２款使用料及び手数料は、説明を省略させていただきます。

248、249ページをお開きください。３款国庫支出金は、収入済額４億9,866万8,760円

でありました。内訳として、１項国庫負担金、１目療養給付費等負担金は、収入済額

３億7,283万905円が交付されました。これは療養給付費分、介護納付金分及び後期高

齢者支援金分の納付に要する費用として、国負担分が交付されたものであります。

２目高額医療費共同事業負担金は、標準高額医療費拠出金の４分の１に相当する額

811万1,855円が交付されました。

３目特定健康診査等負担金は、特定健康診査及び特定保健指導に対して、対象経費

の３分の１に相当する額254万6,000円が交付されました。

次に、２項国庫補助金、１目財政調整交付金は、保険者の財政力の不均衡を調整す

るために、収入済額１億1,484万9,000円が交付されたものであります。そのうち特別

調整交付金におきまして、町国保行政の全体的な状況を評価され、経営努力分といた

しまして1,100万円が交付されました。

また、２目災害臨時特例補助金は、収入済額33万1,000円が交付されました。これ

は東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所事故により避難している２世帯

の保険税の減免、一部負担金の免除の特例措置に対しての国の予算の範囲内で、その

額の10分の７が交付されたものであります。
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次に、４款療養給付費交付金は、収入済額7,435万2,000円が交付されました。これ

は、退職被保険者等に係る医療給付に対し、社会保険診療報酬支払基金から交付され

たものであります。

250、251ページをお開きください。５款前期高齢者交付金は、収入済額７億328万

5,265円が交付されました。これは全国平均の前期高齢者加入率15％を基準にして、

前期高齢者加入率が全国平均を上回る市町村国保に交付されたものであります。なお、

町の前期高齢者加入率は、平成27年度末現在で47.5％となっております。

次に、６款県支出金ですが、１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金は、国

庫負担金と同様に、標準高額医療費拠出金の４分の１に相当する額811万1,855円が交

付されました。

２目の特定健康診査等負担金も国庫負担金と同様に、対象経費の３分の１に相当す

る額の258万5,000円が県負担分として交付されました。

２項県補助金、１目第１号県調整交付金は、収入済額9,033万7,000円が交付されま

した。

また、２目第２号県調整交付金は、収入済額3,690万3,000円が交付されました。こ

れは、人間ドック等健診費用、レセプト点検及び徴収評価等に対し、交付されたもの

であります。

次に、７款共同事業交付金、１項１目共同事業交付金は、収入済額8,568万4,046円

が交付されました。これはレセプト１件80万円を超える高額療養費について、対象件

数209件分に対し、当該超える額の100分の59に相当する額が交付されたもの及びレセ

プト１件420万円以上の超高額医療費について、対象件数３件分に対し、200万円を超

える額を対象に被保険者割が交付されたものであります。

252、253ページをお開きください。２目の保険財政共同安定化事業交付金は、収入

済額４億2,469万9,597円が交付されました。これは、全てのレセプトのうち、自己負

担相当分の８万円以上から高額医療共同事業の80万円までの医療費の合計額の100分

の59に相当する額が交付されたもので、対象件数は７万5,037件であります。金額及

び件数の増加につきましては、レセプトの対象が10万円以上から全てに基準が改正さ

れたことに伴う増額であります。

８款財産収入は、説明を省略させていただきます。

次に、９款繰入金ですが、１項１目一般会計繰入金は、収入済額１億275万3,639円
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であります。この内訳といたしまして、１節の保険基盤安定繰入金は低所得者に係る

保険税の軽減相当額が、２節の出産育児一時金繰入金は支給基準額の３分の２に相当

する額が、３節の国保財政安定化支援事業繰入金は国保財政の健全化、国保税負担の

平準化に資するために交付税措置された額が、４節のその他繰入金は事務費や保険事

業に要する経費及び歳入不足見込み分が、そして５節の保険基盤安定繰入金は保険税

軽減対象になった一般被保険者に応じて算定した額がそれぞれ繰り入れられたもので

あります。

254、255ページをお開きください。10款繰越金は、収入済額１億2,412万8,877円で

あります。

１目療養給付費交付金繰越金529万4,184円は、療養給付費交付金の確定に伴う返還

金分で、２目その他繰越金１億1,883万4,693円は前年度繰越金でございます。

次の11款諸収入は、説明を省略させていただきます。

256、257ページをお開きください。以上、歳入合計ですが、予算現額は24億9,686万

8,000円で、調定額27億767万7,064円に対し、収入済額は26億287万6,984円で、不納

欠損額1,595万4,460円、収入未済額は8,884万5,620円でありました。

258、259ページをお開きください。続きまして、歳出ですが、１款総務費は、支出

済額775万8,529円で、これは人件費、事務執行経費等でございます。

260、261ページをお開きください。２款保険給費は、支出済額15億1,293万1,630円

であります。

内訳として、１項１目一般被保険者療養給付費は12億4,056万3,755円で、前年度比

較4,592万1,548円、率にして3.8％増額となっており、２目退職被保険者等療養給付

費は、支出済額5,627万4,063円で、前年度比較2,794万5,197円、率にして33.2％の減

額となっております。

次の３目一般被保険者療養費は、支出済額1,611万8,205円、４目退職被保険者等療

養費、支出済額102万7,521円で、前年度と比較するとどちらも減額となっており、５

目審査支払手数料は、支出済額312万5,347円で増額となっております。

262、263ページをお開きください。２項高額療養費は、支出済額１億8,581万9,169円

であります。支払い件数は、一般被保険者分2,828件、退職被保険者分78件であり、

前年度と比較し、一般被保険者分は件数、金額ともに増加していますが、退職被保険

者分は件数、金額はともに減少しております。
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４項出産育児諸費、１目出産育児一時金は、支出済額が840万円、件数は20件で、

前年度に対し４件増加しております。

５項葬祭諸費、１目葬祭費は、支出済額160万円、件数は32件で、前年度に対し６

件減少しております。

次に、３款後期高齢者支援金ですが、264、265ページをお開きください。１項１目

後期高齢者支援金は、支出済額２億8,919万3,882円であります。これは後期高齢者医

療制度の被保険者に係る医療費のうち、４割を現役世代の保険税から拠出するもので、

被保険者数１人当たりの負担額等により算出された額を社会保険診療報酬支払基金に

支出したものであります。

次に、４款前期高齢者納付金等及び５款老人保健拠出金は、国から示された算定方

法に基づき計算され、その確定した額を社会保険診療報酬支払基金へ支払いしたもの

であります。

次に、６款介護納付金は、支出済額１億999万2,485円で、同じく社会保険診療報酬

支払基金に納付したものでございます。

266、267ページをお開きください。７款共同事業拠出金は、支出済額４億4,435万

7,766円であります。この制度には、高額医療費共同事業と保険財政安定化事業の２

事業があり、高額医療費の発生による保険者の財政運営の不安定を緩和するための事

業に要する費用及び県内の市町村国保間の保険料の平準化、財政の安定化を図るため、

全ての医療費の医療給付費を対象とし、その一定割合を埼玉県国保連合会へ拠出した

ものでございます。

次に、８款保健事業費は、支出済額2,818万543円であります。

１項１目疾病予防費は、支出済額1,449万7,736円で、内容は人間ドック、併診ドッ

ク、大腸がん及び乳がん等の検診委託料が主なものであります。

続きまして、268、269ページをお開きください。２項１目特定健康診査等事業費は、

特定健康診査及び特定保健指導に係るもので1,287万7,307円であります。特定健康診

査の受診結果ですが、平成27年度の目標率50％に対し、実施率は人間ドック等の受診

者も含め40.4％でございました。

次に、９款基金積立金は、保険給付費支払準備基金へ398円の積み立てを行いまし

た。基金の27年度末現在高は180万4,590円となっております。

10款公債費は、説明を省略させていただきます。



- 51 -

次に、11款諸支出金、１項３目償還金は、支出済額723万7,113円で、平成26年度分

の療養給付費等負担金返還金及び退職者医療療養給付費等交付金返還金でございま

す。

２項１目一般会計繰出金は、支出済額3,300万円で、平成26年度に一般会計から歳

入不足見込み分として繰り入れしたものであります。

12款予備費は、説明を省略させていただきます。

以上、歳出合計ですが、予算現額24億9,686万8,000円に対し、支出済額は24億3,355万

4,202円で、不用額は6,331万3,798円でございます。

272ページをお開きください。実質収支に関する調書ですが、３の歳入歳出差引額

は１億6,932万2,782円で、５の実質収支額も同額でございます。

以上、細部説明とさせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

〇村田 朗町民課長 続きまして、認定第３号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別

会計歳入歳出決算認定についての細部説明をさせていただきます。

決算書の280、281ページをお開きください。歳入ですが、１款後期高齢者医療保険

料は、収入済額１億3,393万870円であります。収納率は、特別徴収分が100％、普通

徴収の現年度分が99.76％でありました。また、平成27年度末現在の被保険者数は

2,328人で、前年度と比較して105人、率にして4.7％増加しています。

２款使用料及び手数料及び３款寄附金は、説明を省略させていただきます。

次に、４款繰入金は、収入済額3,551万1,963円で、一般会計から事務費分及び低所

得者等の保険料軽減分として、県と町負担分を合わせた保険基盤安定分を繰り入れて

おります。

次に、５款繰越金は、収入済額282万3,572円で、内容は前年度繰越金でございます。

282、283ページをお開きください。６款諸収入は、説明を省略させていただきます。

以上、歳入合計ですが、予算現額は１億6,969万1,000円で、調定額１億7,259万464円

に対し、収入済額は１億7,227万3,574円、不納欠損額6,270円、収入未済額は31万620円

でございました。

284、285ページをお開きください。歳出ですが、１款総務費は、支出済額41万4,229円

で、これは保険料徴収に要する事務経費でございます。

次に、２款後期高齢者医療広域連合納付金は、支出済額１億6,891万7,673円で、こ



- 52 -

れは徴収した保険料及び低所得者等の保険料軽減分の県と町負担分を合わせた額を広

域連合へ納付したものでございます。

次の３款諸支出金及び４款予備費は、説明を省略させていただきます。

286、287ページをお開きください。歳出合計は、予算現額１億6,969万1,000円に対

し、支出済額は１億6,933万6,142円で、不用額は35万4,858円でございます。

次に、288ページをお開きください。実質収支に関する調書でございますが、３の

歳入歳出差引額は293万7,432円で、５の実質収支額も同額でございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

続いて、介護保険特別会計歳入歳出決算について、細部説明を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〔山下次男長寿生きがい課長登壇〕

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、認定第４号 平成27年度嵐山町介護保険特別

会計歳入歳出決算認定についての細部についてご説明申し上げます。

決算書の300、301ページをお開きください。事項別明細書の歳入、１款保険料です

が、調定額２億8,677万161円に対し、収入済額２億7,671万9,930円、不納欠損額515万

1,831円、収入未済額489万8,400円となり、歳入総額に占める割合は24.0％となって

おります。収納率は96.5％で、前年度比0.64ポイント増加しております。

次に、３款国庫支出金ですが、収入済額は２億１万8,206円で、このうち１項国庫

負担金の介護給付費負担金が定率負担分として１億7,946万7,446円交付されておりま

す。

２項国庫補助金の１目調整交付金については、後期高齢者の割合や所得による市町

村間の財政力格差を調整するもので、平成27年度調整基準標準給付費の1.56％に調整

率を乗じた額等1,466万4,000円が交付されたものであります。

302、303ページをお開きください。４目介護保険災害臨時特例補助金については、

東日本大震災に係る避難指示区域から転入された方に対する介護保険料の減免措置に

対して７万6,000円が交付されております。

次に、４款支払基金交付金ですが、収入済額２億7,517万7,000円で、これは第２号

被保険者の保険料が財源となっており、社会保険診療報酬支払基金から、平成27年度

の標準給付費及び介護予防事業費の28％が交付されたものであります。
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次に、５款県支出金の収入済額１億5,132万9,364円については、１項の県負担金と

して、介護給付費の定率負担分１億4,842万3,984円、また２項の県補助金として、地

域支援事業の定率負担分290万5,380円が交付されております。

304、305ページをお開きください。７款繰入金ですが、収入済額は１億6,301万

6,000円で、このうち１項の一般会計繰入金１億5,701万6,000円を介護給付費及び地

域支援事業の定率町負担分として繰り入れたもの、それから事務費負担分等として一

般会計負担分を繰り入れたもの、また低所得者の介護保険料を軽減した分を繰り入れ

たものであります。

２項の基金繰入金については、介護給付費の支払い金に充てるため、介護保険介護

給付費支払準備基金から600万円を繰り入れたものでございます。

306、307ページをお開きください。８款繰越金については、8,872万4,766円を前年

度から繰り越しをしたものでございます。

308、309ページをお願いいたします。歳入合計ですが、予算現額12億934万8,000円、

調定額11億6,570万7,720円に対して、収入済額は11億5,565万7,489円となっておりま

す。

310、311ページをお開きください。次に、歳出ですが、１款総務費は、支出済額1,434万

1,975円で、事務の執行に係る経費が主なものですが、そのうち３項介護認定審査会

費の1,204万3,260円については、比企広域市町村圏組合への負担金及び主治医の意見

書作成手数料等となっております。

312、313ページをお願いいたします。中段の２款保険給付費は、支出済額９億7,216万

6,561円で、前年度比較2,714万1,669円、2.9％の増となっており、歳出決算額の89.4％

を占めております。

１項介護サービス等諸費のうち、１目の居宅介護サービス給付費４億4,007万

7,795円は、指定居宅介護サービス事業者が要介護者に提供した居宅介護サービス費

用の９割または８割を給付したもので、年度末現在354人の方が利用されました。

314、315ページをお開きください。５目の施設介護サービス給付費については、支

出済額が３億2,953万4,020円で、年度末現在115人の方が利用されております。

９目の居宅介護サービス計画給付費は、支出済額4,579万1,199円で、要介護者に対

し、ケアプランを作成した費用として3,813件分を介護支援サービス事業者に10割給

付したものであります。



- 54 -

２項の介護予防サービス等諸費については、支出済額4,900万8,317円で、これは介

護認定審査の結果、要支援１または２と判定された方に対し、状態の改善と悪化予防

のためのサービスを提供したものであります。

316、317ページをお開きください。中段になりますが、５目の介護予防サービス計

画給付費は、支出済額598万6,274円で、介護予防サービス事業者が要支援者に対し、

作成したケアプランの費用として1,349件分を10割給付したものであります。

318、319ページをお開きください。４項の高額介護サービス等費、支出済額1,560万

9,906円については、１割または２割の利用者負担額が高額になった場合にサービス

利用料を軽減する制度で、一定の負担額を超えた1,637件分について償還払いで交付

したものであります。

次に、５項の高額医療合算介護サービス等費、支出済額217万989円については、医

療保険の一部負担金と介護保険の利用者負担の１年間の総額が一定額を超えた81件分

について償還払いで交付したものであります。

６項の特定入所者介護サービス等費、支出済額3,622万3,540円については、介護保

険施設等における低所得者の食費と居住費の負担限度額を超えた部分について

1,738件分を給付したものであります。

320、321ページをお開きください。３款地域支援事業費、１項１目二次予防事業費、

支出済額225万9,375円については、要介護状態となるおそれの高い二次予防事業対象

者を把握するために要した経費と介護予防のための元気はつらつ体操教室等を行った

ものであります。

322、323ページをお開きください。２目の一次予防事業費、支出済額635万3,681円

については、介護や支援を必要としない元気な高齢者を対象に、介護予防についてシ

ニアいきいき講座や脳の健康教室等、多様な事業を実施したものであります。

326、327ページをお開きください。３目の総合事業費精算金、支出済額11万104円

については、町外の施設に入所している住所地特例対象者が施設所在地の介護予防日

常生活支援総合事業のサービスを利用したため、かかった費用を精算したものでござ

います。

次に、２項の包括的支援事業任意事業費、支出済額435万613円ですが、主なものと

しては、一番下の５目任意事業費で、次のページお願いいたします。この事業の中で

行っております高齢者の見守り事業及び配食サービス事業、また６目生活支援体制整
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備事業費の生活支援コーディネーター業務委託であります。

次に、４款基金積立金については、１項１目介護保険介護給付費支払準備基金積立

金として4,703万1,307円を積み立てました。これにより年度末の基金残高は１億

6,362万6,777円となっております。

330、331ページをお開きください。５款諸支出金については、支出済額4,132万

5,337円であります。主な内訳としては、１項２目償還金で、平成26年度決算に伴う

国・県への返還金1,690万8,789円と２項繰出金で一般会計への繰出金2,441万2,548円

となっております。

歳出合計は、予算現額12億934万8,000円に対して、支出済額10億8,793万8,953円、

不用額１億2,140万9,047円で、執行率は90.0％でありました。

332ページをお開きください。実質収支に関する調書ですが、３の歳入歳出差引額

は6,771万8,536円で、５の実質収支額も同額でございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

細部説明の途中ですが、暫時休憩いたします。再開時間を２時45分といたします。

休 憩 午後 ２時３３分

再 開 午後 ２時４６分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

続いて、下水道事業特別会計歳入歳出決算及び水道事業会計決算について、細部説

明を求めます。

深澤上下水道課長。

〔深澤清之上下水道課長登壇〕

〇深澤清之上下水道課長 認定第５号 平成27年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出

決算について、細部説明させていただきます。

最初に、主な施策の説明書215ページをお願いします。平成27年度末現在の事業の

概要でございます。全体計画面積ですが、418ヘクタールで変更はありません。認可

計画面積ですが、301.8ヘクタールから、認可変更により343.6ヘクタールとなりまし

た。処理区域面積ですが、296.8ヘクタールから、認可変更により302.2ヘクタールと

なりました。行政人口ですが、１万8,094人となり、前年より147人の減でございます。
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全体計画人口ですが、１万6,000人から、認可変更により１万1,800人になりました。

処理区内人口ですが、１万1,866人となり、前年度より62人の減でございます。水洗

化人口ですが、１万97人で、前年度より166人の増となっております。人口普及率は

65.6％になりました。面積普及率は71％から、認可変更により72.3％になりました。

水洗化率は85.1％となり、前年度より1.8％の増となっております。以上が平成27年

度末の整備状況でございます。

それでは、決算書の事項別明細書に沿って細部説明を申し上げます。

決算書の341ページをお願いします。歳入ですが、第１款分担金及び負担金、１項

１目浄化槽事業分担金ですが、収入済額は499万8,000円でございます。個人の負担金

として、浄化槽事業費の１割相当分を分担金として納付されたものでございます。

次に、２項１目下水道事業負担金の収入済額は520万7,920円でございます。公共下

水道区域において接続可能となった区域に対し、賦課対象面積に応じて負担をお願い

している負担金でございます。

第２款使用料及び手数料の１項１目下水道使用料の収入済額は２億2,438万947円で

ございます。使用者戸数ですが、4,475戸で、前年度より92戸の増となっております。

現年度賦課分の収納率ですが、96％でございます。不納欠損額は28万7,515円でござ

います。地方自治法第36条１項の規定による金銭債務の消滅時効として処理したもの

でございます。

次に、第２款使用料及び手数料の１項２目浄化槽使用料の収入済額は2,013万

8,949円となりました。現年度賦課分の徴収率は、99.2％でございます。町管理型浄

化槽整備推進事業による平成27年度末の町管理型浄化槽件数は、寄附浄化槽を含めま

して587基でございます。

２項２目下水道事業手数料の収入済額は６万9,000円でございます。

次に、第３款国庫支出金の１項２目浄化槽整備事業費国庫補助金ですが、1,832万

円でございます。単独浄化槽から合併浄化槽への転換、くみ取りトイレから合併浄化

槽への転換等、設置された浄化槽に対して補助されるものでございます。補助対象基

数は45基でございます。

343ページをお願いします。第４款県支出金、１項１目浄化槽整備事業補助金です

が、収入済額は987万2,000円でございます。浄化槽の配管費及び既設浄化槽やくみ取

りトイレの撤去に対しまして、それぞれ限度額を設けて補助されたものでございます。
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第５款繰入金、１項１目一般会計繰入金ですが、収入済額は２億3,490万4,000円で

ございます。

第６款繰越金、前年度繰越金ですが、収入済額は3,145万1,596円でございます。

第７款諸収入につきましては、説明を省略させていただきます。

345ページをお願いします。第８款町債、１項１目下水道事業債ですが、収入済額

は2,240万円でございます。

収入合計ですが、予算現額５億8,680万5,000円に対し、収入済額は５億7,203万

1,710円でございます。

347ページをお願いします。歳出ですが、第１款公共下水道費、１項１目一般管理

費の支出済額ですが、3,425万6,017円でございます。主な支出の内容は、下水道事業

に要する人件費でございます。

349ページをお願いします。２項公共下水道費、１目建設事業費の支出済額ですが、

1,324万2,836円でございます。

13節委託料は486万円でございます。内容は、嵐山町生活排水施設整備構想策定業

務委託料で、生活排水施設整備構想の見直し業務委託でございます。

19節負担金補助及び交付金ですが、市野川流域下水道事業建設負担金といたしまし

て838万2,836円の支出をしたものでございます。

２目維持管理費の支出済額ですが、１億4,481万452円でございます。そのうち11節

需用費は、マンホールポンプの電気料でございます。

13節委託料ですが、公共下水道マンホールポンプ清掃委託料ほか３事業の委託費で

ございます。

15節工事請負費は、花見台工業団地公共ます等、修繕工事を含めまして11件の工事

を実施しております。

負担金のうち市野川流域維持管理負担金は、１億2,018万8,565円の支出をしたもの

でございます。

第２款浄化槽費、１項１目一般管理費の支出ですが、474万1,802円の支出でござい

ます。主な支出の内容は、浄化槽事業に要する人件費でございます。

351ページをお願いします。２項浄化槽事業費、１目建設事業費の支出済額ですが、

6,208万1,000円の支出でございます。

町管理型浄化槽整備推進事業に伴いまして、17節公有財産購入費ですが、買収した
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浄化槽45基分の費用は5,024万6,000円でございます。

19節負担金補助及び交付金の支出済額ですが、1,183万5,000円で、内容は浄化槽配

管費への補助及び既設浄化槽の撤去に対しまして補助したものでございます。

第２款浄化槽費、２項２目維持管理費の支出済額でございますが、3,721万4,477円

で、主な内容につきましては、13節委託料でございますが、町が管理する浄化槽の保

守管理委託料といたしまして1,771万5,752円の支出をしたものでございます。浄化槽

の清掃委託料は1,843万848円の支出をしたものでございます。もう一つ、浄化槽使用

料徴収委託料といたしまして62万4,024円の支出がありました。

第３款公債費、１項公債費、元金及び利子の合計償還額ですが、２億6,916万4,589円

の支出をしたものでございます。平成27年度末の公債費現在額ですが、27億8,158万

7,291円でございます。

353ページをお願いします。歳出合計ですが、予算現額５億8,680万5,000円に対し

まして、支出済額５億6,551万1,173円となりました。前年度の支出済額と比較しまし

て176万7,311円の減となっております。

以上で、認定第５号 平成27年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算について、

細部説明を終わらせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 続けてお願いいたします。

〇深澤清之上下水道課長 続きまして、認定第６号 平成27年度嵐山町水道事業会計決

算認定につきまして、細部説明をさせていただきます。

事務の事業量の説明につきましては、省略をさせていただきます。

決算書の366ページ、367ページをお願いいたします。平成27年度嵐山町水道事業決

算報告書でございます。

収益的収入及び支出ですが、収入、第１款事業収益は、決算額が５億3,462万3,551円

でございます。

第１項営業収益ですが、内容は水道料金、加入金などの収入が４億8,616万3,598円

でございます。

第２項営業外収益ですが、4,839万6,953円でございます。

第３項特別利益ですが、貸倒引当金の戻し入れとして６万3,000円でございます。

次に、支出ですが、第１款事業費用の決算額が４億5,141万8,333円でございます。

第１項営業費用は４億1,245万1,575円でございます。
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第２項営業外費用は1,953万5,258円でございます。

次に、第３項特別損失ですが、1,942万4,000円でございます。

第４項予備費につきましては、支出がございません。

次に、368ページ、369ページをお願いします。資本的収入及び支出のうち、収入で

すが、第１款資本的収入の決算額は、補助金で1,111万5,000円でございます。

次に、支出ですが、第１款資本的支出の決算額は２億1,777万4,722円でございます。

第１項建設改良費の決算額は１億9,094万1,676円でございます。

第２項企業債償還金ですが、2,683万3,046円でございます。

なお、欄外の記載ですが、資本的収入額1,111万5,000円が資本的支出額２億1,777万

4,722円に対しまして不足する額２億665万9,722円は、減債積立金2,680万円、建設改

良積立金7,370万円、過年度損失勘定留保資金9,273万4,922円及び当年度消費税及び

地方消費税資本的収支調整額1,342万4,800円で補填をさせていただいたものでござい

ます。

371ページをお願いします。損益計算書でございます。

１、営業収益ですが、（１）の給水収益から（３）その他営業収益までの営業収益

合計額が４億5,025万8,175円となりました。

２、営業費用ですが、（１）の原水及び浄水費から（６）の資産減耗費までの営業

費用合計額としまして３億9,962万9,427円となりました。営業利益は5,062万8,748円

となりました。

３、営業外収益ですが、（１）受取利息及び配当金から（３）雑収益までの営業外

収益合計額が4,835万575円となりました。

４、営業外費用ですが、（１）支払利息から（２）雑支出の合計額が1,006万6,558円

となりました。

３、営業外収益から４、営業外費用を差し引いた額は3,828万4,017円となり、経常

利益としまして8,891万2,765円となりました。

５、特別利益ですが、貸倒引当金戻入額６万3,000円でございます。

６、特別損失ですが、（１）過年度損益修正損と（２）その他特別損失の合計とし

まして1,942万4,000円でございます。

５、特別利益と６、特別損失の差額は、三角の1,936万1,000円となります。経常利

益8,891万2,765円から特別損失1,936万1,000円を引きますと、当年度純利益としまし
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て6,955万1,765円となりました。

次に、前年度繰越利益剰余金は５万3,543円でございます。会計基準の変更により、

その他未処分利益剰余金変動額は１億50万円となります。その結果、当年度末処分利

益剰余金につきましては１億7,010万5,308円となりました。

次に、372、373ページをお願いします。水道事業剰余計算書ですが、当年度資本剰

余金は、受贈財産評価額から国庫補助金まで変動はなく、残高は32億1,237万9,747円

でございます。資本剰余金合計の欄ですが、当年度末残高は２億3,376万124円でござ

います。

次に、利益剰余金ですが、減債積立金及び建設改良積立金は、資本的収入及び支出

のところで補填をしております。その額は、減債積立金は2,680万円、建設改良積立

金は7,370万円でございます。減債積立金の当年度末残高は3,280万円でございます。

次に、未処分利益剰余金の当年度末変動額ですが、１億7,005万1,765円でございま

す。未処分利益剰余金の当年度末残高は１億7,010万5,308円となるものです。利益剰

余金合計の当年度末残高は３億3,730万5,308円でございます。資本合計の当年度末残

高ですが、37億8,344万5,179円でございます。

続きまして、剰余金処分計算書の案でございます。処分案は改めて議決をいただく

予定となっておりますが、処分利益剰余金の当年度末残高１億7,010万5,308円を減債

積立金へ2,780万円、建設改良積立金へ4,180万円、自己資本金への組み入れとして１

億50万円、それぞれ積み立て、組み入れの処分とする案としております。

374ページをお願いいたします。貸借対照表でございます。初めに、資産の部の固

定資産ですが、（１）有形固定資産のイの土地からリの建設仮勘定までの有形固定資

産合計は39億5,405万850円でございます。次に、無形固定資産は68万5,900円で、前

年度と変動がございません。固定資産合計ですが、39億5,473万6,750円でございます。

続きまして、２、流動資産ですが、（１）現金預金から（６）前払金までの流動資

産合計が13億7,742万2,102円でございます。資産合計ですが、53億3,215万8,852円で

ございます。

次に、375ページの負債の部ですが、３、固定負債の（１）企業債から（３）引当

金までの固定負債合計ですが、５億6,772万8,912円となりました。

４、流動負債ですが、（１）企業債から（８）浄化槽使用料までの流動負債合計は

１億7,806万9,889円でございます。
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次に、５番、繰延収益ですが、（１）長期前受金から（２）長期前受金収益化累計

額の繰延収益合計は８億291万4,872円でございます。負債合計は15億4,871万3,673円

となりました。

次に、資本の部ですが、６、資本金は、（１）固有資本金と（２）組入資本金の資

本合計が32億1,237万9,747円でございます。

７、剰余金のうち、（１）資本剰余金ですが、イ、受贈財産評価額からチ、国庫補

助金までの資本剰余金合計は２億3,376万124円でございます。

次に、（２）利益剰余金ですが、イ、減債積立金、ロ、建設改良積立金、ア、当該

年度末未処分利益剰余金の利益剰余金合計でございますが、３億3,730万5,308円でご

ざいます。

剰余金合計は５億7,106万5,432円となりました。資本合計は37億8,344万5,179円と

なりまして、負債資本合計は53億3,215万8,852円でございます。これが資産合計と一

致するものでございます。

次に、386ページをお願いします。平成27年度の重要契約につきまして記載をして

おります。全体では23件になっております。

393ページをお願いいたします。企業債明細書でございます。企業債の未償還残高

ですが、計９口、平成27年度末未償還残高は２億4,884万1,532円となっております。

377ページからの決算附属書類につきましては、ご高覧いただければと思います。

以上をもちまして、細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

以上で、提案説明及び細部説明を終わります。

次に、監査委員から監査結果の報告を求めます。

柳代表監査委員。

〔柳 勝次代表監査委員登壇〕

〇柳 勝次代表監査委員 議長の許可をいただきましたので、平成27年度嵐山町の一般

会計、国民健康保険特別会計、後期高齢者医療特別会計、介護保険特別会計、下水道

事業特別会計、水道事業会計の６会計及び定額基金の運用状況につきまして、決算審

査の結果をご報告申し上げます。

審査は、去る７月20日から７月28日までの間、主に役場205会議室におきまして吉
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場監査委員とともに実施いたしました。

審査結果でありますが、審査に付されました各会計の歳入歳出決算書、歳入歳出決

算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書並びに水道事業会計の

決算書、業務報告書及び収益費用明細書等は、法令に準拠して作成されており、決算

計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認めました。

また、定額基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係諸帳簿及び証拠書類

と符合しており、誤りのないものと認めた次第であります。

それでは、決算審査に当たっての意見を述べさせていただきます。

平成27年度の我が国経済は、政府による大胆な金融政策の実施等で、企業収益や雇

用情勢の改善が見られたものの、日本銀行のマイナス金利導入の影響や中国をはじめ

とする新興国経済の減速で株価低迷、円高により輸出業が伸び悩み、個人消費、民間

投資の回復にもおくれが見られる状況でした。このため、政府は希望を生み出す強い

経済、夢をつむぐ子育て支援、安心につながる社会保障の実現に向け、平成27年11月

に緊急対策を取りまとめました。その効果もあり、今後の景気情勢は緩やかな回復に

向かうことと思われます。

そうした情勢の中で、嵐山町の財政については、前年度と比べ、軽自動車税は増収、

個人町民税、法人町民税、固定資産税及び町たばこ税は減収となり、結果として、町

税全体では約6,500万円の減収となりました。一方、平成27年度の地方交付税は８億

2,945万2,000円で、前年度より約6,052万1,000円の増額となりました。今後も町民人

口が年々減少していく中で、納税者からの税収増が見られない状況であり、依然とし

て厳しい状況下での財政運営が続くものと思われます。

平成27年度の決算は、このような財政状況のもとで、町政の進展と住民福祉の向上

に取り組まれた結果を反映したものであると言えます。各会計とも町の基本方針を示

した第５次総合振興計画に沿い、町を取り巻く社会状況を念頭に自主財源の確保、経

済対策関連の活用等に組織を挙げ努力されたことに対して敬意を表する次第です。今

後も社会経済情勢の動向や制度改正など、地方自治体を取り巻く環境変化に一層注視

され、また財政の健全化にも配慮しつつ町民の負託に応えていただくよう願っており

ます。

水道事業については、本業の利益を示す営業利益は増加しており、当年度純利益も

前年度より1,000万円ほど高い約7,000万円計上されており、事業経営は安定している
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ものと推察いたします。また、給水人口並びに年間総配水量はともに減少している状

況です。

施設の設置から長年が経過し、施設の老朽化が懸念される中で、今後の人口減少を

考慮した中長期的な視点のもとに、資金確保も含めた施設の更新の見通しについては、

引き続き検討をお願いします。

安定供給、安心安全な水道水、そして安価であることが住みよい町として重要な点

であると考えます。今後もこれまで同様、水道事業の適正な運営に努めていただくよ

う希望いたします。

以上、６会計についての審査結果をご報告いたしました。

申し上げるまでもありませんが、地方自治体における行政はサービス業です。これ

からも奉仕の精神で住民サービスの向上に努めるよう希望いたします。

以上、甚だ簡単でございますが、決算審査の結果報告とさせていただきます。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

以上で、提案説明及び細部説明並びに監査報告の全てが終わりましたので、質疑を

行います。

質疑は、決算議案６件を一括して行います。

どうぞ。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

◎議案第４９号の上程、説明、質疑

〇大野敏行議長 日程第15、議案第49号 平成27年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰

余金の処分についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第49号につきまして提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第49号は、平成27年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての

件でございます。

地方公営企業法第32条第２項の規定に基づき、平成27年度嵐山町水道事業会計決算
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に伴う未処分利益剰余金の処分につき議会の議決を求めるものでございます。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

深澤上下水道課長。

〔深澤清之上下水道課長登壇〕

〇深澤清之上下水道課長 議案第49号 平成27年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余

金の処分につきまして細部説明をさせていただきます。

議案書の裏面をごらんください。平成27年度嵐山町水道事業剰余金処分計算書（案）

でございます。

未処分利益剰余金当年度末残高１億7,010万5,308円のうち、議会の議決によります

処分額としまして１億7,010万円の処分につきまして、ご提案させていただくもので

ございます。

議会の議決によります処分の内訳といたしましては、自己資本金へ組み入れるとし

て、１億50万円を自己資本金へ組み入れる内容でございます。ほかに減債積立金の積

み立てに2,780万円、建設改良積立金の積み立てに4,180万円積み立て処分をさせてい

ただき、処分後の残高が5,308円とするものでございます。なお、この5,308円につき

ましては、繰越利益剰余金となるものでございます。

以上で、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

◎決算審査特別委員会の設置、委員会付託

〇大野敏行議長 お諮りいたします。

本決算認定６件及び議案第49号の審査に当たっては、会議規則第39条の規定により

12人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託の上、審査い

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕
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〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、本決算認定６件及び議案第49号は、12人の委員をもって構成する決算審査

特別委員会を設置し、これに付託の上、審査することに決しました。

なお、お諮りいたします。ただいま決算審査特別委員会に付託いたしました決算認

定６件及び議案第49号につきましては、会議規則第46条の規定により、今会期中に審

査を終わるよう期限をつけることにしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、決算認定６件及び議案第49号につきましては、今会期中に審査を終わるよ

う期限をつけることに決しました。

◎決算審査特別委員会委員の選任

〇大野敏行議長 続いて、お諮りいたします。

ただいま設置されました決算審査特別委員会委員の選任につきましては、委員会条

例第７条第４項の規定によって、お手元に配付いたしました名簿のとおり指名いたし

たいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、決算審査特別委員会の委員は、お手元に配付の名簿のとおり選任すること

に決しました。

委員長、副委員長互選のため、この際暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ３時２６分

再 開 午後 ３時４６分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎決算審査特別委員会正副委員長の互選結果報告

〇大野敏行議長 先ほど設置されました決算審査特別委員会の委員長及び副委員長が決

定をいたしましたので、報告をいたします。

委員長に畠山美幸議員、副委員長に 本秀二議員が互選されました。
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この際、決算審査特別委員会委員長より就任のご挨拶をお願いいたします。

畠山美幸決算審査特別委員長。

〔畠山美幸決算審査特別委員長登壇〕

〇畠山美幸決算審査特別委員長 ただいま決算審査特別委員長に就任しました畠山美幸

です。

皆様の質疑に対しまして、スムーズな運営をしていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

〇大野敏行議長 ありがとうございました。

この際、暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ３時４７分

再 開 午後 ３時４８分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎休会の議決

〇大野敏行議長 お諮りいたします。

議事の都合により、９月14日は休会いたしたいと思います。これにご異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、９月14日は休会することに決しました。

◎散会の宣告

〇大野敏行議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでございました。

（午後 ３時４９分）
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平成２８年第３回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第２号）

９月１５日（木）午前１０時開議

日程第 １ 一般質問

第２番議員 森 一 人 議員

第３番議員 佐久間 孝 光 議員

第５番議員 青 柳 賢 治 議員

第４番議員 長 島 邦 夫 議員
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〇出席議員（１４名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 松 本 美 子 議員 １２番 安 藤 欣 男 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 大 野 敏 行 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

書 記 新 井 浩 二

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

中 嶋 秀 雄 総 務 課 長

青 木 務 地域支援課長

山 岸 堅 護 税 務 課 長

村 田 朗 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長
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◎開議の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。第３回定例会にご参集いただきまして、

大変ご苦労さまでございます。

ただいま出席議員は全員であります。よって、平成28年第３回嵐山町議会定例会第

３日は成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

（午前 ９時５７分）

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

◎一般質問

〇大野敏行議長 日程第１、一般質問を行います。

一般質問は、通告順に従い、順次行います。

なお、お一人の持ち時間は質問、答弁及び反問を含め100分以内となっております。

◇ 森 一 人 議 員

〇大野敏行議長 それでは、本日最初の一般質問は、受付番号１番、議席番号２番、森

一人議員。

初めに、質問事項１のこれからのよりよい町づくりのため「嵐山町における地域の

担い手とボランティア団体の発展・後継者育成について」からです。どうぞ。

〔２番 森 一人議員一般質問席登壇〕

〇２番（森 一人議員） 議長のお許しをいただきましたので、議席番号２番、森一人、

一般質問を行わせていただきます。

私の質問は大項目で１点、小項目で（１）から（５）になります。

これからのよりよい町づくりのため「嵐山町における地域の担い手とボランティア

団体の発展・後継者育成について」。私は、地方創生発展のための重要ポイントは人
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であると思います。特に人の創生は地域社会を担う多種多様で個性豊かな人材の確保

であります。自治体においては、地域の担い手やボランティア団体等がどれだけ能力

を発揮していただけるか、その方々が活躍できる場の提供と確保、育成が必要であり

ます。この地域の担い手には地域を再生させるという強い意志が必要不可欠であり、

強いリーダーシップをとれる人物は地域コミュニティーの衰退を防ぐための人物にな

り得ます。そのため、今後さらに各分野、若い世代からの人材確保、育成が求められ

ます。これはボランティア団体の発展と個人の意識向上、ボランティア精神の醸成に

もつながることと思います。

そこで、以下について伺います。

（１）、ボランティアセンター登録状況は。個人が54人、団体が47団体（平成28年

１月現在）とありますが、ボランティアセンター常設から現在までの個人、団体の登

録取り消し数と新規登録数をお伺いします。

（２）、ボランティア個人・団体の高齢化による後継者不足等の問題は現状におい

ても重要課題であると思います。そのボランティア個人・団体の足腰を強くすること

が大切と考えます。そのためには具体的に何が必要か、町はどのようにお考えでしょ

うか。

（３）、今後において一層嵐山町ではボランティア活動の必要性が増すと考えるの

はどの部分とお考えでしょうか。

（４）、これは地域の担い手になります。町が委嘱する各委員会委員、行政区にお

いても高齢化や担い手、後継者不足等のいろいろな課題があると思いますが、現状に

おいて町長のご所見をお伺いします。

（５）、担い手（リーダーシップ）育成講座の開催や若者会議の開催など、若い世

代や女性に対してまちづくりに興味を持ってもらうことが必要と感じますが、町のお

考えをお伺いします。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）から（３）について、村上文化スポーツ課長、お願いします。

〇村上伸二文化スポーツ課長 それでは、私のほうから質問項目１の（１）から（３）

につきましてお答えさせていただきます。

（１）でございますが、嵐山町ボランティアセンターは平成23年にふれあい交流セ

ンターの改修工事が実施され、平成24年度から改修いたしました。ボランティア登録
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の状況は、平成24年度は個人が54人、団体が52団体でありました。平成25年度は個人

では新規登録が14人、取り消しが12人で２人増であり、56人。団体では新規登録が８

団体、取り消しが11団体で３団体減であり、49団体でありました。平成26年度は、個

人では新規登録が16人、取り消しが23人で７人減であり、49人。団体では新規登録が

４団体、取り消しが６団体で２団体減であり、47団体でありました。平成27年度は、

個人では新規登録が19人、取り消しが14人で５人増であり、54人。団体では新規登録

が３団体、取り消しが３団体で、増減なく47団体でありました。

続きまして、質問項目１の（２）につきましてお答えいたします。ボランティアセ

ンターにつきましては、センターの円滑な運営とボランティア活動の育成、援助及び

活性化を図るため、ボランティアセンターサポート委員会を設置しております。当委

員会では、そのためにはどうすべきかを検討するため推進部会、講座部会、広報部会

の３つの部会を構成しております。推進部会ではニーズの集約と需給の調整、また活

動の活性化のための研究検討を、講座部会ではボランティアを学びたい方、既に活動

中の方々のための研修会、講座の開催を、広報部会では情報の収集と提供、対外的な

発信による周知拡大をそれぞれ事業推進に必要な課題としておのおの協議しながら取

り組んでおります。その一環として毎年５月にボランティアセンターのあるふれあい

交流センターを会場にボランティア活動の紹介、ボランティアの皆様による舞台発表、

ボランティア同士の交流や活動、ＰＲ、講演会、そして新たなボランティアへの参加

促進を目的としてボランティアフェスタを開催しております。町といたしましては、

今後におきましてもボランティアセンターサポート委員会と連携し、時代、社会に合

わせた活動に努めてまいりたいと考えております。

続いて、質問項目１の（３）につきましてお答えいたします。ボランティアセンタ

ーの平成27年度のボランティアあっせん実績は42件ありました。活動先の状況は、福

祉施設の事業19件、町の事業10件、地域での事業５件、社会福祉協議会の事業３件、

学校や学童等の事業５件でありました。今後におきましては、現状より一段と高齢化

が進むことは確実であり、老老世帯や独居世帯の増加も想定され、福祉関係のボラン

ティアの必要性が増すものと思われます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（４）、（５）について、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。質問項目１の（４）についてお答えをさ
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せていただきます。

我が国は世界でも類を見ない超高齢化社会に突入をしております。国立社会保障・

人口問題研究所の推計によれば、日本の人口は2050年には１億人を、2060年には

9,000万人を割り込むことが予想をされております。一方、高齢化率は上昇すること

が見込まれており、2060年には約40％に達すると見られております。嵐山町において

は、既に人口減少に対するさまざまな施策を行ってまいりましたが、さらなる一歩を

進めるべく、まち・ひと・しごと創生法に基づく嵐山町人口ビジョン及び総合戦略を

策定をし、これを受け、第５次嵐山町総合振興計画の改定を行い、一本化させた施策

として推進をしてまいります。どの施策におきましても町民の方々、各種団体の方々、

企業の方々などの力を結集し、嵐山町が一体となった地域経営のまちづくりが不可欠

となりますが、嵐山町では実現できるものと強く信じております。

ご質問のとおり、町が委嘱をする各委員会委員等においても、高齢化や担い手、後

継者不足等の課題がありますが、課題解決のためには、若者世代には生活に直結する

政治に関心を高める取り組みを進め、老年期世代には定年退職を機に培ってきたさま

ざまな経験を生かしていただくため、応募や推薦を待つだけでなく、議員のご質問に

ありますとおり、多種多様な個性豊かな人材を積極的に発掘、涵養することとして、

そしてさらに住民参加の機会を拡充を図り、多くの町民が町や地域活動に参加をして

いただく共同のまちづくりを進めることが大変重要だと考えています。

質問項目（５）につきましてお答えをさせていただきます。まちづくりの基本は人

づくりであります。今後の嵐山町を担っていく若者世代にはこれまでにも増して生活

に直結をする政治に対し、みずからの影響力を意識をし、関心を持っていただくこと

が必要であり、若者の政治的関心を高める取り組みはこれまでにも増して進めていか

なければならないものと考えております。また、成人者だけでなく、高校生や大学生

と連携したまちづくりの必要性も指摘されております。人口は減少しても若い世代が

一人一人自分たちの町を愛する、誇りある町として高い意識を持つことで豊かな社会

をつくることができるものと考えております。そのためには、ご指摘のとおり若い世

代にまちづくりに興味を持ってもらうことが何よりも必要と考えております。

今後、さまざまな方策を講ずることが必要となりますが、今年度は地方創生加速化

交付金関連事業における情報発信拠点整備事業、またはホームページ運営管理事業の

実施、大妻嵐山高校、滑川総合高校の生徒による期日前投票事務の従事、成人式の中
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学生から大学生、社会人の実行委員会による企画運営、政策を絞ったアンケート形式

での意見募集の検討、広報において大妻嵐山高校の生徒との特集記事の編集企画など

などに取り組んでおります。今後、総合振興計画、総合戦略の施策を実施していく上

でさらに多くの若い世代に積極的に事業に参画していただけるようご指摘いただいて

おります担い手育成講座の開催、あるいは若者会議の開催等につきましてもさらに検

討させていただきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） ありがとうございます。増減数の変化は出たり入ったりとい

うことで余り激しく変動はしてないと理解いたしました。今後はもっと団塊の世代が

順次定年を迎え、高齢者の総数は拡大していきます。元気な高齢者が社会参加できる

仕組みづくりは大変重要だと思います。それと同じくやはり町長からのご答弁にもあ

りましたが、若い世代、次世代からのボランティアの育成をしていく必要があると思

います。そのような視点から少し細かく確認させせていただきたいと思います。わか

る範囲で結構なのですが、10代から40代の各増減数はどのように推移しておられます

か。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 年齢層の増減ということでよろしいでしょうか。大きな

増減は各年度の個人または団体の取り消しと新規の中ではほとんどありませんでし

た。また、取り消し等の事由につきましては、確かに議員ご指摘のとおり、団体自体

が高齢化によって活動を縮小されたりということもありますし、またもともと独自に

ボランティアの活動をなさっていて、ボランティアサポートセンターに登録してなく

ても独自の活動をなさっている方等々がございます。私も一般質問のご通告いただき

まして調べましたが、高齢者の登録のほうが拡大しているのかなと当初思っていたの

ですが、意外とそうではなく20代、30代の方々も働きながらそういうボランティアの

お気持ちを持って毎年登録を少しずつですが、いただいているのが状況でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 今、ご答弁をお聞きしまして、20代、30代も少しずつですが、
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ふえていると確認させていただきました。子育てで忙しい世代、若い世代はなかなか

ふえていないかなと思ったのですが、予想外に少しずつふえているということで安心

するところもございますが、さきに触れましたが、若い世代のボランティア精神の醸

成と育成は高齢社会という中でも大変重要なことであると思いますし、重点的に力を

入れていく必要があるのではないかと思います。

それを含めて、議長、（２）に移ります。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇２番（森 一人議員） 後継者の育成としては若い世代の方々に向けての周知、呼び

かけの必要性とボランティア養成講座を若い世代が参加しやすい環境づくりを設けて

いくことが必要だと私は思っております。具体的には講座を開催するに当たって子供

と一緒に参加できるボランティア養成講座の実施やその講座に保育ボランティアを置

いて、講座を開催するのもよいかもしれません。現在ボランティアセンターで行って

いる事業においても取り入れていくのもいいと思いますが、いかがでしょうか、村上

課長。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 議員ご指摘のとおりでございます。

先ほどご答弁させていただきましたボランティアセンターサポート委員会、こちら

のほうでも今ご指摘のようなことをどうするべきかということで委員会の中で小中学

校への巡回講座等も企画したらどうかということも実際検討しております。また、社

会福祉協議会のほうでは、事業の一環として小中学校等からの福祉教育依頼への対応

ということもなさっております。そういうふうに、幅広い世代にそれぞれのお考えで

ボランティアに参加していただけるよう、ボランティアサポートセンターとしても対

応していきたいと考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） サポート委員会でただいま検討中ということで大変すばらし

いことと思います。社協との連携も含めていると、ボランティアセンターとしても大

変前向きに動いていらっしゃるのだと確認させていただきました。次世代の若い方々

のために種まきをしていくことは、町長、大変必要だと思っております。ボランティ
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ア養成講座、複数回の開催においても講座だけでは終わらずにやはり終了後、コミュ

ニケーションが図れるようにティータイム等を取り入れたり、複数回開催の最後１回

はボランティア活動をするような仕組みが必要ではないでしょうか。特別な能力を持

っていなくても、最初は何も得意なことがなくてわからなくても、余裕のある時間を

他者のために社会のために使うという気持ちさえあればあふれる笑顔、心の通い合う

町につながり、人の創生にもなると思いますが、町長のお考えはいかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ボランティアについていろんなご指摘、お考えをいただいております。

冒頭議員さんおっしゃいましたように、地域の発展のための重要なポイントは、人と

いうふうにおっしゃいました。まさにそのとおりだと思うのです。それで、それには

どうするかということでいろいろご指摘いただいているわけですけれども、答弁をさ

せていただいた中で、団体数も一番当初に比べて減ってきているわけです。そういう

内容がどういう状況で減ってしまっているのか。ただ高齢化だけの問題で、仕事がで

きないよということであれなのか、あるいは当初考えていた内容とミスマッチの部分

があるのかとか、考えていた分よりハードルが高いよとかいろんなことがあるのかと

思うのですけども、そういうところを細かくこれから突いていかないと、人数が少な

くなってきて、対象者が少なくなってくるわけですので、細かい状況の中でどうやっ

たらどうやってもらえるのかという方向を逆につくっていくような状況もないと難し

くなるかなというような感じがしております。こっちだけでこういうような形でとい

う、窓口だけ開いているというだけではなくて、やっていただけるという気持ちをお

持ちの人には、どういう状況でならというようなこともあわせていくようなことも必

要なのかなというふうに思います。そういう中で、いろんな行政の中でやっていただ

くのには若い人というような話がございました。確かに若い人もこれからどんどんや

っていただかないといけないわけですが、何より一番、町に対して、町が今どういう

状況なのだ、それでどういうようにしたらいいのかという問題意識というものを持っ

てもらわないとなかなか進まないのかというふうに思うのです。

それで講習会というようなことでお話ございました。そういうことも確かに必要だ

と思うのです。いろいろわかっていただくための講習会というのは必要だと思うので

すけれども、大体ボランティアというのはかなりの人がどういうことなのかというの
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は、大まかわかっていない人のほうが少ないぐらいなところまで来ているのではない

かと思うのです。それで、その上でさらにということになってくると、そのボランテ

ィアの内容というものを理解をしてもらうのには、くどくなりますけれども、今町は

どういう状況なのだと、それでどういうことをどういうふうにしなければいけない、

それにはどういうことを、この層の人には、この層の人にはというようなことを具体

的に提示をしながらご理解をいただく方策、ですから、砕いて言えば、今までのボラ

ンティアを募集をするとか、あるいはボランティアについての説明をするということ

をもっと細かく、福祉の関係ですと具体的にはこういうことなのですと、環境整備に

関してはこういうことなのですということを具体的に話していただいて理解を求めて

いく、そういう方向が必要だなというふうに思うのです。そして、いろいろ若い人た

ちの話もありましたけれども、ぜひ町だけでなくて商工会等の中でもどういうふうに

したらほかの人たちにも理解が進むのかというのを行政と、それと地域の主導者、団

体の指導者等々との連絡交換、調整というのを密に、こちらも細かくやっていく必要

があるのかというふうに思っております。言われていることはいろいろあるわけです

けれども、それを周知をして理解をしていただくところまで進めるのが難しいのかな

というふうに現状ではそんなふうに考えています。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 今町長からご答弁をいただきました。少し若者にも町の問題

点やそういうところを共有していただくと。細分化して調査していきながら、どうい

ったところが町のウイークポイントであって、それをどう解消していくかというのを

細かく細分化していくというふうに受け取りました。

議長、（３）に移ります。

〇大野敏行議長 はい。どうぞ。

〇２番（森 一人議員） 私も福祉関係のボランティアは、これから高齢化社会が進ん

でいく中で地域福祉ボランティアの育成も大変重要だと思っております。また、それ

と同時にまちづくりにおいては、質問をしておいてなんですが、全ての分野において

やはり町民参加を促進していかなければならないと思っております。今後、少子高齢

化や急激な社会情勢の変化などに加え、大規模災害に備えての地域での支え合いの仕

組みを整えていくことが必要であると私は思っております。地域の互助の重要性は言

うまでもなく増しております。しかしながら、先ほど町長でもありましたが、少し若
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い世代は無関心層が多かったりとか、自分がよければいいとかそういった多種多様な

生活スタイルがあって、価値観の変化で地域のつながりが希薄化していまして、地域

活動自体に興味がない人たちが多く、私の近所の話になりますが、隣組にももちろん

入りません。区長様にお聞きしましたら、区にも加入しない人も中にはいるそうです。

今地域のために尽力されている方々が活動しやすい環境を整備、維持していくことは

もちろん重要ですが、これからはもっと若い世代に安心安全な地域づくりのため、防

災や防犯に関するボランティアを養成し、各地域、各学校区や各防災会に反映させて

いく。それと高齢化社会が進んでいく中、先ほど言いましたが、福祉ボランティアの

育成も大変重要です。

あと１点、町の進むべき方向性や今後において町が力を入れていきたい事業につな

がるようなボランティア活動、講座の開催をしていただいて、事業ボランティアの養

成というのが大変必要だと思いますが、事業ボランティアについて、町長、いかがお

考えでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

災害の話が出てきましたけれども、自助、共助、公助と言いますね。それが一番わ

かりやすいのかと思うのですけれども、自助は自助ですよね。それで共助、これを認

識をしている人がどれぐらいいるのか、そしてそれをどうやったら広げていけるのか、

そしてあとは公助というのはやり方というのをいろいろ国、県から示される中で、そ

してまた地域の実情を見ながら公助のほうは考えているわけですけれども、共助につ

いてはなかなか行政のほうでどうするということというのはいろいろ難しい部分があ

ると思うのです。ここまでやってくれる地域と、ここまで行こうというところと、い

ろいろあるわけです。ですので、その共助という考え方というのがこれからのボラン

ティアの進め方、生き方なのかなという感じがいたします。

先日機会があって、消防庁の長官のお話を聞く機会がありました。それで、紙を持

ってきてみんなに配って、何のあれかなと思ったら、皆さんにお願いしたいのは大学

生を消防団員にという取り組みを全国で展開をしていきたいと。それには協力をして

いただけるだろうかということなのです。ですので、まさに若い人なのですけれども、

今まで勉強している人たちに対してはそういうような働きかけ、呼びかけというのが
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なかったというか、少なかった、全くなかったのではないかというぐらいだと思うの

ですけれども、今度の地域創生の中では、地域の中で大学だとかいろんなところと一

つの方向について一緒に勉強し、研究しながら、学校の、また大学生の知恵をかりな

がら、指導を受けながら地域と一体になって地域づくりをしていくというのも、これ

も全国で数多くの展開をされています。

ですので、そういった興味を若い人たちに持ってもらう、それにはどうしていくの

かということにもなるわけですけれども、議員さんお骨折りいただいているお祭り等

により参加をしていただく中で、町、こうなのかというような話も話の中にいろいろ

出てくると思うのです。そういうところが一つのきっかけにもなるかなとか、あるい

はスポーツの運動会とかいろんな大会ですとか、そういうようなこと、あるいは趣味

がいろいろありますので、芸能大会等に若い人にもさらに積極的に参加をしていただ

くとか、何ということなくいろんな形のところで話をかけていって、興味を何か持っ

てもらって、きっかけづくりをしていくということでないと、今までのやり方ですと

限界が来ているのかなと、そんな感じがしますので、ぜひ今までと違った感じ、もう

ちょっと広く視野を持った形で町民の皆さんにお願いをしながら、行政のほうでもさ

らに研さんを積んで努力をしていきたいというふうに思っております。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 今町長からご答弁いただきまして、共助の必要性、また各種

イベントがありまして、第三者的に話させていただきますが、そこには夏祭りもあり

まして、花火大会もあったり、いろんなところで若い人たちが集まってくる。まさに

子供から始まると、若い人たち、親御さんは必ずそこに一緒に参加してくるわけです。

参加してくると、こんなふうにお祭りをするためには裏方の大事さというのですか、

気持ちのある意味、今までははたから見ていたけれども、中に入ってみたらこんなに

大変なのかよと関心していただける若い世代の親御さんもいらっしゃいまして、なる

べくこれからそういうお祭りであったり、いろんなイベントを継続していくためには、

血の入れかえといいますか、やはり若い人たちの発想力も必ず必要でありまして、そ

れと今までのキャリアを持った人たちとの融合、それがまさしくすばらしいことであ

り、それを伝承してもらうと。そのスパイラルを継続していかなければならない。そ

れは大変重要なことだと思うのですが、先ほど町長もご答弁でありましたが、若者が

まず興味を持ってもらうというところで（４）に移らせていただきますが、よろしい
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でしょうか。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇２番（森 一人議員） 町長には（４）については前向きなご答弁をいただきました。

なかなか地域の担い手、後継者づくりは地域にとっても行政にとっても最も重要であ

り、なおかつ最も即効的解決が難しい問題だと私も認識しております。今まで地域で

育てられてきた若者たちが、くどいようですが、時代背景とともに地域離れや愛着、

責任感などが薄れてきているというのが現状です。ただ、その状況下でも嵐山町のた

めに、地域のために何かしたいなと思っている若者が絶対探せばいるはずなのです。

そこで、きっかけづくり、仕組みづくりをつくるというのがやはり先ほども町長もご

答弁していただきましたが、重要であって、それを５年後、10年後、20年後の嵐山町

というものに時代のリーダーを育成する施策をもっともっと講じていただきたいなと

思うのが率直な意見なのですが、５年後、10年後、20年後を考えて、町長として今の

委員会組織であったり、各種委嘱をしている団体に対してどのような、５年後、10年

後という期間を考えて、どのようなご見解を、未来を見据えてというところで考える

とどのようなお考えでしょうか。お聞かせください。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 将来を見据えてというお話でございます。まさにそのとおりなのです

けれども、いろいろ町でお願いをする委員会の役員さん等に公募を今までずっとやっ

ているような手法でそのまま変わりなくやってきているわけですけれども、それに応

募がいただけない状況が特に若い世代の人たちには多いのです。それで、どうしたら

いいのかということなのですが、行政側としてもちょっと手詰まり感というのが正直

あります。ですので、どうやったらいいのかというのはご指摘いただいているような

ことをさらに進めなければいけないのかなと思いますけれども、応募をして、応募が

いただけない。もっといろいろ言われることというのは、例えば交通安全のナイトパ

トロールをはじめ交通の朝晩の見守り活動を高齢者の皆さん中心にやっていただいて

いるわけですけれども、一番それに出にくいというか、出ていない人というのはその

子供たちの親だという苦情が出るのです。ですので、これは考えてみると、仕事に両

方、お父さんもお母さんも仕事で朝から夜までということになると、なかなか出づら

い。だから、当番のときに休んで、そのときだけは出るよみたいな感じになってしま
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っている。そういう人たちがどうやってほかの回のところに出てもらえるのか。大変

手詰まり感と申しましたけれども、策がなかなか見つからない状況もあります。

しかし、議員さんおっしゃるように、そのままでいいのかということを考えると、

当然若い人たちのいろんなお考えを聞かなければ。それで、策とするとアンケート調

査ですとかというようなことになってきてしまうわけです。それで、アンケート調査

もいろんな機会にいただいて、それらを参考にしながら行政を進めているわけですけ

れども、そのほかに参画をしてもらう、一歩進んだやり方というのを、ぜひどうやっ

ていくのかというのを、いろんな形でやらなければいけないのはわかっているのです

が、若い人たちのＰＴＡの組織ですとか、あるいはそのほか子供会の関係ですとか、

それからスポーツ少年団の父母会、父兄の集まりですとかというような中から出てこ

ないかなというような感じもしているのですけれども、なかなか参加をしてもらう、

そして意見を聞くと、かえって何か後ずさりするような話が出てきてしまうのです。

というのはスポーツ少年団の人数がどんどん減ってしまうと。それにはご父兄の方々

が当番が回ってくるのがつらいのだというようなことで、子供をスポーツ少年団に参

加をさせないというような意見が出たりとかというようなことがあって、前にもお話

ししたことがあるのですけれども、ボランティアをやってもいいよという人たちのお

父さん、お母さん、おじいちゃん、おばあちゃんの中にもそういうスポーツ少年団の

お茶当番ですとか、何か試合に行くのに応援をして、俺の車に乗っけていってやるよ

みたいな、そういった応援というか、そういうようなものも協力をしてもらう。それ

にはそこをやっている人たちからこういうＳＯＳが出てくると、周りにもわかりやす

いのかなという感じもするのですけれども、いずれにしてもちょっと手詰まり感とい

うのが、若い人たちを行政のサイドに入ってもらう、引っ張り出すというのはなかな

か難しい面が現状ではあります。これからもいろんな形で知恵を絞って、何かないか、

さらに進めていければというふうに思っています。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 先ほどスポーツ少年団の話もありましたが、私も昔やってお

りまして、やはり自分の父も母もその当番を嫌々ながらも子供のためにということで、

ある意味、そういう気持ちの醸成がそういうところでも親も育てられて子供と一緒に

成長していくというのが多分スポーツ少年団の一つの意義だと思いますし、そういう

ところから出てくる人たちというのはやはりいろんな考えも持っている方だと思いま
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すので、１つ１点突破口を一人組み込めれば、その横のつながりというのが絶対、そ

の人たちの仲間がいますから波及していくと思うのです。そういうところがやっぱり

必要だと私は感じております。

議長、（５）に移ります。

〇大野敏行議長 はい。

〇２番（森 一人議員） 町長からは大変、これから今年度は前向きな事業を進めてい

くとご答弁をいただきました。大変すばらしい事業であったり、企画であると思いま

す。また、前向きに担い手、養成講座の開催や若者会議の開催等につきましても検討

させていただきたいというご答弁をいただきました。大変ありがたく思っております。

若者会議の開催については、以前にも質問をさせていただきました。そのときはまだ

町長の中では商工会青年部が一生懸命頑張っているからいいよというご答弁もござい

ましたが、やはり未来を考えると、商工会青年部ももう20代がいなくなりました。30か

らで、一番年少が30歳となっております。青年でいられるのもいつまでなのかと思う

ところでございまして、定年は45歳までになっております。そういったことを考える

と自分たちも危機感を持って、若い人たちの取り組みを今一生懸命やっているところ

でございます。

そういったといったところも考えながら、ぜひ若者会議においては若者の町政参画、

協働のまちづくりを推進するために取り組んでいく事業で若者、女性の意見、特に女

性の意見というのはやはり聞いていて、性別が違いますから考えている思考も違いま

して、大変実がある内容を話してくれるところもございます。こんなところもあるの

かと。学校についてもやはり女性の意見が、父親はなかなかＰＴＡに参加しづらいと

いう状況もありますし、女性の意見は私もＰＴＡの役員を経験していて大変参考にな

るところが多かった部分があります。

ぜひ地域と行政が協働で取り組む担い手づくりということも考えながら、少し具体

的に提案させていただいきたいことが１つありまして、中学生が、中学生から参加す

る取り組み、それをふやしていただけないかなと思っております。地域コミュニティ

ーへの帰属意識を高めるために中学生から取り組んでいくことが大変重要ではないか

と私は思っております。地域活動を実践しつつ、地域コミュニティーってこんなもの

なのだというのを考える時期に中学生という多感な時期は大変いい時代だと私は思っ

ておりますので、中学生を取り込むと家庭を含んだ地域という、少し広がるわけです
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ね。ただの地域ではなくて、子育て世帯もそこに中学生の母親、父親というところで

広がっていくと思うのです。それで行政と協働して進めることで効果を発揮できると

思っています。

具体的には、地域としては防災訓練とかに中学生が興味を持って参加できるような

プログラムをふやしていただく。あとは地域の、本当に言い方はかわいいのですけれ

ども、ジュニアリーダー、中学生がみずから、子供が減ってきておりますが、ジュニ

アリーダーの育成をしていくわけです、中学生に対して。防災に対してもそうですし、

地域に対してもジュニアリーダーの育成を進める。育ったジュニアリーダーが各防災

会や地域ボランティアとともに活動できる仕組みを各防災会等にも協力してもらって

つくっていく。防災ボランティアの皆様と一緒につくっていく。大変すばらしい事業

になるのではないかなと私は思っておりますし、行政としては中学生の地域社会参加

を促すという体制を学校の一貫した対応として継続するように中学校に働きかけをし

ていただければと思うわけです。私はこのような取り組みを継続していくことで、地

域活動支援の一層の充実を図っていけると考えております。こういった取り組みにつ

いて町長はどのようにお考えでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 中学生の件については、行政といいますか、私のほうのサイドではと

いうことでお答えさせていただいて、教育関係のほうは教育長さんのほうからあるか

と思いますけれども。今おっしゃるように、地域コミュニティーに中学生も、また小

学生もということですけれども、入って、ぜひ関心を持ってもらって入ってもらうと

いうことは、大変貴重なことだと思うのです。大変いいことだと思うのです。それで

現に防災の話も出ましたけれども、何かあったときに子供たちの、小学生の面倒を見

ながら中学生が帰る、一緒の通学、下校をやるというのはもうできているのです。で

きているのだけれども、この前の雪のときなんかというときは一番やるべきときだっ

たと思うのですけれども、それができない。こういうところが問題だと思うのです。

決め手はできているのだけれども、それがいざというときに働かないというようなこ

ともありますので、ぜひそういうようなことがきめを細かくつくってできるような体

制を、そして中学生にもいろんな形で応援をしていただく。力なんかでは私なんかよ

りもよっぽどあるような中学生多いわけですから、そういうような形で地域の協力、
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お願いを。

それと先ほどに戻ってしまってあれなのですけれども、いろいろ町からお願いをす

るときに、例えば子育て支援の会議がありますので若い世代の人は参加をしてくださ

いという応募の仕方、それから何か防災会がありますので若い人たちの参加、こうい

うことがというような、大まかなことなのですね。会議の募集。ですので、これから

はもうちょっと一歩進んで、若い世代の人たちにはこういうことはどうお考えですか、

この全体の中でやるのですけれども、こういうものについてはどうなのだろうと。こ

このところについては女性の代表の方としてどういうお考えでしょうかとか、避難場

所、避難所づくりのときには女性の視点としてはいかがでしょうかとかというような

具体的な問題も提示をしながらお願いをしていくのも一つの策かなと。

というのは、先日、議員さんもお骨折りいただいている消防団に女性の方が入って

いただきました。それで、初めてですからいろいろ悩んだこともあったと思うのです

けれども、出て、一緒に行進をしていただくわけです。それで、右向け、左向け、そ

ういうようなこともやる中で、消防団員としての一体感というのは初めて入った女性

の人も持ってきたと思うのです。そうすると消防に対する意識というのはいろんなほ

かの人たちよりちょっともっと進んで感じ取る部分というのは出てくると思うので

す。そういう状況をほかのところでも少しずつ少しずつやっていければ、その中学生

ではないですけれども、そういうような状況、意識づけというのはできてくるのかな

という感じがいたします。

中学生については、本当にそういう形で、高校生についてもおじいちゃん、おばあ

ちゃんたちをどう守るのかということですから、学校で教育をしているとおりだと思

うのですけれども、行政としてもできる限りの地域のご協力をいただきながら、そし

て子供としてどこまでお願いをしたらいいのかという問題もあると思いますので、行

政のほうとしてそんな感じ、その程度にさせていただきます。あとは。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 答弁書のほうには記載はないのですが、町長から振られまし

たので、教育長、率直な中学生の活動についてご意見をいただけたらありがたいので

すが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

小久保教育長。
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〇小久保錦一教育長 今、日本国中、防災に対してはどこの市町村も関心があり、あっ

てから防災をどうするのではなくて、日ごろからそういった教育をやはり学校の中で

行っていかなければいけないというふうに考えております。以前は、今もそうなので

すけれども、防災の日を決めて避難訓練を中心に、どちらかといえば自分たちが積極

的にではなくて教師の指導のもとに行うというのが今までの形だったかと思います。

それらを先般玉ノ岡中学校で七郷地区の防災訓練に中学生が100名程度参加させてい

ただきました。そのときに校長さんからもこういった活動が生徒が一緒になってお年

寄りをリヤカーに乗せて避難する練習もさせていただいたと。こういうことが年の中

に計画されて実施できるといいですねというお話を承りました。私は、町の防災計画

に小学生、中学生、高校生、大学生はどういうふうにかかわっていくかというのをき

ちっと位置づけて、その中でやはりねばならないではないですけれども、どこまでが

できるかというのをやはり町全体で考えていき、教育の中で子供たちも意識を持って

一緒になって、その中で私たちも貢献できたのだと、そういった教育を今後醸成して

いかなければいけないかなというふうに感じております。来年は町も50周年でござい

ますので、そういった防災に若い人たちが参加できる体制を一緒になって構築できれ

ばいいかなと、そのように考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 前向きなご答弁ありがとうございました。今後、嵐山町にお

いては、自分たちの町は自分でたちでよくする、地域のつながりや支え合いの力をよ

り強くするを目指していただき、ぜひ今後における嵐山町の地域コミュニティーの活

性化に向けた取り組みをご期待申し上げ、質問を終わらせていただきます。よろしく

お願いいたします。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 佐久間 孝 光 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号２番、議席番号３番、佐

久間孝光議員。

初めに、質問事項１の小学校和式トイレについてからです。どうぞ。

〔３番 佐久間孝光議員一般質問席登壇〕
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〇３番（佐久間孝光議員） 議席番号３番、佐久間孝光、議長のご指名をいただきまし

たので、一般質問をさせていただきたいと思います。

第１項目、１、小学校和式トイレについて。菅谷小学校入学のしおりには入学前の

心得として子供たちが学校生活にスムーズになじめるよう入学前にできるようにとい

う幾つかの項目が示されております。その中に「和式トイレの座り方も経験させてお

いてください」との記述があります。小学校入学児童を持つ家族は若い世代であり、

彼らが住まっている家には和式トイレがない場合も多い。実際保護者の方からどう対

応すべきか相談を受けたが、学校ではどのように保護者に対し説明をし、また入学後

児童に対しどう指導しているのか、お伺いをいたしたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、質問項目１の小学校和式トイレにつきま

してお答えいたします。

最初に保護者に対しての説明ですが、各小学校とも入学説明会のときに入学のしお

り等に入学前に準備をしておいてもらいたい項目の一つとして、トイレの使用方法に

ついて説明をしております。説明概要としましては、和式便器が多いため、和式トイ

レでの排せつの練習をしておいていただきたいことをお願いしております。

続きまして、入学後の児童に対しての指導方法でございますが、入学式翌日からト

イレの使用方法につきましては各担任が説明をしております。説明内容といたしまし

ては、和式便器の使い方の絵を使用しての説明及び実際にトイレで足の置く位置や水

の流し方など、現地でのトイレでの説明をしております。

以上で答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） それでは、再質問させていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇３番（佐久間孝光議員） 平成25年だったでしょうか。森議員がこの和式トイレにつ

いて一般質問をされておりました。その中でも和式トイレということになると我慢し

て、それで健康被害につながったり、あるいはいじめにもつながるというようなお話

もいただきました。私は入学時点でこれが徹底されるのが今の時代、どこまで意味が

あるのかということを考えると、例えばこれなんかはほっといても２年生、３年生に
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なればほとんどの子ができるようになると思うのです。

それと、あともう一つは今の保護者の方たちの考え方、物事の捉え方。我々のとき

には学校からいろいろ保護者として通知をいただいても、いろいろ書いてあるけれど

も、ここまではできないなというような、いいかげんということではないですけれど

も、少し幅を持たせるような形での理解の仕方をしていた方たちが多かったのかなと

いうふうに思いますけれども、今の保護者の方たちは本当に一字一句丁寧に読み込ん

でいくのです。その中で一つでも疑問点に感じたり、できないなとなると本当に大き

な不安を抱えてしまう。結局それが大きなストレスになる。ですから、例えば小学校

１年生が使うトイレ、学校全体考えても当然限られていると思うのです。教室棟だと

か管理棟、当然１階の部分だけ、それからあとは体育館の中、菅谷小学校の場合には

体育館の外にもトイレがありますけれども、そういった小学校１年生が使うであろう

と想定されるようなトイレだけでも全て洋式のほうに変えていくということはいかが

でしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

今までちょっと何年前だったか、各学校もやはり和式がほとんどだったということ

で、一部洋式トイレということで変更の工事をさせていただきました。今現在では各

フロアにトイレ１カ所なり２カ所ございますが、どこにでも洋式の便器は設置するよ

うな形をとっております。その中で、今１年生の使うところだけでも全て洋式化とい

うお話がございましたのですけれども、こちらのほうの考えといたしましては、和式

便器のほうも一応使い方というのは覚えておいてもらったほうがいいのではないかと

いう考え方も一つありまして、実際には、いつ災害が起こりまして、簡易式なトイレ

ですとか、そういったものを使用することになるかもしれない。または、例えば登山

だとかそういったところに行ったときに、山小屋とかというので洋式便器のトイレと

いうのはほとんどないのかと。大体和式スタイルが多いのかなとか、あとはまた海外

等で発展途上国みたいなところへ行くと、やっぱりトイレの整備というのはおくれて

いますので、和式スタイルで使用することも結構多くあるのかなと。発展途上国に行

くこと自体が余り多くはないかもしれませんけれども、そういったこともありますの

で、和式の排せつの仕方を学ぶためにも全て洋式化ということではなく、一部は残し



- 89 -

ながらもやっていければいいのかなというふうには考えております。

また、トイレのほうにつきましては、各小中学校とも衛生的な面も考えまして、今

現在整備をする課題の一つとしては捉えておりますので、施設整備計画等を踏まえな

がら学校の大規模改修とか、そういったものを踏まえながらトイレの改修をするとき

にはその辺はよく検討して洋式か和式の割合といいますか、そういったものも検討し

ながら整備を今後はしていければいいかなというふうには思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 今の和式トイレの使い方を覚えておいたほうがいいという

ことは本当にそれはそのとおりだと思いますし、いろんな議論がありまして、日本人

にとっては和式のほうが非常に健康面でもいいのだというような意見もたくさんあり

ますので、それを否定するものではありません。ただ、整備するにしても全てのやつ

を洋式にということではなくて、予算的なこともありますので、だからぜひ小学校１

年生が使うであろうところだけでもきちっとやる。それはなぜかというと、例えば先

ほど防災の話も出ましたけれども、いざ大災害が起これば、小学校というのは避難所

としても使っていくわけです。そうすると小学校といえども小学生だけではなく介助

を必要とするような高齢者や身体障害者の方、あるいは妊婦の方もいるし、あるいは

外国人の方も入ってくるでしょう。特に介助を必要とされるような方の場合には、和

式トイレでするなんていうことはほぼ不可能です。では、それでそういう人たちのた

めに大きな多目的なトイレが必要かというと、そこまではなくても、洋式であるなら

ばそういう方たちも介助がいればきちんと用を足すことができる、そういう大切な役

割もありますので。特に１階ですから、そういった方たちにとっても使いやすくなる。

特に体育館の場合にはイの一番にそういう方たちが使われるわけですから、そういう

ところだけでも先行してやるべきだと思いますけれども、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきたいと思います。

今議員さんおっしゃるとおり、要介護者のことを考えますと、そういった体育館に

も身障者用トイレといいますか、新しくつくりました七郷小学校、菅谷中学校の体育

館につきましては設置をしておりますが、菅谷小学校、志賀小学校、玉ノ岡中学校に
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つきましてはいまだにそれは設置されていませんので、そういった部分も考えながら、

今後の整備計画につきましては検討していきたいというふうには思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 児童にとっても、また保護者のストレス解消というか、少

しでも軽減をする、また避難所としての役割もしっかりと果たせるような形で計画立

てて、これは予算も伴うことですので、ぜひ進めていただきたいと思います。

それでは大項目２のほうに移らせていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇３番（佐久間孝光議員） 槻川沿い遠山地区遊歩道周辺の管理について。嵐山渓谷バ

ーベキュー場はＪＴＢるるぶ．ｃｏｍでは全国日帰りバーベキュー＆キャンプ場、関

東エリア人気スポット６年連続第１位を獲得いたしました。このことは大変喜ばしい

ことであると思います。しかし、そのにぎわいの陰で迷惑を受けておられる方々もい

るわけです。特に遠山地区に整備された遊歩道周辺は民家が近いにもかかわらず夏に

は大音量で音楽を流し、夜遅くまで騒いでいるマナー違反の方々もいると聞いており

ます。町としてどのように対応すべきと考えているのかお伺いいたしたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、質問項目２につきましてお答えいたします。

バーベキュー場のにぎわいの陰では、槻川や都幾川に面した場所にお住まいの方に

は川遊びのシーズンとなる夏休み期間中は特に平常時とは異なり、行楽客などによる

さまざまな問題によりご迷惑をおかけしているものと考えております。ご質問の遠山

地区につきましては、お盆休み期間中に河原でのカラオケを夜遅くまで行い、近隣住

民の方にご迷惑をおかけしたという内容かと思われますけれども、バーベキュー場の

ように河原を占用し、管理をしている場所であれば即座に注意をすることも可能では

ありますが、誰もが利用することが可能な一般の河原に関しましては利用者のモラル

に頼らざるを得ません。しかしながら今後も同様な行為が繰り返される場合には、地

元との協議による対策も必要になるものと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。
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〇３番（佐久間孝光議員） それでは、再質問させていただきます。

遠山地区は今お答えになった山下課長の地元でもありますので、私のほうから説明

するまでもなくその実態はよくわかっておられるかなというふうに思いますけれど

も、観光事業の拡大、発展に関しては、これはほとんど多くの方たちが、町民が望ん

でいるところだと思います。また、理解もしていただいて協力もしていただいている。

ただ、こういうところを整備をしていくということは、今までよりも多くの方たちが

そこを訪れるわけです。訪れていただくことは大変ありがたいことなのでありますけ

れども、それと同時に今までなかったような問題も発生する可能性も出てくる。そし

て、また今ご指摘のとおり、ここの遠山地区は観光協会が管理をしているわけではあ

りませんので、どうしても管理という点においては手薄になってしまう。安藤副町長

なんかの場合には観光協会の事務局としてもご活躍をいただきましたので、そういう

ことがもう既に想定をされていますので、そこのところに観光トイレですとか、ある

いは甌穴の前に駐車場をつくる、これも既に予算化までされているわけです。その工

事のほうは着工されているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 お答えをさせていただきます。

今年度、既に予算のほう計上させていただいておりますけれども、遠山地内の甌穴、

そして遠山道を下りまして、もともと駐車場がありました場所がございます。そちら

の２カ所に駐車場を設置するというふうなことで予算化をいただいておりますけれど

も、この後今年度事業として造成に入っていくという予定でございます。よろしくお

願いいたします。

〇大野敏行議長 一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。再開時間を11時10分

といたします。

休 憩 午前１１時０１分

再 開 午前１１時１２分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

佐久間孝光議員の再質問からの続行です。どうぞ。

〇３番（佐久間孝光議員） まだ、着工されていないという報告がありましたけれども、
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私も気になって何度か行って、また先週も再度確認に行ってきました。まだ全く着工

されていないのですね。これは県との事業だとか、いろんな諸事情があろうかと思い

ますけれども、遠山の方々はこういった問題は今始まったわけではないわけです。何

年も前からそういうことが行われているわけです。それで、先ほど河原のというふう

にありましたけれども、自分ちの私有地におしっこをされたり、ごみをポイ捨てされ

たり、あるいは路上駐車が何台もあって、自分の家に車で帰れないというようなこと

もずっと起こっている。ただ、町として進めている事業だから、そういう理解のもと

に地域の方たちも我慢をしていただいている。そういう状況にあるわけですから、や

はりここのところは優先順位を少し上げていただいて、そして予算化も既にされてい

るわけでありますので一日も早い着工をするということによって、地域の方々も俺た

ちのことをしっかりと見ててくれているのだな、俺たちの問題を認識しててくれてい

るのだなという安心感にもつながりますので、安心感が持てれば、またいろんな面で

さらに理解と協力を得ることもできると思いますので。

それから、あとは管理の問題です。本当にモラルによるところというところも、確

かに河原の中はわからないことではありませんけれども、これ１日、２日ではなくて

毎日のように何年にもわたって地域住民の方たちは迷惑をしているということも考え

ていただいて、それでこの定例会のおとといでしょうか、文教厚生委員会の委員長か

らも報告がありましたけれども、あの中にもヒントが幾つか隠されているのかなとい

うふうにも思っておりますので、ぜひ参考にしていただいて、地域住民にとっても、

またそこを観光として訪れる方にとっても、町全体にとってもみんなが喜べるような

方向性で進めていただきたいと思います。答弁は結構です。

それでは、大項目３番のほうに移らせていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇３番（佐久間孝光議員） 「教育の町嵐山」について。今回の町長選において、岩澤

町長は、町の将来を考えたとき一番大切なことは教育であり、人づくりである。人口

がますます減っていくことが予想される中、今までの考え方ではいけない。知識を詰

め込むだけの教育からの脱却。競争力を身につけさせることも大切であるということ

を力説されておりました。具体的にはどのような方向性を考えているのか、お伺いを

いたしたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。
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岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ３番の「教育の町嵐山」についての具体的な方向性ということでござ

いますが、お答えをさせていただきます。

近年教育に関する課題というのは少子高齢化の進展等に伴いまして、就学、就業構

造の変化、技術革新やグローバル化の進展に伴う産業構造、また社会システム変化等

への対応が求められるなど多岐にわたっております。国では、このような課題を踏ま

えて、教育再生、地方創生、一億総活躍、働き方改革などなど幅広い取り組みを進め

ている現状です。学校教育の分野では、教育改革を推進するため、今年度文部科学省

は小中学校の教育の基準となる学校指導要領を10年ぶりに全面改正する作業を進めて

おります。この内容に関しましては、８月５日に中央教育審議会における改定内容の

答申素案が公表されたところでありますけれども、答申素案では全国学力テストの結

果で知識の活用に対する課題が指摘されていることを踏まえて、知識偏重からの脱却

をするとともに思考力、表現力を育成する方針が示されております。また、急速に進

むグローバル化に対応し、国際的に活躍する人材を育成するため、小学校から英語を

教材として本格的に導入し、英語教育を強化する方針なども示されております。

嵐山町におきましては、人口減少、また少子化の進展に対応するため、昨年度策定

をした嵐山町総合戦略に沿った各種事業を進めているところでございます。この総合

戦略の中で、子供たちの未来を創出することを基本方針の一つとして言い続けており

まして、その重要な取り組みとして嵐山町の教育環境の充実を掲げております。今後

この取り組みを進めることとともに、国が進める教育改革による新たな方向性に沿っ

たカリキュラムを取り入れることが急務であると考えております。

なお、学校教育現場で改定後の内容での授業は平成32年、2020年度から順次導入を

される予定となっておりますが、町といたしましても教育行政の目指すべき新しい方

向性を踏まえ、改定後の内容を早急に取り入れて、その効果が早期に浸透していくよ

うに取り組みたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） ありがとうございました。今いろんな中教審からの答申も

受けた中でのカリキュラムということでお話がありましたけれども、学校の統合とい

うようなことに関してはいかがでしょうか。
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〇大野敏行議長 答弁求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 人口が減少してくる中で国、県の方向、特に国の方向というのは今回

の教育の改定というのは、今話をさせていただいたような状況で変えていくわけです。

それで、その教育を今までと同じような形で進めていくためにはどうしたらいいかと

いうような大きな課題になってまいります。それに今おっしゃったようなことも視野

に入れていかないといけないと思います。そして、そのほかにもいろいろ考えられる

かもしれませんが、そういうことも含めた中で、さらに嵐山町の教育行政の進展、結

果として子供たちの学力はアップをする、あるいは町内全域に教育に関する関心度が

高まるというようなことをできるようなまちづくり、これが日本一のまちづくりを目

指していくという一番の基本でございますので、そういうことで視野に入れていく必

要があるというふうに思っております。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 鎌形小学校が平成19年の３月に廃校になりまして、菅谷小

学校に統合されました。鎌形小学校は児童数が100名を切ってから35年間かかって最

終的にはそのような状態になったと。そして、この35年間の間、何もなかったかとい

えばそうではなくて、私の記憶する限り、２回から３回、もうそろそろ統合したほう

がいいのではないだろうかというような機運が高まったこともございました。しかし、

その地域の方々の本当に強い思い、またその当時の保護者の方たちの考え方、もう少

し頑張らせてくれというようなことの中で35年かかってやっとそういった方向性にな

ったわけです。

学校の統合というのは、例えば民間の企業が業績が悪くなったということで、今ま

ではＡ、Ｂ、Ｃと３つの工場があったけれども、２つを閉鎖して１つにしようという

ような単純な、経済的なあるいは財政的な問題だけで判断をするということはいかが

なものかなというふうにも思っております。これはなぜかといえば、学校というのは

地域と密着しているものでありますから、その学校がなくなるということは本当にそ

の地域の地域力全体が下がっていく、そのことにもつながりかねません。鎌形小学校

の場合にはそういうことをしっかりと配慮していただく中でこの地域から子供たちの

声を絶対に消してはいけないのだという中で幼稚園を持ってきていただいた。これは

すばらしい判断であったなというふうに私自身も思っております。
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今回の定例会の冒頭でも、岩澤町長が４期目を就任する挨拶の中でこの地域のきず

なというのが非常に大切なのだというようなお話もいただきました。私も全く同感で

あります。この地域のきずなこそがこれからますます強化していかなければ、町の運

営というのはなかなか難しいだろうなというふうに思いますので、こういったことを

進めていく、検討していく上においては、慎重には慎重に、また時間をしっかりかけ

て議論する中でやっていくべきだというふうに私は思いますけれども、最後に一言、

岩澤町長の所見をいただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 今議員さんからお話ありましたように、鎌形小学校の経過についても

お話しいただきました。100名を切って35年ということだったそうですが、そういう

状況もありました。それと、もう一つご指摘いただいたのが財政問題だけではないよ

と、地域力の問題があるではないかと。地域と密着した中で、いろいろこれからもそ

ういうものは考えていくべきだという全くそのとおりのご指摘で、私もそのとおりだ

と思います。それで、今統廃合のお話を出していただいたのは、嵐山町だけではなく、

こういう問題が日本中どこの地区でも起きているということで出てきたのかなという

ふうに思うのですけれども、100名を切った。この比企郡の中の学校の中で100名を切

っている学校が幾つあるか。七郷小学校より小さい学校が幾つかあるかという状況な

のです。七郷小学校は嵐山町では一番小さくて、七郷小学校が人数がこうなったから

どうしよう、どうしよう。こういう学校が比企郡の中にも幾つもあるわけです。そう

いうような状況が比企郡なのです。埼玉県の中の比企郡はそういう状況下がある。そ

して、一つの町ではその統合を進めているということでございます。

ですから、嵐山町も今議員さんおっしゃるように、財政だけの問題ではないよ、地

域のことをしっかり考えた上でという話、全くそのとおりですけれども、財政も考え

ないといけないと思うし、地域も考えないといけない。地域力というのは学校がなく

なったら、まさに地域力というのは全く衰えてしまうと思うのです。その地域力、地

域の文化度というのをどう維持をしていくかというのが大きな課題だと思います。そ

の文化度を落とさないで、それでそういうようなことができるのかできないのかとい

うような、これから迎えるであろうそういった問題について、委員会、どういうもの

になるかあれですけれども、そういうようなものでご議論をいただいて、町民合意の
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上で一つの方向を出していくということになろうかなというふうに思っております。

議員さんおっしゃるとおり、地域というものをしっかり考えていく必要というのは全

くそのとおりだと思います。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） ありがとうございました。

以上で私からの質問を終わります。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 青 柳 賢 治 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日３番目の一般質問は、受付番号３番、議席番号５番、青

柳賢治議員。

初めに、質問事項１の町長の公約について聞くからです。どうぞ。

〔５番 青柳賢治議員一般質問席登壇〕

〇５番（青柳賢治議員） ５番議員、青柳賢治でございます。議長のお許しをいただき

ましたので、一般質問をさせていただきます。

１点目の町長の公約について聞くということでございます。町長は生半可な思いで

４選に立候補したのではないということを町民に言っておられました。その中で大き

く希望があふれる、嵐山町の未来がかかる公約を掲げられました。この難しい公約を

いかようにして実現を図っていかれるのか、具体的な施策についてお聞きしたいと思

います。

成熟した社会となりまして、グローバル化が進み、さらに教育行政の変革が求めら

れる今日、人が人をつくるという、この超難問と言える、（１）といたしまして、日

本一の教育の町、この実現をどのように進められるのか。

（２）といたしまして、地方創生の星と期待がかかる、多くの人が利用し、往来し、

これからの活力の源泉となってもらわなければならない場所でもあります武蔵嵐山

駅、この駅周辺の活性化、この実現をどのように図っていかれるのでしょうか。

以上、２点について答弁をお願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 青柳議員さんにお答えをさせていただきます。
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まず、１の（１）につきましてお答えをさせていただきます。日本一の教育の町の

実現をどのように進めるか、このようなご質問でございますが、なぜ今教育が特に注

目をされているのでしょうか。社会環境が激変する中で人々の指針となるものが時と

すると定まらないときもあるかもしれません。教育ではよく不易流行と申しますけれ

ども、変わらざる不易なものと環境の変化に対応して変えていくものとに分けられま

す。今このとき、これらに対応するために町ではまず推進体であります教育委員会体

制の再構築が必要であると考えております。

地教行法の改正で教育委員会の組織が大きく変わりました。教育委員長と教育長と

管理運営、責任の所在などがわかりづらい部分の改正がなされ、教育長に教諭の責任

が一本化されました。郡下では今年度中全て移行予定で、この新制度に移行していな

いのは嵐山町だけとなります。本町でも新制度への意向を来年度当初としたいと考え

ております。責任体制の明確化、そして情報公開、施策のスピード感を加えて、町民

の信頼に足る組織を目指してまいります。

町の義務教育は教育委員会より定期の報告により成果と課題が公表されておりま

す。課題への対応は、教諭と連携、教育委員会と連携を密にしながら、的確に進めて

まいりたいというふうにに考えております。

国では2020年度より大きな改革を計画しております。グローバル化が進み、知識の

蓄積だけでなく、知識を活用し、応用し、問題の解決力の向上、情報化社会で生き抜

く力の強化などを目指した教育内容へと移行するとしています。国際機関でのテスト

結果が日本の子供たちの成績が振るわない原因も指摘される中での改革となります。

町では、遅滞なく対策を講じ、子供たちの未来に備えます。

細部については、予算も伴うこととなり、新年度具体策を提案したいと考えており

ます。日本一の教育の町。まちづくりは、教育についての多くの人の関心、これが推

進力となります。今後見込まれる町の大きな改革には、町民代表も含む委員会などの

設置も視野に町民と一体となり進めてまいりたいと考えております。今後ともご指導

のほどよろしくお願い申し上げます。

（２）番でございます。嵐山町の顔である駅周辺の開発、これは長い懸案事項でし

た。しかし、駅西地区を取り巻く状況も変化をしてきており、新たな一歩を踏み出す

ときの到来と考えております。商工会、観光協会などとも連携を図りながら、それぞ

れの組織の発信拠点整備も視野に長期計画に今このときスタートしたいと考えており
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ます。一歩一歩の歩みでも町が動いているなというふうに実感できるよう着実に進め

ていきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） それでは、（１）から再質問させていただきます。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） 岩澤町長が３期12年間という町政に携わられたいろいろの経

験の中から今答弁されたようなものが培われてできたものだと思います。それで、先

ほどからも出ていますように、まちづくりは人づくりであると、こういったことを踏

まえて、地域コミュニティー事業、その他の事業を推進してまいられたのだと思いま

す。そして、この４選に当たって、私はやはり一番、町長、いよいよ人が人をつくる

という究極的な、我々が人間として生きていく、そして次の時代の人に渡していくと

いうようなことを考えたときにいい公約、これを掲げられたなと私は思いました。そ

して、これは今まで町長がいろんな実績を積み重ねてきた中からお考えになられてい

ることでしょうけれども、やはり今まで以上の教育に関する人、大勢の人たちのあら

ゆる分野の協力をいただかなくてはならない、私はそのように考えますが、町長いか

がでございますか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 まさにそのとおりだと思うのです。人づくり、これは今議員さんおっ

しゃるように一番難しい問題であります。しかし、なぜ今なのかというのがあります。

それは今それだけ大変な時期、それだけ長い日本の歴史の中でこんなに変化が見込ま

れている、そして変化が始まっているときというのは、ないわけであります。そして、

複雑化してくる社会の中で価値観が大変多様化してきております。そういう中で、教

育、人づくりをしていくということですから、大変難しいわけです。それで答弁させ

ていただきましたけれども、推進母体である教育委員会の組織をしっかり再構築と言

いましたけれども、そうしてこの教育の町、嵐山をつくっていくということでござい

まして、議員さんおっしゃるとおり、そういった母体をつくって、そして人づくり、

日本人をつくっていく。大変難しいところに挑戦をしていくという考えでございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。
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〇５番（青柳賢治議員） 今の答弁で非常に難しさ、大変なことなのだということを含

んでいる町長の答弁だと思われますけれども、その推進母体というような話も今出ま

した。やはり先ほどの答弁の中にありましたように、今教育委員会の組織というもの

が大きく変わっている。そして、私もちょっと調べてみましたけれども、この教育委

員会体制の再構築というようなことが今の答弁の中でも出ておりますけれども、やは

り責任の所在の不明確さや、それから副町長、町長との連携の強化、迅速な対応、こ

ういったもとからこの改正に至っているわけでございますが、今町長はこの中で、群

下の中では新制度への移行が、嵐山町だけが移行していないという答弁がございまし

た。そして、さらに本町では新制度への移行を来年度当初としたいという答弁でござ

いますが、これは平成27年の３月議会においてもこの改正についてはいろいろ議論が

出ております。そういうこととの関連性についてはいかがお考えでございますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 新制度と旧制度というのは、議員さんもご承知のとおり地教行法が変

更になりました。そして、今までは議員さん方からいろいろご質問ありましたように、

教育委員会の内容については町長は首を突っ込むのではないよということでございま

した。そして、そのとおり教育委員会についてはいろんなソフト面というか、内容に

ついての意見というのは出しませんでした。しかし、新制度というのは、今度はちょ

っと違いますよということになってまいりました。そういう中で町長としての考え方

も入れさせていただいて、そして教育委員会の中で議論を進めていた。それが町民の

皆さんの中に浸透ができるような形でいけばさらにいいのかなという基本的な考え方

を持っております。ということで新制度に早く移行をしていきたいと考えております。

そして、新制度になって、先ほど佐久間議員からもありました大きな問題もあるわ

けです。そういうような問題も現に課題に乗せて、それで、その上できょうの問題、

あしたの問題をどうするのか、５年後の問題をどうするのかということをしっかりこ

の時期にやっていかないとおくれてしまうかなと。そのための組織づくりという考え

方でございます。新制度、新年度からというのはそういう考え方のもとでございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 私は、きょうは学校の統合のことについては触れないでおこ

うと思っているのです。それは佐久間議員がおっしゃったように、いろんなこれから
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の中で課題となってくることでしょうけれども。まずは、やっぱり今町長がおっしゃ

ったようなところあたりがこれからの新しく進んでいく新制度のかなめだというふう

に考えるのです。そうなってきたときに、やはり今までの教育委員会体制が４名、そ

の中から、今度新しい教育長を町長が任命するわけですよね。５名かな。ちょっとそ

の制度はいいとして、今度教育長を任命されるわけです、町長が、新しい制度は。今

まで教育委員会で選んでいたわけです。私がそういう中で申し上げたいのは、やはり

町の方向、こういうふうな日本一の教育の町にしていくのだぞという方向性なのです。

その方向性は教育委員会の皆さんの考え方もあるかもしれない。また、保護者の皆さ

んの考え方もあるかもしれない。さまざまな考え方があるのです。そのさまざまな考

え方を一つの力、嵐山町が進む方向性に力に転換して持っていかなくてはならないの

だというふうに私は考えます。そういう中で、今町長がそういったことについてもや

っていくのだということなので、今１つ答弁の中で出ました。多くの人の関心、そう

いったところをどういうふうにして、ある程度町長、これから総合戦略会議もあるわ

けですけれども、進めていくようなお考えでいらっしゃるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 先ほど教育長の選任の話が出ました。これは担当のほうから。そして、

今お話ありましたように、どうして、どうやってということですけれども、先ほど答

弁の中でお話をさせていただきました。これが一番のあれかなと思うのですけれども、

多くの人の関心が推進力となります。ここの関心がないと全くいろんことをやってい

くための推進力というのは生まれてこないと思うのです。それには教育委員会の傍聴

者がふえるとかというようなこと、そして今議員さんおっしゃるように、どんどんも

っとしっかり広報をして、今何をやってるのだ、どういう方向のことをやっているの

だというようなことを出していく、それでご理解をいただきながら進めていくという

ような状況がないと、なかなか陰で、陰でというほどではないのですけれども、わか

らないような状況の中に結果としてなってしまうようなことであると、なかなか日本

一づくりというのは難しいのかと。それには、どんどん出していくということが必要

かなというふうに思います。

そして、今回の教育の一番の改革のあれというのを、大学入試を今度変えていくと

いうことなのです。それで、この大学入試を何で変えるかというのが、教育の一番の
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出口になっているわけです。ですので、そういうようなことをやっていくための教育

改革にもなるわけですので、いろいろな状況を理解をいただく、関心をいただく、そ

ういった組織を運営をしていくという中で、町民の皆さんに関心を持っていただく、

これが一番大きな仕事かなと思っています。

〇大野敏行議長 続いて、中嶋秀雄総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 私のほうからは新教育制度の移行に当たりまして、教育長の選任

の関係、今議員さんからお話がございました。新教育制度におきましては、議員さん

からお話がありましたとおり、教育長については議会の同意を得て、そして町長が任

命をするというような形になります。そういったことでございまして、教育委員会で

任命というようなことではなくて、町長が議会の同意を得て任命をするという形にな

ります。

それからもう一点、議員さんのほうから今総合教育会議というお話がございました。

今お話がありましたように、この総合教育会議は新制度においてこれはスタートして

いるわけでございます。本町におきましては、27年度に２回、そして本年度に１回開

催をしております。これについては、教育大綱のことについてまずは協議をしていた

だきましたが、議員さんご質問のように、この総合教育会議が定められた、設置され

た大きな目的というのは、いわゆる予算の執行権を持つ、そして町の総合的な方向性

を考える行政の長であります町長と、それから教育、このことが社会情勢によりまし

て非常に大きな共通の理解が必要だと、そういったことの共通の理解を図るために、

またある１点では、いじめやさまざまな社会問題に教育委員会だけでは、教育行政だ

けでは対応できないところについて、町の長の権限を持って対応をするというような

ことが大きな目的でございますので、この総合教育会議の中でさまざまな今後の課題

が語られるというふうに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） いずれにいたしましても、日本一の教育の町という方向はや

っぱり方向として、嵐山町の町民が一丸になっていくというようなところに集めてい

かなくてはならないのだと。まして子供たちが減っていく、そういう状況の中で嵐山

の宝は子供たちです、これからの。10年、20年後の子供たち、そこにかける思い、そ

れから今言った、いろいろかかわってくる複雑な問題を子供たちが生きる力として指
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導してあげられるのは我々大人だったり、学校の場所であったり、また町長であった

りと思います。そういう意味で、私はこれ本当に公約という、公の約束ということで

はなく、恐らく嵐山町がこれからしっかりとそこに腰を据えて取り組んでいかなくて

はならないのだろうなという問題だというふうに認識しておりますので、ぜひとも大

勢の皆さま、また教育委員会含めてご理解いただいた上で進めていただきたいと思い

ます。

次に移ります。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） この駅周辺なのでございますけれども、当然地方版の総合戦

略などにも具体的なことも載っています。ただ、私ついつい、町長の公約の中にも駅

前の周辺の活性化というのも載っていましたので、一つだけ駅をやはり、前はごみ捨

てのようなことでちょっと質問させてもらいましたけれども、きれいになって、皆さ

ん「行き帰りが楽しいね」という声を聞くわけです。何とかやっぱりあそこも、ただ

武蔵嵐山駅を使って池袋に行く、川越に行くとか、小川に行くとかという、そういっ

たものではなくて、そこにもう少し付加価値を加える、そこを通過することだけで楽

しいねというような、それはにぎわいづくりにもなってくるでしょう。恐らく今

7,000何百人だと思いますよ、１日の乗降客が。ただ、この間の経済雑誌に載ってい

たのは、この10年間近辺でかなり乗降客の人数を落とした駅の中に武蔵嵐山駅、載っ

ておりましたよね。やはりこれは花見台工業団地の経済の縮小、そういったものの中

からそういう現象も起きているのでしょうけれども、それをさらにこの計画では１万

人に戻すのだという計画です。私はあの駅が１つあることを、もう少し嵐山の価値、

財産の一つの深め方というか、そういうところにつなげていくような感覚があってい

いのではないかと思うのです。

そういう意味では、あそこに嵐丸ひろばができました。今度あそこに情報発信拠点

ができるということで聞いております。嵐山町の町民の市街地の皆さんがあそこを散

歩の経路の一つに入れるぐらいの魅力ある発信をできる場所として何か行ってみたら

こんなことが出ているぞと、そんなふうな町のにぎわいに、町に関心を持ってもらう

というのですか、興味を持ってもらうという、駅に。そういうことが必要なような思

いがしますが、町長、いかがでございますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 おっしゃるような状況を展開したいということで、これが長い間の懸

案になってきておりまして、何しているのだということになるわけですけれども、そ

ういう状況をこのところで一歩踏み出したいということで、駅の内部も改装をさせて

いただいた。そして、行政だけでなくて地域の人たちと一体となってということで、

それには観光協会または商工会の発信拠点というようなものも会と組織と連携をとり

ながら進めていきたいというふうに考えています。そういう中で、町でできることと

いうのは空き家対策というのがあるわけですので、そういうようなものをあの地域の

ところで何か取り組みができないかというようなことも含めて、議員さんおっしゃる

ように、総合力で町近辺のにぎわいづくりをつくっていきたい。

そして、駅というだけでなくて、やはり駅の前の道路、駅前通り、あれを国道まで

つなげる形の整備が進められればというふうに思っています。これはおいそれとすぐ

できる問題ではありませんので、東松山を例に見ても、庁舎から駅まで18年かかった

ということでございますので、嵐山町でも10年計画と言っていますけれども、ぜひこ

の計画をスタートして、そして一歩ずつでも進んで、ちょっと変わってきているなと

いうような状況が常に感じられるような形の着実な進展が図れればいいなと。そうい

う方向をとっていければということで国、県に働きかけながら、ほかの組織、商工会、

観光協会とも連携をとりながら、地域の皆さんとも相談をしながら進めていきたいと

いうふうに進めて考えています。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今町長が答弁されましたように、やっぱり当たり前のように

駅があるということではなくて、今道路のことも出ましたけれども、やはりその辺を

複合的に絡ませた、嵐山流の、駅を東口から西口行ったら楽しいよとか、そんなとこ

ろに一歩ひねり出して、そういったことを一つの起爆剤にして、駅前を西口降りると

非常にちょっとみすぼらしい建物もあります。そういったこと含めて、いろんな力を

合わせて、駅前の美化もちろんですけれども、進めていただきたいと思います。この

後また長島議員の質問ありますので、このことについてはこのぐらいで終わらせても

らいます。

次に移ります。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。
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〇５番（青柳賢治議員） ２番目といたしまして、東松山少年事件に私たち大人ができ

ることということでございます。夏休み中に比企郡市が大騒ぎとなります少年の死亡

事件が発生しました。私たち大人ができることは何なのだろうと考えずにはいられま

せん。スマホなどにおける情報のやりとりでも問題が発生しているのだと聞いており

ます。そこで何点かお尋ねしたいと思います。

（１）といたしまして、嵐山町の小中学校においてスマホなどの扱いはどのように

なっているのでしょうか。

（２）といたしまして、町内外を越えて子供たちの交流もあるわけで、学校側では

どのような管理体制をとられているのでしょうか。時には指導が必要なような場合も

あると思います。このようなときの対応についてはいかがなされているのでしょうか。

お聞きいたします。

（３）といたしまして、スクールソーシャルワーカーやスクールパートナーの相談

者数の状況、対応についてお聞きいたします。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 初めに、先般東松山市の河川敷で16歳の少年が殺害されるという

痛ましい事件が発生いたしました。被疑者の５人のうち３名は公立の中学生というこ

とで防止できなかったのか、議員さんのご指摘のとおり、また同様の危険がさらされ

る児童生徒がいたかどうか、それらについても危機意識を持って真摯に受けとめてお

ります。

それでは（１）につきましてお答えいたします。嵐山町の小中学校においてスマー

トフォン等の扱いにつきまして、まず校内への持ち込みにつきましては禁止となって

おります。また、使用等についての講演会等を行い、正しい使用方法について指導し

ております。具体的な指導方針としまして、県教委から提供いただいた資料をもとに

携帯電話使用の指導方針を各小学校で策定することができます。

中学校における携帯電話使用の方針、例を申し上げますが、中学生の携帯電話利用

については、物事の判断能力が十分に育成されていない段階であること、またその利

用における依存症やいじめ、有害サイト利用に伴うトラブルの発生など、学習活動へ

のさまざまな影響が考えられることなどから、中学校における携帯電話使用のルール

作成については、次のような指導指針を定めることが適当であると考えます。中学校
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における携帯電話使用の指導方針、ルール、例を申し上げます。①、中学校において

は発達段階を考慮し、特段の事情がない限りは校内への携帯電話の持ち込みは原則禁

止とする。②、生徒の通学時における安全確保等の観点から、特別やむを得ない事情

がある場合は学校長の判断により、例えば居場所確認や通話機能に限定した携帯電話

とする。③、学校への持ち込みを認める場合は学校での教育活動に支障がないように

配慮するため、校内での使用を禁止するほか、登校後に学校で一時的に預かり、下校

時に返却する。さらに保護者への周知の方法といたしましては、入学準備説明会やＰ

ＴＡ総会等を活用し、あらかじめ保護者等への周知を行うなど学校の取り組みに対す

る理解を得て、協力体制を構築するよう努めております。

質問項目２の（２）につきましてお答えいたします。町内外を越えての子供たちの

交流についての学校の管理体制といたしましては、比企地区、班での校長会、教頭会

をはじめ西部地区生徒指導担当者研究協議会、学校と警察との連絡会等でも情報共有、

解決に向けた協力体制の構築、同一歩調での指導を行い、広域的な範囲での指導、管

理体制をとることができています。気になる情報があれば関係学校間で速やかに情報

を共有し、解決に向けて取り組みを行っております。しかし、近年は子供たちの連絡

手段が多様になり、特に携帯電話等を所有する児童生徒がふえ、いつ、誰と、どのよ

うな連絡をとっているかを把握することが非常に難しい状況にあります。よって、先

ほどから申しておりますように、気になる情報があれば、関係学校間で速やかに情報

を共有し、解決に向けて取り組んでおります。さらに、大きな事故、事件に発展しな

いようにするためには、学校だけではなく、保護者、地域との連携もより一層大切に

なります。今後も一層連携を強固にし、広域的な指導の充実に努めてまいります。

また、指導が必要な場合の対応につきましては、市町村、学校は違えども平成22年

文部科学省作成の生徒指導提要、県教委作成の彩の国生徒指導ハンドブック「Ｎｅｗ

I′ｓ」等に従い、生徒指導を行っておりますので、各市町村、各学校の指導は同一

歩調で取り組むことができております。特に指導の際、留意する点といたしましては、

１、生徒指導体制の充実と強化、児童生徒の健全育成と問題行動の予防や解決に向け、

学校全体で一致協力して取り組むことが基本であります。２、教職員の専門性と協働

性の発揮、ともに働く協働性でごさいます。教職員がお互いの役割や業務分担（専門

性）などを十分に理解し、助け合い、創意工夫する協働性が大切であります。３、家

庭、地域への生徒指導体制に関する情報提供の重要性、家庭や地域の協力を得るには
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学校が積極的に自校や校区における生徒指導の実態や指導体制に関する不断の情報提

供を行うことが重要であります、等が挙げられます。

以上、答弁とさせていただきます。

質問項目２の（３）につきましてお答えいたします。本町では児童等が抱える問題

の解決を図るため、問題を抱えた児童等が置かれた環境への働きかけを積極的に行っ

ております。本町の特長といたしまして、スクールソーシャルワーカーとスクールパ

ートナーが配置されています。スクールソーシャルワーカー、ＳＳＷは教育に関する

悩みを抱える保護者への相談支援を中心に週４日間、県費の２日間に加え、町費２日

間勤務しております。スクールパートナー、ＳＰは不登校傾向の児童等にかかわる家

庭への相談支援を中心に週２時間２人体制で勤務しております。今年度４月から８月

の相談の状況と対応につきましては、以下のとおりでございます。スクールソーシャ

ルワーカーにつきましては、相談件数は延べ42件、県費勤務時の相談を除いておりま

す、でございます。相談内容は主に不登校傾向、友人関係の問題、家庭環境の問題で

ございます。対応方法はケース会議、保護者面談、児童等面談、教職員への助言、関

係機関への報告、連絡、相談等でございます。スクールパートナーにつきましては、

相談件数は延べ９件、学校訪問、ケース会議等は除く、でございます。相談内容は、

主に不登校でございます。対応方法は家庭訪問、保護者面談、ケース会議、関係機関

への報告、連絡、相談等でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 青柳議員の一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。 再開時

間を１時30分といたします。

休 憩 午後 零時０２分

再 開 午後 １時２７分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

第５番、青柳賢治議員の一般質問を続行します。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） それでは、答弁いただきました（１）から再質問をさせてい

ただきます。

学校の原則禁止、こういったものは当然でございましょうし、当たり前なことだろ
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うと思いますけれども、今携帯電話やスマホというようなものの機器がこの10年間で

非常に発達したという、我々も予想もできないぐらいなところに来ているということ

も考えますと、中学生の携帯電話は原則学校に持ち込み禁止だという中にあって、私

もそういったスマホとか携帯はどうなのかなということで何人かのお母さんですけれ

ども、聞いてみました。そうすると、やはり小学生でも半分ぐらい持っているのでは

ないのというお母さんもいましたけれども、中学生になるとほとんどではないかなと、

そうなのだと。私一番この事件がスマホだとかそういったことに返事が来なかったと

か、そういうようなことも新聞の記事に載っていたわけです。そういう中で、やはり

肝心なことは便利だけれども、使い方間違ってしまうと、そんなところまで行ってし

まうという事実は本当に恐ろしいことです。そう考えますと、その辺の今それぞれ指

導方針、指針が出ていましたけれども、使い方のマナー、そして持ってもいいけれど

も、学校に持ち込みは禁止だという点の嵐山における指導の徹底といいますか、その

辺については教育長、やっぱりある程度その線で徹底されているのだというふうに思

っていらっしゃいますかどうですか、ちょっと答弁をお願いいたします。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 青柳議員の質問にお答えいたします。

まず、今ご質問の中に触れられた中で、嵐山町の携帯電話を所持している件につき

まして６月に調査いたしまして、まとまったものがございますので、まず述べさせて

いただきます。小学生は携帯電話を町内３小学校で１年から６年生まで調査したとこ

ろ195名、全体の27.8％、持っているが27.8％でございます。持っていないのが506名

で72.2％でございます。中学校のほうを見ますと、持っていると回答していただいた

生徒が208名、51.9％、それから持っていないと回答したのが48.1％、ほぼ互角なの

です。大事なところは、特に中学校なのですけれども、携帯電話を学校に持ってきて

はいけないという決まりがあるわけなのですが、事情を聞いてみますと、ほとんど必

要で持ってくるではないそうでございます、今の現状では。ただ、それが非行とどう

絡むかについてはまた別の問題ですけれども、でも一応そういうことで徹底はしてい

るということで、ただそれがいつまで徹底できるかまたいろいろあるのですけれども、

そういった中で一つの菅谷中学校の生活の決まりの中に携帯のことが書かれておりま

す。生活の決まりは服装の問題と頭髪なのです。以前は茶髪の子もいましたから。そ
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れで、その他のところに「学校生活に不必要なものは持ってこない。また、危険物、

カッターナイフ等を持ち込まない。さらに、電子機器、携帯電話、スマートフォン、

音楽プレイヤー、ゲーム類等の持ち込みは一切認めない。不要物は学校が一時預かり、

保護者へ返却する」、こういうことが決まりの中にうたってありまして、これに対し

て保護者から変えろとかそういったことはなく、今の段階ではこれ遵守されておるよ

うでございます。しかし、長年の中で検討していかなければならないのもあるかと思

いますが、一応これで菅谷中さんのほうは徹底できているかなと。玉ノ岡もほとんど

同じでございます。

また、今回事件が夏休みに起きましたですけれども、夏休みの生活の心得が、やは

り菅谷中学校の例を申し上げますけれども、一番最後のところに「友人宅には外泊し

ない」これは当然なのですが、今回のお亡くなりになった少年とちょっと違いますけ

れども、外泊してしまっているとか、よそへ泊まってしまったとか、これはちょっと

危険です。そういうことも生徒だから「夜間の外出はしない」とか「交通ルールマナ

ーを守る」、さらに「携帯、スマートフォンにまつわるトラブルがふえています」と、

これは大きく黒字にしてあります。「特にライン利用者の犯罪がふえています。以下

の注意事項を守って、加害者や被害者にならないように気をつけましょう」と、これ

が菅谷中学校のこの夏休みの生活の心得にきちっとうたってありまして、状況を聞き

ましたですけれども、携帯等でのトラブルはなかったと、こういうことでございます。

しかし、やはりこの心得があるから、では守るかという、そこのところが自覚の問題

になりますので、この辺の指導が大事だなというふうに捉えております。

また、使い方のマナーにつきましてなのですが、一応この調査によりまして小学生

のほうの持っている使用用途、マナーにちょっと近いのですけれども、大体一番多く

使っているのは、小学校は出かけたときの連絡なのです。日曜日とか土曜日に学校に

行っていないときに、外に出たときに家庭に連絡するがこれを使っていると。それか

ら、ラインです、やっぱり。ラインが２番目で67.8％です。それから、出かけたとき

の連絡が75.0と。これは複数回答なのですけれども、３番目が動画とか音楽とか視聴

等で60.1％と、これがベストスリーなのです。中学のほうを見ますと、やはり圧倒的

に多いのが、これも複数回答なのですけれども、出かけたときの連絡なのです。やは

り家庭で携帯を持たせたときには何かのときには家庭に連絡するのですよという、そ

れに使われているということが非常に多いということで67.2％です。それから、メー
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ルがやっぱり48.7。このメールがなかなか難しいのでありまして、親が時々見るとい

うのもまた干渉するということになってしまいますから、中学生非常に難しいです。

お友達と勉強のことでメールしているとか、何かのことで励ましてあげようという、

それならいいですけれども、ここがまた一番心配なところでございます。また、ゲー

ムで37.9％ということで、特に出かけたときとかメール等が使用用途であります。マ

ナーにつきましては、一応そういった中で正しく使っていく、これを学校のほうでも

学校には持ってきてはいけない、どうしても持ってきたときには一時預かるよと、こ

ういう指導を今徹底しておりますので、今後土日等のときの使い方については、やは

り心配だなと思われる子が出た場合には注意していく必要があるかなと思います。現

状で今両中学校とも特にこの子が心配だとか警察から連絡があったとか、そういった

情報は受けておりません。だからといって安心はしておりません。そういった状況で

ございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうですね、その辺持っている生徒と、それからそれが一致

するぐらいに学校のほうも把握されているということで、なかなかどういう情報のや

りとりはどうだかということは、そこまでは大変なことだと思いますけれども、まず

そういうことがなされているということは、やはり何かのときの場合には大事なこと

だと思いますし、私はそのメールとか何かというのは特に、電話ですと音が鳴って、

はいって出るわけですけれども、ラインだとかメールとかというのは寝てても来ると

か、時間が不規則といいますか、就寝時間が10時だとすれば、夜の10時以降は友達の

ところでも誰でも電話なんかしてはいかんよというのが大体常識といいますか、昔は

そうだったような気がしますけれども、今はもうそういう時間のあれがないわけです。

自由自在といいますか、そういったことについてもちょっと私お母さんから言われた

のですけれども、そういうところまでなかなか親も目が光らせられないので、子供同

士で使うときもある程度時間の制限というのは守っていただけたらいいやねと。それ

はやっぱり家庭教育なのだろうなと、そのお母さんはおっしゃっていました。ですか

ら、何でもかんでも学校のほうにということではなくて、当然それを持たせるときに

は親としての責任と、それを持つ自覚というものがあって、当然便利であるがゆえに

持たせていくわけでしょうけれども、そういうところ含めて親からそのようなことが
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意見として出たりする環境みたいなものも必要なような気がしますが、どうでしょう

か。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

学校では、例えば夏はお祭りなんかございますよね。そういうときは、一応菅谷中

では21時までに帰宅ということが明記されております。お祭りですから、やはりお祭

りもそんなに遅くまでは子供が出ているとよくないので、それらを勘案して全ての地

区の今年の夏祭りもあるところでこういうふうにピリオドになっておりますので、そ

れについては協力いただいているかなと。学区では親御さんと保護者会とか、そうい

った会うときにこれから一層この携帯等の使用については家庭とよく相談をさせ、学

校でこうするのだというのではなくて、親子で、やっぱり持っている以上は親子の信

頼関係を持ちながら上手に使っていただく。また、そういった時間帯も、うちはもう

10時以降はだめなのだよとか、それは家庭の中でルールをつくっていただいてもいい

のではないかと。それらについてはやっぱりこれから学校と家庭で連携しながら正し

くメールをしていただく。また携帯を使う場合もさっき申したような形で使用してい

くようなそうした話し合いをしていく機会が必要かと思いますので、またそれらにつ

いても校長会、あるいは教頭会、あるいは学校にお伺いしたときにお話ししてまいり

たいと思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 私たちの嵐山町においては、そういった小中学校においての

携帯、スマホなどの学校の管理といいますかという部分は非常によくできているので

はないかということを私も感じましたので、引き続き親の指導といいますか、保護者

の指導含めて、うまく便利に使っていただけるようにお願いしたいところでございま

す。

（２）に移ります。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） こちらのほうも教育長から答弁いただきました。西部地区の

生徒指導担当者研究協議会というものがあってかなり広範囲に、西部地区ですから、
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埼玉県を東部、西部、北部、南部と分けたときの西部地区だと思われますけれども、

こういったものが機能しているのだというようなことで感じておりますけれども、こ

このところの、私一番この質問の中で申し上げたいところは、やはり私たち嵐山町の

範囲の子だけであればある程度把握できているのだけれども、例えば、そこをよそを

越えて寄居だとか、もう少し比企郡外みたいな、そういった運動を通じたりとかいろ

んなものを通じて交流が図られているわけなのです。そういう中で触れ合いがあった

り、知り合いがあったり非常にいいことだと思うのです、刺激し合うことで。ただ、

そういったことがある程度生徒がどういう外部の学校の子供たちだとか、接触してい

るというようなことの把握というのはいかがなものなのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えいたします。

今青柳議員からご指摘の西部地区生徒指導担当者研究協議会、これは事例等を出し

ながらこういったときにはこういうふうな対応をお互いにやっていこうということで

協議をなさっているのですけれども、この地区は警察を一つの単位として、嵐山町は

小川警察署です。ここに先ほど申しました学校警察連絡協議会、通称学警連というと

ころで、学校と警察署との連絡等に関する協定書というのができておりまして、これ

は平成16年の２月９日から施行しているのです。もう10年以上前から。これは、私た

ちは嵐山町ですからときがわ、旧玉川村とそれが一緒になってのときがわ、この協定

書は旧の形でまだ都幾川村、玉川村のときにできているのです。東秩父と嵐山、小川

と。これがずっと続いております。この中に警察のほうでこれは大変だなというとき

は学校のほうへ連絡をいただくことになっているのです。これはどういうことかとい

うと、今回起きたような逮捕事案、また身柄つきの通告、釈放等は必ず入ります。そ

れから一番学校が知りたいのは、ちょっとここに集団非行グループがいますよと。今

回の東松山事件は暴走族グループ、バイクを乗っていると聞いておりましたけれども、

そういったおそれがあって、おたくさんのほうの学校にもこういう子がいますよとわ

かれば言っていただく。そういう警察から直接連絡、非行問題行動がどうも出そうだ

よと、たまっているよと、そういうときの連絡、それから薬物、昔はよく薬物乱用が

ありましたけれども、そういったたまっている場合、それから不良行為があると、そ

ういったときに警察から連絡が来ることにこの協定書なっているのです。逆に学校か
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らのほうもちょっとうちのほうの名前は伏せますけれども、この子が心配なのだけれ

ども、何か行動していないかいと、こういった未然防止のための校長が警察と生活安

全課が中心なのですけれども、連絡を取り決めるように、これ認めるようになってい

るのです。そこをやっぱり絶えず足しげく通って連絡とることが必要であると。教育

委員会もたまには、たまにという言い方よくないですけれども、警察に行って何かあ

りますかと言うと、最近いろんな会合のときに子供のそういったたまり場が少なくな

って、大きな異常はありません。ないから安心しているというわけではありません。

そのときはそうだったということですから、そういったように絶えず連絡を取り合っ

て、学校と警察が事故に至らないように現在も続けております。学警連の会長が２年

交代なのですけれども、現在菅谷中学校の鈴木校長さんがその会長なのです。この間

も事件があってすぐ相談しまして、警察にも直接伺って一層この学警連の連携を進め

ていこうという形で現在進めております。そうした中で、子供の安全について協議し

ていくのが学警連の協議、これが一番私たちにとってみると頼りになる連絡協議会か

なというふうに捉えております。もちろんそれぞれの学校で菅谷中学校も菅谷中学校

区で、小中連携した生徒指導を中心とした会議もございますけれども、やはり命にか

かわる、心配されるのはやはり警察と一層連携をとるということが大事だと思ってお

ります。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） やはり一つの嵐山町にも玉ノ岡中学、菅谷中学と、こうある

わけですが、それをさらに超えてよその学校までなかなか気持的にそういったところ

まで先生方もご苦労されているところもあるのだと思いますけれども、やはり一般市

民である我々町民もそういったことへの関心、その辺がやっぱり子供たち一人一人に、

我々なんか朝ちょっと行ってこいよという感じで朝を見送るぐらい、信号機のあると

ころ立ったりしていますけれども、そういうなんかも含めて、やっぱり関心持ってい

くという社会風土というか、町民の気持ちというか、そういったことが大事なような

気がしますので、ぜひともここにも書いてありますが、「Ｎｅｗ I′ｓ」という中で

共同歩調をとられているという、やっぱりその共同歩調のもとに広域的なことという

のは処理もできるし、早いスムーズな対応もできるのだと思うのです。そういうこと

はさらにうまい連携をとった形で進めていただきたいと思います。
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（３）に移ります。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇５番（青柳賢治議員） 28年の４月からこういった形でスクールソーシャルワーカー

の町の単費によるものとか、それから、これはスクールパートナーということが行わ

れているわけですけれども、この質問も今実際に嵐山町において現状はどうなってい

るのだろうなという中でお聞きさせてもらったわけでございます。そういう中で、こ

のスクールソーシャルワーカーの相談件数、これは県費の分は除くということでござ

いますので、嵐山町の分だけで42件ということなのですけれども、これは子供さんと

スクールソーシャルワーカーの信頼関係のもとに進んでいくのだと思います。そうい

った点ではある程度大変なお仕事だと思いますけれども、ある程度スムーズにスクー

ルソーシャルワーカーさんの仕事というのがいっているというふうに教育長お考えに

なっていらっしゃいますか。いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

スクールソーシャルワーカーは、県費と嵐山で行う４月から町費も入りまして、１

人の方が県費のほうで２日、町費のほうで２日ということ、同じ方が４日間勤めてお

ります。これは県下でも嵐山町のみだと思います。一般的にはスクールソーシャルワ

ーカーは週２回というのが県が対応している中で、やはり大きな悩みを持っている家

族に対して温かい支援というのでしょうか、そういった中でこのスクールソーシャル

ワーカーが、きょうも先ほど午前中見えまして、これから小学校に伺いますと、こう

いった中で、ここにスクールソーシャルワーカーの業務報告というのがある。毎日週

４回行ったのがここに町費分と県費分が別に書いてあるのですけれども、一つの例を

申し上げますと大変よくやっていただいているなと。例えば、９月13日の例を見ます

と、今週の火曜日だったですけれども、ここにある小学校に行きまして養護教諭と小

学校１年生のお子さんのことで情報交換をされて、その内容を校長先生のほうへお伝

えし、そしてそのお子さんについてこれからも情報交換しながら場合によっては教室

行ってそのお子さんを見ているのです。お母さんがうちの子どもがちょっと心配なの

でという、そういう親御さんの意向に沿って、では行きます。先生も授業はしている

のですけれども、一体どういう行動をとるのかというのを見させてもらう。場合によ
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ればその子にも会う機会があれば回っていくという形で、実際はそのことは話はしま

せん。その子について養護教諭と相談をしながら担任にも伝え、そして担任も日ごろ

授業の中でその子について情報交換して親御さんに伝えていくと、こういったお仕事。

そして、午後は別の学校に行きまして、小学校５年の男子のお子さんについて担任よ

り相談を受け、今後その児童への見守り、そして教育委員会指導主事と連携しながら、

あるいは場合には福祉関係の担当者のほう連携しながら対応していこうという、そう

いう相談を学校に訪問してやっていただいております。

また、その日３回目は、今度は小学校６年生の男子の児童宅に行っております。こ

れは不登校の子なのですけれども、これが１学期から訪問16回目と書いてあります。

１人の子に対して継続してお母さんの不安を取り除くためにお邪魔して、これは学校

へ来ていませんから、子供が。毎日来ていないわけではありません。そういった対応

をして、１日に大体学校に訪問する１軒家庭と、これが１日の大体の業務のようでご

ざいます。それをローテーションでぐるぐる回る。特に小学校のほうが多いのです。

大変聞き役というのでしょうか、親身になって学校側の意見も聞き、親御さんの意見

も聞いておりまして、私どもは大変このスクールソーシャルワーカーの導入に対して

は、今後も、時によってはちょっと負担になるのかなって感じることもあるのですけ

れども、今のところは大変私自身も勉強になって、それぞれのお母さん方、お父さん

方との悩み相談にかかわれるお仕事に対して非常に意欲を持って努めていただいてお

りまして、大変すばらしいスクールソーシャルワーカーと思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今教育長から答弁いただきましたように、嵐山町の場合はい

ち早く町の単独予算を使って、そういったところへの対応もされているわけでござい

ます。責任も重たいし、かなりの激務なのだと思います。そういった意味も校長先生

だとかそういうお立場もあるでしょうけれども、よく見てあげていただいて、生徒さ

んとの信頼関係、それから親御さんとの信頼関係といいますか、あとさらに現場の責

任者の方との責任関係のものはうまくつながってやっていっていただけたらと思いま

す。

もう一点だけ。スクールパートナーのほうはどのような、延べ９件とございました

けれども、これもやはり親との信頼関係のもとに、これは不登校児でございますので、
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どのようなことでございますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えいたします。

スクールパートナーは本年４月から導入したものでありまして、２人パートナーが

おります。そして、現状では２人目の方が今週から動き出しました。これは家庭から

の不登校ぎみの要望があったときに親御さんと対応する不登校専門のＳＰでございま

す。これに対しては、先ほどスクールソーシャルワーカーさんがかかわっていた方に

さらにＳＰがかかわる場合もございますし、仕事の分担という意味ではありませんけ

れども、不登校のことについてはＳＰを中心に対応していこうというのが私どもの考

え方でございまして、現在そのＳＰの仕事の大きな内容は親御さんとの面談。現在か

かわっているのが小学校６年生の方で来年中学へ上がるのですけれども、親御さんか

ら相談がかかりまして、毎日休んでいるわけではありませんけれども、折に触れてＳ

Ｐさんとお話をしたいと。たまたまＳＰが家庭に訪問して今まで９回、夏休み中だけ

で９回対応しています。夏季休業中はＳＳＷのスクールソーシャルワーカーは勤務は

ございません。ＳＰは夏季休業中であろうと勤務いただいておりますので、その中で

不登校の子の家庭にお邪魔して一緒に碁をやったり、あるいはトランプをやったり、

場合によったらミニサッカーをやったりして、子供の状況をプレーセラピーというの

だそうですけれども、見ながら、この子はどういうことで不登校なのかなというのを

やっぱり研究しながら対応していただいている。こういった親御さんが自分のお子さ

んが学校へ行けないことによって不安や悩みを抱えております。そういった家庭に少

しでもかかわるのがＳＰでございますので、これは一層今後注視してまいりたいと。

２学期からもう一人の家庭にＳＰが対応しております。また報告等受けて、一層充実

したご指導いただければありがたいと、このように思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） こういったことが起こらないことが一番なわけでございます

けれども、本当に神奈川であったこともそうですし、身近にありました。やっぱりそ

の中で一市民として何ができるかと。やはり今教育長の答弁を聞いてて思わされるの

は、やっぱり数、子供さんの宝が少なくなっていく中で、一人一人の子供に声をかけ
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たり関心を示していくという大人の行動、これがやはり大事なのかな。もちろん家庭

も大事です。学校も大事です。ですけれども、地域としてやっぱりそういったことも

１つ２つできたらまたどうかなというようなことも感じました。

最後になりますが、これから日本一の教育の町を公約に掲げられた町長としては、

今回のこのような事件、そして今教育長が答えてくれました。町長としてはどのよう

な思いといいますか、見解でいらっしゃいますか。お聞きいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

いろいろ新聞報道等でだんだん情報が出てきて、しかしそういう中で一番言われる

のが、地域でもうちょっと届かなかったかなというのが言われております。一番難し

いことかもしれないのですけれども、もうちょっとどうにかできたのではないかとか、

あるいは同級生というか仲間がもっと声をかけられればとかというような新聞報道等

にあるわけです。それで、先ほど来ソーシャルワーカー、こっちのパートナー、これ

を今話を聞かせていただく中で、一番思うのというのは、これが例えば学校の先生の

立場として、そしてスクールソーシャルワーカー、あるいはスクールパートナーの皆

さんが連絡をしながら対応していただいていると思うのですけれども、100必要だと

する中でどこまでこれが届いているのかなということなのです。その友達やあるいは

学校の先生がずっとついているわけにはいきませんよ、だけれども、電話をしたり、

１週間に１回とか何か行ったりとかというふうなことやっていますと。しかし、もっ

とやれればよかったとか、こうすればよかったというのがあるのですけれども、実際

こういうふうにやっていただく中で、やっているのだけれども、もうちょっとどうだ

ったとか、いやこれでもう限界だよとか、やることはということがどの辺どうなのか

というのが、いま一つなかなか素人というか、直接関係していない者にとってはわか

りづらいところだというふうに思っています。ですので、例えばスクールパートナー

にしても予算の関係で今こういう状況になっていますけれども、これがどうなのか、

こうなのかというのはこれからの課題かな。そして、できることというのは、やっぱ

り町ではやっていきたいなというふうにこれからも考えております。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今回このような質問の中で、教育委員会のほうで、私なりに
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は帰って自分の地域の父兄の保護者の方にこういう形で説明ができるというふうに思

いまして答弁いただきました。やはり我々地域は地域でいつも見ているのだよ、そう

いうような気持ちだとか目だとか心遣い、これがやはり我々のこのような小さな町に

は欠かせないのではないでしょうか。そのようなことを思いまして質問のほうを終わ

らせていただきます。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◇ 長 島 邦 夫 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日最後の一般質問は、受付番号４番、議席番号４番、長島

邦夫議員。

初めに、質問事項１の駅前活性化事業についてからです。どうぞ。

〔４番 長島邦夫議員一般質問席登壇〕

〇４番（長島邦夫議員） 議長より指名されました長島邦夫でございます。今回の一般

質問は大きく分けて２問でございます。明快なる答弁をお願いしたいというふうに思

います。

それでは、初めに駅前の活性化事業についてから始めさせていただきます。駅未利

用地に就労、居住の相談や観光案内等を行う情報発信拠点整備をする経費が計上され

ました。駅前活性化の第一歩と考えます。下記２点について伺います。

１としまして、情報発信拠点の整備の進捗をお伺いいたします。

２番としまして、駅前の現状はシャッター通り化が進み、近所での生活品の購入は

厳しい状況があります。振興計画の中にも商業を営む方の高齢化が挙げられているが、

なぜかスーパーやコンビニ等も撤退が進んでおります。駅前は学校も近く、最適の居

住環境であるというふうに思います。徒歩での日常用品の購入に困難がある、中心市

街地生活者に買い物難民があるとすれば、中心地の機能が不足していると考えます。

いつもでございますが、現状の対策をお伺いをいたします。よろしくお願いいたしま

す。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに小項目（１）について、初めに山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、私のほうからは質問項目１の（１）の拠点施設本

体の進捗状況につきましてお答えをさせていただきます。
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情報発信拠点施設の整備に関する事業の進捗といたしましては、現在調査、測量、

設計業務の発注に伴う積算を完了し、東武鉄道本社からの正式回答受領に向けた調整

を図っている状況であります。調整の内容に関しましては、建物の建築位置の決定に

伴う最終調整となりますが、本議会終了後に鉄道本社での協議を予定しているところ

でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 続いて、青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、私からも（１）につきましてお答えをさせていた

だきます。

駅西地区の活性化は、これまで長年にわたり多くの町民や各種団体の皆様からご要

望をいただいております。昨年策定いたしました嵐山町総合戦略では、住みよい豊か

な環境、並びに活力と生きがいを創出することを目指す事業の一つとして、駅西地区

の未利用地に観光、農業、商業、工業、就労、居住など、あらゆる情報の発信拠点の

整備を位置づけたところでございます。現在のところ、今後そこを拠点として活躍を

してもらう地域活性化コーディネーターの募集を予定しており、また情報発信拠点を

含めた駅周辺の全体的な構想図を作成する予算を計上しており、実施に向けた準備を

進めている段階でございます。具体的には、嵐山町環境協会で委嘱を予定しておりま

すコーディネーターを募集をするところであり、また構想図につきましてはその整備

に係る財源も検討しつつ作成をする必要があると考えており、それらを見据えた構想

図を作成する予定でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（２）について、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 （２）につきましてお答えをさせていただきます。

町ではロータリーの整備等のハード面から、ボックスショップや朝市などへの補助

のソフト面など、駅西地区の活性化を図るべきさまざまな事業を行ってまいりました。

昨年度におきましては嵐丸ひろばの開設、駅の模様がえ等を行ったところでございま

す。しかしながら、ここ数年空き店舗、また売り地が出てきており、以前にも増して

寂しい状況も見られることから、さらなる活性化を行っていく必要があると考えてお

ります。

駅西地区の活性化につきましては長年の懸案事項であり、町長就任当時からどのよ
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うに活性化したらいいのか、考えない日はありませんでした。駅地区の取り巻く状況

は大きく変わってきており、新たな一歩を踏み出すときに来ていると考えております。

武蔵嵐山駅構内の未利用地におきましては、情報発信拠点施設の整備に着手をしたと

ころでありますが、今後はさらに駅前広場、また駅前道路の県道武蔵─嵐山停車場線

の拡幅も含めたハード面の取り組み、またシャッター通りを解消に向けたソフト面で

の取り組み等々、長期プロジェクトに着手をし、利便性の高い魅力的なまちづくり推

進に踏み出したいと考えているところでございます。将来のためにも今できることに

取り組むときが今である、そう考えているところであります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） １問、２問、関連はあるのですが、別々に質問をさせていた

だきたいと思います。

今課長さんから答弁がありまして、先が見えてきたなというふうに思っております。

当初若干の調査費というのでしょうか、東武との交渉に当たっての金額が計上されて

いました。これで何をするのかなというふうに思っていたのですが、東武のほうに交

渉に行っていると。これは東武のこれからの返事待ちなのでしょうけれども、予想的

にはちょっと私なんかも心配しているのですが、以前は業務部も池袋にあったのです、

東武の。ところが、今は私の聞いたところによると、そうではなくて浅草のほうの日

光線のほうですか、あちらのほうに業務部が移ったのだというような話で、力の入れ

ぐあいが、やはりこちらが少し、何か向こうには今度は汽車ぽっぽ、ＳＬも走らせる

のだとそんな話も聞いていますし、力も入れているのだなというふうに思うのですが、

この協議をしていく予定ということですけれども、町の考えている駅前の拠点となり

得るような感じがするでしょうか。そこら辺からお聞きをしたいというふうに思いま

すが。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 お答えをさせていただきます。

議員さんご質問の東武さんとの調整協議でございます。おっしゃいますように、今

現在東武鉄道本社、俗に言いますスカイツリーがありますすぐ近くに本社を構えてお

ります。そちらの本社部署の関係でございますけれども、今現在、今年度に入りまし
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て本社の資産管理部、それと経営学管理部、両方の部局と嵐山町と一緒に調整を図っ

ているところでございます。今年度に入って７月ぐらいだったと思いますけれども、

用地に関しては東武さんのほう提供する方向でおおむね決まりそうだというお話を頂

戴しておりました。この議会前に若干一部計画の修正をお願いしたいというふうなこ

とで東武さんのほうから申し出がありまして、この後最終的に建物の位置を微修正と

いいますか、微調整していただきたいというふうなことで、その辺の調整を図って最

終というふうな見込みでおります。やはり議員さんおっしゃいましたように、私ども

の受ける感じからしましても、本社の移転を含めてちょっと東上線から東上線中心だ

ったものが若干違うほうにも移りかけているのかなという印象は受けているところで

ございますけれども、変わらず事業の関係、もともと観光の関係等調整を以前からし

ておりますので、そちらの関係に関しても、内容に関してはほとんど変わらず進捗は

できているのかなというふうに思っているところでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 私も総括のそこら辺についてはさせていただきましたが、そ

のとき内容もお聞きしたのは駅の未利用地ということでございますから、ここなので

すね、あそこなのですねってしましたですが、大体その想定どおり進んでいるという

ことで理解をしました。

それで、支援課長さんのほうに答弁いただいた関係に移りますけれども、地方創生

の加速化交付金、これが当初のあれのときにはそれがついていなかった。だけれども、

それが加速化交付金のほうに予算そのものが予定していたものが移ったというふうな

ことで今回の決算のあれにも書かれておりますが、構想図図面作成委託料が162万円、

測量設計の委託料について1,080万円というふうなそれが加速化交付金のほうでいた

だけるというふうなことで聞いておりますが、これについてもいろいろそれについて

これからやっていくことだというふうに思いますが、お聞きしているとおりハード面

についてはどのようにしていくのかなというふうに思うところなのですけれども、ま

だこういうものをつくる、ああいうものをつくるというふうなところまで行っていな

いのでしょうからあれなのでしょうけれども、そちらのほうの、もしこれが進んでい

った場合にどのようにお考えなのかお聞きできればというふうに思いますが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今議員さんご指摘のように、一番の懸案事項というのはハード部分をいかにやって

いくかということだというふうに思っております。さきの６月議会のときにもいろい

ろ議員さんのほうからもご質問いただきました。そのときに私のほうではいろんな各

種、国等の助成をいただきながら有利なものをということでご答弁をさせていただき

ました。その後の状況でございますが、今年度国において編成をされました第２次補

正予算、この中に新たな制度が位置づけられるということになりました。この制度の

詳細につきましては、実は明日、埼玉県のほうから各自治体に対して説明会があると

いうことでございまして、細部についてはまだわからない部分もございますが、内容

といたしましては、この地方創生に関しては各自治体そのハード部分がネックになっ

ているということがあるのだと思います。そういった部分を解消するがために地方創

生に係る施設整備についての交付金、新たな制度を設けるというような内容になって

いるかと思います。国の予算総額といたしましては900億円というようなことが言わ

れております。

この情報発信拠点については、こういった事業を進めるという考え方については加

速化交付金の交付決定をいただけているということですから、こういった考え方自体、

こういった事業を進めることについては国はもう認めているというふうに理解をでき

るのかなというふうに思っております。このハード部分についても新しい制度、こう

いったものが活用できるような形で今後取り組んでまいりたい、このように考えてお

るところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 聞けば聞くほど明るい要素が聞こえてくるのでよかったなと

いうふうに思っています。そして、ここに書かれているとおり、地域活性化のコーデ

ィネーターさん、これから公募なさったり募集したりというふうなことだというふう

に思うのですが、そのように書かれておりますが、偏ったというか、私なんかも東武

にお勤めの人だったりなんかについて、いろいろお話を聞いたりなんかはしています。

この嵐山町にもＯＢと言われる方もたくさんいらっしゃいますよね。そういう方にい

つだったか話を聞いたときに、僕なんかには余りそういう知恵を持っていないけれど
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も、東武のことについてはある程度わかっているつもりなので、ご相談いただければ

そういうものもできるのだけれどもねというふうなこともいただいたことがございま

す。やはりそういうふうなコーディネーターさん、いろんなコーディネーターさんの

ところをご意見いただくのですから、幅広くあれでしょうけれども、やっぱりよくわ

かっている方を入れていただいて、町に長年ずっと住んでいて、そこの会社にお勤め

だったわけですから、少しそういう活力とかご意見というかノウハウもいただくよう

な感じにしていただいたほうがいいのではないかなというふうに、ずっと以前からそ

の方にもそういうことがあったらぜひ話す機会をしてみましょうというふうなお話を

聞いたことがございます。どなたかは申し上げませんが、いまだかつてその方がそう

いう気構えでいるか気持ちを持っているかどうかわかりませんけれども、そういう方

もいらっしゃるということでそういう活力も利用していただきたいというふうに思う

のですが、さらに伸びるような気がするのですけれども、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

ただいまコーディネーターの関連のご質問ということでございます。この地域活性

化コーディネーターについては、私どもが考えているのは中心的な存在となるコーデ

ィネーターがいて、それを取り巻くチーム員というものを足す、いていただいてチー

ムで動くというふうな考え方を持っております。コーディネーターの要件等々につい

ては、また明日ご質問の中でもあるわけでございますが、一定の年齢だとかそういっ

たものを設定をさせていただいて、これから募集をしていこうというふうに考えてお

ります。

今議員さんのほうからご提案をいただいたいろんな知識を持っている。今は東武鉄

道に関してということでお話をいただきましたが、嵐山町内にいろんな知識だとか技

能だとか、いろんなアイデアだとか、そういったものを持っている方たくさんいると

いうふうに思っております。そういった方々をそのコーディネーターが中心になって

いろいろつなぎ合わせて、嵐山町全体の活性化を図っていきたいというふうに考えて

おります。もし今議員さんがおっしゃるようにこんなすばらしい方がいるよというこ

とであれば、ぜひとも私どもにお教えいただければ大変ありがたいと思います。

以上でございます。
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〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） どんな事業を進めるのでも、午前中からも少し話がありまし

たですけれども、公募してもなかなかベストな人が集まってくれないと、そんな話も

違う面ですけれども、お聞きをしました。やはりそういういろんな方が関心を持つよ

うな、今レベル的に低いのだと思うのです。全体的にこういうふうに上げてきて、そ

こでそのラインの中でだったら私もこうありますよ、こうありますよと手を挙げる、

そういうふうな機運というのか土壌のを上げるという、そういうこともやっぱりちょ

っと必要なのではないかなというふうに感じ的には思います。ですから、飛び抜けて

さっき言った人みたいに、私はそこのところに関係していたからノウハウもあります

からというふうなことでと言うけれども、通常は一般的にこれはコーディネーターさ

ん募集といっても、これ手を挙げてくれる人がいればいいけれども、なかなか難しい

のではないかなというふうに思いますので、先ほど言ったようなことも含めて考えて

いただいて選定をしていただければいいのではないかなというふうに思います。

では、２問目に入らせていただきますが、よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） この答弁にもあるように前から中心市街地の活性化、町はず

っと予算をつけてくれて、私なんか商工会にいたときもいかな事業をすれば町の活性

化に結びつくのだとか、いろいろ検討して朝市も始めました。もう私今全然タッチし

ていませんけれども、さくらまつりの始まりというのはいつも私何回か言っているか

と思うのですけれども、駅からおりて、その人たちが嵐山の魅力のある桜堤のほうに

回っていただくようなライン的なもので堤で何かをやりましょう。だから、駅からお

りる人を対象にしてあれやって、町の中の人が今非常に楽しんでいますけれども、そ

れが第一なのです。それが活性化の中の予算を使わせていただいていると。あとは、

今はやっていませんけれども、フリーマーケットもありましたよね。そういうことで、

またそのほかに夕市も今始めていますが、そういうことによって活性化の中、駅から

おりる人も対象にしてというふうな構想を持って始めたのがこれは事実のことなので

す。そういうことの中において、商工会はそれについていろんなことを今までもやっ

てきたというふうに思いますが、商工会のほうに買い物難民についていい知恵はない

かということで商工会にお尋ねになって、そのお答えが出てきた、上がったのではな

いかなというふうに思うのですが、それを見てそんなに、ではこれをやりましょう、
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あれをやりますというふうなあれではなかったというふうに聞いていますが、それに

ついて町長、その上がったものについて何かお答えがいただければありがたいのです

けれども。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 議員さんも商工会、観光協会で駅周辺いろいろご苦労いただいたり、

いろんな案を出したりしていただいてきたわけですけれども、なかなか成果までいか

ないのが現実であるわけです。そして、何でというと答えははっきりしていまして、

鎌形のコンビニもしまってしまった。結局採算が合わないということで、駅の近くに

あった最新の隣のコンビニも終わってしまうというような状況になっている。という

ことは、あの辺はそういう購買量っていいますか販売量っていいますか、そういうも

のが見込めないというふうな市場調査をしてもそういうような状況になっている地区

だと思うのです。実際問題、菅谷の４区というのが、西側のところは４区というとこ

ろなのですけれども、３区と６区、高齢化率が一番高いところなのです。ですので、

若い人は少ない、３区と５区、そこのところはそういう状況の人たちが住んでいる。

ということは、購買力というのも少ないという市場調査のあれが出てしまっているの

だと思うのです。そうすると、そういうようなものというのはあそこのところにはな

かなか張りついてもらえないなということだと思うのです。

それで、これも聞いた話ですから、あれですけれども、西口のところに飲食店が出

た、何とかというお店が。それで、あそこのところの市場調査やったときには、近隣

のというよりご婦人の40代の飲食利用率というのが高いという数字が出たのだそうで

す。というのは、子育て最中のご婦人の利用率というのがちょっと高いのではないか

って、周りのところより、嵐山のあそこのところ、それで出たのだというようなこと

を言う調査の内容の話を聞いたことあります。ですから、いろんな事業をやる人とい

うのは、何かビジネスチャンスはというので、いろんなアンテナを張りめぐらしてい

るわけですけれども、そういう中にあってはそこのところはそういう状況。ですから、

あとは通過客、通る人、にぎわいづくりがないとなかなかあそこのところにはそうい

ったあれが張りつかないのかなというような状況だと思うのです。ですので、どうに

かこのにぎわいづくりをやっていかないといけないな。ですから、やっていたところ

があいてしまうというような状況というのが非常に厳しい状況だなというふうに思い
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ますので、何としてもあそこのところをにぎわいづくりをしていくのには、やっぱり

前に議員さんもおっしゃいましたけれども、コンパクトシティーではないですけれど

も、いろんな機能を少しずつ集めてくる。商工会の事務局が交流センターの２階のと

ころに構えているわけですけれども、ああいうようなものだとか、観光協会ですとか

というようなこういう組織の中心になるものというものが、やっぱりそういう中心の

ところに集まってきてこないと、なかなか次の一歩というのは進まないのではないか

な。ですので、そういう組織とも一緒に連携をとりながら駅の開発をやっていきたい、

駅周辺の開発をやっていきたい。

それと、もう一つは道路、駅前通りです。駅前通りの道路が歩道もああいうような

状況ですし、ちょっと歩きづらい。何かあるとはみ出していかないというような状況

ですので、そういうものも含めてあそこのところを再開発ができるというその一歩を

踏み出していこうという段階でございます。ですので、これから先は長いかもしれま

せんけれども、一歩一歩というか、もう間を置いてしまうと何か冷めてしまいますの

で、何かこう少しずつでも何かやっていくような展開が図れればなというふうに考え

ています。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 最初に１問目と２問目を分けてやりますというふうにお話し

しましたですけれども、やっぱりちょっと違うのだというふうに思うのです。順番的

に駅のほうに力を今入れてくれというか、それも中心地についてはいいことだという

ふうに思います。そういうようなところから駅の中心地のにぎわいづくりもやってい

きたい、徐々にやっていきたい、それはもう十分よく理解できます。ただ、最近本当

に心配しているのは、今高齢化の話が出ましたですけれども、駅のあたりを中心と捉

えるのか、やっぱりパトロールセンターあたりを中心と捉えるかということになると、

パトロールセンターあたりのところを中心地と捉えたら、学校には近いし、駅にも近

いし、我々在の人間からすれば非常にうらやましいところに住まいがあるわけです。

そこに高齢化した人ばかりなっていて、そこに若い人がいらっしゃるのでしょうけれ

ども、誰でもそうですけれども、なかなか若い人が継続的にそこへ住まない。そうす

ると、中心地というものが、嵐山町の中心地というのがあそこではなくなってしまう

ような気がするのです。これはとても耐えらない話で、幾ら在の人間だとしても。や

はり先ほど町長午前中道路のことを少し、ああ、いい考え持っているのだなというふ
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うに思いましたですけれども、やはり何がそういうふうなものをこういうふうに通し

てみたり、通せばそれに対しての市場調査もちろんやらなくてはならないです。道路

つくったからといったって、それで買い物のお客さんがそこに来るかどうかというの

はわかりませんけれども、ただ我々なんか、昔から思うと、あそこに昔ヤオコーさん

があったときの思いもつかなかったような状態になってしまっているわけです。そう

いうふうなことを考えると、駅は駅、中心地は中心地で考えていって、今いろいろな

ものをちょっとするとやっていきたいと思っていると。それをやっていかないと、当

然新しく来る人も家を建てる人というのもいなくなってしまうかと思います。やはり

中心地であるから、家の建てかえがあったり、またあそこの東原の団地あたりもどん

どんお客さんがおうちをつくってくれるような状況になれば、我々も菅谷の中心地と

いうのはやっぱり公園だな、活性化してきているなというふうに思うのですが、今逆

にマイナスの方向にどんどん行ってしまってるいから心配しているところなので、こ

ういう質問を何回となくさせていただくわけですが、やはりそこのところのこの意識

を町長先ほど順番よくいろんなものを持ってきて、手を加えていって中心地の維持は

していくと、そのような考えですが、それについて反論は別にございませんけれども、

ただその時期たるものが高齢者だけになってしまって、そのうちに駅の中心地でも空

き家が出てきてしまうのではないかなというふうに思うのですが、何とか早く商工会

のプロジェクトについても大したいい返事は町長のほうに出なかったのだという話は

聞いています。ですから、商工会、観光協会を当てにするよりは、やはり違うさっき

の駅前のコーディネーターさんではないですけれども、別な組織をつくってもらって、

そこで嵐山の駅前、駅前でなくて中心地の活性化について居住環境をよくして、人が

どんどん入ってくるようなことも考えなくてはいけないかというふうに思うのです

が、そこのところを提言したいと思うのですが、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 全くそのとおりなのです。そのとおりなのですけれども、なかなかそ

ういうような形に進みづらい状況が。それで何で組織を当てにするかっていったら、

商工会の今会員450名近くいるのです。その450名の会員さんがいま一つ元気がないわ

けです。それで、その人たちを中心にしないと商工会というのの活性化は図れないと

思うのです。それで、あそこの地域でなくてもうちょっと交番のほうといいますか小
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学校のほうといいますか、そっちが中心地をというようなことですけれども、嵐山町

で今人口がふえているのというのは７区、９区というバイパス沿いのほうのところの

造成をしたところ。平沢の地区というようなところなのです。やっぱりそういう造成

をして土地を新しくした、そういうところは人がふえている。それで、中心部という

ところは土地を動かないわけです。ですから、そこのところを昔の手法でいけば区画

整理をしたわけですけれども、今はそういうことがやりづらい状況の中で、今あるま

まで置いてあるということになると、なかなかその土地のところが流動性がついてこ

ない。ですから、そこのところをどうするかということなのですけれども、非常に難

しい状況で、固定資産はしっかり放したくないというようなこともあるでしょうし、

出てくる人たちもなかなか難しいところには、それよりは何か売りに出た新しい区画

整理ができたところには行く、そういうような状況が嵐山町では、現状ではそういう

状況があると思うのです。ですので、真ん中のその何もやっていないようなところと

いうのは、なかなか出てきてくれる人が少ない、そういう状況になってしまっている

と思うのです。そこのところを、だからどうするかというのは、やっぱり今そこのと

ころにある会員さんを中心とした人たちが一つ一つが活性化していけば、今私が、展

開になるのだと思うのですけれども、こういう状況ですので、なかなかですけれども、

数は450あるわけですから、その中でどうにか、それに観光協会はまた別にあるわけ

ですので、そういうものがどうにかできないかなというふうな感じて悶々としている

のが今の状況です。

〇大野敏行議長 長島議員、一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。再開時間

を２時45分といたします。

休 憩 午後 ２時３４分

再 開 午後 ２時４６分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

長島邦夫議員の再質問を続けます。

◎発言の訂正

〇大野敏行議長 １点、山下企業支援課長から訂正をしたいという旨の申し出がありま

したので、それを許可いたします。
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山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 先ほどの答弁の中で、東武鉄道本社が移転をしたというふう

に申し上げた部分ございましたけれども、これは誤りでございまして、東武鉄道さん

の機構の改編によりまして、営業部分が一部統合をされているという状況でございま

す。訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

〇大野敏行議長 それでは、第４番、長島邦夫議員の再質問から続けます。

長島邦夫議員どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） 前向きな答弁をいただいてて恐縮なのですが、この答弁書の

中にも長年の懸案事項であり、ずっと今まで考えていなかったときはないということ

でございますので、町長ここで新しい任期を４年迎えたわけですから、この任期の間

にここに書かれているような駅前というか駅中心地の活性化に向けて取り組んでいく

という決意だというふうに思うのですが、改めてここのところをもう一度考えている

ことをお話ししていただければ、それで終わりにしたいというふうに思いますが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 中心地の機能が不足という、買い物難民というような話もありました。

難民というのはちょっと大げさかもしれないのですけれども、不便をこうむっている

という人はあると思うのです。それで、例えば菅谷の地内のところに何らかの商業施

設ができたとしても、やっぱり歩いてそこのところまで行くというのが不自由な人と

いうのはかなり出てしまっているわけです、現状で。ですから、不便をこうむってい

るというか、そこのところまで行けないというのは、これはもうちょっと近くのとこ

ろに商業施設ができてもやっぱり同じだと思うのです。ですので、あとは足の確保と

いうような違った視点のほうに行かざるを得ないのかなというふうに、この買い物の

ほうに関してはそんなような感じがします。

そのほかにこの中心地としての機能というのは何があるのだろうということですけ

れども、先ほどから言うように組織の中心部をこの中心地に移していく。そうすれば、

それだけでもやはり人の動きというのは格段に違ってくるわけですので、そういうよ

うなこと。それから、そこの空き店舗等が出てしまっているわけですので、そういう
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ものをどういう形で埋めていくのか、埋められるか。それで、ここだけでなくてちょ

っとしかけているところもあるわけですけれども、大型店であいてしまっているとこ

ろをどうにかということで話もしているのですけれども、なかなか進まない状況です

けれども、いろんなそういうあいてしまっているところがそのまんまというのは、何

とも寂しい感じがぱあっと通っただけでも感じるので、そういうところを少しでも減

らしていって、人が出入りするような状況をつくっていかないといけないかな。それ

にはいろいろ気がつくところには話をするわけですけれども、なかなかうまい方向に

進んでいかないのが現状ですけれども、さらにいろんな知恵を働かして情報をとりな

がら進めていければというふうに思っております。おっしゃるとおり中心地が寂しい

というのは、まさにそのとおりでございます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、次に進ませていただきます。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） 大項目の２番です。集中豪雨による自然災害についてお伺い

をいたします。

地球温暖化等に伴う台風等による大雨や集中豪雨等の頻発が懸念され、全国的に避

難勧告も多く出されている。嵐山町でも河川堤防の決壊、町、県ホームページには県

内土砂災害警戒区域、町地域防災計画、ハザードマップによる急傾斜地崩壊危険個所

も公表されている。下記についてお伺いをいたします。

１番としまして、県への河川護岸要望の状況を伺う。

２としまして、住宅のある急傾斜地崩壊危険個所の定期的な確認、住民啓発、避難

情報、避難勧告の現況を伺います。

３番目としまして、たび重なる豪雨の影響でふるさとの川のモデル事業、川の再生

事業での飛び石の一部が機能していなくなっております。復元についての要望をどの

ようになさっているかお伺いをいたします。

以上です。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 それでは、（１）につきましてお答えをさせていただきます。

本町における河川改修は、平成18年に埼玉県が策定した荒川中流右岸ブロック河川
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整備計画に基づいて実施をされております。計画の対象期間はおおむね30年間とし、

洪水による災害の防止、または軽減を図るために、当面の改修目的を時間雨量50ミリ

程度の降雨により発生する洪水は安全に流下させることができる治水施設の整備を行

うとされております。この計画に基づいて過去の洪水の際の浸水状況を踏まえ、護岸

の改修などの河川整備が実施をさせておりますが、いまだに河川の断面が小さな区間

や本線との合流点との処理が行われていない箇所等が残っており、洪水による被害状

況や流域における土地利用状況などを考慮し、緊急性、必要性の高い箇所から整備を

進めている状況です。

なお、本町においては河川の氾濫による大きな被害は近年では発生しておりません

が、未整備区間は残っており、早期の整備が求められる状況でございます。このよう

な状況において関係８市町により都幾川・市野川水系改修促進期成同盟会を組織し、

県及び国に対して河川整備の早期実現を要望しているところでございます。

次に、（２）につきましてお答えをいたします。嵐山町内には土砂災害防止法に基

づき区域指定をされている箇所が37、うち特別警戒区域内の住宅が20戸、警戒区域内

に７戸ございます。まず、住宅のある急傾斜地崩落危険箇所の確認でございますが、

定期的な確認につきましては実施しておりませんが、台風等による大雨により被害が

予想される場合には該当者への連絡を行うとともに、特に危険と思われる箇所は現地

の確認を行っております。しかしながら、その確認の方法など明確に定めていないの

が現状でありますので、今後はマニュアルの作成及び地域との協力体制の整備が必要

であると考えております。

次に、住民啓発でございますが、町のホームページに嵐山町の土砂災害危険箇所と

して情報提供しておりますが、近年の豪雨による災害の頻発傾向に鑑みまして、今後

は定期的に町の広報等を利用して積極的な周知を図るとともに、作成中の土砂災害ハ

ザードマップを完成させ、再度対象地区に注意喚起してまいります。

また、避難情報・避難勧告の現状でございますが、これには避難準備情報、避難勧

告、避難指示の３段階がございます。昨年９月の大雨災害や過日の台風９号の接近時

の２回、避難準備情報を発令しております。これまで嵐山町におきまして避難勧告を

発令したことはございません。危険箇所に居住されている27戸に対しまして、例えば

避難準備情報を発令する場合においては、いち早く職員の直接電話連絡による対応を

することとしております。
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次に、（３）につきましてお答えをいたします。川のまるごと再生事業により整備

されました槻川嵐山渓谷バーベキュー場上流の飛び石につきましては、現在機能して

おりますが、一方、都幾川の千騎沢橋下流に位置する飛び石につきましては、平成元

年から10年の間にふるさとの川モデル事業によって多自然型川づくりの手法を取り入

れて整備をされました。これは、川底の洗堀を防止する底固めとしての機能が目的で

あり、飛び石としての機能は底固めにコンクリートブロックにかえて自然石を使用し、

副産物的に飛び石の機能を設けたものでございます。そのため、たび重なる増水のた

びに流下してくる砂れきにより埋もれてしまいました。こうした現状を平成25年度に

行われた川のまるごと再生プロジェクト嵐山部会で話し合いが行われた結果、県は平

成25年度にこの底固めを再生し、飛び石的な機能も復元をいたしました。しかしなが

ら、平成26年６月の豪雨による増水で、再び飛び石としての機能は不能になりました。

これに対しまして、平成26年度に川のまるごと再生プロジェクト嵐山部会において、

飛び石機能の復元を改めて県に要望いたしましたが、現状において本来の底固めとし

ては機能しているため河川管理上は支障がない、こういうことで飛び石の機能の復元

は実施されずに現在に至っている状況でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、１番から質問させていただきます。

県への河川の護岸要望についてはさまざま出ているのではないかなというふうに思

ったのですが、私の近所というか、一番目につくところに八幡橋というのがございま

すが、その上流がたび重なる豪雨で徐々にどんどん崩れていって、この現状をどう見

ているのかなというふうなことで課に聞いてみましたら、県のほうはこれについては

対応するのだというふうなことで、緊急的なものをやったように見られます。ですけ

れども、ほかにも槻川だとか都幾川ですとか市野川ですか、ほかにも要望が出ている

ところのあるとすればそこの状況をお聞きしたかったのですけれども、どんなところ

が出ているのか教えていただければというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 現状をまずお話をさせていただきたいと思うのですけれども、都幾

川につきましては、今未整備部分となっているのが班渓寺橋の上流と、こういうこと
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になっております。50年に１回訪れる災害、50年確率と呼ぶそうですけれども、その

洪水に耐え得る計画と、こういうことで整備がなされておりまして、具体的にはふる

さとの川モデル事業で鎌形の南部土地改良区の沿線がずっと護岸整備が完成しました

と、こういうことでございまして、未整備は班渓寺橋上流のみと、嵐山のエリアです。

嵐山の都幾川とか東松山市行くとまた違いますけれども、嵐山のエリアでは都幾川に

ついて未整備は班渓寺橋の上流のみということです。

次に、槻川でございますけれども、槻川につきましては５年に１度、５年確率と、

５年に１度の洪水に耐え得る計画がこの河川の整備計画になっておりまして、ご承知

のとおり槻川については自然の護岸、今の自然の渓流を大切にするような工法という

のを用いられておりまして、特に新しく護岸をするというふうなことは考えていない

と、こういうことでございます。

次に、市野川につきましては、今整備をされているものは３年確率、内容的には時

間雨量で46.3ミリ、この雨量に耐えられる構造ということで整備が進められておりま

して、現在大字川島の鬼鎮様から滑川の水房地区に行く矢崎橋、矢崎橋から上流、志

賀の志賀沢川というのが流れ込んでいる箇所がございますけれども、そこまでは整備

が終わっていると。あとはその志賀沢川の上流、寄居町方面に向かって、それから矢

崎橋の下流、滑川町方面に向かって整備が終わっていないと、こういう状況でござい

ます。なお、整備が完成している部分についてはやはり46.3ミリの降雨に対応できる

構造になっているというふうなことでございます。

次に、粕川でございますけれども、粕川につきましては全線完成をしておりまして、

３年確率で完成をしていると、こうふうな河川管理者の考え方でございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） それでは、今出たところ、自分でも目で見ているところをち

ょっと質問させていただきますが、班渓寺橋の上流というのはかなり90度に曲がって、

上流は都幾川のほうに行くわけですが、上流の川のまるごと再生、都幾川の部分でそ

の上流については随分よくなりましたが、ちょうど班渓寺のある下については自然石

で十分、通常岩と言いますけれども、そこで耐えられているから余り影響はないので

しょうけれども、その下の橋のところが近年整備が全然されていない状況なものです

から、洗堀というのですか、橋の橋脚そのものもかなりえぐれていますし、どこに、
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コンクリートの塊があちこちに横たわっているのです。それはどこにあったものだか

よくわからないような状況なのです。ですから、先のよい状況が私なんか全然わから

ないものですから、どこから崩れたのかちょっとよくわからないので、県がまるごと

再生で班渓寺の上流まで、嵐山町の部分についても草刈り等だとか河川について随分

管理をしているみたい、そっから下が全然いかないものですから、心配はしていたの

ですけれども、予防はしてあるということであれば、ぜひ早期にお願いしたほうがい

いのではないかなというふうに思います。

それと、私が冒頭申し上げたところについてはもう対応ができているということで

ございますが、やはり都幾川でも住民の方からされると、やはり今言った自然石の部

分については大丈夫なのですけれども、一部普通の土砂のある部分はかなり削られて

いるのです。それで、そこはもう多分民地だと思うのですけれども、大きな木が生え

ていますから、余り影響はないように見えるのですが、また次の台風、何年かすると、

その大木も倒れてくるような状況になってしまうのではないかなというところが八幡

橋から下流のところに水量を見る計器というか測定場所があるのですけれども、そこ

のところの近辺は気をつけていただいたほうがいいのではないかなというふうに思い

ます。

それと、槻川につきましては、これこそ本当に自然石のところもありますけれども、

今度つくった飛び石がありますが、飛び石の上流については左右が自然石ではござい

ませんので、徐々に川幅が広がっているような気がしますので、やはりこういうとこ

ろは各自治体でよく見ていて、それで判断なさったか、県のほうはそこまで把握でき

るかどうかわかりませんので、注意なさったほうがいいのではないかなというふうに

思います。

市野川のほうにつきましては、ついこの間総務経済のほうでたまたま市野川の脇を

散策をしましたですが、かなり大水が出て、中の田んぼというか畑のほうにも随分流

れ込んでいるような感じがします。現況を伺うというふうなことで質問があって再質

問はどこですかというふうなことですから、そうしたのですから、これに後の答弁は

結構ですけれども、そういうところが随分ありますので、ぜひ注意して嵐山町のほう

が県の管理でしょうけれども、そうではない半分は地元で見ていなければ気づかない

ところがあるので、それは十分注意していただかないと、万が一、最近北海道のほう

では川の根元が洗削されてそこへ突っ込んでしまった人がいるというふうなことでご
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ざいますので、都幾川についても槻川についても暴れ川というふうに、いわゆる短期

ですごく水がふえるところです。長続きはしないのですけれども、やはり近隣の高い

山に降ったものが一遍に流れてくるという川でございますから、十分注意なさったほ

うがいいのではないかなというふうに思います。答弁は結構ですから、次に進ませて

いただきたいと思います。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） ２番に入らせていただきますが、ここに答弁されていただき

ましたが、常時については土砂危険箇所についても通常は見ていませんと。でも、豪

雨が近くなった夏場については定期的に見てなさったほうがいいのではない、特に住

宅のある27戸のところ見たほうがいいかなというふうに思うのですが、どうしてなさ

っていないのか、お聞きをしたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 土砂災害の、まず基本的な対応方針なのですけれども、今までは裏

山が崩れた方等もありまして、職員が自発的にその場所を確認をして今回のこの降雨

ではどうかということを対応してまいりました。根本的なこととして町の職員がとる

べき対応というのはどうなのか。町の職員はこれまでさまざまな各地で発生してきて

いる災害の教訓というのがいろいろ情報が入っておりまして、町の職員がとるべき行

動、これはいろんな町に寄せられる災害の情報、これを把握して対策を講じる、そし

てその対策を住民に周知をし、住民に必要ならば避難してもらう、そういうふうなこ

とが極めて大事でございまして、では、その情報をどういうふうに集めていくかとい

うふうなことでございますけれども、関係する消防団、あるいは防災会、地区の区長

さん等からその現地の情報をいただいて、それに対していち早く対応をとっていくと

いうのが町の役割でございまして、職員が現地に出て行ってしまうと、今申し上げた

重要な部分が抜けてしまうと、こういうふうなことも指摘をされておりまして、今ま

では今までとして、今後は町の職員は今申し上げた町の職員としてとるべき行動、そ

れをとっていきたいと、このように考えております。それが主な理由でございます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 今後はマニュアルの作成及び地域の協力体制の整備が必要で

あるというふうに考えておりますということでございますので、マニュアルはてっき



- 135 -

りあったかなというふうに思ったのですが、今後作成ということなのでしょうか。あ

わせて、結構です。それでお願いいたします。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 このたびの岩手県の災害等でもいろいろ新聞等でいろんな課題が載

っております。土砂災害が発生をするおそれがあるときにいろんなタイミングで情報

入ってくるわけですけれども、土砂災害警戒情報というのが発令をされる。これを発

令されたならば雨雲の動き等を見ながらメッシュ情報というのが、町に新しくそうい

う情報が入ってくるようになりました。そのメッシュ情報に基づいて、これから雨雲

が土砂災害を起こしそうな場所に向かってくると、まさにそういうふうな状況にあれ

ば避難準備情報を発令して、今までは避難準備情報って避難するまでの体制を準備を

しておくというふうに捉えられていたわけですけれども、そうではないのだと。避難

準備情報は災害の弱者、要援護者ですね、障害者ですとか高齢者ですとか介護を受け

てる方ですとか、そういった方はもう既に避難を始めるというふうな情報なのだと。

このたびの岩泉町の楽ん楽んという施設の施設長さんが反省の弁が新聞に出ておりま

したけれども、実はそういうふうに考えていなかったと。避難準備情報というのは避

難する準備をすればいいのだと、こんなふうに捉えていたと。いや、そうではない、

もう災害の避難に時間がかかる人はもう避難を始めるのだと、こういうことなのです。

またそういったことでございまして、町では今マニュアルというのがいろんな災害の

教訓を経て、内閣府が定めているガイドライン、これが細かく改正になってきている

のです。そのたびにマニュアルを改正しなければならないわけですけれども、残念な

がら町においてはこの町は非常に災害のない平和な町でございまして、そういうふう

なマニュアルまでが整備をされないで今日を迎えてしまったというふうなことでござ

いまして、これは今整備をする一つの機会であろうというふうに捉えておりまして、

今はマニュアルを整備してさまざまな対応に対してスピーディーに迅速に的確に対応

できる町の仕組みをつくっていくと、これが今大事な仕事だろうというふうに思って

おります。

以上です。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） この地域、本当に安全な地域と我々も思っているし、ですか
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ら飛び抜けた豪雨になると逆に心配になってしまうと。今まで隠れていたものが表に

出てくるのではないかなというふうな心配があるわけですから、こういう質問を今回

はさせていただいたわけでございます。新聞等を見ますと、県のほうでも非常にこれ

について検討を、何の検討委員会かちょっと今記憶に出てきませんけれども、検討委

員会にして、大学の先生のもとに進めるのだと、そのような話も新聞でちらっと見た

ような気がします。

それで、ハザードマップは、地震に対してのハザードマップの中に急傾斜地崩壊危

険箇所のマップというのもございます。私がネットの中で見たのと大体類似している

なと、そんなふうに思ったわけですけれども、やはりしっかりとしたハザードマップ

も今作成中ということでございますけれども、進捗のほうはどこら辺までいっている

のでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 ハザードマップについてちょっと申し上げておきたいと思うのです

けれども、想定される災害ごとにハザードマップが必要だと。そのリスクを評価をし

てどういう対応をとるのかというのがハザードマップでございまして、今できている

のは震災についてできています。ですけれども、深谷断層地震を想定したのですけれ

ども、そのころに比べると年数が経ておりまして、学会では地震に対する評価がちょ

っとまた変わってきていますので、新しいハザードマップを見直しをする必要もある

のだと思うのですけれども、とりあえず地震のハザードマップはできております。そ

のほかに今申し上げました土砂災害のハザードマップ、洪水のハザードマップ、それ

から大雪のハザードマップ、その災害ごとに必要だというふうなことでございまして、

そういうふうな時代に入ってしまったと、こういうふうなことでございます。今土砂

災害のハザードマップは部分的には担当課で整備しておりますけれども、危険箇所今

27カ所、関係する住宅があるところは27カ所あるということですけれども、そこのと

ころについて全てがまだできていないと、こういう状況でございまして、急いでこの

分については整備をするし、洪水のハザードマップについては新年度、嵐山町は浸水

の対象の地区に入っていないのです。浸水が嵐山町では発生するというふうな区域に

入っておりませんので、そこのところはどういうふうにつくったらいいのか。埼玉県

内でも入間市だけがつくっているふうな状況でございまして、嵐山町は洪水のハザー
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ドマップをつくるつくり方もいろいろ研究していかなければならないというふうなこ

ともございます。ただ、災害は待ってくれませんので、今やれるべきことを我々はや

っていくと、このように考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 慎重に十分いろんなものを、外についてもいろんな災害が発

生しているわけですから、そういうものも考慮しながら嵐山町に合ったぴったりした

ものを今注意検討しながらつくっているということで、なるべく早くつくりたいとい

うふうなことで答弁いただいたというふうに思います。よろしくお願いしたいという

ふうに思います。

それでは、３番目に移らせていただきます。

〇大野敏行議長 はい、どうぞ。

〇４番（長島邦夫議員） 飛び石の関係でございますけれども、ふるさとの川モデル事

業のところの桜並木の脇にある飛び石については、私もあそこにあるということを知

らなかったぐらいです。一応目的がそういうことだというふうなことであれば、飛び

石は補助的なものにつくられているので、余り使う人もいませんので、誰が使うのだ

ろうなというふうなところでございますから、それはそういう目的であって飛び石は

その上に乗せただけですよというような感じに受け取りました。ですけれども、要望

がなされているということで早目の復旧がなされればというふうに思います。

今回質問を主にしたのは、新しく飛び石がバーベキュー場の上にできました。飛び

石といえばサイド側の川に沿ったところの飛び石もありますし、横断する飛び石もあ

ります。もう水位が上がれば利用できないのは十分わかっているのですけれども、た

またま私があそこへ行ったときどうですかって言ったときに、横断する飛び石が随分

基礎をしっかりして飛び石を置いたように、あそこに勤めている人も十分見ているわ

けです。私も見ていました。議会でも現地の調査もしました。すばらしいものができ

たなというふうに思ったのですが、何か職員に言わせると、大部分は大丈夫なのです

けれども、一部何か飛び石の石が傾斜してしまっていますよ。私もそこから見に行こ

う見に行こうっても、いつでもここのところずっと雨ですから水位が引かないので、

現状は見ていないのですけれども、秋になればあそこを渡って去年もそうだったです

けれども、多くの行楽の方がもみじ狩りをするわけなので、水位が落ちる前にも幾ら
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かここの調査をしていただいたほうが、全部渡れなければ反対側に行けませんので、

注意というか再度そこを見ていただいて、もしそこが渡れないような、危険なような

状況であれば致命的なところなので、早急的に県のほうに要望するなり、欠陥の飛び

石になるのではないかなというふうに思うのです。想定外と言われればみんな想定外

になってしまうのですけれども、それが傾くようだったらちょっと違うような気がす

るので、検査をしていただいて、それが間違いなくそういうふうに危険というような

ことになるのであれば、早急に県のほうで直していただいて嵐山町の観光に支障が出

ないようにしていただきたいというふうに思うのですが、ご答弁いただきたいと思い

ますが。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 川のまるごと整備の完成した施設につきましては、その維持管理に

ついて県と町で協定を結んでおります。その中で、河川内の大きな、県が施行した工

事については県が管理をしていくと。それから、今議員さんからお話しございました

河川に沿ってある飛び石、これについては町が観光協会の協力を得て管理をしていく

と、こういうふうなことになっております。今議員さんからお話しいただきました箇

所については、ちょっと早急に確認をいたしまして県のほうにお話をしていきたいと、

このように考えております。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） ぜひよろしくお願いしたいというふうに思います。いつぞや

私ここで一般質問の中で、嵐山と都幾川の境のところに川のまるごと再生の事業が始

って、地域の住民は全然知らないのでどうしたのですかというふうなことで聞いたと

きにいろいろな対応していただいたという話を聞いていますから、結構なのですけれ

ども、そこのところの飛び石も一部隠れてしまっています。そういう現状なので、そ

れは嵐山町の管轄外でしょうけれども、嵐山町の中のあるものについては、ぜひよろ

しくお願いしたいというふうに思います。

以上で質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◎散会の宣告



- 139 -

〇大野敏行議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ３時２２分）
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◎開議の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。第３回定例会ご参集いただきまして、

大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成28年第３回嵐山町議会定例会

第４日は成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

（午前 ９時５６分）

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承を願います。

◎一般質問

〇大野敏行議長 日程第１、一般質問を行います。

△ 渋 谷 登美子 議 員

〇大野敏行議長 本日最初の一般質問は、受付番号５番、議席番号13番、渋谷登美子議

員。

初めに、質問項目１の今後のごみ処理についてからです。どうぞ。

〔13番 渋谷登美子議員一般質問席登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、今後のごみ処理について質問いたします。

今後、嵐山町の下記の種類のごみをどのような方法と場所で処理する計画かお伺い

いたします。

ア、可燃ごみ、イ、生ごみ、ウ、プラスチックごみ、エ、廃プラスチックごみ、オ、

缶、金属ごみ、カ、瓶、割れ物、ガラス、キ、ペットボトル、ク、布、雑誌、ケ、乾

電池、蛍光灯など、コ、可燃粗大ごみ、不燃粗大ごみ。

２、埼玉中部資源循環組合での収集・運搬のあり方、概算経費を聞く。

３、小川地区衛生組合管内では、管内で処理を調査したその経過の報告はない。自
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区内処理を調査しなかった理由を伺います。

４、小川地区衛生組合構成自治体は、滑川町を除いて人口減少が明らかであり、負

担が増大することに対しての具体的なことは何も決まっていないから答えられないと

いうのは、今までの答弁ですが、公の長、組合の副管理者としては無責任であると考

えます。業者丸投げになります。町で概算を計算した建設費、ランニングコスト、収

集運搬費を伺います。

５、小川地区衛生組合も存続せざるを得ないのですが、小川地区衛生組合へのごみ

負担金、中部資源循環組合へのごみ負担金の予想の割合はということです。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（５）の答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 それでは、質問項目１の（１）について、お答えをいたしま

す。

アの可燃ごみにつきましては、それとイの生ごみにつきましては、埼玉中部資源循

環組合で焼却し、熱回収いたします。

ウのプラスチックごみ、主に資源プラスチックでございますが、小川地区衛生組合

が外部委託し、リサイクルをいたします。

エの廃プラスチックにつきましては、埼玉中部資源循環組合で焼却し、熱回収いた

します。

オの缶、金属類につきましては、小川地区衛生組合で中間処理を行い、有価物とし

て売却いたします。アルミ缶につきましては、一部町でも回収し、有価物として売却

をいたします。

カの割れ物、ガラス類につきましては、小川地区衛生組合で中間処理を行い、外部

委託し、埋め立てあるいは一部資源化を行います。瓶につきましては、小川地区衛生

組合が中間処理を行い、容器包装リサイクル法に基づく指定法人に外部委託し、リサ

イクルを行います。

キのペットボトルにつきましては、小川地区衛生組合が中間処理を行い、容器包装

リサイクル法に基づく指定法人に外部委託し、リサイクルを行います。

クの布、雑誌類につきましては、小川地区衛生組合が有価物として売却いたします。

布、雑誌類につきましては、町でも回収し、有価物として売却いたします。

ケの乾電池、蛍光灯につきましては、小川地区衛生組合が外部委託し、資源化を行
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います。

コの可燃粗大ごみにつきましては、中部資源循環組合で焼却し、熱回収いたします。

また、不燃粗大ごみにつきましては、埼玉中部資源循環組合で破砕、選別し、一部資

源化をいたします。

続きまして、（２）につきましてお答えいたします。８月１日に行われました埼玉

中部資源循環組合の正副管理者会議におきまして、新施設へのごみの受け入れ基準が

了承されました。また、８月中旬、関係者のご努力によりまして、全ての地権者より

測量等調査での土地への立ち入りの承諾を得ることができました。そうした中で、ご

質問の収集運搬のあり方、概算経費につきましては、今後個別の市町村の業務とされ

ている業務でありますけれども、収集運搬方法についての効率化を図るため、小川地

区衛生組合管内町村と検討、協議を開始する予定でございます。したがいまして、経

費の積算には、なお時間がかかるかと存じます。何とぞご理解をいただきますように

お願いを申し上げます。

続きまして、（３）についてお答えいたします。ご質問の自区内処理の調査でござ

いますが、小川地区衛生組合では、かねてからこの件について調査、検討をしてきた

経緯がございます。昭和51年のごみ焼却施設建設以来10年が経過したころより、施設

の老朽化による処理能力の低下に反比例しまして、搬入されるごみの量がふえ続けま

した。また、昭和62年度から始まったし尿処理施設の更新事業や一般廃棄物の埋め立

ての自区内処理の必要性もあって、ごみ処理施設の更新、整備が急務となりました。

組合では、候補地を選定するための計画を進め、組合管内全域について調査を実施

し、平成２年２月に報告書を作成いたしました。候補地の中から、第１候補地を絞り、

地元説明会を実施しましたが、地元住民や地権者等からのご理解が得られず、その後

別の候補地についても強い反対により、やむを得ず計画の中止が決定された経緯がご

ざいます。また、さらにその後平成16年に町村の合併協議が行われた際にも、協議会

の関係部会で検討されましたが、協議会が解散となってしまい、協議は再び停滞して

しまいました。このような経過を経て、平成20年に埼玉中部環境保全組合への参画に

ついての方向性が決まり、現在に至っているところでございます。

続きまして、（４）につきましてお答えいたします。新ごみ処理施設整備は、９町

村で構成する埼玉中部資源循環組合の枠組みで事業を進めております。したがいまし

て、各市町村が個々に建設費、ランニングコストの積算はしておりません。収集運搬
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費につきましては、（２）でお答えしたとおりでございます。

続きまして、（５）につきましてお答えいたします。現時点での算出方法での負担

金の予測は、小川地区衛生組合は平成29年度から３年間の嵐山町のじんかい処理分は、

平成28年度と同額の約１億8,000万円程度と伺っております。なお、これは前年まで

の利用量、人口に大きな変化のない場合でございます。埼玉中部資源循環組合の３年

間の嵐山町分につきましては、組合経費の推移想定によりますと、平成29年度が

3,300万円、平成30年度は3,100万円、平成31年度は3,400万円程度とされております。

また、今後施設整備の詳細が決定することに伴いまして、循環型社会形成推進地域

計画の変更承認が予想されておりますので、そのときには財政計画を見直すことにな

っていると伺っております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 基本的に私は、埼玉中部資源循環組合の会議録資料を一応

６月22日分まで見ているということを前提に、読んでいるということを前提に考えて

ください。

まず、可燃ごみと生ごみですけれども、可燃ごみと生ごみに関しましては、バイオ

マスエネルギーに使うかどうかという調査をしております。それについて、私はこれ

はなかなかおもしろいものであるなというふうに思いました。これは、結果としてバ

イオガスを使わない形になりましたけれども、この間若干埼玉中部資源循環組合まで

持っていけば、それは土地もなく、そしてそのほかの経費があるので、高額になって

いくという形で断念しています。バイオガスについては。そのことについて、皆さん

はご存じなのかどうか知りませんけれども、少なくとも課長はそこに入っていますよ

ね。その点について、まず１点伺います。

それから、プラスチックごみは、桶川市と……

〔「一問一答」と言う人あり〕

〇13番（渋谷登美子議員） 一問一答って、これ１番でやっているのです。

１番でも、ア、イ、ウ、エ、オで全部やるのですか。１番までア、イ、ウ、エ、オ

でやっていくのでは大変だよね。それはないのではないかな。

〇大野敏行議長 （１）の中で分かれていまして、回答も全て回答しておりますので…

…



- 149 -

〇13番（渋谷登美子議員） 考えられない、これ。そんなに時間とらせないでください、

では。いいですよ。そんなことってありますかね、ア、イ、ウ、エ、オでやっていて。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 それでは、答弁求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 それでは、お答えをいたします。

バイオマス関係につきましては、検討をされたとおりでございまして、今回の新設

では採用しないということが決定しております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 考えられない。

プラスチックごみに関しましては、桶川市と東松山市は容器リサイクル法にかかわ

る分別をしているので、容器リサイクル法にかかわるので、これは入れたくないと言

いました。嵐山町、小川地区衛生組合、川島町は全部焼却ごみにしたいと言いました。

そこのところで分かれました。その結果としてどうなったのですか。

プラスチックごみに関しては、容器包装リサイクル法でやるということで、小川地

区衛生組合は全然関係なく、容器リサイクル法ではかかわらず、そのままエコ計画で

やる。そして、廃プラスチックに関しては、中部資源循環組合に持っていくというふ

うな形で、最初私もびっくりしたのですけれども、プラスチックごみも中部資源循環

組合に持ってくということは、小川地区衛生組合はエコ計画から何も全てを抜くとい

う形になってきて、一切委託しないという形になってくるのだなというふうな考え方

を持って、この交渉に当たっていたのかというふうに思いますけれども、その点につ

いて伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 検討の結果につきましては、議員が今おっしゃったとおりで

ございます。

今回、今答弁申し上げましたように、資源プラスチックにつきましては、容器包装

リサイクル法に基づきまして分別リサイクルを、マテリアルリサイクルを行います。

ただし、分別し切れない残渣につきましては、中部資源循環組合の新しい施設で焼却
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し、熱回収するということになっております。容器包装リサイクル法の対象になって

いないプラスチック類、特に廃プラスチックが中心になるかと思いますけれども、こ

れにつきましては、新しい施設で焼却、熱回収を行います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 缶、瓶は、ペットボトル、布、雑誌、乾電池、可燃粗大ご

みというのは、エコ計画でやるわけですよね。これは、次に関連しますけれども、次

の３にも関連してくるわけですけれども、これについては今まで経費を出してくださ

いというふうに言っていますけれども、経費が出されていないですよね。経費自体は、

小川地区衛生組合管内ではこの経費はどのように嵐山町は負担金として出しているの

か伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 人口割等で、組合のほうからそれぞれの町村の負担分が計算

されて、請求が参ります。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、２番目に行きます。（２）です。収集運搬経費です

けれども、収集運搬経費に関しましては、これ川口さんが話を、一般質問をしている

ので、これに関しては言いませんけれども、私が見た感じでは少なくとも今まではウ

ェイストと新埼玉衛生センターに持っていっています。それで、平成27年度の決算で

は6,488万円です、全部で。ウェイストと新埼玉環境衛生センターに、決算がですよ。

そのうち、缶とか瓶とかも一緒に含まれていますから、全然わかりませんけれども、

今までのパッカーの乗車員は１名ですよね。１名ですけれども、吉見町のあそこまで

行くとなると、２名という形になってきます。どうしてもこれは譲れない線だと思い

ます。パッカー車もふえますよね。

そうすると、これは何といったらいいのかな、今までよりも距離には、距離という

か、時間では３倍になります、持っていくのが。小川地区衛生組合から、役場から計

算してです。そして、吉見町の大串までで時間では３倍になります。そして、現状の

人が、職員が１人から２人にならざるを得ないだろうと思います。これを吉見町大串
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地区まで１人でやらせるということは、私はちょっと無理が、収集運搬事業としては

大体２名から３名というふうな形で、規則にはなっていませんけれども、複数で乗り

おりを確認するとか、そんな形が出ています。指導要綱で、指導というか、そんな形

になっていますので、これは6,488万円のうちの可燃分とプラスチックごみ分という

のは高額になりますよね、廃プラスチック分というのは。そうすると、私は２倍ぐら

いにはなるのではないかなと思うのです。１億5,000万ぐらいにはなっていくのでは

ないですか。その点について、なぜこれを計算できないと言うのか。

そして、この収集運搬については、ずっと会議録を読んでいきますと、中継場所を

つくるというふうになっています。この中継場所をどこに持ってくるかということが

また問題になってきて、その点についてもまだ話し合われていないということでしょ

うけれども、ここの金額、それから中継場所の人件費、そういったこともあわせて考

えますと、かなり高額になると思うのですが、その点についてなぜそういうふうな答

えができないのか伺いたいと思います。議事録読んでからです。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。

今、議員がおっしゃったような内容で検討をしてまいっております。全て検討中の

課題でございまして、現段階では積算を仮にしても、それを公表する段階ではないと

いうふうに認識をしております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これは、どういう認識なのですか。嵐山町の議会の議員が

質問しているわけですよ。小川町ではなくてときがわ町は一昨年の12月、それで答え

ている。だけれども、嵐山町はこのことが答えられない、これどういうことなのです

か、伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 同様の質問を川口議員からもいただいておりますけれども、

収集運搬に関する……

〔何事か言う人あり〕
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〇植木 弘環境農政課長 収集運搬に関する経費には、このほかにも運営に係るランニ

ングコストですとか、建設の経費、発電による売電収入など、いろいろな項目がござ

いまして、それらの項目についても決定しなければ……

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 今、回答していますので。

〇植木 弘環境農政課長 詳細な経費は積み上げられないということでございまして、

きちんとした答え、経費を積算するということは、責任ある情報の公開というふうな

立場で考えた場合に、今後不確定の要素を多く含んでいる現段階では、仮の積算によ

る数値はお示しすべきではないという判断でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） これ、会議録を読んでいくとみんなわかってくるのですよ。

どこで嵐山町が情報を発信していないかということ、とても問題ですよね。

次行きます。小川地区衛生組合管内では、管内での処理を調査したその経過の報告

というのが、平成２年の報告だということですけれども、平成16年に市町村合併があ

って、合併は半年ぐらいで終わりましたよね。その後全く計画がなくて、平成20年に

いきなり中部資源循環組合、これもときがわ町の議事録を見ていますと、小川町の町

長さんと、当時の町長さんと、吉見町長さんがとても親しかったので、吉見町にお願

いすることになったという経緯なのです。全く何も考えていなくて、平成２年から四

半世紀ですよ。25年たっているのですよ。25年の中に何もなくて、それでこんな状況

ってありますか、伺いたいと思います。

これ、それで調査しなかったというのではなくて、初めから吉見町に全く迷惑施設

を、これ迷惑施設という形で書かれているのですけれども、いろんなところに。迷惑

施設をお願いしてしまうので、それで何も、全部をお願いするという形で進んでいっ

たのか。私も知っていますよ。平成２年だったら、大河森林組合のところでやったと

いうことは知っています。そして、断られたということも知っています。当時と全く

状況が違っているのに、平成20年の段階でなぜ迷惑施設という形で持ってくるのか。

今だったらすごくビッグチャンスなのですよ、エネルギー産業にかかわる。それをな

ぜこのような感覚になったのか、伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 先ほどお答え申し上げましたように、平成２年以降検討を重

ねてまいりました。平成16年には町村合併の協議がありまして、その協議がうまくい

かなかったということもあります。その後、管内では都幾川村と玉川村が合併してと

きがわ町ができたという経緯もございます。そういう中で、平成20年に埼玉県のごみ

処理の広域化計画というものも策定されまして、そういうさまざまな経緯の中で、新

しく中部循環、中部環境保全組合への参画が、方向性が決まったということでござい

ます。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 町長に伺います。この問題ですから、小川地区衛生組合の

ときに、東秩父村の村長さんがカントリー、自分ところのゴルフ場の跡地はいかがだ

ろうかという話をしたら、すぐ暫時休憩になって、それでそのまま話が終わっていっ

たという話を聞いています。東秩父村のほうでは、ゴルフ場の跡地というのも計画、

頭に入っていたというふうに言っています。それを慌てて、管理者たちがみんな集ま

ってそれをとめたというふうな話を、私は小川地区衛生組合の嵐山町の議員ではない

人からも聞いていますし、大体平成２年以降どこにこういうものがあったか、私は町

長からも、それから衛生組合からの議員からも、報告は受けていません。どんなこと

があったのか。そしてさらに、市町村合併があったとしても、そこで何が話し合われ

たのか全く聞いていません。それでいきなりこれです。これ、どういうことなのです

か、伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 今までの経過については、今まで何度も質問をいただいておりまして、

お答えをしてまいりました。そして、今も答弁をさせていただいたとおりであります。

そして、東秩父がというようなことがありますけれども、正式な議題になったことは

ありませんし、今お話しのような状況もわかりません。

それで、前提として今まで流れてきた中で、今あるところを改修、大改修をする、

ダイオキシンのときなんかも大変苦労、心配を皆さんしたと思うのですけれども、大

きな改修というのはできませんよと。そして、まして新しくつくることはいけません

よということになってきているということで、それが前提でもうずっと小川地区衛生
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組合では来ているわけです。

それで、今報告、答弁させていただいたように、平成２年にはその報告書ができて、

それで第１候補地、これを絞ってそこのところにお願いをするということで、ここで

も当時の関係者、関係する皆様方、ご苦労いただいたわけです。ご承知だと思うので

す。そういう経過があって、それでそこのところには、そしてこっちの小川地区衛生

組合のところでは、なかなか建設地を見つけるということは困難だという前提がある

わけです。それらをもとに今回の中部ということに決定をして、進んできているとい

うことでございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） この問題に関しては、町長は全くそれで自分たちは何もし

なかったということをお話ししないで、無責任、私は無責任で、全く町長としての責

任をとっていないなというふうに思っています、このことに関しては。

次行きます。また、ときがわ町の管理費や全てのことに関しては、全く積算ができ

ないという形でお話ししていますけれども、ときがわ町の議事録を見ますと、また出

ているのです、これが。ときがわ町では、川島町が入らない段階で、ごみ処理費228ト

ン、粗大ごみ22トン、250トンの規模で、１トン6,000万円の建設費で150億円と見積

もる概算費用で、国庫補助金53億2,000万円、地方債83億9,430万円、一般財源12億

8,750万円で、ときがわ町の負担は建設費が６億705万3,000円、運搬費は30年間で見

積もったとき、１年間2,023万5,000円になるというふうに出ているのです。何で嵐山

町でこういう表示が出ないのか。川島町を含めなくてもいいではないですか。これを

何回も言っている。だけれども、これができないというふうな理由は何ですか、伺い

ます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 先ほどもお答え申し上げましたように、ときがわ町の試算は

収集運搬に関する部分だけがときがわ町独自の試算でございまして、ここの収集運搬

に関する経費の積算につきましては、先ほどもお答え申し上げましたとおりでござい

ます。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。
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〇13番（渋谷登美子議員） この収集運搬に関する経費はそうですけれども、全体の経

費というのは、中部資源循環組合で出さないとときがわ町ではこんな数字出てきませ

んよ。そうではないですか。ときがわ町は、国庫補助金53億2,000万円、地方債83億

9,430万円、一般財源12億8,750万円ですよね。これは、中部資源循環組合が出さない

限り、ときがわ町はこんな計算できるわけないのです。そして、今でやるとこの費用

というのは、人口割、平等割、それから搬入割というのがあると思うのです。だけれ

ども、これについて嵐山町が出さないというのは、どこで情報を途絶える必要がある

のか。情報公開しない、恐らく概算費用出ているでしょう。そして、嵐山町は建設費

がどのくらいかかるか出ているでしょう。そうではないと町に説明できないでしょう。

皆さん、財政計画で。財政計画の責任者は誰ですか、副町長ですか、町長ですか、こ

れを出せないという理由を伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 いろいろご質問ですけれども、お答えをしているとおりなのです。そ

れで、建設費についてはまだ決まっていない、これから調査をしていくということで

ご了解をいただいて、このところでアセスが始まる。そして、運搬費については、先

ほどしっかりお答えをしましたように、収集運搬の方法については効率化等も図る。

それには、小川地区衛生組合でしっかり相談をして、できるだけ効率的な運搬の方法

を検討していきましょうと。それらを含めて、これから進めていきたいということで

ありますので、何も隠していることはないし、これからいかに効率的な対応がとれる

かということをみんなで検討していこう、そういうことでございますので、ご理解を

いただきたいと思います。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 会議録によりますと、７月21日の段階で、私はこの７月21日

というのは、まだ会議録を手に入れていないのですけれども、８月もあったと思うの

ですが、受け入れ量、それから受け入れの基準とかいうの、全て決まってくるという

ふうになっています。実際に受け入れのものに関しては、どのような形になって、そ

してどのぐらいの施設整備ができるのか、もう決まったわけですよね。８月になって

いますね。９月ですよ、今の段階で。それは、どのようなことになっているのか、伺

いたいと思います。
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現在の焼却物は決定したわけですよね。決定した焼却物は、各自治体によってばら

ばらなのか。それとも、全体で統一的なものになったのか。そして、その概算量は幾

らになったのか。事業系の廃棄物はどうしていくのか。これも決定したわけですよね、

７月の段階で。施設のは、決定しているから次に行くわけですよ。環境影響評価もで

きるし、施設整備計画も進んでいくというふうな状況になっていますよね。これは、

どういうふうに決定したのか、伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 ８月１日に決定をしました、了承をいただきましたのは、ご

みの受け入れ基準でございます。この受け入れ基準と同時に、各町村からのごみの持

ち込み量、現在の量についてのアンケートにお答えして、組合がそれを集計をしてい

るところでございまして、今後この新しい施設の稼働時の人口推計ですとか、ごみの

量の推移、そういったものの推計に基づいて詳細な施設整備計画が決定してまいると

いうふうに承知しております。現在は、そうした作業を進めているところというふう

に承知しております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、私伺いますけれども、バイオガス化にするとき

には、経費がかかり過ぎるからバイオガス化はやめるというふうな形になってきまし

た。それは、大体において市町村長でも、どのくらい規模でないと無理だ、自分たち

の負担金はどのくらいまでは出せるという感覚があるわけですよね。それがあってこ

そ初めてできるわけで、それをなくしてこういうふうな形でやっていくというのは問

題があると思うのです。受け入れ基準はどうなったのか。そして、嵐山町はどういう

発言をしたのか、伺いたいと思います。嵐山町は、どこまでなら概算費用として出せ

るという感覚があるのですよね。でなければ、バイオガス化をやめるというふうな形

になっていかないので、伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 バイオガス化につきましては、これは現時点でのコストの問

題等を調査していただいて、その結果に基づいて判断をしたものでございます。それ
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から、新しい施設のごみの受け入れ基準での議論はどうだったかということですが、

これにつきましては、それぞれの町村、それぞれの立場で発言がございました。ごみ

の、特に容器包装プラスチック類に関する議論はございました。そういう中で、スリ

ーＲの推進、そしてそれに伴う現在のコストパフォーマンス等も勘案して、そうした

議論の中で今回の受け入れ基準というものが了承されたということでございます。ま

たなお、今後新しい施設をまだ稼働するまで、あるいは稼働した後にも、この技術的

な問題につきましては、まだ流動的な部分がございますので、今後も随時検討はして

いくということが、ごみの受け入れ基準の中でもうたわれているかというふうに考え

ております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 小川地区衛生組合は存続します。

次に行きます、しようがないんで。小川地区衛生組合は、存続します。そして、こ

れはし尿処理はもちろん存続するわけですけれども、このうち私がびっくりしたのは、

じんかい処理の残った残渣をここに燃すというのも嵐山町の希望でしたよね。それは

なくなりました。そうですよね。だから、私が考えているよりも、もうちょっと施設

整備に関してはいろんな問題が出てきているなというふうに思っています。

その課題というのがあるわけなのですけれども、小川地区衛生組合は存続せざるを

得ない。中部資源循環組合も存続するのですよね、ごみ処理に関して。そして、中継

所も存続していく。そして、収集運搬費用ももちろん高額になって、私は２倍から３

倍になっていくなというふうに思っていますが、これは町長や、それから課長が公表

できないのは、これだけ高額になっていくということがわかっているからではないの

ですか。それで、なおかつ人口減少が進んでいく上で、１人当たりの負担金が非常に

大きくなっていく。ごみの有料化は、必然的にやらなくてはいけない。そういったこ

とが頭の中にあって、これを公開しないということではないのかと思うのですけれど

も、伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 そういうことでは全くありません。今進めていることについては、わ

かっている、現時点でわかっていること、決まっていることについては粛々と応じて
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おります。そして、これから先のことは一円でも安くということが、みんなのもう中

にあるわけです。合理化、その方法をどうやってとっていくのかというのが、今の大

きな課題であって、そこのところにみんなで知恵を出して挑戦をしている。それが現

在です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、中部資源循環組合というのは余りに広域過ぎて、そ

してこれは言っていました、新井さんが、吉見町長です。日本で一番広いごみ処理区

域なのだそうです。こんなのつくる必要ないです。日本で、自区内処理をやるという

のに、何で日本で一番広い広域のごみ処理施設をつくらなくてはいけないのか。私自

身が思うのは、バイオガス化です。これを嵐山町は小川地区衛生組合でやっていけば

いいではないですか。そういった感覚も全くない。エネルギーをどうするか、これか

らのエネルギーをどういうふうにつくっていくか。こんなに宝物ですよ、生ごみなん

ていうのは。それを全く考えなくて、全部向こうに持っていくという形ではなくて、

本当にできると思うのです。

今の話ですと、バイオガス化に関して言いますと、試案してみてもらったところ、

業者、焼却施設も含めると、３ヘクタールは必要であるから断念したということと、

いろいろありましたけれども、嵐山町、小川地区衛生組合管内では、バイオガスエネ

ルギーというのは使えると思うのです。それで、なぜ中部資源循環組合がバイオエネ

ルギーの試算をしたかというのは、埼玉県では２つの……この補助金に対しての交付

要請があったのですけれども、どこも手を挙げなかったのです。埼玉中部資源循環組

合だけで１件手を挙げて、そしてそれで計算したということ。だったら、小川地区衛

生組合や嵐山町でもやってみたらどうですか。414万、丸々県費ですよ。

そういうふうなことをやらないで、中部資源循環組合に全部委託するという、問題

かなと思っていて、特に生ごみに関してはごみ量の半分以上を生ごみが占めるわけで

す。そうすると、これを小川地区衛生組合管内で持っていけるよう、少なくとも処理

できるようにしたら、その分運搬費が少なくなりますし、いろんな今ごみ処理の仕方

があって、再生エネルギーというものがどんどん進んできているのに、25年前と同じ

感覚でごみ処理をしていくというのは、ごみ処理の計画を進めていくというのは、私

はいかがなものかなと思うのですけれども、これは一つの提案事業です。

再生可能エネルギーと、それからごみ焼却費、１人の、これからの人口減少時代に
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向かって、いかにごみ処理費を低額にしていくか。これについて、一度でもいいから

検討してもらいたいと思うのです。一度も検討していないと思うのです。その点につ

いて、ぜひお考えを伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 一度も検討していないというあれですけれども、誰が検討していない

のかわかりませんけれども、これからの社会というのは、今誰に聞いてもエネルギー、

食糧、水、これを頭の中にない人というのはいないと思うのです。そういうものを考

えながら今をどうする、こういうことだと思うのです。そういう中で、今検討させて

いただいています。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、ごみ処理に関しては今はビッグチャンスだと思うの

です、産業に関しての。産業を誘致することばっかり考えているけれども、嵐山町や

小川地区衛生組合というのは、少なくともバイオガスエネルギーとか、そういったも

のに関してはビッグチャンスなのですよ。それは、何度も言っているかもしれない。

だけれども、それをわざわざ中部資源循環組合、吉見町に手放してしまう。そういう

もったいないことを小川地区衛生組合管内の管理者は考えているのです。

だから、一遍小川地区衛生組合でもいいし、嵐山町でもいいし、嵐山町にだってこ

ういう場所はあります。小川町にだってあります。東秩父村にもときがわ町にもあり

ます。これは、嵐山町がやるのでなくても、ＰＦＩ事業でもいいのです。そうするこ

とによって、嵐山町は新しいまちづくりができると思うのです。それが、ごみ処理の

これからのあり方なのです。それを考えないで、一遍決まってしまったことだから、

中部資源循環組合で全部やってしまう。それで、中部資源循環組合では、最初あれで

すよね。生ごみを燃やすために、重油を使うためにプラスチックも一緒に燃してもら

うという形にしていたのですよね、小川地区衛生組合管内の人たちは。だけれども、

それは違って小川地区衛生組合管内では、生ごみという立派な資源があって、それを

バイオガス化していく。そして、そうするとプラスチックなんか、また別の形の利用

ができる。そして今嵐山町は、容器包装リサイクル法にかかわるプラスチックの処分

はしていないですよね、全部３Ｒリサイクルで。そういった形もできてくる。それな

のに、なぜそこの観点を持っていただけないか、これとても大切なことなのですよ。
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嵐山町にとっても、日本にとっても、ＣＯ２も削減できるし、一番最初に嵐山町は率

先してやってくべきなのです。ストップ温暖化条例をつくったわけですから、環境基

本条例もつくったわけですから。

そこの点について、町長に私は何度も再生可能エネルギーについてというふうな話

をしています。生ごみについても、バイオマス化をという話をしています。だけれど

も、実際には全くどこでも審議も、検討もされていない、こういう状況なのです。そ

して、将来に向かって嵐山町の子供たちに、大きなごみ処理費の負担金を30年間続け

ていくという計画をつくってしまったわけです。そこのところをもう一度見直しても

らいたいのです。お願いします。答弁を求めます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 現状では、見直すつもりは全くありません。そして、バイオマスの話

というのも、何度も議員さんからご質問をいただいて、お答えをさせてまいりました。

それで、この地域でも、秩父地方で大きなバイオマスを始めて、大々的なマスコミの

報道もいっぱいあったわけです。しかし、現在はどうなっているのか、余り報じられ

ておりません。聞いてみると、やはりなかなかうまくいっていないような部分もある

ように聞いています。そういうような状況、いろんなところの状況を見た中で、バイ

オマスというのは、これがオールマイティーなものではないというような印象もある

わけです。

そういう中で、嵐山町が今地域の町村と連携をとって、今ベストとは言わないかも

しれないけれども、ベターな方式をここで決めて進んでいる、そういうことでござい

ますので、現状を変える考え方は現在はございません。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、ちょっと小川地区衛生組合の管理者たちが、情報の

アンテナが余りに低過ぎるのではないかなと思います。それは、今後嵐山町の子供た

ちや町民の方に大きな負担を負わせるということを前提にしながら、埼玉中部資源循

環組合の仕事をしていくということですよね。全く考えの、一円でも安くするために、

いろんなプラスチックや廃プラスチックもそこに持っていく、そういう形ですよね。

今、そういうふうな考え方というのは、もう何と言ったらいいのかな、余りにまちづ

くり、地球環境、そして子供たちの人口減少というのを見てなさ過ぎる。
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もう一度言いますけれども、小川地区衛生組合管内で生ごみのバイオマス化ではな

くてもいいですよ。生ごみの資源化というふうな形でのごみの集め方をしていく、そ

ういうふうな形のものをやっていかざるを得ない状況になってくると思うのです。そ

れをいつ持っていくか。これは、私はすごく大切なことだと思うのです、地球環境の

ことも考えて。現状を考え直さないということではなくて、小川地区衛生組合管内で

何ができるかということを考えるというふうな方向転換をして、ビッグチャンスをつ

かむというふうな、産業のビッグチャンスです。それをつかむというふうなことを、

迷惑施設ではなく、それをやっていくというふうな方向転換をしたいと思うのですが、

いかがでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えをしておるとおりでございまして、現状では方向転換も中止を

することも考えておりません。そして、議員さんおっしゃるように、地球環境、これ

だけ今天候の異変が続いたり、いろんな状況下にある中で、考えない人は一人もいな

いのです。ですから、そういう中でいろいろ考える中で、ベター、その道を選んでい

る、こういうことでございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次に行きますけれども、今の選択はワーストの選択です。

最もワーストです。

〇大野敏行議長 それでは、質問事項２の風雨・風雪の災害の対応についてをどうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） （１）から行きます。ゲリラ豪雨に対して、２年前の雪害

時の町内の課題は、町民や観光客への災害予防は生かされたかということ。

２番目です。先日の台風では、川島地区も洪水に対する避難準備地区となりました。

これは、鎌形もなっていましたね。市野川に接続する水路が、市野川の流速が速く、

市野川に水路の水が流入できないことが、川島地区に関しては原因と推測できます、

対策は。

３番目です。都幾川、粕川、槻川において、河川と流入する２級河川との関係、危

険区域となる可能性がある地区の対策を伺います。

４番目です。住宅地において、倒木などが予測される場所への対応を伺います。

５番目です。ゲリラ豪雨、ゲリラ豪雪に対して、町内での観測についてどのような
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対応があるか伺います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（５）の答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 それでは、最初の２年前の雪害時の災害予防は生かされたかという

ことで、（１）でございますけれども、まず１つが情報発信でございます。大雪時の

検証会議では、当時の防災無線放送についてタイミングが遅かった、知りたい情報が

不足していたなどのご指摘をいただきました。災害時には、いかに早く正確な情報を

住民に伝え、危険を回避するかが重要であります。町では、この大雪の経験を踏まえ、

従来の防災行政無線によるお知らせのほかに、ホームページ、ツイッター、安心メー

ルを利用した情報提供に努めていくことといたしました。

２つ目は、共助でございます。大雪時の町広報誌でも、除雪に際しては地域ぐるみ

の参加と協力の必要性をお願いしております。このことは、今回の台風第10号時にお

いても、多くの区長、自主防災組織の皆様から積極的な災害対応への協力の申し出や

ご理解をいただいており、自分たちでやるべきことは助け合ってやるという共助の精

神が、醸成されつつあると実感をしております。しかしながら、庁内の体制につきま

しては、まだまだ十分でないところもございます。そこで、まず体制を整備してから

あらゆる災害に立ち向かってまいります。

次に、観光客への対応でありますが、昨年の８月未明に発生した豪雨によりまして、

人員14名及び車両３台が学校橋の下流の中州に取り残され、消防隊員に全員無事救助

されるという事象が発生をいたしました。その後、河川管理を担当する東松山県土整

備事務所及び東松山警察署との協議によりまして、降雨時期に当たる夏場の８月から

９月末までの間、事故防止措置といたしまして、河川の出入り口を夕方の５時に閉鎖

をし、朝の８時に開錠を行う、開くという夜間の安全管理を行い、かつ台風の通過が

予想される場合には、事前の閉鎖措置を実施をし、観光客等の安全確保と事故防止の

徹底を図ってきております。

次に、（２）、（３）とは関連がございますので、一括して回答をさせていただきま

す。

過日の台風第９号では、川島地内矢崎橋に接続する町道で、増水により市野川に接

続をする側溝の雨水が市野川に排水できず、矢崎橋に至る道路が冠水をいたしました。

現状における対策といたしましては、大雨が予想されるたびに排水溝の点検及び清掃
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を行い、増水に備えておりますが、この箇所は周囲と比べくぼ地となっているため、

根本的には排水経路の見直しが必要と考えております。現在当該地区で産業系の土地

利用及び都市計画道路の整備を計画しておりますので、その中で対応を検討してまい

りたいと思っております。

嵐山町の河川につきましては、県の指定する浸水想定区域に該当する箇所はござい

ません。そのため、避難勧告等の発令判断の目安となる氾濫危険水位等を定めていな

いのが現状でございます。しかしながら、近年の各地の豪雨被害を見ますと、想定外

の事象が発生する可能性が十分ございます。都幾川及び市野川が越水した場合に備え、

今後とも早目の各種避難情報を発令するとともに、的確に避難情報などを発令できる

よう専門家の助言をいただきながら、町独自に河川の氾濫危険水位、浸水想定区域の

設定について進めてまいります。

なお、嵐山町内の市野川河川改修対応箇所の上流域及び下流域につきましては、未

改修区間が残されております。また、最近では河川内に樹木が繁茂しており、河川流

下能力の妨げになることも懸念をされております。このような河川全体としての問題

点も、豪雨時の越水の危険性につながっている可能性があります。このため河川内の

樹木繁茂につきましては、既に県土整備事務所に対応を求めており、また市野川越水

の危険性の対策につきましては、今後とも引き続き県と連携して対応を検討してまい

りたいと思っております。

次に、（４）についてお答えをいたします。個人の住宅地における樹木につきまし

ては、所有者の方に管理をしていただくことが第一義でございます。しかし、道路に

影響を及ぼすおそれがある樹木につきまして、事前に所有者に伐採の協力をお願いし

ておるところでございます。また、公共施設における樹木についても、隣接する家屋

等に影響が予測されるものや、枯れているなど樹木の倒木のおそれがある樹木につき

ましては、伐採や剪定などの対応を実施してまいりたいと考えております。

最後に、（５）についてお答えをいたします。現在町内においては、比企広域消防

本部小川消防署嵐山分署に雨量計の設置がされておりますが、町独自の雨量、積雪量

の観測は行っておりません。現状においては、熊谷地方気象台等の情報をもとに対応

しておりますが、雨量計は役場庁舎に設置するよう来年度当初予算に計上してまいり

たいと考えております。また、積雪量の観測につきましても、役場において観測でき

る体制について検討してまいる考えでございます。
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以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） どうしようかなと今思っているのですけれども。

〇大野敏行議長 まとめてでもいいですよ。

〇13番（渋谷登美子議員） まとめてといってもまた何か言われる、本当にもう困った

ものだなと思って。

先ほどの答弁は、台風10号のことですよね、情報に関して。台風９号に関して言い

ますと、非常に災害が大きかったものですから、台風９号に関する埼玉県気象速報と

いうのがありまして、それが熊谷地方気象台というのがまとめています。私も、この

９号に関しては、家族が旅行に行っていたりしていたもので、ちょっと気になって見

ていたのです。嵐山町では、ツイッターで21、22日の８時４分でした。ツイッターで

情報が出たのは。ですけれども、22日です。でも、この間アメダスで21日から22日、

都幾川で211ミリの記録で、これは2002年８月19日が161ミリで、今史上最高の記録な

のです。

どういうふうにしたらいいかなと思うのですけれども、嵐山町では私が見ている限

りでは、鎌形と吉田地区と、それから吉田越畑、川島に避難準備勧告が出ていたので

す。それは、ヤフーの天気予報で。それが、うまく皆さんに伝わっていなかったのか

なって。それは、５時ぐらいですか。８時４分のツイッターというのは、非常に遅い

ですよね。21日からの雨で211ミリが降ると予測されていて、気象台からは一定のも

のは来ていると思うのです。こういうふうな形で、インターネットの天気予報に出て

くるくらいですから。そこのところでの誤差、問題というのが結構大きいかなと思う

のですけれども、嵐山町では台風９号に関してどのように職員態勢がとられたのか伺

います。８月22日の12時50分に土砂災害警戒警報というのを熊谷気象台が出している

のです。13時45分も土砂災害情報です。その間、出たということは、既にその前に、

出たということに関して、嵐山町の職員さんは、これに関してどういうふうに動かれ

たのか、伺いたいたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

台風９号、先ほど議員さんが熊谷気象台のほうでまとめているというお話いただき
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ました。私もこの資料、手元にあるわけでございますが、嵐山町では避難準備情報を

出したのが14時でございました。解除が18時40分ということでございまして、避難準

備情報を出し、速やかに安心メール等、そういったものを通じてお知らせをしたと。

また、今回は主に土砂災害警戒区域、こういったところに対して注意喚起が必要だと

いうことがございまして、直接該当する方には電話でご連絡をさせていただいておる

ものでございます。

職員態勢ということでございますが、当然台風ということでございますので、事前

に職員のほうは警戒態勢を敷き、関係する４課、地域支援課、まちづくり整備課、環

境農政課、上下水道課の職員は、ずっと待機をしておりました。また、それ以外、今

回避難準備情報を出したということもございますので、避難所の開設の準備もいたし

ました。今回は、川島地区の川島集会所に避難所を開設をしたわけでございますが、

そちらに関しても各課から職員の動員を行い、そちらに配置をしたというような体制

をとらさせていただきました。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 通常台風が、大雨があるって、これはすごく大きな台風だ

ったわけですけれども、職員の方というのは、前日から21日の間というのはどのよう

な態勢をとられていたのか、これが一番大きいのです。22日が一番大きかったのです

けれども、21日の態勢というのは、どういうふうな形だったかということと。

それから、これ高齢者の避難とか、障害のある人に避難準備区域という形で、川島

の集会所に行ったのですか、実際にそういうふうな形をされたのかどうか、伺いたい

と思うのです。していないのですよね。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

まず、21日の関係でございますが、今回のたしか台風９号に関しましては、日中接

近をしたと。降雨についても、午前11時から午後２時までの間、この間がかなり降雨

量があったというふうに記憶をしております。日中ということもございましたので、

職員はそろっていたと。態勢としては全職員が庁舎内、出勤をしておりましたので、

そういった中で全ての職員が待機ができたというような状況でございます。



- 166 -

ちなみに、その次の台風10号のときには、夜間から明け方にかけてという予想がご

ざいましたので、そのときには昼夜を通して職員は待機をしております。また、９号

のとき避難所は開設をさせていただきましたが、実際に避難をされた方はいらっしゃ

いませんでした。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、伺います。台風の状況によって、いつ降雨が降ると

か、風雨があるかとか、風が強くなるかという、強風があるかというのを予測、天気

予報を聞いて、そして集まるようにとかいうふうな判断は、どこが、誰がするのか伺

いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

職員の態勢、どういった態勢を敷くかということにつきましては、町で定めており

ます地域防災計画に規定がございます。まず、例えば注意報、大雨注意報が出ました

ということであれば、当然そういった情報を我々としてはつかみ、そういったことを

関係課に対しては周知をすると。大雨警報が出れば、先ほど申し上げました４課と協

議をし、ではこういった待機態勢を、まず第１段階の待機態勢をとりましょうという

ことを決定をいたします。その決定につきましては、地域支援課長が関係課と協議を

して決定すると、このような流れになっております。

以上です。

〇大野敏行議長 渋谷議員の一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。再開時間

を11時10分といたします。

休 憩 午前１１時００分

再 開 午前１１時１１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

休憩前の青木地域支援課長の答弁の中で、不足した答弁があるということで、これ

を許可いたします。

青木地域支援課長。
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〇青木 務地域支援課長 申しわけございません、先ほどの答弁の補足を若干させてい

ただきたいと存じます。

この台風９号への職員の態勢というのでしょうか、そういうことについてでござい

ますが、当日は日中の一番接近が予想されていたということもございまして、当日職

員については朝７時ぐらいには出勤をして、待機をしておりました。実際に庁内態勢

といたしましては、午前９時に台風９号への対策会議ということでございまして、町

長以下全課長がこの台風に対する態勢について協議を行い、それぞれの役割を確認を

し、台風に備えたということでございます。夕方４時半に再度会議のほうを行いまし

て台風の被害等、こういったものを確認をしたということでございます。

なお、当日は土砂災害警戒情報が発令をされたわけでございますが、夕方の６時半

に県内全域解除ということがございますので、嵐山町においても避難準備情報を18時

40分に解除したというような流れでございます。申しわけございませんでした。

〇大野敏行議長 それでは、13番、渋谷登美子議員の再質問を続行いたします。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ９号に関しての町の態勢を伺ったわけですけれども、前日

が土日とかいうとき、休日のときはどういうふうな態勢をとっていくのか、発令の責

任者は誰になるのか、伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

先ほども若干申し上げましたが、こういった警戒態勢等につきましては、現在地域

防災計画の中で定めがございます。若干申し上げますと、初動態勢、レベル１でござ

いますが、風水害に対する初動態勢につきましては各種警報発表時、あるいは台風が

接近し、被害の発生が予測される場合等については、関係する課長が協議し、地域支

援課長がその態勢について決定をするということで位置づけられております。以下、

緊急態勢、本部態勢等々、予想される災害の程度に応じて態勢を整えるというような

規定があるわけでございます。

ただ、昨日災害についてもご質問をいただきました。昨今の状況等と、あとは他の

自治体等の状況を見ますと、果たして今定めている地域防災計画のこういった態勢で

いいのかどうかということは、少し担当としては心配というか、疑問がある点もござ
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います。今後こういった態勢のあり方についても、再考していきたいというふうには

考えているとこでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 再考していただくということで、次に、行きます。

これは、川島川のことなのですが、川島川のことで、都市水路と一緒に、都市の下

水道のことも兼ね合って、それまでの間は緊急対応になるわけですよね。そうすると、

こういったところには土砂を積んでいくとか、そういうふうな溢水するとなると土の

うを積んでいくとかそういった態勢が必要だと思うのですが、嵐山町には土のう態勢

というのかな、そういうふうな土のうはどれぐらいあって、すぐに持っていけるよう

な態勢になっているのか。これ、溢水し始めるとあっという間ですよね。それについ

て伺いたいのと。

あと、避難準備区域なのですけれども、避難準備が出たのが……。

〇大野敏行議長 一問一答になっておりますので、今の土のうのことについてまずお答

えをいただきます。

それでは、答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、土のうの準備につきましてご答弁申し上げ

ます。

土のうにつきましては、常時町の資材置き場のほうに、２トンダンプで１台程度は

用意をしてございます。あとは、台風が接近する状況等、そういった情報が入れば、

その都度追加をしていっているというような状況でございます。土のうの準備状況と

いうのは、そういう状態でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 土のうを積むというのは、私はやったことはないのですけ

れども、以前地産団地のときでやっぱりやったことがある人がいて、それはとても大

変だったという話を聞いているのです。大体100メートルとか200メートルぐらいに土

のうを積むのにどのくらいの量があるのか。それは、どの程度用意されて、そこに関

して土のうを積む訓練というのをやったことあるのですか、町は。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 現在町のほうで用意をさせていただいている土のうに

つきましては、河川の越水に対応できるような状態ではない。現実にはそういった危

険性がある場合に、各戸の低い宅地等がございます。そういった方々の宅地をお守り

するということを前提に、用意をさせていただいております。基本的に河川の対応に

つきましては、県がまずは一義的にそういったものについては責任を持っているとい

うふうに考えておりますが、昨今の災害の状況を見ますと、地元の自治体が県のそう

いったものを待っている状況で果たしていいのかどうなのか。そういったものは、先

ほど地域支援課長が申し上げましたとおり、これからは少し考えていかなければいけ

ないのかなという状況であるというふうに認識をしております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、同じところなのですけれども、これは。とい

いますと、避難準備区域で、一応川島の集会所に避難の準備をしたわけですよね。実

際には、避難される方がいなかったのですけれども、これ実際に移動するとなると、

車の準備とかそういったものが必要になってきますよね。そういったことに関しての

訓練的なものとか、そういったシミュレーションみたいなのは、今まであるのかどう

か伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今回の台風９号に関しては、避難準備情報を出しました。これは、嵐山町にあって

は昨年１度出しまして、２回目というふうに記憶をしております。これまでの地域に

おける防災訓練、あるいは町における防災訓練においては、やはり本当に緊迫した状

況を想定をしての果たして訓練であったのかなということは、若干思うところがござ

います。やはり今後、そういった本当に実際に被害が起こっている、そういったこと

を想定をした上での、やはりいかに現実的な訓練を行うかと、こういったことが今後

の訓練においては必要なのかなというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。
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〇13番（渋谷登美子議員） 次に行きます。そうすると、空き地、倒木などは民間の所

有地の人の木やなんかは事前に処分、処理するとか、それから公共施設に関してはそ

ういうふうな処理をするということですけれども、空き地などに関してはどのように

していく。これが結構大きいかなと思っていて、今現在民地のものに関しては、嵐山

町は全く干渉できないというか、できないと思うのですが、そのことについてどのよ

うにしていくか、伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 これ、ずっと以前ですけれども、民地から道路に倒木があって、数

千万もする外車が壊れてしまったと。それ、誰が責任負うのだということが新聞に出

ていましたけれども、あくまでも土地の従属物、樹木については。その法律関係から

いくと、土地の樹木を所有している方の責任と、安全管理を怠ったと、こういうこと

になるのだそうです。

ですから、空き地にある例えば倒木の危険性のあるものについては、地主さんがし

っかりそれを管理していただく、安全対策を講じていただくと。町のほうでもし気が

つけば、非常に危険があるというふうなことが気がつけば、町のほうではその方にお

話をして、伐採等に取り組んでいただくと、こういうことになるわけですけれども、

現実的には倒木があって初めて、ああ、危険だったのだというふうなことがわかるわ

けでございまして、町が管理している公共用地については、そのたびに点検をしてお

りますけれども、民地については現実的には点検がなされていないというのが現状で

ございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次に行きます。ゲリラ豪雨、ゲリラ豪雪に対して、町内で

の観測所をつくるということでした。予算もとるということでした。私が、川に関し

て言いますと、都幾川がときがわ町のほうで大きな流れになったとき、嵐山町に来る

のは２時間後か１時間ぐらいですよね。それに関していうと、嵐山とときがわとの情

報をいただくということがとても必要だと思うのです。それがないと、嵐山町の市野

川なり都幾川周辺なりをうまく避難していただくとか、警戒警報よりも前にそういっ

たことのほうが必要なのではないかなと思うのですけれども、その点についての連絡
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関係というのはどうなっている。河川の上流自治体と下流自治体の関係というのはど

ういうふうになっているか、伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 非常にポイント、重要なことについてご質問をいただきました。昨

日もお答えをしたのですけれども、嵐山町の都幾川、市野川、これについては降雨量

が時間当たり50ミリに何とか対応できるというふうな改修が済んでいると、こういう

ことでございます。今、ときがわあるいは鳩山というのが、アメダスの観測地点にな

っています。これは、いつでもネットで見ることができます。この間の、８月のとき

がわのアメダス53ミリ、時間雨量が53ミリ、鳩山のアメダス61.5ミリ。これが長時間

降り続いて押し寄せたときには、氾濫の危険に、嵐山町も氾濫の危険があると、こう

いうことになるわけですけれども、幸いそういうふうな状況にならず、避難準備情報

は出しましたけれども、避難勧告にまで至らなかったというふうなことで、よかった

わけですけれども。

一方、岩手県の岩泉、最近あったところです。これは、時間雨量が70.5ミリで、降

り始めから夜の８時にやんだそうですけれども、その積算雨量が248ミリ。これが、

仮に都幾川流域に降ったらひとたまりもないと、こういうふうなことでございまして、

これにどう備えていくか。今嵐山町は、今課長が申し上げた今までの取り組みという

のは、こういうことを想定をしていなかったわけです。ですけれども、今我々に求め

られているのは想定外の事象にどう対応していくかということでございまして、とに

かく住民の方に避難していただく。命、人命を第一に考えて避難していただくという

のが、まず大切なことでございます。

そうしますと、当然ネットでもって情報を得られる部分もあります。下流域の東松

山の観測点ではどうなのか。東松山市の例えば避難情報は出したのか、出さないのか。

近隣はどうなのか。みんな、今全て防災情報で得られますので、そういった点。それ

から、消防団にもお願いして、河川の水位がどうなっているのか、その辺のことを情

報を集めて、そして的確な判断をしていくと。判断をするのも、今担当課長で判断を

するというのも非常に困難がございまして、我々が出勤をして、その状況を見て、早

目早目の避難を住民の方にお願いをしていくという判断をしていると、こういうこと

に今はなっているわけでございます。そういうことが要請されているわけでございま
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す。

最近出てきているのがタイムライン、水害のタイムライン、台風が来るのを５日前

から、それに備えた態勢とか準備をやっておくというのが、今最近出てきている話な

のです。ですから、早目早目の避難ということももちろん必要ですけれども、台風の

襲来に対して、我々は今なすべきなのか、どういう準備が必要なのかということを５

日も前から考えておくと、必要な対策をとっていくということが今求められていると

いうふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、お話を伺っていますと、洪水関係に関してはも

う一度防災態勢を見直すというふうな課長さんたちのお答えと、副町長のお答えでも

あるということで、それを早目にやっていただくということを期待しまして、次に行

きます。

公共水域の水質についてですけれども、下水道区域で下水道に接続していない事業

所、家庭への対応を伺います。

それから、合併浄化槽区域でも、今後も合併浄化槽への変更が難しい世帯の対応を

伺います。

３番目です。下水道と雨水管の誤接続の疑いのある地区は、川島川に、上流地区に

ありますが、その対応の進捗を伺います。

それから４番目です。今後の誤接続の疑いのある地点の調査をどのようにしていく

か、伺います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（４）の答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 それでは、質問項目３の（１）についてお答えいたします。

下水道整備区域内で、下水道に接続してない事務所及び家庭への対応といたしまし

ては、個別通知により公共用水域の水質向上の重要性をご理解いただき、なお必要に

応じて訪問し、可能な限り速やかに公共下水道への接続をお願いしていきます。

質問事項３の（２）についてお答えいたします。平成28年度からの浄化槽の入れか

えにかかわる工事費助成制度の新設や拡充により、申請者の負担軽減を図り、合併浄

化槽への変更を奨励しています。また、経済的理由で変更が難しい世帯へは、分担金
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の徴収免除制度や、改造工事資金等の融資あっせん制度を十分周知して、合併浄化槽

への変更を働きかけたいと考えております。

質問事項の３の（３）及び（４）につきましては、関連性がありますので、まとめ

てお答えいたします。

平成26年、27年にわたって実施いたしました川島川上流部都市下水路の水質検査の

結果により、大腸菌群の数値が基準値を大幅に超えた東武東上線東側の菅谷５区及び

６区の都市下水路上流部につきましては、本年度からテレビカメラによる管渠の状況

調査業務委託を７月に契約し、10月から11月にかけて調査を実施する予定であります。

その調査が完了した後、その状況に応じて改善措置を講じていきたいと思います。そ

れらをしてもなお水質の数値が改善されない場合には、同様に下流部においてもさら

に詳細な調査を行いたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、１番と２番、まとめてなのですが、そうさせてくだ

さい。

これ合併浄化槽に関しても、下水道に関しても、接続できないとやっぱり経済的な

問題が大きいと思うのです。高齢者の世帯、特にそうだと思うのですが、もうこれで

死んでいくのに何でこれをやらなくてはいけないのというのと、あと生活保護世帯や

町民税非課税の世帯については、どのような措置がとられているのか、伺いたいと思

います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 ただいま議員さんの回答のとおり、高齢者の世帯、そういっ

たところ、生活保護世帯というようなところにつきましては、どうしても公共下水道

の接続であったり、浄化槽への転換ということになりますと、なかなか進みにくいと

いうところもございます。浄化槽の関連につきましては、ＰＦＩ業者等の連携もとり

まして、できるだけ今補助制度をそちらについてはあるところでもございますし、ま

た制度といたしますと、分担金の免除制度であったり、改良につきまして融資あっせ

ん制度、そういったものがございますので、ぜひともそういった方々のところにつき

ましては、細かいあっせん制度等ありますので、ぜひとも公共下水道の接続、また浄
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化槽の接続にご協力いただくようお願いするところでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 町長に伺います。これ、高齢者の方でいつ死ぬかわからな

いからという方、結構いらっしゃると思うのです。下水道につながないとか、それか

ら合併浄化槽にかえないという方は結構いらっしゃると思うのです。あと何年、あと

１年か２年しか生きないかもしれない可能性はあるのに、そんな高額なお金を出して

年金生活の中できない。融資あっせんされてもそれはできないという方は結構いると

思うのです。生活保護の方や非課税世帯に関しては、何らかの措置が必要だと思うの

ですが、考え方を伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 おっしゃるとおりでございまして、接続に関しては大変苦慮している

事例がふえてきております。おっしゃるとおり、高齢化の問題もありますし、いろい

ろ状況が、経済的な問題、それとか敷地の大小、建物の耐用年数の問題とかいろいろ

な状況がある。それで、結果とすると、接続のところまでお願いができないような状

況がふえてきているという場合でも、大変苦慮している状況が出ております。それら

に今後どう対応していくかというのは、大きな課題でございまして、おっしゃるよう

に行政でどこまでできるのか。それと、今までいろんな状況がある中でやってきてい

ただいていた人たちに対する公平性といいますか、そういうような問題とか、いろい

ろなことをこれからしっかり考えていかないといけない状況に来ていると思います。

なかなか苦慮する物件というか、そういうケースがふえてきているというのは承知を

しております。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） では、何らかの措置をお願いします。

次行きます。Ｂ型肝炎ワクチンの定期接種化についてです。Ｂ型肝炎ワクチンは、

10月より定期接種となっています。アメリカでは、もう副反応で1,077件の死亡例が

あって、832例が３歳児以下の子供です。子供がＢ型肝炎に患う率は低くて、またキ

ャリアの親から生まれたとしても、出生後の直後の予防で感染を防げるというのが現

実です。国が予防接種において、製薬会社、医師の利益に伴う政策を構築するときに、
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医療への安全は確保できないというふうに感じています。というか、実際にワクチン

でお金、企業はもうかるようにというふうな部会がありますから。今後どう町は対応

していくか伺います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 質問項目４につきましてお答えをいたします。

Ｂ型肝炎に関しましては、近年キャリアの母から子へ感染する垂直感染だけでなく、

保育園や家族内で感染する水平感染が確認されており、国民の大部分が抗体を持って

いない日本では、Ｂ型急性肝炎の流向が起こる危険性があることや、安全性に関する

調査結果など、さまざまな観点から定期接種化が必要であると国が判断をいたしまし

た。したがいまして、町では国の示すとおり予防接種法に基づきまして、このＢ型肝

炎ワクチンの定期接種化に対応してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） Ｂ型肝炎の水平感染ですけれども、乳児ではないですよね。

それどこからの情報かわからないのですけれども、Ｂ型肝炎で水平感染するのは医療

関係者が多いのですよね。その情報というのは不確かなものかなと思うのですけれど

も、生後２カ月からワクチン接種をした場合、赤ちゃんはぐあいが悪いとか、そんな

こと泣くしかないのです。泣いて、どうしてこの子は泣くのだろうというふうなこと

を、まずお母さんや周りの人がいますよね。だけれども、ワクチンが原因だというふ

うには考えない。子宮頸がんワクチンのときでもそうでしたけれども、何が原因でこ

んなに子供が状況が悪くなっているのかわからない。多分Ｂ型肝炎ワクチンでもけい

れん発作を起こしたり、それからもう全然頭が痛くなっても、赤ちゃんというのは頭

が痛いよと言えませんからね。動けないよって、非常に発育が遅くなったりします。

保護者にそのようなリスクを知らせる必要があると思うのです。Ｂ型肝炎ワクチン

を、もともと任意接種のときも、嵐山町は補助を出していたわけですけれども、これ

をワクチンの副作用もあるということを必ず情報提供せざるを得ないと思うのです。

国が定期接種化してきた以上、嵐山町はそれを断るわけにいかないのですから、どの

ようなお子さんが副反応に対応しやすいかというのも、情報としてはあるはずですの

で、そういった形を情報提供する必要があると思うのです。何しろ生後２カ月からで
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すよ。こんな危険なワクチンはとてもないなと思うのですけれども、いかがでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

この定期接種ですけれども、ゼロ歳児から１歳の誕生日までに３回を接種していた

だくという予防接種でございますけれども、Ｂ型肝炎ウイルスに感染をする方は、大

部分が５歳未満の方、子供です。乳幼児がかかる確率が高くなっております。したが

いまして、乳幼児に、１歳までに３回接種という形で、国の方針どおり定期接種を行

うということで、町としては進めてまいりたいと思っております。

また、そちらのほうの危険性とか、広報で知らせるということは、これからも進め

てまいりたいと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 副作用があるわけですから、既にもう日本でどのくらいあ

るかわからないですけれども、日本でも亡くなっている子、いたと思うのです。アメ

リカでは確実に把握していて、その例を書いているわけです。死亡例があるにもかか

わらず、これを国が定期接種化していくというのは、製薬会社と国の厚労省、非常に

結託していますよね。ワクチン接種部会というのがあって、ワクチン開発部会という

のがあって、それでやっているのですけれども、これは本当に厚労省のホームページ

を見たら、おやって思うぐらいひどいものです。これに関して、嵐山町は副作用があ

るということは、ある程度書いておかないといけないと思うのです。お知らせする、

そのことについて伺っているので、その点について伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

副作用の関係につきましても、お知らせ等もさせていただきたいと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次に行きます。

地方創生交付金事業ですけれども、地方創生交付金事業への申請事業で、国が対象
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としなかった事業は嵐山町の政策にどう位置づけられていたか。また、町事業として

の位置づけですけれども、伺います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、質問項目５につきましてお答えをいたします。

平成27年度において嵐山町総合戦略に位置づけ、地方創生加速化交付金事業として

申請をいたしました事業のうち、千年の苑事業の看板設置や、駐車場土地購入費、杉

山城跡整備事業の駐車場土地購入費などのいわゆるハード事業につきましては、残念

ながら国の内示をいただくことができず、交付対象外経費として区分されてしまいま

した。よって、現在交付金においても申請せずに行っているところであります。

しかしながら、嵐山町が提出をいたしました事業計画自体は採択されておりますの

で、内閣府の趣旨といたしましては、嵐山町の全体的な事業計画は、地方創生に十分

に資するものとされているものの、ハード事業については、町の費用において実施す

るものと位置づけられたものと考えております。

さきの６月議会の繰越明許費繰越計算書にて提出をさせていただいたとおり、交付

対象外となってしまった事業については、現在のところ予算計上しておりません。現

時点では、当該事業については、内容を精査し、どうしても必要なものについては、

今後一般財源により実施していくこととなります。このため、今回の議会に上程させ

ていただきます補正予算には、千年の苑事業の案内看板設置費92万8,000円を計上さ

せていただいております。また、杉山城跡整備事業の駐車場土地購入費については、

土地開発基金により取得する予定としているところでございます。

いずれにいたしましても、総合戦略はこれからの嵐山町のもう一つ上を行く活性化

のために策定されており、さまざまな手段を利用し、実現し、人口減少を抑えていく

計画でございます。国や県のさまざまな支援をいただきながら、着実に実施をしてい

きたいと考えているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、情報発信基地なのですけれども、本年におい

てももうやっていったほうがよくないのですか、一般財源を使って。そういうふうな

感覚があったほうが、来年度の予算も見てというふうな形ではなくて、嵐山町でどう



- 178 -

位置づけていくかというのは、とても大切なことだと思うのです。そういったものは、

ある程度やっていくべきことは、交付金を待たずにやっていくという姿勢があっても

いいかなと思うのですけれども、いかがでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

ただいま申し上げたとおり、採択にならなかったということでございますが、今議

員さんのほうは、それを待たずに一般財源を使ってというお話でございます。昨日の

ご質問の中でも答弁をさせていただきましたが、今年度国の補正予算で新たな交付金

の制度が設けられるということでございます。そちらの申請については、今年度申請

をする予定をさせていただいております。今後こうした交付金、いただけるものにつ

いてはいただき、事業を進めていきたいというふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 次に行きます。

非正規公務員と正規公務員のあり方についてですけれども、日本では同一賃金同一

労働に関する条約に批准していないため、非正規公務員と公務員の職務に差がありま

す。定数管理で財政管理するために、人件費の割合は実際には不明になってきていま

す。同一労働同一賃金で、非正規の職務を行う必要があると考えます。考えを伺いま

すということと。

子供にかかわる専門職は、専門職としての対価、ネットワーク、研修、指導体制の

構築が不十分と考えています。これは、みんな非正規でやっていますから、それにつ

いての今後の考え方を伺います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、（１）からお答えをさせていただきます。

政府は、本年６月２日に閣議決定をしましたニッポン一億総活躍プランにおいて、

非正規従業員の待遇改善を目指し、欧州の制度も参考にしながら、同一労働同一賃金

を実現する方針を示しております。その要旨といたしましては、正規か非正規かとい

った雇用形態にかかわらない均等、均衡待遇を確保する、同一労働同一賃金の実現に
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向けて、我が国の雇用慣行には十分留意しつつ、ちゅうちょなく法改正の準備を進め

る。非正規雇用労働者の処遇に関するルールを定める現行法、これは労働契約法、パ

ートタイム労働法、労働者派遣法などですが、の的確な運用を図るため、どのような

待遇差が合理的であるか、または不合理であるかを事例等で示すガイドラインを作成

する。不合理な待遇差に関する司法判断の根拠規定の整備、非正規雇用労働者と正規

労働者の待遇差に関する企業の説明義務の整備等を含め、現行法の一括改正等を検討

するなどとしております。今後この方針に基づきまして、我が国の雇用慣行にも留意

した法の改正やガイドラインが作成され、示されるものと考えております。このよう

な動きを注視し、地方公共団体が行うべき対応について、遺漏のないように対応を図

ってまいりたいと考えております。

続きまして、（２）についてお答えをさせていただきます。臨時職員の賃金につき

ましては、その職務内容によりまして、資格を有する者につきましては、一般事務の

賃金とは別に、それぞれ時間給の金額を定めております。例えば幼稚園教諭や小中学

校の教諭、語学補助員など、あるいはその他司書や保健師等についても、それぞれ定

まっているところでございます。この金額につきましては、一般事務と同様に、近隣

町村などの状況を勘案し、最低賃金の引き上げ等についても考慮しながら決定をして

いるところでございます。子供にかかわる専門職として勤務していただく上で必要な

研修があれば、基本的には積極的に受けられるよう配慮していきたいと考えておりま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 渋谷議員に申し上げます。一般質問の持ち時間、３分48秒前でござい

ます。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） ありがとうございます。埼玉県の最低賃金が上がりまして、

１時間845円になったのです。それで、これはちょっと厳しいなと思っているのが、

全部嵐山町の事務というのは850円ですよね。今考えてみますと、なかなか職員とい

うの、公的な仕事をしていて、それで非常勤と、非正規と正規とは住民の方から見て

もとてもわかりいくいです。このような状況の中で、やっぱり受けるものも大変です

し、今後来年度かには上がっていくのだろうと思うのですけれども、非正規職員の最

低賃金はもう少し、最低でも900円にしなくちゃいけない。事務職なんか900円にして、
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いずれも全部上げていかなくてはいけないのだろうと思うのですが、その考えを伺い

ます。あと、正規職員と非正規職員の男女比というのは、どういうふうになっている

か伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えをさせていただきます。

まず、最低賃金の関係でございますが、埼玉県でもこの10月１日から最低賃金が引

き上げと決定しております。これにつきましては、今後検討させていただきたいとい

うふうに考えております。

それから、臨時職員の男女比でございます。嘱託員と臨時職員というふうに分かれ

ておりますが、ここでは臨時職員について申し上げます。臨時職員は現在、日々雇用

という職員でございますが、現在77名おりまして、男性が24名、女性が53名、女性の

割合が68.8％という状況でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 男女同一労働賃金で一番日本が問題になっているのは、女

性の賃金が非常に低いということですよね。これが一番問題になっているのですけれ

ども、これを上げるためにも、嵐山町では一般職と同じぐらいに同一労働同一賃金に

非常勤の職員をやって、そして同じような仕事をやってもらうという体制をつくって

いくべきだと思うのですが、いかがでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えをさせていただきます。

先ほど申し上げましたような政府の方針がございまして、これからさまざまな改定

がされていくというふうに思います。ただ、一番重要なところは、やはり日本は終身

雇用制度というもとに職員の採用を行っております。そういった中で、欧州型の賃金

体系とは根本的に異なっているという事実がございまして、その辺をどのように今後

すり合せをしていくかというのは、非常に大きな問題だというふうに考えております

ので、町といたしましても、今後の民間の動向も踏まえながら、そういった点を注視

してまいりたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。
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〇13番（渋谷登美子議員） ７番目の問題に関しましては、決算のほうでやりますので、

申しわけないです。

〇大野敏行議長 わかりました。よろしいですか。

〇13番（渋谷登美子議員） はい。

〇大野敏行議長 それでは、大変ご苦労さまでした。

△ 畠 山 美 幸 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号６番、議席番号６番、畠

山美幸議員。

初めに、質問事項１の学校教育についてからです、どうぞ。

〔６番 畠山美幸議員一般質問席登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） 議席番号６番、畠山美幸、議長のご指名がございましたので、

通告書に基づいて質問をさせていただきます。

今回は、７項目につきましての質問です。

第１項目め、学校教育について。

（１）町長選挙の公約に、「教育の町」にしていくとのお話をされておりました。

今後少子化が進み、学校統合についても考えていくときが、もうそこまで来ています。

「教育の町」をどのようにお考えなのか伺います。

（２）部活動の現状について。現在、各中学校の運動部（各部名）は幾つあります

か。また、指導者について伺います。

〇大野敏行議長 それでは、順次、答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 （１）について、お答えをさせていただきます。

嵐山町を教育のまちにしていくためには、ソフト、ハード、この両面において、大

改革を行わなければならない時期であると考えております。ソフト面におきましては、

佐久間議員さんからも一般質問でお答えをさせていただいたとおり、国が進める教育

改革の方向性に沿って取り組みを早急に進めていく。その効果が、早期に浸透できる

ように進めてまいりたい。これが第一であります。

一方、ハード面につきましても、これも質問をいただきました。施設の統廃合の検

討というのが重要になってまいります。それにつきましては、教育施設という側面の
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みで検討するものではなく、行財政の規模が縮小傾向にあることを念頭に置きながら、

町の全ての公共施設について、持続可能な規模を早期に明らかにして、施設の統廃合

あるいは修繕等、これを計画的に進める必要があると考えております。

なお、当面の間は、ソフト面の取り組みを重点的に進めるため、平成32年、2020年

度から導入予定であります教育改革、国の教育改革の内容に沿って、これらをスムー

ズに取り組めるように対応してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（２）について、藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 質問項目１の（２）につきまして、お答えいたしま

す。

最初に、各中学校の運動部の数ですが、菅谷中学校が８部活動で、種類といたしま

しては、野球、女子バレーボール、男女バスケットボール、剣道、男女ソフトテニス、

バドミントンでございます。なお、各部とも顧問は２人体制で、外部指導者は、剣道

及び女子ソフトテニス部に各１人入っております。

次に、玉ノ岡中学校ですが、６部で、種類といたしましては、野球、女子バレーボ

ール、男子バスケットボール、男女ソフトテニス、女子バドミントンでございます。

なお、各部とも顧問は２人体制で、外部指導者は、男女ソフトテニス部に２名、女子

バレーボール部に１人でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 再質問させていただきます。

今、町長の答弁に、当面の間はソフト面からという取り組みを進めていくというお

話がございました。私も今回、教育委員会といいますか、文科省としてどういう指針

を出しているのかなというものをちょっと調べてみました。そうしたところが、首長

と教育委員会との連携というところに、文化、スポーツ、生涯学習については、教育

委員会のみならず、自治体全体としての取り組みが必要である。青少年の非行防止や

就職対策など教育に関連して、教育委員会だけでは処理し切れない分野、横断的な行

政課題が多く起こる中、首長と教育委員会が連携していくことがますます重要となっ

ている。このような中で、政治的に中立性を確保しつつ、教育行政に理解のある首長

の創意工夫を教育政策に反映させる仕組みを積極的に導入することが必要となってい
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る。教育委員と首長との協議会を定期的に開催し、十分意思疎通を図ることが望まれ

る。首長が学校を訪問したり、小中学校の校長の研修会に参加して、直接議論したり

する機会を設けることも重要である。このほか、教育に関する審議会の設置や、地方

自治法に基づき市町村が策定することとされている基本構想の活用も、首長と教育委

員会の連携を深めていく上で有効な方策と考えるということが書いてあることを見ま

すと、今、前佐久間議員さんが質問されましたけれども、機構改革が必要な時期を、

機構改革って、各課が、今文化スポーツ課が教育部局から離れていると思うのですけ

れども、今後こういうことが最初に町長が考えられるということなのでしょうか。

機構改革、今文化スポーツ課が教育部局から離れていますよね。だけれども、今こ

こに書いてあることは、これ文科省から出ている地方分権時代における教育委員会の

あり方についての部会のまとめが出ているわけなのですけれども、今後ソフト面から

ということは、こういうことをまず考えていかれるということなのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 学校教育についてということで、通告をいただいております。その中

で、機構改革というようなことですけれども、学校教育がスムーズに進むような体制

というものを行政のほうでは考えていかなければいけないって、今に始まったことで

はないわけでして、そういうようなことは、これからも真剣に考えていかなきゃいけ

ないと思っております。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 教育面ということで、学校教育ということで私も書いてあり

ましたから、機構改革とちょっと離れてしまうのかなとは思いましたけれども、全体

的に教育委員会、教育長と教育委員長の、そういう今一つにしていくというお話もあ

りますから、まずそういう整備からしていきながら、大切な学校教育に進んでいくの

かなと思いまして、一応確認のためお伺いしたところではございましたけれども、こ

の間の、先日の一般質問の中で、佐久間議員さんと青柳議員さんのほうが、今回町長

の公約の教育についてのことをお尋ねしていたわけですけれども、きのう町長の答弁

の中に、新年度、具体策を考えているということで、新年度からの具体策を考えてい

るというご答弁だったのですけれども、この具体的な対策というのはどういうものか、

挙げられましたら教えていただきたいと思います。
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〇大野敏行議長 一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。

再開時間を１時30分といたします。

休 憩 正 午

再 開 午後 １時２９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

畠山美幸議員の一般質問を続行します。

１つ皆様にご報告がございます。畠山美幸議員の質問項目ナンバー６、動物愛護に

ついての件につきまして、資料をぜひ使わせてほしいということで、皆さんの机の上

に配付しておきましたので、ご了承願います。

それでは、畠山美幸議員の質問の再質問に答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 畠山議員さんの質問にお答えをさせていただきます。

さきに青柳議員さんに、答弁の中でお答えをいたしました。細部については予算を

伴うものとなり、新年度具体策を提案をさせていただきたいというふうに答弁いたし

ました。その具体策は何だという質問をいただきました。答弁のとおりでございまし

て、そちらのほうの具体策につきましては、答弁のとおりとさせていただきたいので

すが、そのときに教育委員会の内部にかかわることでございますので、今までは旧法

というか、現在の教育委員会法では、町長の教育委員会への意見というか、そういう

ものというのは制約を受けている部分があり、それで今回新しい教育委員会法につい

ては、意見が述べられる部分も出てきたという状況がございまして、新教育委員会制

度に早くしたいということで、新年度そういう方向にお願いをしたいということで、

お話を申し上げました。

ですので、教育のまちづくりの一番最初がそこのところの教育委員会法を変えて、

そして施設整備も含めた中で、具体的な問題についても意見が言わせていただける部

分の、制約はありますけれども、そういうことを考慮しながら、町としての、町長と

して意見を述べさせていただけるところは出していきたい。そういう意味で、新教育

委員会法に変えていきたいということを申し上げました。細部については、そういう

ことでご了解をいただきたいと思います。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） 承知しました。

それで、今はソフト面のお話を伺ったわけですけれども、ハード面につきましては、

今学校統合というお話が出ているわけですけれども、きのうの青柳賢治議員の答弁で

は、町長は財政の問題だけでなく地域を考えていく必要があると、町民の合意の上で

考えていくというご答弁でした。これで相違ないか、何かつけ加えることがあれば言

っていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 そのとおりでございまして、佐久間議員さんにもお答えをしたとおり、

議員さんもそのとおりあれですけれども、地域ということを意識をしないと、やっぱ

り教育ということはできませんし、学校というのが地域の中では文化の発信拠点とし

ては、本当に嵐山町の中でも強いわけですので、それがそこのところに拠点がなくな

るということになったときには、何らかの考え方を持って対応していかないと、町全

体の文化度というのが影響が出てきてしまうようなこともありますので、しっかり考

えていかなければいけない部分だというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ４期目をお迎えになりまして、ますますご活躍いただけます

ようお祈り申し上げまして、まず、（１）のほうは終わります。

（２）のほうでございますけれども、部活の関係がちょっと今回、外部指導をされ

ていた方からのお問い合わせで、今までも中学校のほうも大分人数も減ってきており

まして、部活が２年生、３年生がいない中、今回１年生も入ってこなくて、人数が、

その部活の部員さんがいないということで、部活が廃部になってしまったと。外部指

導員さんは、もう本当に残念だということがございましたので、今回現状はどうなの

かということで質問させていただいたわけですけれども、私が中学生のときには、部

活の勧誘などは、いつも何か生徒さんが朝早く来て、何か看板つくって、野球部入り

ませんとか、テニス部入りませんかとかやったような記憶があるのですけれども、今

現状は部活の勧誘活動というのはどのようになっているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。
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まず、中学生に入学したときに、各学校ともある一定の期間に、部活動見学という

のを１週間なり２週間なり程度実施しております。そのときに各部を回っていただい

て、生徒さんがどこの部に入りたいかというのを決めていただく期間を設けておりま

すので、実際にはそこで確認を、各部を見て確認をしていただいて、生徒さんの希望

する部を選んでいただいて、決まっていくという方向だというふうに聞いております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ちょっとうちの今大学１年生の子に聞いたら、確かにお試し

期間ということで入部、入部というか、お試し期間入部をして、そこに自分が合えば

入部するという形なのかなとは思うのですけれども、例えばそういう勧誘活動という

のは、学校の先生はもちろんできないと思うのですけれども、外部指導者の方は、結

局生徒さんがいなくても、もしかしたまた１年生入ってくれるかなといったときに、

部活の模範演技みたいなのを見せながら勧誘するということは、外部指導に関しては

そういうことはできないのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

外部指導員さんの方、両中学校において先ほど答弁させていただきましたけれども、

特定の部においては指導のほうを承っております。その中で、小学生を対象に社会体

育的な立場での指導もしていただいている方もいらっしゃると思うのですが、そうい

った中で小学生ですと児童になりますけれども、中学になるときに、また続けて部活

をやっていただきたいというふうに思うのは当然だと思います。

その中で、子供さんのほうに強制的な部分でやっていただきたいというような勧誘

の仕方はいかがかなというふうには思いますけれども、指導者の立場からすれば続け

て、そういった競技を中学に行ってもやっていただきたいという意味でのお話をする

というのは、そんなに悪いことではないかなというふうには思います。ただ、子供さ

んの精神的な負担だとか、そういったものがかかるというような勧誘の仕方というの

は、やはりよくないのかなというふうには思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。



- 187 -

〇６番（畠山美幸議員） それで、チーム学校という取り組みが、何か埼玉県で今年度

からだったか、来年度だったか、ちょっと私その辺定かでないのですけれども、埼玉

県で３カ所モデル学校ができるということで、その対象に鶴ケ島のどこの学校だかわ

からないのですけれども、鶴ケ島と川口と、もう一カ所はちょっと聞いてないのです

けれども、始まるというお話を伺っておりまして、今本当に学校の先生たちがお忙し

くなってきて、先ほどの答弁の中に、今顧問の先生は正副で２名の学校教員が顧問と

してついていらっしゃって、何か試合があった場合には、その顧問の先生たちが引率

をしなくてはいけない。外部指導も、先ほどの答弁の中に何人かいらっしゃいますけ

れども、外部指導の方に限っては費用も出ないし、そういう方が引率していくという

ことも今できない。しかしながら、今度チーム学校という推進法ができたころには、

できる限り教員の負担を減らすということで、外部指導者の方々も引率ができるよう

な状態にしていくのだというような、そういう取り組みがあるのはお聞きしていらっ

しゃいますでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 今の議員さんのご質問の内容につきましては、新聞

等にも記事で出ていたことがございますので、目を通しております。また、チーム学

校推進法の早期制定を求める意見書ということで、内閣総理大臣、文部科学大臣、総

務大臣宛てに、そういった意見書というのも出されているということまでは承知して

おります。その内容につきまして、今畠山議員さんがおっしゃったような内容が取り

組まれているというような内容でございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 生徒さんがだんだん減ってきている、さっきの統合の話では

ないですけれども、減ってきていることもありまして、もう部活もどんどん、どんど

ん減っていく寂しさというものもあるのですけれども、今後そういう制度ができたと

きに、またいろんな見直しが出てきたときに期待をしたいと思いまして、この質問は

以上で終わりたいと思います。

次に、大項目２の防災についてでございます。（１）被災者台帳とは、災害が発生

した場合、被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するための基礎となる台帳であり、
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災害対策基本法第90条の３第１項において、市町村の長が作成することとされていま

す。被災者台帳を導入することによって、被災者の状況を的確に把握し、迅速な対応

が可能になるほか、被災者が何度も申請を行わずに済む等、被災者の負担軽減が期待

されております。このため、近年東日本大震災や広島土砂災害、熊本地震等、大規模

災害のみならず、災害が多発する中、被災者台帳の作成への認識が高まりつつありま

す。導入のお考えはありますか。

（２）嵐山町は河川があり、このたびの台風９号では、市野川の氾濫のおそれや道

路の冠水があったとお聞きしています。河川近くの住民への土のうの貸し出しについ

て、周知はできているのかお伺いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について、青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、質問項目２の（１）につきまして、お答えをさせてい

ただきます。

議員ご指摘のとおり、被災者台帳は東日本大震災において罹災証明書の発行におく

れが出たことなどの反省から、被災者の援護を総合的かつ効果的に実施するために、

平成25年の災害対策基本法の一部改正により規定された台帳であり、市町村長が発災

後に作成できるものとされております。この被災者台帳を作成した場合、住宅被害や

避難先、支援金の支給、支援漏れや重複支援などを速やかに把握できることとなり、

導入することのメリットは大きいものと推測をされます。

しかし、この台帳を本町においてシステム化して利用するに当たっては、税、料金

の減免、義援金、見舞金など、市町村の裁量に委ねられている部分もあり、どのよう

な事項を台帳に掲載すべきか、また災害時に役場内関係部署としてどのような業務を

行い、またどのような情報を保有する部署を関係部署とするのかなどの把握や整理が

容易ではないとされております。さらには、多くの行政情報を目的外使用するための

体制やルールづくりなど、多くの課題があるものと思われます。しかしながら、平素

から防災に対する取り組みを進めることは極めて重要であり、被災者台帳につきまし

ても、他の自治体の事例などを参考に、その導入に向けて検討してまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（２）について、菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、質問項目の（２）についてお答えをいたし
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ます。

土のうにつきましては、台風や大雨による職員のパトロール、住民の要請などによ

り氾濫や冠水のおそれのある場所において、職員などにより設置を行っております。

また、事前の貸し出しの相談があった場合につきましては、状況に応じて対応してお

ります。したがいまして、現在土のうの貸し出しについては、基本的に行っておりま

せん。住民の方についての周知もしていない状況でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） （１）のほうから再質問をさせていただきます。

被災者支援システムは、阪神・淡路大震災のさなかに職員が被災住民のために開発

したものだとお伺いしております。必ずしも高いＩＴ能力のある職員がいなければな

らないわけではありません。また、導入にあっては地方自治体からの求めに応じて、

被災者支援システム全国サポートセンターから講師派遣をすることが可能だというこ

とが書いてあります。私もこれよく内容が、細かいいろんな、さっき課長がいろんな

懸念材料として、税のこととかのものとかも書いてありましたけれども、懸念材料も

いろいろある中で、私もこのシステムのことはよくはっきりとわからないので、ぜひ

このサポートセンターの講師などから、無料で来ていただけるそういうサポートシス

テムがあるそうなので、ぜひ自治体として勉強していただきたいと思うのですけれど

も、その件に関しましてはいかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

ただいま議員さんがおっしゃったそのサポートセンターの関係でございますが、恐

らく地方公共団体情報システム機構というところが行っている事業の一つだというふ

うに思われます。地方公共団体情報システム機構では、被災者支援に関するいろんな

取り組みも行っております。こういった被災者台帳をつくるシステムを、無料で公開

しているようなことも行っているというふうに伺っております。その一環として助言

的なことで、講師を派遣ということがあろうかと思います。

ただ、このシステムを例えば嵐山町で導入するに当たっては、やっぱり電算処理上

の環境が現状では整っていないというような状況があります。サーバーを新たに設置
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をする必要があったり、そういったことがございますので、このシステムを使うかど

うかということはまた別にして、民間のシステムでもこういった被災者台帳を作成す

るようなシステムを運用しているという会社が幾つもあるというふうに伺っておりま

す。先ほども答弁をさせていただきましたが、嵐山町に合ったもの、比較的低廉で、

経費をそれほどかけずにこういったことがどういうふうにしたらできるのか、そうい

ったことについて、今後研究、検討してまいりたいというふうに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） システムの、今サーバーを置いたりとかというお話があった

のですけれども、もしかするといろいろこういうのって日進月歩で、どんどん、どん

どん更新されているので、もしかしたらクラウド化とかになっている可能性もあるの

かなと思うので、物は試しなので、ぜひこういう研修というか、さっき課長が地方公

共団体情報システム機構さんの全国地方公共団体に無償で公開、提供、これ勉強会で

はないのですけれども、さっき言った勉強会などもしていただいて、今後の判断をし

ていただきたいと思いますけれども、どうでしょうか、もう一度。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

先ほどもご答弁申し上げましたが、今クラウド化されているシステムがあるという

ふうに議員さんおっしゃいました。私も今回調べさせていただきましたら、民間企業

のほうで、その企業が持っているクラウドのほうにつなげて、比較的安い金額で、月

々の支払いでできると、そういったようなシステムもあるというふうに聞いておりま

す。今後どういったものをこの町として考えていくのか、そういったことによって、

例えば研修が必要であれば、当然そういった研修も受講させていただきますし、そう

いった形で進めてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひ、奈良県の平群町というところでは、何かもう世界銀行

が視察に訪れて、世界から注目されているという取り組みだというのが、何か新聞に

載ったって書いてありましたので、今後検討していただきたいと思います。こちらに
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つきましては、終わります。

次の（２）のほうですが、土のうについてです。やはり今回の９号の台風におきま

して、先ほど私の前の議員さんの答弁の中に、２トン車で用意してあるというご答弁

をされていたと思うのですけれども、２トン車で用意されているというのは、河川だ

けに限らず、各戸に配る土のうのことなのかどうなのか、ちょっともう一回確認させ

てください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 お答えをさせていただきます。

まず、準備させていただいているのは、２トン車で１台程度の土のうを、町の資材

置き場のほうに常備させていただいているというものでございます。

それから、土のうの使い道につきましては、基本的に町が管理している道路の排水

機能が損なわれることによって個人の方の住宅ですとか、倉庫ですとか、そういった

ものに被害が及ぶ可能性がある場合については、その防止なり対応として使うという

ことが、まず第１の目的としては考えているということでございます。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 実はちょっと私の関係者のお店が今回冠水しそうになりまし

て、どうしたらいいのだろうというので市役所に電話したら、土のうを市役所の職員

の方が持ってきてくれて、それを店舗前に並べたという話を聞いたものだから、ちょ

っと嵐山町はどうなっているのかなということで、確認のために今回質問に入れたわ

けですけれども、土のうのやはり積み方というのも、ただとんとんとんって並べるだ

けではなくて、何か私ユーチューブで見ましたら、袋のとめたほうを下にして、斜め

に重ねてって、その上に泥を塗って、またその上に袋を載せてって、そういうのがユ

ーチューブに載っていたのですけれども、土のうの積み方というのは、それでよろし

のでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 土のうの積み方につきましては、さまざまな積み方が

あるというふうに承知をしております。今おっしゃられたような積み方もそうでしょ
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うし、より防水性を高めるのであれば、土のうを重しに使いながら、ビニールシート

を巻きながら、土のうをまた積み重ねていくというようなさまざまな方法が考えられ

ていると思います。それは、適宜その状況に応じて、その時々で実際に使われる方が

工夫をされる、そういった形で現実には対応されているのかなというふうに考えてお

ります。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） こちらの嵐山町におかれましては、職員により設置を行って

おりますというふうにさっき答弁をいただいたわけですけれども、そんなに冠水する

家もそんなにはないと思うのですが、しかしながら河川が嵐山町多くございますので、

その付近に住んでいらっしゃるお宅のやっぱり玄関先とか、窓のそばとかには置かな

くてはいけない場合もあったときに、ここに書いてあるとおり、職員等による設置が

十分できるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 幸い近年におきましては、町のほうの道路等につきま

しても、そういった機能が足りなかった部分につきましては改善を重ねまして、以前

は土のうのほうを事前に準備をさせていただいたような場所もございましたが、近年

ではそういった部分というのは解消されているというふうに理解をしております。た

だ、前回の台風につきましてはかなり雨が降りましてご心配になられて、台風９号の

後に、ちょっとその後の台風のときに、ちょっとうちは心配なので、土のうのほうを

貸していただけないかというようなお話もいただきましたが、そういった方につきま

しては、適宜現場のほうを確認させていただいて、そういったおそれがある場合につ

いては、事前に土のうのほうをそこに置かせていただく、設置をするというような対

応もとらせていただいております。現時点では、特に事前に貸し出しをしますという

ようなことではなくて、必要に応じてお話があれば、現地のほうを確認させていただ

いてということで、対応させていただきたいというふうに考えております。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひ積み方などもご指導していただければありがたいと思い

ますので、よろしくお願いしたいと思います。
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次に、３番目に移ります。嵐山町版地域おこし協力隊についてでございます。地方

創生加速化交付金事業の目玉である嵐山町版地域おこし協力隊は、農業、観光、歴史、

文化、まちづくりなどをつなげ、広げ、売り込み、活性化させる嵐山町の重要な役割

を担っていただくことを目的とした事業かと思います。

そこで、協力隊の中心となるコーディネーターの雇用が大変重要です。嵐山町とし

て、どのように採用を考えているのかお伺いします。採用に当たっての募集要項は、

（１）年齢、（２）キャリア、（３）賃金、（４）雇用期間、以上です。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（４）の答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、質問項目３の（１）から（４）につきましてお答えを

させていただきます。

嵐山町版地域おこし協力隊の中心となる地域活性化コーディネーターは、嵐山町の

地方創生において起爆的な事業であると認識をしております。本事業のコンセプトと

いたしましては、年齢としては比較的若く、将来的にはみずからが嵐山町において起

業をしてもらえるような方であるとともに、嵐山町をこよなく愛し、根気よく動ける

方、企画、実施力にあふれた方を想定しているところであります。具体的には、次の

要件を設定しているところでございます。

まず１つ目が、20歳以上39歳以下で、心身ともに健康で、地域活動に意欲と情熱が

あり、地域住民と積極的にコミュニケーションが図れる方、２つ目といたしまして、

地方公務員法第16条の欠格条項に該当しない方、３つ目が普通運転免許を取得してい

る方、最後４つ目が、パソコンの操作ができる方でございます。

活動時間につきましては、おおむね１週間40時間とし、嵐山町と観光協会とで協議

をしながら、毎月の活動計画を作成し、それに従い活動することとしております。

賃金につきましては、報償という形をとり、月額40万円として予算をいただいてお

ります。これについては、他の地域おこし協力隊が月額20万円程度としているのに対

し、破格であると考えております。ぜひとも優秀な人材を求めているところでありま

す。

任用期間につきましては、今年度は平成29年３月31日までとしており、その後は１

年ずつ延長し、最大平成31年３月31日までの任用としています。

キャリアについては、もちろんあったほうがよいかとは思いますが、絶対条件とは
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しておりません。あくまでも意欲と情熱がある方を優先し、そういった方を希望して

いるものでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） まず、（１）の年齢なのですけれども、20歳から39歳以下と

いうことで年齢をくくっておられますけれども、今副町長でいらっしゃる安藤さんは、

観光協会の事務局をやられていたのが、こちらを退職されて、そちらの業務をされて、

成果を上げたというのを伺っておりますが、別にこの年齢が39歳までというくくりに

しなくても、例えば定年退職をして、第二の人生を考えていらっしゃる方でも構わな

いのではないのだろうかなと思うのですけれども、その辺のあたりはどのようにお考

えでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

確かに今議員がおっしゃられるように、定年退職をしということは、それまでにい

ろんな経験をされてきたと、そういった経験を生かしてその次のステージということ

で、こういった役というふうに、そういったお考えも一つの考え方としてはあろうか

と思います。ただ、今回町が考えさせていただいたのは、想定をしているのは、今現

在できれば都内にいらっしゃって、都内はやはりいろんな情報があふれています。そ

ういった情報を常に得ることができて、いろんな情報を持っていると。少し地方って、

地方というほど嵐山は地方ではありませんが、少し都心から出て、自分の今まで得た

ものをそういった地域のために、ひとつ自分がやってやろうではないか、そういった

若さと情熱と行動力と、そういったものを兼ね備えた方、そういった方に来ていただ

いて、この嵐山町をかき回していただく、そんなようなことを考え、年齢についても

39歳以下、30代までというような形で今回は設定をさせていただいたというところで

ございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今、募集は、いつからかけるのでしたっけ。もうかけていら

っしゃるのでしたか。それとも、いつぐらいから。もしかけていないのなら、いつか
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ら募集をかけるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

今回のこのコーディネーターにつきましては、先ほどご答弁をさせていただきまし

たが、基本的には観光協会さんのほうで委嘱をしていただくということでございます。

そういった関係上、観光協会との協議も必要だということでございまして、ついせん

だって観光協会さんとお話し合いの機会を設け、同意をいただいたところでございま

すので、速やかに募集のほうをしてまいりたいというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 例えば先ほど意欲のある若い人にというお話なのですけれど

も、募集が出たときに、この年齢よりも上でも、嵐山町を変える意欲があるのだとい

う意気込みで連絡をしてくる方がいた場合には、何人かいらっしゃった場合には、面

接対応をされるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

これから募集を行うわけでございます。どれだけの方が応募をいただけるかどうか

というのは、全く未知数のところでございます。ただ、町としては、いい方に来てい

ただけるだけの条件は整えたつもりでございます。とにもかくにも人物によるという

ふうに思っています。そういったことから、当然お願いするに当たっては、人物重視

でいろいろ応募した方と、面接というのでしょうか、お話をし、この方ならという方

を選んでいきたいというふうに思っております。

年齢要件については、一つの基準として39歳以下ということで定めさせていただい

ておりますので、それは基準としてはあると。ただ、どうしてもそれに、何というの

でしょうか、例えば40歳だからだめというところについては、それはそのときの状況

によるのかなというふうに思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） 何かあえて年齢を上が70歳とかになってしまうと、やっぱり

大変だと思うのですけれども、やっぱり年齢余り区切ってしまうとどうなのかなって。

たまたまこの目的、定住を目的とする地域おこし隊ということで、ちょっとフェイス

ブックに載っていたものがあったのですけれども、人口をふやすために都市圏から若

者を引っ張ってくる。地元の若者と結婚して、たくさんお子さんを産んでいただいて、

地域おこし協力隊は定住して当たり前。その上で地域振興をしてほしいと言っても、

なかなか難しいよねというのがちょっとブログに書いてあって、ネガティブなこと言

って悪いのですけれども、やっぱりいろんなことが想定されるので、やはり若い人に

来ていただければ本当にありがたいのだけれども、ここであえて年齢をそこまで決め

つけなくても、60ぐらいまでだって平気ではないかなって私は思うので、検討の余地

はないのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

もう既にこの実施要綱、そういったものも定めた、形のほうはつくっておりまして、

その中では年齢要件も定めさせていただいております。今回につきましては、この採

用条件、こういったものを一つの基準として、まずはやってみたいというふうに考え

ております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 本当にいい人に来ていただきたいなと思います。それで、破

格のお値段で、本当40万、この近辺だと20万とかというお話なのに、40万というお金

をお支払いになって、町を活性化できるメンバーが本当に来ていただければ、本当に

私も幸いだと思いますので、頑張ってやっていただきたいと思うのですが、実は島根

県の邑南町というところでは、今町が日本一の子育ての村というのを提言しておりま

して、地域おこし協力隊の活用も取り組みの特徴だということで、農業や食に関心の

ある若者を「耕すシェフ」として都会から受け入れ、食材生産から調理、飲食店の運

営まで３年間研修し、協力隊の任期終了後には町内での起業、雇用を目指す。昨年３

月に広島から移住し、耕すシェフとして研修中の松平竜輝さん、この方は20歳の方な

んだけれども、通りがかった地元野菜をたくさんくれる農家の方、田舎ならではの関
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係がいいということで、任期後も定住を考えているというふうに書いてあるので、本

当に嵐山町、ノラボウナとかホウレンソウですとか、いろんなブランドになるお野菜

がありますので、この方はそういうお食事をつくるシェフということですけれども、

いろんな視点で嵐山町、活性化することをお祈り申し上げまして、この質問は終わり

にいたします。

次に、４番目の山の日の取り組みについて。今年の８月11日が国民の祝日、山の日

に定められました。山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日として、嵐山町で

は何かイベントを実施しましたか。また、今後の取り組みについてお考えはあります

か。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 それでは、質問項目４につきましてお答えいたします。

議員ご質問のとおり、国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律が施行され、

平成28年から８月11日は山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する日として、国民

の祝日、山の日となりました。嵐山町といたしましては、今年度は、山の日に関連す

るイベントは実施しておりません。

町体育協会山岳部では、登山に親しむとともに、町民相互の親睦を図るため、今年

度は10月15、16日に甲武信ケ岳登山を企画し、現在参加者を募集しているところでご

ざいます。開催時期につきましては、山の日近辺ですと、お盆休みと重なり、渋滞が

予想されることや、天候、暑さ等を考慮し、登山しやすい10月に開催しております。

来年度以降の町の取り組みについてですが、図書館において、山に関する図書コーナ

ーの設置や、山に関する映画を放映する等、山の日にちなんだイベントの取り組みを

検討いたしたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 来年は、図書館での取り組みをやっていただけるというご答

弁がございました。

８月11日が山の日ということで、何でこんな暑いときに休みをつくって、こんな日

にしてしまったのかなって、私は10月ぐらいにあったほうが山の日にはぴったりだっ

ただろうになと思いましたけれども、決まってしまったものはしようがないですけれ
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ども、山の日が個人消費を約1,000億円押し上げるという効果があるということが新

聞紙面に載っておりました。今年から祝日となる11日の山の日を前に、ＳＭＢＣ日興

証券が10日、こんな試算を発表しました。休日はレジャーや買い物の金額がふえるこ

とに加え、今年は平日の中でも消費が少ない木曜日が休みになり、押し上げ効果が高

まるということが書いてありましたので、嵐山町も今、昨年度、川のまるごと再生が

ありまして、大部山が整備。川の上のほうも整備されてきていることもあったりとか、

大平山、そんなに高い山はないのですけれども、嵐山町にもかわいい山がありますの

で、そういうところでも何かできたらいいのではないかなと思ったのですが、今課長

の答弁では図書館でということなのですが、本町において何かそういう山を使っての

来年は何かお考えを持つことはありますでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 お答えさせていただきます。

今議員おっしゃったとおり、嵐山町ですとなかなか山という山がないという形にな

ると思います。山の日、登山等々の関係で、若い人ですと、最近ですと山ガールとい

う、若い女性たちも山のほうを登っていったりしますし、先ほどの体協山岳部に参加

される方は、大体もう60代の方々が多くて、かといって平易な登山ではないのです。

今年度の甲武信ケ岳ですと標高は2,475メートル、過去５年間ですと、もう2,000メー

トル後半台の北アルプスですとか、八ケ岳ですとか、そういったかなり初心者ではち

ょっと厳しいぐらいのレベルの山なのですが、ちょうどそういうふうに、定年退職等

された後でも、若いときに山に親しまれた方々が、そういう本格的な山の楽しみもさ

れているということで、その辺に関しては少し底辺を広げていけるような形で、今後

も取り組んでいければと考えております。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひいろいろ取り組みを考えてやっていっていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。

次に行きます。５番目、個人カード普及について。社会保障と税の共通番号、マイ

ナンバー制度で使うＩＣチップ入りの個人番号カードの普及に向け、申請機能つきの

証明写真機を庁舎内に設置するお考えはあるか伺います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。
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村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 それでは、質問項目５につきまして、お答えをさせていただきま

す。

マイナンバーカードの申請、交付状況につきましては、８月31日時点で申請件数

1,588件、交付件数1,360件、申請率といたしまして8.8％、県平均では７月31日時点

で9.6％、全国平均9.1％であります。

ご質問の申請機能つき証明写真機設置につきましては、自庁設置型あるいは事業者

設置型の方法が考えられますが、前者におきましては写真機の販売基準に該当しない

こと、仮に購入できた場合、メンテナンスを含め高額な経費がかかることから、費用

対効果の面を見ると、設置は難しいと思われます。そして、後者におきましては、当

町の人口規模、カード交付状況等から、採算性を見て事業者が設置希望するか判断を

受けることとなります。したがいまして、現段階では設置スペースの問題、設置事業

者の対応から見まして、設置する考えはございません。なお、今後来庁者の利便性の

向上が図られる等、設置を希望する意見が多く、必要と判断とされる状況となった場

合、再度検討してまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 設置の考えはないということなのですが、これも新聞に載っ

ていました。こちらは、福島県の白河市、人口からするとうちは１万8,500に対しま

して、こちら６万4,000人いるから、ちょっと規模的にはやっぱり難しいのかなとは

思いましたけれども、実は設置に要する費用は業者側が全て負担、市には売り上げの

１割とともに行政財政を貸し出す場所代として、今年度10カ月分は３万1,400円が収

入となりましたという記事がありました。マイナンバー制度は、皆さんお手元にある

からご存じかと思いますけれども、ＱＲコードがついておりまして、ＱＲコードにス

マートフォンでカメラを当てると、そこから申請ができるシステムにはなっているの

ですけれども、やはり高齢者の方はスマートフォンを持っている需要が少ないですよ

ね。そういう中で、高齢者の方も申請はしたい、だけれども若い人たちに頼めば忙し

いからと言われてしますといった中に、福島県で設置してあるものは、もう今スーパ

ーなんかに証明写真機が片隅に、スーパーの片隅とかに置いてあるわけですけれども、

この証明写真機は、申請機能もついている写真機なのです。
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ですので、本当に容易に、高齢者の方でも、ＱＲコードをピッとスキャナーでスキ

ャンして、写真をパシッと撮って、もう申請ができるという形のもので、ましてや町

に設置する費用がかからなく、場所代がもらえて、売り上げの１割がもらえるという

ことが書いてありましたので、ぜひ検討していただきたいなと思いましたので、提案

させていただきましたけれども、今のお話を聞いて心変わりはしましたでしょうか。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えさせていただきます。

設置費用は全て事業者で行っていただいて、場所代もいただけるということでとい

うお話です。こちらで、その設置事業者につきまして何社かあるのですけれども、問

い合わせをしまして、調べました。まず、設置業者が設置する場合、まず他の市町村

におきましては、公募等によって行っているようです。その公募によりまして、その

事業者が人口規模とか、先ほど申しますけれども、カードの交付状況とか、あと人通

りが多いとか、そういったような状況を業者が判断いたしまして、設置しているよう

です。先ほども答弁で申し上げましたが、そのような、あったほうがいいという意見

が多数寄せられたりした場合は、そのような公募による設置につきまして、再度検討

していきたいと思っております。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひ検討していただきたいと思います。庁舎だけでなく、ふ

れあい交流センターでもよいかと思います。では、これは終わりにします。

次に、６番目です。動物愛護について。平成25年９月１日に動物の愛護及び管理に

関する法律の一部を改正する法律が施行されました。嵐山町では、その法律をもとに、

ぜひ犬、猫の殺処分ゼロを目指していただきたいと思います。特に鑑札の必要のない

猫は、地域からふん尿、鳴き声などの苦情が寄せられます。

そこで、（１）船橋市で作成しているような猫の飼育、管理に関するガイドライン

の作成の考えは。

（２）全町に人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトのチラシなどを活用

して、広報周知のお考えは。

（３）今後地域猫活動を進めていくために、ふるさと納税に動物愛護活動支援の項
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目の追加のお考えは。

（４）犬は、予防接種をすることで、玄関にステッカーを張っておりますけれども、

猫にはありません。飼い猫にも、玄関に猫ステッカーの配布を検討してはいかがです

か。防災の観点から、屋内に人間やペットが閉じ込められた場合、救助隊員にペット

が中にいるかもと伝えることもできます。

（５）捨て猫の頻発のある場所に、抑止力のための看板設置のお考えがあるか伺い

ます。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（５）の答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 それでは、答弁をさせていただきます。

まず、（１）につきましてお答えいたします。議員ご指摘のように、平成25年９月

に動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律が施行され、動物の所有者

の責務として、終生飼養が明記されました。都道府県等は、この終生飼養に反する理

由による引き取りを拒否できるようになり、また動物をみだりに殺傷したり、遺棄し

たり、あるいは虐待するなどの犯罪行為に対する罰則も強化されました。ご質問をい

ただいた船橋市あるいは柏市や立川市などでも作成しております猫の飼育管理に関す

るガイドラインにつきましては、法の趣旨や所有者の、飼い主と言いかえてもいいと

思うのですが、の心構えを周知徹底するとともに、飼い主のいない猫対策として、地

域猫活動について定めたものであろうかと思います。

（２）以降の答弁にも関連してまいりますが、当町では議員からの骨折りも賜りま

して、今年７月より川島地区で地域猫活動が始まったところでございまして、埼玉県

のモデル地区指定をいただける見通しとなったところでございます。モデル事業は、

本年より３カ年でございますが、町といたしましては、このモデル事業という性格上、

当面はその経過を見守り、その成果あるいは課題を見きわめた上で、ガイドラインを

含めた次なるステップへと進んでまいりたいと考えております。

続きまして、（２）につきましてお答えを申し上げます。環境省が推進する人と動

物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトは、前の質問項目に示した法の趣旨に基づ

き、飼い主や国民の意識を向上させ、最終的に犬、猫の殺処分ゼロを目指すものでご

ざいます。飼い主の身勝手等により、保健所などへ引き取られた全国の犬、猫の頭数

は、平成26年度の数値ですが、犬、５万3,000頭、猫、９万8,000頭、合わせて15万1,000頭
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に上ります。このうち猫は、７万9,700頭ほどが殺処分となっているということです。

ちなみに、当町から動物指導センターへ持ち込まれた頭数は、平成26年度で47頭、27年

度では21頭でございました。

町がプロジェクトに参加して特別な事業を行うかは、（１）でお答えしましたよう

に、始まったばかりの地域猫活動モデル事業の推移を見きわめた上で検討ということ

になろうかと存じますが、環境省がホームページで公開しているチラシ等は、自由に

使用することができますので、配布、活用の機会や方法を検討させていただきたいと

考えております。

続きまして、（３）につきましてお答え申し上げます。ふるさと納税を動物愛護活

動支援にということでございますが、まず動物愛護活動の事業があり、ボランティア

や物品寄附など、さまざまな活動の支援の一つとしてのふるさと納税の使い道指定と

いうことになろうかと思います。これも、前の答弁と内容が重複して恐縮ですが、現

在始まった地域猫活動は、あくまでもモデル事業でありまして、県からの事業費支援

がございます。町では、この事業の成果や課題等を見きわめた上で、その後の展開を

検討したいと考えております。ふるさと納税を含めた事業費支援についても、その際

の検討課題であろうかと存じます。

続きまして、（４）についてお答えを申し上げます。家庭動物等の飼養及び保管に

関する基準において、猫の室内飼育に努めることが明記されております。また、飼い

主の責任の一つとして、動物所有の明示がございます。しかし、ご指摘のとおり、犬

のような鑑札の装着や表示の義務はございません、猫の場合は。ただ、訪問者が不用

意に玄関ドアをあけてしまったために、猫が屋外へ逃げ出す事故などを防ぐために、

自主的に玄関先へステッカーを掲示する飼い主は少なくありません。また、災害など

の緊急事態に際し、屋内に取り残された猫を救出する手だてとしても、ステッカーや

レスキューカードの活用、あるいはマイクロチップの装着などが愛猫家の間で始まっ

ているということでございます。その際、個体の写真を入れる、あるいは頭数などを

記すというようなさまざまな情報の表示方法があり、公的な統一された基準というも

のは、現在のところ示されておりません。したがいまして、義務づけるというよりも、

奨励するというような考え方もあろうかと思われます。今後の検討課題とさせていた

だきたいと存じます。

最後に、（５）についてお答え申し上げます。抑止力としての看板設置は、既にご
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みの不法投棄などで一定の成果を上げてきております。しかし、地域猫活動にも言え

ることですが、看板設置によりかえって新たな捨て猫を呼び込んだり、結果的に無責

任な餌やりを招きかねないという懸念もございます。（２）でいただいたチラシによ

る広報周知や捨て猫禁止、餌やり禁止などの看板設置については、実施方法、効果な

どについて先進地の事例なども参考とするなど、慎重に検討をしてまいりたいと存じ

ます。

以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願い申し上げます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） （１）から再質問させていただきます。

船橋市では、ガイドラインというものができているのですが、今のご答弁では今回

地域猫、まだこれから補正予算の審議に入るところではございますが、今補正予算の

ほうに40万円の記載がございます。そういう活動が３年間にわたり、成果があらわれ

たときに、いろいろな取り組みを今後考えていきたいというご答弁でした。そういう

わけなのですが、飼い主のいない猫ちゃんのことをちょっとここでお話ししたいので

すけれども、飼い主のいない猫対策がまずありませんでした、今までは。飼い猫であ

れば、飼い主に苦情を言うこともできるのですけれども、飼い主のいない猫では、不

満の持って行き場がなく、結局被害を受けている方は、猫を憎むようになってしまい、

餌を与えている人の感情的な問題や、猫を傷つける事件などが起こってしまう。飼い

主のいない猫は、飼い猫が捨てられ、ふえたりしたものです。だから、飼い主が捨て

て、人がそういう被害を及ぼすような体制をつくってしまったということです。今後

猫を排除するのではなくて、地域の問題としてこれを捉えていってもらいたいと思う

のです。

猫も命あるものだという考え方、その地域にお住いの皆様の合意のもとで、地域で

猫を適正に管理しながら共生していく活動が、今回この地域猫活動です。具体的には、

不妊、去勢手術を行って、これ以上ふえないようにした上で、適切に餌を与え、食べ

残しやふん尿の掃除をして管理していくものです。屋外の猫の寿命は、４年程度と言

われておりますので、本当にこの期間だけしっかり取り組めば、苦情のないまちづく

りができるのかなと思います。

東京都で行われた３年間のプロジェクトの後に、飼い主のいない猫との共生モデル

プランのチラシ、文章の一部ですけれども、13年から15年まで取り組みを東京である
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ところでやったのですが、飼い主のいない猫との共生を目指すまちガイドブックがつ

くられたと、ここにも書いてありますので、今回地域猫の取り組みを本当に地域の方

々に知っていただきながら進めていくために、きょう皆様、議員のお手元に資料とし

まして人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトというものには、どういう取

り組みをして今そこにいる命をふやさない取り組みをしていくのかということが書い

てあるものと、ちょっとこれ全体的になってしまいます、順番というよりも。動物愛

護としてのくくりとして、ちょっと順番にはならないのですけれども、あと捨て猫、

捨て犬の禁止の看板、今答弁がございましたけれども、余りむやみにぼんぼん、ぼん

ぼん立てても逆効果になってしまうこともありますので、本当によく精査しながら、

どこに立てるのがふさわしいのかというのを勉強していかなくてはいけない。今、課

長もよく検討した上でという答弁もございました。

今回、川島地区で始まります地域猫の活動のお知らせということで、これ回覧版も

今度始まる地域で回していただいたものを皆様、議員の方々、また職員の方々のお手

元に配付をさせていただいたわけですけれども、ご理解をぜひいただきたいと思いま

す。このようなガイドライン、また（２）のチラシに関しましては、先ほど環境省か

ら出ているものだから、随時周知はできるというご答弁ございましたので、時期を見

ながら、課長のほうとしましても、広報紙のほうに入れていただけますでしょうか。

ここを確認いたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 まず、川島地区で始まりました地域猫活動につきましては、

モデル事業でございます。このモデル事業が失敗しますと、ここでつまずいてしまい

ます。ですから、殺処分ゼロという大きな目標に向かって、重要な一つの試金石にな

るのかなと考えております。

そういう意味で、さまざまな活動、その成果ですとか、課題というものをしっかり

と評価をして、そして３年間の活動に町も積極的に支援をして、また大きな期待も持

っているとこでございますので、まずできることは、一つとしてこの活動の周知につ

いて、多くの町民の方に知っていただくということもありますので、ぜひこうした環

境省のチラシですとか、そういったものも活用させていただきたいと思いますし、広

報あるいは相談をさせていただきまして、学校の子供たちの教育の場ですとか、いろ
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んなところに活用を検討をさせていただきたいというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 畠山議員の一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。

再開時間を２時40分といたします。

休 憩 午後 ２時３１分

再 開 午後 ２時４１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

畠山美幸議員の継続質問からです。第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今、課長からは学校のほうまでも周知をしていただけるとい

うありがたいご答弁をいただきました。（２）のさっきの答弁の中に、周知という観

点からなのですけれども、平成26年度には47頭、27年度には21頭の動物が動物指導セ

ンターへ持ち込まれたというご答弁がございました。これ果たして、これ譲渡会とか、

これはされたのでしょうか。この犬だか、犬と猫と両方合わせてなのか、譲渡会をさ

れたのか、確認したいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答えいたします。

この平成26年47頭、27年21頭につきましては、嵐山町から動物指導センターに持ち

込まれた猫の数でございます。持ち込まれた数でございまして、このうち何頭が殺処

分になっているかという情報はいただいておりません。引き取りのための譲渡会が行

われたという情報も得ておりませんけれども、動物指導センターでは一定のルールの

もとに研修等をやっていただくとか、いろんな家の条件ですとか、そういうものをク

リアすれば譲っていただける猫もいるというふうに伺っておりますので、この中には

何頭かについては、もらわれていった可能性もあろうかと思います。それから、譲渡

会については、この近隣ですと川越あたり、熊谷あたりで実施されているという情報

はいただいておりますけれども、熊谷市の動物指導センターで行われたということは

聞いておりません。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） できればこの27年度は21頭いたわけですので、何らかの方法

で町のほうの広報、ツイッターなどなど使いながら、今動物指導センターにはこうい

う猫がいますよという動画を流すとか、何らかの譲渡会ではないですけれども、嵐山

町から出ていったその猫たちを引き取る方法を考えていただきたいと思いますけれど

も、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 先ほども申し上げましたように、ちょっと詳しくは今現在申

し上げられないのですが、例えば生まれたての小さな子猫の場合には譲渡の対象には

ならないと。それから病気を持っていたりとか、そういうものについても譲渡の対象

にならない。動物指導センターの中に譲渡してもいいという条件がございまして、そ

れをクリアしたものが初めて譲渡の対象になると。そして、もらう引き取る側にして

も、家に猫がいないとか、世話ができるとかいろいろな条件がございまして、その双

方が合致したときにそういうことができるということでございます。動物指導センタ

ーで譲渡のできる動物について、どの程度一般に周知をされているかということにつ

いては、今ちょっと情報を持っておりませんが、そういう意味でその指導センターの

ほうにぜひそういうものがいれば広く周知をしていただきたいということで働きかけ

はできるかと思います。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひそれでよろしくお願いいたします。

（３）のふるさと納税のことをお伺いいたします。先ほどの答弁では、とにかくこ

の３年間のモデル事業が済んでからいろいろ考えましょうということで書いてはあり

ますけれども、今回このふるさと納税、嵐山町でもふるさと納税チョイスと言ったけ

かな、名前がふるさとチョイスというものにインターネットで今上げております、嵐

山町も。今年度からかな。それで、2014年の嵐山町におかれましてのふるさと納税は

１件の20万円でした。15年、昨年度が一気にこのふるさとチョイスにしたおかげで16件

93万円に膨れ上がりました。５倍近くになりました。

一方、ある広島県の取り組みなのですけれども、ここはＮＰＯ法人があるところな

のですけれども、ここも殺処分をゼロを目指しているＮＰＯ法人さん、ピースウィン

ズ・ジャパンていう法人がございまして、ここではふるさとチョイスのところに殺処
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分ゼロに向けてということで、１億円目標金額しているのだよというのをうたって、

ホームページの一番トップに出るようにつくっていました。そうしましたところが、

昨年もう達成してしまったのですね、それが。ＮＰＯ法人。それで幾らになったけな。

2014年が7,862万円、3,859件の寄附があったと。これトータルですよ。それで2015年

が１万5,256件、３億9,117万2,250円のふるさと納税があったと書いてありました。

こちらの広島県の選べる使い道ということでふるさと納税をいただいた、そのいただ

いた納税の使い道が分散しています。（１）教養のまちをするための推進に使います

よ、（２）学習環境の整備、小中高の連携教育の支援ですよ、（３）子育て支援ですよ、

（４）高齢者障害者のためですよ、で７項目ありまして、７番目にこういったＮＰＯ

法人に充てますよということがうたってあって、これだけの金額が集まったというこ

とが書いてあります。

それで、私も今回は本当に今地域猫の会が昨年の11月に発足しまして、今回県の補

助金をもらって川島でやらせていただけるお話が出たので本当によかったなと思って

いるのですけれども、本当に猫の会の方々もどうやってお金を工面しようかって努力

されているのですよね。手術が普通でやると１万5,000円から２万円ぐらい１匹に対

してかかってしまうところを、今上尾の「さくら耳基金」といって、野良猫専門に手

術をしてくれる先生がおりまして、そこまで今運んでいる状況です。そうしましたら、

１匹に対して5,000円の手術代で今済んでおりますので、今そこに通って、一生懸命

やっていただいています。餌をあげて「ふえるではないか」と言う人がいるのですけ

れども、餌を上げて猫との関係をうまくつくらないと捕まえられないのですよね。た

だ、いきなし捕獲器を置いて捕まえるということができなくて、ふだんからやっぱり

人間だってそうではないですか、やっぱりふだんから仲よくしていなかったら、急に

は仲よくなれません。動物も同じで、やはり餌を上げて、だんだん友達になって、捕

獲器を置いて捕まえて手術に連れていって、またもとの位置に戻すという作業をして

いただいているのに、今いろんなところ、お祭りで何々を売ってという形で今お金を

ためているところなので、本当に今川島で始まるところの猫たちに関しましては資金

があるのだけれども、ほかのところで苦情があったり見つけたときに手だてができな

いというのがやっぱりふえる原因になってしまいますので、やっぱりそういうとこも

食いとめていかなくてはならないというので、今地域猫の会の方々が本当に苦労され

ているところなので、このふるさと納税の項目に入れていただけたら、幾らかでも資
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金が回るのかなというので入れさせていただいたのですが、町長、ふるさと納税、先

ほど３年間の成果を見なくてはこれはできないよというような感じの答弁だったと思

うのですが、いかがなのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 動物愛護について大変お骨折りをいただいて、猫については何回かあ

りますよね、質問いただいております。この前は猫カフェをつくってくださいという

話もありました。猫を通じて動物愛護、命の大切さというものについて、いろいろ発

信をしていきたいということだと思うのですけれども、猫の現状というのは、先日の

ヌエックのパネル展示で全く悲惨な状況だなというのを見させていただきました。ど

うにかしないと、ではどうにかしたいという思いというのは、あれを見れば誰もがそ

ういう思いになるのだなというふうに思うのですね。

ただ、反論するわけではないのですけれども、この動物愛護の根の深さというのは

今もう大変なことだと思うのですね。外来生物、入ってくる。それで、堀にはワニが

出てきたり、カミツキガメがいるとか、それから日本にはいないはずの魚がいるとか、

爬虫類から鳥から何ていうことなく、自分がかわいがりたいときだけかわいがって、

あとは構わないよ。もうこういうことが動物だけではなくて、これが人間にも動いて

きてしまったらどういうことになるのか。そういうのが午前中からいろいろ話がある

松山での事件の何かの根底に行っているとしたら、全く恐ろしいことだと思うのです

ね。ですので、動物愛護というものを通じて、そして命の大切さ、動物の命の大切さ、

ひいては人間の命が大切さというものをみんなでわかり合えるというか、そういうこ

との大切さというのは、改めて聞く中で感じました。

それで前にも話したかもしれませんけれども、サントリー財団というところの鳥の

あれだったですかね。「トゥデー・イズ・バード、トゥモロー・イズ・マン」という、

「きょうは鳥が危ないよ、だけれどもこの命はあしたはおまえらだよ」ということだ

と思うのですね。そういうふうに人を考えないで、好き勝手なことやっていてはだめ

ですよということなのですよ。そういうのの一歩だと思うのですね。ですので、どう

いう形でどう進めたらいいのか。猫だけのやり方というのはちょっと私もわかりませ

んけれども、先日テレビを見ていたら、テレビだか新聞だかに猫の島ってのがあって、

そこのところには猫がいっぱいいる絵が、写真がありまして、それでそこから猫好き
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の人たちが船に乗って猫に会いに行く。それで島おこしになるのだというふうな話が

ありました。そういうところは猫をどうやって管理をしているのかなというふうに思

いながら見たのですけれども、ああいう形でうまくできるといいなと思うのですけれ

ども、いろいろ畠山議員さんからご提言をいただいているものも、担当課としていろ

いろ聞いているわけですので、今後の参考にぜひさせていただいて、命の大切さとい

うところにつなげていけるような、動物愛護になればいいなというふうに思っており

ます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） そのためにはやっぱりちょっと資金がないと大変なので、ふ

るさと納税にということでご質問したのですが、よろしくお願いしたいと思います。

（４）のほうに移ります。猫ステッカーなのですが、先ほども言っていましたとお

り、ドアをあけるとしゃしゃって逃げてしまったりとか、あと緊急時、地震で家が倒

壊したときにこのうちには人間はいたのは知っているけれども、動物までなんていう

ところまでいかないと困るなというので、犬は鑑札が玄関に張ってあるのですけれど

も、猫にはないのでこういうようなステッカーをぜひつくってもらえたらなと思いま

して。今回、川島で始まるときにご意見頂戴したのが、地域の方からのご意見を頂戴

したのが、飼い猫なのか、野良猫なのか判断がつかないよねというご意見がありまし

て、万が一飼い猫を手術したらどうするのだというお話もあったものですから、やは

りいろんなあの手この手をやっていかなくてはいけないなということで、今回猫を飼

っている方はこのステッカーを川島の、今回予算が使えるかどうかわかりませんけれ

ども、こういうステッカーをまずは川島は対象地域はつけてもらいながら、首輪の徹

底もするとか何らかの方法を考えていきたいと思うのですが、今回川島地区におかれ

まして、対象地区でこういう添付はいかがなものでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 先ほど答弁申し上げましたように、なかなか町がこの事業を、

即それでは始めますというわけにはまいりません。というのは、先ほどから申し上げ

ましたように、このモデル事業のその成果、あるいは問題点というものをきちっと精

査をして評価をした上で、その後の町の方向というものが決まってくるかと思います。

あるいは現在の活動についても、活動をやりながら目標なり計画なりがさらにきちっ
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としたものになっていく、積み上がっていくということがあると思うのですね。そう

いう中で、先ほどの広島の神石高原町のピースウィンズ・ジャパンの活動についても、

例えば犬の養育費や医療費に幾らかかる、収容する施設に幾らかかる、そして譲渡セ

ンターというものをつくってそこの運営にも幾らかかる、さらにそこに人件費がどれ

だけかかるというような積み上げの上に１億円という数字が出てきているわけです。

そういう具体的な事業の計画があって、いつまでにどれだけ殺処分ゼロを達成するの

だというような目標があって、そういう計画の上に幾ら必要なのだということが出て

くるわけですね。

ですから、嵐山町の場合にも、先ほどのふるさと納税もそうですけれども、このモ

デル事業の実施の上に次のステップがあるわけでございまして、その段階ではさまざ

まな経費の捻出方法というのがあろうかと思います。クラウドファンディングなんて

いう方法もあるかと思いますし、それからお金でなくて物品の寄附ですとか、それか

ら労働の奉仕、いわゆるボランティアというやり方もあるかと思います。その中に町

が幾ら経費を出しましょうということも出てくると思いますし、先への課題というの

は非常に多岐にわたっているかと思います。

ステッカーの話でございましたけれども、これもどういう方法があるか、私の手元

で調べたものだけでもいろいろなステッカーがあります。それは個々の団体や個人で

いろいろお考えになってやられているということもありますので、今回のモデル事業

の中でぜひお試しをいただいて、その活動の中で実際にやってみていただいてどんな

方法がいいのかということを研究してみていただければいいかなというふうに、そん

なふうに今考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） よろしいかと思います。

では、次に５番目に（５）です。看板の設置なのですが、この間先週の月曜日なの

です、駅西口に箱が置いてありまして、段ボール箱が、子猫ちゃん５匹が捨ててあり

ました。心ある人がそれを拾ってくださって、譲渡されて今幸せに暮らしていますけ

れども、やはりここしばらく駅はいなかったなと思ったのですけれども、とか、あと

笛吹峠などにも昔はよく頻繁に捨てられておりました。よく捨てられている箇所とい

うのは町は把握されておりますか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 今おっしゃったような傾向があるというのは存じております

が、どこの場所にどれだけというような細かいところまでは把握しておりません。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 余りあちらこちらに人も通らないようなところに、ばしばし

こういうのを立ててしまっても、先ほど課長の答弁にあるように、それは逆効果にな

ってしまうのかなって私も思います。ですので、今回やっぱり人通りがあって、関心

の、こういうことしたらこういうことになるのだよというのを見ていただくためにも

今回、駅西口とか東口とかそういうところにとりあえず最初取っかかりとしてぜひ設

置を、さっき私が印刷物で配付したものよりももっとインパクトのあるようなものを

つくって、やっていただきたいと思いますけれども、その件に関しましてはどうでし

ょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 先ほど答弁申し上げたとおりでございますが、環境省でもこ

のようなポスターをつくっております。先ほど申し上げましたように、効果的な場所

を選んで実施したいと思いますし、まず何よりも法律で虐待や遺棄は違法行為ですよ

と、罰則がありますよということについては広く周知を図っていく。気軽に捨てられ

ては困りますので、広く周知を図っていくということはとても大切なことかというふ

うに考えておりますので、設置の場所につきましては検討させていただきまして、大

きな効果が期待できるような方法を考えさせていただきたいと思います。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） ぜひお願いしたいと思います。本当に先ほど来、お話しして

いますとおり、今地域猫の会の方々が、最初は点でいたわけです、嵐山町内。それが

今線で結ばれて、これがこれから面になって嵐山町内全部に網羅ができて、本当にこ

ういうかわいそうな動物殺処分ゼロの町になることを、この３年間でやっていく決意

のある方々だと思いますので、頑張って取り組んでいっていきたいと思いますので、

この質問に関しましては終わります。

次、７番目です。まちおこしについて。秋の嵐山まつりで武者行列に加え、仮装猫
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行列でまちおこしをしてはいかがですか。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、質問項目７につきましてお答えをさせていただき

ます。

駅周辺を含め、まちのにぎわいを取り戻すための仕掛けや方策は町にとっても大変

に重要なことであり、人の集まるイベント等の開催については大変有効なことである

と考えております。ご提案の仮装猫行列につきましては、今後の参考とさせていただ

きますが、昨年から町内の有志によります地域振興イベントとしてハロウィンパーテ

ィーが行われております。これは、駅から直売所を動線とした収穫を祝う仮装パーテ

ィーでありますが、猫仮装で行列に加わるのもよいのではないかと思っております。

また、嵐山まつりにおいては、嵐丸君と一緒に行動していただきまして、町のＰＲに

一役買っていただければと思っております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 私も、このハロウィンパーティーの企画があるということを

知らなくて、この間課長のところにお話に行ったら、今年はこういうイベントがある

のだよというのを伺いましたので、ああ、どういう人たちがやるのかなと思ったら、

今回夏まつりも本当に若い親子の方々が、昨年とは違うまた若い年齢層が平均年齢が

下がったなと思うぐらいのダンスで盛り上がって、とってもいいお祭りだったなと思

いました。あの姿を見て、ああいう若い人たちが出てくれるダンススクールの皆様に

協力をいただきながら、できれば暑い時期ではコスプレするのが大変なので、涼しい

時期はいつだろうって、ハロウィンパーティーがいいのだけれども、ハロウィンが必

ず週末とも土日とも限らないしと思ったときに、11月のいつも頭にある嵐山まつりが

あるなと。嵐山まつりは武者行列はやっているけれども、あれを１日中やっているわ

けではないから、あいている時間帯でそういう猫の仮装をして、場合によったら美容

師さんにブースをつくって、500円ぐらい払えばメイクもして、猫メイクというので

すか、劇団四季のキャッツってありますけれども、ああいうようなメイクをする方も

いてくれると本当にまちおこしになるなと思ったのですね。

それが、実は東京の神楽坂で化け猫フェスティバルというのを何年か前からやって
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いるみたいなのですね。これ私、ちょっとたまたまテレビつけたらやっていて、あっ、

これはおもしろいなと思ったので、今年は2016年10月16日に、これは参加費を取るの

です。子供は無料なのだけれども大人は500円で、猫をテーマにした仮装をしてくる

ことということで、仮装をしてきてもいいし、当日受け付けは１時半からメイクをし

たりとか何かして、２時からパレードがスタートで４時には終わりますよということ

になっているというのがありまして、ああ、これこういうのをやるとまちおこしで、

今地域猫の会の皆様もいるのでアピールになるなと思ったのです。このハロウィンパ

ーティーに今回、これダンスの方々がメーンなのか、それとも私たちも参加したいと

いうと参加ができるのか。その辺、どういう要綱になっているのでしょう、このハロ

ウィンパーティーは。

〇大野敏行議長 畠山議員に申し上げます。一般質問の残り時間が５分となっておりま

す。

それでは、答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

ハロウィンパーティーのほうでございますけれども、先ほど申し上げましたように、

地域振興イベントとしまして全くの民間の実行委員会のほうで企画をして実行がされ

るものでございます。開催日につきましては、今年でございますけれども、10月の23日

の日曜日に予定をするそうでございます。時間に関しては、10時から夕方の４時まで

というふうな予定と聞いております。それと、参加者の募集等のポスターに関して、

今つくっている最中というふうに聞いておりますけれども、募集期間がいつからであ

るかというふうなところについては、ちょっと確認がとれておりません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今後まちおこしの一環としてまたいろいろとこういうものに

取り組んでいけたらと思いますので、そのときにはぜひまたよろしくお願いしたいと

思います。

以上をもちまして質問を終わりにします。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。
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△ 本 秀 二 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日３番目の一般質問は受付番号７番、議席番号１番、 本

秀二議員。

初めに、質問事項１の役場庁舎における国旗、町章の掲揚についてからです。どう

ぞ。

〔１番 本秀二議員一般質問席登壇〕

〇１番（ 本秀二議員） １番議員、 本秀二でございます。議長さんからご指名をい

ただきましたので、私の一般質問をさせていただきます。

大項目、３点の質問になります。まず、１点目です。役場庁舎における国旗、町章

の掲揚について。嵐山町役場庁舎には国旗等の掲揚ポールが設置されていますが、開

庁時の国旗掲揚が見られません。県下の多くの市町村庁舎で開庁時に国旗、市町村旗

が掲揚されているものと思います。嵐山町が開庁時に国旗や町章を掲揚していない理

由及び今後の国旗、町章に掲揚に対する考え方をお伺いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、大項目１につきまして、お答えをさせていただきます。

開庁時における役場庁舎前ポールへの国旗等の掲揚につきましては、平成８年に現

庁舎が移転した当時、その時点では実施をしておりました。その後、時期が定かでは

ありませんが、何らかの理由により掲揚が行われなくなり、現在に至っているという

のが現状でございます。議員のご質問をいただき、改めまして近隣の状況も調査をさ

せていただきました。そのところ、郡内７町では毎日掲揚しているのが３町、掲揚し

ていないのが本町を含め４町でございました。ただし、市なども含め範囲を広げて調

査を行いますれば、掲揚している割合はもっと大きくなるものと考えております。今

後の国旗、町旗の掲揚に対する考え方でございますが、役場庁舎は町を象徴する施設

であり、そこに町旗及び国旗が掲揚されていることは自然な姿であろうと思います。

開庁時には掲揚するように準備を進めたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 前向きなご回答をいただきまして、ありがとうございます。

実は幾らか上げない方向になるのかなとも思いましたけれども、私、自分で県下各市



- 215 -

町村に電話をして聞き取りをしましたところ、今の回答とは違って、国旗、県旗、市

町村旗を掲揚していますと答えていただいたところが18、それと国旗と市町村旗を掲

げていますというところが42、それで一方、市町村旗だけを掲げているというところ

が２の自治体であります。嵐山町だけが掲揚していないのかと私は思ったのですけれ

ども、今の課長さんからのご回答をいただいたのを聞きますと、そういうところがあ

ると、いろいろ私の調査の仕方が悪かったのか、あるいは電話調査でしたのでそんな

に重く受け取らないで答えていただいたのか知りませんが、前向きな方向で検討して

いただくということなので、いろいろ考えてきましたが、質問のほうはそんなにしな

いで、私の自分の考えだけを少し述べさせていただきます。

現在オリンピックが、パラリンピックをやっているわけですけれども、その活躍の

姿を日本中の多くの国民が見て、大変感動したことだと思います。また、選手はユニ

ホームの胸の日の丸をさわっているわけなのです。私、インタビューしたわけではな

いので、何でさわっているのかわかりませんけれども、思うところでは多分、戦うの

は自分一人なのだけれども、日本では多くの人が日の丸を見て応援してくれているの

だということを胸に思って、それで渾身の力を振り絞って戦っているのだと私は想像

しておりました。また、金メダル、銀メダル、銅メダルに輝いた人たちは日本の日の

丸を背中に羽織ったり掲げたりして、見てくれということで非常に晴れ晴れしい顔を

しているわけです。これを見ると、やはり日の丸というものは国民を結びつけている

ものではないのだろうかと私は思うわけです。そして、そういった観点から見ると、

役場のシンボルの庁舎に日の丸が上がっていないのは、実に寂しいなという気がして

おります。

実は、少し議論が進むかと思って、学校のポールに日の丸がないのはということで

考えたのですけれども、きょうは質問に学校のことは書いておりませんので触れませ

んけれども、できれば私の気持ちとしてはそういう町の出先のほうでも学校でも全て

国旗を上げていただきたいと。これは、やっぱり学校の教育指導要領ですか、これに

も学校では入学式、卒業式には国旗を掲揚して国歌を斉唱してくださいというような

ことが書いてあります。やっぱりそれには、それは子供たちが将来、国際社会に出て

日本の国旗を理解を示して、それでやっぱり日本だけではなくて、外国の国旗に対し

ても理解を深めて外国人から尊敬されるような、そういった人物に育っていくという

ことを目標にしているのではないかと、このように思うわけです。せっかくの機会で
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すので、そういった意味で教育長さん、町長から一言、ご感想をいただきたいと思い

ます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 本議員さんに質問をお答えをさせていただきます。

今回のご提案といいますか、国旗の掲揚についてという質問をいただきまして、大

変面目ないといいますか、身の引き締まる思いがいたしました。日本の国の自治体の

一つであり、そして国の示す方向を守っていく、守らなければならない、それによっ

てまちづくりをやっている自治体としては、大変恥ずかしい状況であったというふう

に理解をしております。一日も早く日本国の嵐山町として恥ずかしくない国旗掲揚を

しっかり続けていきたいというふうに思っておりまして、今回のご提言、ご質問につ

いて、本当にありがたく思っております。大変ありがとうございます。

〇大野敏行議長 小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

本議員ご指摘のように、学習指導要領の中に学校行事、特に入学式、卒業式等に

おいては、国旗を掲揚し国歌を斉唱する、これが私が現役のときに一番の課題であり

まして、新設校に行ったときに国旗が掲揚されなかった。歴代の校長先生が何回もト

ライしました。結果的にはだめでありまして、私はそのとき教頭だったのですけれど

も、教頭の責任あるなということで職員と論戦を闘いました。最後に校長先生が選ん

だのは、フェアプレーでいこうと。国旗の意義、国歌の意義、これを職員で１月にな

ると３月の卒業式に向かっていつでもディスカッションやるのですよ。流れてしまう

のです、これ。しかし、やはりさすが先生方ですよね。これらについて、無記名でマ

ルかバツかでやりましたら、マルのほうがやや多かった。民主的に、反対された方も

マルが多いのだから国旗を掲揚しようということになりまして、卒業式に国旗が掲揚

されました。

今でも覚えていますが、私が嵐山にお世話になったときにはもう既に上がっていま

した。そういうときも学校教育の中にありました。私が若いときに、高崎沿線にある

学校が教室に全部日の丸が掲げてありました。私はいかがなものかなって個人的には

思いました。当時は、祝日にはみんな、私のうちもそうだったですが、ここに掲げら

れましたよね。だから、違和感なかったのですけれども、学校教育の中で現在は嵐山
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町はポールに上がっておりませんけれども、式ではきちっとできておるということで、

先生方の理解と子供に指導いただいているなと思いますし、また体育祭、運動会には

児童生徒はこういうふうに国旗掲揚ということをやっておりまして、これらについて

も行われているというふうに理解しております。今後も国旗を愛し、国歌をきちっと、

日本の歌をいろんな場面で聞くのはうれしいことでございますので、そういった中で

学校教育の中に学習指導要領の精神を尊重する教育をさらに充実していくことが大事

だと思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 町長、教育長、大変ありがたい言葉をいただきまして、うれ

しく思っております。

それでは、２番目に移りたいと思います。嵐山町は現在、交通死亡事故ゼロ2,047日

更新中です。交通死亡事故の発生状況のみで交通安全対策を評価することはできませ

んが、交通死亡事故ゼロを目指した各種交通安全対策は極めて効果的だと考えており

ます。交通安全対策は、ソフト面では交通安全教育や交通安全啓蒙活動の推進、ハー

ド面では道路の拡幅、歩道の整備、道路形状の改良や道路照明、防護柵、カーブミラ

ー等の交通安全施設の設置のほか、道路区画線等道路標示の整備があります。ハード

面では、地域により具体的な要望も聞かれているところですが、私は全町的な問題と

して道路区画線等道路標示の補修整備を必要とする箇所が多いのではないかと危惧し

ております。交通安全対策上からも道路標示の重要性は申すまでもありません。

そこで、道路標示補修箇所の把握、情報管理、補修の現状と課題についてお伺いい

たします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、質問項目２につきまして、お答えをいたし

ます。

補修箇所の把握は、職員が日常で気がついた箇所の情報と、あと町民の方など道路

の利用者から提供される情報により把握をしているところでございます。この情報は

懸案事項として記録し、予算編成の際に整理し対応しております。

区画線等の路面標示は主に幹線道路、通学路及び市街地や集落内の生活道路に整備
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をしております。そのうち幹線道路や交通量の多い道路については、舗装、補修、修

繕にあわせて路面標示を整備しております。しかし、路面標示は交通量にもよります

が、10年から15年ほどで摩耗や経年劣化で修繕の必要が生じてくるため、舗装修繕の

前に補修の時期が到来いたしますので、この部分について対応が不十分な状況がござ

います。また、市街地や集落内の生活道路や通学路では舗装修繕のサイクルが長くな

るため、同様に対応が不十分な状況はございますが、ＰＴＡからの要望により通学路

を優先に順次対応しているところでございます。いずれにいたしましても、限られた

予算において効率的に修繕を進めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） それでは、大きい問題の再質問に入らせていただきます。

資料としてお配りしました写真が載っておりますけれども、実はそれはそこを補修

していただきたいということで写真を撮って載せたわけではありません。よくできて

いる標示とできていないものを比較してみると、いかに交通安全上に寄与しているか、

あるいはまちの美観にとっても非常によいかというところを見ていただきたいと思っ

て、資料をつけさせていただきました。

また、答弁がありましたように、幹線道路につきましては非常によく整備されてい

るほうだと思います。254のバイパスにつきましても、中学校前のあたりは大分劣化

しておりますけれども、その他についてはおおむね十分だと思っておりますし、主要

道路ですか、深谷線ですか、これについても一部ここはというとこもあるのですけれ

ども、また役場庁舎のつなぎ道路になっている県道がありますけれども、あそこの部

分は区間は短いのですけれども、非常に危険な状態になっていると。また、消防関係

者の方から伺いますと、消防の消火栓があるのですけれども、そこの黄色いところが

夜間になるともうわかりづらいのだと、しっかりそういう標示がしてあればよく目立

つのだというな話もあります。そういうことで、私が多いと申し上げたのは、答弁に

もありましたとおり、裏道的なところですか、そういうところでは非常に結構目立つ

なというふうには感じております。

それで、把握された情報なのでございますけれども、管理者が国道と県道、あるい

は町で管理するもの、それから公安委員会で管理するものといろいろあるわけなので

すけれども、団地とかあるいは市街地に入って非常に目立つのが、公安委員会で規制
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している「止まれ」の標示です。これがもう薄れて消えかけているところが非常に多

いというのが目立ちました。

それで、こういったいろいろ管理者が違うところで、あそこが薄くなっている、こ

こが薄くなっているという情報が入ってくるわけですけれども、そういった情報が入

ってくると、どのようにその情報を処理してどのように補修までに至っているのか、

その過程について、いろいろ管理者が違うわけですから、難しいところはあると思う

のですけれども、そこについてちょっとご説明いただきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、お答えをさせていただきます。

議員が今ご指摘されたとおり、道路の路面標示につきましては、各道路の管理者別、

それから交通を管理している警察のほうで管理をしなければならない部分、それから

道路を設置している道路管理者のほうで管理する部分という形で役割分担がされてい

る部分がございます。ただ、実際にその辺は 本議員はご存じでいたということでご

ざいますが、一般の方はなかなかその部分まではご承知の方は少ないかなというふう

に思います。一般的に、町のほうへ道路の路面標示についてご連絡いただくものにつ

きましては、そういった部分というのは一切関係なしにここのこの場所がちょっと路

面標示がなくなっていると、そういったことでご連絡、情報をいただきますので、そ

ういったものにつきましては各道路管理者別、もしくは交通管理者の方、部署へそれ

ぞれこちらのほうからこういった情報が上がっていると、対応をお願いしたいという

ことでご連絡を申し上げております。

また、町が管理している部分につきましては、先ほど申し上げましたとおり、懸案

事項として管理はさせていただいて、当初予算の際に順次整備をさせていただいてい

るという状態でございます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） それで、情報の管理なのですけれども、私紙ベースでの情報

管理になるのか、あるいは細かくデータベースにして、道路の地点あるいは距離、そ

れから種別とか、剥離している劣化道です、そういったものを評価してデータベース

でホームページなんかで公表する、あるいはそういうものに載せておくということで

管理されると、町民の方がどこどこが劣化しているということで調べると、ちゃんと
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コンピューターで見られると。そうすると、ああ、ここはもう既に役場では把握して

いるのだなと、そういうことでわかるわけなのです。それと、またそういうことで、

いろいろ細かいデータを蓄積されて、それをもとに道路管理者にあそこはこういうふ

うな状況になっておりますとか、そういう情報提供するとやはりそういうものに載っ

ているとなると、これはやっぱり意識するわけですよ。もちろん役場にとっても、皆

さんにとってもそれは載るわけですから、これは早く何とかしていかなくてはならな

いとかということで、計画的に処理されていくのではないかというふうに思っている

わけなのです。もちろん予算が絡むことですから、そう次から次というふうには私も

考えてはおりませんけれども、一つの方法としてそういうことができるのではないか

と思っているのですけれども、これについて考え、いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 今議員からご指摘をいただいた方法というのも一つの

方法かとはございますが、現時点では今、先ほど答弁をさせていただいたとおり、日

常の業務の中での点検とか、あと気がついた部分、そういったものにつきましては、

一応今懸案事項という紙べースではございますが、そういった形で位置等につきまし

ては把握をしてございます。将来的にはそういった部分でいろいろな区画線以外でも

町が管理している、こちらの部署で言わせていただければ、道路施設等を管理してい

く上ではそういったもののデータベース化というのは、これからの時代の流れなのか

なというふうには感じております。今実際に重要な構造物等につきましては、点検マ

ニュアルといったものが順次、国を通して構築をされつつございますので、そういっ

たものの動向を見ながら細部、そういった細かいところにまでは、将来的にはそうい

ったものも進んでいくのではないかなと思います。そういったものにつきましては、

常に関心を持ちながら管理のほうは進めていきたいというに考えております。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ぜひそういった方向で検討していただくということで、ひと

つよろしくお願いしたいと思います。

それで、予算のことも出てきておるわけなのですけれども、道路区画線等の瑕疵担

保、瑕疵担保というのは要するに傷です、溶融式でペイントやると瑕疵担保は12カ月、

それからペイント式の加熱式でやると９カ月、これとペイント式の常温式でやると３
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カ月というふうに、そういうふうに書いてある本もあるわけなのですけれども、溶融

式で白線を引く、12カ月以内に何かえらい剥離が進んで劣化した、そういうふうなも

のはこれは業者の責任だというふうに言われるわけなのですけれども、実際そんなに

早く劣化するわけはないのですけれども、溶融式あるいはペイントの加熱式、それか

らペイントの常温式ですか、こういった３つのあるのですけれども、これの耐用年数

についてはどのぐらいだというふうに見ておられますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 すみません、技術的な根拠に基づいてちょっとお答え

できる状況では今ございませんが、管理をしてきている中で、先ほど申し上げました

とおり、10年から15年が限界かなというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 瑕疵によるものではないので、そのくらいはもつということ

ですね。そうすると、町でいつも仕事を依頼するわけですけれども、どの方式でやら

れているわけですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 町のほうで一般的に採用しているのは溶融式でござい

ます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） これも私資料を見ていましたら、溶融式ですとメートル、私

の調べた資料ですから、これはここの町ではどのぐらいでやっているかわかりません

よ、溶融式でメートル230円、それからペイント式の加熱式がメートル95円、それと

常温式がメートル72円ていうことになっているのです。このあれで、２キロで計算す

ると溶融式が46万、それからペイント式の加熱式が19万、常温式が14万なのです。そ

れで、先ほどの瑕疵担保の年数で見るとわずか３カ月しか瑕疵担保は違わないのに、

値段でいうとえらい違うわけなのですよ。そうすると、さすがにペイント式の加熱式

と常温式では相当差があるので、これは劣化が激しくてだめだなということはわかる

のですけれども、溶融式とペイントの加熱式だとそんなに耐用年数も変わらないので

はないのかという私、気がしているのです。それで、道路によってはそのペイント式
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の加熱式とか安いもので多少劣化が早いとしても、二度塗りまたやれば多分見積もり

は安く上がるのではないかというな気もしているのですけれども、その辺は研究され

たことございますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 お答えをさせていただきます。

工法の選定につきましては、一応県の基準に基づきまして選定をして、溶融式とい

う形で採用させていただいておりますが、今ご指摘いただいたそちらの工法別に経済

効果等を考えて、その辺につきましてはまた検討してみたいと思います。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ぜひ検討していただいて、安く、しかもまめにできればこれ

は非常に町にとっていいことではないかと思いますんで、この辺はぜひひとつ一考し

ていただきたいと思います。

それでは、次の質問に入りたいと思います。３、大規模災害に伴う避難所運営につ

いて。大規模災害により住宅に甚大な被害をこうむると、被災者は長期の避難生活を

余議なくされます。特に大震災では被害が広範囲にわたり、避難者の数も膨大になる

ことが東日本大震災や熊本大地震からも明らかです。一瞬にして肉親を失い、住まい

をなくし、恐怖と悲しみと失意の中で不自由きわまりない避難生活を送ることになり

ます。特に高齢者、障害者、乳幼児、妊産婦、持病者、女性等は避難所の環境によっ

てはさらなる苦痛を伴い、関連死等、災害被害の拡大にもつながっております。減災

への取り組みとして、また少しでも快適な避難所生活が送られるためにも、避難所の

運営が極めて重要だと思っております。

そこで、嵐山町の避難所運営マニュアルはどのようになっているのか、また熊本地

震の避難所運営をはじめとする初動対応での課題についてお伺いします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 では、質問項目３につきましてお答えをさせていただきます。

議員ご指摘のように、大規模災害時の避難所生活につきましては長期にわたること

が懸念されるため、避難者のニーズを的確に把握するとともに良好な生活の確保など

に配慮した避難所運営が求められるものでございます。町が定めております地域防災
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計画では、避難所の運営は原則として自主防災組織を中心とした避難者の自主運営に

よるものとしており、その役割等を規定しているところでございます。しかしながら、

実際の運営に必要と思われる避難所運営マニュアルにつきましては、現在のところ整

備できていない状況であり、早急に手がけてまいりたいと考えております。

次に、避難所開設時における初動対応の課題につきましては、大きく次の２点にな

ると思われます。１点は、避難所における避難者の不安軽減、もう一点は避難所開設

に当たっての自主防災組織との連携でございます。避難所における避難者の不安軽減

につきましては、近年の災害による避難所の情報を見ても明らかなように、災害の状

況や、家族、知人等の安否情報などの情報提供が強く求められております。また、町

の備蓄品や支援物資をどのように的確に配布をするかという問題もございます。災害

による避難で不安になっている方々にとって、非常食といえども、食べることで心の

落ちつきを取り戻すことができると思います。こういった避難者の心と食のケアにつ

いても、避難所運営マニュアルに盛り込んでいきたいと考えております。

また、避難所開設に当たっての自主防災組織との連携につきましては、町内12の自

主防災組織と町との連携は最重要事案でございます。特に避難所の開設から運営に至

るまで、自主防災組織に負うところは大変大きいものであります。この自主防災組織

との連携についても、避難所マニュアル作成を通して、詳細に検討してまいりたいと

考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ただいま避難所運営マニュアルについては、今後作成してい

くとのご答弁でした。平成25年３月に嵐山町地域防災計画が改定されているわけです。

東日本大震災を踏まえてです。その計画の46ページには、避難所を指定した場合にお

いて、施設及び場所ごとに運営のためのマニュアルを作成すると書かれています。

109ページあるいは110ページにおいては、その計画の詳細な項目が載っているわけで

あります。私は、マニュアルは作成されているものと思っていたわけですね。本当は

その作成されているものの中身でいろいろお話をさせていただきたいと思ったのです

けれども、入り口になってしまいました。大災害が発生すると、まずは自分の身の安

全を守る、そして周りの人を助ける、その次がやはり避難所に逃げ込むわけです。そ

れで、その避難所で長期になるかもしれない。だから防災計画はこの避難所運営計画
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が肝だと私は思っているのです。今までずっと多分つくっていなかったのだと思いま

すけれども、この改定した後にも３年もたっているわけ、もう４年もたとうとしてい

るのですけれども、いまだに作成されていないということについて、町の見解につい

てちょっとお伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

ただいま議員さんからお話をいただき、痛切に感じているところございます。計画

の中には議員さんのお話のとおり、当然作成し、その計画に基づきこうこうというふ

うに規定がされているところでございます。

今回、議会の中では多くの議員の皆様からこの災害に対する、防災に対するご質問

をいただき、それに対しても例えば、昨日もハザードマップのお話が出ました。やは

り町としてやらなければならないこと、本当に山積をしている状況だと、これは本当

に現実として受けとめなければいけないというふうに思っております。ただ、こうし

たものについて、一足飛びにできましたということも、これも現実的ではないという

ふうに考えております。私ども一つ一つ着実にやるべきことをやっていく、今はその

ような決意でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） わかりました。さらに責めるような形で大変私も心苦しいの

ですけれども、明らかにするところはきちっと明らかにして対策を充てていかなけれ

ばならないという観点でもう一つお聞きしたいのですけれども、私、熊本では確かに

このマニュアルをつくっているとこは半分ぐらいしかなかったって言われているので

す。それで埼玉県はどうなのかと思って、埼玉県に聞きましたところ、63の自治体の

うちの55で作成している、あとの８の自治体では今つくっているところだというふう

な回答でした。だけれども、８の自治体の名前を私、挙げてもらったのですけれども、

その中に嵐山が入っていないのですよ。ということは、県では嵐山町はマニュアルは

つくっているものだということで認識していると思うのですよ。ですから、その辺の

ところがやっぱり非常にまずいのではないかと私は思っているのですけれども、いか

がでしょうか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

避難所の運営マニュアルということで、私ご答弁を申し上げたところでございます。

このマニュアルにつきましては、実は昨年度手がけ始めまして、今案という形でつく

ってはおるのですが、これは他市町村のものを参考につくったものでございまして、

ただそれを本当に嵐山町に合ったような形でというところまでは、まだ見直しができ

ておりませんので、何とかこちらについては早急につくっていきたいなというふうに

思っております。

ちょっと今議員さんがおっしゃられた数字というのが、ちょっと私のほうで把握は

しておらないのですが、もしかしたら業務継続計画、その策定状況の数字ではないか

なとちょっと思ったのですけれども、その業務継続計画につきましては嵐山町は25年

の４月に策定をしておりまして、その中では避難所の開設については、こうこうこう

というような形で規定はしております。恐らくその計画について、８団体ぐらいが未

策定ではないかなというふうに記憶しているところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） わかりました。

それと、また傷口に塩を塗るような形で申しわけないのですけれども、避難所の指

定になっている菅谷中学校です。ここは収容人員が700人となっているのです。この

700人というのが、どうやって数字出てくるか、私ちょっと疑問に思うのですよ。こ

の700人というのはどうして出てきた数字だか教えていただけますか。

〇大野敏行議長 本秀二議員の一般質問の途中ですが、ここで暫時休憩をいたします。

再開時間を４時といたします。

休 憩 午後 ３時３８分

再 開 午後 ３時５９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

本秀二議員の再質問に対する答弁からです。

青木地域支援課長。
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〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

避難所と指定をしております菅谷中学校の収容人員700人の根拠というようなご質

問かと思います。この地域防災計画でございますが、嵐山町で初めて策定をしたのが

平成10年１月に策定をしたというに記憶しております。実はそのときの資料を確認を

させていただいたのですけれども、その最初の地域防災計画上も菅谷中学校700人と

なっております。どういった根拠でこの700人を設定したかというのは、大変申しわ

けございませんが、その根拠のほうは、同じ数字を今も継続をしているということで

ございますので、不確かでございます。ただ、今の災害対策基本法における考え方で

ございますが、避難所に２つあるのだと思うのですね。１つは、差し迫った災害から

本当に緊急的に避難をする避難場所としての避難所という、そういった考え方が１つ

ございまして、それともう一つは一定期間、その災害がおさまるまで、あるいは生活

の再建が図れるまでの間、一定期間を避難所でお過ごしをいただく、そういった避難

所、こういった２つの避難所の区分というのでしょうか、そういったものがございま

す。現在の町の地域防災計画上の避難所の位置づけについては、こういった２つの区

分けがされていないような形で避難所というような、計画上位置づけがなされており

ますので、こういった部分についても地域防災計画見直しの際に、きちんと現在の法

の規定に合ったような形で位置づけをしてまいりたいと考えておるとこでございま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） わかりました。私はこれをお聞きしたのは、マニュアルがな

ければ、要するに学校を使うわけですから、まず学校の管理者や教育委員会いろいろ

な人に集まってもらって、どの部屋を子供たちが確保しておくかということもまず考

えなくてはいけない。それから授乳する部屋はどれだろうかとか、あるいは支援物資

を入れるところの部屋はどこだろうかとか、あるいは子供を遊ばせる部屋はどこにし

ようかとか、年寄りで非常に重篤な人らはどこに置くかとか、いろいろそういうもの

を割らなくては、配置しなくてはならないと思うのです。それで体育館が居住スペー

スだとすれば、まず通路を確保しないと、ぐちゃぐちゃになったところで生活はでき

ないわけなので、通路を確保していかなくてはならない。そうしますと、自然ともう

そこで収容できる人はどのくらいなのだろうかということが出てくるわけなのです
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よ。そこで初めて避難所ではどのくらい収容できますよという数字が出てくるのでは

ないかなと私は思うのですよ。ですから、マニュアルが必要なのですよということを

強調したくて、ちょっと意地の悪いような質問をしてしまったのですけれども、そう

いうことなのです。

それで、先般７月28日に町民ホールに民生委員、児童委員の協議会の主催の防災講

演がありました。ここでしてくれって講演をしていただいた方が何ておっしゃいまし

たか、ちょっと名前書き落としてしまったかもしれません、講演をしてくれたわけな

のです。そこで講演を聞いていて、こういう避難所なんかで女性の性被害まであると、

それから女性の人ですからいろいろそういう女性特有の物をもらいに行っても、そこ

には男の人しか座ってないと。そうすると、ちょっともう言い出しにくい。それから

いただきたいと言っても何枚ですかと数を言われる、そういうような状態ではとても

避難所の運営はできませんよと。やっぱりそこには女性の視点で見て女性の意見をい

っぱい入れるような、そういうものをつくっていかなければだめなのですというよう

な話をお聞きしまして、なるほどな、その辺がやっぱり大事なのだなということを非

常に感じました。

これは、国のいろんな防災の本を見ましても、そういうこと書いてあるのですけれ

ども、実際にそういうふうに具体的な例を挙げて現場で働いてきた人の話を聞くと、

なるほどというふうによく理解できるわけなのです。ですから、嵐山町にも防災組織

があります。平澤なら平澤で大議員が防災の委員になっているのですけれども、果た

してそういう人たちが防災委員で町の防災を、地域の防災をやっていていいのかと思

うわけなのですよ。きのうもいろいろ議論あって、中学生もやってもらったらどうだ

ろうかという話も出てきましたけれども、やっぱり女性からそういった学生からお年

寄りまで、みんなそういうところに加わって、それで避難所に行って、みんなで避難

所をここにこういうふうになるのですよというようなマニュアルに従って説明をした

り、何か問題点はないですかとかとそういう討論をしたり、そういうことをしていか

ないと生きたものにならないのではないかなということがあって、そのことを実は言

いたくてこれを議題に上げたのですけれども、まあ、わかりました。早くそういった

ものをつくっていただいて、やっていただきたいと思います。

きょう資料２を見ていただきたいのですけれども、これは地震調査研究推進本部、

これが出したものなのですが、27年の４月ですか、きのうもちょっと副町長さん、触
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れられておりましたけれども、少し変わりましたよという、評価が変わったよという

ことを言っていらっしゃいましたけれども、このことだと思うのですが、今までは深

谷・綾瀬川断層、これを関東平野北西縁断層帯の滞域と言ったらしいのですけれども、

これが今変わって、活断層が新たにわかったというような形で、名前も深谷断層帯、

綾瀬川断層に変わっているのですが、地震の発生するパーセントも、確率もこれも見

直されているのです。それで、前まではたしか、ほぼゼロから0.008だったですか。

そういうふうにずっと言われてきたのですけれども、去年の４月からほぼゼロから

0.1％に上がっているわけなのですよね。だけれどもこれって、0.以下だから大した

ことないではないかというような捉え方するかもしれませんけれども、0.008が0.1に

なったわけですから、それはすごく確率が上がったと私は思うのですよね。

ちなみに熊本で発生した布田川断層帯と日奈久断層帯ですか、ここは当初ほぼゼロ

％から６％ということで評価されていたのですけれども、ここで地震が起きてしまっ

た、こういうことなのですよ。だけれども、今の、去年の新しいので見ますと、ほぼ

ゼロからたしか16％までに日奈久断層が確率が上がっているのです。ですから、かな

りの数字で上がっているわけなのです。だから３％以上は超Ｓ、Ｓ級の危険性があり

ますよというふうに新しく危険度の評価が出ているわけなのです。そういうこともあ

りますので、そんなにないよというような話ではないと私は思っています。そういう

ことで、前向きにどんどんやっぱり対策をとっていかないとならないのではないかな

と思っております。

それで、熊本地震での特徴ですか、課題ですか、そういったものをここに、先ほど

答弁していただいたのですけれども、まさにこの答弁のとおりなのですよね。いろい

ろそういう課題が挙げられているわけなのです。そこで、私がまただめ押しのような

話をして申しわけないのですけれども、熊本では車中泊とテント泊が非常にクローズ

アップされたといいますか、そういう人が多くなると。今後もそういった地震がある

とそういう方がふえるのではないか、自宅で避難する人、あるいはテント、あるいは

車中泊とかいろいろ、それこそいろんな形でそういう避難をすると。そうすると、避

難所に集まっていて避難所の運営しているとそのテントにいる人たちはどこへ、では

受け取りに行けばいいのだ、支援物資もらいに行けばいいのだ、そういうようなこと

になるわけなのです。ですから、もうその辺までも考えなくてはならないということ

で、菅谷中学校が避難所であれば、菅谷中学校からどこどこの範囲まではそこで対応
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するのだよとか、小学校は反対側のところ、ここまで網羅するのだよとか、そういう

計画までが必要になってくるのではないのかなということを感じております。

それと、２つ目なのですけれども、熊本地震は物資輸送で非常に混乱が見られたと、

先ほども課長さん言っていましたけれども、そういうふうに言われております。これ

は東日本大震災の教訓を踏まえて、国が直接物資を送れるようなプッシュ型の輸送に

変わったのです。それでそれがうまくいったらしいのです。でも、届いたところから

先の１マイル、これが届かなくなったのだということなのです。ですから、嵐山町も

どこを拠点にしてそこからどういうふうにやるのだというな計画も、これは考えてお

かなくてはならないではないかなと、こういうふうに私は思いました。

それと、３つ目には被災者証明の発行の混乱が指摘されているのです。嵐山町の防

災計画を見ますと、何々課で対応が無理なときには総務課に応援を求めるって書いて

あるのですけれども、実際熊本地震では国からは最大50人、他の自治体から635人が

被災者証明の発行の関係で応援に行っているわけなのです。そうすると、その人たち

を受け入れて、中には詳しい人もいるけれども、素人の人もいるわけなのです。そう

すると、そういう人たちをある程度教育をして、それで被災者証明の発行の仕事をし

てもらうようになるわけです。そうすると、受け入れ態勢です。だから、自分たちで

やれるところの話ではないと思うのです。ですから、どこにそういう場所を設けて、

どこで発給審査、もちろんこういう計画を細かくつくっても、計画したところが潰れ

ていては全然話にならないのではないかという、そういう議論もあるわけなのですけ

れども、そういうことはでも考えておかなくてはならないというふうに私は思うわけ

なのです。

それで熊本でも雨が降ったときの対応を考えていなくて、現地、いろいろ視察に行

くわけですから、そういうことが非常に手落ちのようなことになってしまったという

なことが指摘されております。そういうなことで、いろいろやれば切りのないような

話で、きのうからも副町長さんがあれもつくらなくてはならない、これもやらなくて

はならないということで、大変な時代に入っているわけなんで、非常に執行側の苦労

というのもよくわかるのですけれども、やはりやるべきことは遅々としてもやってい

かなくてはならない、このように思うわけです。遅々と言ったのですけれども、早い

にこしたことはないのですから、余り遅々としていたのではしようがないので、スム

ーズにスピーディーにやっていってもらわなくてはならないなと、このように今思う
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わけです。いろいろまだちょっと言いたいこともあったわけなのですけれども、今ま

でのお話を聞かれまして、町長、いかがにお感じになっておられますでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 いろいろご指摘をいただきましてありがとうございます。冒頭ちょっ

と申しましたけれども、大変恥ずかしい話なのですけれども、嵐山町は避難所開設と

いう前に、避難所関係の点について大変おくれております。東北の大震災発生をして、

そのころには避難所というのはここだと、避難所があれば間に合うのだみたいな感じ

だったのですけれども、あの震災の様子を見る中で、避難所ではこういうことが、あ

あいうことが、そういうことがということを次から次にできなければいけない。福祉

避難所なんてのは聞いていなかったと言ったら全くあれですけれども、そういうよう

な状況でした。そういう中にあって嵐山町では、ではどうしようということで急遽、

国のあるいは県のいろんなそういう情報を得ながら嵐山町のをつくってきているわけ

ですけれども、まだいろんな点で本当におくれてしまっているわけで、これから冒頭

の副町長の挨拶にもありましたけれども、専門家等のご指導をいただいたり、知恵を

かしていただいて嵐山町版をしっかり早目につくっていくということ。

それともう一つ、いざといったときの招集、集合、そういうような状況というのが

どういう状況ですかという質問もいただきました。それが、担当だから来るのだとい

うことでなくて、震度幾つあるいは雨量が幾つ、あした台風が来るよといったときに

は、もうその心構えをしていこうというぐらいな形のところまでどんどん進めていか

ないと、町民の負託に応えられないなというふうに改めて今感じているところですの

で、いろいろご指摘いただいたことを参考にして、嵐山町版をしっかりしたものをつ

くって、町民の負託に応えていけるようにやっていきたいというふうに考えておりま

す。いろいろご指摘をいただきまして、本当にありがとうございます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） 町長からは前向きに非常に力強く答えていただきまして、ぜ

ひ大変な中でしょうけれども、頑張っていただいて、スピーディーにひとつ進めてい

ただくようにお願いいたしまして、私の質問を終わらせていただきます。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。
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△ 河 井 勝 久 議 員

〇大野敏行議長 続いて、本日最後の一般質問は受付番号８番、議席番号８番、河井勝

久議員。

初めに、質問事項１の町制施行50周年についてからです。どうぞ。

〔８番 河井勝久議員一般質問席登壇〕

〇８番（河井勝久議員） 議長のご指名を受けましたので、一般質問を通告で従ってさ

せていただきます。

まず、私は１点だけということでありますけれども、町制施行の50周年について。

嵐山町が来年、町制施行50周年を迎えるわけであります。この50年の行政は、多くの

先輩たちの努力と町民の協力のもとに築かれてきました。今日の嵐山町があるという

ふうに思っております。施行記念に向けてのさまざまな行事が予定されていると思い

ますけれども、どのような取り組みが当面されるのか。また、この50年を機に、次の

100年に向かってどういうふうにしていくのか、新たな考えも伺いたいと思います。

（１）としまして、これまでの50年をどう捉えているのか。

（２）に、記念行事と事業の取り組みについて。

（３）といたしましては、少子高齢化が進むこれからの50年は、これまでの建設の

50年と違いが出るのではというふうに考えております。現状を維持していく中、特別

のものを除き新設な事業というのは大変難しくなるだろうというふうに思っておりま

す。町民要望にどう応えていくのか、これからのまちづくりについてお伺いいたしま

す。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、まず私のほうから（１）から（３）についてお答えを

させていただきます。

まず、（１）についてでございますが、嵐山町のこれまでの50年間を顧みますと、

昭和42年の町制施行時の人口、社会資本、産業構造、行政規模などは、現在と比較す

ると大きく異なっておりました。その後の社会、経済の進展に合わせ、町は目指すべ

き将来像を定め、目標実現のための施策を行いながら、町民主体のまちづくりを進め、

現在に至っていると考えております。

人口で見ますと、町制施行時の１万148人だったものが、現在では減少傾向には転
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じているものの、約1.8倍の１万8,120人余という状況になっています。また、社会資

本について言えば、例えば道路の舗装状況一つ見ても、県道でさえ未舗装部分があっ

たものが現在では主要道路から生活道路に至るまで、未舗装道路はほぼ見られなくな

りました。このように学校施設をはじめ、公共施設の整備も大幅に進められてきまし

た。さらに、住民のライフスタイルの多様化、物流の高速化、情報通信の高速化など、

さまざまな分野における技術革新などの大きな変化があったことなどにより、町の姿

も変化してきております。また、一方では風光明媚な自然環境や由緒ある数々の史跡

など、町制施行から現在に至るまで変わらずに守られているものもございます。これ

ら全ての面において、これまでの50年の間、住民が安全で安心して暮らせるまちづく

り、豊かな自然を生かし、活力あるまちづくりを進めてきた結果が現在の嵐山町の姿

であると考えております。

続きまして、（２）についてお答えをさせていただきます。町では、町制施行50周

年を迎える平成29年度において、各種記念事業等を実施していきたいと考えておりま

す。平成28年度におきましては、既に記念誌の発行等につきまして準備を開始してい

るところでございますが、平成29年度に実施する関連事業等につきましては、８月に

一般公募委員の募集を行った町制施行50周年記念事業検討委員会によりさらに検討を

進めてまいりたいと考えております。なお、想定される記念行事や事業につきまして

は、記念式典のほか、文化団体やスポーツ団体をはじめとする各種団体により記念事

業と位置づけた事業を実施していただくなど、町民参加型の事業を多く実施できれば

と考えております。

続きまして、（３）についてお答えをさせていただきます。少子高齢化が進めば、

財政規模の縮小は避けられません。この状況に歯どめをかけるために、昨年度嵐山町

人口ビジョン及び嵐山町総合戦略を策定し、既に具体的な事業を展開しているところ

でございます。議員のご質問のとおり、これまでの50年の大半は成長、発展の時代で

ありました。人口減少社会に転じたこれからの50年との違いは明らかであり、限られ

た財源の有効かつ的確な執行がさらに求められると考えております。また、公共施設

等につきましても、利用者が減少すれば現状のまま維持することは困難となることが

予想されます。人口減少に伴う財政規模の縮小に対応していくためには、今後は公共

施設についての統廃合や複合化について十分に検討し、町民の理解を得ながら進めて

いくことが必要と思われます。経費の広角的な配分を行うことにより町民の要望に応
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え、限られた予算の有効な活用を今後も図ってまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 今答えていただきましたけれども、（１）につきまして、こ

れまでの50年というのは、嵐山町も昭和42年に町制を施行したと。昭和39年に東京オ

リンピックがあったと。その東京オリンピックを目標として首都圏を中心に建設ラッ

シュが始まってくると。あと東京一極集中というのがあって、それがドーナツ型に今

度はとりわけ首都圏を中心として人口が神奈川、埼玉、千葉にドーナツ状にふえてき

ていると。その結果が、昭和40年代の住宅ブームとかそういうものと一緒になると同

時に、さまざまな工業等の発展等があって、いわゆる40年代というのはまさに田中角

栄さんが言いましたように、列島改造論が大きく広がってそういう形になってきたと。

それは当然、おのずとさまざまな形でいろんなものにはね返ってきたという形の中で

の、嵐山町も１万人ちょっとで始まったわけです。それが、今日１万8,000人何がし

になっているわけでありますけれども、そういう中でおのずとそういうものがあった

という形で、町としてもさまざまな事業計画を組みながら今日の町ができてきたと。

それの評価というのは、我々も大きく評価してきているわけであります。そういうも

のが今、課長さんの答弁の中にもあらわれているわけでありますけれども、これまで

の50年はそのように捉えてきたのだろうというふうに思っているわけでありますけれ

ども、これの答弁の中でまだこういうものがあったのだよという形を、ありましたら

答えていただけばというふうに思っているのですが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 本当に河井議員さんの今お話しのように、この50年、一口に言い

ましても、本当に発展の時代、それから町長にご就任をいただいた時代、これは本当

にある意味では財政の危機という中での財政改革、そういったものもございました。

そういった中でも嵐山町といたしますと、県の支援をいただきながら、花見台の工業

団地の建設、あるいは関越インターチェンジの建設、こういったものがあって今の嵐

山町があるというふうに考えております。今現在の嵐山町の財政力、これを支えてい

るものもこういった先人の努力のたまものによって、その基盤がある程度保たれてい

るということが大きな原因になっているというふうに思います。
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それから、もう一つはやはり学校の施設整備、こういったものが嵐山町にありまし

ては、小学校が鎌形小学校も入れて４校、中学校が２校というこの面積、この人口に

あってこれだけの学校施設を整備をできたということも、これも先人の皆様方の町民

のご理解を得ながらということで教育に力を入れてきたたまものかなというふうに考

えております。そういったところで、嵐山町ではさまざまな課題について、その都度

真摯に向き合い、そしてそれを克服してきた結果が今にあると、そのように考えてい

る次第でございます。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） ありがとうございます。そういうことで、私もそのように考

え方を持って、この50年というのは嵐山まちづくりになってきたのだろうというふう

に思っているとこです。

次の２番に移らせていただきます。40年のときもさまざまな記念行事があったわけ

でありますけれども、とりわけ50年というと一つの節目になってくるわけです。先ほ

ども答えていただきましたところでは、来年のことになるわけでありますけれども、

既に記念行事の検討委員会で検討を始めているということであります。その検討委員

会の中でのさまざまな取り組みがされてくるのだろうというふうに思っておるわけで

ありますけれども、具体的にどんなものが検討されてきているのか。もし、まだその

ものが具体的になってないということなのでしょうか、その辺はあと半年、半年ちょ

っとあるわけですけれども、どういう形になっていくのか。それから予算化を伴うも

のも出てくるのだろうと思いますけれども、３月予算の中でこれが決まってくるのか、

あるいは12月の補正の中で早目に決めてしまうのか、それらも含めてどういうふうな

取り組みが検討されてきているのか、わかりましたらお伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えさせていただきますが、今の検討委員会につきましてはま

だ発足ができておりませんで、先ほど申し上げました答弁の中では、８月に一般町民

の募集をさせていただいたということで、８月いっぱいでそれを一応締め切らせてい

ただいた。ところが、こちらの応募に関しましては、はっきり言ってございませんで

した。そういったことで、一般質問の中でも以前お答えをさせていただいたのですけ

れども、今現在各種団体、女性の団体あるいは若者の団体、こういったところへこち
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らに参画をしていただくようにということでお願いをしている、その準備をしている

ということでございます。こちらについては、ほかの依頼すべき審議会等の委員さん

については、既に内部の庁内会議で決定をしておりますので、そちらに順次お願いを

してまいりたいと、そして早急に早い段階でこの検討委員会を立ち上げたいというふ

うに考えております。

ただ、実際、河井議員さんのお尋ねの中にもございますように、50周年の施行事業、

これの中には既にもうある程度決められていると言ってはなんですけれども、こうい

った事業は定例的に行うべき事業というのがございまして、それは式典でありました

り、式典に伴うイベントでありましたり、あるいは今年度から既に準備を始めなけれ

ばならない、間に合わない事業については予算をいただきながら、例えば記念ビデオ

の作成ですとか、それについては着手をしておりますし、記念誌の発行事業について

もこれも着手をしていると。それから、内部的に検討している例えば、まだこれはは

っきりしておりませんけれど、文化スポーツ課のほうで例えば町民スポーツの日に実

施をするようなイベント、こういったところで通常の町民体育祭ではなくてプラスア

ルファでお願いできないかというな部分については、そういった行動も行っておりま

す。

そういったことで今年度から着々と事業を進めなければならないものについては既

に始めさせていただいて、なおかつこの検討委員会の中では先ほど申し上げましたよ

うに、町民の参加型、できればそういった文化団体やスポーツ団体が自主的にこんな

記念イベントを自分たちで行いたいと、通常の例えば大会ではなくて、それに50周年

記念してさらにプラスアルファで自分たちはこういうことをやりたいのだというよう

な提案をいただく中で、ぜひそれを実施していただくと。そして、そのためには町の

ほうがどんな支援ができるのか、人的な支援、財政的な支援、例えば補助金であると

か、そういったことをその検討委員会の中で協議をしていただいて、できればその検

討委員会に参加していただいた委員さん方には提案をしていただくのだけではなく

て、自主的にその実行部隊ではないのですけれども、実行主体として来年度動いてい

ただけるような、そんな検討委員会で進められれば大変町民参加型のイベント行事と

いうものが実施できる土台ができ上がっていくのではないかな、そんなふうに考えて

いる次第でございます。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。
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〇８番（河井勝久議員） 私も、ちょっと町民の方からも聞かれたことに、50年という

節目の中で、嵐山町今まで年間行事の中では嵐山まつり、夏まつりと秋の中で２回や

ってきているわけです。やっぱりこういう中で町民参加の記念行事の中には例えば町

の駐車場や何かも開放して、そこで町の人たちのバザーをみたいな形でイベント行事

をやったらどうかというような話も聞きました。それには、いろんな町内の商店なん

かも店舗なんかをそこに持ってきて、それで嵐山町とかあるいは何かと同じような形

でやったら町内業者もある程度潤うこともできるのではないかというものもあって、

それは町民が全部参加するわけですから、そういうものもある程度提案していったほ

うがいいのではないのかなというふうに言われたのですけれども、それらについては

各団体の中で検討してもらえばいいと思うのですけれども、町のそれについての考え

方というのはありますでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 今河井議員さんがおっしゃっていただきましたように、ぜひこの

来年の記念イベントといいますか、事業については本当に町民参加型、いわゆる参加

型というよりむしろ主催でやっていただくような形で提案をしていただけると大変い

いのではないかというふうに考えております。はっきり申し上げて、町は全て財政的

にそれを、ではこういったいい事業があったからということで、全て町が人的にも財

政的にもそれを全て100％賄うということでは、とてもではないのですけれども、は

っきり申し上げてできない。ある程度やはり自分たちでもこれだけやるから町でこう

いったところを援助してもらえれば、こういったいいイベントができるよというよう

な、そういったご提案をやっていただけるような形になれば、本当に町と町民と、そ

していろんな団体がそれぞれが主体となって記念イベントができるということになり

ますので、そういったものを目指していければ大変いいなというふうに考えている次

第でございます。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 記念式典だけではなくて、町民がそこに参加してやっぱり50周

年を祝うという形をとっていただければ、これは一番いい50年になるだろうと思いま

す。それはこれからのさまざまな検討の中で出てくるのだろうと思います。今までも

議員さんの中からいろいろと質問が出てきた記念のこの中では、子供議会あるいは女
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性議会等もしばらくやられていないのでやってみたらどうか、とりわけ子供議会なん

かでも中学生、高校生、次の世代を担う人たちからの意見を取り入れるような形で若

者の意見、あるいは女性の意見が出てくるようないわゆる議会を開いたらどうかと思

うのです。やっぱりそこには、そういう子供、青年あるいは女性の目線で町をどう捉

えているのかについては、さまざまなまた意見が出てくると思うのですけれども、そ

れらについては検討する余地はないのでしょうか、お聞きしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 議会の関係のこともやったらというようなお話ですけれども、今課長

答弁のように、議会で50周年を何をやるかということもあると思うので、そういうよ

うなことも視野に入れて進めていただけたらいいのではないかなと感じています。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） ぜひこれも議会側でも議会報の編集委員会等の中でもいろい

ろと議論をしてきていたわけなのですけれども、特集を出すような議論もされており

ます。そういう面で見ますと、ぜひこれまでも検討してきている子供議会だとかある

いは女性議会等も、これからの嵐山町をつくっていくという上では新たな提言が生ま

れるのかもしれませんので、ぜひ検討していただけるというふうに思っているのです

けれども、よろしくお願いしたいと思います。

それから、次に進みたいと思います。３番目のこれからの50年、来年以降になるわ

けですけれども、町では総合振興計画に従って事業をいろいろと進められてくると思

いますけれども、何回も何回もこれは議論になってきているわけですけれども、少子

高齢化、これはもう間違いなく進むと。そうすると、今の嵐山町の地形というものを

見てくると、もう既に人口が都心でも減ってきている状況になってきているわけです。

そうすると、もう昭和40年代から50年代にかけてのドーナツ型のいわゆる都市がどん

どん、どんどん郊外に出てくるという形でのものはもうなくなってくるのかなと。と

りわけ嵐山町も、何回も出ているように少子高齢化の中では人口減少が出てくると。

人口減少が出てくるということは、税収も落ちてくるし、さまざまな問題も出てくる

という形は、町長さんの答弁の中でも何回も出ているわけです。

私どもは、これからの50年という嵐山町がどう発展させるのかということを考え検

討していくと、もう限界なのかなというふうに思っているのです。というのは、それ
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確かに新しい工場誘致やさまざまなものもあるのだろうと思いますけれども、それは

限られたものになってきてしまうのかなと。そうすると、これからの50年というのは

今までの50年とは違った形でものを計画すると、それ長期計画になるというふうに思

っているのですけれども、とりわけそういう中でのまちづくりというと、先ほども今

までつくられてきた公共施設なり、あるいは学校なりさまざまなものがどう維持しな

ければならないのかということにもつながってくるだろうと思います。水道もそうで

すし、下水もそう、そういう公共施設さまざまな問題も出てくるわけでありますけれ

ども、これらについてもやっぱり我々としては新たなまちづくりの中でこれからどう

するのかということをゆっくり検討していかなければならないというふうに思ってい

るのです。

それは、単なるライフラインをきちっと守るということ、それをこれからどうする

のか、あるいは道路や何かも単なる補修、あるいは新設はできないというふうに私も

考えているわけでありますから、そういうものについてはどう補修してこれからの

50年を維持していくのか。そんなに私はもう新たなものは出てこないだろうと思うの

ですけれども、そういう面も含めまして、これは一つの検討課題になっていくのだろ

うと思います、この節目を機に。だからその辺はどう考えているのか、町長、お聞き

したいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 議員さんの基本的な考えを述べていただいたわけですけれども、まさ

に対応していくのはそのとおりかなというふうに思っております。それで、課長言い

ましたけれども、今までの50年、人口ボーナス期と合致をしてこういう形で不死鳥の

ごとくと世界から言われるほどの発展ができた、戦後そういう状況が続いた。そして、

嵐山町でも１万人の人口が２万人近くのところまで行った。そして、これから45年後、

50年後には１万人切っちゃうよというようなところまで来ているわけですので、その

人口ボーナス期をどう乗り越えていくかということだと思うのです。それで、これか

ら公共施設はつくれないよというお話ありましたけれども、まさにそのとおりで嵐山

町とすると、もう数年前から中央公民館を交流センターにというようなことで、３つ

の施設を１つにした。北部にしてもそのとおり。今度の学校のプールにしても、小学

校と中学校一緒に使うのだ、２つあるものを１つにする、そういう動きというのはも
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う既に嵐山町では動くところは動いて、そのとおりに進めさせていただいてきており

ます。さらにこれを進めていかないといけないなというのは、議員さんおっしゃると

おりでございまして、50周年を記念して、今までの50年、そしてこのお祝い式典を行

うわけですけれども、今後の50年に向けて一歩になるように、そんな50年であればな

というふうに思っております。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 私も、こういう面を含めると、これからの新たな50年という

のは町にとってもさまざまないろんな問題が出てくるのだろうというふうに思ってい

ます。きのうも森議員さんのほうから人づくりの問題や何かも出ていました。これか

らはそういう形で、ある程度我慢を強いられたまちづくりも出てくるのかなというふ

うに思っているのです。今までは何でも要望していけば何でもやっていけれたという、

そういうときとは違ってくると、やっぱそこのところが一歩か二歩下がったかのよう

な形でのまちづくりが出てくるのだろうと思います。それらは我々も十分検討しなが

らいかなければならない50年になってくるのだろうと思います。私が余りこんなこと

を、50年先おまえ読めるのかなんていうことは言えませんけれども、いろんな本を読

ませていただいても、これからの50年というのは、50年というかそれぞれ町によって

は全部違うわけでありますけれども、そういう形での歴史というのは出てくるのだろ

うなというふうに思っているのですけれども、ぜひこの辺のところは来年の４月以降

の節目を機に、十分町のほうも検討していただければというふうに思っています。

終わります。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◎散会の宣告

〇大野敏行議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ４時４５分）
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◎開議の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。第３回定例会にご参集いただきまして、

大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成28年第３回嵐山町議会定例会

第８日は成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

（午前 ９時５６分）

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 ここで、報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

◎一般質問

〇大野敏行議長 日程第１、一般質問を行います。

△ 川 口 浩 史 議 員

〇大野敏行議長 本日最初の一般質問は、受付番号９番、議席番号９番、川口浩史議員。

初めに、質問事項１の新焼却施設についてからです。どうぞ。

〔９番 川口浩史議員一般質問席登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 日本共産党の川口浩史です。一般質問をそれでは始めていき

たいと思います。

１番目として、新焼却施設についてであります。（１）として、吉見町に建設され

た場合の新たな費用負担に、嵐山町は答えておりません。調べてみましたところ、と

きがわ町では既に一昨年の12月議会で答えておりました。そのときがわ町では、1.5倍

強増と答えております。ときがわ町で計算ができて、本町で計算ができないはずはあ

りません。きちんと答えていただきたいと思います。

（２）として、プラスチックごみを焼却するのかどうか、伺いたいと思います。

（３）新焼却施設は小川地区衛生組合管内に建設すべきではないでしょうか。お伺
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いをいたします。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（３）の答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 それでは、質問項目１の（１）につきましてお答え申し上げ

ます。

埼玉中部資源循環組合は、新ごみ処理施設整備構想に基づき事業を実施しておりま

すが、新施設でのごみの受け入れ基準の合意や、一部の地権者の同意がいただけず、

施設整備規模の算定がおくれておりました。しかし、渋谷議員への答弁で申し上げま

したとおり、本年８月に行われました組合の正副管理者会議におきまして、新施設の

ごみ受け入れ基準が了承され、また関係者のご努力によりまして、全地権者より測量

等調査での土地への立ち入りの承諾を得ることができました。

収集運搬にかかる費用負担の詳細につきましては、今後市町村の個別の業務とされ

ております収集運搬方法についての効率化を図るため、小川地区衛生組合管内の町村

と検討、協議を開始する予定でございます。また、新施設の建設、その他の関連経費

につきましては、現在進めている施設整備計画の策定を待って示される予定となって

おります。

ご質問の新たな費用負担につきましては、前回までの答弁でもお答えしてまいりま

したとおり、現段階ではきちんとした経費の額を算出することはできませんので、ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。

続きまして、（２）につきましてお答えいたします。８月１日に行われました埼玉

中部資源循環組合の正副管理者会議において、新施設へのごみの受け入れ基準が了承

されました。これにより、資源プラスチックの選別残渣を含む廃プラスチックにつき

ましては、新施設で受け入れ焼却し、熱回収、すなわちサーマルリサイクルをする予

定となっております。

続きまして、（３）についてお答えいたします。従来ご説明を申し上げているとお

り、現在のごみ処理計画は埼玉中部資源循環組合の広域的枠組みにおいて、当町を含

む９つの市町村が合意し、その実現に向けて努力をしているところでございます。ご

理解を賜りますようお願い申し上げます。

以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） ときがわ町で計算されていたと。私、嵐山町でこういう答弁

でしたから、どこも計算されていないのかなと思っていたら、ときがわ町議員の方が

教えていただいて、たしか答えているはずだということで調べたら、答えていたわけ

なのです。こういうふうに質問しております。吉見町にということで今話が進んでい

るようですが、距離がかなりありますので、運搬等の委託料が増加するのではないで

すかと、教えていただきたいという質問なのです。それに対して、距離が大分延びま

すと。燃料代、それから収集車の台数がふえることになると。旧玉川村、ここを東部

地域と呼んでいるそうなのですが、この東部地域では今１台で回っているのですけれ

ども、２台にしなければいけないと。1,800万円ほど今かかっているのですけれども、

ここは1,000万円くらいの増加になるということなのです。

続いて西部地域、旧都幾川村の地域でも書いてあるのですけれども、私1.5倍って

書いたのですが、1.5倍というのは玉川村分が1.5倍だったのです。ちょっと私も訂正

したいと思います。旧都幾川分を入れると1.5倍ではありません。でも、私計算した

から何倍かというのはわかっているのですけれども、そちらがこんな簡単なこちらの

質問に答えないのですから、私も答えたくないのですよ、これは。ときがわ町できち

んと試算ができるものを、なぜ嵐山町はやらないのか。決定してからだ、決定してか

らだと、これでは住民にいろいろ協力をお願いしたいわけでしょう、行政運営に対し

て。情報は出さないが、協力だけしてくれと言ったって、協力するはずがないではな

いですか。こちらの住民側の要望を聞かなかったら。きちんとだから、ときがわ町で

答えているのですから、答える姿勢を示してくださいよ。いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。

ときがわ町の行った経費の積算は、平成26年３月に策定された組合の基本構想に示

された数値をもとにしたものでありまして、川島町の参画が議論される以前の平成

26年11月につくられたものというふうに、12月の議会に示されたというふうに伺って

おります。しかもこの数字、1.5倍というご指摘の数字につきましては、収集運搬に

かかる経費というふうに、この見積もりということで伺っております。

現在組合ではごみの受け入れ基準が了承されたところでございまして、今後将来の

人口推計、それとそれに基づくごみ量の想定等を前提とした施設の詳細設計が行われ
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ることになっております。また、周辺施設整備等も今後計画の詳細が検討されること

となっておりまして、きちんとした経費の積算はそうした検討の上に積み上げられる

ものというふうに考えております。

町がお示しできるきちんとした答えとは、責任ある情報の公開と考えておりますの

で、渋谷議員の質問にもお答えしましたとおり、今後に不確定要素を多く含んでいる

現段階で、仮の積算による数値はお示しすべきではないという判断でございます。不

用意な数値の公開によりまして、過大な期待ですとか、無用の心配をおかけするとい

うことで、そういう結果を招くおそれがあるということは、町の本意ではございませ

ん。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） それは、きちんとしたものがいろいろ決定して、それは出し

てもらいたいですよ。しかし、試算というのはよく行政がやることではないですか、

試みの計算ね。やるでしょう。大体このぐらいの計算になりますと。そういうものを

含めて今度の吉見町に焼却場を移転するのがいいかどうかを、町民に判断してもらう

ということが大事ではないのですか。試算なのですよ、試算をしていただきたいと、

出していただきたいということなのですよ。それは決定とは違う、今わかっている範

囲で試算していただきたいということなのですよ。それはできないのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 先ほどもお答えいたしましたとおり、ときがわ町においては

26年の３月の構想をもとにしてお示しをしました。その後、市町村間で新たな現状で

の試算をしたというお話は伺っておりません。あくまでも、新しい整備計画も策定中

でございますし、いずれ詳細が決まってくる過程でお示しできるというふうに考えて

おります。

以上です。

〇９番（川口浩史議員） 試算の……。

〇大野敏行議長 植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。

試算をする前提がまだ決まっておりません。この前提が決まれば、自然と数字がお
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示しできるものというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 何を言っているのですか。距離と台数と人件費と、これで計

算できるって予算のときに言っていたではないですか。言っていたでしょう。その範

囲でいいのですよ。川島町が入って、川島町が入ったら距離が変わるのですか。嵐山

町の今のごみの種類が変わってくるのですか、川島町が入ったら。今の種類でいいの

ですよ。それの試算をしてくれと言っているのです。新しいごみ処理整備構想ができ

てから云々などと言っているのですけれども、整備構想ができたら、変わったら、嵐

山町のごみの種類が、今収集しているごみの種類が変わるのですか。距離が延びるの

ですか、延びやしないでしょう。今わかっている範囲で試算をしてくれと、そういう

ことを再三申し上げているのですよ。それだったら出せるでしょ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。

まず、ごみの量、それから運搬方法については、今現在検討中でございます。運搬

方法につきましては、先ほども申し上げましたとおり、特に小川地区衛生組合の５町

村におきまして、今後効率的な方法は何かということで検討を進めてまいります。そ

れに基づきまして、数字はおのずと出てくるものというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） それは、新しい整備構想ができて、どういうごみを持ってい

くか、中間の場所もどこにするかとか、つくるかつくらないかとか、そういうことが

決定してからでしょう。その前の試算として出していただきたいということを言って

いるのですよ。なぜこれが出せないのか。後ばっかりのこと言っているのだか、私の

質問にきちんと答えていないですよ。決定してからの当然出してもらいたいよ、出す

べきだよ。その前の今の収集方法と距離でどのくらいの費用負担がふえるのかを、大

まかでいいのだよ、大まかな部分を私は聞いているのですよ。答えられるでしょう、

それだったら。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 先ほどからお答えしておりますように、その大まかな部分の

前提となるものについては、今現在協議中でございまして、その前提が出てまいりま

すれば、自然と積算ができるかというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 何で協議をすれば、今の嵐山町のごみの種類が変わるの。課

長、変わるのですか、距離が延びるのですか。吉見町のつくろうとしているところま

での。変わらないでしょ。変わるのだったら、おっしゃってくださいよ。変わるので

すか、新しく協議をしたら。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 距離は変わりません。ただし、運搬の方法によっては距離は

変わってくると思います。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 距離は変わらないのでしょう。ごみの種類だって、今のでい

いのだと言っているのですよ。今の焼却ごみの量であそこまで運ぶとなると、パッカ

ー車何台ぐらいふやさなければいけないのか、その分の人件費も必要だし、燃料代も

必要だと、それを計算して出してくれと言っているのですよ。こんなのは、隠す数字

ではないでしょう、これは。そうでしょう。出せないなんていう話ではないでしょう。

ときがわ町でも出しているのだから。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 認識の違いがあるかと思いますが、嵐山町から新しい施設ま

での距離は変わりません。しかし、運搬の方法によっては、中間施設を設けるか設け

ないかによって、距離は変わってまいります。それから、どういう大きさの車で運ぶ

かによっても変わってまいります、人件費も変わってまいります。そうした前提が今

現在は協議中でございまして、その前提が決まらないうちには数字は出せないという

ことでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 何、ではときがわ町で出せたのだけれども、嵐山町では今の

で出すことは、計算はできないということなの。今のでは計算はできないということ
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で言っているわけ。ちょっと伺いますよ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 ときがわ町も今現在の試算は多分できないというふうに思い

ます。ときがわ町のことですから……

〇９番（川口浩史議員） 説明してよ、どうしてできないのですか。

〇植木 弘環境農政課長 これ先ほどから何回も申し上げていますように、前提がまだ

決まらないうちは積算ができないということでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 前提が前提がって、中間処理を置くかどうかの問題でしょう。

プラスチックごみが新しく入るかどうかの問題でしょう。そんなことはいいのですよ。

ときがわ町は、とりあえず焼却ごみを吉見町まで運んだら、東部地域は1.5倍になり

ますよという答弁をしているわけですよ。その範囲で答えてほしいのですよ。その計

算ができないわけなのですか。それ、中間処理ができるからできないということなの

ですか。そんなことあるわけないではないですか。今のやり方で吉見町まで持ってい

ったら、どのくらいの費用負担がふえるのかを私は聞いているのですから。きちんと

答えてくださいよ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 ときがわ町が試算をしたのは平成26年の11月でございます。

それ以後、今現在検討中の、協議中の事項については、恐らくときがわ町でもほかの

町村でも試算はしていないというふうに、きちっとしたお答えはできかねるという状

況でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） きちっとした答えでなくていいのですよ。試算なのだから。

大まかな数字でいいのですよ。試算なんてそんなものでしょう。実際と違うというこ

とはあるでしょう。試みの計算なのだから。それを出してほしいと言っているのです

よ。何でこんな数字が出せない、出せないと言うのだか、私には全くわからないです

よ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 先ほど一番最初にお答え申し上げましたとおり、何度も言う

ようですが、前提が今協議中でございまして……

〇９番（川口浩史議員） 前提の話なんかしていないよ。

〇植木 弘環境農政課長 ですから、これが決まってくればお答えができると。

〇９番（川口浩史議員） そんなことわかっているよ、そんなことは。

〇植木 弘環境農政課長 それ以下でも以上でもございません。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） いいですか、そんな中間処理がどうのこうのなんて言って数

字を後まで引っ張ろうなんて、そんなつまらない根性出すのではないよ。出せる数字

をどんどん出して、住民参加を町長進めていこうとしているのでしょう。そっちの数

字は出さないで、住民には協力してくれなんて、そんな虫のいい話なんかあるわけな

いではないですか。ときがわ町が今出せないなんて、ではときがわ町のこの1.5倍の

数字は、直接持っていったら変わるのですか。課長、変わるのですか、これは。ごみ

の種類が今の焼却ごみで、ときがわ町まで持っていったら変わるのですか。ちょっと

伺いたいですよ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 川口さん、方向というのでしょうか、我々が目指している方向とそ

れに基づく数字と、川口さんが把握しようとしている数字で、ちょっと乖離があると

いうか、だと思うのです。今課長が申し上げているのは、数字を公表するということ

は、住民に、きちっとした町の数字ですから、こういうふうになりますよと、それを

発表して、住民の皆さんにご理解をいただくと。これは数字が余り変わってしまった

のでは困るわけなのですね。今、例えば人口について申し上げてみたいと思うのです

けれども、今川島町まで入れてこの計画ですと28万5,000人、28万4,894人ということ

になったのです。これが33年の４月の社人研の数字はどうなっているかと、社人研の

数字は27万5,000人と言っているのですね。これ各市町村がそれぞれ自分の町は６年

後にはこういう数字になりますよというのを積み上げたものと、社人研が想定してい

る数字と大体9,600人乖離があるわけなのですね。これが１点です。

それから、１日川島町まで入れて257トンということを言っているのです。これあ
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くまでも概数、川島町の数字をただ足し込んだだけです。組合の数字って208トンな

のですけれども、川島町を除くとです、川島町を入れると257トン。川島町は、ほと

んどのごみを焼却してしまっているのです。これを、プラスチックを除いたり、今の

９市町村で考えている基準に当てはめると、果たしてどう数字が変わっていくのか。

それから、高齢化が進展をし、さらにごみを減量化を進めようという我々行政側の姿

勢がございますので、こういったものを加味すると、この257トンは果たしてどうな

るのか、もっと下がるのではないかというふうに予測しているわけです。我々は、議

員さんと同じように、施設は一円でも安く運営ができる方法はどうだろうということ

を模索をしているわけですけれども、その組合としての川島町が入る前の基本構想あ

りますけれども、川島町が入った今、基本構想をさらに詳細なものを詰めているので

す。これが詰めできないと、今課長申し上げましたように、詳細なデータに基づく要

は推計ができてこないと、こういうことでございまして、距離は川口議員さんも把握

されているように、今５キロですから、組合まで運んでいくのに、それが16キロにな

るわけですから、距離はかなり延びますよね。これに伴う経費負担ていうのは当然出

てきます。それをどう抑えて新しい施設にごみを運んでいくのか。課長から車両を大

きくする話も出ました。それから中間施設も、これも必要になるかもしれないていう

話も出ました。そういったことが旧小川地区衛生組合の管内市町村にとっては、共通

の課題なのです。こういったことをどう詰めて、そして新設に臨んでいくか、こうい

ったことが詰まらないとはっきりした数字が出せないというふうなことを申し上げて

いるのでありまして、もうちょっとお時間をいただきたいと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） はっきりした数字を私は求めているのではないのです。そち

らの姿勢なのです。どんどん情報を出していく姿勢があるかどうか私は見ているので

す。当然変わってくるでしょう、中間の置き場を置いたら、ごみの種類もプラスチッ

クも、この後答弁しているけれども、プラスチックごみ燃やすのだと言っているので

すから、変わるわけですから、当然それは変わってきますよ。そちらの姿勢が本当に

住民に、できるだけ引き延ばして、住民がわからないうちに吉見町に決定してもう建

設してしまったよということをやりたいから、出せる数字を出さないのだなって、こ

う思わざるを得ないですよ。そうなのだと思うのですよね。
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だから、決定してからの数字は当然出してほしい。決定する前の数字を、今のごみ

の量で、今の距離で、中間処理なんか置かないとして、このぐらいになりますと、大

体そういうことを公表しなかったら、効率化を図るなんて書いてあるのですけれども、

効率化を図ったかどうかわからないではないですか。1,000万円になりましたとか、

そんなものでは済まないけれども、効率化を図るというか、現状で前々の数字であっ

たら、2,000万円かかったものが1,500万円で、効率化を図ったためにできるようにな

りましたと、そういうことが言えないではないですか。効率化を図ったということが

言えないのではないのですか。そのために、直接持っていった場合の費用負担がどの

くらいになるのかを伺いたいのですけれども、いかがでしょうか、どちらでもいいで

す。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 繰り返しになりますが、小川地区衛生組合も今後も残ってい

きます。そして、新しい施設が稼働を始めると。プラスチックごみについてもそうで

すし、その他のごみにつきましても、どういうふうにそれを振り分けていくかという

ところが今協議をしているという部分がございまして、単純に今現在のごみの量を果

たして計算をして、それをお示しすることが行政として責任を持てるのか、今後大き

く変わってくる要素を多く含んでいる段階で、そういった数字をお示しするのはいか

がなものかということで、もう少し協議が進んで、方向がきちっと見えてきた段階で、

それを前提としたきちんとした数字をお示ししたいということでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 責任を持てるのかというふうに今答弁しましたね。ときがわ

町のようにある程度の数字を出したら、どういう責任をとることになるのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 これ一般論でございますけれども、一旦数字を発表いたしま

すと、数字はひとり歩きをいたします。過大な期待を持たれたり、あるいはご心配を

されたりというようなことが生じかねないと。今現在ではそういう数字しか出せない

ということでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） さっき答えていますけれども、過大な期待、不要な心配、こ

ういうことを言って、どういうことが起こり得るのですか。過大な期待を町民が仮に

持ったとして、不要な心配をしたとして、どういう問題が起きるの、責任をとるよう

になるの、ちょっと教えてください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 根拠は、きちっとした根拠があって初めて数字が、責任ある

数字が示せるということでございまして、根拠がまだ不確定な段階で責任ある数字は

お示しできないということでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうすると、試算というのは、嵐山町ではやらないというこ

となのですか。試算はやらないと、全部決定してからのものでしか嵐山町は出せない

と、そういうことをおっしゃっているのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 ですから、試算というのはその前提が決まって初めて試算が

できるというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 前提は、私が何度も申し上げているとおり、今の嵐山町の焼

却ごみを直接吉見町にできる場所まで持っていった場合の費用負担、これが前提です

よ。これを計算してくれと言っているのですよ。いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 実際には、今のごみの量を今の種類で吉見町に持っていくわ

けではございません。これも今現在協議中でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 今のでやってくれと言っているのですよ。今のだったらでき

るのでしょう、計算は。計算ができるのかどうかだけちょっと先にお答えください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 今の量で計算をするということはどういう意味があるかとい

うことでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） どういう意味があるか。どういう意味があるかというのは、

私に聞いているの、どういう意味があるかというのは。私は今の、小川地区衛生組合

管内で質問（３）で聞いているように、そこにつくるべきだというふうに思っていま

すよ。これだけふえたら、住民に訴えるのによくないのではないですかと、私はしっ

かりと意味を持って聞いているのですよ。課長違うことを言っているのだったら、そ

の意味について何を言っているのか伺いたいですよ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 吉見町の新しい施設に持ち込まれるごみの種類、あるいは量

につきましては今現在、先ほどから申し上げましたように、人口の推計ですとかその

ごみの量、そういったものを計算して、決まった上で初めて何をどれだけ持ち込むか

ということが決定してまいりますので、今あるごみを持ち込むための計算というもの

が、果たして意味があるかということを申し上げております。それが、そういった数

字をお示しすることが、果たしてどうなのかということで、今現状ではどういうごみ

をどれだけ持ち込むのかということが決定した段階で試算をさせていただきたいとい

うふうに考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） もう全く絶対私はやらないぞという態度で出ているのだよね。

今の焼却ごみを直接持っていったらどうなのか、こう聞けば人口減がどうだとか、ご

みの量がどう変わるかと。全く答弁をはぐらかしているのですよ。課長、まずいです

よ、そんな答弁をはぐらかして、何とか乗り切ろうなんていうのは。

もう一度伺いますよ。今のごみの量で吉見町に直接持っていった場合の計算はでき

るのかどうか。計算ができるかどうかだけ伺いますよ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 今の収集方法で今の量をという計算はできるかと思います。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） それを出してほしいと言うのですよ。これが出せないという

のは、先ほども責任云々と言っているのですけれども、これどういう問題にかかわっ

てくるのか、責任というのが。これひとり歩きして過大な期待を持たれるなんて。数

字に若干のそごがあったって別に構わないですよ。当然、試算なのだから、実際とそ

ごが出てくるのは当然なのですから。お答えください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 前提が全く違うところでの試算は意味がありません。何をど

れだけ運ぶのか決定した上で初めて試算ができるものというふうに考えております。

その数字も若干のそごではないというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 若干のそごではない、それが。吉見町まで持ってくのに、中

間の置き場を置いたら、あと中間から先まではみんなで負担し合うようでしょう。そ

れが直接持っていったよりかなり違うということなのですか、そうすると。そういう

ことをおっしゃっているのですか、今。ちょっと伺いますよ。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 何度も申し上げているのですけれども……

〇９番（川口浩史議員） 何度もではないのだよ、今初めて言ったのだよ。

〇植木 弘環境農政課長 現在のごみをそのまま持ち込むわけではございません。33年

の稼働時にどれだけのごみが出るか、どういうごみをどれだけ持ち込むかによって、

運搬の方法も変わってまいります。それを今協議をしているということでございまし

て、今現状を計算するということではなくて、今申し上げましたように33年の稼働時

にどうかということを前提として計算をすると、それが試算というふうに考えており

ます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そんな決定時なんて、決定時の当然数字は出さなければだめ

ですよ。だけれども、その前の直接持っていった場合の数字というのを、大まかでい

いから、私は出してくれと言っているのですよ。そうしたら責任が持てないとか、過

大な期待だとかって、ありもしないこと言って答弁を拒否しているというのは、これ
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は本当にまずいですよ。議員が聞いているのですから。町民の代表として私はここに

いるのですから。きちんと答えてくれなければ。計算ができるのでしたら、それを出

してくださいよ。何の問題もないでしょう、そんな過大な期待されて、何か嵐山町に

ごうごうと非難が来ることを予想されるのだったら、あるいはときがわ町がそう来た

のだったら、ああ、なるほどと、私はこれ取り下げますよ。ちょっとお願いします。

〇大野敏行議長 審議の途中ですが、暫時休憩いたします。

休 憩 午前１０時３５分

再 開 午前１０時４１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

川口浩史議員の再質問に対する答弁からです。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 それでは、お答えをさせていただきます。

あくまでもときがわ町と同じ条件で、現状のものを、ごみをそのまま吉見町まで運

んだ場合、これはときがわ町とほぼ同様の数字が出てまいります。恐らく1.5倍以上

になるかと思います。ただし、それではそうなってしまわないように、ごみの量です

とか、それから運搬の方法について今検討をしているところでございまして、先ほど

から申し上げておりますように、その数字に意味があるかないかということで考えれ

ば、きちっとした説得力のある、意味のある数字を検討、協議した上でお示しをした

いということでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） わかりました。

本当にやっと出たというわけで、こういう数字を、私、総務省の言っていることも、

とってきているのですけれども、やっぱり住民参加を求めていくには情報をきちんと

開示すると、できる情報は、そうでなかったら住民参加なんかできないのですよとい

うことを総務省が言っているのです。旧態依然の態度、対応はぜひ改めていって、町

長は前、全員野球でやると、あのときの意味としては、私は全町民がこの人口減少の

難しい中で取り組んでいくのだという、そういう意味で私捉えたのですけれども、そ

のためには必要な情報は町民に全部知らせると、そういう私はやり方をやっていって

ほしいと思うのですよ。30年、40年前の旧態依然の行政のやり方をやっているようで
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はだめです。出していただいたので、その部分に関しては礼を申し上げますけれども、

ぜひそこは改めていっていただきたいというふうに思います。

２番目、プラスチックごみの質問ですが、サーマルリサイクルをするのだというこ

とであるわけですよね。サーマルリサイクルとはいえ、焼却をしてしまうということ

でありますから、３Ｒの基本に私はのっとっていないのではないかなと、リデュース、

リユース、リサイクル、この基本にのっとっていないのではないかなと思うのです。

マテリアルリサイクル、これはプラスチックを溶かし、もう一度プラスチック原料に

かえていくというやり方です。それから、ケミカルリサイクル、プラスチックを化学

的に分解するなどして、化学原料に再生する方法だということです。それと、サーマ

ルリサイクル、これは固形燃料化、セメントや廃棄物での発電をしていくというもの

なのですけれども。

嵐山町は、今、サーマルリサイクルを若干行っていて、前にトヨタに出していると、

エコ計画は、出しているというふうにと聞いたのですけれども、最近はどういうふう

にしているのだかわかりませんが、少なくともケミカルリサイクルやマテリアルリサ

イクル、こういう方向に向かっていくべきではないかなと思うのですけれども、その

議論はされてきたのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。

容器包装リサイクル法の対象となっているプラスチックにつきましては、議員おっ

しゃるとおりスリーＲ、リデュース、リユース、リサイクル、この大原則に基づきま

して、現状でもそれから新しい施設でもリサイクル、これに努めてまいります。ただ

し、プラスチックごみをすべてリサイクルするということは技術面において、また費

用対効果の面などにおいて現実的ではないという、これが実情でございます。分別し

切れないプラスチックごみについては、従来一部は固形燃料化されたり、あるいは一

部が埋め立てられたりというようなことが行われておりました。現在では、これを焼

却することによって、その熱回収をして発電等を行うと、この再資源化、熱資源とし

て利用するということが行われておりまして、これがサーマルリサイクルでございま

す。

一昔、二昔前までは、平成14年の法改正ごろまでは、ダイオキシン問題というもの
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がありまして、焼却をしますと技術的に大気汚染を引き起こすというようなことが課

題でございました。現在の技術面では、焼却することによって大気汚染というような

問題は、ほば解消されております。新しい施設ではリデュース、減らしたり、あるい

はリユース、繰り返し使ったり、あるいはリサイクル、再資源化をして、さらにそれ

でも残ってしまった分別残渣については、新しい施設でそれでもサーマルリサイクル

をして熱回収をするという方向に決定をいたしました。

家庭から排出される一般ごみにつきましては、特にプラスチックの包装容器につき

ましては、紙のシールが張られていたり、あるいは性質の違うプラスチックが組み合

わされていたりとかということが、場合が多くて、また食物の残渣あるいは汚れとい

うものがついていたりと、それを洗浄したりというような非常に手間をかけなければ

リサイクルが資源にならないと、リサイクル資源、マテリアルリサイクルができない

と、ケミカルリサイクルはさらにもっと高度な技術が必要になってまいりますけれど

も、そのためその資源化に要する工程、この工程に要するコストが新たな石油を、例

えば仮に採掘をしてその石油原料で製品をつくった場合よりもコストが高くなってし

まうというようなことが仮にあったとすれば、それは資源循環型の社会の実現に向け

て、かえってそれは本末転倒になってしまうというような議論もございます。

そういうことを踏まえた上で、新しい施設では総合的に判断をしましてプラスチッ

クごみのリサイクルの分別残渣については焼却をして、可能な限り効率的な、同じリ

サイクルでございますが、サーマルリサイクルによって、その手法によって再資源化

をしていくということが、議論の上、決定したところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 選別して残渣が出るのだと、ちょっとこの残渣の意味が、１

点わからないな、一問一答だから。残渣というのはどういうものなのか、ちょっと教

えてください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 再資源化のための分別がし切れないものというふうにお考え

いただきたいと思います。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。
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〇９番（川口浩史議員） その量はどのくらいになるのか。今プラスチックごみはどの

ぐらい回収していて、そのうちの何割くらいはこの残渣に当たるのか、ちょっと伺い

たいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 これは、一般的な数値として一般社団法人プラスチック循環

利用協会というところが2014年の統計でお示ししているものでございますが、一般系

の廃棄物442万トンのうち、マテリアルリサイクル、あるいはケミカルリサイクルで

再生利用されたものはそのうちの92万トン、20.8％であると、燃料化あるいは発電焼

却、熱源利用を合わせたサーマルリサイクルについては258万トン、58.2％であると

いう数字が示されております。これは、一つのプラスチック循環利用協会というとこ

ろが示した数字でございまして、また別の機関が出した数字とはまた異なる部分ござ

いますが、一般的にマテリアルリサイクル、ケミカルリサイクルでは、大体50％前後

は残渣となると、マテリアル、ケミカルし切れないものとして残るというふうに言わ

れております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうすると、現状で確認なのですが、残渣にならない部分は、

マテリアル、ケミカル、両リサイクルにしていくということでいいのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 渋谷議員のときにお答えしましたように、マテリアルリサイ

クルできる部分につきましては、小川地区衛生組合が従前どおりに処理をいたします。

そのできない部分につきましては、新しい中部資源循環組合の施設で焼却し、熱回収

をするということでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 小川地区衛生組合でマテリアルリサイクルをしているという

私は認識はないのですけれども、ペットボトルは別の回収で、あれがプラスチックご

みに入るという、そういうことでおっしゃっているわけなのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 ペットボトルは、最もマテリアルリサイクルあるいはケミカ

ルリサイクルに都合のいい素材というふうに聞いておりますが、それだけではござい

ません。容器包装リサイクル法で、いわゆるプラスチックのマークがついているもの

については、今現在も資源プラスチック、それからそれ以外のものを廃プラスチック

というふうに分別をしておりますので、その資源プラスチックにつきましては、さら

に外部委託をいたしまして、そこで分別を実施してマテリアルリサイクルを行ってい

るということでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 今の間違いないの。今まで資源プラスチックは嵐山町の場合、

エコ計画で固形燃料にしているのです。これ一部です、全体から、もう少し多いのか

な。ほとんどが焼却です。ほとんどと言うと、焼却と固形燃料なのです。マテリアル

リサイクル、ケミカルリサイクルというのは小川地区衛生組合管内では私やっていな

いというふうに思っているのですが、これ、やっているというふうで間違いないので

すか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 マテリアルリサイクルを行っております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） わかりました。今後もう少し私も研究していきたいと思いま

す。

小川地区衛生組合管内にごみ処理場をつくる考えはないということでありますが、

やっぱりＣＯ２、誰が、町長が言ったのかな、ＣＯ２の排出を抑えるために吉見町だと

いう説明を、渋谷議員さんの答弁でおっしゃっていたと思うのです。ＣＯ２を抑える

のだったら、近いところに施設をつくったほうが、車で運ぶのですから、それはよっ

ぽども抑えられるでしょうと、そう私は思うのです。ところが、そういう説明がされ

ていくとよくわからないで、住民に何かごまかしてつくろうとしているなというのを

私は感じてあのとき答弁を聞いていたのですけれども、まあ、いいです、これは、今

後またこれ質問していきますので。

次に移ります。障害者への偏見をなくすことについてです。相模原市の障害者施設

で入所者19人が殺害されるという残虐な事件が発生しました。加害者は、障害者への
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強い偏見によって事件を引き起こしたのであります。障害者への偏見をなくすこと、

また生命と人間の尊厳を守ることを啓蒙し、啓発することが重要ではないかと思いま

すが、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、質問項目２につきましてお答えをいたします。

障害者基本法におきまして、全ての障害者はその尊厳にふさわしい生活を保障され

る権利を有し、社会を構成する一員として社会、経済、文化、その他あらゆる分野の

活動に参加する機会が与えられ、障害を理由として差別されないことを基本理念とし

ております。また、平成28年４月１日に施行された障害者差別解消法におきましても、

行政機関や会社、商店などの民間事業者での障害を理由とする差別をなくし、全ての

人が障害のあるなしにかかわらず、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生でき

る社会をつくることを目指しております。

町では、障害者差別解消法につきましては、広報紙並びにホームぺージにより周知

しておりますが、今後も継続的に障害のある方への偏見等をなくしていくよう周知に

努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 川口浩史議員の一般質問途中ですが、暫時休憩をいたします。再開時

間を11時10分といたします。

休 憩 午前１０時５９分

再 開 午前１１時０９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

川口浩史議員の再質問からです。どうぞ。

〇９番（川口浩史議員） 相模原市の障害者施設、ここを襲った加害者、容疑者、植松

聖、この容疑者はこういうことを言っているのです。障害者は生きていても仕方がな

いので、安楽死させた方がよい、また障害者は不幸をつくることしかできないと、こ

ういうことを言っているわけです。実際に襲って殺害をしたということで、この根底

には優生思想があるのではないかというふうに専門家は言っているわけですね。国は、

措置入院が云々で、そればかり強調しているのですけれども、根本的なところを議論
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していないと、そういうふうに思うのです。

今までも国というのは、障害者に対して強制通院あるいは追跡、こういう治安対策

あるいは収容という形でのみでしか支援をしてきていない、のみと言うと語弊がある、

そういうのが主な支援としてこうやってきているわけです。それだけでは、人として

生きているわけですから、障害者を見るに当たって、その根本である優生思想をどう

克服していくべきかということが大事になってくると思うのです。優生思想というの

は多分、ここにいる議員も執行部の人もかなりの人がそういう思想というのを基本的

には持っているのではないかなと思うのです。

それはどうしてかというと、日本では国民優生法が1940年にできて、これ戦後優生

保護法に変わって、これが廃止になったのが1996年、ちょうど20年前なのです。優生

保護法が廃止されてまだ日本では20年しかたっていないわけですので、直接学ぶとか

何かは別にしても、何となく障害者を見る目というのは、劣っているような見方をし

てしまう、そういう日本人はかなり多いというふうに思うのです。それを克服してい

くには、課長が今後も継続的に障害のある方への偏見をなくすために周知していきた

いということで、やっぱり私も基本的にはもうこれしかないのかなというふうに思う

のですよ。ぜひ障害者に対して、人として見る見方をつけていくために、啓蒙、啓発

をしていっていただきたいと思うのですよ。ちょっと町長に、その見方だけ伺いたい

と思います。

あっ、わからなかった。

〔「もう一度お願いします」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 では、９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 優生思想を克服する啓蒙、啓発を、町としてあらゆる分野で

やっていってほしいと、広報にも積極的に載せていってほしいし、ほかの場でもこう

やっていってほしいという、そういう意味で質問したのですが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 課長答弁でも申しましたけれども、広報並びホームページということ

で今までは行ってまいりましたし、これからもそういう方向で進めていきたいなとい

うふうに思います。

それで、けさちょっとテレビ見ましたら、リオのオリンピックで、パラリンピック
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でそれで日本の障害を持っている人たちがすばらしいアピールをして、世界の称賛を

得たというようなことがあるのです。やっぱりそういった、答弁でもありましたけれ

ども、お互いに人格と個性を尊重し合うというこの気持ちというのが、どうやって醸

成をされるのかということだと思うのです。それで、時々障害者とかそういうことで

なくて、誰でもいいから人を殺したかったとかいうような事件が起きてしまうわけで

すけれども、そういうようなことも含めて、ちょっと狂った社会になっている部分が

ありますので、そういうようなこともどういうふうな形にしていったらいいのか。

しかし、正常なこういう人格と個性を尊重し合う、尊重する、相手をそういうふう

に見るという人たちが世界の中にたくさんいて、日本のアピールをもうすばらしいと

いうふうに世界の称賛を得ているということなので、ほんの一握りのそういった人た

ちに対してどうアピールをしていくかというのは、障害にかかわらず全ていろんな社

会のあるべき姿というものに対して、非常に難しい状況があるかなというふうに思う

のですけれども、ぜひまた議員さんのご意見なんかも出していただいて、町では広報

紙あるいはホームページということで、これからもさらにという答弁をさせていただ

いたわけですけれども、さらにどうしていったらいいのかということで、特段今嵐山

町でどうして、こうしてというような策は持っておりません。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） これをやったらというのは、それは多分ないと思うのです。

粘り強く広報していく、啓蒙していく、啓発していくということしかないと思うので

すよ。ぜひ優生思想の克服ができるまで続けていっていただきたいというふうに思い

ます。

次に、マンホールの安全性についてです。今年も大雨が降ったりしておりますが、

急激な雨により雨水管内の空気の逃げ場がなくなったとき、マンホールのふたが吹き

飛ぶ事故が起こるということであります。しかし、対策を施せば吹き飛ぶまでのこと

はないということでありました。

そこで、（１）として、未対策のマンホールは幾つあるのでしょうか。

（２）マンホールのふたも交通とともに減っていくということでありました。そう

すると、交通事故につながりかねません。このようなマンホールは幾つあるのか伺い

たいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）、（２）の答弁を求めます。



- 266 -

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 それでは、質問事項３の（１）についてお答えいたします。

町内市街化区域内には、山王沼、大沼、新田沼の３つの都市下水路がございます。

平成以降に整備を行いました雨水マンホールのふたにつきましては、飛散防止対策は

講じられておりますが、それ以前に整備されたものは対策がなされていなく、その数

はおよそ160カ所であります。

引き続き質問事項３の（２）についてお答えいたします。車両の往来、経年劣化等

の原因により汚水及び雨水マンホールぶたに、がたつきや周りの舗装の陥没を確認し

た際には、事故の危険性が非常に高いため、その都度早急に交換などの事故防止対策

を講じています。したがいまして、ご質問の事故の危険性が高いマンホールはないと

いうふうに考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） この質問をするきっかけは、7月15日に議会の会議及び研修

についての報告の中でありますけれども、Ｇ＆Ｕ技術研究センター、川島町にありま

すので課長ご存じなのでしょうけれども、そこを視察して、いろいろ実験をしたわけ

です。マンホールが、対策の施したマンホールでしたので、飛ぶことはないのですけ

れども、ただぱかっと上がっておおっと、あれが吹き飛んだら大変な事故につながる

なというのを目の当たりにしたので質問をしたわけなのですが、対策が施していない

のが160カ所、これ全体で何割ぐらいになるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 全体的なマンホールにつきましては、公共下水道のマンホー

ルが2,766基ございまして、これは公共下水道が開始されてからというものにつきま

しては、蝶番つきというような構造になっておりまして、デザインマンホールで吹き

飛ぶ構造ではないものになっておりますけれども、全体の約160カ所ということで、

それについては5.8％という割合でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。5.8％ですか、そんなにも多くはないというこ
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とですね。

今回災害について、いろんな議員から質問があって、副町長が想定外を想定してこ

れからやっていくのだということでありますので、嵐山町も吹き飛ぶかもしれない、

こういうマンホールのふたをできるだけ早く安全なマンホールのふたにしていく必要

があると思うのです。その時期を伺いたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 今後の整備についてなのですけれども、今まで私がここに役

場に来てからというものマンホール自体、耐用年数というものが大体、教えてもらっ

たときが50年はもちますよというような状況で教えていただいたことがあったので

す。その後、平成15年にマンホールのふたのみ車道部にあっては15年と、歩道部にあ

っては30年というようなことに変わってまいりましたので、今後、今までも平成26年、

27年、今年度も既に、本当に数カ所ではあるのですけれども、年間本当に数カ所には

なろうかとは思いますが、整備を進めていきたいとはいうふうに考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 年間数カ所ぐらいと、そうすると完全に安全になるのはどの

くらい先かわかりますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 現状で申しますと、本当にこの状態でいきますと、何十年と

かかってしまうというようなこともございますので、財政的な、下水道事業にかかわ

る財政的なものもございますので、もう少し数を多く、危険なところと申しますと、

そんなところあるのかというふうに思われるところはあるのですけれども、修繕の必

要なところから少しでも数多く修繕をかけていきたいというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか、わかりました。何十年だと大変だなと思うので

すが、嵐山町ではふたが飛んだという、そういう事故というのはあるのですかね。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 幸い私の確認している事態、状況で申しますと、嵐山町では
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マンホールが飛散したというような事故は大きなものについては起きておりませんけ

れども、議員さんご指摘のとおり嵐山町においても設計、計画設計のときに考えられ

ていたときの雨水、３年確率ぐらいがほとんどなのですけれども、集中豪雨がそれ以

上のものがあると、危険性というものも否定できないものですから、都市下水路など

雨水が下流側に集中するところ、修繕の必要が見受けられるところにつきましては飛

散防止対策型のマンホールに修繕していきたいというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） どっちでもいいのですけれども、マンホールのふたは今まで

飛んだ事故というのはないと。ただ、先ほども申しましたように、というか副町長自

身が想定外を想定してやらなければいけないと、今まで安全だからいいというわけで

はないですよね。交換が最終的に終わるのが何十年なってしまうのではないかという

答弁でした。ちょっと先過ぎるのではないかなと思うのですけれども、もう少し短期

間に安全を確保していくことが大事ではないかと思うのですが。ちょっとお考えを伺

いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 担当課も、議員さんからご質問いただきまして、今までマンホール

のふたが飛んだなんてことございませんでしたから、安心しておったわけですけれど

も、調査した結果、下水のマンホール、これについては全て大丈夫だと、今残ってい

る雨水のマンホール、しかも例えば住宅団地の開発で開発業者がつけた、かなり年数

もたっている、そういったところが160カ所の中心になっているというようなことで

ございまして、全て雨水排水というふうなことです。

そうすると、それに対して今までは事故はなかったけれども、今までの降雨という

のは、今課長からお話がございましたように３年に１度ぐらいの確率のものに対応で

きるマンホールと、こういうふうなことになっておりまして、一度に50ミリ、100ミ

リだというときにはこれはとても対応できませんので、これに対する対策はマンホー

ルのふたに限らずその下流域も含めて全てに対策が必要なわけでございまして、そう

いった状況を考えながら住民の安全をどう確保するか、そういったことを考えますと、

できるところからやっていくというふうなことでございまして、先ほど耐用年数の話

もございましたけれども、そういった交換の時期を迎えているところは優先をしなが
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ら対策を講じていくというふうに考えたいと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） （２）のほうなのですが、課長の答弁では危険性の高いマン

ホールはないという答弁なのですよね。本当にそうなのかなというのが疑問として出

てくるのですけれども、2,000何カ所とおっしゃいましたよね、2,766カ所、これかな

りの頻度で点検しているから大丈夫なのだと、そういうことでこういう答弁になって

いるのですか。ちょっとお答えをお願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 公共下水道のマンホールのふたなのでございますけれども、

公共下水道におきましても既に20数年間の経緯がある中で、私としましても先ほど申

し上げましたけれども、私が下水管を設置するときというのは、雨水にしても公共下

水にしてもマンホール自体の耐用年数というものが50年というふうに教えられていた

ものですから、その後平成15年には新たな国土交通省のほうからマンホールのふたに

ついての改定通知が来たということでございまして、そのあたりの認識が議員さんの

ご指摘のとおり浅いところもございましたので、もう少し点検につきましては具体的

に、５年に１度くらいの頻度で、危険性があるようなところにつきましては、点検を

していかなくてはいけないなというふうな自覚を持っているところでございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。では、完全に安全だということではないという

ふうに見ていいのですか。きちんと点検をしていって危険性のないマンホールにして

いっていただきたいと思います。

次に移ります。東松山市での少年死亡事件についてです。東松山市での少年死亡事

件では中学生３人を含む５人が逮捕されました。教育委員会は、この事件から児童生

徒への対応をどのようにしていくのかを伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 質問項目４につきましてお答えいたします。
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東松山市の河川敷で16歳の少年が、少年５人に殺害される悲惨な事件が発生してし

まったことはまことに残念なことであり、中学生も関与していた事件の重大性を深刻

に受けとめております。各校では全校集会等で校長から、一人一人の命の大切さ、尊

さを自覚できるよう講話等を行っております。小学校では、友達を嫌いになったり、

腹を立てて人を傷つけたり、いじめたりすることはよくないことを、中学校では自他

の命を大切にすることをしっかり自覚してほしいことを、学校と児童生徒の実情に合

わせながら、わかりやすく、かつ心にしみ入るよう指導しております。これらの内容

については、学校だより等を通じて保護者、地域の方への協力もお願いしております。

また、各校では今回の事件にかかわらず、命の大切さ、尊さについては県教委作成

「彩の国の道徳」、文部科学省作成「私たちの道徳」等を活用し、道徳の学習指導要

領に示す内容項目の３、主として自然や崇高なものとの関わりに関すること（１）で

示されている内容を十分に達成できるよう、年間の指導計画に沿い指導しております。

教育委員会といたしましては、特にこのたびの事件を受け、担任等による授業を通し

て、適切な時期に命の大切さ、尊さについて指導の徹底を図るよう指示しております。

加えて道徳の授業のみならず、あらゆる場面を指導の機会と捉え命の大切さ、尊さを

初めとして良好な人間関係づくり、規則正しい生活を送ること、周りの人を大切にで

きる思いやりの心、携帯電話等の使用方法等についても、全教職員が意識を高く持ち

指導するよう徹底してまいります。

未来の嵐山を支えていく子供たちが、悲惨な事件、事故を起こしたり、巻き込まれ

たりすることのないよう、教育委員会と学校、さらに家庭、地域、関係機関の連携を

一層強固にする必要があります。子供たちの健全育成のために、今後も積極的に取り

組んでまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 今回の場合、井上翼さんが殺害されたわけですけれども、な

ぜ殺したのかということについて、うそをついたり電話やメールを無視したから殺し

たのだということです。私は、そんなにひどくはなかったというかですが、反発した

くなる年齢ですので、学校に対しても社会に対しても、子供によって違うわけですけ

れども、そういう子供たちに対する対応というのは、それに対しての対応ですから、

なかなか難しいだろうなというふうに思わざるを得ないです。
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逮捕された中学生なのかな、その近所の方にテレビで、ワイドショーでどんな少年

ですかという、ああ、いい子ですよと、優しい子ですよと、会えば挨拶は毎回してく

れますよという話をしていて、そういう子供が集団になると際限のないというか、最

終的なところまでいってしまうこの恐ろしさです。なかなかそこをどうとめるかとい

うのは難しいところですけれども、教育長おっしゃるようなこういう方法だけではな

かなかこう難しいだろうなと、言っても、ああ、そうですかで終わってしまうような

感じがしてしまうのです。

この集団心理というものに対して、どうしても犯行がエスカレートしてしまうとい

うことが言われているわけです。これを、これ途中でもうこれ以上やったら死んでし

まうからやめるようにということを言えないわけです。言ったら今度は自分が逆にや

られると。これは、川崎の事件でも少年は言っていましたけれども、川崎の事件で言

っていたのですけれども、今度はまだはっきりしておりません。多分恐らくそういう

感じだと思うのです、それをどうするかというのはかなり難しいというふうに思うの

です。

１つは言われているのは、言われているのはというか、無断で夜中に外へ出ていっ

たり外泊したりしていないか、これがふえていないか、顔や体に理由のわからないあ

ざや傷がつくられていないか、急に服装が派手になったり高価な物を持つようになっ

たりしていないかというものを見て、その変化の短所をつかんで指導していくことが

大事だというふうに言われているので、言われているというか、そういう専門の方が

いるのですけれども、いるのですけれどもというか、そういうふうにしていかないと

だめだと思うのですけれども、教育長、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

川口議員さんのおっしゃるとおり、非常に今回の事件は難しい判断に迫られた一つ

の事件なのですけれども、この５人の少年がその中の１人が、１人でもここまでやっ

てはいけないよという、そういう抑えられることができる少年であったならば、こん

な悲惨な事件にいかなかったのではなかったというふうに私は考えております。そこ

で、やはり常に正しい判断、また行動がとれるようにしていくことが大切だというこ

とを、やはり日ごろから学校の教育の中で道徳の授業を中心にしながら指導していく
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ことが必要であるなと。また、二度と起こしてはいけないと、こういった形にするに

はどうしたらいいかということを、やはり子供たちに授業を通して考えさせていくこ

とが一層大事だと思っております。

また、日ごろから子供たちとの先生方、家庭とのやっぱり信頼関係を一層深めるた

めには、一層家庭と連携をやはりさらに密にして、子供が悩んでいることとか、表情

が変だなとか、絶えず先生が子供の一挙手一動について関心を持ち、にこにこしてい

るときにはいいことがあったのだなと、悲しそうな顔をしたときには何かあるなと、

そういったことを絶えず意識しながら教育活動を続けることしかないなというふうに

私は思います。やはり生徒指導体制、また教育相談体制を一層学校のほうで、トラブ

ルのないように、あった場合には迅速にその解決を図って、その後の見届けを行うこ

とが一層大事であるなというふうに思っております。児童生徒同士の人間関係の把握

を一層行い、何かあったときには迅速な対応をしていく必要があるなというふうに感

じております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 井上翼さんは16歳ですけれども、中学生でもあり得ることを

考えると、井上さんは恐らくこの不良グループから抜けたいというふうに思っていた

と思うのです。メールを無視したり、電話を無視したりということから考えて。そう

いう場合の相談場所、避難できる体制、これ町にはあるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 お答えさせていただきます。

現在各学校では教育相談体制が整っておりまして、さわやか相談員さん、あるいは

担任含めて学校全体で何か子供が悩みがあったとか、心配事があったときには、それ

に対して家庭と連携をとりながらやっております。また、町といたしましては、スク

ールソーシャルワーカー、また不登校についてはスクールパートナーということで、

スクールソーシャルワーカーがそういった問題が起きたときにはかかわっていく場合

もございます。

しかし、町全体としては学校と教育委員会が連携しながら、今言った専門的な立場

の人と学校のカウンセラーが連携して対応するような形には現在なっております。
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以上でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 例えば土曜日だとか日曜日に、休みですから呼び出し来ると

いうことが考えられるわけです。そういうときに、こうやっぱり町になるのかなと思

うのです。教育委員会に電話して誰もいないわけです。ですから、町の方での体制が

きちんと、とにかく来てくれというふうにして守っていかないとならないと思うので

すけれども、その体制というのはできているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 町の体制というお尋ねですけれども、非常に難しい状況だと思うので

す。町で、ではどういう体制をとったらいいのかということです。今回の新聞情報、

マスコミ情報ですけれども、ほかからは聞いていないからわかりませんが、今答弁で

ありましたように、担任等による授業を通じて、適切な時期に命の大切さですとか、

いろんな指導を学校では行っていますということなのです。それで、学校でいろんな

先生の言うことを聞かないような状況が起きても、子供は先生に何らかの力を使って

も、先生のほうでは何も一つもできない状況もあるわけです。そういう中にあって、

それでしかも学校に来ない、家にいない、ご家庭の人とも連絡が思うようにとれない、

ましてなお本人ともとれないというような状況が今回起きてしまっていると報じられ

ておりますけれども、そういうふうになったときに、現状教育の中でやっていくとい

うところに、私はもう完全に限界というのがあると思うのです。限界というものを考

えた上でやっぱり対応していかないとだめなのかな、学校に来ない、家にいない、ご

父兄に連絡ができない、まして本人には連絡がとれないというような状況の中で、学

校ではどうやったらいいのか、それ地方、町ではどういう受け皿ができるかといった

ときに、本当にもうお手上げだと思うのです。

ですから、やっぱり一定程度の域を超えた部分というのは、もう限界というのを感

じるというか、決めるというか、それはもう限界、そうしたときには専門の機関に頼

む、お願いをするということきりないと思うのです。それで、現に学校でも、地域あ

り、家庭があり、そして学校があって、そしていろんな事態が発生したときには警察

等との連絡は密にするようにという取り決めはずっと前からできているのです。そう

いう状況の中で、どこまでどういう状況が連絡がとり合ってきていたのか。家庭と社
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会と学校とというふうに我々は教育のことはそういうふうに思ってきたのです。だけ

れども、そこの中では限界があるということをやっぱりこれからは考えていく必要が

あるのではないかなというふうに思います。

ですので、今取り決めがされているように、警察あるいはその他の機関と連携を早

くとって、それで子供たち、またご父兄に手が届くような体制が早くとれないと、連

絡がとれないことには話にならない、そう私は今思っております。ですので、町でと

いうお話がありましたけれども、ではそういう状況の環境の子供たちを町でどこまで

できるだろう、どうしたらいいだろう、ちょっと現状では難しいような気がいたしま

す。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 加害側の少年には、教育の中での指導しかないと思うのです

よ。問題は、井上翼さんのように、この不良グループから離れたいと思った少年に対

して、どこか逃げ込む場所、そういうのが必要だと思うのです。とりあえずここに来

てくれと、その後についてはまた相談しようということであっていいと思うのですけ

れども、その逃げ込む場所をとりあえず町のどこかで考えていかないと、逃げたいと

いう、離れたいというその少年を救うことは、自分でやってくれでは、これはできな

いですよ。相手は何人もいる中で、たった１人で対応するというのは。そこをちょっ

と伺っているのですが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 逃げ場ということですけれども、やっぱり人間弱くなるとそういう状

況でなくてもどこかのところに逃げたくなるとか相談をしなくてはとかいうことだと

思うのです。まして、まだ未成年ということであれば、親の懐、教師の懐であり、友

達と相談をするとかいうことになると思うのです。そこのところに行けないところ、

それではでは町でどうする。ですから、専門的な人たちを町で確保してつくっておく、

しかし知らない人のところにそういう状況のときに飛び込んでいけるかどうか、集会

所の鍵だけあけておいてそこのところに逃げ込むという問題ではないと思うので、や

っぱりちょっといろいろ難しいと思うのですよね。やっぱりつながりがこうないと。

ですから、やっぱり専門的な知見を持った組織、あるいは人と早い段階で連絡をとり

合う状況、それともう一つ、逃げ出すということですから、そこのところ逃げたい何
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かがあるわけですから、そこのところは何か教育の関係で難しければ、さっきから言

うように警察ですとかほかの機関ですとかいうところにそういうものをなくす努力を

してもらうようなことではないかと思うのですけれども、何か町でということですけ

れども、いざというときにどれだけの人が嵐山町で確保できるか、考えたときにちょ

っと自信が持てません。

〇大野敏行議長 川口議員に申し上げます。一般質問の持ち時間５分前です。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 少年が不良グループからこう離れたいといったときに、何か

そこを手助けできる体制がないと、やっぱり次の被害者が出てくるのではないかなと

私は思うのです。本人からは、もうそういう不良グループと接触しているのですから、

なかなか連絡というのはしづらいと思います。親御さんからの連絡というのが一番強

いと思うので、よいアドバイス、ここに行ってくれと、あるいはここに来てくれと、

とりあえずそういうことをして命の危険から守るということが、私は必要だというふ

うに思うのです。これ専門家が言っているのですけれども、難しいと、行政を預かる

町長としては難しいというのですけれども、ぜひそれは研究をしていっていただきた

いというふうに思うのです。要望でいいです。

終わります。

〇大野敏行議長 いいですか。どうもご苦労さまでした。

一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。再開時間を１時30分といたします。

休 憩 午前１１時５３分

再 開 午後 １時２６分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

△ 松 本 美 子 議 員

〇大野敏行議長 一般質問を続けます。

続いて、本日２番目の一般質問は、受付番号10番、議席番号11番、松本美子議員。

初めに、質問事項１の自殺対策についてからです。どうぞ。

〔11番 松本美子議員一般質問席登壇〕

〇11番（松本美子議員） 11番議員、松本美子です。議長の指名がございましたので、
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通告書に従い質問をさせていただきます。

大きく分けまして、２項目となります。それでは、まず１項目でございますけれど

も、自殺対策についてをお聞きいたします。

まず、自殺対策の取り組みですけれども、各自治体の自主性によるということがご

ざいまして、かなりの温度差が生じていると思っています。高齢者は27年４月におい

ては5,301人と、29.1％の高齢化率というふうに増加が進んでおります。そういった

中で、格差社会の貧困もこれは大きくかかわってくると思いますけれども、自殺者の

増加により、ある面では深刻に、自殺問題への取り組みを早急にする必要があり、重

要であるというふうに考えて、３点につきまして質問をさせていただきます。

まず、アですけれども、高齢者世帯の身寄りのないひとり住まいの孤立対策として、

支え合いあるいは地域の見守り、その他の組織等がありますが、現状と対応につきま

してお尋ねします。

イといたしまして、自殺者の年代あるいは性別、あるいはいろいろな職業というも

ののことが出てくるかなと思いますけれど、これらの分析についてお尋ねします。

もう一点ですが、若者の死因につきましては、自殺の方が５割を超えるというよう

な状態になっておりますが、これを防止として、まずは学校あるいは保護者、あるい

は地域の三者協力体制がかなり重要になってくると思いますけれども、お尋ねをさせ

ていただきます。

よろしくどうぞお願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）のアについて、山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、質問項目１の（１）のアにつきまして、お答

えをいたします。

内閣府の統計によりますと、平成27年全国の高齢者の自殺者は9,883人で、全体の

４割を占めています。自殺の動機としては、病気の悩みや影響が６割以上を占め、家

庭問題、経済、生活問題がそれに続きます。このような状況から、地域で高齢者を見

守り、異変を早期に発見し対応することが悩みや問題を解決し、自殺の予防にもつな

がると考えられます。

本町の65歳以上の高齢者は、平成28年４月１日では5,472人で、30.2％と年々増加

しており、ひとり暮らしの高齢者も増加している状況となっています。そうした中で、
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町ではご近所同士の声かけや気遣いといった支え愛運動や、要援護者を地域で把握す

る支え合いマップを活用した見守り、関係機関や協力事業者によるネットワークを構

築した見守りを行っております。また、今年度からは、これまでの見守り活動を拡大

し、町民や団体等による高齢者等見守り活動事業、通称見守りを開始し、８月現在で

66事業者と見守り協定を締結、また住民団体８団体と、それと個人６人を見守り協力

者として登録し、見守り体制の強化を図りました。これらの事業により、平成27年度

67件、平成28年度８月末現在ですけれども、25件の通報、相談があり、それぞれ必要

なサービスにつなげる等、支援を行っております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（１）のイ、ウについて、石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 それでは、質問項目１の（１）、イにつきましてお答え

いたします。

内閣府の統計によりますと、平成26年の埼玉県内自殺者数は1,369人であり、男性

が917人、女性が452人となっております。年齢別では、多い順に40歳代が250人、70歳

代が217人、60歳代が207人、30歳代が199人、50歳代が196人、20歳代が157人、80歳

以上が113人、20歳未満が30人となっております。職業別では、無職が901人、勤め人

が389人、自営業者が72人、不詳が７人となっております。また、当町における自殺

者数は６人であり、男性が４人、女性が２人となっております。年齢別では、30歳代

が１人、40歳代が１人、50歳代が１人、70歳代が２人、80歳以上が１人であり、職業

別では無職が３人、勤め人が２人、不詳が１人となっております。

続きまして、ウにつきましてお答えをいたします。毎年９月10日からの１週間は自

殺予防週間であり、町では自殺予防の一環として広報紙、ホームページにて周知を図

っております。また、小中学校においては、国語及び道徳の授業で命の大切さについ

て指導をしております。あわせて児童生徒、保護者に対し、自殺予防に関するリーフ

レットの配布を行い啓発を行っております。今後におきましても、自殺予防につなが

るよう周知に努めてまいります。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、順次再質問させていただきます。

まず、高齢者がだんだんふえてきているということで、今も答弁をいただいており
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ますけれども、そういった中で住みなれた地域で元気に暮らし続けるということは、

誰でもが望んでいることでありますけれども、私感じるのには、それには社会参加と

いうようなものも重要なことになってくるというふうに思います。あるいは、それの

中には文化活動とかあるいはスポーツ、あるいはボランティアとか、いろいろ就労の

関係もあると思いますが、これらに参加している方たちがどのぐらいいるのかなとい

うことが１点であります。そういったことをまず、では１点聞かせていただきます。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、お答えをさせていただきます。

今、社会参加をしているような高齢者の方がどのぐらいいるかというようなご質問

だと思いますが、長寿生きがい課のほうでは閉じこもり防止ですとかそのような関係

で、それとか介護予防との関係で、いろいろな教室を毎年実施をさせていただいてお

りますが、それらについてご参加をされている方が、一教室で20人とか、30、40とい

うふうにいるわけですけれども、その他の社会関係といいましょうか、そういった個

々でやられているような参加の人数につきましては、大変申しわけありませんが、ち

ょっと把握はしておりません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 今、質問したことにつきましては、やはり独居あるいは老老

世帯というふうなうちになってきますと、ご近所づき合いあるいは社会参加というも

のもかなり重要になってきて、その辺がしっかりとお互いに地域コミュニティーにも

なるでしょうけれども、コミュニケーションがとれていれば、少しはお話し相手だと

かいろんなことにつながりまして、落ち込んでいったり、引きこもったり、あるいは

自殺のことなどを考えたりというようなことにはなっていかないかなというふうにも

感じているわけなのですけれども、今後のことですが、その辺のところにつきまして

取り組んでいくような考え方はお持ちでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをいたします。

長寿生きがい課のほうでは、今コバトンお達者倶楽部というようなことを事業とし
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てやらさせていただいておりますけれども、その参加者、毎年毎年かなりふえてござ

いまして、今は五百何十名の方が参加をしていただいているような状況でございます。

そういった方が歩きということではないですけれども、外に外出していただいて、閉

じこもりの防止と、今言ったようなそういったいろんなことの、中に閉じこもってい

ますといろんなことも考えてしまったりなんかするというようなことがあるかと思い

ます。そういったことで、中にはグループで、何人かで歩いてこられる方もいらっし

ゃいますので、そういったことがそういった予防にもつながっているのではないかと

いうふうにも思っておりますので、今後もそういったことを引き続きやっていくとい

うようなことになろうかと思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 答弁の中に、本町の65歳以上の高齢者につきましては、28年

の４月１日から5,472人で30.2％というふうに答弁をいただきました。そういたしま

すと、ひとり暮らしの高齢者も増加している状況となっているというふうなご答弁で

すので、現在ひとり暮らしの方はどのくらいいらっしゃるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

これは、毎年健康いきいき課のほうで実施をしています民生委員さんが、６月ごろ

でしょうか、社会調査というのをやられているのですけれども、そちらのほうからの

数字ということですけれども、平成27年度が520人、28年、今年ですけれども530人の

方がひとり世帯というような状況だということでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、かなりの人数の方がひとり暮らしということ

で、この中には介護の関係になったりする方もかなりいるというふうに感じておりま

すけれども、民生委員さんの対応、あるいはそのほかには地域的に民生委員さんが中

心であろうが、地域の方が中心であっても、一緒にという形になってくると思います

けれども、特別な取り組みというか、そういったようなことに関してはどんなふうな

考え方を持っていますか。



- 280 -

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 １回目の答弁のほうでもさせていただきましたけれど

も、支え愛運動というのを各区でもやっていただいております。これは、区長さん、

それから民生委員さん等が中心となっていただきまして、町とも協力しながらやって

いるのですけれども、やはりそうした中でいろいろ配布物等がありますと、班長さん

なり隣組長さん等がそういったお宅を訪問して、そのときに声かけ等で見守りをして

いただくというようなものなのですけれども、そういったことを現在はやっておりま

す。

また、これは一つなのですけれども、地域支援課のほうで、嵐山町まもり隊という

のがございますけれども、そこに登録をしていただいているというような形で、川島

の３区ですけれども、それに登録をして高齢者等の見守りをしていただいているとい

う事例もございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） ただいま支え合いあるいはそういったネットワークというよ

うな言葉がちょっと出てきておりますけれども、この協力をしていただいているよう

な事業者でしょうか、その辺のところにつきまして、関係機関ということもあると思

いますけれども、特にどういったような事業者のほうにお願いをして、ご一緒にして

いただいているというふうになっているのか、ご答弁いただければと思っております。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

こちらのほうにございますネットワークにつきましては、今までやっていました高

齢者等の見守り虐待防止ネットワークというのがありまして、その中に協力事業者さ

ん等あるのですけれども、それにつきましては新聞店さんですとか、水道工事店さん

ですとか、あとはメーター検針をする方等がそういったお宅にお邪魔したときに、何

か異常があったら町のほうにというような形でございます。関係機関としますと、い

ろいろございますけれども、区長会ですとか小川警察、それから嵐山分署ですね、そ

れから嵐山郵便局とか、そういったような機関も、これは協力をしていただいており
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ます。

それで、現在それが今年からちょっと拡大を図ったというようなことで、先ほども

答弁のほうをさせていただきました見守りという事業でございます。この事業につき

ましては、今まではその協力事業者さんにつきましても、町のほうからお願いという

ような形で、一方的にこれをやっていたのですけれども、こちらの事業につきまして

は、そういった事業者さんと町とが協定を結んでやっていただく。それから、各種の

団体、それから個人の方につきましては、見守りのほうのメンバーとして登録をして

いただくというような形で変更をさせていただきまして拡大を図っているとこでござ

いますが、そうしたことによりまして、どういった方がこういった見守りをやってい

ただけているのかというのがはっきりわかる。これまでは、一方通行といいましょう

か、やっていていただいたと思いますけれども、お願いでやっていたので、実際はど

うだったかというのはわかっていないわけなのですけれども、今後は向こうのほうの

意思に基づいてやっていただいていますので、その辺が町のほうでも把握ができると

いうことですけれども、今後もこのあれをもう少し、今もまだ申し込み等もございま

すので、どんどんこれを拡大していきたいというふうな形で考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そういたしますと、そういったつながりというかネットワー

クというか、そういうものもできているということですけれども、それを集計をいた

しまして、また町民の方あるいは特に独居あるいは老老世帯の方にも、お知らせとい

うか、啓蒙、啓発といいましょうか、そういったような形はとっていらっしゃるので

しょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 新しくなりましたこの事業につきましては、町民の方へ

のお知らせとなりますと、始まる前に広報のほうで掲載をさせていただきましたが、

今現在はこの事業につきまして、ホームページのほうにでも掲載をさせていただいて、

周知をしているというような状況でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 広報あるいはホームページというところでのお知らせだとい
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うことですけれども、民生委員さんのほうに手配りのような状態ではないですけれど

も、安否を確認していただきながら、各家庭にまで入り込むというような形はとって

いないのでしょうか。なかなか広報を読んだりホームページを見たりするのは、若い

方たちで少し難しいかなというふうにも感じるのでお尋ねします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

民生委員さんにつきましては、月１回民生委員の協議会のほうを開催がされている

わけですけれども、そちらの中で皆さんにはご説明をさせていただいたというような

ことでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、いろいろご相談というか、お伺いしたときに

はお話等がされてくると思うのですけれども、ちょっと寂しいというか、自殺をと、

そこまでは追い詰められてはいないかもわかりませんが、そういったようなご相談が

過去にあったでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

先ほども答弁の中でさせていただきました平成27年度は67件、平成28年の８月末で

は25件の通報、相談があるということでございました。その中には、自殺の関係とい

うことだけではございませんけれども、主に認知症ですとか精神疾患、性格的異常等

による支援が必要な方への対応というようなこと、それが27年度は28件、28年度が６

件です。それから、また主に虐待ですとか近隣のトラブル、家族間トラブル等の関係

での相談といいますか、通報等の関係が27年が17件、28年が10件。それから、主に成

年後見ですとか権利擁護が必要な方の対応ということで、27年が３件で、28年はござ

いません。それからまた、体調不良等、その他の心配があるというような形のことで

27年度が19件、28年度が９件、こういったことで相談等がされています。

それから、このほかにも、これはいろいろ民生委員さんとか、ほかの方からの通報

とか、そういったことによっての対応をした件数でございますけれども、じかに包括
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支援センターのほうに本人と家族等が相談をされているのが、平成27年度は112件、

28年度は25件というような形の状況になってございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そういたしますと、なかなかこれはそれなりにお年寄りの方

たちが自分だけでは処理できないというか、家族あるいはご近所それぞれの団体さん

や何かに見守られながら生活をしているというふうにも考えておりますけれども、一

番心配なのは、そういうふうにまだ連絡とったり、来たときにお話ができたり、でき

る方はまだまだ元気で大丈夫かなというふうに感じるのですけれども、もうちょっと

度合いが進むというか、そういったときのことのほうが大変かなというふうに感じる

のですが、これは本当の地域というか、お隣さん同士の支え合いが非常に必要なのか

なというふうに思いますけれども、なかなかこれは個人情報的なものもあるので、幾

らご近所でもお話をされていなかったり、あるいはそこまで足を踏み込んだりという

かね、そういう点がどこまでどうやったらいいのかなというふうなことがあるのです

けれども、それはご近所の方には今言ったようなことがあるので無理なのか、あるい

はその辺を少し把握していっていただいて、見守っていただきたいというか、そうい

うような対策というと何か考えられますでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

確かにご近所の方等が、本来であれば一番その人といいましょうか、その家庭の状

況等、一番よくご存じだというふうに思いますが、最近はそういった近所づき合い等

もなくなってくると、なかなかその辺も難しいのかなというふうには思いますけれど

も、なかなかどういう方法でというのが難しいのですけれども、先ほどからお答えを

させていただいていますように、こういった見守り事業者さんですとかなんかも、そ

のお宅に行ったときの様子というか、そういった状況だけで、その人の内面的といい

ましょうか、気持ちまではわからないのですけれども、異常があったらそういうふう

な連絡をしてくださいというようなことはお願いしてございますので、そういったこ

とでやっていかないと、なかなかその状況等を、本人なり家族がほかの方に話してい

ただかないと、それを把握していくというのは、ちょっとなかなか難しい状況なのか



- 284 -

なというようなことで考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、町内の関係につきましては答弁いただいてよ

くわかってまいりました。それでは、申しわけないですが、お願いしておかなかった

からどうかわからないのですが、比企管内のことについて、自殺の関係はどの程度ぐ

らい、もしおわかりになればで結構ですけれども、ご答弁いただければと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 大変申しわけありません。比企管内の状況については調

べてございませんでした。申しわけございません。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 後でも結構ですけれども、もしおわかりになったら資料か何

かいただければというふうに思いますが、お願いをいたします。

それでは、１項目めのイのほうに移らせていただきます。まず、自殺者の年代ある

いは性別、職業ということでお願いをしておきましたけれども、これにつきましては

答弁もいただいてはおりますが、意外と若い人たちの関係の自殺の関係が多くふえて

いるということで、この要因といたしましては、所得の関係がかなりかかわってくる

とか、あるいはひとり親の子育てなどのことで悩みながら大切な命を絶つとか、いろ

んなことが出てくるかなというふうに思いますが、こちらのところで答弁いただきま

したが、嵐山町におきましても６人と、その中では男性が４人で女性が２人だという

ふうにご答弁がありました。

そうしますと、この関係につきまして、年齢では30代から１人、40代が１人、50代

が１人ということで、70代が２人というふうな関係だというふうにもありましたけれ

ども、特に職業の関係もかかわってくるというふうに思いますが、無職の方が３人と

いうふうになっていますが、この方につきましては何歳ぐらいで無職なんでしょうか。

若くて無職というふうな受け取り方でよろしいでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。
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この無職の中の年齢別というと、ちょっと調べていないのですけれども、この年齢

でも、若くても仕事がなくという方も、生活を苦にという形もあろうかと思いますけ

れども、その辺内容的には把握はしておりません。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） ちょっと残念だなというふうにも思いましたけれども、嵐山

の中にもこれだけの人数の方が命を絶っているということですので、これの対応とい

いましょうか、対策といいましょうか、そういうことにつきましては、若者の関係あ

るいは職業の関係とか、いろいろそういうふうに私も質問をしていますから、分けて

こうなっているのかなというふうに思っていたのですが、やはり無職の方あるいは自

営業の方というような形で72人というふうにもなっていますし、これは当町だけでは

ありませんけれども、少し多いなというふうに感じております。

特に町では若者に対してのあるいはひとり親家庭ですか、そういう形の方に対して

の命の尊さといいましょうか、いろんな対策といいましょうか、そういうものにつき

ましては、どのようなことが、ご相談があればのことでもありますし、また相談がな

くても、それは防止ということでは必要になってくると思うので、対策を練っている

のか、ありましたらお願いいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

相談に関してなのですけれども、最近は自殺に対してということで、こちらの課に

はそういった電話等はございませんけれども、もしあった場合には、相談に関しまし

ては、この管内では東松山保健所なのですけれども、そちらのほうの相談窓口を紹介

する。あるいは伊奈町にあります精神保健福祉センターの相談窓口等を紹介をしてい

るところでございます。

また、電話相談ということで、24時間対応ということで、埼玉いのちの電話とか、

また埼玉こころの電話、このような相談の電話が無料でできるというようなところも

ございますので、このようなところを紹介をしているというところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。
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〇11番（松本美子議員） それでは、また町のほうへ戻らせていただきますけれども、

先ほど答弁をいだいたということで、私のほうからもお話しさせていただきましたけ

れども、６人で４人の２人だということの男女別ですが、これに関しましては、町の

ほうでは前もって自殺する前に察知していたというか、何かそういったことが、連絡

っていうところまでいかなくても、何かあったんでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

こちらでは把握はしてございません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうですか。何も町のほうにはなかったということですか。

そうしますと、組織的にはやはり地域の方たちあるいは民生委員さん、いろんな方

たちが加わって、こういう方たちを見守ったり、いろんな分野で助けたりしていって

いるのかなというふうにも感じたのですけれども、こちらに関してはそうでもない、

高齢者に関してはそうだというような考え方でよろしいのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

こちらとしても、金銭的な、大変だとかそういった話が前もってあって、そういっ

た生活苦という形で自殺をされたとかということであれば、こちらも事前に把握はで

きているのですけれども、特にそのような問題というのが前もって把握をできており

ませんので、ちょっとこちらのほう把握はしてございません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、把握ができないままに、大切な命が６人も亡

くなっていたということになりますと、今後のことになってきてしまうのかなという

ふうに思いますけれども、そうしましたらば町そのもので、今言った心の関係にして

も、生活の関係にしても、職業ですか、雇用ですか、そういったようなものにつきま

しても、相談会というか研修会というか、そういうようなことはお開きになっていら
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っしゃいますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

以前にも相談という形で、生活困窮の方たちに対しましては窓口になってこちらで

も対応しているのですけれども、それとまた一般の研修としましては、ゲートキーパ

ーの養成講座というんで、一昨年だったですか、講座を開きまして、民生委員あるい

は町民の方を対象に講座を開いたことがございます。何としても自殺予防のヒントと

いうことで、よく４つ言われておりまして、１つが気づき、家族や仲間の変化に気づ

いて声をかける。２つ目としては傾聴、本人の気持ちを尊重し耳を傾ける。また、３

番目としてはつなぎということで、早目に専門家などに相談するよう促す。４番目と

しては見守り、温かく寄り添いながらじっくり見守るという形で、こちらのほうも皆

さん町民一人一人がこの自殺予防に対しまして取り組みを意識していただければとい

うふうに思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 今ご答弁いただきましたきずなだか耳を傾けるだか、４つほ

ど専門者のほうへつなぎをとるとか、いろいろなことが答弁をいただきましたけれど

も、そういうことを気づいたり耳を傾けたりすることが、一人一人の高齢者かあるい

は老老世帯でも、あるいは独居の方でもそうですけれども、それを見守っていくもう

ちょっと若い方たちが、こういうことをしっかりと自分自身がわかっていなければと

いうか、把握してなければというか、そういうことを気づいていってもらうために、

やはりこういった説明会、相談会、そういうものをある面ではもうちょっとしっかり

とやって取り組んでいくべきだと思うのですけれども、いかかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

確かにそのようなことができれば一番あれですけれども、今後また再度よく考えま

して、対応のほうを考えてまいりたいと思います。

以上です。
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〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） ご答弁いただきましたように、前向きでではぜひともこうい

った資料の配布だけでも、まだまだ町民の方たちに目に触れるということだって、プ

ラスアルファになってくると思いますので、立派な相談会とか何かそういうところま

で行けなくても、ぜひ前向きに検討していただければというふうに思いますので、よ

ろしくお願いいたします。こちらは要望という形で結構です。

それでは次に、ウのほうに移らせていただきますけれども、まず若者の自殺という

ことで、事例や何か等もいっぱいあって見てみますと、まずはかなりの人数、2015年

ぐらいのことになってしまいますけれども、２万4,000人以上の方たちが、毎日66人

ぐらいの自殺者で、命が絶っているというような事例等もありますし、若者につきま

しては15歳から40歳ぐらいの方が、死亡の中では自殺がトップだということでござい

ます。そういった中で、そのトップの中の死因につきましては、５割を超えているの

ではないかというふうな事例等もあります。

そういうところを踏まえていただき、まずは学校での生徒のいろいろな情報等があ

ると思います。そういった中で、厳正に管理の徹底が、ある面では重要だというふう

に私は思っております。そういった情報管理の関係につきまして、どのようにしっか

りと管理をしているのか、まずは伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 説明させていただきます。

情報管理という観点からのお話だったのですが、学校では自殺防止の対応について

やっていることをちょっとお話しさせていただきたいと思います。まず、学校側のほ

うで児童生徒に対しましてやっている指導というのが、まず命の大切さについては各

小中学校、国語や道徳の授業でその辺で指導をしているということが１点です。また、

集会等、朝礼だとかそういったときに、校長先生のほうで講話をして命の大切さにつ

いてお話をさせていただいているということでございます。また、ホームルーム関係

では、各担任がそういった指導をしているということでございます。

また、国からのほうで来ています、先ほどもちょっと答弁出ました、今自殺の予防

週間というのが先日ありましたですけれども、そういった強化週間ということでリー

フレットの配布というのもしております。また、何かお悩みがあったときに相談する
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電話といいいますか、そういったことをするための24時間子供ＳＯＳダイヤルのリー

フレット、そういったものを配布して、学校のほう生徒指導には対応しております。

また、逆に保護者への対応ということも学校のほうはしておりまして、同じような、

今言いました自殺予防週間ですとか、24時間子供ＳＯＳダイヤルのリーフレット、こ

れ保護者の方にも配布していると。また、保護者会のときに、命の大切さについての

お話、指導、そういったものをさせていただいているという状況でございまして、お

かげさまで嵐山町のほうでは、ここ私が知っている限りでは、小中学生の自殺という

のは記憶がありませんですし、日ごろ授業等でも先生のほうからは子供の状況という

のをよく確認をしながら、おかしいなと思ったときには何らかの対応をするというよ

うな指導もしておりますので、そういう意味では早期発見に向けての取り組みのほう

は、指導も学校現場のほうでもやっていただいていけているかなというふうには思っ

ております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） ただいまご答弁をいただきまして、こちらにも書いてありま

すけれども、命の大切さ、特にそういうことだなというふうに思います。いち早く察

知をするということが一番重要だというふうに、今の答弁を私もそのように感じてお

ります。そういった中で、私情報的な管理というふうに伺っているのですけれども、

これは指導ですよね。ですから、いろんなことが、学校では生徒のことが管理してい

ると思うのですよ。その管理について、例えばいじめでもあるだろうし、あるいは仲

間外れもあるでしょう。いろんなことについての情報管理というものがなされていて、

一々公開できない分野ももちろんありますから、その辺はどのように管理をしている

のかなというのが、まず伺いたかったのです。

それは、生徒のほうから、さわやか相談であろうが、ソーシャルワーカーであろう

が、自殺パートナーであろうが、そういうところにもそれなりに相談なんかが行って

いるかなというふうに思っていましたので、そういったことを管理はどんなふうにや

っているのかなって、そこのところがちょっと伺いたかったのですけれども。もう一

度すみません。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。
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〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

いじめに関しましては、学校のほうでも年数回におきましてアンケートをとって、

いろいろいじめについて、いじめがあるかどうかとか、そういったものもアンケート

をとったり等して周知をしたりとか、あとはさわやか相談員、学校におりますけれど

も、相談員の方とかそういった方にいじめとかそういったものがあれば相談はしてい

ただいているのかなというふうには思っております。

また、学校側のほうとしましては、先生方の立場としましては、一応自殺の直前の

生徒のサインというのですか、そういったものが、こういう状況が見られたらちょっ

と危ないよというふうなサインが、項目のほうがちょっとうたわれておりまして、ち

ょっと読んでみますけれども、まずこれまでに関心のあった事柄に対して興味を失う

と、次に注意が集中できなくなる、いつもなら楽々できるような課題が達成できない、

成績が急に落ちる、不安やいらいらが増し落ちつきがなくなる、投げやりな態度が目

立つ、身だしなみを気にしなくなる、健康や自己管理がおろそかになる、不眠、食欲

不振、体重減少などのさまざまな身体の不調を訴える、自分より年下の子供や動物を

虐待する、学校に通わなくなる、友人との交際をやめて引きこもりがちになる、家出

や放浪をする、乱れた性行動に及ぶ、過度に危険な行為に及ぶ、実際に大けがをして

しまうとかです、自殺にとらわれ、自殺についての文章を書いたり、自殺についての

絵を描いたりする、こういったのがちょっと注意するサインだというふうに文科省の

ほうでは、こういった子供のサインを見逃さないようにして予防していきなさいとい

うような指導のほうも出されておりまして、こういうことに基づいて、各先生は生徒

児童を見守っていただいているのかなと、管理をしていただいているのかなというふ

うに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 細部にわたって答弁をいただきまして、ありがとうございま

した。

そういうふうに取り組んで、この辺のところに早期に気がついて、自殺がされない

というか、できないというか、そういうふうな形を学校側ではとっているということ

ですけれども、こういうふうなことが万が一この中で１つでも２つでも見えたときに

は、もちろん保護者なり、あるいは保護者が一番なのでしょうか、そちらのほうへの
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早急な連絡をとって、対応はなさっているということでよろしいですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 議員さんおっしゃるとおり、当然保護者の方にも連

絡はとるということになりますし、また今嵐山町のほうにはスクールソーシャルワー

カー、スクールパートナーさんだとか、中学校にはさわやか相談員さんいますので、

そういった方々とあわせてお話し合いをして、解決に向けて話し合いをしていくとい

うような方法をとっているかと思います。ただ、余り最近ではいじめに関しては、そ

う深刻な問題というのは今のところ嵐山町の学校のほうでは起きていませんので、最

近ではそういった話し合いというのは行われてはいないと思うのですけれども、実際

にもしそういうふうになった場合には、そういった方々と集まって情報交換をしなが

ら解決に向けて動くというふうになっております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 嵐山町におきましては余り過激なことが起きていないから、

ある面では安心していらっしゃるのかなというふうに誰もが思っているかもしれませ

ん。ですけれども、いつ何時こういうことが起きるかも、これは誰にもわからないこ

とだというふうに思います。

そういった中で、それなりのさわやか相談、あるいはソーシャルワーカー、自殺の

ためのパートナーさんですか、そういったいろんな組織的にしっかりと体制はとって

いるということですけれども、こういったことを全部今までの答弁の中のものを踏ま

えて、小学校あるいは中学校単位で、子供あるいは保護者、地域というか、そういっ

た形を一つに、１カ所で１回できるということではないですけれども、自殺の予防、

防止対策というか、そういったものについて、特別な授業といいましょうか、特別な

会合といいましょうか、講演といいましょうか、そういうものはやっていないのでし

ょうか。また、やっていないようでしたら、ぜひともこれは実施していただく方向は

考えられないのか、お聞きいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 自殺に対しての防止対策というお話なのですが、自
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殺をする原因というのですか、私のほうは教育委員会ですので、小学生、中学生、児

童生徒というところで、ちょっと自殺の原因だとかそういったものもちょっと調べて

みたのですけれども、これは内閣府のほうで出している平成27年版の自殺対策白書と

いうものなのですが、これにつきましてちょっとお話をさせていただきますと、児童

生徒、学生、大学生まで含めてのデータが出ているのですが、小学生は全体の２％、

中学生は11.4％というデータになっております。ちなみに、高校生24.6％、大学生

49.4％、専修学校生等というのが12.6％ということで、小学生２％で率的にはかなり

低いのですけれども、その小学生、中学生の自殺の原因というのがちょっと出ており

まして、まず小学生の男子、これは家族からのしつけ、叱責というのが52.9％で最も

多い自殺の原因、要因、動機になっております。こういったことで、すみません、今

男子だけだったのですけれども、小学生女子のほうでは、親子関係の不和、家族から

のしつけ、叱責というのがそれぞれ33.3％ですので、合わせると66.6％、３分の２が

原因というふうになっています。また、中学生の男子になりますと学業不振ですとか、

これが１番で、次に家族からのしつけとか叱責、親子関係の不和とかそういった原因

になっておりまして、女子中学生が、学友との不和とか親子関係の不和、そういった

ものが上位になっております。

これは自殺の原因のことなのですが、いじめに関してではどのくらいの率があるか

といいますと、小学生男子についてはゼロになっております。小学生女子については、

いじめ11.1％。男子の中学生につきましては、いじめは5.6、すみません、ちょっと

にじんでいるので６か８かわからないのですけれども、5.6か5.8％です。女子中学生

につきましては4.2％。いじめに関しては、自殺の中でもかなり原因としては低い数

字にはこれではなっておりまして、またほかの大学の先生のほうの分析といいますか、

その辺のほうもちょっと出ていたのがありましたので見てみたのですが、自殺する傾

向として男子、男の子というのは学業や進路など、そういった将来展望にかかること

が多く自殺の原因となっているという分析をしておりまして、女子に関しましては家

族関係ですとか友人関係、そういった対人関係に関連することが自殺の原因の主な要

因だという分析をしているようなものも出ておりました。

そういったことで防止対策といいますと、先ほどからちょっと言っていますように、

学校のほうではやはり生徒児童、ふだんの生活態度というのですか、学校生活での態

度を見て危険信号が出ているか出ていないか、そういったところを見るしか今現在は
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ないのかなというふうには思うのですけれども、この自殺の原因のほうのデータを見

ますと、やはりまずは家庭のほうのそういった問題のほうが大きいのかなというふう

にはちょっと個人的にはこの辺の資料をちょっと見たときには思っております。学校

では、当然その家庭で何かあったときに、そのサインが子供のほうは出るかもしれま

せんので、それを見逃さないようにするしかないのかなというふうには思います。

ただ、このサインを出して見抜く方法というのが、ちょっとこちらの今言った自殺

対策白書を読みますと、10代半ば、いわば中学生以下につきましては自殺未遂的なこ

とはほとんどなく、いきなり自殺してしまうという傾向が強いそうです。高校生以上

になると、ちょっと自殺を図るような未遂的な事柄があって、そこで結構わかるらし

いのですけれども、小中学生ぐらいの年になりますとそういったものが余りなく、い

きなりもう自殺に行ってしまうというような傾向が強いというふうにデータ的には出

ていますので、そのサインが出るかどうかというのもちょっとこれを読むと、なかな

か見抜きにくいのかなというふうにも思ってしまうのですけれども、ここはもう注意

深く見ていくしかないのかなというふうには思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 細部につきまして、大変ご丁寧なる答弁をいただいてありが

とうございます。

答弁書の中にも、リーフレットの配布はしていると、それから校長先生やなんかあ

るいは担任のほうからも命の大切さは時折生徒さんにはお話をしているということ

で、今時点では自殺者はいないというふうなことですから、これでずっと進んでも別

に心配がないのかなって思えばそのとおりだというふうに思うのですけれども、そう

いうことが起きてからでは間に合わない。先ほどから申し上げていますけれども、そ

ういうことが起きてからでは間に合いませんので、私が思ったものは、こういった児

童生徒あるいは保護者、あるいは地域の方たちにまで、自殺の防止対策のそういった

講演会、あるいは授業参観とか何かいろんなことが学校関係にはありますから、そう

いった中でも、ただリーフレットを配布して校長先生が児童生徒にお話すればいいだ

けでは済まないので、こういった取り組みというか、もうちょっと、もう一歩進んだ

取り組みの関係でそういう授業、授業というと時間をつぶして、今までの計画があり

ますからなかなか難しいというふうにおとりになるかもわかりませんが、何とかその
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辺のところは朝とかお昼休みとかいろんなことがありますから、そういったときにで

も、子供にだけでももう少し踏み込んで、あるいは保護者、地域の方たちにはもうち

ょっと具体的に何かできることってないのですか。私は、それには講演会なりそうい

った自殺予防の授業なりというところで一緒にやれればというふうに考えたわけなの

ですけれども、ちょっとそれは今の時点では検討する余地はないということでしょう

か。教育長さん、どうでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、お答えさせていただきたいと思います。

先ほど来からちょっとご説明させていただきますけれども、いじめだとか自殺、命

にかかわるようなそういったものというのは、道徳で小学校１年から中学３年まで９

年間、それなりに授業の学習指導要領というのがありまして、その辺についても各項

目、こういうものをやってくださいというのが出ていまして、それに基づいて授業等

もかなりやっておりますので、今現在すぐに、では何か講演をとかというわけにはい

かないとは思うのですけれども、有効なそういった防止対策になるようなものがあれ

ば、ちょっと検討はしていきたいというふうには思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、ぜひ夏休みに１回でも結構ですから、保護者ある

いは地域の方たちを一緒にしましてこういった防止対策ですか、そういった講演会、

あるいはそれが必ずやいじめ対策のほうにもつながっていくのかなと、そういうこと

が重なってくると自殺というような方向に進んでいくわけです。ですからその辺で、

今ないからいいでしょうということにはつながらないので、検討していただくという

ことで、よろしくお願いしたいと思います。

それでは、次に進ませていただいて、よろしくお願いします。災害対策についてお

尋ねをさせていただきますが、誰もが安全で安心な楽しい生活ができるように願って

いるわけでございます。災害に強いまちづくりが重要だということで、町長の施政方

針の中にもありますけれども、そういった中で、道路あるいは危険箇所への対応、あ

るいは災害に強い住宅の改修などで、しっかりと改修いたしまして快適な環境整備が

できるのではないかと、それが必要だということで３点につきまして質問させていた
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だきます。

まず、アですけれども、一般住宅の耐震化率は22年度調査を行いました。そういっ

た中で27年度の目標値が90％だと。また、32年度までには95％というふうに定めてあ

ったようでございます。そういった中で耐震化診断あるいは耐震補強の進捗をまず伺

います。

続きまして、イですけれども、幹線道路、既存道路あるいは生活道路の整備、維持

あるいは管理、修繕などの状況につきましてもお尋ねをさせていただき、適正な計画

も伺います。

ウですけれども、これは県道になってしまいますが、県道に対しましての要望等も

かなり町の方へは出ていると思います。そういった中で拡幅あるいは改良、あるいは

歩道設置とか、いろいろなものが出てきているかなというふうに思いますけれども、

現状を伺ってどのように早期に実現をするかを伺っていきます。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）のアについて、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、質問項目２の（１）、アにつきましてお答えをい

たします。

埼玉県建築安全課からの依頼に基づく調査結果によりますと、本町の平成22年にお

ける住宅の耐震化率は63.34％となっております。本町では、地震防災対策のかなめ

は耐震改修という考えのもと、建築基準法における新耐震基準が施行された昭和56年

６月１日以前に建築された木造住宅を対象といたしまして、平成21年度から木造住宅

耐震診断補助金交付要綱を施行し、平成22年度からは木造住宅耐震改修補助金交付要

綱を施行いたしました。

平成27年度には制度の見直しを行い、耐震診断補助金は３万円の補助限度額に100分

の25の町内業者加算を加え、耐震改修補助金には20万円の補助限度額に100分の25の

町内業者加算を加えております。また、安心安全耐震化リフォーム補助金交付要綱を

新たに施行し、耐震改修をあわせて行う住宅リフォームに対して、町内業者により実

施した場合、最大25万円を補助する内容を開始し、制度の拡大を図っております。

また、埼玉県から提供を受けた啓発リーフレットの毎戸配布も行っております。こ

れら耐震改修を促す施策を行ってはいますが、平成28年度の耐震化率は66.17％とな
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っており、耐震化が順調に進捗しているという状況とはなっておりません。ただし、

電話や窓口には耐震改修に関する問い合わせ等も年間10件程度はありますので、将来

的な制度の拡充を含めて検討を進めてまいりたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（１）のイ、ウについて、菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、質問項目の２、（１）、イにつきましてお答

えをいたします。

幹線道路の整備は、都市計画道路平沢―川島線と月輪―川島線の未整備区間の整備

を進めているところでございます。生活道路の整備は、地域からいただいた要望路線

を基本に、計画的に整備を進めております。既存の道路の維持補修管理のうち、幹線

道路や交通量の多い道路の舗装修繕は、毎年度の予算の範囲ではございますが、劣化

状況を調査し調査結果に基づいて翌年度以降に順次修繕を実施しております。また、

その他の維持補修管理は、町民の方や利用者からいただく情報や要望を整理し、緊急

性の高いものから順次対応しているのが現状でございます。

続きまして、ウについてお答えをいたします。現在、町から県に要望しております

案件は２件ございます。まず、一般県道菅谷―寄居線の道路改良による歩道の未整備

箇所の歩道設置でございます。次に、主要地方県道の深谷―嵐山線の道路改良による

吉田地内の新沼付近の急カーブの改良となってございます。いずれも児童生徒の通学

路になっており、地元、ＰＴＡからも要望が出ており、安心安全なまちづくりを進め

ていくため、早期実現を継続的に要望している状況でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、順次質問させていただきます。

まず、アから質問をさせていただきますけれども、なかなか耐震の診断あるいは補

強というものが進まないなというふうに思っています。それは、かなりの補助金も出

ますけれども、各家庭での出費等が重なりますので、できないでいるのかなという観

点から質問をさせていただくわけなのですけれども、特に何件でもないようですが、

これの進め方なのですけれども、広報や何かでは出ているのはほとんどの方が知って

いるのかなというふうに思いますけれども、耐震の診断をするのに、それから施工す

るのに町内業者の場合にはある面では少し上乗せ分が出てくるということですが、実
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際にはどのくらいの割合で町内業者だったのか、あるいは町外の方だったのかという

ことをお願いします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

耐震診断の関係でございますけれども、実際にどれぐらいの町内業者さんの割合か

というふうな内容かと思います。これに関しましては、制度始めまして実際にこの診

断に至った経緯がございません。前回の議会のときにもお話しさせていただきました

けれども、町の補助制度を使ってこの診断を行う前に、県の簡易診断を受けていただ

く必要がございます。この簡易診断を受けていただいた方が１件ございます。実績と

しましては、この町の耐震診断に関しましては実績がございませんので、比率がない

状態でございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 松本議員の一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。

休 憩 午後 ２時３０分

再 開 午後 ２時３９分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

松本美子議員の再質問からです。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、再質問させていただきます。

余り進んでいないなということでちょっと残念ですけれども、自然災害とかあるい

は地震とかは頻繁に起きている。今でも台風がきょうも来ていますけれども、こうい

うことが起きる可能性があるので、できる限り費用等が個人負担もかなり、先ほども

申し上げましたけれど、かかるので、耐震改修まではいかないということですけれど

も、もう一歩進んでしっかりとＰＲといいましょうか、そういうものに目を向けると

いうか、そういうことを考えていただき、町内の住んでいる皆さんが安心して暮らせ

るようにぜひとも今後の、現在ではリーフレットは配っているということですけれど

も、もうちょっと小まめに何か対策を、手をというか、そういうことは考えられませ

んでしょうか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、お答えをさせていただきます。

議員さんおっしゃいますように、この耐震の改修、制度としては私どもも準備を整

えて説明をさせていただいておるわけなのですけれども、なかなか実績と結びついて

こない、さまざまなそれぞれの家庭でご事情があるのかと思いますけれども、実情と

してもなかなか進捗していかないというふうな部分ございます。答弁の中にもＰＲの

ほうもさせていただいているというふうな部分をお話しさせていただきましたけれど

も、せっかくの制度でございますので、さらにもっともっとＰＲをさせていただいて、

皆さんにもっともっと周知が図れるような形を今後は進めていきたいというふうに思

っているところでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、何とか頑張って町のほうももう一歩踏み込ん

で町民に知らせていくということでお願いしていきたいなと思いますけれども、まず

木造の住宅の関係ですが、調査もしてあるということで、ただいま答弁書いただいて

ありますけれども、特に木造の建築の関係で、年数のたっているようなところで一人

でお暮らしの方、あるいは所得の低い方たちがいらっしゃると思うのです。そういっ

た中でそういう方たちへの対策というか、対応というか、お知らせというか、その辺

は特別に何か考えて実施しているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 お答えをさせていただきます。

木造の住宅の関係でございますけれども、耐震の改修とはほかに高齢者向けの、65歳

以上向けのリフォームというふうな形での制度は昨年度から実施をさせていただいて

いるところでございます。こちらに関しましては、27年度には７件の申請をいただい

ておりまして、そのうち途中で取り下げが１件ございましたけれども、最終的に６件

の補助という形でリフォームの補助金を支出をしているところでございます。

高齢者向けの関係につきましては、以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。
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〇11番（松本美子議員） ７件中６件があったということでよかったなというふうに思

いまして、この辺ももう少しどんどん進んでいって、危ない思いをしないで生活がで

きるようにぜひともお知らせをしたり、進めたりということでよろしくお願いしたい

と思います。

それともう一点なのですけれども、木造の関係のうちの中には調べた結果、今は空

き家みたいなことが結構ありまして、町の中にも空き家というようなものが結構出て

きておりますけれども、これはちょっと課が違うかわからないのですが、空き家の関

係の災害対策といいましょうか、空き家だから特に心配になってくるかなというふう

に思っています。もちろん独居の暮らしの方は、お年寄りの方はもちろのですけれど

も、空いている家に関しては何か特別に持ち主の方とかには連絡をとるとか、あるい

は周りの方に地震や先ほど言いましたけれども、台風が次から次へと来ている中で被

害等が出てきたりするかなというふうに思ってお聞きしているわけなのですが、こう

いったことについては特別な配慮というか、特別な何かお知らせというか、そういう

ものはなさっていないのでしょうか、なさっているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 空き家の防災ということでございますけれども、本来空き家

の管理につきましては、所有者の方が管理というのが原則でございますが、空き家で

ございますので、所有者の方は遠く離れたところにお住まいということもございます。

例えば台風が近づいているような状況の中で、非常に危険な老朽化した箇所があると

か、木が倒れて、例えば通学路に倒れそうだとか、そういうような危険も想定される

わけでございまして、今そうしたものに対して迅速に対応ができるようにいわゆる危

険なものというのは、当然特定空き家という、新しい法律で言われる特定空き家とい

うことに相当するのかと思われますけれども、そうした特定空き家に関しては、迅速

に緊急の場合には対応ができるようにということで、何らかの対策が必要だというこ

とで、本年発足しました空き家対策協議会のほうで検討をしていただいているところ

でございます。年度内には一定の方向づけをしまして、なるべく早く行政が対応でき、

町が対応できるように方策を講じられるように検討を進めているところでございま

す。

以上です。
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〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、こういうことが起きないように一日も早くに協議

会のほうでも審議中だということですので、早急に結論を出しまして方向性を出して

いただくということで、よろしくお願いをしたいと思います。

それでは次へ進ませていただきます。まず、道路の関係なのですけれども、幹線道

路ということでは川島と月輪線の未整備区間が全部です、整備を進めているというこ

とですが、なかなかこれも進んでいかないなというふうに感じているのですけれど、

問題といたしましては幾つかあるというふうに思いますが、特にどのような問題が起

きていて、なかなか進めていけないのか、お尋ねします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、お答えをさせていただきます。

都市計画道路の平沢―川島線、月輪―川島線につきましては、計画当初につきまし

ては、川島地区の住居系の区画整理事業の整備に合わせて都市計画道路を整備してい

こうということで、長い間地元の方たちとまちづくりについてというのですか、協議

会をつくって、研究会をつくってというような取り組みをしてきたわけでございます

が、長い時間、年月の間に人口減少とかそういった中で、新たに宅地造成をしていく

という時代でなくなってきた。そういった中で、嵐山町においては川島地区について

どういった形で土地利用を図っていくかという中で、産業系の土地利用を位置づけを

して、方向転換をしてきたところでございます。現在は、そちらの産業団地の造成に

向けて関係各所と協議を進めている最中でございますので、そちらの動向に合わせる

ような形で道路、都市計画道の整備のほうは進めていきたいというような考え方で現

在進めているところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、幹線道路の川島、月輪の関係ですけれども、

産業系の団地の道路というふうに位置づけるということですが、一日も早くやはりこ

れは施工実施をしていただき完成をしないと、なかなかその次へというふうに進んで

いかないというふうに思っていますので、問題等もあると思いますけれども、早急な

実現をお願いしたいというふうに思っております。
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続きまして、生活道路の関係ですけれども、生活道路につきましては、本当に町民

の方たちが毎日実感をして生活をし、その道路を使っているというふうに思っていま

す。そういった中で、要望等もこちらにもありますけれども、地域からいただいた要

望等にもあるということですが、まずはどのような要望等が一番多いのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 お答えをさせていただきます。

地域の生活道路の要望につきましては、さまざまございます。幅員が狭いですとか、

排水がうまくとれていないとか、そういった生活に直結をしたような、生活に直接不

便が生じているということでご要望いただくということでございます。その中から予

算の範囲でございますが、緊急性の高いもの、それから効率のよいものというような

ものから順次整備を進めさせていただいているという状況でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 今の答弁はごもっともだというふうに思いますけれども、ま

ずこういったようなものがありますよと、多くある中で、例えばこういうものが要望

は一番多いのですよというふうに答弁がいただければありがたかったかなと思うので

すが、まずそれをすみませんが、もう一度確認をさせていただきます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 こういったものということは具体的にということかと

思いますが、まず具体的には側溝整備をしてもらいたい、あとは住宅が何軒か建ち並

んでいるのですけれども、いわゆる２項道路ということで幅員が４メーターない道路

で、実際にはそれぞれの方が自分の宅地を道路分とみなして４メートルの空地をつく

って暫定的に道路にして建物を建てている。そのようなところで道路の拡幅の要望が

出てくるというようなものが主なものでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、そういった考え方を中心に、まずは道路幅が狭か

ったり、あるいは樹木が道路のほうまで行って出ていたりということがかなり私の考

えだとあるのです、実際に。私、農村部のほうに住んでいますから、特にそういうも
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のは感じるし、地域の方も何とかならないのかなというふうなことで、まずは地権者

ということでお話のわかる範囲で私もしておりますけれども、なかなか地権者も思う

ようには費用がかかることなのでできないというようなふうなところもいっぱいある

わけですよね。そういったものも町では町道分に出ているものについては予算の範囲

内ということでしょうけれども、対応してくださっているところもあります。そうい

うところで、特に通学路の関係でそういった場所があるというふうに思っています。

それと、道路に植わっている今は特に花見台あたりがそういうふうなところが多い

のですけれども、大きくなっちゃってサツキや何かですけれども、子供が通っていて

もちょうど死角に入っちゃって見えないと、そうすると子供が声かけられたり、不審

者というところまではいかないかわかりませんが、不審者に近い方たちが声をかけら

れて、こういう変なおじさんに何か言われたのだよと言っても、道路側から見るとち

ょうど子供がその下に入ってしまうので、なかなかうまくその辺の対応ができていな

いのだというふうなお話も聞きますけれども、その辺は担当課としてはどんなふうに

把握しているでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 特に通学路等の対応ということでのご質問でございま

すが、町といたしましても通学路につきましては、できるだけ丁寧に対応していきた

いというふうには考えておりますが、なかなか行き届いてない部分がご指摘のとおり

あるのかなと思います。特に今お話をいただきました花見台の植樹帯、枝が大きくな

り過ぎているということでございますが、これは全町的に植樹帯につきましては、今

議員がご指摘のとおり、小さな子供が陰になってしまう、もしくは交差点から出てく

るときに見通しが悪い等ご指摘をいただいている部分がございまして、植樹帯につき

ましては、年に１回ではございますが、できるだけ見通し等も含めてそういったもの

がきくように刈り込みを強くするようには現在取り組んでいるところでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、この辺の対応もしているということですけれ

ども、まだまだ手が届かないところ、予算がなくてできないのだというふうなことも

多いと思いますが、できるだけ早くに、特に通学路については危険が伴いますので、



- 303 -

一日も早く整備をしていただけるようによろしくお願いしたいと思います。

あとは、既存の関係なのですけれども、こちらにつきましては、交通量の多いとこ

ろや何かの舗装修繕が毎年予算の範囲内でやるということでやっていますけれども、

どのような修繕あるいはどのようなところが、27年度でも結構ですけれども、やって

こられたのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 まず、既存の道路の補修の関係でございますが、幹線

道路や交通量の多い道路につきましては、そちらにつきましては、各年度予算の範囲

ではございますが、まず路面の傷みぐあいというのを調査をいたします。その調査の

結果を積み重ねまして、翌年度以降で計画的に舗装の修繕を全面的に行っていくとい

う形で対応させていただいております。そのほかの生活道路ですとか通学路につきま

しては、 本議員からもご指摘がございましたとおり、区画線の整備とかそういった

ものも要望等を順次整理をさせていただいて、対応させていただいている状況でござ

います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） なかなか何をやるにしても予算ということになってくるとい

うふうなことはよく承知はいたしておりますが、そんなことばかり言っていられない

し、やらなくてはならないところはしっかりとやるというふうにお願いしたいと思い

ます。そういった面で、まずそんなに予算かけなくてもできるかなというようなもの

は、反射鏡だとかあるいは標識とか防護柵とか、いろいろ路面の標示とかいうふうな

ことがあると思うのです。ですから、こういった対応は、把握をもちろん担当課でも

していると思いますけれども、どのぐらいのところくらい年間では実施なさっている

のでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 道路標識とかカーブミラーにつきましては、年間恐ら

くそんなに数はもう、ほぼ整備終わっていますので、せいぜい５本とかそういった数

かなと思います。あとは、実際に既につけてある標識ですとか、カーブミラーですと
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かそういったものが年間２～３本ずつ壊れている、危ないとかそういった情報をいた

だいておりますので、そういった対応等を含めますと、年間でやはり５～６本、カー

ブミラーとか標識とかが５～６本ずつぐらい対応はしているのかな、標識は多分そん

なには対応はしていないと思いますけれども、カーブミラーにつきましては、実際に

ミラーが破損したとかそういった情報もございますので、そういったものも含めます

と10カ所ぐらいは対応させていただいているかなと思います。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、要望をほとんどクリアしているというような

考え方でよろしいですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 カーブミラーとか標識につきましては、ほぼ要望につ

きましては対応させていただいているかなと思います。ただ、道路照明灯につきまし

ては、１件当たりの件数が10万円を超えますので、そちらにつきましては毎年毎年予

算の範囲の中で、できるだけ要望の数については対応させていただくようにしており

ますが、年間新設を10基から15基ぐらいだと思うのですが、ご要望いただくのが20基

からそれぐらい以上いただいております。毎年毎年５基程度は積み残しがあるのかな

というふうに思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） そうしますと、ちょっとすみません、路面標示の関係も伺い

たかったかなと思ったのですけれども、お答えいただけますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 路面標示につきましても、ご要望いただいてお応えを

させて……路面標示につきましては、ＰＴＡの方、それから通学路からの要望につき

ましては、26年、27年度につきましては、全て対応させていただいていたかと思いま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。
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〇11番（松本美子議員） どうもすみません、いろいろと答弁していただきまして、一

日も早くいろんなことが解決し、事故とかいろんな問題につながらないように、災害

にももちろんですが、つながらないようにしていただくことが大事だと思いますので、

お願いをしていきたいと思っています。

それでは、次のウのほうに入らせていただき、県道の関係につきましてご答弁をい

ただきましてありますが、町から県に要望しているのは案件としては２件ということ

のようですが、菅谷―寄居線の道路の改修ですか、改良等に歩道の未整備ということ。

それから吉田地内の新沼付近のカーブということですけれども、これは通学路という

ことになっておりまして、地元あるいはＰＴＡのほうからも非常に要望が高いという

ことで、それと同時に数年もかかっているというふうに思っています。まず、県のほ

うでは取り組めないというか取り組まないのではないしと思っていますが、取り組め

ない状況というか何かそういった問題が町のほうに話が答弁、向こうから回答が来て

いるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 それでは、お答えをさせていただきます。

県からいただいている回答でございますが、県につきましても県道の整備というの

は全県的に計画的に進めていただいていると、なおかつ県内ある程度均等に整備を進

めていかないとならないという部分の中で、東松山土木事務所管内におきまして整備

の状況を見てみますと、嵐山町の場合につきましては、先ほどまで大野―東松山線鎌

形地内の歩道整備ですとか、そういったもののほうにある一定の予算のほうが投下を

されておりますし、現在菅谷地内の深谷―嵐山線、254のパイバスから旧254の郵便局

のところの交差点、あそこの部分で歩道の整備工事のほう進めていただいております。

そういった全体的なバランスの中でまず、そちらを先に仕事を進めていただいている

という状況でございます。

それから、県道の菅谷―寄居線につきましては、菅谷―寄居線自体の整備の中で、

今小川地内の整備のほうが一定の方向で進んでいるということでございますので、嵐

山町につきましては、そういったものの流れの中で条件が整えば対応していただける

のかなということでございまして、現時点では地元からの要望という形で町から県の

ほうに要望させていただいているわけでございますが、例えばその要望の中身が、地
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区の関係権利者の方が全て土地の提供について同意書を一緒に出していただけるよう

な状況が整えば、またそれはそれで対応が少し変わってくるのかなというようなお話

はいただいております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） いろんな取り組みにつきまして、もちろん優先順位というよ

うなものがあるというふうに承知いたしておりまして、いよいよ答弁いただいたよう

な２カ所も何とか先の見通しがついてくればいいかなというふうに思っていますの

で、できる限り県のほうに働きをかけていただき、一日も早く解決をしていただくよ

うにお願いしたいというふうに思います。

それと、もう一点すみませんが、また県道のところにどうしても樹木の、町道もも

ちろん先ほど話しましたけれども、県道にも覆いかぶさっているところがあります。

そういったところも道幅も狭くなりまして、どうも対向するのには危なくなってくる

ようなところもありますけれども、その辺の指導はもちろん地権者ですよというふう

なことになれば、何とも言いようがないのですけれども、県のほうにその辺のところ

の要求のほうは、要望等も出していただいてあるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 お答えをさせていただきます。

県が管理しております県道、国道について、そういったような交通を阻害する状態

があるというふうなお話をいただけば、まず現地を確認いたしまして、その旨は県の

ほうへ逐次お話をさせていただいて対応していただいているところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） ご丁寧にいろいろな問題点を答弁いただき、またお願いをす

る分野もありましたけれども、長時間ありがとうございました。

これにて終わらせていただきます。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

△ 清 水 正 之 議 員
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〇大野敏行議長 続いて、本定例会最後の一般質問は、受付番号11番、議席番号10番、

清水正之議員。

初めに、質問事項１の就学援助についてからです。どうぞ。

〔10番 清水正之議員一般質問席登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。一般質問をさせていただきます。

まず、就学援助ですけれども、今子供の貧困が叫ばれています。16.3％、６人に１

人が貧困というふうに言われています。町では要保護及び準要保護の児童生活援助費

の支給条例がありますけれども、支給の認定日が翌月の支給というふうになっていま

す。とりわけ入学の支度金については間に合わないという状況になっているかなとい

うふうに思います。入学時に間に合うように小中学校の保護者に対して改善していく

という考えがあるのかどうか伺いたいというふうに思います。

それで、まず第１ですけれども、要保護と準要保護の世帯数について、お聞きをし

ておきたいというふうに思います。

それから、保護者に対しての説明をいつ行うようになっているのか、これが支給月

にも該当してくるのかなというふうに思います。

通常の支給日、支給月がいつになるのかもあわせてお聞きをしておきたいというふ

うに思います。

それから、所得の認定ですけれども、これについては生活保護の1.3倍というふう

になっています。生活保護自体が切り下げられて、今も母子加算については廃止をし

ようという動きも出ています。そういう点では、この支給認定の変更というものをも

う少し引き上げていく必要があるのではないかなというふうに思います。考え方をお

聞きをしておきたいというふうに思います。

５つ目は、それこそ支度金の考え方です。先ほど言いましたように、子供の貧困と

いうのが叫ばれている中で、入学を準備するというのが非常に大変だろうというふう

に思います。とりわけ中学校では制服も準備をしなくてはならないというふうに思い

ますので、その考え方をお聞きをしておきたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 それでは、小項目（１）から（５）の答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、お答えさせていただきたいと思います。

まず、質問項目１の（１）につきましてお答えいたします。平成28年度の世帯数は、
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要保護世帯11世帯、人数にしまして22人、準要保護世帯118世帯、人数にいたしまし

て137人となっております。

続きまして、質問項目１の（２）につきましてお答えいたします。就学援助制度の

保護者への周知につきましては、町の広報紙やホームページに掲載するほか、新入学

説明会での説明とリーフレットの配布、これは制度の案内書等の配布も行っておりま

す。昨年度認定された世帯への個別通知により、周知を図っているところでございま

す。

続きまして、質問項目１の（３）につきましてお答えいたします。就学援助費の支

払日については、７月、12月、３月の年３回の各学期末に分けて支給を行っておりま

す。

続きまして、質問項目１の（４）につきましてお答えいたします。所得認定の変更

についてでございますが、現行の認定基準は、対象児童生徒と生計を一にする者全員

の収入の合計額が、生活保護法による保護基準額の1.3倍未満の世帯を対象としてお

ります。また、判定に際しては、2013年の生活保護基準切り下げ以前の基準を継続し

ているところでございます。所得認定の変更につきましては、現在のところ考えてお

りませんが、引き続き生活扶助基準の見直しの影響を注視しながら、就学援助の適切

な運用に努めてまいります。

続きまして、質問項目１の（５）につきましてお答えいたします。入学準備支度金

の支給についてですが、現在準要保護世帯については、新入学学用品費にて支給を行

っております。しかしながら、就学援助制度での支給決定は、前年の所得額を審査す

ることが必要なため、例年７月の支給となっており、現行制度の中で入学準備支度金

として４月の入学前に支給することは難しいと考えております。町といたしましては、

入学前に新入学学用品費を支給することについて、今後の検討課題とさせていただき

ます。

以上、答弁とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは、再質問をさせていただきます。

まず、（２）ですけれども、入学の説明会というのは一体何月ごろ行っているので

しょうか。新しく小中学校の新入生も含めてですけれども、この説明会によって該当

するかどうかの把握を、書類を提出する時期というのが決まってくるかなというふう
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に思うのですが、この説明会のときに説明とリーフを配布しているということですか

ら、説明会というのは一体いつごろ行っているのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 ちょっと、すみません。資料をお持ちしていなくて、

実際何月何日ごろとかいうのがちょっとわからないのですけれども、入学説明会につ

きましては、３月ぐらいだったような記憶があります。申しわけありません、ちょっ

と曖昧な答えで申しわけありませのです。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 少なくとも３月の初めごろやらないとならないかなというふ

うに思うのです。嵐山町の場合は、所得金額によって該当させるという制度はあるの

だと思うのですが、生活保護基準というそれによって該当させるというのは、制度と

してはそんなに多くはないというか、多分このくらいかなというふうに思うのですが、

まず生活保護もそうなのですけれども、子供に対して全員にお渡しするということが

必要かなというふうに思うのですけれども、今資料が来たみたいですが、お答え願い

たいというふうに思うのです。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 最初に、先ほどの質問の答えにつきまして、ちょっ

と訂正させていただきたいと思います。説明会のほうは１月に行われているようです。

すみませんでした。ただいまの何でしたっけ、すみません、もう一度ちょっとお願い

して、ちょっと度忘れしてしまいましたので、質問をもう一度、すいません、申しわ

けありません。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 説明会を１月にやっているということは、申請を出す期間と

いうのは十分にあるのだと思うのです。少なくともそういう面では３月中に決定をす

れば、あるいは３月の最初に決定すれば、十分該当させていく期間というものはある

と思うのですが、いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。



- 310 -

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 失礼しました。該当するしないにつきましては、前

年度の所得により判定を行うということでなりますので、例年ですと６月中旬に町民

税の課税の基礎となる所得というのが確定いたします。それに基づいて該当するしな

いの基準に基づいて判定をいたしますので、またそれが出てから教育委員会のほうで

審議をかけまして、教育委員会の承認をいただきまして、初めて支給の決定通知を出

しているという状況で、通常例年ですと７月になってしまっていると。ただ、４月か

らさかのぼっての支給というのは、やらせていただいているのですけれども、実際の

支給日というのが７月になってしまっているというのが現状でございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということはおかしいですよね。新しい人については、４月

から６月分までの所得が勘案されないで該当、非該当を決めるということになるわけ

ですよね。申請が出ていても、それが申告の７月にならないと該当も非該当もさせな

いということになるわけですね、新規の場合。そうすると、４月から所得認定をする

６月中は新たに申請は受け付けないということですか。前々年の所得であって、それ

が生活保護の1.3倍に該当するかどうかというのは十分役場のほうでは把握ができる

わけですよね。確かに新しい申告から以降についてはそういう形になると思いますけ

れども、申告以前でも該当させるということであれば、そういう措置はとるべきだと

思うのですが、いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えいたします。

申請につきましては、最初の就学援助制度のお知らせ等については、いついつまで

に必要な書類をそろえて申請のほうは出してくださいということにはなっております

が、現状では随時受け付けをしておりまして、そのたびそのたびに年度途中でも、例

えば離婚等によりまして、そういった準要保護の制度に当たる人というのが出てきま

すので、そのときそのときに申請の手続をとっていただいて、その都度、また教育委

員会のほうには審議をさせていただいて承認もいただければ、その該当月からその方

には支給をするというような形で今までもやっていますし、今後もそういう形でやっ
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ていくような考え方でおります。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） もう一度確認したいと思うのですけれども、申請については

いつでも受け付けるということですよね。そうすると、例えば説明会を経て、３月あ

るいは４月に申請を出したという段階で前々年の所得で把握をすると、そのことによ

って準要保護になるかどうかという把握をしていくということでいいわけですね。で

はないと、４月から今課長の話だと６月までの間については該当しなくなってしまう

と。確かに所得の把握が７月ですから、７月以降についてはその所得で把握をするの

でしょうけれども、年度初めに該当させるということであれば、前々年の所得を参考

にせざるを得ないというふうに思うのですけれども、そういう形で該当させていると

いうか、調査をしていくということでいいのですね。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 ちょっと私のほうの説明がまずかったのかなと思う

のですが、通常ですと大体３月中に申請のほうを出していただきたいということで申

請を出していただいています。例えばそれが３月中に出なくて４月に入ってから出た

といたしますけれども、そうした場合にはこの３月中に出していただいた方と同じよ

うに、先ほどちょっとお話ししましたような前年の所得によって審査を行いますので、

支給日も同じように３月に出していただいた方も翌月の４月に出していただいた方も

同じ７月支給日という形の処理という形になると思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） この説明会の資料配布というのは全員の方にやられているの

ですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 全員というのは、世帯全員ということでお聞きして

いるのかなと思うのですが、それにつきましては全世帯というわけではございません。

質問項目１の（２）のほうでちょっと答弁させていただきましたけれども、新入学の
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説明会での説明とかリーフレットの配布等はしておりますが、あとは町の広報紙、ホ

ームページということで募集のお知らせというのはしておりますが、申請書の様式自

体は、今まで、昨年度まで申請を出して該当する方につきましては、提出といいます

か、通知のほうは出させていただいているのですが、それ以外の方につきましては出

してはおりません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 支給月が７月、12月、３月というふうになっていますけれど

も、新入学児、初めての支給をする場合に、少なくも１月の説明会を受けて、３月初

めに申請を出した場合に、支給月というのは３月になるのですか、それとも７月にな

るのですか。どっちなのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 その年度の４月と３月ということですか。

〇大野敏行議長 ４月に支給になるのか、７月に支給になるのかという質問でした。

〇10番（清水正之議員） 条例上は７月、12月、３月になっていますよね。例えば新入

学児が４月から入る子供たちが４月から該当させてもらいたいということで、３月に

申請を出した場合の支給月というのは３月になるのですか、７月になるのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 その年度始まって、例えば子供が小学校１年生なり

に上がったときにこの該当になるよというときには、通常ですと３月中旬ぐらいに大

体いつも締め切りということで、申請書を出してくださいということでお願いをして

いるとこでございますけれども、４月に入って申請が出てきたというようなご質問と

理解したのですが、その場合に支給日がいつになるかというと７月。未就学児だとこ

の準要保護というのは入っていませんので、当然その年の一番最初に早く払える段階

での月になるかなというふうには思います。また、年度途中そういった該当になった

方が出してきたときには、その該当事項となる月にさかのぼって、これは教育委員会

のほうにも承認をいただいて、そこで一応支給月というのは決定をしておりますけれ

ども、４月から学校に入ったという子供であれば４月からと。認定する月は４月で、
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支給は７月になってしまうかなと思います。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そういう面では、在学という形ではないのだろうというふう

に思うのですが、それが一つの大きな要因にはなるのかなというふうには思うのです。

ただ、入学願書ではないですけれども、例えば菅小に入学しますよという届けは出さ

れるわけです。だから、そういう面では入学の準備をするという点では、学年費の話

をしましたけれども、学年費もそこに在籍をしていないと学年費は出ないでしょうと

いうことになるのだと思うのです。だから、そういう面では新しくそのボーダーライ

ンにいる人たち、要するに入学準備が大変だと言われる人たちは、入学することは決

まっていてどうしても３月中に準備をせざるを得ないという段階では、お金が必要に

なってくるのだと思うのです。だから、そういう点では入るのが決まっているのであ

れば、早くから、３月から該当させてもらえないかなというふうに思うのです。

そういう面では、就学援助の場合は先ほど言いましたように、生活保護費というの

が基準になっているわけです。ちょっと課長のほうにお聞きしたいのですけれども、

生活保護費というふうに言われた場合に、一体どの部分を生活保護費というふうに規

定をしているのですか。言っていることわかりますか。生活保護費があって、子供が

入学をする場合には教育扶助費も出る、住宅扶助費も出る、そういうもろもろのもの

が出る要件があるのですが、生活扶助費といった場合はどの部分を示すのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

生活保護費全体としては、生活費あるいはその子供にかかる費用全てが生活保護費

でございますけれども、生活扶助としては生活をしていく上での費用ということでご

ざいまして、ちょっとその辺確認はさせていただきたいと思いますけれども、よろし

くお願いします。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、生活保護の基準額がありますよね、生活をす

る上の基準額。そのほかに先ほど言ったように、教育扶助費がつく、医療扶助費がつ

く、住宅扶助費がつく。まとめて生活保護費というふうに把握をしていいのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

全体で生活保護費ということでよろしいかと思います。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 教育委員会のほうに言いますけれども、生活保護費の1.5倍

というのは、嵐山町でいうとランクがあると思いますけれども、どれを基準にしてい

るのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 生活保護基準の今1.3倍でやっているのですが、そ

の1.3倍のことにつきましてでしょうか。1.5倍というお話があったのですが、すみま

せん。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 石井課長のほうから生活扶助というのは、生活扶助費とそれ

からそこに家族構成によって、子供がいる場合は教育扶助費もつきますよ、アパート

を借りている場合は住宅扶助費も出ますよ、あるいは年寄りがいる場合の医療扶助費

とかいろんなものがついて生活扶助だというふうに言われたのです。そうすると、そ

の生活扶助費の1.3倍というその生活扶助というのは、嵐山町でいうと何を基準に、

どの金額を基準に1.3倍なのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 準要保護制度、これ始まりましたのが平成17年度に

国の補助というのが廃止になりまして、その後税源移譲、地方財政措置を行って各市

町村が単独で実施するということで今現在やっているものなのですが、そのとき1.3倍

ということでやっておりまして、私のほうで、すみません、把握できているのがそれ

からは1.3倍ということで変えていないというところでしか答えができないのですけ

れども、申しわけありませんが、よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） では、ちょっと石井課長のほうにお聞きしたいのですが、嵐

山町の平均の生活扶助費と言われるものは、幾らぐらいなのですか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

家族構成によっても額が変わってくるかと思いますけれども、夫婦、子供２人ぐら

いであれば、あとアパートを借りているとか全て該当していれば、15～16万円にはな

ると思うのですけれども。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） もう一つ石井課長のほうにお聞きしたいのですが、教育扶助

費と言われるもの、これは入学する時点で生活保護に該当している家庭はどのくらい

出るものなのですか。例えば３月、あるいは４月の支給のときにどういう形で出るの

ですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えをいたします。

入学するときということでございますけれども、比企の保健福祉事務所のほうで計

算をした数字でうちのほうとしては支給しているということでございまして、細かい

点につきましてはこちら把握してございません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） では、もう一つお聞きしたいのですが、その保護を受けてい

る方については、通常の月、５月、６月とかの月の教育扶助費と、２月、３月の教育

扶助費というのは、教育扶助費が違うのか。どこがどういうふうに違いが出てくるの

か。通常考えれば、入学するときの費用のほうがいろいろかかると思うのです。とい

うことはその時点の教育扶助費と、それ以外のもう学校に通っていて生活をしている

という教育扶助費の違いというのはどこかあるのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

入学するときにいろいろな費用がかかるということであれば、また独自にその費用
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分として生活保護費にプラスされるということになろうかと思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、例えば２月、３月の場合は、入学をする準備

の資金というものは生活保護費の中に入ってくるということで、そういう面では過大

な資金をそこに費やすということはあり得ないでしょうけれども、その一定の必要最

低限の準備は生活保護費の中に入るということで、あるいは２月、３月の費用のほう

が教育扶助費としては高くなるというふうに考えていいのですね。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

石井健康いきいき課長。

〇石井 彰健康いきいき課長 お答えいたします。

支給の時期というのがちょっとはっきりあれですけれども、かかる費用分というの

はプラスされて支給という形になろうかと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 当然生活保護の場合は支給時期なんてのは毎月ですから、な

いと思いますけれども、出ていく費用については２月、３月のほうが子供に対する教

育扶助費として出ていく費用というのは高くなりますよね。教育委員会のほうにお聞

きしたいのですが、非常に生活扶助費というのが曖昧だなというふうに思うのです。

今話を聞いたように、基本的な人数によって、家族構成によってその家庭の生活扶助

費というのは違うのだというふうに課長のほうでは言われました。ということは申請

を出した１件１件の1.3倍の頭ですよね。生活扶助費の1.3倍。それが違うという考え

方でいいのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 準要保護制度等で申請出てきまして、この条例に基

づいた計算をして該当する、しないというのを判定しているわけですけれども、家族

また収入額というのが一つの基本の算定方式になっておりますので、例えば家族構成

が何人であろうが、生活を一にする世帯の収入額といいますか、そういったものによ

って変わってくるというふうに思っております。



- 317 -

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） では、通常のほかの条例と何ら変わらないというふうに思う

のです。家族構成によってこの就学援助の場合は生活保護費の1.3倍。今の話ですと、

生活保護費というのは住宅扶助もあり、教育扶助もあり、いろんな手当がつくと。だ

って子供がいなければ教育扶助なんていうのはあり得ないわけですよね。自分の持ち

家であれば住宅扶助なんてあり得ないですよね。おのずから生活扶助自体の金額とい

うのは変わってくると思うのですよね。教育委員会がいう生活扶助というのは、何を

基準に生活扶助と言っているのかということです。生活保護の基本額であればわかり

ますよね。基本額であればわかると思うのですよ。そこに教育扶助がついて住宅扶助

がついてということになると、いわゆる生活保護と言われるものは家庭によって違う

と。ということは、申請者によって違うということです。その上で所得が幾らなのか、

生活保護の1.3倍以内に入っているのかという判断をするのだと思うのですけれども、

その生活扶助と言われるものは何を基準にしているのかということです。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず、準要保護に認定される、されないの判断なの

ですけれども、これにつきましては当該年度に納付すべき町、県民税の課税の基礎と

なった前年１月から12月までの間の世帯全員の所得金額の12分の1というのが一つの

計算式の中に出てきます。また、それを収入額というふうに言っているのですけれど

も、それに対して当該年度の保護基準額早見表というのがございまして、これの前年

12月末現在の保護者等の世帯構成に基づいて算出した額というのを需要額と言ってい

るのですが、これで割りまして1.3倍未満に該当する世帯が準要保護世帯に認定して

いるという出し方をしておりますので、一概に先ほど言いましたように、家族構成が

何人であろうが、世帯の所得だとかそういったものに関係して準要保護世帯に認定さ

れる、されないというのは計算に基づいてやっておりますので、うちのほうの準要保

護制度の認定に関しましては、その所得関係が左右されてきているのかなというふう

には思っております。世帯全体の所得が左右されているのかなというふうには思って

おります。

以上でございます。
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〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、世帯全員の収入に対する生活保護の基準額だ

と思うのです。ほかの手当がついていても、それは算出されないということなのだと

思うのです。それで、この準要保護世帯が生活保護が改悪されていく中で非該当にな

ったと、要するに生活保護の基準額が切り下げられていますね、今。そうすると、お

のずから該当する世帯というのは下げられているというのが現状ですよね。そういう

世帯というのが、この間生まれてきているのですか。以前だったら該当するけれども、

今度の新しい保護基準だと該当しないという世帯というのは生まれてきていますか。

〇大野敏行議長 清水議員の一般質問の途中ですが、暫時休憩をいたします。

休 憩 午後 ３時４４分

再 開 午後 ３時５７分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

清水正之議員の再質問に対する答弁からです。答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 失礼いたしました。それでは、お答えさせていただ

きたいと思います。

準要保護制度の認定の仕方なのですが、これには生活保護制度における生活扶助基

準額の1.3倍未満ということで算定をしております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 2013年から生活保護の、今課長が言った基準額が下げられて

いる。そのことによって、該当から外れた人というのは嵐山町の中にいますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 嵐山町のほうでもこの2013年度基準、平成25年度基

準で算出しておりますので、該当する、外れた方はいないということになります。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 教育長にお聞きしたいというふうに思うのですけれども、こ
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れから今回も生活保護の改正がされるという状況になっています。この基準額の1.3を

引き上げるという考えはありませんか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

小久保教育長。

〇小久保錦一教育長 今までの経緯を考えますと、そういう考えは今のところございま

せん。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 嵐山町の場合は、さっき言ったように、生活保護の基準額が

ベースになっていると、それの1.3倍だと。生活保護の基準額がだんだん、だんだん

下がることによって、確かに1.3なのですが、該当から外れてくるという方が出てく

ると。全国的には今1.0から1.5というのが全国的な流れです。嵐山町が1.3で真ん中

辺なのですが、この生活保護基準が下げられることによって、今まではもらっていた

人ももらえなくなってしまう人が出てくるだろうというのがこれからの状況になって

くると思うのです。要綱ですから、どこでどう審査するのかといったらよくわからな

いのですが、いずれにしても今までもらっていた人が、今までは影響が出ている人が

いないのだというふうに課長は言いましたけれども、これから出てくる可能性もある。

だとすれば、この保護基準そのものを改正ごとに変えていくというふうにするのか、

それとも保護基準の1.5を、1.3を引き上げていくのかということになると思うのです

けれども、保護基準そのものが下がっていって、1.3をそのまま据え置くということ

では、影響出てくる人たちがふえるのを待っているというふうにしか受け取れないの

ですが、それを引き上げていくというのが、私は町としてそういう方向をとるのがい

いのかなというふうに思うのです。こういう要綱はほかに嵐山町の中ではないという

ふうに思うのです。国がどんどん、どんどん保護基準を下げていけば、それに該当す

べき、今までその水準にある人が該当しなくなってくるというふうに思われるのです

が、その辺はどうお考えですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えしたいと思います。

先ほど言った平成25年の基準以来、その制度から外れる方がいないのかというご質
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問でも、いないというお答えをさせていただきました。これにつきましては国のほう

から通知が来ていまして、就学援助制度の影響につきましては、各市町村のほうで影

響が生じないようなそういった対応をしてくださいよという通知のほうが来ておりま

して、基準額についても平成25年度を使用しながら、そういった該当する人が外れな

いような方向で今までは来ております。来年度またこの通知が来るかどうかというの

はちょっとわかりませんけれども、一応また同じような通知が来るとすれば、同じよ

うな形で対応していくとなれば、また枠から外れる方はいなくなるのかなと、出ない

のかなというふうには考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） この間、該当するか、しないかというボーダーラインの人た

ちに対して、では町はどういう措置をとって該当させてきたのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 先ほど申しました基準額、その辺につきまして、平

成25年度基準で今でも算出しているということで聞いておりますので、その25年度基

準でやっているので、その枠が外れる方が出ないような形を、今でも国の通知によっ

てやっていますということになると思います。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 25年基準というのは、生活保護の25年基準ということなので

しょうか。そうすると、13年よりも生活保護基準が下がっているというふうに思うの

です。25年基準のほうが下がっているというふうに思うのです。ということは、少な

くとも13年以前の基準で試算をしていかなければ、生活保護の基準額の影響というの

は出てくるのではないですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 すみません、ちょっとその辺につきましては私も詳

しく調べていないので、平成13年度以降のことにつきましてはちょっとまだ理解のほ

う、申しわけありません、しておりませんので、ちょっとよく勉強してまた検討して

いきたいと思います。すみません、よろしくお願いいたします。
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〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） では、調べていないということですけれども、少なくとも平

成13年以前の基準額ではないとならないのではないかなというふうに思うのです。

13年から下がっているというふうに言っているわけですから、それをベースにすれば

該当者は少なくなるというふうに思えるのですけれども、だから13年より前の基準額

として町は試算をしているのだということであれば、生活保護基準の影響は出ないと

いうふうに思うのですが、いかがですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 大変失礼しました。その件につきましては最初の答

弁で、私のほうでお答えしていまして、判定に際しては2013年の生活保護基準切り下

げ以前の基準を継続しているということで、今これを継続してやっております。です

ので、今のところはその影響はないというふうに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） それでは最後の質問です。

今生活保護の人は、入学の費用については、２月でも３月でもいるのだというふう

に話がありました。町は要保護世帯については、どういうふうな形でその人たちに支

援をしようというふうに考えですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 私のほうからお答えさせていただきます。

どういう基準でというのは、生保ですからセーフティーネット、国で決めているセ

ーフティーネット。これをもとにこちらでいうと、2013年基準。それが一番のベース

になっているわけです。それに合わせてきているということであって、それ以上でも

それ以下でもないと思うのです。嵐山町ではこの基準に沿ってやらせていただいてい

る。それで2013年というのは下がる前の基準ですよということで、引き続いてこれか

らもいきたいという答弁のとおりだと思うのです。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 入学準備の話です。生活保護の人たちは２月、３月に準備金
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としてかかったものは生活保護で見るのだという話がありました。だとすれば町は要

保護世帯の人に対して町の制度には入学準備という制度はないのです。町はその人た

ちに対して、例えば小学６年生から中学に入ったとき、この人たちは小学６年生のと

きに要保護世帯だったと、中学に入るときに制服だとか体操着だとか、おのずから買

わなくてはならない。町は、その家庭については把握しているわけです。そういう入

学準備の制度そのものは町にはないのです。だとすれば、町はそうした把握ができて

いる世帯に対してどういう措置をその人たちにはとっていくのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 先ほど申し上げましたように、相対的に基準で決められたものを嵐山

町でも行っているということです。それで議員さんもご承知っていうか、もうあれで

すけれども、この絶対的な貧困といいますか、そういう中でパンが幾つ買いなさいと

か、お米を幾ら買いなさいっていう生活保護ではないわけです。相対的な中のセーフ

ティーネットが決まっていて、国で決めて、それに沿ってやるわけですから、額もア

パートの額が変われば変わっていく、小学生、中学生、また違った形になればどうい

うことになるかというような形でこの基準が国で決められているわけですから、それ

に沿ってやらせていただいている、こういうことだと思うのですけれども。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） あくまでも基準額で、教育扶助だとか住宅手当とかつかない

ということですよね。そういうことですよね。ということは、今町長の答弁ですと、

町の就学資金の中には入学準備の金額も入っているというふうに理解をしてよろしい

のですか。でなければ、少なくも生活保護ではそれを見ている。では町の就学資金に

ついてはそれも見られると、必要なものは見られるというふうに理解をしてよろしい

のですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 生活保護基準で嵐山町ではやらせていただいている。それは決まって、

国で決めたものに含まれているものについてやっているわけですから、学費ですか、

そういうようなものも当然含まれるべきものは含まれている、そしてこの1.3という

のはそういうことを基準にして、必要なものについてそういう対応を図りましょうと
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いう基準でやっているということです。何か足りないところはありますか。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 生活保護の人たちは、２月、３月の入学の準備金については

かかった分は出ますよというふうに言っています。簡単に答えてください。町の就学

援助、要保護世帯の人については、その入学のための準備金というのは、この就学援

助の中に含めてもいいということですか、だめだということですか。

少なくともさっきも話したように、生活保護の基準額というものは教育扶助も住宅

扶助も基準額の中には入っていないのですよ。だけれども生活保護の場合は、準備を

するための費用は教育扶助として改めて出しますよというのが生活保護。では、町の

就学援助は生活保護基準といいながら、そうした入学のための準備として制服を買う、

玉ノ岡なんかは自転車も買う、それこそ体操着も買う、そういったものを含めた金額

として就学援助という形で出すと、町は出していくのだという考え方でいいのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 そのとおりだと思います。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ということは、事実上就学準備支援金というものは嵐山町の

中にはあるという理解でいいのですね。入学準備支援金というものは、就学援助の中

に含まれるということでいいのですね。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 ですから、さっきから言っているように、このあれが入ってこれが入

らないとかという形の支援ではないと思うのです。この中でお願いをしますというこ

とだと思います。そういう答弁していると思いますけれども。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 教育に関する援助の関係なのですが、まず生活保護

費で、例えばですが、支給されているものというのは嵐山町では、学用品費とか通学

用品費、校外活動費ということと、あと新入学児童生徒学用品費、生徒会費、ＰＴＡ
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会費、この辺が生活保護費の中で支給されております。それ以外に、修学旅行費につ

きましてはまた別の枠から援助のほうさせていただいているという状況でございま

す。ですので、新入学時のときの援助というのも、小学校、中学校それぞれ国の基準

の限度額以内での支給というふうにはなりますけれども、それについての援助という

のはしております。一応教育に関する援助というのは、相対的にいいますとそんな形

での援助を行っているという状況でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 町長の言うのとは少し違うのだと思うのです。私は、就学援

助というのは国が定める規定の項目にしか支出できない、それを町は実際は上乗せし

てすることもできることですけれども、今課長が言われるような内容だと思います。

だから、就学準備資金というのは町独自に制度としてつくらなければできないのだろ

うなというふうに思っていました。今の町長の答弁ですと、生活保護基準の中に生活

扶助の人たちは教育扶助というものがあるからそこでクリアできると。町が言ってい

る生活保護基準というのには、教育扶助が入ってない基準額なのです。いわゆる生活

保護の基準額なのです。それを今の答弁ですと、就学援助の範囲として、例えば中学

校の制服、体操着、玉ノ岡の自転車等も就学援助として見てもいいというのが町長の

答弁だったような気がするのです。だとすれば、課長が今まで言っていた生活保護基

準に13年以前としての生活保護基準として見て該当すれば、それも費用として見られ

る。子供についてはランドセルについても、今最低でも３万円、２万円だというふう

に言われているのです。通常３万から５万、あるいはもっと高くなる場合もある。そ

ういうものも見られると。私は新しい制度としてこれをつくり上げないとできなのか

なというふうに思っていました。だけれども今の話ですと、この就学援助の中にそれ

が含まれるということでいいのですね。改めて確認しておきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 議員さんの通告書の中にもありますけれども、児童生徒生活費支給要

綱、これなのです。これに沿ってやっていますということですよ。何となく言ってい

ることが違ってくるような気がするのですけれども、それにのっとって、それについ

ては現行法の認定基準というのがありますよ。それは政府基準の1.3倍というふうに

町では決めてありますと書いてありますよね。それでどこかあれですか。
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〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 町の児童生徒の支給要綱、いわゆるこの人たちが準要保護に

該当しますよ、それは生活保護の1.3倍ですよというふうに言っている。この中には

入学準備の支度金というのが入っていないのです。だから、改めてこういった制度を

つくらないと、このほかにつくらないと準備金としては町は支出できないのかなとい

うふうに思うのです。生活保護の1.3倍というのは生活保護の基準なのですよ。基準

の中には教育扶助も、住宅扶助も入っていない基準なのです。だから、生活保護の1.3倍

ということで試算が平等にできるのです。今町長が言われたのは、この制度の中に、

要綱の中に支度金も入れてもいいというふうに言われたのだと思うのです。もうそう

いう面では、要綱に入ってない支度金を、要綱に入れるということではないかなとい

うふうに思うのです。

〔何事か言う人あり〕

〇10番（清水正之議員） だから、違うのではないかというふうに俺は言っているわけ

ではない。認識が違うのではないかと言っているのに何言っているのだよ。

〇大野敏行議長 やめてください。

〇10番（清水正之議員） では、単刀直入に聞きます。この要綱で準備金というのは入

るのですね。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 さっきから言っているように、個別のものがどうとかということでは

ありませんということなのです。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） では、課長、いいですか、改めて制服、そういったものにつ

いては学校で使うものです。体操着も学校で使うものです。自転車はどうかなとは思

うのですが、そういったものはこれから、これからというか今まで多分その費用とい

うのは貸与していないと思うのですが、その費用を入れてもいいということで対応し

てもらいたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 今の要保護、準要保護児童生徒援助費の支給要綱と
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いうのがございまして、それに基づいて全てにおいてはやっているわけですから、今

もとりあえずこの要綱を変更していく、現時点では考えはございませんので、今まで

どおりやっていければというふうには思っています。

以上でございます。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 藤永課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 今現況の要綱に従って要保護、準要保護制度関係も、

支給認定の方法から何から全てにおいて、今の要綱に従ってやっていくということな

ろうと思っています。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 審議の途中ですが、暫時休憩いたします。

休 憩 午後 ４時２５分

再 開 午後 ４時３７分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

清水正之議員の再質問に対する答弁からです。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、お答えさせていただきます。

ご質問の答えなのですけれども、一応町のほうでは要保護、準要保護の児童生徒援

助費の支給要綱、これに基づきまして現状の、先ほどちょっとお話をさせていただき

ましたけれども、生活保護制度における生活扶助基準額、これに基づいた計算式でや

っていくということで継続を今後もしていくということでございまして、また要保護

の新入学児に対しましての町単独での追加事業というのは、今現在としましては考え

ておりませんということにお願いいたしたいと思います。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 要保護についてはそういう形で認定をしますよと。町は現金

で支給しているのですか。その中には、先ほど町長が言った入学を準備する費用とい
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うのは入っているのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 入学準備につきましては、生保のほうで入っていま

すので、こちらのほうとしては入っていないです。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） すみません、もう一回ちょっと答弁してください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 入学の支度金ですか、いわゆる準備金というのです

か、それについては生保のほうで支給されておりまして、こちらの教育のほうでの援

助としては出ておりません。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そうすると、生保の人は別にしても、要するに準要保護の人

については準備金、要するに学校で使う、具体的には制服だとか体操着というものは

入っていないのだと、それは国が就学援助というものはこういうものですよと、こう

いうものに該当しますよと、プラス町の部分として追加をするという、体操着や制服

を準要保護については該当させるということではないのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 要綱のほうでいきますと、学校の給食費、学用品費、

通学用品費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、修学旅行費とかということでう

たってあります。生徒会費、ＰＴＡ会費ということです。これにつきましては、支給

の品目に入りますので、この中で体操着だとかそういったのも含まれて考えてもいい

のかなというふうには思っています。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 国から指定したもの以外に、嵐山町はこういうものを追加し

ていくという考え方はあるのですか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 清水議員さんのペースにちょっと入りがかるような感じもあるのです

けれども、さっきから言っていますように、児童生徒費支給要綱に沿ってというふう

に言っていましたけれども、それには1.3の基準になる数値というのが議員さんご承

知のようにあるわけです。それにのっとって、この要綱でやりますよというふうに私

のほうでは言っていたわけなのです。それで、生保のほうには議員さんおっしゃるよ

うに、幾らサッカーボールか何かわかりませんけれども、そういうのが含まれている

わけです。ですから、その含まれた生保のほうで、これを同じようにやると、その含

まれた分が嵐山町だけ上がってしまうわけですよ。だからそうではなくて、この要綱

に沿って、決められたとおりやらせていただいています。

それで、この基準が前年の所得ではなくて、2013年からのこれでいきますよと、そ

ういうことでちょっと清水ペースに入りそうな感じのところもあったわけなのですけ

れども、あくまでも言っていますようにこの支給要綱に沿ってという形で、嵐山町は

やらせていただいていますよ、そういうふうに言いたかったわけなのですが、さすが

議員さん、プロですので、ちょっとペースに入りそうになりましたけれども、そうい

うことでご了解お願いします。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ちょっと残り時間が少なくなりましたので、最後に要綱につ

いてはわかりました。その要綱の中に載っていないのが入学準備の支度金なのです。

だから、これは改めて要綱なり何なりをつくらなければ支給ができないと思ってはい

たのですよ。そういう面では要保護の人たちは生保で出ますよ、では準要保護の人た

ちにもそういうものを拡大して、あるいは新しく制度をつくって、該当させたらどう

かという話なのですよ。そういう考え方ってありますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 当面は、先ほど来説明をさせていただいている状況で進めさせていた

だきたいと思います。

◎会議時間の延長
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〇大野敏行議長 議事の途中ですが、本日の会議は議事の都合によりあらかじめ延長い

たします。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ２番目に行きます。18歳未満の医療費の無料化についてです。

今県内でもこの無料化については滑川町から始まって、拡大が進んできています。そ

ういう面では、町が仮に18歳まで無料化にするというふうに言った場合の予算をはじ

いているのでしょうか。もしはじいていたら教えてください。どのくらいかかるのか

なというふうに思います。

そういう面では、越生や新座や寄居、東秩父までが入通院無料化というふうになっ

ています。朝霞市は入院までと。これが県内の18歳までの無料化の実情です。そうい

う面では、入院であればどのくらい、入通院であればどのくらいというのが試算にし

てあれば教えてください。

それから、嵐山町がこの引き上げをするにはどういう段階で、どういう条件が整っ

たら引き上げが可能なのか、それもあわせてお聞きしたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

初めに、小項目（１）について藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

質問項目２の（１）につきましてお答えいたします。18歳までの引き上げに対して

の予算の算出につきましては、医療機関にかかる人数の想定が難しいので、既に18歳

までの拡大を実施している近隣の町を参考にし、平成27年度実績で算出いたしますと、

拡大による予算額は少なくとも年間600万円程度は必要かと思われます。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、小項目（２）について岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

嵐山町においてはご承知のとおり、平成27年10月からこども医療費の窓口払いを廃

止をし、続く平成28年４月からは重度心身障害者の医療費、そして平成29年１月から

はひとり親家庭等の医療費についても窓口払いを廃止する予定であります。

助成の範囲を拡大することは、財政負担も伴いますので、町の財政状況を考慮し、

今後検討してまいりたいと考えております。
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以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 600万で入通院ということなのだと思うのですが、そのくら

いかかると、そういう面では全県的には、やはり子供の数の少ないところから始まっ

ているのかなというふうに思います。同時に、滑川町は何て言っているか、これ新聞

に載っていたのですが、子育てに優しい町として大きく打ち出した施策なのだという

ふうに言っているのです。だから、そういう面では町の施策として打ち出したもので、

嵐山の場合は財政状況を考慮しながら考えたいという話なのでしょうけれども、いつ

までにやるのだというのが具体的に明示化されていない部分なのです。財政状況を考

えたら、なかなか実施には移せないのかなというふうに思うのです。そういう面では、

子供の数を引き上げようという施策の中で、一つの方向として出していかざるを得な

いのかなというふうに思うのです。

恐らく今挙げた町村もそういう意味で、寄居にしても東秩父にしても越生にしても、

そういう意味で打ち出してきているのだと思うのです。滑川から始まったこの18歳が、

今年随分ふえたなという感じを受けているのです。そういう面では、嵐山町も財政状

況を考えてということになったら、なかなかできないではないかなというふうに思う

のです。だったら、一つの政策としてこれをやりたいのだと、まず段階的にはあるで

しょうけれども、そういう方向を持ってもいいのではないかなというふうに思うので

すが、どうでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 医療費については、嵐山町では皆様方のご協力、ご支援をいただいて、

窓口払いまで、一番最後までというような状況で進めてきているわけです。それには

清水さんもお持ちですけれども、埼玉新聞の医療費の状況があるわけです。それで、

こういうことを少しでも抑えたいということで窓口払いを一旦払っていただいて、き

ょう幾らかかったのだろうとチェックをしていただいて、それでということで始めた

わけですけれども、皆さんのご意見が多くて、それといろんな考え方のもとで、私も

判断をして、窓口払いを廃止をした状況があります。

それで、今おっしゃっているのは、これと18歳まで、もうちょっと大きくなるまで

やったらどうかということですけれども、嵐山町では今清水議員さんがおっしゃって
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いる川上論といいますか、川下論です。出口のところを上げたらどうか、しかし嵐山

町ではそうではなくて、入り口のところの医療費をかかる前の健診をしたり、予防を

したり、健康管理をしたり、そちらのほうのところをしっかりやっていきましょうと

いうことで、今も健康事業も取り入れてやっていますし、そういう方向で進んできて

いるわけです。ですので、これからも入り口のほうのところについては、嵐山町はほ

かのところにも負けない形の体制を今とれているわけですので、そっちをしっかりや

りながら、出口に余りかからないような形をとっていく、それが大きな嵐山町の特徴

かなという感じもしております。

そして今、人口減少のこの時代の子育て支援ということですので、そういう健康の

面も、確かにわかりやすい事業だと思うのですけれども、そうでなくて、もっとわか

りづらいかもしれないけれども、予防注射をするとか健康診断をするとか、そういう

ようなことをこれからやっていきたい。

それともう一つ、新年度をめどにいろいろ何かやっていければという子育て支援の

学力関係のところについて何かをというようなときには、そちらのほうにも予算を幾

らか回さないとできませんので、それらをいろいろ勘案をする中で今までどおり、嵐

山町が特別おくれているということではありませんので、18歳というのは。そういう

状況は今のままやらせていただいて、違った形の展開が図れれば、ただ余りわかりや

すい状況でなくて、地道な事業を一つ一つ積み重ねていって、成果が出るような形に

持っていきたいなと考えております。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） なかなか地方自治体がこれに踏み切れないというのは、一つ

は国の動きがあるからだなというふうに思います。今回の地方創生の中でも、例えば

ペナルティーについても、地方創生の資金の中でやる分については、２年間ペナルテ

ィーはその部分はかけないよという動きにもなってきました。各自治体がこうしたや

ってほしいと、実施に移してほしいという要請も毎月のように新聞に出ています。そ

ういう点では、早く国がこの部分の制度をつくるということが前提にはなるのだと思

います。そのことによって地方に対する費用も実施が早まってくるのかなというふう

にも思います。

そういう点では、財源の問題のお話を、町の財政状況を考え今後検討したいという

ふうに言っていますけれども、そういう点での県そのものも制度を引き上げる、国が
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制度をつくる、県が制度を引き上げる、そのことによっての財源というのは浮いてく

ると思います。そういう面ではそういう方向は出ています。そういう動きというか、

運動というものが非常に広まってきた。そういう要望というのは至るところにやっぱ

りあるのだと思うのです。群馬県でも、県そのものが広げている状況もあるわけです

から。そういう面では、やはり私は町の施策としてこの制度をつくってＰＲすること

はいいのではないかなというふうに思います。もし何かあればお答えください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 こども医療費については、もう既に嵐山町だけではなくて、埼玉県内

の全ての市町村で県以上の、小学校全部だとか、中学校いくとか、18までというよう

なところでやっているわけです。そして、今年度の町村会の全体の県に対する要望も、

みんなこういうふうにやっているのだから、県も考えてくださいよという要望を町村

会の要望で出してあります、県のほうには。しかし、県のほうでは額がとんでもなく

大きくなると、それにはということで、先ほども言ったような健康事業をもっと広げ

ていく、今年広げたけれども、来年もっと広げるというようなことで健康への取り組

みという知事の考え方もあって、そういうような方向らしくて、なかなか認めてもら

えそうもないのですけれども、町村会としてはそういう方向でお願いがしてあります。

ですので、どういう方向になるのかわかりませんが、市町村が先行してやっているわ

けですので、国、県に対してはこれからもそういう要望はしっかりしていきたい、そ

してそれらがなったときには、いろんな使い方ができるのではないかというふうに思

います。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 次に移ります。

最低賃金の問題です。たしか昨年も答申があったわけですが、嵐山町の場合、ほか

の近隣の状況を見て判断したいということで、据え置きになったと思うのです。今回

も、確かに町そのものは埼玉県の最低賃金よりも高いということではあるのですが、

引き上げの勧告がありました。町の対応について、まずお聞きしたいというふうに思

います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

中嶋総務課長。
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〇中嶋秀雄総務課長 お答えさせていただきます。

埼玉県の最低賃金は、平成28年10月１日より時間額845円に改定されることとなっ

ております。嵐山町の一般事務臨時職員賃金につきましては、今議員さんのお話から

ありましたように平成26年10月に改定を行いまして、現在のところ時間額が850円と

なっております。今後につきましては近隣の状況とも勘案し、新年度予算の編成に合

わせて検討させていただきたいと考えております。

以上、答弁とさせていただきます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） きょう試算の話がありましたけれども、この最低賃金を、意

見書にも出ているのですが、最低1,000円にした場合どうなるかという試算を労働運

動総合研究所というのが試算を出しています。時給1,000円にした場合に、最終の消

費需要が２兆4,800億円増加するというのと同時に、24万9,700人の雇用が新たにでき

ると。また、地方と国を合わせて3,793億円の税収増になるのだという指標が出てい

ます。また、1,500円の場合はどうなるかと、最終の消費需要が16兆2,200億円、国内

総生産が30兆600億円になると。国と地方を合わせて２兆4,698億円にもふえると。

そういう面でやはり町が最低賃金の答申よりも低いからということで、それを据え

置くということは、やはりこういうところにも影響するのかなと。早く1,000円にし

てほしいというのは、働く人たちの願いでもある。まして非正規の人たちがふえてい

る現状からすると、こういう試算というのもあり得るのかなというふうに思うのです。

そういう面では、据え置いた昨年、今年は実施に移すという方向はできるのでしょう

か。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えさせていただきます。

最低賃金のいわゆる改定、これにつきましては昨年度もお答えをさせていただいた

とおり、町としても非常に関心を持って常にチェックをさせていただいているという

ことでございます。そして、臨時職員の予算につきましても、当初予算の段階におい

て、こういった賃金改定、こういったものを考慮して予算編成、その中で賃金決定に

ついて検討していただいていると。その結果、平成28年度予算については、賃金の改

定は行われなかったということでございまして、今年度もこの賃金の改定が、埼玉県
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の改定率というのは14年度以来、一番大きな改定率というふうなことも承知をいたし

ております。近隣の状況を見て、新年度予算の中で改めて検討させていただきたいと

いうことでございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 最低賃金の問題で言えば、消費需要もそれから雇用も、それ

から国や地方の税収も上がるのだと、引き上げることによって。こういう試算なので

すよね。そういう面では、これをどう引き上げていくかというのは、まして自治体が

引き上げるということは、民間に対する影響というのは大きいわけですから、それを

せっかく答申があったわけですから、前回もそうなのですけれども、それを実施に移

すということは必要だと思うのですが、どうでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 この最低賃金の引き上げに伴いますいわゆる非常勤、臨時職員の

賃金、これについては考え方とすると、議員さんがおっしゃるとおりでございます。

私どももそう思っております。ただ、余り財政のことは、この賃金の改定について関

連して言いたくはないのですけれども、現実のところ嵐山町の臨時職員の人数、こち

らのほうは年々ふえているという実態もございます。そういった中で、この賃金引き

上げの一つの条件これを申し上げ、一つの考えを考えるならば、やはり今年度機構改

革ということで職員体制の改正も行っていくということになるわけですが、その辺の

臨時職員の一つの配置といいましょうか、そういったものも考慮した上で考えていく

必要があるのではないかなというふうに考えております。

最低賃金の引き上げ、いわゆる1,000円、そういったものにつきましては、近隣の

情勢も含めながら、議員さんおっしゃるような観点では認識をいたしているというふ

うに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 国勢調査がありました。そういう面では、嵐山町の中で多分

正職員よりも派遣やアルバイトやそういう人たちのほうが多いのではないかな、いわ

ゆる時間で働いている人たちのほうが多いのではないかなというふうに思います。自

治体が引き上げるというのは、そういう人たちに影響を与えると、そういう人たちに
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も影響を与えるのだというふうに思うのです。どれだけ下支えをするか、それが必要

になってくるというふうに思うのですが、いかがでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 渋谷議員のご質問にもございましたように、同一労働同一賃金と

いう議論が今、国のほうにおいても、また経済団体連合会のほうでも、これを受けて

今協議をされているというふうに聞いております。そういったことを受けながら、い

わゆるこの地方公務員、現場における非正規、臨時職員の対応についても、今後さま

ざまな点でそういった改正点といいましょうか、方向性が出てくるのだろうというふ

うに考えております。そういったことも含めながら、またこの最低賃金の引き上げ、

こういったものも十分心に置きながら、今後の対応については慎重に考えてまいりた

いというふうに考えております。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そういう面では、経済のやっぱりさっき下支えというふうに

言いましたけれども、底の部分ですから、そういう面ではこれから新年度に向けて検

討するということですから、実施に移せるようにお願いをいたしたいというふうに思

います。

終わります。

〇大野敏行議長 どうもご苦労さまでした。

◎散会の宣告

〇大野敏行議長 以上で、本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ５時０９分）
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平成２８年第３回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第５号）

９月２１日（水）午前１０時開議

日程第 １ 報告第 ４号 専決処分の報告について

日程第 ２ 同意第１０号 嵐山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

日程第 ３ 同意第１１号 嵐山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることにつ

いて

日程第 ４ 議案第３７号 嵐山町いじめ問題対策連絡協議会等条例を制定することに

ついて

日程第 ５ 議案第３８号 嵐山町税条例等の一部を改正することについて

日程第 ６ 議案第３９号 嵐山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正することについて

日程第 ７ 議案第４０号 嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用

者負担に関する条例の一部を改正することについて

日程第 ８ 議案第４１号 嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部

を改正することについて

日程第 ９ 議案第４２号 嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正するこ

とについて

日程第１０ 議案第４３号 平成２８年度嵐山町一般会計補正予算（第２号）議定につ

いて

日程第１１ 議案第４４号 平成２８年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算（第１

号）議定について

日程第１２ 議案第４５号 平成２８年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第

１号）議定について

日程第１３ 議案第４６号 平成２８年度嵐山町介護保険特別会計補正予算（第２号）

議定について

日程第１４ 議案第４７号 平成２８年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算(第２号)

議定について
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日程第１５ 議案第４８号 平成２８年度嵐山町水道事業会計補正予算（第１号）議定

について
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◎開議の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。第３回定例会にご参集いただきまして、

大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成28年第３回嵐山町議会定例会

第９日は、成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

（午前 ９時５６分）

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、10月５日に審議を予定しております認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計

歳入歳出決算認定についての件から認定第６号 平成27年度嵐山町水道事業会計決算

認定についての件までの決算６議案につきまして、討論する議員は９月30日の午後５

時までに議長に届け出てください。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

◎報告第４号の上程、説明、質疑

〇大野敏行議長 日程第１、報告第４号 専決処分の報告についての件を議題といたし

ます。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 報告第４号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

報告第４号は、専決処分の報告についての件でございます。損害賠償額の決定につ

いて、地方自治法第180条第１項の規定及び町長の専決処分事項の指定についてに基

づき専決処分したので、同条第２項の規定に基づき議会に報告をするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。
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以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中嶋総務課長。

〔中嶋秀雄総務課長登壇〕

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、報告第４号の細部について説明をさせていただきます。

大変恐縮ですが、開いていただきまして、別紙をごらんいただきたいと思います。

損害賠償額の決定について、専決処分をさせていただきましたので、報告をさせて

いただくものでございます。

まず、相手方でございますが、嵐山町大字越畑1469番地の３、金子清治氏でござい

ます。

損害賠償の額は、22万5,569円でございます。

町有地の竹が倒れて被害の生じました車両の修繕費、こちらについて賠償をさせて

いただくものでございます。

なお、この損害賠償の額の全額につきましては、保険金より保険の対象となるとい

うものでございます。

事故の概要でございます。平成28年の７月７日午後８時32分ごろ、嵐山町大字越畑

622番４付近の町道２―９号において、道路照明灯がない区間を相手方が自家用車で

走行中、町道脇の町有地から立ち枯れた竹が道路に倒れ込んでおり、相手方車両のヘ

ッドライトでは認識できない左上方であったために接触をし、車両の前部から後部に

かけて傷をつける損害を与えたものでございます。町の管理上の責任ということでご

ざいまして、この賠償をさせていただくというものでございます。

どうぞよろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 この際、何かお聞きしたいことはありませんか。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今回道路照明灯がないために暗くてよく見えなかったという

ことに、ここに書いてあるのですが、農村部であるといろいろと蛍光灯の量とかが余

り明るいと作物に影響するという観点から、今後は道路照明灯の考えとかはどのよう

にお考えなのか、お伺いしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。
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〇菅原浩行まちづくり整備課長 道路照明灯につきましては、基本的にカーブですとか

交差点ですとか、そういった交通上危険な箇所につきましては、優先的に道路照明と

いうことでつけさせていただいているというふうな考え方で進めさせていただいてお

ります。

今回事故のあった場所につきましては、交差点からちょっと先へ行った箇所で、交

差点のところには道路照明灯があるのですけれども、たまたま雨が降った後で、竹が

覆いかぶさってきていて、交差点の照明も行き届かなかった部分かなと思います。現

地につきましては、今の考え方でいくと、照明灯につきましては新たにつける場所で

はなくて、土地の維持管理を適切に進めていけば防げたものかなというふうに考えて

おります。

以上です。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 例えば通学路とか、子供さんとかが通るような道ではないの

でしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 通学路かどうかの確認はちょっとしていないのでわか

らないのですが、通学路で必要があれば、そこは今度防犯灯という考え方で、必要に

応じてつけさせていただくということになるかと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） すみません、町有地の竹の枯れたものが倒れたということで

すけれども、この件につきましてどのくらいの町有地の面積があり、竹の処理にはど

んなふうにこれから、すぐに取り組んだのか、あるいは倒れたものは取り組んだので

しょうけれども、今後の考えですけれども、お願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 場所につきまして、ちょっと面積のほうは、すみませ

ん、把握をしてございませんので、申しわけございません。答えられませんが、竹に

つきましては、事故があった後、速やかに処分をしてございます。今後につきまして
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は、先ほど申し上げましたとおり、適切に管理をしていくということで考えておりま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 よろしいですね。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 本件につきましては、地方自治法第180条第１項の規定による議会の

委任による専決事項の報告でありますので、これにて終わります。

◎同意第１０号の上程、説明、質疑、採決

〇大野敏行議長 日程第２、同意第10号 嵐山町教育委員会委員の任命につき同意を求

めることについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 同意第10号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

同意第10号は、嵐山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件

でございます。

嵐山町教育委員会委員に植田春子氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。

植田氏の経歴につきましては、裏面の資料をご高覧願いたいと存じます。

なお、細部説明は省略をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 植田さんは再任ということで、嵐山町教育大綱をつくると

きにかかわっていた方なのですが、佐久間議員の一般質問の答弁によると、教育委員

さんの方はみんな賛成であったということですが、植田さんに関してはどのようなご

意見をお持ちだったのか伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。
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〇中嶋秀雄総務課長 お答えをさせていただきます。

今渋谷議員ご質問のとおり、教育大綱の作成に当たりましては教育委員会で協議を

していただいて、案を出していただき、総合教育会議の中で決定をさせていただいた

というものでございます。委員さんにつきましては、最終的には全員の賛成を得て大

綱ができたということでございます。

ちょっと総合教育会議の会議録を手元に今持ってきておりませんので、植田委員さ

んが個々具体的にどのようなお話をされたか、質疑をされたかというのは、ちょっと

すぐにここでは手元にございませんのでお答えできないのですが、基本的にはその総

合教育会議の中で質疑をされた主な内容というのは、以前の質疑の中でもお答えをさ

せていただいたとおり、やはり嵐山町の町民憲章、これを基本として、そして教育大

綱についてはつくっていくのがやはりいいのではないかと、そういった視点をもとに

教育委員会の中で種々さまざまなご協議がなされて大綱ができたというふうに考えて

おります。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 植田さん、女性ですから、私この女性のことで言いますと、

渋谷区には市川房枝財団があります。市川房枝財団の中で、市川房枝さんという教育

者であって政治家がいます。この教育大綱の中で、嵐山町で問題だというのは、思っ

ていますのは、安岡さんと、それから郷学研修所です。もし渋谷区の教育大綱の中に

市川房枝記念財団や、それから市川房枝さんをここの中に入れたとしたら、入れるよ

うなことがあるとしたら、それについて何も話し合わないということがあったでしょ

うか。その点で、同じような視点で、年齢的にも同じぐらいの年齢の方ですので、そ

して亡くなった年月日も同じぐらいの方ですので、その点について話し合われたのか

どうか。教育大綱に政治思想家を入れていくということが今まであったわけなのです。

そのことについて、全く植田さんは何の議論もなさらなかったのかどうか伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 お答えさせていただきます。

先ほど申し上げましたように、教育大綱の案につきましては教育委員会でご審議を

いただきました。総合教育会議の中では、安岡先生等のお話については、討議といい

ましょうか、質疑はなかったというふうに記憶しております。
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〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうすると、この植田さんに関しても、教育大綱に関して

嵐山町憲章とは違う部分が入ってきていますけれども、そのことについては全く議論

をなさらなかったというふうに考えてよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 総合教育会議の中におきましては、町民憲章を基本として、やは

りこれは嵐山町の基本的な、今までにも町民憲章が定められ、そしてそれについては

ずっと一貫して嵐山町の憲章として継続されていると、これを一つの嵐山町の精神と

して、やはり教育大綱にも生かしたほうがいいのではないかというのが一番最初の会

議の中でお話が出た。それをもとに教育委員会の中で、３回だか４回だかだったと思

うのですけれども、かなり慎重に審議をしていただいて、その精神を生かした教育大

綱ということで案が出てきたというふうに記憶しております。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論は省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、討論は省略することに決しました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第10号 嵐山町教育委員会

委員の任命につき同意を求めることについての件は、これに同意することにご異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 異議なしと認めます。

よって、同意第10号 嵐山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

ての件は、これに同意することに決しました。

◎同意第１１号の上程、説明、質疑、採決

〇大野敏行議長 日程第３、同意第11号 嵐山町教育委員会委員の任命につき同意を求
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めることについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 同意第11号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

同意第11号は、嵐山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについての件

でございます。

嵐山町教育委員会委員に宮本大裕氏を任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律第４条第２項の規定に基づき、議会の同意を求めるものであります。

宮本氏の経歴につきましては、裏面の資料をご高覧願いたいと存じます。なお、細部

説明は省略をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、宮本氏はよく知っている人なのですけれども、この

方が嵐山町教育大綱についてどのような考え方を持っていたか伺いたいと思います。

特に安岡氏、それから郷学研修所について、この問題についてどのような考え方を持

っていられたのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 先ほどの植田氏の関係でもちょっとお答えいたしましたが、教育

大綱の作成については、繰り返しになりますが、嵐山町の町民憲章、これを一つの基

本としてというのが教育委員さんの第１回目の会議の中でお話が出た話でございま

す。その後、教育委員会で審議をいただいて、最終的にまとめられたということでご

ざいまして、先ほど申し上げましたが、総合教育会議の中では、先ほどの安岡先生等

の入れる、入れないというような、そういった点での質疑というものはなかったとい

うふうに考えております。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 嵐山町憲章ですけれども、安岡氏とか郷学研修所は入って

いるものでしょうか、入っていないものでしょうか伺います。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 町民憲章の中には入っておりません。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） そうしますと、入っていないですよね。入っていない。

〔何事か言う人あり〕

〇13番（渋谷登美子議員） 入っていないよね。入っていないです。ちょっと古い時代

になりますと、幕末期の松下村塾、長州藩です。長州藩に学問大綱というものがあり

ましたら、この中に吉田松陰と松下村塾が入ってくる、そういった問題です。

そして、同じぐらいの年齢の方だったら、私は松下政経塾というのがありますが、

松下政経塾がどこの市町村か、横浜のほうかなと思ったりするのですけれども、そこ

の中に、つくった教育大綱の中に松下幸之助と松下政経塾の名前が入ってくるような

ことがあるというふうなことになってくるわけなのですけれども、そのことについて

も、宮本さんは全くこれについてご議論をなさらなかった、むしろ積極的だったかも

しれないと思うのですが、その点についてどのようにお考えか、どのような状態だっ

たか伺います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 再度お答えさせていただきますが、総合教育会議の中ではそのよ

うな安岡先生等の個人名について入れる、入れないという、そういった議論はなかっ

たというふうに考えております。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論は省略したいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、討論は省略することに決しました。

お諮りいたします。ただいま議題となっております同意第11号 嵐山町教育委員会

委員の任命につき同意を求めることについての件は、これに同意することにご異議あ
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りませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、同意第11号 嵐山町教育委員会委員の任命につき同意を求めることについ

ての件はこれに同意することに決しました。

◎議案第３７号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第４、議案第37号 嵐山町いじめ問題対策連絡協議会等条例を制

定することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第37号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第37号は、嵐山町いじめ問題対策連絡協議会等条例を制定することについての

件でございます。

いじめの防止、いじめの早期発見等のいじめ対策を充実させるとともに、その推進

体制を整備するため、本条例を制定するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

藤永こども課長。

〔藤永政昭教育委員会こども課長登壇〕

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、議案第37号 嵐山町いじめ問題対策連絡

協議会等条例を制定することについての細部説明をさせていただきます。

いじめ防止対策推進法の施行に伴い、いじめの防止等の対策について、地方公共団

体には国と協議しながら、地域の実情に応じた施策の策定及び実施が求められており

ます。本議案は、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめの防止等の対策を総

合的かつ効果的に推進するため、教育委員会の附属機関としていじめ問題対策連絡協

議会及びいじめ問題調査審議会を、また町長部局の附属機関としていじめ問題再調査

委員会を設置するため、条例を制定するものでございます。
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この条例は４章から構成されていまして、第１章で趣旨及び定義を定めております。

次に、第２章で、いじめ防止対策推進法第14条第１項の規定に基づき、いじめ問題

に関する施策の推進、調整、現状把握及び分析等に関することについて協議をするた

め、委員12名以内をもって嵐山町いじめ問題対策連絡協議会を設置するものでござい

ます。

次に、第３章で、法第28条第１項の規定に基づき、重大事態について調査審議をす

るため、委員５名以内をもって嵐山町いじめ問題調査審議会を設置するものです。こ

こでいう重大事態というのは、いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身

または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、または相当の期間学校を

欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときとされております。

続きまして、第４章で、法第30条第２項の規定に基づき、町長の諮問に応じ嵐山町

いじめ問題調査審議会による調査の結果について必要な調査を行うため、委員５名以

内をもって嵐山町いじめ問題再調査委員会を設置するものでございます。

なお、附則におきまして、この条例は、公布の日から施行したいこと及び特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正し、各委員の報

酬額及び費用弁償を別表第１のとおり定めたいとするものでございます。

以上で議案第37号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 第７条で、この協議会が、会長が、失礼、第８条です。会長

が招集するのだと、そしてその協議会の委員を構成するものは、この組織として第５

条２項、（１）から（５）まで載っているということになるわけですけれども、そも

そもこの会議を招集する事態、どういう事態のときにこれが招集されることになるの

か、お尋ねしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず、いじめ問題対策連絡協議会のほうは、何かそ

ういういじめ問題とか発生したときに集まる場ではなく、それを防止するために、も

しくは早期発見ですとか、いろんなことをいじめに対しての協議をする協議会という
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ことになりますので、問題が生じて何か審議をするというふうになった場合には、そ

の後に出てきました審議会、そちらのほうで協議するというふうに考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうすると、この第５条のいわゆるいじめ問題対策連絡協議

会という組織をされるその協議会は、どのような具体的な内容として仕事をやること

になるのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきます。

すみません、条例のほうの第４条のほうに所掌事務ということで、協議会は次に掲

げる事項について協議するということで、第１号から第３号までちょっと掲げており

ます。この１号から３号について協議をしていただくという予定でおります。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そうすると、教育委員会の附属機関だということを説明され

ましたので、教育委員会がいじめ連絡協議会を招集していくというような理解でよろ

しいのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 事務局としては教育委員会のほうで、協議会の委員

さんには任命も教育長がするというふうになっておりまして、実際会議やるときには、

第８条のほうにちょっと出てくるのですが、一応会長が招集して会議のほうは行うと

いうふうにはなります。事務局といいますか、それは当然教育委員会のほうでやるこ

とになっております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） そうしますと、協議会の件ですけれども、協議会は教育委員

会の附属というか、なっていますから、年に１回ぐらいとか会議を持つのはあるのか
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どうか、確認をしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 今のところ予定なのですが、今年度は半分過ぎてい

ますので、一応残りで１回開催をしたいというふうに考えております。その翌年度以

降、来年度以降につきましては、年２回ぐらい開催できたらいいのかなというふうに

は考えております。まだこれは確定はしておりませんので、今回協議会のほうも任命

をさせていただいて、最初の協議会のときにどのような形で進めていくかというのは

協議していきたいとは思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 協議会の委員は12名と、それから審議会が５名ということで

すけれども、これにつきましては委員は教育委員会のほうが協議会につきましては任

命して、こちらに１から５まで掲げてありますからわかりますから、こちらの関係と、

それから審議会の委員の５名に関してはまるっきり専門的な委員さんになるのか、法

律、医学、心理というふうになっていますので、違うのかなと思いますが、ダブるよ

うなことというのはありませんか。では、それをすみません。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 協議会のほうの委員さんというのは、５条の２項の

ほうで、１号から５号のほうで掲載させていただいておるとおりでございまして、１

号の学校教育関係者というのは、学校の例えば管理職である校長なりとか、もしくは

指導をする立場の、そういった担当の先生っていらっしゃいますので、そういった先

生になっていただくのか、この辺はまた学校のほうで選出をしていただくのは、そう

いった方に選出していただければいいのかなというふうに考えております。

教育委員会委員というのは、今の教育委員さんのうちお一人かお二人かというお話

にはなるかと思います。

次の関係行政機関を代表する者ということになりますと、この辺は児童相談所です

とか、法務局または警察署の方、その辺の方を想定しております。町内各種団体とい
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いますと、例えば関係機関、町長部局の附属する関係機関の方で入っていただこうか

なというふうな考え方でございます。

また、審議会のほうの組織なのですが、これは14条２項のほうに出ていますように、

法律、医学、心理、福祉等に関し専門的な知識及び経験を有する者ということでうた

っておりまして、この辺の方から選出したいというふうに思っております。なお、そ

れぞれの分野で、例えば法律に関しましては、弁護士会のほうにどなたか推薦いただ

きたいというような形で、推薦を受けて、その方を任命していければなと、それは医

学だったら医師会ですとか、そういった組織のほうに依頼をしまして、選任をしてい

ただければというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 委員になる関係につきましては説明も、この資料にもありま

すからわかったのですけれども、私聞いたのは、５条の協議会と、それから審議会に

関しては、専門分野が審議会のほうには載っていますから、１人の人がダブることは

ないのでしょうかというふうに尋ねたわけだったのですけれども、すみません、もう

一度お願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 すみません、答弁のほうが足りませんでした。申し

わけありません。一応ダブらないように考えております。これは再調査委員会につい

ても同じ、ダブらないように考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 今の関連ですけれども、そうしますと改正後の表が最後のほ

うに、４ページに出ていますけれども、そちらの件ですが、いじめ問題対策連絡協議

会委員ということで、報酬額が5,000円、あるいは費用弁償でしょうか、それが一律

1,000円ということになります。それで、協議会の会長さんという名前になるのだか、

ちょっとわかりませんけれども、トップになる方が協議会の中にもいらっしゃると思

います。そういった中で、その方が招集をかけたりいろいろしながら、協議会はする

ということは会議の中の第８条に載っていますけれども、費用の報酬額なのですけれ
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ども、こちらの方の会長さんにつきましては、その下の審議会、あるいは再調査会に

つきましては、報酬額が１万1,000円とか9,500円というふうになりますが、これらの

協議会の5,000円の委員さんはわかりますが、こちらの会長さんにつきましては、い

じめの審議会、あるいは再調査会のほうの金額とは大分異なりますけれども、ちょっ

とこの辺説明していただけたらありがたいのですが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 この報酬額につきましては、附則のほうで特別職の

職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償等に関する条例の中に出てきております。今

回はそこで、25から28という形で新しく加えさせていただきたいということで、今回

制定のほうで出させていただいております。

まず、いじめ問題対策連絡協議会のほうの関係につきましては、その条例のほうに

基づきまして同等と、同じような審議会等が、委員会みたいのがあるのですが、これ

同等と、この中身的な審議する内容というのは同じであろうということで、同等の金

額の5,000円と費用弁償の1,000円という形で定めさせていただいております。

次のいじめ問題の調査審議会、または再調査委員会につきましては、それなりの重

大な問題が起きたときに協議をしていただきまして、専門的な分野の方を委員として

来ていただきますので、それに基づいて今町の条例のほうでも情報公開審査会とか行

政不服審査会、この辺が会長が１万1,000円、委員が9,500円という金額で条例上定め

ておりますので、ここと同じ、同等ぐらいの額が妥当ではないかということで、この

金額のほうで制定をしたいというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 協議会のほうは、全体的な嵐山町のいじめの状況に関して

の現状把握、分析等というふうな形なので、公表されるような内容というのはあるの

かなと思うのですが、これ会議は非公開なものと公開のものがあるわけですけれども、

今回も教育の評価がありましたけれども、そういったものに一般的ないじめに関する

現状把握、分析に関しては情報提供されるのかどうか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきたいと思います。

情報公開等するかしないかということでよろしいですか。

〔「情報提供」と言う人あり〕

〇藤永政昭教育委員会こども課長 情報提供、それにつきましては、協議会のほうで審

議をする内容についての情報提供は、これはできないことはないのかなと思っており

ます。

また、審議会のほうにつきましては、それなりの問題、重大な問題が起きたときに

審議をするということになりますので、その内容によってはちょっと情報提供も場合

によってはできないとか、そういったことは生じるかもしれませんのですけれども、

実際協議会のほうでは、そういう意味では別に隠すものではないというのですか、協

議する内容としては別に問題ないので、原則非公開とするとは言っておりますが、通

常いろいろ検討していただくような、４条に出てくるようなことをやる分には、別に

非公開にする必要はないのかなと思っています。

ただ、誰かしらの原因者が絡んできて、個人情報的なものとか、そういうプライバ

シーに関するようなものが入ってくることに関して協議をするようなことになったと

きには、非公開にさせていただくようになるのかなというふうには思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません、きょう持ってきていないのですけれども、毎

年度このごろ出していただいている教育評価、それに一般的な分析程度のものは出し

ていただければいいかなと思うので、その点についてはいかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 一般的なものであれば、提供とかはできないことは

ないかなというふうには思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） これ読んで、印象なのですが、実を上げるのかなという印象
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を受けたのです。いや、実を上げますよという答弁期待して、最初にちょっと言った

のですけれども、いじめがあった場合のちょっと流れをお聞かせいただきたいと思う

のです。

それから、15条の関係なのですが、この４条の２項で現状把握、分析というのがあ

るわけです。協議会の委員には、関係行政機関、町内各種団体、こういういじめに対

しての知見を備えている人が必ずしもなるとは限らないのではないかなと思うので

す。どういう団体をこれ選ぶのかもちょっと含めてお答えいただきたいのですが、事

務局に沿った、先ほどの教育大綱のように、渋谷議員では中心的なものが議論されな

いで、枝葉末節なところでは議論されているということになりはしないか、事務局任

せのことで議論が進んでしまうのではないかということをちょっと危惧しますので、

この関係機関がどの程度の知見を持った団体を選ぶのかをちょっと伺いたいと思いま

す。

それから、これ再調査、確認なのですが、５人ということでしたね。この５人とい

うのは、全部町長があなたにお願いしたいということで、特定の人を団体から選ぶと

いうことではないわけですね。町長が知っている人を、知っているというか、いろん

なところから上がってきた人を選んでいくということなのですか。このいじめの再調

査なのですが、これいじめがあって、教育委員会が出して、いや、それに納得できな

いという保護者の方の意見があった場合にこれは真贋調査されると、そういうのため

のこの調査委員会なのかどうか、ちょっとわかりづらいかな。ちょっとその点を伺い

たいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、お答えさせていただきます。

最初に、いじめ問題が発生したときの場合の流れといいますか、そういったご質問

だったかなと思います。流れに関しまして、まず学校のほうでそういういじめだとか、

そういったものが仮に発覚した場合には、教育委員会なりに報告を受けるわけなので

すけれども、受けて、それが先ほども説明させていただきましたけれども、重大事態

に当たるかどうか、まずそこの選定といいますか、確認をして、もし重大事態に当た

るということになれば、審議会というのを招集して、審議会で協議をしていただくと

いうことになります。その審議会で協議をしていただいた内容につきましては、地方
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公共団体の長、いわゆる町長または教育委員会等にそれは報告をするというような内

容で考えております。

また、団体さんのどういった方かということなのですけれども、先ほどちょっとお

話しさせていただいたのですけれども、協議会のほうにつきましては、学校の教員関

係の方とか、委員さんは教育委員さんなのですけれども、あと行政機関に関しまして

は児童相談所、法務局、警察署、その辺を考えております。町内各種団体ということ

になりますと、町長部局の附属機関の団体さんの中で適当と思われる方をちょっと選

定していければというふうに思っています。

審議会と調査委員会、これに関しましては法律、医学、心理、福祉等に関し専門的

な知識を持っている方ということで、先ほどもちょっとお話をさせていただきました

けれども、選定につきましては、こちらからこの方に直接お願いしたいとかというこ

とではなく、医師会ですとか弁護士会だとか、そういった専門的な団体、例えば大学

だとか、そういうところにどなたか推薦をしていただきたいということで推薦をお願

いして、推薦された方にお願いするということで考えております。また、審議会と調

査委員会は、先ほども言いましたけれども、同じ人ではなく、当然違う人で選定はし

ていきたいというふうに考えております。

また、再調査後に選定の方法を今お話ししていた、どういった場合にということで、

川口議員さんご質問あったように、当事者というのがいらっしゃるわけです。加害者、

被害者といいますか、その事件があったときに。そうすると、審議会のほうで調査を

したその結果が出ます。その結果に基づいて、どちらかが、例えば不服があるといっ

た場合には、その再調査委員会を開くという形で考えておりますので、これが加害者

のほうとか被害者のほう、どちらから出るかもわかりませんし、両方の方から出るか

もわかりませんし、そういった不服的なものがあった場合には、再調査委員会を開い

て、また調査をしていただくというふうに考えております。

なお、再調査委員会につきましては、条例上で５人以内で委員さんをもって構成す

るというふうにはなっておりますけれども、その重大事態が起きて、審議会の調査報

告のほうに不服があって、その不服的なものが出てきた場合に、そのときに任命をす

るという形になりますので、前もって任命をしていたりというふうにはなりません、

再調査委員会につきましては。再調査委員会につきましては、ですからそのときにす

ぐにまた任命をさせていただいて調査をしていただくという形になります。
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以上でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） そうですか。いじめがあった場合の、そうしますと重大事態

だという場合はわかりましたけれども、そこまで至らないものだというときにはどう

いうふうな流れになるのか伺いたいと思います。

それから、この協議会の委員なのですが、町内各種団体。４項はわかりました。児

相や警察の方とか、うん、なるほどなと思ったのですけれども、町内の各種団体の代

表、失礼ですが、いじめに対しての知見がある方ばっかりではないだろうなって、こ

う思わざるを得ないのです。そういう方に入っていただいて、どこまで現状把握、分

析ができるのかと考えると、そんなにできないのではないかなと思うのですよ。これ

は法律でこういうふうになっているわけなのですか。嵐山町が特別、独自で入れたの

か、もしそうであれば、私はここは除いたほうがいいのではないかなと思うのですけ

れども、その２点伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 最初のご質問の重大事態にならなかった場合という

のは、今でもやっていますけれども、学校、ＳＳＷ、スクールソーシャルワーカーで

すとか、ＳＰ、スクールパートナーさん、また学校におりますさわやか相談員さん、

そういった方々で連携を密にして、時には警察ですとか、そういった児童相談所の関

係者の方に入っていただいたりすることもありますけれども、あとは民生委員さんだ

とか、そういった方に入っていただくことはありますけれども、一応審議会まではす

る必要はないだろうというふうな事態には、今までどおりそういった形で対応はして

いきたいというふうには思っております。

続きまして、各種団体の関係なのですが、今現在は、ではこの各種団体を代表する

者というのはどなたを選ぼうかというのは、事務局としてはまだ全然決まっておりま

せんで、近隣の市町村を見ますと、まだ町長の補助機関というふうにうたっているだ

けであって、具体的にこういう人というのが余りないのです。ただ、幾つかあるうち

の中では、役場の所属課で担当をするか、例えば嵐山町で言いますと、総務課ですと

か、人権にかかわる地域支援課、そういった課の代表する者ということは課長になる

のかなと思うのですが、そういった課長さんに入ってもらっているところと、あとは
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ＰＴＡ関係の方に入っていただいたりとか、あとは主任児童委員さんだとか、そうい

った形で入っていただいているところもあるようです。その辺を参考に今後ちょっと

よく検討して考えていきたいというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） ２点ほどお伺いしたいと思います。

１点目は、いじめ防止対策推進法がございますけれども、そこにはいじめ対策防止

基本方針をつくりなさいということになっているのですが、嵐山の各学校でそういっ

たものがつくられているのかどうか、直接この条例とは関係ないのですけれども、も

う一点は、先ほどの渋谷議員と同じに、これは非公開が原則になっておりますけれど

も、場合によっては公開にしてもいいですよということなのですが、公開にしていて、

途中で議会の内容が非公開にしたほうがいいというような場合が出てこようかと思う

のです。ですから、本来は公開にしておいて、都合が出てきた場合は非公開にする、

あるいは会議の途中でも非公開にする、それは非公開になったときには傍聴者には出

ていってもらうというようなことができると思うのです。

だけれども、このままの条例でいきますと、会議の途中で、これちょっといろいろ

プライバシーにまずいところが出てくるぞというようなところがあったら、途中でこ

れから非公開にしますという、それはそれでいいのですけれども、どこかにやっぱり

規定がなければまずいのではないのだろうかなというような気がしているのですけれ

ども、２点お願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 では、最初の基本方針の策定の関係なのですが、各

学校ではそれをつくってあるのかということですが、つくってあります。ちょっと今

玉ノ岡中のを持ってきているのですけれども、こんな形で各校大体内容的にはずれは

ありませんので、基本的には各学校同じ内容になっていると思います。その基本方針

のほうにつきまして、策定しております。

公開、非公開の関係なのですが、途中で例えばこれはまずいから非公開にとか、そ

ういう想定がされる場合には、最初から非公開扱いでやっていければというふうに思
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っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） この会議は、４条の１番目にありますように、施策とか、推

進及び調整に関する、大所高所に立った会議が主かと思うのですけれども、最初から

非公開ということになると、いろいろ意見を傍聴して、町民の方が把握をするという

のにちょっと閉鎖的かなというような気がしたものですから、その点は何か対策はご

ざいますでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 今回８条５項のほうで、協議会の会議は非公開とす

る、ただし書きで、公開とすることもできるよというふうにさせていただきました。

普通であると、公開で、ただし非公開とすることもできるというほうが多いのかなと

いうふうには思うのですが、今回のこの条例に関しましては、協議会でやる、こうい

った協議する事項につきましては、そんなに公開、非公開にするような内容のことは

ないのかなとは思うのですが、やはり審議会だとか、当然再調査委員会、そういった

ものにつきましてはかなり個人情報的なものとか、そういったものが入ってきますの

で、公開できるものではないのかなということで、ちょっと非公開というのを最初の

ほうに持ってきたということでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 多くの方から質問が出ていましたから、１点だけお聞きをし

ますが、協議会の趣旨というのは、現状把握だとか分析、防止を重点的な協議会では

ないかなというふうには思います。今までも教育委員会では、いじめ防止については

いろいろな協議がなされ、それなりのあれは出ているというふうに思いますが、昨今

の状況でございます。人間をあやめるようなことまで出てきておりますので、非常に

難しいところに立っているかというふうに思いますが、その観点からいって、先ほど

年に１度、２度、何か必要に迫られればやるような感じに思われますが、やっぱり一

定の方針を出すというふうに思うのです。それに鑑みれば、やはり嵐山町、未然防止
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の基本的なところになるというふうに思いますので、やっぱり集中して、一定の方向

を出していただくには、そんな生ぬるいものではだめだというふうな感じは思います

が、それについてお答えをいただきたいのと。

もう一点、申しわけないのですが、先ほど知見的なことがお話しになりましたです

けれども、地域ぐるみで児童生徒の様子を見守るというのが昨今のいろいろ言われて

いることです。そういう中において、各種団体とか、いろいろ入っていますが、地域

をよく知るような方、その方がまたよくＰＴＡにつながっているような方というのも

当然必要になってくるかというふうに思うのですが、そういう方を入れるお考えはな

いでしょうか、それともそういうのは総称して書かれているのでというふうなことで

あれば問題はございませんけれども、そういう考えはどうでしょうか、その２点だけ

お聞きいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず、協議会の回数というのですか、その辺につき

まして、先ほど年２回程度というお話をさせていただいたのですが、必要に応じてそ

の回数をふやすことは考えていかなくてはいけないのかなというふうには思います。

まず、協議会のほうでも、先ほどありました嵐山町のいじめの基本的な方針という

のをある程度うちのほうでもちょっと案は考えてきているのですが、まずそこを策定

していきたいなと、そこに基づいてまた協議会のほうも進めていけたらいいのかなと

いうふうには思っておりますので、最初に協議会やったときに、様子でちょっと委員

さんの意見等も聞きながら、回数についてはどの程度やったらいいのかというのは、

また確認をしながら決めていければいいかなというふうには思います。

続きまして、地域をよく知る方を委員さんに入れたらどうかというお話だったかと

思うのですが、当然この委員の任命に関しましては５号で、前各号に掲げる者のほか、

教育委員会が必要と認める者とありますので、各種団体とか、枠でなくても、その委

員にはなれるというふうにはつくってありますので、この辺につきましても、委員の

選定については、議員さんおっしゃったような方も含めてちょっと検討してまいれれ

ばいいかなと思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。
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〇４番（長島邦夫議員） 最初のお答えのほうですけれども、私は回数にこだわってい

るのではなくて、ここまでいろいろな問題が出てきている中で、嵐山町の一つの教育

委員会の中で今まで方針は出してやっているのだというふうに思いますけれども、や

はり協議会までつくってやるということになれば相当成果も期待されますよ。やはり

そういうところも考えていただいて、集中的にここのところ、こういう場合にはこう

いう対応という、いわゆる審議会のほうまで進んでいかなくても済むように、そこま

での防止する観点のところの協議会でしょうから、私はこちらのほうが大事だという

ふうに思っていますので、やはり集中的にその一つのあれを、さっきの122条ではな

いですけれども、ある定期的に我々にもそういう流れがわかればいいかな。それには

ある程度こういうふうに進んで、早目の方針を出せるようにしなければ、122条のほ

うにも載ってこないということになってしまいますから、やっていないということに

なってしまいますので、やはり公表する部分においては早目に話を進めていただきた

いというふうに思いますので、これは要望で結構ですから、終わります。

〇大野敏行議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） ２点ほどお伺いいたしますが、これはいじめ問題対策連絡協

議会ということで、条例が初めて制定するということです。法は25年でできて、その

関係があって嵐山町も取り組もうということなのでしょうが、近隣の町村にも、先ほ

どちょっと近隣のというのもありました。近隣、郡内あるいは県内でこういう条例を

既に持っているところはどのくらいあるのか。

これは本来、嵐山町がいじめの問題で大きなことがなかったから、それは学校でい

ろいろ取り組んできていただいて、その結果が平穏なところにおさまっているという

ことだと思うのですが、ここに至ってこれ取り組んでおかなければいけないという、

最後ここまで来たけれども、やっぱりつくっておこうという判断になったのかどうか。

それから、これ聞いていますと、小中学生なんかなというふうに思うのですが、町

内の小中学生なのか、私立行っている、ある面そういうものも出てくるかもしれませ

んし、あるいは高校生等がどうなのか。これは年齢的なものは何もないのですが、こ

れ根本的に私調べていないので申しわけないのですが、この推進法の中で、これの及

ぶ範囲というのは、年齢的にはどういう範囲なのでしょうか、それだけはお聞きして

おきます。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず最初に、条例のほうの作成状況なのですが、ち

ょっと埼玉県内になると、すみません、ちょっとまだ確認をしておりませんのでわか

らないのですけれども、一応比企管内につきましては、嵐山町以外は条例の制定はし

ております。そういった状況になっております。

この条例を今近隣と比べてお願いをするのが遅くなっているという状況でございま

すけれども、今つくったほうがいいからということではなく、もっと早く本当はつく

らなければいけなかったというのが実際でございます。おくれたことにつきましては、

全く申しわけありませんということになります。

この作成につきましても、国の方針のほうで、各地方公共団体のほうではそういっ

たものをつくりなさいという指導が出ていますので、ほとんどの市町村が遅かれ早か

れつくるのかなというふうには思っております。

続きまして、２点目です。

〇大野敏行議長 年齢の関係です。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 すみませんでした。年齢の関係なのですけれども、

国の法律、またはこの基本的な方針というのが文部科学省のほうから来ているのです

が、そこについて年齢のことについては何歳から何歳までだとか、何歳ぐらいの方が

該当するとかということはうたわれておりませんので、一応年齢問わず、いじめに関

する関係がこれに該当してくるというふうに私は認識しております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） 嵐山町が遅くなっている状況だということがわかりました。

早急にこれ条例をつくることが、見ていると必要かなというふうにはつくづく思いま

す。ただ、年齢が、特別枠が、制定が入っていないというのですが、会社あるいは成

人だと、パワハラ、あるいはセクハラ等々が入ってきますよね。このいじめの捉え方

というのが高校生になってくると、では町にこういうふうに、あるいは警察からこう

いう状況だというのが出てくるのか。その辺は嵐山町の住民を対象というふうに思う

のですが、その線引きというのは特別はないのでしょうか。学校については学校、も

う既に対応のマニュアル等々があってやっているわけですが、その辺をもう一度確認
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しておきます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 すみません、私の先ほどの答弁のほうで年齢のほう

はちょっと入っていないと、確認できていないということでお話をさせていただきま

した。具体的な年齢のことは言っていないのですが、一応この法律、いじめ防止対策

推進法に関しましては、これ児童等という言葉が出てくるのですけれども、この児童

等というのは、学校に在籍する児童または生徒をいうというふうになりますので、具

体的な年齢ということではないのですが、これでいけば小学生、中学生、または生徒

といいますと、高校生とかも入るのかなとは思うのですが、そういった学生の扱いに

なるのかなというふうに思います。先ほどちょっと違ったような答弁をしてしまいま

したけれども、訂正させていただければと思います。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 ほかに。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 今も話が出ていたのですけれども、この条例そのものは基本

的に非公開の条例です。そういう面からすると、所掌事務との関係では、そんなに公

開を原則にしても問題ないのではないかなというふうに思うのですけれども、なぜ非

公開にしたのか、いまいちちょっと理由がよくわからないのです。

町の教育方針というか、重点施策の中のいじめ、不登校の問題でも、小中学校の連

携の強化と家庭、地域との連携を推進するというふうにうたっているのですけれども、

これ非公開で所掌事務が、守秘義務があって、地域との連携だとか家庭との連携だと

か、そういう発信というのは、これどういうふうに町では、教育行政の重点施策の中

には、さっき言ったような項目で載っているにもかかわらず、この条例そのものが非

公開、守秘義務がある。当然プライバシーに関しては守秘義務出てくるのだと思うの

ですけれども、この協議会が地域や家庭に発信する、そういったものというのはどう

いうふうに発信をしていくのですか。

私は、原則公開で、非公開あり得るというのならわかると思うのですけれども、こ

れ原則非公開です。そういうことで、町の教育行政の重点施策の中のとりわけいじめ、

不登校の防止という項目とちょっとかけ離れているのではないかなというふうに思う
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のですが、いかがなものなのでしょう。

〇大野敏行議長 審議の途中でございますが、ここで暫時休憩をいたします。再開時間

を11時10分といたします。

休 憩 午前１１時０２分

再 開 午前１１時１１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

第10番、清水正之議員の質疑に対する答弁からです。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは答弁させていただきます。

公開、非公開の関係で原則非公開としているのはというご質問かと思います。まず、

原則非公開にさせていただいたのは、第４条のほうの所掌事務出てきておりますけれ

ども、まず２号のいじめ問題の現状把握、分析等に関することというのがございます。

これに関しましては、現状把握、分析をするに当たりましては、具体的な事例だとか、

そういったものを出さないと、その上に書いてあります施策の推進だとか、そういっ

た調整をしていくに当たって、具体的な事例等が出てこないと、なかなか現状把握、

分析というのが的確にはできないのかなというふうに思っておりまして、そのときに

は、結構個人情報的なものが出てくることになります。

そうしますと、例えばここを公開にしていますと、委員さんのほうもそういった意

味ではなかなか話しづらいといいますか、そういった懸念も考えられますので、公開

にしまして、例えばいじめの関係している保護者の方とかが見に来ていたりとか、も

しそういうことがあると、よりその辺の協議がしにくくなるということも考えられま

すので、基本的には非公開というふうな考え方で示させていただいております。

そういった問題の現状把握だとか、分析とかというのがちゃんとできまして、その

後に１号のほうとかに出ていますけれども、施策の推進ですとか、そういったものを

何かやるときには当然公開でいいのかなというふうに思っておりますけれども、やは

り協議会のほうでも２号というのが結構大事な部分を占めておりまして、なかなか公

開にはしにくいのかなというふうには思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。
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〇10番（清水正之議員） 今度の議会の中で配られた点検評価書、その中に町の重点施

策としていじめの項目、基本目標の２番目にいじめの項目が出ています。そこにはさ

っき言ったように、重点的な取り組みとしていじめ、不登校の防止の中で、小中学校

の連携の強化と家庭、地域との連携の推進とうたっているのです。それとの関係で、

家庭や地域に対してこの協議会が果たす役割はどういうふうに考えていますか。

もう一つは、今課長が言われたように、現状把握というのは、どういう形で行おう

としているのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず、地域、家庭等の連携についてでございますけ

れども、協議会のほうでは先ほどちょっとお話をさせていただきましたけれども、公

開としてできる部分の、そういったものにつきましては当然公開をして訴えかけると

いうこともできますし、あとはここのほうにつきましては、今でも学校関係は地域、

そういった保護者の方と連携をしながら、このいじめ問題については進めております

ので、その辺である程度連携とかというのはとれていけているのかなというふうに思

っております。

また、２号に出てきます現状把握でございますけれども、これにつきましては実際

にちょっとしたいじめがあったということがあった場合に、具体的に誰々がこういう

ことを誰々にやっているとか、そういった話を具体的にお示しをしないと、委員さん

の中で協議するにしても、曖昧な事例といいますか、内容であると、なかなかちゃん

とした審議ができないといいますか、そういう意味では、現状把握というのは知って

いる限りの事実をオープンにして協議をしていただくというふうに考えておりますの

で、そういった意味でちょっと公開のほうは、ここの部分が結構ありますので非公開

を原則としたいなという考えでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） そういう点では、どういう環境をというか、社会をつくり上

げていく必要があるかなと。その１つは学校ですよね。これはもう教員も含めて、い

じめのない学校にしていくと。学校そのものが子供たちにとって安心で安全なところ

なのだと、そういったものを学校の中からやっぱりつくっていく。そういう子供から
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のシグナルを受けられるというのは、学校が、先生が一番受けられるのだと思うので

す。

もう一つは、やっぱりそういういじめのない社会をつくっていくというのは、町長

ではないですけれども、それこそ地域がきちっと結びつきを強めながら、子供たちに

対して命を大切にする、自分の命を大切にすると。いじめる側も、いじめない側もそ

ういったものをなくしていくというには、そういったものをやっぱり地域に返してい

かなければならないと思うのです。だから、そういう面ではどういう地域をつくり上

げていくかというのは大事なことなのだと思うのですけれど、だからこそ家庭や地域

との連携というのをわざわざ教育委員会はうたったのだと思うのです。

そういう中で、この協議会が非公開ということになってくると、確かにプライバシ

ーの個人的な名前が出てくる、子供たちの名前が出てくるというのは問題があるとは

思いますけれども、状況を説明するのに個人的な名前は出さなくても、十分伝わる部

分というのはあるのかなというふうに思うのです。そういう面からすると、原則公開

という形のほうが、私は開かれた協議会になっていくのかなというふうに思うのです

が、いかがなのでしょう。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 お答えさせていただきたいと思います。

個人の名前を出さないでお話をすれば大丈夫ではないかというお話があったのです

が、例えば具体的な事例で、Ａ君、Ｂさんとか、そういった形で具体的な事例を挙げ

ますと、そこが公開の場であって、保護者の方なりがそれを聞いていると、特定して

あの子のことを言っているとか、そういうふうにわかってしまう可能性というのも大

いにあると思うのです。そういうこともありますので、原則的には非公開とさせてい

ただいて、１号のほうで出てくる施策の推進ですとか、そういったものでこういうふ

うにしていこうという話になりましたとかというお話をするときには、公開でやらせ

ていただければいいのではないかというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 今課長のほうから話がありますけれども、今の公開、非公
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開、もう一度確認しますけれども、例えばいじめが各学校でどうですかと。小学校の

中では軽微なのだけれども２人ぐらい、そういういじめている子がいるかもしれない

というような報告があったとする。これは一般的なことですから。ただ、小学校、嵐

山町なんか小さいですから、２人といった段階で、実質的な名前はすぐにわかってし

まうというような心配が十分に考えられるという中で、こういったことを原則にする

という考え方なのか、その１点を確認したいと思います。

あと、もう一点は重大事態の関係です。これは、基本的には協議会のほうで重大事

態かどうか最終的には判断をしていくのだと思うのですけれども、その重大事態のま

ず定義を教えていただきたいと思います。重大事態とはどういうことを一般的に考え

ているのか。

それから、あとは14条のほうの審議会のほうのメンバーですけれども、この中にＩ

Ｔの専門家、これを入れていくと考えるのか。ちょっと等となっていますので、その

可能性もあるかなと思うのですけれども、その３点をお願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず１点目の公開、非公開の関係ですけれども、佐

久間議員さんがおっしゃった考え方で、私どももそういう認識でおります。

続きまして、２点目の重大事態ということがどういうことなのかということかと思

うのですが、これはいじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身または財産

に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、または相当の期間、学校を欠席する

ことを余儀なくされている疑いがあると認めるときということを言っております。重

大事態かどうかの判断をするのは、一応基本的には学校が判断すると。もし学校のほ

うでこれは重大事態に値するということになれば報告がありまして、それで審議会を

開いていくという形の流れになるかと思います。

続きまして、14条のメンバー、組織の関係なのですが、今ＩＴ関係の方をというお

話がございました。２項のほうにも書いてありますけれども、等に関しという形で入

れておりますので、ＩＴ関係が等に入ってくるのであれば、その選考メンバーの中の

一つとしては考えられるのかなと思います。このメンバーにつきましては、また再度

よく検討をさせていただいてメンバーの選定をしたいと思っておりますけれども、そ

のときにそういったご意見もあったということで検討はしていきたいというふうに思



- 369 -

います。

どうぞよろしくお願いします。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 公開、非公開の基本的な心配というか、配慮はわかりまし

た。

重大事態のほうの件ですけれども、例えば今回の隣町で起きたような事件、例えば

ああいう子たちが前からそういったいろんな問題行動をしていた可能性というか、そ

れは高いと思うのです。その時点でそういうふうになるのか、あるいは彼らがユニフ

ォームをつくって、それで集団としてスタートしたときを重大と思うのか、あるいは

そのユニフォームを着て、たび重なって万引きだとか、暴走行為だとか、暴力事件だ

とか、そういうことを起こしたときに重大事態と思うのか、あるいは死亡者が出てか

ら重大事態と思うのか。この辺の線引きというのは非常に難しいと思うのですけれど

も、例えば実際にそんな大きな被害が出なくても、これは十分そういうことが予見で

きるというようなときには、重大事態として取り扱うことができるような形になって

いるのか確認をしたいと思います。

それから、あとはＩＴに関しては、昔は例えば中学生だとか、小学生でも、たばこ

だとか、お酒だとか、非常にわかりやすかったのです。しかし、今のいろんな犯罪だ

とか、そういういじめだとかというのは、携帯を基本として、ＩＴのことというのは

切っても切れない。大人の方たちが例えば審議する中で、そういった知識にたけてい

る方というのは、ちょっと心配な部分はありますので、私は本当にこれは大切な部分

だと思いますので、ぜひそういった委員の選考に関しては重点を置いて検討していた

だきたいと思うのですけれども、いかがでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 重大事態の線引きということになりますけれども、

どのようなことかというと、先ほど申し上げたことが重大事態というふうに定義され

ておりますので、学校がそれで判断をしていくということで、文科のほうからそうい

った手引きももらっていただきますので、線引きというとちょっと人によって多少考

え方といいますか、問題の見方といいますか、その辺若干前後といいますか、あると

思いますので、この定義に当てはまるかどうかということで、まずは学校のほうで判
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断していくしかないのかなと。ちょっとどっちかなというふうにやっぱり迷うような

事態ということも今後起こり得るとは思うのですけれども、そういう事態には多分校

長先生なりは、例えば教育委員会にこういう事態があるのだけれども、これが重大事

態になるだろうかとかというご相談等も迷うようなときにはあるのではないかなと思

うのです。そのときには、またそういった判断をその都度していくということしか今

現在はないのかなというふうに思っております。

また、ＩＴのメンバーに関しましては、私のほうで今入れますとか、そういうこと

はちょっと答えられませんので、検討していくということでご理解いただければと思

います。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第３番、佐久間孝光議員。

〇３番（佐久間孝光議員） 重大事態のことに関しては、例えばいろんな防災の関係の

警報なんかも、昔の考え方とは違って勇気を持って前もって出していくと。それから、

避難することが困難である方は準備ではなくて実際に避難するぐらいの形にしていく

のだという考え方であります。条例をつくるということは、被害者を出さないという

ことがまず大前提でありますので、ぜひ教育委員会のほうからも学校のほうに、余り

ため込まずに、そういったことは勇気を持ってきちんと報告できるような体制づくり

というのをお願いしたいと思いますけれども。

答弁は結構です。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第37号 嵐山町いじめ問題対策連絡協議会等条例を制定することにつ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。
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よって、本案は可決されました。

◎議案第３８号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第５、議案第38号 嵐山町税条例等の一部を改正することについ

ての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第38号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第38号は、嵐山町税条例等の一部を改正することについての件でございます。

地方税法等の一部が改正されたことと等に伴い、所要の改正を行うため、嵐山町税

条例等の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山岸税務課長。

〔山岸堅護税務課長登壇〕

〇山岸堅護税務課長 議案第38号の細部説明を申し上げます。

本日お配りさせていただきました議案第38号の参考資料をごらんください。嵐山町

税条例等の一部を改正する条例の概要でございます。

今回の嵐山町税条例等の一部を改正する条例は、地方税法等の一部が改正されたこ

と等に伴い、所要の改正を行うものでございます。

なお、今回の改正は、第１条、第２条及び第３条に分けて改正するものでございま

す。改正の主な部分につきまして、ご説明を申し上げます。

第１条の改正につきましては、１点目、法人住民税の交付税原資化でございます。

地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、法人住民税、法人税

割の一部が交付税原資化されることに伴い、次の表のとおり税率を引き下げる改正を

行うものでございます。それぞれ3.7％の引き下げとなるものでございます。

２点目といたしまして、軽自動車税環境性能割の創設でございます。自動車取得税

が廃止され、環境性能割が創設されることに伴いまして、所要の改正を行うものでご
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ざいます。なお、軽自動車税環境性能割は、当分の間県が賦課徴収等を行うこととな

ります。税率につきましては、以下の表のとおり、非課税から２％となっております。

３点目といたしまして、軽自動車税の名称変更でございます。軽自動車税環境性能

割の創設に伴いまして、これまでの軽自動車税を軽自動車税種別割に名称変更する等

の改正を行うものでございます。

裏面をごらんください。第２条及び第３条の改正につきましては、嵐山町税条例等

の一部を改正する条例の一部を改正するものでございまして、地方税法の改正等に伴

い、条文の整備をするものでございます。

附則につきましては、第１条は条例の施行期日、第２条及び第３条は、町民税及び

軽自動車税に関する経過措置を定めるものでございます。

以上で細部説明を終えさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 法人住民税の件からですけれども、各3.7％を引き下げてし

まうと影響額はどのくらいになるのでしょうか。

それから、これが交付税化されるということで、これから金額を聞きますけれども、

その金額は間違いなく交付税として入ってくるという認識でよろしいのか伺いたいと

思います。

それから、軽のほうなのですけれども、これもちょっと影響額を伺いたいと思いま

す。なぜ県が賦課徴収することになったのか、軽自動車の場合、市町村がやっていた

わけですから、県にした理由がおわかりでしたら伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 それでは、法人住民税の影響額についてお答えを申し上げます。

今回の見直しによりまして、その影響額を埼玉県のほうで試算をしております。平

成26年度の決算ベースでございますが、法人町民税減額分が１億1,400万円となりま

す。この改正に伴いまして、法人事業税交付金というものが新たに町に交付されるこ

とになります。これは県から交付されるということでございますが、こちらが3,000万

円、差し引きしますと8,400万円の減額ということでございます。

交付税に関しては、どのくらい入ってくるかというのは税務課のほうで把握できて
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おりませんので、お答えができません。

続いて、軽自動車税でございます。こちらも26年度ベースでございます。こちらも

埼玉県が試算していただいておりまして、26年度に自動車取得税交付金、こちらが

1,787万3,000円、約1,800万円交付がされております。自動車取得税が廃止されます

ので、環境性能割として約1,700万円交付されるという試算がされております。差し

引き100万円の減ということでございます。

次に、賦課徴収をなぜ県が行うかということでございますが、正確に把握している

わけではございませんが、これまで普通自動車においても、軽自動車においても、自

動車取得税というものが課税されておりました。こちらは県がこれまで課税しており

ましたので、今回の環境性能割については、同様の課税方法等となっておりますので、

当分の間は県が賦課徴収を行うというものとされたものと思われます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 法人住民税はそうですか。財政力格差の縮小って、これでは

広げるだけではないですか。町長は、こういうものを納得してしまうわけですか。嵐

山町、そんなに財政力が強いほうではないわけでしょう。ちょっと伺いたいと思いま

すが。

それから、軽のほうなのですけれども、非課税、１％、２％って３段階ありますよ

ね。今の嵐山町でどの程度走っているのか、おわかりですか。一番上が１％程度だよ

とか、台数でも結構ですけれども、そういうのがわかりましたら伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

初めに、中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 すみません、交付税の関係で、先にちょっとこちらからお答えを

させていただきます。

今の税務課長の答弁の中で8,400万円分の減税になるというお話がございました。

これ交付税化によって、どんな形で町の交付税に影響があるかということについて、

まだ具体的にその辺の算出といいましょうか、来年度のそういったものが来ておりま

せんで、ちょっと算定ができておりません。そういったことで、今後交付税にどのよ

うな影響があるかということについては、今後検討させていただきたいと考えており

ます。現時点では、どのような形での交付税に算入があるのかということについて、
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ちょっとお答えできないということでございます。

ご了承いただければと思います。

〇大野敏行議長 続きまして、山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 それでは、法人税の関係で先ほどご答弁させていただいた内容の

ほかに、今回の税制の考え方、全体的な国の考え方について、ちょっとお答えをさせ

ていただきたいと思います。

今回の偏在の是正措置というのは、前提として、消費税が８％から10％に上がるた

めに、地方消費税分の配分額というのが、やはり大都市圏ですとか、都市部と地方、

これによって消費税分がまた格差が広がるというような考え方が一つあるのだと思い

ます。その中で、それではその格差是正にはどうしたらいいかということの中で、こ

の法人住民税の一部を交付税に原資化して、それで地方のほうにも渡るようにという

ことで交付税措置されるというようなことになるのだと思います。具体的な数字を申

し上げますと、地方消費税の増収分、こちらが県の試算ですと１億9,700万円ござい

ます。先ほど法人関係の税だけで申し上げますと8,400万円の減額と申し上げました

が、この地方消費税分を加えますと１億1,300万円の増額ということでございます。

２点目の軽自動車税の今回区分されております非課税、１％、２％、これに対応す

る台数ということでございますが、こちら環境性能割ということで、軽自動車税を取

得した段階で１回だけかかる税金でございます。その中で、28年度の当初課税ベース、

これで計算をしてみますと、27年度中に取得された軽自動車というのが226台ござい

ました。現在の軽自動車税については、グリーン化特例ということで、やはり環境性

能割とほぼ同様の内容の減額措置があるのですが、少しグリーン化特例と環境性能割

の区分とが若干違っておりますので、それぞれの段階で何台というのがなかなか出せ

ない状況なのですが、その中でもこの区分で見ていただきます平成32年度燃費基準達

成車、こちらが226台中102台ございました。226台の中の102台が、平成32年度燃費基

準の達成車ということでございますので、そのほかにつきましては内容的に区分がち

ょっと違っておりますので、それぞれの区分で何台というのが、申しわけございませ

んが、出すことができません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 消費税の件でお答えいただきまして、地方消費税が１億9,700万
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円ということで、これは10％に上がった場合にこの金額が入るということなのでしょ

うかね。今見ていないので、ちょっとそこの確認だけです。８％のままなのか、10％

になってのことなのかです。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 県で試算をしていただきました内容を見ますと、地方消費税増収

分と、増収分が１億9,700万円ということでございますので、結果的に先ほど申し上

げました全体では１億1,300万円の増額ということになるのだというふうに思われま

す。

〇大野敏行議長 ほかに。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） １点お聞きいたします。

私、この法人住民税の引き下げが検討されているときに、一般質問で１回したこと

があるのですけれども、この問題があると、例えば企業誘致や何かの関係で、今まで

はいろんな関係で法人住民税がそれぞれの中でかなり潤いを示してきているわけで

す。その関係では、企業誘致や何かも積極的に行ってきたのですけれども、これが地

域間格差が非常に大きくなってきているという形が国が出されまして、この問題が出

てきたというふうに言われてきたのですけれども、こういう関係でいきますと、例え

ば全く企業や何かがなくて、そういうところで法人住民税が落ちているところに対し

て、それは形的な問題もいろいろとあったのだろうと思うのでけれども、そういう面

でいくと、上からの交付税だけで何とか町を維持していこうとかなんとかという形に

なっていく可能性も出てくるのではないかと。

これの問題について、１つは地域創生の問題、これも地方格差がうんと広がったと

いう形と、やっぱり地域それぞれの努力が必要だという形が出てきたのですけれども、

こういう面と合わせると、法人住民税の引き下げというのが大きな影響になってくる

のかなというふうに思っているのです。消費税との関係で今１億1,300万円、これだ

けのものがあるのだということなのですけれども、そういう関係でいくと、一生懸命

企業誘致や何かをして、そして税を上げていこうという関係に幾らか水を差すような

形にならざるを得ないのかなというふうに思っているのですけれども、その辺はどう

考えているのでしょうか。
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〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 河井議員さん、ご心配いただいているような地域格差と税源配分の

問題は、大きく議論をされてくるのだろうなというふうに思います。嵐山町の、例え

ば花見台工業団地の税収、それから雇用面にどういう影響が町に出ているかというと、

税収の面では５億円を超える税収がそこから生まれていると。これは、多くはやはり

固定資産税がかなりを占めているというふうに聞いておりまして、法人住民税も大変

大事ですけれども、大きくは固定資産税。企業誘致条例の中でも、この固定資産税相

当額を奨励金として交付をしていくというのが、大体全国的な流れでございますので、

多くは固定資産税というものに、税収面では期待をしているというふうなことがうか

がえるのではないかというふうに思います。

それと、もう一つは雇用です。今はっきりした数字はちょっと出ていないかもしれ

ませんけれども、花見台誘致を始めて、今から10年ぐらい前ですけれども、私担当さ

せていただいた当時、3,000人の雇用が生まれたというふうなことも調査したことが

ございまして、雇用面でも大きく町に貢献をしていただいているということを考えま

すと、今後嵐山町の税源、財源を確保する上では、引き続き企業誘致というものに力

を入れていく必要があるだろうというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 施行期日なのですけれども、29年４月１日からになってお

ります。そうしますと、この話を聞いておりますと、消費税が10％に29年４月１日に

ならない場合は、全て計算どおりにはいかないわけですよね。国全体でこの法人住民

税はどのぐらいになっていくという試算ができているわけですよね。そうすると、国

全体では地方交付税にそのぐらいプラスしなくてはいけないという状況になってくる

わけですけれども、原資はないということですね。法人事業税も入ってこないという

ことが、当然４月１日からは考えてこれるわけなのですけれども、そのことについて

まず１点。

それと、この状況に対して町長は、少なくとも町村会は政策提案というか何かなさ

ったのか。これは非常に厳しい状況に、嵐山町の状況が29年度陥るなというふうに感
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じるのですけれど、その点について伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 １点目の施行期日についてお答えを申し上げます。

こちらの条例は、今渋谷議員ご指摘いただきましたとおり、29年４月１日の施行と

いうことになっております。ご案内のとおり、消費税については平成31年10月１日に

延期されるということで、与党間でも合意がされたようでございます。８月に与党間

の合意があったというふうに聞いております。10月１日施行というのが法案化されま

して、国会で可決されれば、正式に消費税というのは10月１日から引き上げというこ

とになろうかと思います。

今回の法人住民税あるいは軽自動車税、環境性能割の創設、こういった地方税の見

直しにつきましても、同様にその時期に延期をすると、実際執行するのはその時期に

延期をするというような、これも与党間の合意がされているようでございます。内容

的には、今の形がそのまま延期されるということでございますので、先ほど申し上げ

ましたとおり、その法案が通れば、また新たに総務省のほうから条例令ということで

改正の内容が通知がされますので、それに基づいて今回も２条、３条でお出しさせて

いただきましたとおり、税条例の一部改正をする条例の一部改正ということで議会に

出させていただいてご審議をいただくというような流れになろうかと思います。

国全体の法人住民税の見直しによる影響額ということでございますが、私ちょっと

うろ覚えで申しわけないのですけれども、表で見た限りでは9,000億円ぐらいの影響

があるというような数字をちょっと見たような記憶がございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続いて、岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 お答えさせていただきます。

嵐山町の財政状況といいますか、これに一番影響が出るのというのは、ご承知のよ

うに嵐山町は交付税措置、交付税をいただける状況というのが町村の中でも４番目ぐ

らいに、前後しますけれども少ないわけです。ですので、税収に依存をしている部分

がその分だけ多いということだと思うのです。ですので、入る分と出る分を国で調整

するわけですから、入ってこなければ後々なるでしょうけれども、当面は税収が入ら

ないと厳しい。ですから、経済状況が他の町村に比べて影響を受けやすい状況は嵐山
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町にはあるというふうに思います。

交付税に大きく頼っているというか、交付税が大きく占めているところについては、

そういう形で安定的にというとおかしいですけれども、入ってくるわけですけれども、

嵐山町の場合にはその逆に県下の中の４番目には影響を受けやすい状況にあるという

ことですので、税の動き、税収の動き方、国の財政の動き方、経済状況の動き方とい

うのには、大変これからも敏感にしていかなければいけないし、そういうものがもろ

もろに影響を受けてしまう、そういう状況かと思います。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 現状ですと、平成29年４月１日から施行になっていますか

ら、次の予算というのは、29年度の予算というのはこのベースで予算を組んでくのか。

そうすると、とても大変な状況になってきますよね。次の改定というのはいつ出てく

るのか、12月議会に出てくるのかどうかわかりませんけれども、そういったことを含

めると、ちょっと今出されてもなという感じはあるのですけれども、そこら辺につい

ての判断というのはどこで出したのか伺いたいと思います。

それと、町はこれに対してこういった法人住民税の適用、消費税を上げないという

ことはとてもよかったと思うのですけれども、それについて何も政策提言という形で、

町として国のほうには何もなさなかったのかどうかを伺っているわけなので、その点

について伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

岩澤町長。

〇岩澤 勝町長 国のほうにということですけれども、嵐山町だけではなくて、町村会

で国のほうには毎年いろんな注文といいますか、要望を出しております。税について

も、特に健康事業、福祉予算というようなこと、それから教育予算、医療費の関係で

すとか、そういうようなものを、ほかのところでも多いですけれども、特に公共事業

費、道路等々の要望というようなものが多い。そういう中に嵐山町も町の要望の中で

入れていくわけですけれども、嵐山町で特にというのは、嵐山町だけでというのはご

ざいません。今のところやっておりませんで、町村会で一緒にやるときに仲間に入れ

させていただいて国のほうに出しているという状況でございます。

ですので、これからもやっぱりそういうような状況を、アンテナを高く、特に税務

課を中心に予算編成時においてはどういう状況になるかということで、国の動向等を
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アンテナを高くしながら予算をつくっていく、そういう状況でございます。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 29年４月１日からの施行ですので、法人住民税だから、29年

度分はそれはやっぱり計算していきながら予算を立てると思うのですけれども、その

予算の立て方について、これはちょっと厳しいかなと思うのですけれども、これはど

のような形で予算をつくっていくのか、国の法改正があることを12月１日か何かで臨

時議会をして、その法改正があるので、これでまた施行期間を延ばすという前提でや

っていくのか、それともこの法人税の計算でいいながら、しかし法人事業税は入って

こないという前提で予算を組んでいくのか。地方交付税に関しても、国のほうの原資

がなければできないわけですから、その点についてどのような考え方があったのか、

予測をされているのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸税務課長。

〇山岸堅護税務課長 今回の条例、今議会に議案として出させていただきました。毎年

の状況を申し上げますと、国のほうで地方税法の改正というのが本当に年度末に改正

がされております。そういった関係から、今年度におきましても、今年の３月31日に

一部専決処分をさせていただきまして、６月の議会で報告させていただいたというよ

うな、ご承認をいただいたというような内容がございます。

３月末に地方税法が改正された内容を、今回９月のこの議会に分けて提案をさせて

いただきました。周りの市町村の状況を見ますと、専決処分でこれを一括してやった

市町村もございます。あるいは近隣でいうと鳩山町さんが嵐山町と同じように９月議

会に提案をさせていただいております。嵐山町においては、毎年一括して専決処分を

行って、６月に地方税法が改正された内容に伴って専決処分を行って、６月議会でご

報告させていただいているという流れでこれまできておりましたが、今回はまさに今

渋谷議員ご指摘いただいた点が、この条例上は29年４月１日の施行ということで、地

方税法も29年の４月１日の施行と、同じになっております。これについて、施行が延

期になるかどうかというところが、いろいろ情報がその当時錯綜していたというか、

はっきり決まっておりませんでした。

その後、安倍首相から消費税を延期するというお話が出て、それが６月議会に間に

合うか、間に合わないかというところでございました。６月議会には、これを提出さ
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せていただかなかったのですけれども、今回この内容がそのまま延期されるという方

向性が出ておりましたので、９月議会に提案をさせていただいたということでござい

ます。先ほども申し上げましたが、今後税条例の一部を改正する条例の一部を改正す

る条例という条例令が国から示されてきますので、一足飛びに今のところから示され

る条例令に改正した場合、いろいろなそごが出たりとか、適切に対応できなかったり

ということがあると、これはもう非常に困ることになりますので、大変申しわけござ

いませんが、この議会に出させていただいたということでございます。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第38号 嵐山町税条例等の一部を改正することについての件を採決い

たします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

審議の途中でありますが、暫時休憩をいたします。再開時間を１時30分といたしま

す。

休 憩 午後 零時０４分

再 開 午後 １時２６分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議案第３９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第６、議案第39号 嵐山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関

する基準を定める条例の一部を改正することについての件を議題といたします。
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提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第39号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第39号は、嵐山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

の一部を改正することについての件でございます。

建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、所要

の改正を行うため、本条例の一部を改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

藤永こども課長。

〔藤永政昭教育委員会こども課長登壇〕

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、議案第39号 嵐山町家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正することについての細部説明を

させていただきます。

今回の一部改正は、建築基準法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令

の施行に伴い、条例の一部を改正するものでございます。

改正の内容といたしましては、第28条、小規模保育事業Ａ型及び第43条、保育所型

事業所内保育事業の設備に関しての表、４階の階の避難用の内容でございまして、保

育所等の保育室を４階以上に設ける場合にあっては、建築基準法施行令第123条第３

項に規定する構造を有する屋内階段等を設置することと規定しており、従前より当該

屋内階段については、屋内と階段室がバルコニー、または外気に向かって開くことが

できる窓、もしくは排煙設備を有する附室を通じて連絡することとしておりましたが、

昨今の排煙技術の発展により排煙方式が多様化していることを踏まえて、特別避難階

段について、階段室に排煙設備等を設けること等でも足りることとされたところであ

りまして、保育室を４階以上に設ける場合に設置する屋内階段の排煙設備についても、

同様の取り扱いとする改正でございます。

なお、嵐山町に該当する施設はございません。

また、附則において、この条例は公布の日から施行するとするものでございます。
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以上で議案第39号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第39号 嵐山町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第４０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第７、議案第40号 嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正することについての件を議題といたし

ます。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第40号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第40号は、嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に

関する条例の一部を改正することについての件でございます。

子ども・子育て支援法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、多子世帯、ひ

とり親世帯等の利用者負担の軽減措置を拡充するため、本条例の一部を改正するもの

であります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。
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〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

藤永こども課長。

〔藤永政昭教育委員会こども課長登壇〕

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、議案第40号 嵐山町特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例の一部を改正することについての

細部説明を申し上げます。

今回の一部改正につきましては、子ども・子育て支援法施行令の一部が改正された

ことに伴い、低所得世帯、多子世帯等の経済的負担の軽減を図るため、利用者負担の

増減額に係る軽減措置を拡充する等の措置を講ずるため、本条例の一部を改正するも

のでございます。

最初に、別表（第３条関係）の１号認定につきまして、備考１にただし書きを加え

まして、第２階層及び第３階層、つまり市町村民税所得割課税額が７万7,101円未満

の世帯における利用者負担額について、多子軽減における年齢の上限を撤廃するもの

でございます。

次に、備考２に、また以降を加えまして、市町村民税所得割課税額が７万7,101円

未満の世帯における利用者負担額について、従来第２子を２分の１の額、第３子以降

を無料としていたものを、第１子を２分の１の額、第２子以降を無料とし、ひとり親

世帯及び在宅障害児のいる世帯等の利用者負担額についての負担軽減措置を拡大する

ものでございます。

次に、別表（第３条関係）の２号、３号認定につきまして、備考２にただし書きを

加えまして、市町村民税所得割課税額が５万7,700円未満のふたり親世帯における利

用者負担額について、多子軽減における年齢の上限を撤廃するものでございます。

次に、備考３に、なお以降を加えまして、市町村民税所得割課税額が７万7,101円

未満の世帯における利用者負担額について、従来第２子を２分の１の額、第３子以降

を無料としていたものを、第１子を２分の１の額、第２子以降を無料とし、ひとり親

世帯及び在宅障害児のいる世帯等の利用者負担額について、第５階層の一部を追加し、

負担軽減措置を拡大するものでございます。

なお、この条例は公布の日から施行し、平成28年４月１日から適用することとした

いものでございます。

以上で議案第40号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上
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げます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） これの恩恵を受ける人は、何人くらいいるのか。子供さん何

人ぐらいになるのか伺いたいと思います。

それから、平成28年４月1日からということで、これ遡及されるわけです。どうい

う形で遡及されるのか。これからの保育料も取らないという形にするのか、一旦返す

のか、ちょっと伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず最初に、人数のほうなのですが、今こちらのほ

うで把握している人数といいますと、合計16人の方が該当することになるというふう

に確認しております。

また、法につきましては、４月１日から施行のほうをいたしますので、４月１日に

さかのぼった形で、また還付するというのですか、そういった形をとったりするよう

になると思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第40号 嵐山町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者

負担に関する条例の一部を改正することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 賛成全員。

よって、本案は可決されました。



- 385 -

◎議案第４１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第８、議案第41号 嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関す

る条例の一部を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第41号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第41号は、嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を改正す

ることについての件でございます。

ひとり親家庭等医療費の自己負担金に係る所要の改正を行うため、本条例の一部を

改正するものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

藤永こども課長。

〔藤永政昭教育委員会こども課長登壇〕

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、議案第41号 嵐山町ひとり親家庭等の医

療費の支給に関する条例の一部を改正することについての細部説明をさせていただき

ます。

今回の一部改正は、申請手続の簡素化により、自己負担金及び窓口払いを廃止する

ためのものでございます。

最初に、第６条ですが、医療機関における受診及び請求手続を簡略化し、受給資格

者と医療機関の手続に係る負担を軽減をするため、自己負担金を廃止するものでござ

います。

次に、第７条ですが、２項で医療費の窓口払いの廃止を、４項で医療費の支払い手

続を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部及び埼玉県国民健康保険団体連合会等に委託

し、医療機関に支払いをすることができるものとしたものでございます。

次に、附則で、この条例は平成29年１月１日から施行し、改正後の規定は平成29年

１月１日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係るひとり

親家庭等の医療費の支給については、なお従前の例によるとしたものでございます。
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以上で議案第41号の細部説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第41号 嵐山町ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例の一部を

改正することについての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第４２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第９、議案第42号 嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例の一部

を改正することについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第42号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第42号は、嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正することについ

ての件でございます。

子ども・子育て支援法施行令の一部が改正されたことに伴いまして、多子世帯、ひ

とり親世帯等の保育料負担の軽減措置を拡充するため、本条例の一部を改正するもの

であります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。
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藤永こども課長。

〔藤永政昭教育委員会こども課長登壇〕

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、議案第42号 嵐山町立幼稚園保育料等に

関する条例の一部を改正することについての細部説明を申し上げます。

本条例の改正につきましては、子ども・子育て支援法施行令の一部改正に伴い、市

町村民税所得割課税額７万7,100円以下、これは年収にしますと約360万円未満相当の

世帯になります。７万7,100円以下の世帯について、従来現行制度では、１号認定の

子供については、３歳から小学校３年生までの多子軽減における年齢の上限を撤廃す

るとともに、市町村民税所得割課税額７万7,100円以下の世帯のひとり親世帯等につ

きましては、負担軽減措置を拡大し、第１子については第１子の保育料を半額、第２

子以降の保育料を無償とするものでございます。

最初に、第３条の改正でございますが、第５条の低所得世帯の保育料の額の改正に

伴い別表２を追加したため、別表１と改めたものでございます。

続きまして、第４条の改正につきましては、市町村民税所得割課税額７万7,100円

以下世帯において、現行制度では多子軽減に関して年齢制限がございますが、これを

撤廃し、保護者と生計を一にするものであれば、第１子が何歳であるかにかかわらず

第２子であれば半額、第３子以降であれば無償とするものでございます。

続きまして、第５条の改正につきましては、ひとり親世帯等の保育料負担軽減でご

ざいます。これは、市町村民税所得割課税額７万7,100円以下のひとり親世帯等につ

いて、第１子を現行の半額、第２子以降を無償とするものです。また、２項において、

ひとり親世帯等の該当する世帯について定めておりまして、母子世帯及び父子世帯の

ほか、在宅の障害児、または障害者がいる世帯を定めております。

続きまして、第８条の改正につきましては、保育料の納期について改正するもので

す。理由といたしましては、現在口座振替により保育料、バス使用料等について納め

ていただいておりますが、来年４月より金融機関の口座振替日を毎月25日にする予定

のためでございます。

続きまして、第３条関係の別表の改正につきましては、先ほど申し上げましたとお

り、別表が別表１となり、市町村民税所得割を正式名称の市町村民税所得割課税額に

修正するものでございます。

続きまして、別表２につきましては、先ほどご説明させていただきました第５条関
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係のひとり親世帯等の保育料の額について定めたものでございます。第２階層につき

ましてはゼロ円及び第２子以降を無償化、第３階層につきましては、もともと9,000円

だったのですが、平成27年時においての1,000円の軽減措置というのがございました

ので、1,000円を引いた8,000円の半額及び第２子以降を無償化というふうになります。

なお、附則で、この条例は公布の日から施行し、平成28年９月１日から適用すると

したものでございます。

以上で議案第42号の細部説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上

げます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） この対象人数を伺いたいと思います。

それから、先ほど聞くのを忘れてしまったのですが、金額的にはどのぐらいになる

のか伺いたいと思います。

それと、今の説明で、第８条に保育料の納入が、課長、今25日とおっしゃったよう

に聞こえたのですが、これ末日となっているのです。どっちが正確というか、末が正

確なのだと思うのですが、一応確認したいと思います。

それと、来年からこれをやるという話だったと思うのですが、説明だったと思うの

ですが、施行が９月１日からなっておりますので、私の聞き間違いであるのかどうか、

確認を含めて質問したいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 該当、まず人数なのですが、今現在こちらで確認し

たのは２人でございます。

それと、金額のほうなのですが、１世帯が4,500円の軽減、もう一世帯が9,000円の

軽減ということでございます。

あと、すみません、期日のほうなのですが、ちょっと私のほうで25日と言ったよう

なのですが、これは毎月末日の間違いでございました。議案の資料のほうが正しいと

いうことでございます。大変失礼いたしました。

あと、９月１日からの施行は、附則のほうで書いてあるのですが、28年、今年の９

月１日にさかのぼって施行したいというふうに思っております。今年です。
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以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） ちょっと税務課長にお聞きしたいのですが、用紙があると思

いますけれども、別表のやつです。所得割といった場合と、所得割課税額といった場

合、どこがどういうふうに違うのですか。それぞれの金額が変わっているのですけれ

ども、算出方法が少し違うのかなというふうに思うのですが、ちょっと教えてもらい

たい。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

山岸護税務課長。

〇山岸堅護税務課長 市町村民税の所得割と課税額の違いということでございますが、

先ほどこども課長からも若干ご説明があったかと思いますが、これについては本来所

得割課税額という表現の仕方が正しいものだということだろうと思います。計算の内

容的には変わらないものということで理解をしております。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第42号 嵐山町立幼稚園保育料等に関する条例の一部を改正すること

についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第４３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第10、議案第43号 平成28年度嵐山町一般会計補正予算（第２号）

議定についての件を議題といたします。



- 390 -

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第43号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第43号は、平成28年度嵐山町一般会計補正予算（第２号）議定についての件で

ございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億9,203万9,000円を増額をし、歳入歳出

予算の総額を63億9,679万7,000円とするものであります。このほか債務負担行為の追

加が１件、地方債の廃止が１件、変更が３件であります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

中嶋総務課長。

〔中嶋秀雄総務課長登壇〕

〇中嶋秀雄総務課長 それでは、議案第43号の細部について説明をさせていただきます。

最初に、６ページをお願いをいたします。６ページは、第２表の債務負担行為の補

正でございます。学校給食センター調理等業務委託料を設定させていただくものでご

ざいますが、こちらにつきましては平成29年３月で業務の委託が切れることになって

おります。４月からの業務委託、新たな業者を選定を行うために、年度内に業者選定

を進めさせていただくために、債務負担行為を設定させていただくというものでござ

います。

第３表は、地方債補正でございます。廃止が１件、変更が３件でございますが、歳

入のところで説明をさせていただきます。

続きまして、14、15ページをお願いいたします。歳入でございます。第９款、第10款

につきましては、それぞれ額が確定したことによります補正をさせていただくもので

ございます。

次の第14款国庫支出金の中で、第２項の国庫補助金でございますが、総務費補助金

といたしまして、社会保障税番号制度システム整備費補助金119万2,000円を新規で計

上させていただいております。こちらにつきましては、マイナンバー制度実施のため

の整備費ということで、総務省分について交付がされるものでございます。
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その下のところをごらんいただきまして、児童福祉費補助金の保育所等整備交付金

マイナスの１億1,886万7,000円でございますが、こちらにつきましては東昌第二保育

園の建て替えに関する補助金でございまして、補助制度の変更に伴いまして、国庫補

助金から県補助金へ組み替えをさせていただくというものでございます。

続きまして、16、17ページをごらんいただきたいと思います。17ページの一番上の

特別保育事業費補助金１億1,300万円を計上させていただいておりますが、こちらが

国庫補助金から組み替えた東昌第二保育園の建て替えに関する県補助金ということに

なります。

その下の地域猫活動推進事業費補助金40万円、新規でございますが、こちらにつき

ましては、補助率10分の10で県から新たに交付がされるものでございます。今年度か

ら３カ年のモデル事業ということで実施をされるものでございます。

それから、一番下のほうをごらんいただきまして、雑入でございますが、下から２

番目に海を守る植樹教育事業補助金ということで、新規で10万円計上させていただい

ておりますが、Ｂ＆Ｇ財団より植樹教育事業として補助金が交付されるものでござい

まして、補助率は10分の10でございます。

続いて、18、19ページをお願いいたします。第21款の町債でございます。まず、土

木債の670万円の事業債の追加増額をさせていただいておりますが、こちらについて

は、千手堂87号線側溝整備工事に充当をさせていただくものでございまして、歳出に

もこの工事費が計上させていただいております。

その下の消防施設整備事業債480万円につきましては、その下の緊急防災・減災事

業債のほうに移し替えをさせていただきまして、充当率が75％のものから100％の充

当率ということで、緊急防災・減災事業債に振り替えをさせていただくものでござい

ます。緊急防災・減災事業債につきましては、今の防火水槽設置工事の振り替え、そ

れから、衛星系の防災無線再整備事業の額が確定したことによります補正でございま

す。

臨時財政対策債につきましては、今年度の臨時財政対策債、確定をいたしましたこ

とによりまして、減額の補正をさせていただくものでございます。

続いて、20、21ページをお願いいたします。歳出でございます。まず、第２款の総

務費でございますが、一般管理費の中で、ちょうど真ん中あたりになりますが、事業

費の埼玉県市町村総合事務組合退職手当の事業でございますが、1,754万5,000円の減
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額をさせていただいております。こちらにつきましては、２つ大きな内容ございまし

て、まず１点目は、県の負担率の変更によりまして800万円の減額。それから、大変

これは恐縮でございますが、当初予算におきまして上下水道課の職員分、こちらのほ

うの退職手当の負担金を一般会計に二重計上しておることがわかりまして、今回それ

で約730万円減額をさせていただくというものが主な内容でございます。大変申しわ

けなく思っております。

続きまして、住民税情報システムの運用管理事業の中で電算の委託料、こちらにつ

きましては、歳入でございましたマイナンバー制度に伴うシステム改修費の計上でご

ざいます。

その下の財政管理事業20でございますが、13の委託料で、開始貸借対照表作成業務

委託料250万円を計上させていただいておりますが、新公開制度への移行に伴いまし

て、現在固定資産税台帳の整備を行っております。こちらの整備が９月の末ぐらいで

終わるということがありまして、その次に行います開始貸借対照表、こちらの作成に

力を入れていきたいということで、こちらの作成に要する経費として250万円を計上

させていただいているものでございます。

続いて、22、23ページをお願いいたします。総務管理費でございますが、目の事業

費の中で、１の庁舎管理事業、修繕料として733万7,000円の計上をさせていただいて

おります。こちらにつきましては、冷暖房設備のオーバーホールに要する経費でござ

いまして、庁舎の西口を出たところに冷暖房施設の屋外機が設置されております。そ

ちらの２基についてオーバーホールを要するということで、オイル漏れがしていると

いうこともございまして、今回その２基のオーバーホールをさせていただくという修

繕料でございます。

それから、その下の５目の財政調整基金費でございますが、積立金として１億

6,300万円の増額をさせていただいております。この結果、財政調整基金の28年度末

残高につきましては、取り崩しを含めまして３億8,500万円となる見込みでございま

す。

続きまして、28、29ページをお願いいたします。28、29ページの第４款衛生費でご

ざいますが、その中の４目環境衛生費の中で空き家等管理事業がございますが、この

中で工事請負費370万円を計上させていただいております。こちらにつきましては、

川島地内において町への寄附申し入れの土地がございました。こちらの土地につきま
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して、建てられている建物、これを撤去し、必要な整備を行った上で、川島地区の１、

２、３区にその管理について有効活用を図ってもらうということで、その空き家を撤

去するための費用でございます。

その下の15の事業費、地域猫活動事業費でございますが、補助金として40万円、県

からの補助金40万円をそのまま充当して、新規に補助金として支出するというもので

ございます。

30、31ページをお願いいたします。第７款の商工費でございます。一番上のところ

になりますが、商工振興費の企業誘致事業の委託料として、花見台拡張予定地区産業

団地予備調査業務委託料、それからインター周辺地区現況測量業務委託料、それぞれ

計上させていただいておりますが、企業誘致の基盤を整備するために、町として先進

的に進めるための委託料ということで、今回計上をお願いするものでございます。

それから、第８款の土木費、道路新設改良費でございますが、工事請負費として734万

4,000円を計上しておりますが、こちらにつきましては、起債のところでご説明させ

ていただきましたとおり、千手堂87号線の側溝整備を行わせていただく予算でござい

ます。

それから、続きまして32、33ページをお願いいたします。32、33ページの第10款の

教育費でございます。教育総務費の中で18の事業、いじめ問題対策事業でございます

が、委員報酬、費用弁償を計上させていただいております。先ほどの条例審議の中で

ご可決をいただきました、いじめ防止対策推進法の規定に基づきまして設置するいじ

め問題対策連絡協議会及びいじめ問題の調査審議会の委員報酬及び費用弁償を計上さ

せていただいております。

続きまして、第２項の小学校費でございますが、小学校費の中で、それからその次

の中学校費の中で、各学校の委託料といたしまして、伐採の委託料を計上させていた

だいております。こちらにつきましては、大雨や台風等により倒れた場合に危険とな

り得る立木、こちらを調査をいたしまして、あらかじめ伐採をさせていただくという

経費を、今回各小中学校について計上をさせていただいておるものでございます。

34、35ページをお願いいたします。真ん中下のところの第６項の保健体育費でござ

いますが、スポーツ施設管理事業として、工事請負費756万円を計上させていただい

ておりますが、こちらは菅谷テニスコートの人工芝の張り替え工事を行うというもの

でございまして、３面のテニスコートの張り替え工事を行わせていただくものでござ
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います。

最後に、一番下の第11款の災害復旧費の中で、農業用施設災害復旧費でございます

が、次ページをごらんいただきまして、工事請負費として220万円を計上させていた

だいております。台風９号の被害による水路の修繕に要する経費を補正するものでご

ざいまして、施工箇所はこちらに記載のとおりの農業用水路、志賀、大蔵、越畑の３

カ所でございます。

以上、細部説明とさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたし

ます。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

どうぞ、第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 17ページのＢ＆Ｇの自動販売機の管理料、こちらマイナスの

９万円だよね。次のページに、その他雑入で自動販売機販売手数料、こちらはプラス

の７万8,000円となっているのです。片方がマイナスで、片方がプラスというのはど

うも理解できないので、ちょっと説明をしていただきたいと思います。

それから、21ページのマイナンバー制度の関係なのですが、どんな改修をするのか

伺いたいと思います。

それから、その下の貸借対照表を委託しているわけですけれども、これは今後この

予算書を貸借対照表にしていくための準備のための委託ということでよろしいのでし

ょうか。もしそういう予算書をかえていくということであれば、いつごろを予定して

いるのかを伺いたいと思います。

それから、29ページの川島地区の空き家の件なのですが、空き家のこの中にシステ

ム移行、それとパソコンの購入があるわけです。ちょっとこのシステム移行というの

はどういう意味なのか。パソコンを購入するのは、どうして購入するのかを伺いたい

と思います。

それから、31ページの花見台の企業誘致の関係で、予備調査の業務委託料というふ

うに書いてあるわけです。予備調査にお金を使って、多分予備ですから、この後本調

査となるのですか、そこでも調査するのだと思うのですが、この予備をしなければい

けない理由をちょっとご説明をいただきたいと思います。

それから、下のほうで海を守る植樹教育ですけれども、歳入のほうでは苗を配ると

か何か書いてあったのですけれども、こっちの歳出のほうではそうではなくて、環境
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教育に係る経費を補正するというふうに書いてあるのです。教育にこの金額をどうい

うふうに、本を買ったりとか参考書、参考書というか、そういうための費用としてこ

こに載せているのかを、中身は何なのかをちょっと伺いたいと思います。

それから、35ページの給食センターの修繕なのですが、内容を伺いたいと思います。

それと、一番下の農業用施設災害復旧の台風による被害、どういう状況になってこ

の修繕が必要なのか、ご説明いただきたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 それでは、最初のＢ＆Ｇ海洋センターの自動販売機につ

いてご説明申し上げます。

17ページの雑入でマイナス９万円となっておりますのは、Ｂ＆Ｇ海洋センターに設

置していた自動販売機、７月からそれまでの４台から２台に減っております。その関

係で、１台につき5,000円で、４基で12カ月というふうに24万円、年間を想定して予

算させていただいたのですけれども、４、５、６の３カ月間は４基で5,000円、残り

の９カ月は5,000円の２基ということで15万円となり、マイナス９万円となったもの

でございます。

続きまして、19ページのその他雑入のＢ＆Ｇ海洋センター自動販売機販売手数料で

ございますが、こちらにつきましては平成25年度に初めて海洋センターに自動販売機

を４基設置いたしました。設置時に設置一時金ということで、１台につき51万円、計

204万円雑入として入っておりました。25、26、27と３カ年が過ぎまして、ここで実

際の販売価格に合わせて４台から２台に減ったということで、新たに２台になったわ

けでございますけれども、その際に最初は設置一時金ということで１基につき51万円

いただいておりましたけれども、今回の入れ替えにつきまして、年間のＢ＆Ｇでの自

動販売機の販売見込み65万円、これに対しまして周辺の商店等で手数料を設置会社の

ほうが売り上げの12％という形でお支払いしているということで、65万円の12％、７

万8,000円ということで、この手数料、新たに雑入として記載したものでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 次に、青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、私からは21ページの住民税情報システム運用管理

事業、電算委託料の補正の内容につきましてお答えをさせていただきたいと思います。
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この電算委託料の内容、どのようなものかというご質問でございます。今回の補正

につきましては、住民基本台帳システム、地方税務システム、団体内宛名総合宛名シ

ステム、この３つのシステムに関しまして、平成29年に予定がされております情報連

携に向けてのテストを行うと、このような費用になっております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続きまして、中嶋総務課長。

〇中嶋秀雄総務課長 私のほうからは、貸借対照表の関係についてお答えをさせていた

だきます。

今、川口議員さんのほうから、予算関係が今後貸借対照表にかわるのかというお話

がございましたが、実は予算編成が貸借対照表にかわるということではなくて、予算

編成だけでは、今現在この新公開制度の一つの意義というのは、今は一般会計につき

ましては現金収集に着目した預金、現金の主義会計、どれだけ入ってどれだけ出たか

というだけの予算になっておりますが、それだけでは現在どれだけの資産を持ち、ど

れくらいの借金があるのか、また行政サービスの提供するのにどれくらいのコストが

かかっているのかというのがわかりづらいという中で、今後は新公開制度といたしま

して、いわゆる貸借対照表を中心に財務諸表を作成をして、その中で決算等において

財務諸表を公表していくと。そして、実際にどれだけの町の、いわゆる負債等もある

のか、それからその効果といいましょうか、そういったものがあるのかということを

財務諸表、いわゆる４表というふうに言われていますけれども、貸借対照表、それか

ら純資産変動計算書、行政コスト計算書、キャッシュフロー計算書、こういうような

４表、これを財務諸表と言っておりますが、こういったものを整備していくんだとい

うことで進んでおります。この中で、今現在固定資産台帳を整備しておりまして、こ

の後今度は貸借対照表等をつくっていくわけですが、そのための開始貸借対照表、こ

れをつくっていくということになるわけでございます。こういったことで、予算書を

この貸借対照表にまるっきりかえるというよりも、むしろ予算編成を進めていく上で、

より緻密なそういったデータをとるために、こういった貸借対照表を整備しながら財

務を明確に打ち出していくというものが、今回の新公開制度の目的ということになっ

ております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 次に、植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 まず、29ページの空き家対策の関係のシステム及びシステム

移行及びパソコン購入でございますけれども、当初予算で今年度現況調査を実施して

おります。25年に実施した調査も踏まえて、最新の空き家の現況を調査しているとこ

ろでございますが、これを将来のデータベース化して、空き家バンク等に生かしてい

くということでございまして、そのための活用できるシステムの移行ということでご

ざいます。

移行するパソコンの購入でございますが、今現在使っているものがウインドウズＸ

Ｐでございまして、既にもうほとんど役場でも使われているところがないという状況

でございまして、システム上の最新のものに変えていくということと、それからセキ

ュリティー等の問題もございまして、新しいパソコンを購入し、そしてそちらに新し

いシステムを導入するということでございます。

それから、37ページの農業用施設の被害に関するものでございますが、こちらで先

ほど総務課長のほうから３カ所というふうに申し上げましたが、その後何カ所か追加

になりまして、現在７カ所で上げさせていただいております。主に農業用水路ののり

面の崩壊でございまして、国の災害復旧事業の対象とならない小規模なものでござい

ます。

以上です。

〇大野敏行議長 次に、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、31ページの花見台の予備調査の関係につきまして

お答えをさせていただきます。

まず、こちらの経緯について若干説明をさせていただきますけれども、昨年の11月

から県の企業局さんのほうと協議をしてまいりました。この花見台の拡張予定地区を

ぜひとも調査地区に上げていただきたいというふうなことで、企業局さんの言われる

必要とされる資料、資料提供をしてまいりました。打ち合わせのほうも同時に進行さ

せていただきまして、年度末には、27年度末には全ての情報の提供が終わっておりま

す。今年度に入りまして、県のほうの企業局さんのほうの調査業務を発注がされる直

前になりまして、一度協議をさせていただきました。そのときのお話が、今年度の調

査業務の中には、嵐山町のほうは残念ながら入っておらないと。その理由につきまし

ては、企業局さんのほうで県内の多くの市町村から申し出があると。どうしても全て

の市町村を上げるというふうなことにはならないものですから、どうしても順番をつ
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けて実施をしているという内容でございました。

その理由に関しましては、嵐山町の場合、特に該当する花見台の予定している地区

が、山林の部分が多いと。したがって、土量が多く産出されることが予定、見てとれ

るという内容でございました。どうしてもやはり順位をつける上で、採算性という部

分を企業局としても重視をしていると。そのほかには、採算性のほかには、地元の機

運という部分も重要視している、そして、さらに市町村のやる気という部分も加味し

ているという回答でございました。町のやる気の部分に関しては問題ないのですけれ

ども、採算性に若干問題があって、どうしても順位をつけると、嵐山町の場合は順位

が落ちてしまうという回答をいただいて、その旨町内部でも協議をさせていただいた

結果、今回の予備調査に、本来こちらは企業局で行う業務でございます。それを町の

ほうで先行をしてやっていくという内容でございまして、今回この480万1,000円とい

う額を計上させていただきまして、少しでも県内順位を上げようと、上げさせていた

だこうというものでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続きまして、村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 続きまして、31ページの海を守る植樹教育事業について

ご説明申し上げます。

この事業につきまして、Ｂ＆Ｇ財団のほうで東日本大震災後に自然の脅威、また大

切さというのを改めて考えなければいけないという中で、未来を担う子供たちに自然

に対する恐れや重要な役割、すばらしさを教え、自然を守り、ともに生きていく心を

育むこと、そのために森、川、海のつながりに着目し、豊かな海を守るために森の大

切さを子供たちに伝え、ドングリから苗を育て植樹する体験型の環境学習を行うとい

うものでございまして、苗等を買って植えるというのではなくて、嵐山町に生えてい

る木から落ちたドングリ、それを子供たちが拾って芽を出させて、実際には３年ぐら

いになるかと思うのですけれども、一定の大きさに育った後、嵐山町に植樹するとい

うものでございます。それに係る支出ということで、需用費と役務費のほう計上して

おりますけれども、需用費といたしましてはドングリを発芽させるポットですとか、

冬場に備えるわらですとか、肥料ですとか、あと、道具類です。そういったもの。そ

れと、子供たちにやってもらうので、１回だけではなくて、年に何回か手入れをした

りしますので、そのための切手代。それと、現場で作業もいたしますので、傷害保険
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料ということで、10万円という予算をつけさせていただいております。

以上です。

〇大野敏行議長 続きまして、藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 私のほうからは、給食センターの修繕料についてお

答えいたします。

まず、修繕料の内容でございますが、１つ目に現水槽のポンプの修繕ということで

21万3,840円を予定しております。もう一つが、続きまして除外施設のフロートスイ

ッチの修繕４万9,464円を予定しております。続きまして、コンテナのキャスターの

修繕、これを６万6,301円の予定をしております。最後に、厨房機器の溶接の修繕を

するということで３万5,640円。合計で36万6,000円を計上させていただいております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） ３点ほど質問させてもらいます。

最初に、27ページのこども医療費の給付事業でございますけれども、実績見込みに

伴って補正をするという金額でございますけれども、非常に大きい金額ですが、実績

見込みというものがどういうようなものなのか教えていただきたいと思います。

２つ目が、31ページの川のまるごと再生事業ですけれども、バーベキュー場に野外

炉の測量業務委託ということを書かれておりますが、大方わかっているのですが、今

までは協会の中でそれについては対応なさってきたというふうに思いますが、新たに

物を測量設計するということになると、何か大がかりのものか、今までのものとはち

ょっと違ったようなものになるのではない、そういうことなのかどうか、そこら辺を

教えていただきたいというふうに思います。

それと、今度は33ページの教育費の関係ですけれども、今回の台風等で大きな被害

が出たのではないかなというふうに思いますが、今本当に植樹をしている、そういう

ところを持っている方というのは、非常に気が気ではないのですよ。どういうわけか

わかりませんけれども、木の根元のほうからばたっと倒れてしまう。新たに植林した

ようなものについては、特にそういう顕著に見られます。それで、私の周りの人は、

私もそうですけれども、かなり大がかりなものを金額をかけて、何も生まないもので

すけれども、大きな金額をかけて伐採しなくてはならないと。そういうところで、今
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回のは４個合わせて900万ですか。大体そのくらいはしてしまうのではないかなとい

うふうに思うのですが、木が腐食して倒れるということに対して、伐採しなければど

うにもならないものですから、伐採するのはわかるのですが、新たに何かを植えてい

くというか、緑を守るというか、緑がないと非常に学校では寂しいかなというふうに

思うのですけれども、そこら辺のことを教えていただければというふうに思いますが、

３点お願いいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず最初に、27ページのこども医療費の給付金の補

正でございますが、これにつきましては今年度に入りまして、今までの実績額を鑑み

ますと、当初予算よりおおむね1,800万円という金額が不足するということで、補正

のほうはお願いしております。当初のほうの予算編成のほうでも、財政事情等もあり

ましたので、こういう金額の補正額になっておりますので、これにつきましては多大

なるご理解をいただければありがたいなというふうに思っております。

続きまして、33ページ、伐採の委託料関係でございます。これにつきましては、菅

谷小学校、七郷小学校、志賀小学校及び菅谷中学校の４校で伐採の委託料を上げさせ

ていただいております。これにつきましては、結構学校敷地内に高木であったりとか、

例えば今回の台風みたいに来たときに、木が倒木したときに、被害が、災害が出るお

それがあるものにつきまして、ちょっと調査をしまして、それぞれもしこの木が倒れ

たときに、例えば民地の家に行ってしまうとか、通行量の多い道路のほうにも倒れて

しまう可能性があるとか、あとは電線等もありますので、電線のほうに倒れていくと、

その辺の一帯の世帯、停電とか、そういったふうな災害を及ぼすような木につきまし

て、根元から伐採する、もしくは剪定して詰めるというのですか、そういった方法を

ちょっと専門の方にも見ていただきながら、どちらを選択するかというのは、これか

ら現地でまたよく再度確認をしましてやっていきたいと思っているのですけれども、

一応そういう予定を組んでおります。

それに伴いまして、緑が少なくなるというようなお話ございまして、当然木を切っ

ていけば緑が少なくなりまして、学校どうしても何か寂しくなるという気は私もして

おります。最近では、昔ながらからありました桜の木、これもやはり経年劣化でかな

り腐ったりだとか、結構根腐れしたりとか、そういうことで、桜の木も大分切ったり
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するようになってきました。そういった意味で、桜というふうに限定しているわけで

はないのですけれども、やはり緑も少なくなるのはちょっと学校としてはいかがなも

のかなというのもありますので、ただこういった災害を起こしてしまうようなことも

考えられますので、この辺につきましては今後緑化につきましては、学校敷地内の緑

化につきましては、どういった形がいいのかというのはよく検討をして、また考えて

いけたらいいかなというふうに思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 次に、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、31ページになりますけれども、川のまるごと再生

事業の関係につきましてお答えをさせていただきます。

まず最初に、測量設計委託料の関係でございますけれども、こちらに関しましては、

もともと予定をしておりますバーベキュー場の野外炉の関係でございます。当初１棟

を予定して予算計上させていただきましたけれども、測量に関しまして広範囲に今回

とらせていただくというふうなことで、測量費の分を増額で補正をさせていただくも

のでございます。

そして、その下にございます工事請負費の関係でございますけれども、こちらにつ

きましては、大平山に今現在上がるのに遠山道の頂上からというふうな内容になるか

と思います。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 続けてください。

〇山下隆志企業支援課長 工事請負費の関係につきましては、こちらは大平山の関係で

ございまして、バーベキュー場の関係ではございません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） こども医療費のほうの関係なのですけれども、人口が減って

いるぐらいですから、そうそう子供さんがふえているというふうにはなかなか思えな

いのですが、そうなるとやはり１人当たりの方の医療費がふえているのかな。昨年が

決算見ますと4,600万です。それで、当初の予算が4,100万。これは補正があったのか

どうかわかりませんけれども、1,800万ということになりますと、相当子供さんを持

っているお母さん方の対応が違ってきているのだなと、そんな感じを持っているので
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すが、人数がふえていないということになると、私今すみません、想定的に言ったの

ですが、お一人のかかっているのが、金額が多くなっているかどうか、そこだけ確認

をしたいというふうに思います。

それと、バーベキュー場のほうの関係については、今まで協会でやっていたものを、

今回町のほうで相対的にそこのところを調査をするというふうな測量設計というふう

なことがございましたが、新たなものも考えているのではないかなというふうに思っ

たものですが、そこのところが町のほうの見解としてお聞きできればというふうに思

ったものですから、今までの既存のものとは違ったものも考えているのです。千年の

苑の関係もございますから、そこら辺がそういうことであるのであれば、そのあれを

聞きたかったのですが、そうでなければ、その辺をちょっとお聞きしたいというふう

に思います。

伐採の関係ですけれども、切るのはしようがないのです。木にも寿命がありますか

ら。ですから、緑のほうを定期的に植栽をしていくというふうな、という考え方であ

れば結構なのですけれども、何かそうではないということであれば、もうそのところ

にはものはもう、木は植えないというか、緑はつくらないのだということなのか、そ

こら辺をもう一回お願いしたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 最初に、こども医療費関係でございますが、先ほど

私のほうで、答弁のほうがちょっと不足していたかなと思います。すみませんでした。

今回の補正につきましては、当初予算では窓口払いの廃止に伴いまして、多少ふえる

のではないかということで、1.2倍ぐらいの見込みで予算のほうを考えておりました。

しかしながら、今年度の実績としまして、1.4～1.5倍ぐらい予想よりちょっと上回っ

ているというのが実情でございまして、その部分についての予算の不足というのです

か、そういったものも大きいのかなというふうに思っております。人数のほうが云々

ではなく、やっぱり医療費が多くなっているというような状況でございます。

続きまして、植栽の関係でございますけれども、今はまず危険を伴うそういった木

を伐採するということで、その後のことにつきましてはまだ具体的に何の決まったも

のはないのですけれども、なるべく管理しやすく、危険のないような緑化体制がとれ

れば一番いいのかなというふうには思っております。これも予算を伴いますので、い
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つごろどういうふうにできるかとかというのは検討していかなければいけないかなと

は思いますけれども、今のところはそんな考え方でございます。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 続きまして、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、私のほうから測量費の関係につきましてお答えさ

せていただきますけれども、こちらにつきましては先ほど議員さんおっしゃいました

ように、他の事業に絡めてという意味合いではございません。あくまでもこの野外炉

の川のまるごと再生事業として、不足を生じた測量費を今回お願いしているものでご

ざいます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） ２点ほど質問させていただきますが、順番は先ほど質問した

のと違いますが、立木の伐採については相当かかるものなのです。極端に言うと、１

本について何十万も取られる場合があるので、このくらいの金額はするのだろうなと

いうふうに思ったのですが、そうなるとどっちにしても900万というと相当大きい金

額なので、かなり広範囲になってくるのではないかなというふうに思ったものですか

ら、子供が、そうでなくても嵐山町、周りを見渡せば緑ばっかりですから構わないの

ですけれども、やっぱり学校には植樹等も必要だと思いますので、考えていただいた

ほうがいいのではないかなというふうに。答弁は結構です。

それと、こども医療費の関係ですけれども、やはり1.2倍を予想したのが1.4～1.5倍

ということは、やはり町としても大きな問題になってくるな、そんな感じをしており

ます。かとしても、いわゆるかかるななんてことは一切言えませんから、子供がなる

べく医療機関にもかからなくても済むような行政というのも、町長今おっしゃってい

ますけれども、そういうことも必要なのではないかなというふうに感じたところです。

答弁は結構です。ありがとうございました。

〇大野敏行議長 審議の途中でありますが、暫時休憩をいたします。再開時間を２時50分

といたします。

休 憩 午後 ２時３８分

再 開 午後 ２時５０分
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〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

ここで、議長からお願いがございます。

議場内に入るメモにつきまして、事務局の新井さんがどうしても１人で操作してい

るものですから、手が同時に動かないときのみに限りまして、直接課員からメモが入

ることをご承知願いたいと思います。よろしくお願いします。

それでは、議事を再開いたします。

ご質疑のある方は。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） まず、６ページの学校給食センター調理業務の委託料ですけ

れども、限度額として１億4,006万7,000円ということでございますが、今決算でいろ

いろ出ていますけれども、この辺の３カ年分になりますか、計算されている根拠につ

いてお尋ねしたいと思います。

それから、26ページ、27ページでございますけれども、保育所の保育事業でござい

ます。これも国庫の支出金から県の支出金に補助の変更といいますか、申請変更があ

ったということでございますが、財源的には843万3,000円ほど減額になっております。

その辺の中で当初予定したような事業が進んでいくものなのでしょうか。

もう一点、ここの27ページのところでございますけれども、特別保育等対策補助事

業補助金、これ当初予算で2,690万ほど組んであります。ここに330万増額されます。

その辺のところの、どういった原因によって増額になっているか、この３つの件につ

いてお尋ねいたします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、お答えさせていただきます。

給食センターの調理業務委託料に関しまして、現在契約をしている額より高くなっ

ているということかなと思うのですが、今契約をさせていただいているのは、以前プ

ロポーザルというのをやりまして、その中で業者選定のほうをさせていただいており

ます。そのときに、今落札といいますか、プロポーザルによりまして、審査で決定を

した業者さんの業務委託料は安かったということでございます。

次、また再度来年の４月からは、また新たに契約をしなければいけませんので、こ

れからのプロポーザルまたは入札による業者のほうを決定をしていかなければいけな
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いわけなのですけれども、この調理業務委託をしている会社のほうからちょっと見積

もり等を何社かとりますと、おおむねこのくらいはかかってしまうというふうな状況

でございまして、予算としましてはこの金額を計上させていただいているということ

でございます。

続きまして、保育所関係の事業のことが何か変わったりはしているのかということ

でございますが、この減額につきましては、当初予算のほうをお願いしたときには、

ある程度の概算の工事費ということで予算のほうを計上させていただいておりまし

た。この時期になりますと、当然もう建設事業も始まっていますけれども、工事費、

額のほうが固まってまいりましたので、そうしますと当初予定した概算工事よりは安

くできているということで、その工事の中身が変わったとかそういうことではござい

ません。工事費がここに来て正確にといいますか、出てきたということになります。

続きまして、特別保育対策等促進事業費の補助金、これにつきましては１歳児の保

育なのですが、これは各保育園にお願いしまして、受け入れをふやしていただきまし

た。その１歳児を見ていただく各保育園の先生方の給料的なものをこちらで補助する

ということで、330万円の金額になるということでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 債務負担行為ですけれども、もちろん決算が間もなくですか

ら、これ学校給食センターの調理業務に限っての債務負担行為ということで私も理解

しているのですけれども、決算水準だと大体2,600万ぐらいですよね。これが、やは

り３カ年で相当ふえるというような形は、やっぱり間違いなく何社かとって、こうい

う数字が出てきているということでいいのかどうかをもう一回確認したいことと、そ

れと保育園の事業については、支障なく当初予定したとおり進んでいけるということ

でよかったかと思います。

それとあと、１歳児の保育、一番いろいろと手がかかる事業だと思うのですけれど

も、これに該当する子供たちというか、これによってどのぐらい増員ができるものな

のかどうか、わかりましたらお願いいたします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 まず、給食のほうの委託料につきましては、先ほど
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答弁させていただいたとおりでございます。

次に、１歳児の保育料の関係なのですが、これにつきましてはまず東昌第二保育園

のほうで、年間で36人ですので、３人ですか。若草保育園で、年間で58人、途中で入

った方もいますので、５人ぐらいだと思います。しらこばとで62人、これも途中で入

ったりした子もいますので、その人数分が多く受け入れているということになります。

ただし、１歳児を受け入れても、全体の枠とかそういうところありますけれども、

例えばゼロ歳児、余り希望といいますか、なくて、そこの枠を１歳児に、１歳児がや

はり待機が多かったものですから、そちらのほうに変更させていただいて、１歳児の

ほうに充実させたということで、１歳児担当の保育士さんの雇用をするための費用を

補助しているということでございます。その金額が330万円ということでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 学校給食もいよいよいろんなものが、値段的に今まで安く抑

えられてきたものが、やはり正常の金額というのでしょうか、そういうふうになって

いかざるを得ないというようなことになると、やっぱり予算的に大変なことだと思い

ますけれども、なるべく財政の点を考えてやっていただけたらと思います。

子供たちのこういったことも、１歳児、かなりニーズのあることですので、なるべ

く機動的に早く、必要なときは対応していってもらいたいということでお願いいたし

ます。

以上、終わります。

〇大野敏行議長 ほかに。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 何点か伺うのですけれども、まず21ページです。モニター

制度がインターネットのアンケート方式になったということで、これはモニターさん

今まで集まって話し合いをしていた、１年に１回か２回やっていたかと思うのですけ

れども、そういうことではなくて、全部インターネットでやって、人は集まらないと

いう形になってくるのかどうか伺います。

それから、地域猫活動推進事業補助金なのですが、これ全額補助金をその団体に出

すということですけれども、これは地域猫の活動推進事業というのは、多分猫の去勢

とか避妊に係る金額だと思うのです。それというのは、猫１頭というのかどうかわか
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らないけれども、１頭幾らとか県のところで決まっているのか、それとも雄を対象に

するのか雌を対象にするかというので全然違ってくると思うのですが、昔々私、30年

以上前なのですけれども、浦和では１匹に対して１万円ぐらいの補助が出ていたので

す。そういうふうな形の補助をこの団体に渡すのかということなのですが、そういう

ふうな換算というのはどのような形で出されているのか、伺いたいと思います。

それから、31ページの先ほどの花見台拡張予定地区産業地区予算調査整備事業委託

費なのですが、県の中に、基準の中というか、漏れたわけですよね。それで、大体申

し出はどのぐらいあって、どういうふうな形になっていったら、県の推薦というので

すか、整備費の調査業務の予備調査ではない、調査業務が実際に行われて、そしてど

のぐらいの金額があったら嵐山町が、これ金額的なものはこれから調査業務すると思

うのですけれども、予備調査ではなくて、実際に予定地区を産業団地として造成して

いくのにどれぐらい金額があったらば、概算でいいのですけれども、そういうふうな

ことも全く出てこないでというのは、ちょっと申し出したときにはまずいのかなと思

うのです。大体概算できて、どの程度のものがあったかというのは伺いたいと思うの

です。そして、今後もこれ県のほうで、県の基準に合わない場合は、もう嵐山町で出

さなくてはいけないということになっていくわけですけれども、そういった予定があ

るのかどうか、一つ伺いたいと思います。

それから、インター周辺地区整備業務委託料も、これも随分時間かかってやっと出

てきたのかなというふうに思っているのですが、それについても実際に、現在の今年

度というか、この補正になって出てきた事情というのですか、それについて伺いたい

と思います。

それと、同じく31ページですけれども、これは開発許可支援システム導入という形

になってくるのですが、開発許可の支援システムというのは、嵐山町で新たに開発許

可をしていくために、支援システムの導入と区域指定についてのシステムが必要にな

ってきたというふうに考えていいのかどうか伺いたいと思います。嵐山町では、開発

許可支援システムというのですか、開発許可にかかわってこれまではどのような形で

やっていて、システムが入ってくるとどう変わっていくのか伺いたいと思います。

あと、環境保護のことですけれども、海を守る植樹教育なのですが、ドングリを育

ててくというのは、いろんなところでやっていると思うのです。それで、これは子供

たちはどういう子供が対象になっていくのか。例えば学校でやっていくとか、公募を
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してやっていくとか、そういったところまで入っているのか。ストップ温暖化条例で

は、環境教育をしていくということが一つは入っていたのです。ですけれども、環境

教育というのは全くここのところで出てきていなくて、これはどういうふうな形で進

めていかれるのか、伺いたいと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、私からは21ページのモニター制度につきましてお

答えをさせていただきたいと思います。

これまで嵐山町の場合、町政モニター制度設置要綱、このような要綱を設けまして、

委員としてお願いをし、その方たちに年２回程度お集まりいただいて、さまざまな意

見交換あるいはご意見を頂戴をしていたところでございます。さきの、前回だったか

と思いますが、一般質問でも質問をいただき、そのときにも若干触れさせていただき

ましたが、やはり委員についてもなかなか新たな委員さんを募集をしても応募がない

と、委員が固定化していると。当然固定化すれば、新たな視点でのご意見というのが

だんだん少なくなってきている。本当に制度自体がなかなかうまく動かない、こうい

った状況がございました。

そういったことを打破するために、今年度新たな方策ということで、今回補正に上

げさせていただいたインターネットを使ってより幅広い方、人数としては100名を予

定しておるわけですが、多くの方にさまざまなご意見をいただきたい、このような思

いから方式を改めたいというようなものでございます。したがいまして、その意見聴

取に関しては、インターネットを通じてのみというような形になりますので、役場の

ほうにお集まりをいただいて会議形式、こういったものは想定はしておらないところ

でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 続きまして、植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 それでは、私からは地域猫についてお答え申し上げます。

ご質問は、１匹の不妊、去勢に対して幾らというようなスタイルの支援ではないの

かということでございますけれども、これは例えばさいたま市等では、恐らく自治体

が取り組んでいる地域猫活動の制度のもとでは、去勢あるいは野良猫の不妊に対して、
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１匹幾らという補助をしている場合がございます。嵐山町がこれから行おうとしてい

るものに関しましては、これは県のモデル事業でございまして、地域を定めて、その

地域の中で活動をしていただくものでございます。頭数を確認し、まず現状を確認し、

そしてなるべく一旦は捕まえて、不妊あるいは去勢の手術を施して、またそこで放し

て管理をすると、この活動団体のもとで管理をしていくと。その管理下の中で、餌を

やったりトイレの始末をしたり、あるいは里親を探したりということで、もうこれ以

上はふえないという条件のもとで終生管理をしていくと。それにより、殺処分をゼロ

にし、野良猫をこれ以上ふやさないという、そういう活動でございます。

県からいただける40万円の補助につきましては、今申し上げましたような活動費の

一部に充てるということでございまして、猫１匹に対して幾らとか、そういうような

性質の補助ではございません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続きまして、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、私のほうからは31ページの花見台の関係につきま

して、まずお答えをさせていただきます。

こちらの花見台の関係でございますけれども、最初に申し出されている市町村の件

数というお話があったかと思います。実際にこれ私どものほうでも直接確認はしてみ

たのですけれども、情報としては県のほうからはいただけませんでした。ただ、県内

で推計をしてみますと、あくまでも推計値になりますけれども、大体30前後の市町村

で今企業局のほうに申し出がされているのではないかという推計のもと、今動いてい

る状態でございます。恐らくその中の順位としては嵐山町の場合、かなり低いほうの

部類に入っているものというふうに考えているところでございます。

それと、造成費の関係でございますけれども、こちらにつきましては、やはり造成

する基盤の高さですとか、あとは構造物のボリューム等によって大きく変わってしま

いますので、造成費の概算については、うちのほうでは今現在はじいていない状態で

ございますけれども、先ほどのお答えの中で出ました泥の分に関しましては、うちの

ほうでざっと概算ではじきますと、１億以上はその泥を出すだけでもかかってくると

いうふうに考えているところでございます。

それと、インターの関係でございます。今回242万の現況測量というふうなことで

お願いしているわけでございますけれども、こちらにつきましてはここずっと中に民
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間のディベロッパーさんが入っておりまして、そちらのほうと協議を進めております。

昨年接道の関係で、中の道路から今現在のインター、関越の嵐山インターに入るアク

セス道路が今県道として管理がされていますけれども、そちらへの接道の関係の協議

を警察のほうといたしまして、そういった結果から今後道路の接道関係で、町として

も、町の姿勢として協力をしていかないといけない部分も出てくるというふうなこと

から、今回現況平面の測量になりますけれども、インターアクセスの道路から町道部

分におりる部分の接道関係の平面を４カ所ほど現況で調査をさせていただく予定でご

ざいます。

そして、開発の関係でございますけれども、今回電算の委託料として162万ほど計

上させていただいております。こちらにつきましては、平成29年度から開発許可の権

限移譲の関係がございまして、町のほうで県からおりてきた業務を許可外業務として

実施をする予定で今準備を進めている状況でございます。これが29年の４月１日から

予定をさせていただいておりますけれども、その４月１日には今まで県とのやり取り

に関しましては、町でお預かりした書類を進達という形で県のほうに書類を出してお

りました。そちらの業務に間に合う分だけのシステムで動かしていたものを、今回４

月にそれを強化業務として動かす必要がございまして、システムの中身の改変を行う

必要がございます。そういったことで、権限の移譲に絡んで今回準備として、そのシ

ステムの導入というふうなことで記入されておりますけれども、中身としては既存の

システム、既存のパソコンを使って中身を改変させていただいて準備を整えるという

ものでございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続いて、村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 海を守る植樹教育事業でございますが、こちらの事業に

ついては、ただドングリを植えれば、植えて育てればいいということではないって先

ほどもお話しさせていただきましたけれども、その土地本来の樹種による森づくりの

重要性、こういったその土地土地、嵐山町でいえば嵐山町の里山の自然、こういった

ものを環境教育の中に取り込むということで、これから事業を予算が通りましたら始

めていきたいと考えておりますけれども、ただドングリなり実を拾って育ててという、

子供たちを集めてそういうことをすればというと、やはり細かい環境教育までいきま

せんので、専門家といいますか、指導者といいますか、そういう方と含めて、大人の
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方も含めた活動を予定しておりますので、しかももう９月の後半ということで、もう

そろそろ木の実自体を拾いに行くような活動、予算が通りましたらすぐにでも準備を

進めなければいけないと考えておりますので、まだ確定ではございませんけれども、

指導者も含めた活動ということで、今はモウモウ緑の少年団を中心とした活動として

いけば一番いいのかなというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 失礼しました。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） すみません。インターネットのアンケート方式、これ100人

ということでとてもよくわかるのですけれども、では実際にモニターさんが、自分は

こういうふうに思うとかいろんなものがありますよね。それが、モニターさんがアン

ケートを出されて、100人のうち100人がいろんなアンケートを出して、ご自分のご意

見もなさるのだろうと思うのですが、それは公開されるような形になっていくのかど

うか、これはとても重要です。その点についてどういうふうな形をとっていくのか、

伺いたいと思うのです。

公募していくのだろうなと思うのですけれども、そのやり方についても、若い人が

どのくらいとか、そういうふうな形である程度考えていかなくてはいけないと思うの

ですが、年齢層とかいうのはどういうふうに集めていくのか伺いたいと思います。

次、地域猫のことですけれども、これは皆さん、猫の子猫をしようがないと思って

自分のところであれして、お金を出して野良猫の子供を去勢や避妊という形のものを

やっています。そのためにお金がかかって、７万円ぐらいかかってしまったとか、８

万円ぐらいかかってしまったよとかいうふうな形のことを聞くのです。それについて、

この前チェルノブイリの歌姫をやってお金を集めたりしていました。そういったこと

にかかわるものを川島地区だけでやっていくということなのか。これ川島地区だけで

それをやっていくというのは、地域特定ですから、川島地区の人たちはどういうふう

にしてやっていくのかなというふうに思っているのですが、川島地区というふうに特

定したのは、川島地区の方からそのようなお声があってやっていたのかなと思うので

すが、嵐山町全体で見ると、すごくたくさんの方が猫の避妊に関していろいろご自分
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のお金を使っていらっしゃいます。その点については、補助金のあり方としてどのよ

うな形で町はかかわっていかないのかどうか、伺いたいと思います。

全面的にそれをやっていって広げていく、３年間で、ここが成功したらば次に行く

という形ですけれども、実際にはいろんなところでご自分のお金を使っていらっしゃ

る方がかなりいます。それについて把握していて、川島だけで川島の地域というふう

にしていったのかどうか伺いたいと思います。

次、31ページのことになりますが、大体造成、土のところだけで１億円ぐらいにな

っていくという形ですけれども、これ今後とも予備調査業務委託が済んで幾らぐらい

になって、基盤の高さとか構造物とかが、この場合はこのくらいかかる、この場合は

このくらいかかるというシミュレーションが出てくるわけです、ある程度。そうでは

なければ、もうこれしかできないから１億円、最低土を出すのに１億円というふうな

形になっていくのかもしれないのですが、これについては予備調査業務をする以上、

480万でやって、そしてそれに今後につなげていくというのは、県の申し出がある団

体が30団体ぐらいで、大体１年間にどのぐらいずつのものが受け入れられて進んでい

くのかという話もちょっとわからないのですが、下のほうであるのならば、一番下だ

としたら、１年間に３団体ぐらいやるとしたら、10年ぐらいかかって、嵐山町は上の

ほうに行って、10年ぐらいかかってやっていくのか。それともそうではない形で、嵐

山町でもこれを積極的にやっていこうというふうに思われるのか。

これは、山林のあるところというのは、エコ計画の裏です。エコ計画の裏ですから、

その部分というのは私はエコ計画は拡張していこうというふうな、造成というか、焼

却炉の建て直しをするというふうな形も聞いていますし、そうふうなことも考えます

と、積極的に嵐山町でやっていくというふうな形があってもいいのかなというふうに

思うのですけれども、それについては町長はどのようにお考えになっているか。10年

ぐらいかけてずっと順序を上げていくのか、それとも10年かかっても県の申し出の対

象の基準に入っていかないのがわからないのですよね。その点、どのように考えてい

かれるのかお伺いします。

それから、インターのことですが、インターについては当然アクセス道路等のもの

というのができないと、測量業務委託ですけれども、アクセス道路がしっかりできな

いと、どこの団体も企業誘致としては入ってこないです。その企業誘致をするために、

アクセス道路をつくっていくということが前提でこの現況調査測量業務委託をやって
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いかれたのかということを伺いたいと思います。

それと、開発許可システム導入ということですが、これに関して私もすごく心配だ

なというのがありまして、嵐山町で開発業務に開発許可支援システムというか、実際

に都市計画法の開発許可をこれからある程度受けていくわけです。それについて、支

援システムの導入だけでこれが29年の４月１日から進んでいくのか。それとも、もっ

と体制というか、しっかりしたと言ってはいけませんけれども、職員の育成をしてや

っていくという形でこれを進めていくのか、伺いたいと思います。

それから、海を守る植樹教育事業ですけれども、そうするとモウモウ少年団でやっ

ていくということになりますと、嵐山町のモウモウ少年団とそれから板橋の子供たち

でやっていくということで、新たに子供たちをふやしていくというふうな形ではなく

て、そこで指導者もいてやっていくという形を考えているということでしょうか。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、モニター制度につきましてお答えをさせていただ

きます。

まず、１点目でございます。今町では、これは紙ベースが主だと思いますが、いろ

んな形で町民の皆様からアンケートという形でご意見を頂戴をしております。こうい

った結果につきましては、現状でおいてもホームページ上において公表しているとい

うふうに思っております。今回考えておりますインターネットアンケート結果、こう

いったものについても、同様の手法を用いまして広く皆様方に公表していく、このよ

うな考えでおります。

また、若い人、年齢層をどういうふうに選ぶのか、どういうふうに確保していくの

かということだと思います。先ほど私100名というふうに申し上げました。１万八千

百数十名のうちの100名でございます。本来であれば、100名を大幅に上回るような方

から応募をいただければ、そういった方の中から、例えば年齢であったり、お住まい

の地域であったり、性別であったり、こういったものを考慮して本来であれば選びた

い、このように思っております。要はより多くの方に応募をいただくような形、こう

いったものを考えていきたい、このように思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 次に、植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 まず、今回の県のモデル事業をいただくに当たりましては、

まず地域の合意ができていること、それから活動団体が団体としてしっかりしている

こと、組織がしっかりしていること、それから地域の合意が得られていること、そし

てその地域の実態がある程度わかっていること、どの程度の規模でやるのか、そうし

た内容が適正であるということで、初めて地域のモデル地区の指定が得られるという

ことでございます。さらに、そこに町がバックアップをするのだということで、初め

て県から補助金をいただけるということになっております。最初から町全体でという

のは、ちょっとモデル事業としては規模が大き過ぎると。しかも、この40万円の支援

の中ではとてもできないと、町もそのように判断しております。

今回はむさし嵐丸地域猫の会という会ができまして、この会が町内で活動をされて

おりますけれども、その活動の規模に応じて、あっちでもこっちでも野良猫がふえて

困っているというお話は伺うのですけれども、その実態はなかなかよくわかっており

ません。今回は川島地区の区長さんをはじめ、地域の方と、むさし嵐丸地域猫の会で

お話し合いをしていただいて、では川島地区でとりあえずこのモデル事業を始めてみ

ようということが、合意がいただけたということから今回始まっております。

町としましても、個人的に野良猫の避妊、去勢等に努力をされている方、ご自分の

個人的な負担でされている方がいらっしゃるということは存じ上げておりますけれど

も、実態がどこまであるのかというところまでは把握をしておりません。将来的には、

このモデル事業がどんなこの地域の課題や、あるいは成果というものを導き出すのか

ということを町も見きわめた上で、これがモデル事業でなく、町全体で実施ができる

のかどうか、これを判断していきたいというふうに考えておりまして、とりあえず今

回は県のモデル事業、その対象をいただいたということでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 次に、岩澤町長、お答えできますか。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 花見台の周辺地区の関係ですけれども、計画からお話ししますけれ

ども、平成24年度末に明星食品が川島地区に移転をするということを断念をして、川

島地区の移転候補地だったところを産業団地をつくるというふうなことで進めてきた

のです。それには都計道、これが生命線でございまして、都計道の整備に時間がかか

ると。それは、当時から企業局にいろいろ通いながら、いろいろお願いをさせていた
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だいたりしてきたわけですけれども、その後県のほうからかなりご指導をいただく中

で、おおむね５年で分譲が始まるものではないと県は乗れないよと、そういうふうな

ことになりまして、川島地区よりも先に嵐山町が産業、企業誘致をする場所として、

まずインフラの整備がもう整っている花見台工業団地の周辺を手をつけるのが、まず

一番いいだろうというふうなアドバイスもございまして、この花見台というところが

川島よりも先に進めることになったというふうなことでございます。

企業支援課を中心に、県と関係各課と協議をして、その結果先ほど課長からお話が

ございました県も今稼ぐ力、県下の市区町村みんな力を入れておりまして、その中で

は嵐山町は順位が今のところ低いよと。その原因というのは泥の量だというふうなこ

とでございまして、渋谷議員さんからもお話があった場所も含めて、一定の面積、約

10ヘクタールを対象地区としていろいろ積算をしてきたわけですけれども、そうする

ともうちょっと違う地どりというんでしょうか、計画区域を、同じ19ヘクタールでも、

泥の土砂が搬出が少ない方法はないのか、あるいは敷地内で処理する方法はないのか、

いろいろ検討をしてみようではないかというふうなことを町の内部でも協議をいたし

まして、そうするとこういう方法があれば、県に持っていってもう一度話ができるの

ではないかというふうなことも大体見えてまいりました。そうしますと、町である程

度一定の、町でも県に全てお願いするというのではなくて、町がやるべきことをやっ

て、そして県にお願いすべきことをお願いしていくと、そういう方法に切りかえない

と、これ以上県に足を運んでもなかなか進まないというふうなことでございまして、

そして今回のこの補正予算になったというふうなことでございます。

次に、インターの関係でございますけれども、議員さんご案内のとおり長い懸案で

ございます。これもやはりご承知のとおり、インターの料金所から出たアクセスの交

差点、ここから右折をして、インター本線との間に、この開発エリアに入る進入部が

あるのです。このアクセスは、将来構想というのは４車線なのです。片側２車線、中

央分離帯ができるということです。そうしますと、インターのアクセス、インターの

料金所から出て右に曲がって、右には入れるけれども、入れますですね……ごめんな

さい。右に曲がって、右に入ることができないのです、中央分離帯があるので。そう

しますと、もうちょっと本線をくぐって先に行って、迂回をしてきて小川方面に乗り

かえてきて入るというふうな方法しか、この開発エリアは道路のアクセスがとれない

ということなのです。



- 416 -

そうしますと、これ圏央道の周辺の市町村あるいは東松山市、例を見ても、インフ

ラの整備は市町村はそれなりに準備をしないと、今の時代というのは企業誘致ってな

かなか進まないと。どうぞって言ったのでは進まないということでございまして、嵐

山町として、いかに条件を整備をしながら企業誘致を進めていくか、これがやはり現

実的な話なのです。そうしますと、今度調査費をいただいて、今申し上げたような右

折、今の場所からその敷地内に入るのに、どういうふうに道路の乗りかえというので

しょうか、車線を乗りかえればこの場所にスムーズに入れるか、その調査を実施をし

て、その整備は市町村の負担でやるというぐらいの心構えがないと、なかなか進まな

いというふうなことでございまして、これも、今申し上げたような方法を調査費を計

上して見てみようと、やってみてこれも一歩先へ進めていこうではないかというふう

なことで、今回予算をお願いしていると、こういうことでございます。

それから、開発の関係でございますけれども、ご案内のように新年度から開発事務、

県から事務移譲になります。これに備えて、平成27年度、28年度、職員を１人ずつ県

に派遣をいたしまして、研修を受けてきていただいております。そして、29年の４月

からは、県からも職員が１人派遣で来て、町の職員と一緒に遺漏のないように事務を

進めていくというようなことでございまして、それに必要な電算の仕組みを一つここ

でつくっていくというふうなことでございまして、これも必要不可欠なものでござい

ますので、ぜひご理解を賜りたいと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 次に、村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 海を守る植樹教育事業でございますけれども、モウモウ

緑の少年団だけに限ったことでなく、せっかくの新しい事業ですので、活動自体はモ

ウモウ緑の少年団の方々に中心になってやっていただく形になりますけれども、どこ

まで周知できるか、学校にポスターをお願いしたりして、自分たちでドングリを拾っ

てそれを育て、自分たちが大人になって、20年、30年たってもその木と一緒に育って、

この町で育っていけるという経験ができますので、何かしら少年団に限定した活動で

なくて、新しく募集なりという形をとって広げていければと考えております。

〇大野敏行議長 第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） インターネットでのアンケート調査なのですけれども、今

ツイッターのフォロワー者が500人前後です、たしか、と思っていたのです。そうす
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ると、その中でフォローしていただいている中の方たちとか、それからインターネッ

トを使えなければ意味がないわけですから、そういった形で公募していくわけです。

広報にももちろん公募のお知らせはすると思うのですが、500人だったと思うのです

けれども、200人だったかなとか思い始めてちょっと、なのですけれども、かなり実

際な目標値よりも少なかったと思うのです、フォロワー者が。それについてどうやっ

て100名を公募していくのか、それのさまざまな方法はあると思うのですが、伺いた

いと思います。

それから、地域猫のことですけれども、川島地区ということで、川島地区というふ

うに限定したということは、川島１区、２区、３区の区長さんと、それから地域の住

民の方でそれが合意があって川島の猫というふうになったか、一定の川島でそういう

ふうなグループを持っている方がいらっしゃるので川島というふうになったのか、そ

このところは伺いたいと思うのです。それは川島地区でって、モデル事業になってい

るのですから、それなりの川島地区が全体としてやっていくというものがあると思う

のですが、それについて伺いたいと思います。

それと、先ほどの花見台の拡張の予定工事というの、川島からいきなりこちらに来

てしまったのであれっと思ったのですが、花見台工業団地の拡張予定に関しては、そ

うすると嵐山町では、どの部分が造成していけばいいのか、それをもう一度調べ直す

ということです。これで、このくらいの金額でそれはできるものなのかどうかちょっ

と伺いたいのですが、インターに関しては、どういうふうな形でやっていくというの

は、測量業務との関係でこのくらいでできるのかなというふうに思いはあるのですけ

れども、それについて伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 お答えをさせていただきます。

ツイッターのフォロワーの関係でございますが、たしか私が記憶しているのは、現

在466人ぐらいだと思います。このフォロワーが少ないというお話は、これも以前一

般質問でもお話をいただきまして、今課を挙げて、ほかの課にもお願いをして、いっ

ぱいつぶやいてねということでやって、何とかふやす努力をしています。26年度末の

数字が226人ていうことでございますので、何とかこの当時よりは倍にはふえたかな

と、こういった努力はさせていただいておるところでございます。
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具体的にどのような方法で、では募集をしていくかという実施要綱的なものはまだ

作成をしておらないのですが、その方法はいろいろあるかと思います。今考えられる

媒体を使って当然募集は行っていくことにはなろうかと思いますが、これはあくまで

も一つの例としてお聞きをしていただきたいと思いますが、東京都内のある自治体で

は、同様の方法を既にもう大分前からやっていまして、そちらでは市内にお住いの一

定の方を無作為に抽出して、その方に対していかがですかってお声がけをしているよ

うなのです。その中から応募いただいた方を一定数、先ほど私も答弁させていただい

たような形で、年齢だとか地域だとか、そういったことを見て選んでく、こういった

方法も一つにはあるのかなというふうには思っております。地域支援課としましては、

100名何とか確保できるような形で努力をしてまいりたいというふうに思っておりま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 次に、植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 川島地区と申し上げましたけれども、具体的には川島２区の

地内で１カ所この地区を選定しまして、その場所で主に活動を行うということでござ

いまして、川島の区長さん、行政区の区長さんを通じて区の協力をいただけると。そ

して、区民の方にも何人か当初からご協力をいただけると。さらに、区民全体には広

報等を通じてこれからも周知をしながら、全体の合意、協力をいただきながら事業を

実施していくと、こういうようなことでございます。

〇大野敏行議長 次に、山下企業支援課長。

〇山下隆志企業支援課長 それでは、花見台の関係につきまして最初にお答えをさせて

いただきます。

先ほど副町長のほうからもお話ございましたけれども、花見台の拡張をしている予

定地区、おおむね約10ヘクタールが予定をされております。今回補正で上げさせてい

ただきました委託費によりまして基本的な調査を行って、県内順位を上げたいという

ことでございます。したがいまして、これによりまして企業局さんへの造成の着手に

つなげたいというものでございますので、ご理解いただければと思います。

次に、インターの関係でございますけれども、今回測量というふうな形で上げさせ

ていただいておりますけれども、現況の測量を行いまして、企業誘致にはやはりどう

しても道路の接続という部分が、やはり企業さんにとっても一番関心のある部分でご
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ざいますので、接道という部分を確保していくというふうな今協議にも入っていると

ころでございますので、この業務によりまして順次話が進んでいくものと思っており

ますけれども、ご理解のほうをいただければと思っております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それではすみません、何点か質問させていただきます。さき

に各議員さんが質問をして、ちょっとダブるところがあるかもしれませんが、よろし

くお願いします。

まず、23ページですけれども、これは嵐山のまもり隊の支援ということでございま

すが、登録者の増加というようなこと、あるいは消耗品だということで32万3,000円

ほどなっておりますが、大切なことですから、ふえていくということにはいささか何

の問題もありませんけれども、どのような方が登録をとり、また消耗品につきまして

は、どのようなものを用意をしているのかお尋ねします。

それと、子ども医療費の関係で27ページになりますが、こちらにつきましては答弁

等もありましたけれども、1,800万円ほどの金額で大分多いなというふうに感じてい

ますので、これは当初の関係では見込み切れなかった分もあったのかなというふうに

思っています。そこで、人数のほうもかなり多くなってきているということも答弁等

であったようですが、高額医療の関係等もこれには入ってきていらっしゃるのかなと

いうふうにその辺、そこはどうなっているのでしょうか。

それから、29ページの空き家の関係ですけれども、これは川島地内で町のほうへの

寄附だということがありました。これにつきましては、土地はどのくらいの価値があ

って、どのくらいの平米数があるのか。それから、もちろん家の解体でしょうか、そ

ういうようなことですから、どのくらいの大きさの家でこれだけの370万ほどの金額

がかかってくるのかということを、お尋ねをさせていただきます。

それと、31ページになってきますけれども、生活道路の関係にかかわってきて、千

手堂の87号線の側溝整備ということのようですが、これは補正で700万以上の補正を

組むということは、何か緊急性があったのか、あるいはこの87号線はこれで全線が側

溝整備が終わるのかということをお尋ねします。

あとは、すみません、多くて。33ページの学校の関係の伐採ですけれども、特に今
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緊急を要するということで、補正に各学校を組んだというふうには理解をしておりま

すが、こちらのところで何か緊急にこういうふうな伐採関係をやるということは、台

風とか自然災害等が起きているので、あらかじめ計画を立てて実施するために補正に

組まれたのかなとも思いますが、この台風なんかによって被害というところまではい

かなくても、木が少しは枝が倒れるとか何かが、こういったものが各学校にあったの

でしょうか。

それと、幼稚園あるいは玉中等は載っていませんけれども、これも調べた結果、余

り緊急性を要しないということで、計上が補正に組まれていないという理解でよろし

いでしょうか。

それと、35ページになりますけれども、スポーツの施設の管理ということになりま

して、工事請負費が756万円ありますが、こちらにつきましては３面のテニスコート

の芝生の張り替えというふうに伺っていますけれども、管理のほうが町でやりますよ

というか、土地は無償で借りられますよとか、いろいろ決まりがあるようですが、危

険ということで張り替えるということですから、どのような芝生がどのくらいだめに

なっているというのかな、その辺をちょっとお願いします。

それと、最後になりますけれども、農業用の施設災害の復旧の関係でやはり220万、

先ほどもほかの方が質問があったようですが、これは私の聞き間違いだったら申しわ

けないのですけれども、補正予算には３カ所というふうに載っていましたけれども、

答弁もちょっとそんなふうに出たと思いますが、担当課の課長さんは７カ所だったと

いうふうにお話があったような気がするのですが、もし７カ所であればどこだったの

か教えていただければと思っております。

以上です。

〇大野敏行議長 それでは、順次答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 それでは、23ページの嵐山まもり隊につきましてお答えをさ

せていただきます。

この事業は、議員さんご案内のとおり、嵐山町をあらゆる面で守っていきたい、支

えていきたい、そういった草の根的な活動を行う団体を町として支援をしていきまし

ょうということで、平成27年度、新規事業といたしまして始まった事業でございます。

昨年度広報等を行いまして、年度末で申し上げますと、３団体、15名の方が27年度末
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では登録をしていただき、活動をしていただきました。なかなか団体数がふえなかっ

たわけでございますが、今年度に入りまして、現在では全部で10団体、84名の方が今

登録をしていただいております。

どのような方がいらっしゃるか、登録をしているかというご質問でございますが、

本当にさまざまな方というのでしょうか、地域でいろんな活動をしていただいている

方が登録をしていただいておると思います。活動内容といたしましては、美化清掃、

道路の路肩であったり公園であったり、そういった美化清掃に関する活動をされてい

る団体が非常に多うございます。そういったこともありまして、今回補正のほうで上

げさせていただきました消耗品に関しましては、その除草に必要な草刈り機のチップ

ソーという刃であったり、あるいは混合のガソリンであったり、刈った草を入れるご

み袋であったり、そういったものが多くなっております。

また、それとともにこの活動をしているあかしというのでしょうか、ほかの方に対

して、私たちはこういう地域まもり隊として活動をしていますよということをわかっ

ていただきたく、帽子を、キャップを作製をしました。それがもうほぼはけてしまい

ましたので、追加でそういったものも今回補正にお願いをしている、このようなこと

でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 続きまして、藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、27ページの子ども医療費の関係ですが、

これにつきましては、あくまでも子ども医療費だけでございます。

33ページの伐採の関係でございます。これにつきましては、何か被害はあったのか

ということなのですが、台風９号だったですか、七郷小学校の敷地内の木が１本、倒

木という被害がございました。続きまして、あと玉ノ岡中学校、幼稚園は、予算計上

されていないがということでございますが、これは現地のほうを確認しまして、玉ノ

岡中学校につきましては、学校の先生のほうにも確認をしまして、先ほどちょっと申

し上げましたように、災害をもたらすような該当はないだろうという判断のもとに、

玉ノ岡中学校につきましては計上しておりません。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続きまして、植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 お答え申し上げます。
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まず、川島地区の空き家でございますが、これは面積が290.76平方メートルござい

ます。家屋が２棟ございまして、64.93平米、もう一方が24.16平米ございますが、家

屋についてはもう老朽化しておりますので、今回の予算はこれを撤去するという予算

が含まれております。いずれにしましても、不動産の金額的な価値ということではな

くて、町にとって、あるいは地域にとってどのような利用価値があるかということが

重要だろうというふうに考えておりまして、今回は川島の１区、２区、３区の区長さ

んともよく相談をさせていただきました。そして、地区に持ち帰っていただきまして

検討をしていただきました。その結果、利用価値が高いだろうという判断をしていた

だきまして、それでは町がこの空き家を利用して、その後の利用についてとりあえず

撤去と、それから沼の端でございますので、安全対策等の最低のできる措置について

は町のほうで持たせていただきますということで、予算を計上させていただいたもの

でございます。その後の利用につきましては、川島区で検討をして決めていきたいと

いうことで、その協定書も取り交わしております。

以上です。

〇大野敏行議長 続けてお願いします。

〇植木 弘環境農政課長 失礼しました。もう一つ、農業災害の件でございますが、先

ほど３カ所を７カ所というふうに訂正をさせていただきました。内容につきましては、

志賀で１カ所、千手堂で１カ所、大蔵で１カ所、太郎丸、広野でそれぞれ１カ所、越

畑で２カ所の計７カ所でございます。

以上です。

〇大野敏行議長 続いて、菅原まちづくり整備課長。

〇菅原浩行まちづくり整備課長 千手堂87号線の整備の理由ということでございます

が、こちらにつきましては千手堂に東昌第二保育園、こちらのほうが移転をされると

いうことで、その周辺の道路につきまして、東昌保育園の造成に伴って道路よりも一

段低く平らに造成される関係で、車等の飛び込み等の安全確保のためにガードレール

を整備して、あわせて側溝も整備するという形でございます。全線が終わるのかとい

うことでございますが、こちらにつきましては地形的な部分もございますが、既存の

部分が片側の側溝で整備になっておりますので、あわせた形で片側の側溝を整備する

というような状態になります。完成をするのかというと、片側だけの整備にとどまり

ますので、将来的には必要があればもう片方の側溝も整備をしていくというようなこ
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とが考えられると思います。

以上でございます。

〇大野敏行議長 次に、村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 スポーツ施設管理事業、菅谷のテニスコートの芝の張り

替えでございますけれども、こちら議員もご存じかと思いますけれども、もともと女

性教育会館の中で使われていた施設でございます。平成24年の４月にあそこが埼玉県

の県有地ということで、県有財産賃貸借契約、無料であの施設を町で管理するという

形になったわけですが、実際にはもうその時点で耐用年数をほとんど過ぎている状態

で町に無料で移管されたということで、利用者の方々からもいろいろ言葉いただいて、

部分的な補修はしてまいりました。テニスコートといっても、やはりラインの外のサ

ーブを打つところ、またコートの中でも一番動き回る後ろ側から真ん中あたり、この

あたりの芝がどうしても減ってきております。ほとんどもう人工芝がないような状態

で、危険な状態になっておりましたので、今回３面全面を、芝の長さが19ミリ、約２

センチの人工芝、これを砂で押さえて、今はもうほとんど緑と言えないような状態、

白っぽくなっちゃっているのを、きれいな明るい緑色のテニスコートの人工芝に改修

するということでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、何点か再質問のほうさせていただきたいと思って

います。

そうしますと、ちょっと確認なのですけれども、まもり隊の関係ですが、３団体な

のが10団体になったということで、84人もがふえたといって、それについて帽子だと

か草刈りの刃とかいろんなものが必要になったので消耗品などの補正もするというこ

とで、ちょっと何団体だったかというの、もしかすみません、聞き取りがちょっと悪

かったものですから、申しわけないですが。

それから、空き家の関係なのですけれども、川島の関係で、きれいに整地ができれ

ば区のほうで対応を今後は考えて利用してくのだというようなお話でしたけれども、

これは土地の価格というか、そういうようなものは聞かせていただいてもどうなのか

なってちょっと思ってしまったのですが、もし大丈夫なようでしたらば、寄附という

ことですから、教えてもらえればありがたいかなってちょっと思っています。
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それから、この寄附をしてくださる方については、事情とか何かがありましたので、

町のほうに寄附をしたいというような申し入れが出てきたということでしょうか。確

認というか、ちょっともう一度そこを教えてください。すみません。

それから、ヌエックのところの人工芝の関係ですけれども、これで３面がきれいに

なってくるということで、耐用年数が過ぎているというようなことでしたけれども、

24年の４月から町のほうへということで、そこの時点でも既に傷んでたということで

すが、ちなみに耐用年数というの、利用する人たちの人数とかいろんなものでかかわ

ってくることはわかりますけれども、おおむねどのくらいの耐用年数を考えられるの

か、お願いをしたいと思います。

それと、最後になると思いますが、災害復旧の関係で、７カ所の場所はちょっとわ

かりました。これは、それぞれのところが水路の関係、それからこれにはのり面もも

ちろん入ってくると思うのですけれども、業者の請負ということになりますと、工事

請負ということになりますと、どこかの業者に請負させるのか、あるいは地域でやっ

ていくのか、その辺はどんなふうな考え方なのでしょうか。

それと同じようなことがありまして、工事請負というのがみんなどこでも入ってき

ていますけれども、学校の関係ももちろんそういうふうになってきている、こちらは

委託です、すみません。テニスコートや何かももちろん業者の関係で請負だというこ

とになって、ちょっと戻ってしまってすみませんけれども、756万円ほどで、業者請

負というのはどんなふうに選定をして、業者をいくのかということを、すみませんが

ちょっと戻りますけれども、申しわけないですが、質問をさせていただきたいと思っ

ています。

以上です。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

青木地域支援課長。

〇青木 務地域支援課長 まもり隊につきまして、お答えをさせていただきます。

現在のところ10団体の皆様にご登録をいただいておりまして、この団体数も今後さ

らにふやしていきたいというふうに思っておるとこでございます。よって、今後不足

が見込まれるものにつきまして、今回補正をお願いをしているところでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 続いて、植木環境農政課長。
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〇植木 弘環境農政課長 不動産的な価値がどのくらいあるかということでございます

が、地価が約4,000万前後ということでございます。あくまで参考でございますが。

それから、この経緯についてでございますが、相続をされた方が遠方にお住まいで

ございまして、管理ができないと。それから、将来についても利用する意思がないと

いうことで、町が使っていただけるのであれば町に寄附をしたいというような申し出

がございました。

以上でございます。

〇大野敏行議長 続いて、村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 人工芝の耐用年数でございますけれども、業者では一応

10年と言っております。ただ、先ほど言いましたように、19ミリの芝、10年間ずっと

19ミリで当然あるわけでないので、使いようによってはもう少し延びるかと思います

けれども、一応業者として安定した、安全に使えるのは10年というふうに言っており

ます。

それと、業者ですが、いわゆる人工芝であれば何でもいいというわけではありませ

んので、やはりグラウンドなりサッカー場なり、スポーツ施設の人工芝を作製から設

置までできる業者で、なおかつ町の登録業者ということで考えております。

〇大野敏行議長 続いて、環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 これは災害の応急的な復旧ということを考えておりまして、

例えばパイプを打ち込んで矢板を渡すというような、そういった簡易のとりあえず応

急的な復旧ということで、町内の業者にできるものはしていただくということで考え

ております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 審議の途中ですが、暫時休憩をいたします。再開時間を４時10分とい

たします。

休 憩 午後 ４時０１分

再 開 午後 ４時１１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎発言の訂正
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〇大野敏行議長 先ほどの松本議員に対する答弁の中で、植木環境農政課長より訂正の

申し出がありましたので、これを許可します。

植木環境農政課長。

〇植木 弘環境農政課長 貴重なお時間を頂戴して申しわけありません。

先ほど土地の地価について、4,000万程度というふうに申し上げました。私の資料

の見間違いでございまして、290.76平米、上物を除いた地価、土地の価格でございま

すが、約1,100万円程度となると見込まれております。

以上、訂正をさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 質疑を続けます。ほかにある方。

第７番、吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） １点ほど質問いたします。

先ほど長島議員と松本議員が質問したところなのですけれども、32ページから35ペ

ージにかけての４個の立木伐採の関係なのですけれども、今回の伐採は想定外での風

水害による対策による伐採だと思っておりますけれども、先ほど課長のほうで伐採方

法については、もとから切るとか枝をおろすと説明がありましたけれども、これ４～

５年前に町のほうで伐採したのを実例を挙げてちょっと説明したいと思いますけれど

も、場所は北部交流センターの西側なのですけれども、入り口から、斜面なのですけ

れども、ここは多分専門家の指導を受けて切っていると思うのです。高さが２～３メ

ートルのところで切ってありまして、大きさ、太さとすると太いのは人間で抱える以

上のがここにあるし、14～15本ありました。今実際にあるのが２～３本しか生きてお

りません。切り方が悪かったかどうかわからないですけれども、ここの場所は地域で

草がいっぱい出るので、除草剤を何年かまいておりまして、今でも２～３年まいてい

て……

〔何事か言う人あり〕

〇７番（吉場道雄議員） やっているので、ことしも草が全然生えていないところなの

です。

どうして私がこういうこと言うかといいますと、やはり木というものは上にもいっ

ぱい伸びますけれども、見えない根っこのほうにも同じような太さでここに伸びてい

るわけなのです。上が枯れるということは、根も枯れてだんだん腐ってきます。そこ
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にはやっぱり空洞ができてきて、何年かすると、そこが思わぬ想定外で土砂崩れにな

る可能性も出てきます。それに草も全然生えていないし、ここのところは最悪という

のではないですけれども、下が岩盤がありまして、その上に泥があるところなのです

けれども、その続きが七郷小学校の関係で同じような場所なのですけれども、七郷小

学校においては先ほど台風９号で木が倒れて、多分台風９号で風でここに倒れたと思

うのですけれども、風の力ではないと思うのです。やはり地面とかその関係で木が腐

ったり、根が悪くなったりしたせいだと思うのです。本当下が岩盤なので、結構悪い

状況なのです、あそこは。だから、ある程度専門家の指導を受けながらしないと、こ

れ二次災害にもなる可能性がありますけれども、そういうところ把握しているかどう

か、ちょっとお伺いします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 それでは、お答えさせていただきたいと思います。

今回、補正のほうの予算の計上というのは、今回倒木があって処理していただいた

材木業者さんの方に緊急でお願いできたものですから、お願いをさせていただきまし

た。材木屋さんですので、木のことについては詳しいものですから、それなりに今後、

今回載せていただいたような形でまたちょっと考えたいなということで、どのように

したらいいかというのは、やっぱり１本１本、この木はやっぱり根元から切ったほう

がいいだろうとか、詰めておくだけで大丈夫ではないかとかというようなお話いただ

いております。金額に関しては、どちらともそんなに１本当たり、ほとんど手間的に

は変わらないよということでしたので、大体幾らぐらいかかるのだよということで、

今回補正のほうでは予算のほう計上させて、本数と１本当たり大体幾らになるかとい

うことで、計算をさせていただいて計上をさせていただいています。

また、先ほどもちょっとお話ししたのですけれども、今回この予算通りました後、

ちょっと議会中は私のほうもなかなか現地のほうに行けませんけれども、終わり次第、

各学校の校長先生の立ち会いのもと、１本１本この木はどうしていったらいいのかと

いうのは、検討してそこで１本１本の木どういった処理をするかというのは決めて、

発注をしていきたいというふうには考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 第７番、吉場道雄議員。
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〇７番（吉場道雄議員） 先ほど言ったような専門家が見ても、あれ結構クヌギとかナ

ラで本当に強い木なのです。普通では枯れない木なのですけれども、専門家の指導で

切ったわけなのですけれども、実際には残っているのが２～３本で、ほとんど枯れて

しまったのです。やっぱり除草剤の関係もあるかしれないけれども、専門家にそうい

うところも実例を見てもらって、こういうこともあるのだということを把握しながら、

専門家と相談してやってもらいたなというところがあります。

あと、各学校には記念樹というものが学校にありまして、その問題とあと志賀小で

すか、志賀小のケヤキというのは校章にもあるし、校歌にも歌われております。そう

いうものを記念樹とか大切にしてもらいたいのですけれども、考えをお伺いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

藤永こども課長。

〇藤永政昭教育委員会こども課長 今議員さんおっしゃるとおり、記念樹だかとかそう

いうのもございますので、学校長立ち会いのもとにこの木、１本１本どういうふうに

やっていったらいいかというのを検討していければというふうには考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） 確認しておかないとまずいかなと思うので確認いたします。

今回インター周辺地区の現況測量業務ということで予算がつきました。これについ

ては、現地は私ども総務でも行ったときに、これついて課長からも４車線云々という

話がございました。この議会でも先ほど副町長からも、４車線化に備えて調査をして、

この入り方の関係でやるという説明でございます。４車線化になる見通しというのは

……

〔何事か言う人あり〕

〇12番（安藤欣男議員） だとすれば、では仮定が間違っているということですか。で

すから、ならなかった場合にはどうするのですか。結局予算づけをする、明確にでは

現況で接道が難しいですよね。それをわかって、ずっとわかっているわけ。県警との

交通協議の中で、向こう行って回ってきてという話だったのを聞いているのですが、

そこがちょっとあやふやなのです。４車線化にならない場合に、現況の接道はどうい

うことになるのです。それの説明もありません。だから、それはあやふやにしないで
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おいておいたほうが私はいいと思うのです。それは明確にしてもらいたい。それから、

説明をちょっとちゃんとしてください。

それから、その下で小さいのですけれども、ちょっとすみません、35ページの杉山

城の消耗品で2,000円という補正なのですが、これ何なのでしょうかね。ちょっとこ

れ説明をいただきたいと思いますけれども。

以上です。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 インター周辺の道路関係のきちっと説明しろと、こういうことです。

今のインターチェンジからアクセス出た道路、これは４車線で買収になっていて、用

地を確保してございます。暫定２車線で開通になっていると、こういうことです。４

車線になる計画はいつなのかというのは、それははっきりしていません。ただ、企業

が進出をしてくるときに４車線になったらば、ここのところは中央分離帯があって入

れませんよ、それでは企業は出てきませんよと。道路の将来計画はこうですというも

のを町側が示してもらわないと、これ以上話は進みませんと。こういうことなのです。

わかりましたと。では、４車線になった暁にはこういうふうにこの出入りについては

考えていますと、こういうふうにしたいわけなのです。一歩一歩話を進めてきたので

すけれども、今中のランプ内から出る道路、インターの間、本線と間、そこのところ

は４車線になったときに、左右どちらも中央分離帯空けるということです。空けると

いうことが可能かどうかと、これは町として正式に警察と協議を行いました。その結

果は、それはノーということです。ということですから、それに対する対策はどうと

るのか、磨けば光る原石ですよね、インターのランプ内というのは、ただ一番の問題

点というのは、道路のなかなかアクセスがとれないと、こういうことなのです。そう

いうことを解消するために町がやるべきことは、どうしたらば円滑にこのランプ内に

入れるかということを考えて対策を講じると、こういうことが必要だというふうに判

断のもとに、今回この補正予算をお願いしているということでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 続いて、村上文化スポーツ課長。

〇村上伸二文化スポーツ課長 杉山城整備事業の2,000円でございますが、加速度交付

金の中から漏れましたハード事業の杉山城の駐車場用地の取得、こちらを加速度交付



- 430 -

金事業の中で杉山城の利活用構想策定等は通っておりますので、そういったことも進

めております。ただ、杉山城を活用するのに、やはり駐車場がないと外からも、中か

らもお客様を呼べません。ですので、町単費という形で何とか駐車場用地を購入した

いと。ただ、現段階で地権者のあるお話ですから、幾つかの候補地等もありますけれ

ども、交渉した上で地主さんが売ってもいいよということになれば、すぐに土地の購

入の手続をしたいと。そのためには、土地開発基金を活用してすぐに対応できるよう

な形で土地の購入、駐車場用地の購入は検討したいと思っているところなのですけれ

ども、その際に土地の売買契約、このときにかかる印紙代、こちらのほうは開発基金

のほうでは活用できませんので、今回の補正予算で上げさせていただきました。

以上です。

〇大野敏行議長 第12番、安藤欣男議員。

〇12番（安藤欣男議員） 杉山城のはわかりました。

ただ、インターの関係です。では、４車線にならない、今調査しますけれども、４

車線化にならないまでの間の、私たちそれのほうが大事だと思うのです。それだから、

今調査費を組むのはいいけれども、４車線化のための先がいつになるかわからないよ

うなものを、では調査費はしたけれども、工事費は組めなくなってくるようなことが

あり得るのではないですか。４車線化のためにやるというのだから、私は２車線でも、

あそこは信号があって右折できないです。その接道が難しいからずっとこの問題来て

いるわけだから。そうではないですか。私はそういうふうに認識しているのです。で

すから、今度の県警との協議もずっと向こう行って右折ではなくて、Ｕターンして入

ってくるような交通アクセスで、あそこの接道はオーケーだという、そういうふうに

私は認識しているのですけれども、そうではないのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

安藤副町長。

〇安藤 實副町長 繰り返しになってしまうわけですけれども、現在は２車線が開通し

ていまして、ですから全然出入りに不自由はないわけです、今現状は。これが４車線

になりますよねと、進出してくる企業が道路アクセスはこういうふうな便利なアクセ

スになっていますよと。このアクセスに対して、このランプ内にはどういうふうに入

るのですかと、こういうふうに入るのですよと。例えば熊谷方面から来た場合にはこ

うですよ。小川方面から来た場合はこうですよというものを、きちっと位置づけをし
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なければ企業に説明ができませんと。要は企業のディベロッパーは、これはそれなり

に埼玉県内にも実績を持っている企業ですから、我々はそれを受けとめて、仮に企業

でなくても、４車線化ということは決まっている事実ですから、将来そうなるとすれ

ば、将来こういうふうに町も考えていますということがなければ、それ以上話が進ま

ないと。

そうすると、今までと同じような進捗状況で、いい場所なんだけれども進まないの

だいなと、こういうことになってしまうわけです。そうでなくて、もう一歩進めて町

のほうが、今は道路問題ですけれども、道路の問題、下水の問題、水道の問題、そう

いった要はインフラをこういうふうに町は考えていますというものを、一歩進めてい

かないと、これ以上企業進出というのは進まないと。こういうふうに考えておりまし

て、道路については、今申し上げたようなことですので、ぜひご理解いただいて、ご

協力もいただきたいわけです。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

◎議案第４３号の修正案の提出

〇大野敏行議長 修正案の提出が出されております。議案第43号 平成28年度嵐山町一

般会計補正予算（第２号）議定についての件に対し、お手元に配付したとおり渋谷登

美子議員外１名から修正動議が提出されております。

よって、これを本案とあわせて議題とし、提出者の説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、修正案を説明します。

今回は、５点の修正になります。すみません、修正案に関して４ページなのですけ

れども、学校給食費第３子無料化補助事業というのが（18）になっているのですけれ

ども、これが（19）になります。どのような問題かといいますと、修正案の１点目と

いうのは廃棄物等減量審議会運営事業に15人分で５回分と、埼玉中部資源循環組合負

担金のうち、人件費分を除いた負担金額が1,645万3,000円の減額と、小中学校学年費
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が803万5,000円の増と、それと学校給食費第３子無料化補助事業が313万2,000円の増

と、予備費が583万6,000円の増の５点になります。

説明書のほうから説明していきますけれども、説明書は１ページになります。総括

の次に説明書がありまして、横バージョンのものですけれども、それでいきますと、

まず最初に総括予算の歳出ですけれども、これ総括になりますので、すみません、２

ページからいきます。２ページで廃棄物減量等審議会委員ですけれども、これは15人

の方に廃棄物等減量審議会の委員になっていただいて、そして月１回で３月まで15人

分で５回分を出しています。それで報酬費が１人5,000円で、７万5,000円の増。75万、

ごめんなさい、15掛けで。それで旅費が１人1,000円で、報酬が全部で廃棄物減量化

推進事業が45万円の増になっていきます。

次が３ページになりますけれども、中部資源循環組合負担組合のうちの人件費を除

いた部分です。これを減額します。ですので、減額分がじんかい処理費、一部事務組

合負担金事業の処理事業で、埼玉中部資源循環組合負担金が1,952万7,000円が307万

4,000円になりまして、じんかい処理費が補正額が２億3,633万7,000円になります。

じんかい処理費の合計ですけれども、２億9,155万9,000円となっていきます。

４ぺージになりますけれども、４ページは小中学校学年費補助事業と、それから学

校給食費第３子無料化補助事業というのになります。小中学校の小が抜けていますけ

れども、小中学校学年費補助金ですけれども、これはこのページの最後から２番目に

嵐山町小中学校学年費補助事業交付要綱を改正しております。第１号が町は公立小中

学校に在籍する児童生徒の保護者負担を軽減し、もって学校教育の振興と充実を図る

ため、予算の範囲内で補助金を交付するというのと、補正前のほうの（２）の町内に

住所を有する者で私立の小中学校在籍する児童生徒の保護者というのを削除していま

す。そして、補助金の額を小学生１万円、中学生２万円にしています。その金額です

けれども、内訳でいきますと、菅谷小学校が439万円、七郷小が103万円、志賀小が240万

円、菅谷中が474万円で、玉ノ岡中が382万円で、特別支援小中学校が13万円となりま

す。

次の学校給食費第３子無料化補助事業ですけれども、これの最後のページのほうに

要綱をつくっておきました。これに関しましては、給食費の補助、第４条ですけれど

も、第４条は今まで１項しかなかったのですけれども、１項と２項に分けます。そし

て、２項のうちに多子世帯のうち19歳以下の第３子の給食費は前条の規定にかかわら
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ず嵐山町の補助金をもって賄うということで、前条というのは児童１人、小学生が

4,000円、中学生が4,700円、幼稚園もあるのですけれども、それに関しての補助金に

なります。ですので、それで嵐山町の補助金、19歳以下の第３子というのは、例えば

５人兄弟で22歳の子供が第１子で一番長子だとすると、20歳の子供が２番目になりま

して、19歳の子供、それから16歳の子供、そして14歳の子供とすると、14歳の子供が

第３子になって、中学生の学年費補助金の該当になるというものです。これで見ます

と、幼稚園のほうが34人で68万円、小学生が124万円、中学生が９人で21万2,000円と

いう数字になりまして、学校給食費第３子無料化補助事業は213万2,000円となります。

それを加えまして、全部の額を合わせますと、予備費のほうが583万6,000円増額にな

ります。予備費は353万1,000円が936万7,000円になっていきます。

それで、最初の総括の表に戻りますが、総括の表が４款の衛生費が補正額が475万

5,000円が減額で1,124万8,000円となります。それは全部一般財源からになって、一

般財源の補正額は1,164万8,000円になります。

教育費ですけれども、教育費は1,629万4,000円の補正額が2,646万1,000円になりま

して、教育費の補正額合計が５億4,772万3,000円になります。一般財源は1,638万

4,000円だったものが2,655万1,000円が増になります。

予備費ですけれども、予備費は補正前の額が1,708万5,000円でしたが、補正額が

353万1,000円が936万7,000円になって、補正後が2,645万2,000円になります。一般財

源が936万7,000円の増になります。

歳出合計に関しましては、予備費のほうに回しますので、変更はありません。歳出

の修正案全体でいきますと、修正案は保健衛生費のほうが、補正前の額が２億1,379万

3,000円が補正額が475万5,000円を520万5,000円にして、合計額が２億1,899万8,000円

になります。

清掃費ですけれども、清掃費は何も今回の補正ではなかったのですけれども、

1,645万3,000円の減額になりますので、補正後は２億9,155万9,000円となります。

教育費ですけれども、教育総務費が補正前の額が１億2,490万3,000円で、補正額が

63万2,000円でしたけれども、補正額の1,079万9,000円となります。そして、補正後

の額ですが、１億2,553万5,000円が補正後が１億3,570万2,000円となります。

予備費ですけれども、補正前の額が1,708万5,000円でしたけれども、補正額が353万

1,000円が936万7,000円となります。予備費の補正が2,061万6,000円でしたが、修正



- 434 -

案が2,645万2,000円となります。歳出合計は変わりませんので、このような形に修正

案を改めます。

以上です。

〇大野敏行議長 修正案の説明が終わりました。

これより渋谷登美子議員外１名から提出された修正案に対する質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そもそもこの修正案ですけれども、ここの後ろについている

補助金交付要綱、それから今回また新しく何か給食運営規則か、こういったものが現

行である上の中で改定もされずのうちに、こういったことが修正案の中に織り込んで

出せるものなのですか。その辺がまず、どうなのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 条例ではありませんので、これは出せます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 今、修正案のほうを見せていただきました。そうした中で表

紙に提出者のお名前が渋谷議員さんと川口議員さんということで連名になっておりま

すが、このお二方は今回一般質問でも中部資源循環組合の関係では賛成できないとい

うことは承知しております。今回修正案の中に中部のほうにかかわっているお金を全

部切っているわけなのですが、そうなったときに嵐山からは誰も議員が行かない、職

員も行かない、そういった中で今後嵐山町のごみはどのようになるのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） それは運営費を除いた負担金のものをこれに出しておりま

すので、人件費とか総務費の部分に関しましては、一切手をつけておりません。そう

いうふうな修正案でございます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 人件費を抜いた中で議員の報酬もたしか書いてありますよね。

埼玉中部資源循環組合負担金は、人件費職員給与等、議会議員報酬の負担額を計上、

その他の事業経費について負担額を削減ということは、でもこういうことをして、中

部のほうに相手にしてもらえるのですか、嵐山町は。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 何と言ったらいいかわかりませんけれども、少なくとも負
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担金、例えば今回私どもは中部資源循環組合を脱退するという決議を出していきます

けれども、中部資源循環組合を脱退したとしても、２年間はそこで事業を行っていく

というふうな形になっています。ですから、人件費に関しては削減することはできな

いと思いますけれども、負担金に関しては今後一切やらないという形になっています

ので、こういうふうな形が出せます。

〇大野敏行議長 第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） では、今後嵐山町のごみはどのようにお考えなのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 嵐山町のごみに関しましては、嵐山町独自で考えることが

できると思いますし、嵐山町には嵐山町のすぐそばに民間の施設もありますし、寄居

町にも民間施設があります。ほかの市町村でも個別で寄居町のほうに持っていったり、

エコ計画に焼却処分を持っている自治体もあります。そういったことを考えますと、

小川地区衛生組合では缶や瓶や焼却ごみを現在やっていますから、その中で嵐山町独

自の路線をとって、そしてやっていくことは十分に、今までも小川地区衛生組合、今

も現状でも小川地区衛生組合全部ごみ処理をしています。今後の33年からの稼働の予

定のものをどうするかということを考えるわけですから、それまでについて嵐山町で

廃棄物処理検討委員会等でしっかり、行政も含めて考えていくことで嵐山町のごみ処

理については進めていくことができると思います。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 説明だけではわからなかったので、少しお聞きしますけれど

も、２ページですが、廃棄物の減量等審議会ということで運営事業ということで、補

正等が45万ですか、組んであります、ここであえて。それで、補正の理由としまして

は、右の片のほうに書いてありますけれども、審議会の運営にかかる経費ということ

で、先ほどの中では15人で５回ぐらいの会議をするというふうに説明があったかなと

思っています。これは、審議会の運営にかかわる委員ということになると思うのです

が、どのような方たちをどんなふうに考えていくのだろうということは、ちょっとも

う一度ご説明いただければと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 廃棄物減量等推進審議会というのは、もともとあるのです。
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それで、今は必要のないものは審議会としてやらないという形でやっていますけれど

も、もともとあるものなのです。その中で廃棄物減量推進運営委員会の条例もありま

すので、それに基いてやっていくというふうな形になると思います。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） こういった条例等が設定されているということはわかります

けれども、私も知っています。ですけれども、あえて今は動いていないものを、ここ

で予算計上しながら、あえて新しくというような意味で委員さんを考えていくのか、

あるいはもともといるのだけれども、今は機能していないのかというところが、ちょ

っと教えてもらいたいと思っています。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 今、この条例には廃棄物減量等推進審議会というのがあり

ます。そういうふうな条例はありますけれども、これ予算設置していないので、今回

初めての計上です。ですから、今の段階では、人はいません。そして、なぜこういう

ふうな形でやってくるかといいますと、このようなことも全く考えもせずに、全然今

まで何もなくて、そして中部資源循環組合に焼却場を建設するというふうな形に持っ

てきました。嵐山町では、本来住民参加で事業を進めていくべきであるのに、形式的

にもこのようなことが行われずに、中部資源循環組合にいきなり持ってくるという形

になってきまして、これは本当に上からのものであって、こういった形で行政を進め

ていくことが問題であるために、これについて廃棄物減量等推進委員会というものを

設置して、もう一回初めからゼロベースで考えていくべきだと考えて、そのようにし

ております。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） ちょっと渋谷議員さんの答弁等が私と食い違っているかなと

思っています。私は、そういう条例はあるということは承知していますというふうに

申し上げました。それと、あえてここで45万円の計上をするということは予算もかか

るわけです。そういった中で審議会の関係の委員さんですけれども、15名というのが

条例設置されているのだと思いますが、ここの審議会の委員をここで新たに任命をし

ていくわけですかというふうに伺っているわけです。そしたら、その任命方法はどの

ような方たちを15名に専門だか何かいろいろ知識、経験だかわかりませんけれども、

そういった人たちを対象にして新たにここに任命をしていって、これだけの費用をか
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けて５回の予算を計上しているというふうに、ことかなと思っていますから、任命方

法、任命の科目というかそういうものはどんなふうになっているのだろう。ご答弁し

てください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 私のほうは行政ではありませんので、任命権はありません。

ですから、廃棄物等減量推進委員会の条例に書いてあるとおりのことを、町長なり執

行部が行うということで、こちらには任命権もありませんし、予算の提案権とそれか

ら政策提案権はありますが、執行の権限はないので、そのことについてはこれ以上の

ことは答えられないと思います。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

◎会議時間の延長

〇大野敏行議長 議事の途中ですが、本日の会議は議事の都合により、あらかじめ延長

いたします。

〇大野敏行議長 討論を行います。

討論がある場合には、まず原案に賛成の議員の発言を許可します。次に、原案に反

対の議員の発言を許可します。次に、修正案に賛成の議員の発言を許可します。この

順番になります。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第43号 平成28年度嵐山町一般会計補正予算（第２号）議定について

の件の採決に入りますが、この際、挙手しない議員の取り扱いについてお諮りいたし

ます。

議案第43号の採決は挙手により行いますが、挙手しない議員は本案に対し反対とみ

なすことにしたいと思いますが、ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。
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よって、挙手しない議員は本案に対し反対とみなすことに決しました。

それでは、まず本案に対する渋谷登美子議員外１名から提出された修正案について

採決いたします。

本修正案に賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本修正案は否決されました。

次に、原案を採決いたします。原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求め

ます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎議案第４４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第11、議案第44号 平成28年度嵐山町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）議案についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第44号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第44号は、平成28年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）を議定

についての件でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億7,281万8,000円を増額をし、歳入歳出

予算の総額を24億8,887万1,000円とするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

村田町民課長。

〔村田 朗町民課長登壇〕

〇村田 朗町民課長 それでは、議案第44号 平成28年度嵐山町国民健康保険特別会計
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補正予算（第１号）議定についての細部についてご説明申し上げます。

補正予算書の56、57ページをごらんください。２の歳入でございますが、３款国庫

支出金、１項国庫負担金につきましては、平成28年度療養諸費の増額が見込まれるた

め、定率国庫負担分の32％分について、１目療養給付費等負担金を2,380万7,000円増

額し、補正後の額を３億6,919万4,000円とするものでございます。

また、２項国庫補助金につきましては、国民健康保険制度改正に伴う国保事業費納

付金等の算定に必要なデータ抽出を行うためのシステム改修費として、３目システム

改修費等補助金50万4,000円を新規に計上するものでございます。なお、補助率は事

業費の10分の10でございます。

次に、５款前期高齢者交付金につきましては、平成28年度前期高齢者交付金の額の

確定に伴い、１目前期高齢者交付金を2,485万7,000円減額し、補正後の額を６億

4,613万8,000円とするものでございます。

次に、６款県支出金につきましては、生活習慣病重症化予防対策事業といたしまし

て、２目第２号県調整交付金を74万3,000円増額し、補正後の額を5,090万2,000円と

するものでございます。なお、補助率は事業費３分の１でございます。

次に、９款繰入金は６款県支出金と同様に、生活習慣病重症化予防対策事業といた

しまして、１目一般会計繰入金を74万3,000円増額し、補正後の額を7,474万7,000円

とするものでございます。なお、補助率は県支出金と同様に事業費の３分の１でござ

います。

次に、10款繰越金につきましては、平成27年度決算の確定により、２目その他繰越

金の前年度繰越金を１億6,932万1,000円増額し、補正後の額を１億6,932万2,000円と

するものでございます。

次に、11款諸収入につきましては、平成27年度退職被保険者等に係る療養給付費交

付金の確定により、６目過年度収入を255万7,000円増額補正するものです。

続きまして、58、59ページをごらんください。３の歳出でございますが、１款総務

費、１項１目一般管理費50万5,000円の増額ですが、国民健康保険制度改正に伴う国

保事業費納付金等の算定に必要なデータ抽出を行うためのシステム改修費として、増

額補正をお願いするものでございます。

次に、２款保険給付費、１項１目一般被保険者療養給付費6,541万9,000円の増額及

び２項高額療養費、１目一般被保険者高額療養費4,037万1,000円の増額でございます
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が、これは一般被保険者療養給付費は４月から６月までの支払い実績が、一般被保険

者高額療養費は４月から７月までの支払い実績が当初予算の１カ月当たりの見込み額

を上回っていることから増額補正をお願いするものでございます。

次に、３款後期高齢者支援金等の17万1,000円の増額、４款前期高齢者納付金等の

５万8,000円の増額及び６款介護納付金の27万1,000円の減額でございますが、これは

それぞれの平成28年度分の額の確定に伴い補正をお願いするものでございます。

続きまして、60、61ページをごらんください。８款保健事業費、１目疾病予防費223万

円の増額でございますが、これは生活習慣病重症化予防対策事業といたしまして、糖

尿病重症化予防対策を行うため補正をお願いするものでございます。

11款諸支出金、１項３目償還金3,084万1,000円の増額につきましては、平成28年度

療養給付費等負担金について、支払い実績により額が確定したため、返還するもので

ございます。また、２項繰越出金、１目一般会計繰出金2,999万9,000円を増額し、補

正後の額を3,000万円とさせていただくものでございます。これは平成27年度におき

まして、歳入不足見込み分として一般会計より繰り入れいただいた分を繰出金として

返還させていただくものでございます。

次に、12款予備費でございますが、295万3,000円を増額し、補正後の額を610万

9,000円とさせていただくものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 療養給付費等、被保険者高額療養費が合わせると１億円以

上です。１億500万円になるのですが、これの理由というのはどのようなものなのか。

今高齢者がふえているので、医療費が上がっていると言われているのですけれども、

このことに関して言いますと最近は、療養給付費もそういう理由ではなくて、医療の

あり方によって随分療養給付費が上がってきているというふうなことが言われていま

すが、具体的にはどのような状況になっているのか伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 それでは、お答えいたします。

どのような状況かということですが、高額療養費で見てみますと、平成27年度にお
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きましては、循環器系の疾病、循環器系のものが１位となっております。こちらにつ

きまして、内容ですが、循環器系につきましては、狭心症とか脳梗塞、クモ膜下出血、

こちらの疾病の分類です。こちらが第１位というふうになっています。２番目に多い

ものが新生物ですけれども、こちらは36件となっております。こちらは膀胱がん、乳

がん、白血病と胃がん、肺がん、そういった疾病でございます。第３位といたしまし

て、筋骨格系で14件というふうになっております。内容といたしましては、膝関節症

とか、皮膚筋炎などでございます。それで、26年度と比較いたしまして、26年度につ

きましては、新生物循環器系血液疾患ということで順番がなっておりましたけれども、

27年度につきましては、循環器系、新生物、筋骨格系というふうになっております。

また、筋骨格系の関係で65歳以上の方が４分の３を占めているのが現況でございま

す。そのほか新生物の費用額、こちらにつきましては300万円台が１件、そしてその

ほか大半は100万円台ということでございます。循環器系につきましては、こちら１

件当たりの費用額が高いわけなのですけれども、500万円を超えるものが４件、300万

円を超えるものが３件、200万円を超えるものが１件、このような状況で額のほうが

高くなってきているかと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 今の件ですが、65歳以上の方が多いというふうに見てよろし

いのでしょうか。循環器、がんについても、そうすると私が不思議でしようがないの

が、前のページ、57ページの前期高齢者交付金が大幅に減っているのです。病気がふ

えているか、これから確認ですが。仮にふえたとしていたら、なぜこれが減るのか、

しかも2,400万も減るわけでしょ。これどういう理由で減ったのかを伺いたいと思い

ます。

それから、61ページの人間ドック、がん検診の委託、これ県も補助金を出して、町

も半分出すわけですけれども、この人間ドックはもう締め切ったわけですよね。今後

どういうふうな予定で、がんについても検診をしていくのかを伺いたいと思います。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 それでは、お答えいたします。
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まず、65歳以上の方の疾病、多いものがこちら循環器系、次に新生物、次に筋骨格

系でございます。また、前期高齢者の交付金が多い、こちらにつきましては、平成27年

度の全体の被保険者数、こちら5,047名でございます。前期の高齢者の方につきまし

ては、2,395人ということで47.5％を前期の方が占めております。そして、前期高齢

者交付金の計算方法なのですけれども、全国平均の前期高齢者加入率、こちら27年度

は15％でした。これを基準といたしまして、前期高齢者加入率がこの平均を上回る市

町村に交付されております。嵐山町は47.5％ですので、その基準以上、上回っており

ますので、この調整対象給付費額、そして前期高齢者にかかる後期高齢者支援金の額、

そちらから調整対象基準額を差し引いた分、そちらの分が交付になっております。

続きまして、人間ドック等の関係ですけれども、61ページでございます。こちらの

委託料ですけれども、今回生活習慣病重症化予防対策事業ということで実施をしてい

きたい考えでございます。こちらにつきましては、県の補助金が３分の１、町から３

分の１ということでございますけれども、この生活習慣病重症化予防対策、こちらは

特に糖尿病重症化予防ということで事業のほうを実施していきます。こちらは、埼玉

県のほうでも特に推進しているもので、埼玉県方式ということで埼玉県、県の医師会、

糖尿病対策推進会議の連携、そして埼玉県内の広域展開、そして国保連に委託をして

実施をしていくわけなのですけれども、その委託について人、こちらは保健師と専門

職の支援をいただく、またお金、こちらは財政調整交付金の支援、そしてノウハウの

支援をいただくということで、この埼玉県の方式で実施していこうというものでござ

います。

生活習慣病、糖尿病につきましては、腎不全、それから人工透析になるということ

でございますけれども、人工透析になる前ですと、年間50万円の治療費ということで

すけれども、人工透析になってしまいますと500万円ぐらいかかってしまう。約10倍

かかってきてしまう。そういうことで、この事業によりまして健康長寿とか医療費増

による国保の赤字対策を実施していこうと思うものでございます。実際の事業につき

ましては、先ほど申し上げましたけれども、国保連合会に委託をしまして、その検診

データ等の分析、評価を行い、専門の保健師の方が保健指導、受診勧奨等行ってまい

ります。そして、かかりつけ医等の受診の指示等をしていくというものでございます。

また、保健指導や生活指導も実施をしていく、そのような事業でございます。

以上でございます。
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〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 前期高齢者交付金が2,400万円から削減されると、加入率を

基準にして平均加入率が15％だと、それは平均を上回るところに支給がされると。嵐

山町は十分これを満たしているという説明でしたよね。そうすると、何でこんなにも

減るのかというのが、今の説明ですとわからないのです。前期高齢者の人数が減って

しまったので、これだけ交付金が減るのですよということであればわかるのですけれ

ども、半端な金額ではないので、なぜこれだけの金額が減ったのかがおわかりだと思

いますので、もう一度ちょっとそこを説明していただきたいと思います。

それから、61ページの人間ドック、糖尿病予防ということで今説明があったわけで

すけれども、そうするといつからこれ受け付けをしてやるのかというのは、まだはっ

きりしてわからないので言えなかったわけなのですか。大体いつごろからかというの

がわかりましたら、伺いたいと思いますけれども。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 先ほどの前期高齢者交付金でございますけれども、こちらは前々

年度、こちらの精算分によるもの、そして現年度分は増額ということで、この数字が

出てきております。

それと、重症化予防対策事業につきましてですけれども、こちらの予算可決されま

したら、手続を踏みまして、国保連合会と委託をして関係する課に事業をお願いして

いきたいと思います。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 国保の場合は、医療費がどのぐらい抑えられるかなというの

が一番の要因になると思うのですけれども、課長が言ったのは、年間通しての傾向は

どうなのですかというならわかるのです。なぜこれだけの補正を、例えば一般療養費

の場合、４月から６月の実績を見て増額を頼むのだと、新しく医療を人数がふえると

か、新しい例えば高額医療であれば、さっき課長が言ったような、そういう人たちが

この４月から７月の間に新しく生まれたというので医療費が上がるのだというならわ

かるのです。今課長が説明したのは、何となく傾向としてこういうものがあるのだと
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いうふうに聞こえるのですけれども、新たにこの医療費を一般医療費も高額医療費も

ここで補正をする主な要因というのは何なのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えいたします。

ここで補正する要因ということですけれども、こちらは前期高齢者交付金につきま

しては、交付金の額が確定されましたので……

〔何事か言う人あり〕

〇村田 朗町民課長 失礼しました。療養費の増額の理由ですけれども、今回平成27年

度で繰越金のほうが約１億6,000万出ました。その中で町に返す分、3,000万……

〇大野敏行議長 では、もう一回質疑お願いします。

〇10番（清水正之議員） 一般療養費で6,541万9,000円の補正をするのだということは、

単純に考えれば医者にかかる人たちが多くなった。だから、医療費が足らないのだと

いうのがすぐぱっと浮かぶような内容ですよね。そういう体制というか、そういうの

が町の中にあふれているのですか。それとも当初予算が見積もりが少なかったのだと、

見積もりが甘かったのだということで補正をするのですか。嵐山町の中に一般の人た

ちと、高額の人たちと、そういう人たちがかかる、そういう状況が新たに生まれてい

るということなのですか。その辺をちょっとお聞きしたのですが。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 この療養費の関係ですけれども、当初予算に比べまして今回補正

をした理由ですけれども、先ほど繰越金のほう出まして、それで１カ月当たり、細部

説明でも申し上げましたけれども、療養費につきましては４月から６月、こちらが現

在確定しておりますので、この平均をとりました。そして、高額療養費につきまして

は４月から７月、こちら確定しておりまして、この１カ月平均をとりました。そして、

今回増額補正させていただきましたけれども、こちらにつきましては平成27年度分、

こちらの決算で見ますと療養給付費、これと今回補正をしたものを比較いたしますと、

ほぼ同額となっております。こちらほぼ同額ということで計算した結果なっておりま

すので、今回これでお願いしたいところでございます。

〔何事か言う人あり〕
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〇村田 朗町民課長 平成28年度の予算につきましては、平成27年度末補正予算、１月

に組むわけなのですけれども、そのことで実際に２月、３月分、先のこの２カ月分、

こちらにつきましては今までの過去の実績を見まして、それを考慮して予算を組んで

いるわけなのですけれども、なかなか総予算と比較をいたしまして、この療養費関係

若干少ない、当初予算におきましては少なく見積もらざるを得なくなってしまいまし

て、そのようなことです。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 例えば一般被保険者で平均医療費を計算して補正を出したの

だというふうに言われたのですが、ということは１件のレセプト当たりの医療費が上

がっているということなのですか。重病患者が嵐山町ではふえているということなの

ですか。だとすると、やっぱりかなり私は予防医療に嵐山町かけているのではないか

なというふうに思うのです。１件当たりの医療費が上がるということは、予防医療効

いていないのではないかな。もっと予防医療にかけなければ、あるいは重病になるま

で我慢をしているかですよ。そうではなかったら、医療費上がらないではないですか。

例えばさっき言った一般被保険者の４月から６月までの医療費の平均を見た場合に足

らないのだということは、１件当たりのレセプトそのものが以前よりも高くなってい

るということですよね。ということは、重病化になっていると思うのですけれども。

そういう状況が嵐山町の中にあるのかどうか、高額医療の場合は前の質問の中でいろ

いろ課長が循環器系がどうのという話をしましたけれども、そういう人たちが嵐山町

の中に以前よりもふえているということなのですか。そのために医療費が上がったと

いうことになるわけなのですか。ちょっとお聞きしたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

村田町民課長。

失礼いたしました。暫時休憩をいたします。再開時間を５時35分といたします。

休 憩 午後 ５時２５分

再 開 午後 ５時３５分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

清水正之議員の質疑に対する答弁からです。
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村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 それではお答えいたします。

議員さんおっしゃいましたレセプト単価、重病患者がふえているか、これが増額の

理由かということでしたけれども、こちらにつきましてはふえた理由といたしまして、

被保険者数は前年よりも減っているわけなのですが、かかった件数が増加したことが

理由によるものです。平成26年度につきましては、件数といたしまして７万488件、27年

度につきましては７万2,726件という結果でございました。

以上です。

〔「高額医療は」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 再度答弁、村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 失礼しました。高額療養費の関係ですけれども、平成26年度につ

きましては件数的には2,456件、27年度につきましては2,828件という結果で、103.8％

の増となっております。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） どういうふうに考えていいのかよくわからないのですが、要

するに１人当たりの医療費がふえたと、件数がふえたということは、１カ月単位でし

ょうから、１人が１カ月にかかる件数がふえたと、これは町としてはどういうふうに

考えればいいわけですか。要するに軽いうちに医者に行って早く治そうというのが徹

底したということなのですか。そのために、１人が通う医者の回数がふえたのだと。

これは同じ病名ですか、一般療養費の場合。そういうことで、１カ月の医療費がふえ

てきていると、あるいは重複、重複というか病院をかえて１人の人が幾つもの病院を

かけ持ちしているということでふえているのですか。やはりこの辺の分析はきちっと

やらないと、ただ単に予防医療だと言いながらやっていても、余り効果ないのではな

いかなというふうに思うのです。

もう一つ高額医療の場合は、件数がふえてきているということは、先ほど言った狭

心症なりそういったものの患者数がふえてきていると、嵐山町の場合はふえてきてい

るのだと。だから、高額の人についても高額医療についても、嵐山町の医療費が上が

ってきているのだというふうに理解してよろしいのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。
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村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 なるべく病院へ行かない、かからないということで、各種保健事

業等を行っております。また、ジェネリック医薬品の通知等も行い、なるべく医療費

を安くということも実施しております。

また、高額療養費、同じ、今ちょっと資料のほうがないのですけれども、重複して

という、高額療養費以外でも重複して診療を受けているとか、あるいは病院をかえて

診療を受けているといったような資料、今手持ちございませんので、申しわけないで

すけれども、よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 多分これ４回目になるので、質問しようとは思わないのです

けれども、やはり今度の補正の内容が、そういう増額補正の内容を持っているわけで

すから、きちっと調査をしてください。

〇大野敏行議長 今、調査依頼がありましたので、しっかり調査をしていただきたいと

思うのですが、答弁もしできたらお願いします。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 オーケーです。失礼しました。ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、質問させていただきます。

一般被保険者の高額の関係ですけれども、ただいま27年度あるいは28年度の件数を

清水議員さんのほうに答弁がありました。この中で前期あるいは後期、あるいはその

ほかの年齢というか、ごめんなさい、そこのところを教えていただければと。その下

に載っているか、そこのところだけすみません。そうしますと、全部これは前期の方

の高額療養費ということでよろしいでしょうか。ちょっとすみません、そこお願いし

ます。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 お答えいたします。

高額療養費、前期高齢者の疾病ごとの件数でよろしいでしょうか。

多い順から申し上げます。循環器系につきましては15件、新生物につきましては

10件、損傷につきましては７件、筋骨格系が１件、腎尿路系１件、消化器系１件、目
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及び付属器系１件、こちらが36件となっております。これは、10万点以上の診療とい

うことで、100万円以上の診療分になっております。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 私のほう質問のほうがちょっと勘違いいたしまして、後期と

いうふうな言葉も使ってしましましたけれども、大変失礼しました。そうではなくて、

私伺いたいのは、今新生物が何件で何百万円のが何個とかと、こういう説明もしてい

ただきました。その前にも説明がありましたので、ほぼわかっているつもりですが、

そうでなくて27年度で、これ28年度の件数ですか、2,456件あるいは2,800件、ふえて

いるということで、金額もということですけれども、この中で65歳よりも若い方たち

が、どのくらいの高額療養費を使っているのかということがお尋ねしたかったのです

けれども、すみません、再度お願いいたします。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 65歳未満の方の分類でよろしいでしょうか、件数で。１件100万

円以上のものが７歳から64歳の方につきましては33件でございます。未就学児につき

ましては１件ということになっております。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） ３回目ですね、これで。そうしますと、これは今の答弁でい

きますと、未就学児前だということですけれども、私はもう少し幅広く聞いていたつ

もりだったのですけれども。64歳までになってかかっていた方たちは、年齢別にはど

うなのでしょうかというふうな書き方だったかなって思いましたけれども、これ分け

ていただいた細かく分ける答弁はどなたにもしていなかったと思います。総計的なも

のは、先ほど答弁違う方にしたと思います。

それはだから、未就学前のことだけを答弁していただいたというふうに思いました

けれども、そんなことはいいですから、私は聞いているのですから、ほかの方たちの

議員さんは、また別の枠で質問してください。私の答弁が聞き漏れかもわかりません

ので、もう一度お願いをできたらと思って、最後ですからお願いします。
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〇大野敏行議長 答弁求めます。

村田町民課長。

〇村田 朗町民課長 年齢ごとに細かい分類はしていないのが現在なのですけれども、

７歳から64歳の方つきましては、これそれぞれの疾病ごとの分類でよろしいですか。

〔何事か言う人あり〕

〇村田 朗町民課長 件数が７歳から64歳は33件、未就学児は１件ということになりま

す。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第44号 平成28年度嵐山町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

議定についての件を採決いたします。

本案を原案どおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第４５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第12、議案第45号 平成28年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第45号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第45号は、平成28年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）の議

定の件でございます。
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歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ243万7,000円を増額をし、歳入歳出予算の

増額を１億8,289万3,000円とするものであります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

村田町民課長。

〔村田 朗町民課長登壇〕

〇村田 朗町民課長 それでは、議案第45号 平成28年度嵐山町後期高齢者医療特別会

計補正予算（第１号）議定についての細部についてご説明申し上げます。

補正予算書の72、73ページをごらんください。２の歳入でございますが、５款繰越

金は、平成27年度決算により前年度の繰越額が確定したことに伴いまして243万

7,000円増額し、補正後の額は293万7,000円とさせていただくものでございます。

次に、74、75ページをごらんください。３の歳出でございますが、１款総務費、１

目徴収費32万2,000円の増額ですが、コンビニ収納業務に係る納入通知書の帳票印刷

の電算委託料として補正させていただくものでございます。

次に、４款予備費を211万5,000円増額し、補正後の額を271万5,000円とさせていた

だくものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。ご審議のほどよろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第45号 平成28年度嵐山町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）

議定についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。



- 451 -

◎議案第４６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第13、議案第46号 平成28年度嵐山町介護保険特別会計補正予算

（第２号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第46号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第46号は、平成28年度嵐山町介護保険特別会計補正予算（第２号）議定につい

ての件でございます。

歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,775万1,000円を増額をし、歳入歳出予算

の総額を12億3,501万8,000円とするものであります。

なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちましして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

山下長寿生きがい課長。

〔山下次男長寿生きがい課長登壇〕

〇山下次男長寿生きがい課長 それでは、議案第46号 平成28年度嵐山町介護保険特別

会計補正予算（第２号）議定についての細部につきましてご説明申し上げます。

補正予算書の86、87ページをお開きください。２歳入ですが、７款繰越金について

は、前年度決算における剰余金が確定したため6,771万7,000円を増額し、補正後の額

を6,771万8,000円とするものです。この中には、超過交付となっている国、県等への

返還金及び一般会計への返還金、合わせて3,284万5,302円分も含まれております。

次に、８款諸収入ですが、平成27年度の地域事業支援交付金の介護予防事業分の確

定に伴い、社会保険診療報酬支払基金からの追加交付金３万4,000円を増額するもの

であります。

88、89ページをお開きください。３歳出ですが、１款総務費、３項２目認定調査費

等５万3,000円の増額については、11節需用費で介護認定審査に必要な主治医意見書

用の封筒を印刷するものでございます。

次に、３款地域支援事業費、１項１目介護予防生活支援サービス事業費99万1,000円



- 452 -

の増額については、本年度から開始した介護予防日常生活支援総合事業で、（１）第

１号訪問事業及び（２）第１号通所事業として、基準を緩和したサービスを10月から

実施するため、それぞれの事業の負担金を増額するものでございます。

次に、３目一般介護予防事業費の（１）介護予防把握事業101万2,000円の減額につ

いては、介護予防対象者を把握するための委託業務を予定しておりましたが、国の基

本方針の変更や費用対効果等も考え、実施しないこととしたため減額するものでござ

います。また、介護予防普及啓発事業24万円の増額については、コバトンお達者倶楽

部の参加者が多く事務量が増加しているため、臨時職員賃金を増額するものでござい

ます。

次に、４款基金積立金ですが、決算による剰余金の一部を介護保険介護給付費支払

準備基金へ積み立ているため3,400万円を増額するものです。これにより、平成28年

度末の基金残高は１億8,666万円程度になる見込みであります。

次に、５款諸支出金、１項２目償還金1,542万7,000円の増額については、平成27年

度の介護給付費負担金、地域支援事業交付金及び低所得者保険料軽減負担金の確定に

伴い、国、県等へ返還するためのものであります。

90、91ページをお開きください。２項繰出金、１目一般会計繰出金1,741万7,000円

の増額については、保険給付費等の町負担分として一般会計から繰り入れたものを後

年度精算として繰り出すためのものであります。

最後に６款予備費ですが、63万5,000円を増額し、補正後の額を189万3,000円とす

るものでございます。

以上、細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 間違っていたら申しわけない。今度の介護保険法の改正で、

要するに要支援１、２については、介護保険から制度として除くのだと、そのかわり

地域支援の中で対応していくというふうになったと思うのです。そういう面では、訪

問、通所合わせてサービスのＡというものが緩和されてきているというふうに思うの

です。要は資格のない人でもこういうサービスＡというものが十分対応できるという

ふうになったと思うのです。

そういう面では、サービスを受ける側は、やはりきちっとした資格を持った人に見
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てもらいたいというのは、介護保険制度であれば可能、可能というか、そういうふう

にしてほしいなというふうには思うのです。このサービスＡについては、資格がなく

てもできるという、専門性を問わないのだと、無資格でもいいのだというふうになっ

ていると思うのですけれども、それは間違いないですか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

山下長寿いきがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

清水議員がおっしゃいましたとおりに、特に資格等がなくても一定の研修等を受け

られた方であれば、そういったことに従事することができるというようになっている

というふうに思っています。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 町がこの事業を10月から発足するのに、無資格でというか、

資格がなくていいのだという状況の中で、どこにどういうふうに委託するのかわかり

ませんけれども、そういう人たちにサービスを提供するというふうになるのでしょう

か。

そういう面では、先ほど言ったようにきちっと資格を持った人にやってほしいと、

研修を受けたからいいのだと、見られるのだと、訪問介護については家事援助等いろ

いろ出てくるわけです。通所の場合はショートステイなんかも出てくるわけで、そう

いう人たちが介護認定を受けて、介護度もとってあるにもかかわらず、無資格の人た

ちのところに町は委託をしようと思っているのですか。そういうサービスを町は提供

しようと思っているのですか。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

山下長寿いきがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

総合事業の第１号訪問事業と通所事業ですね、こちらにつきましては10月から町の

ほうでは実施をさせていただくというような予定で考えておりますけれども、こちら

のほうのお願い、当面10月から始めるということで、10月からにつきましては、訪問

事業のほうは、今現在やられております事業所さんにお願いをするということで、当

面はらんざん苑さんと社会福祉協議会の２社といいましょうか、２事業所のほうにこ
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れをお願いしていくということでございます。

それから、通所型のサービスのほうですけれども、こちらのほうにつきましてはら

んざん苑さんとデイサービスふるさとさん、今もやられていますが、そちらのほうに

お願いをしていくいう形になりますので、まるっきし資格がない人だけでやられると、

今までもやっておりますので、そういった心配は今のところにお願いできればないの

かなというふうに考えております。

以上です。

〇大野敏行議長 第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 確認ですけれども、そこのらんざん苑なり社協なりの委託し

ようというところは、全てサービスを提供する人は資格を持った人ですね。

〇大野敏行議長 答弁求めます。

山下長寿いきがい課長。

〇山下次男長寿生きがい課長 お答えをさせていただきます。

今現在は、こちらのほうでお話をさせていただきまして、こちらの今言った３つの

事業所がやっていただけるというような形になっているわけなのですけれども、その

中でそういったサービスを提供していただく人の、その資格についてのそこまでの確

認、どういう人がやるというような確認はとれていないと。ただ、やっていただける

ということはいただきましたが、すぐすぐそういった人も、なかなか研修等を受けて

見つけていくというのもなかなかできないので、多分当分の間は今までと同じような

形で実施をされるのではないかというふうには考えております。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第46号 平成28年度嵐山町介護保険特別会計補正予算（第２号）議定

についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。



- 455 -

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第４７号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第14、議案第47号 平成28年度嵐山町下水道事業特別会計補正予

算（第２号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第47号につきまして、提案の趣旨をご説明いたします。

議案第47号は、平成28年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第２号）議定の件

についてでございます。

歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ442万3,000円を増額をし、歳入歳出予算

の総額を６億614万3,000円とするものであります。このほか、地方債の変更が１件で

あります。

なお、細部につきましては、担当課長より説明させていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

深澤上下水道課長。

〔深澤清之上下水道課長登壇〕

〇深澤清之上下水道課長 議案第47号 平成28年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算

（第２号）につきまして、細部説明させていただきます。

最初に、補正予算書104ページをお願いいたします。歳入ですが、第１款分担金及

び負担金、１項１目浄化槽事業分担金でございますが、平成28年度受益者負担金、賦

課分におきまして受益者負担金を一括納付される方の関係で、80万4,000円の増額補

正をお願いするものでございます。

第３款国庫支出金、１項１目浄化槽整備事業の細節名称の変更でございまして、低

酸素社会対応型浄化槽整備数維新事業交付金につきまして、制度移行により廃止とな

り2,785万4,000円の減額をお願いし、新規に環境配慮型防災まちづくり浄化槽整備推
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進事業交付金として2,915万3,000円増額補正をお願いするものでございます。国庫支

出金といたしましては129万9,000円の増額となるものでございます。

第６款繰越金、１項１目繰越金ですが、平成27年度決算によりまして剰余金の額が

確定することから、152万円の増額補正をお願いするものでございます。

第８款町債、１項１目下水道事業債ですが、浄化槽事業国庫補助金の内示に伴い80万

円の増額補正をお願いするものでございます。

引き続きまして、106ページをお願いいたします。歳出ですが、第１款公共下水道

費、２項公共下水道費、２目維持管理費の11節需用費の補正の内容ですが、マンホー

ルポンプの修繕で、電気計装備品の一部老朽化により更新するもので、33万5,000円

の増額をお願いするものでございます。また、15節工事請負費ですが、公共汚水桝修

繕工事とマンホールポンプ用支持台交換工事を実施するもので、197万6,000円の増額

補正をお願いするものでございます。２項公共下水道費、３目公営企業会計適用化事

業費、13節委託料の補正の内容ですが、嵐山町下水道事業の中長期的な基本計画策定

のため、経営戦略策定業務委託料として新規に216万円の増額をお願いするものでご

ざいます。

第２款浄化槽費、２項浄化槽事業費、１目建設事業費の補正の内容ですが、公有財

産購入費として230万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。２項浄化槽

事業費、２目維持管理費、11節需用費の補正予算の内容ですが、町管理型浄化槽の修

繕費で62万7,000円の増額補正をお願いするものでございます。

第４款予備費ですが、歳入合計、歳出合計の資金不足についての補正ですが、2,777万

円の減額をお願いいたしまして、資金不足について充当させていただくものでござい

ます。

以上で、下水道事業特別会計補正予算（２号）の細部説明とさせていただきます。

よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） １点だけお聞きいたします。

107ページの今回新規で下水道事業の長期的な、中長期の経営戦略ということなの

ですけれども、この大体216万という策定委託料で、嵐山町の下水道管の管網の全体

のところを、中長期的にこういう戦略でいくというなことができるのですか。お尋ね
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します。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 この経営戦略につきましては、公営企業が将来にわたって安

定的な事業を継続していくために、中長期的な基本計画である経営戦略策定について、

平成26年８月に総務省が要請してきているものでございまして、平成28年から30年を

中長期改革期間として経営戦略の策定を行う事業へ、交付金を重点的に措置いたしま

して、下水道の資本対策につきましては、平成29年度から経営戦略を策定要件化して

いるところでございます。したがいまして、平成28年度中にこの業務を策定しており

ませんと、29年度の交付税算定につきまして、下水道事業費の資本化経費交付金いた

だけないということですので、ぜひともこの事業を進めなければいけないということ

でございます。

以上でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 105ページの補助金が変わるわけです。この変わったほうに

は、さらなる環境性能を備えた環境配慮型浄化槽だということで書いてあるわけです

けれども、このさらなるというのが、どの程度の環境配慮をされる浄化槽になるのか

を伺いたいと思います。

それから、107ページのただいまの件なのですが、この経営戦略、どういう経営戦

略かというのはある程度わかっているのかなと思うのです。ちょっとその一端を伺え

ないかなというふうに思いますが。

それから、浄化槽の下にいきます。浄化槽施設購入費、これ新年度では50基見積も

っていたわけです。今回は何基になるのでしょうか。なかなか設置が進まないという

ふうに見ていたのですけれども、今年度はかなり進んできているという結果なのだと

思いますが、何かそこ進んだ要因があるのだと思いますが、その辺をお聞かせいただ

ければと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 まず１点目、新型の環境配慮型の浄化槽につきましては、低
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酸素の省エネ基準を約10％低減した、新たにＢＯＤ10ミリパーリッター以下の浄化槽

や、窒素、リン除去浄化槽の省エネ基準を設定して、従来よりコンパクト化、あるい

は再生プラスチックを材料とした環境性能にすぐれた浄化槽を推進しているものでご

ざいます。

続きまして、経営戦略でございますが、公営企業が将来にわたって安定的に事業を

継続していくための中長期的な基本計画ということでございまして、これには広域化

であるとか、民間の資金ノウハウの活用、浄化槽ではＰＦＩ事業等を行っていますの

で、そういったものを網羅していくもの、そういった中には組織、人材であるとか給

与の適正化を図っていくための計画を策定していくものでございます。投資資産の検

討であるとか、ダウンサイジング、スペックダウンとか、そういったものを検討して

いく。また、施設の長寿命化等を配慮していくものでございます。

〇大野敏行議長 浄化槽を何台ぐらい買うか計画なのかという質問であっていますよ。

〇深澤清之上下水道課長 浄化槽につきましては50基ということでございます。これに

つきましては……

〔「今度の補正の中で何基買うのだ」と言う人

あり〕

〇深澤清之上下水道課長 残り30基ほどを見込みとして計画しているところでございま

す。

〇大野敏行議長 暫時休憩します。

休 憩 午後 ６時１９分

再 開 午後 ６時２１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

川口浩史議員の質疑に対する答弁からです。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 ちょっと訂正させていただきます。

追加の基数につきましては10基ということでございます。失礼しました。

〔「増加になった要因」と言う人あり〕

〇深澤清之上下水道課長 増加の要因なのですけれども、今浄化槽の設置につきまして

は、標準型の浄化槽ですと、住宅状況によってなかなか設置ができないというような
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こともございまして、コンパクト化したものでないとどうしても再設置できないとい

うようなこともございまして、そこのところで今の事業に切りかえさせていただいて

いるというような状況がございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 10基というのはわかりました。

それで、今までの大きさですとなかなか設置する人がいなかったけれども、コンパ

クトなものにしたので設置が進むようになって、10基分ふえたという理解でよろしい

のでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 条件といたしますと、幅広いほうが皆さんやっぱりこういう

条件で、コンパクトにしたからふえたということ、一部にはちょっと言い切れないと

ころはあるのですけれども、そういった標準型のものよりも、より皆さん浄化槽を設

置してくださる方の意向に応じ対応できるもの、そういうところで今回のこの環境配

慮型の浄化槽設置ということでお願いしているものでございます。

〇大野敏行議長 第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） お願いではなくて、なかなか設置が進まなかったわけです。

私も何度か質問して、もう大体頭打ちなのですかとか質問してきたわけなのですけれ

ども、今年度は今までの100基から50基にどんと減らしたわけです。それがふえたと

いうことは、今お願いの理由が、コンパクトな浄化槽もできたので設置が進んだとい

う理解でよろしいのか。でも、設置数がふえているわけですから、その設置数がふえ

た理由が何なのかを伺いたいのです。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 これにつきましては、現在議員さんもお話しになったとおり、

設置数が若干増加している。これは、補助金や何かも若干見直しもありまして、そう

いったところでよくなっている面もございます。また、コンパクト型の設置しやすい

浄化槽を設置することでふえているというようなこともございますので、一概にコン

パクト型のよい浄化槽を導入したから、すぐにそちらに10基分が移行しているという

ものではないのですけれども、補助金、そういったものと、それから浄化槽の種類と
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いうのですか、標準タイプから小さいものまで幅広くということで、そういった対応

の中で、設置基数が多くなってきたということでございます。

〇大野敏行議長 それでよろしいですか。発言は、もう以上でよろしいですか。

第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） 今のに関連するのですけれども、これまで加入したくても、

それに設置したくても設置できないというところもあったわけです。その理由が、こ

れまでの答弁の中でも、金額がかなり張ってしまうと。というのは、その原因の中に

水道を引かなければならないとか、あるいは排水の場所を確保しなければならないと

かという形で導入ができないところもあって、なかなか整備が進んでいかないのだと

いうお話もあったのですけれども、これはやっぱりその入れようとする家庭です。家

庭なんかのインフラ整備が進んできて、そういう形で入れられる条件が生まれてきた

のかどうかです。

この問題が、当初やってきた中で頭打ちになってきたという話が、何回も何回もこ

れはいろんな人の中で答弁として出てきたのですけれども、それが進んできて、いわ

ゆるこの10基というものが新たに導入できるという条件になってきたのかどうか、そ

このところをお聞きしたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 議員さん、もう既に何回もこちらでその浄化槽についての整

備がなかなかうまく進まないような条件の中に、放流先でありますとか、またその家

の排水管、または給水管等の関係でなかなかできなかったというようなことを、今ま

での設定する条件の中で難しくてできなかったというようなこともあったということ

でございますけれども、今申しましたとおり、若干の補助金のベースアップがされて

いるということ、またコンパクト化したことによって、狭小地にも浄化槽が設置でき

ることになったために、この10基分というのですか、そういったものもふやせている

ような状況ということでございます。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） そういう形も進んできたのかなというふうに思っているので

すけれども、やっぱり希望する人の中で、どうしてもやりたいのだけれどもやれない

という、それはいろんな地の利の問題だとかその家庭の状況だとかあって、そこら辺
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と、金額もかなり張ってくるという話もあったので、それが入れられない一つの条件

みたいになってきたという話なのですけれども、この辺のところで今後そういう人た

ちがいる問題については、この先どういうふうな考え方を持っているのか、ちょっと

お聞きをしておきたいと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 現状時点でいきますと、当初よりも少しずつ、やっぱり当初

は浄化槽設置していただく１～２年というものは、補助金出ますよと。今までという

のは出ていなかったところを補助金が出ますよ。それで、一度に申し込み等ありまし

た。３年、４年してくるうちに、だんだんそのあたりが、やっぱり今浄化槽を設置す

ることによって、多くの経費をかけなくてはいけない家であるとか、また家庭の中に

は生活の大変な方もおられるということで、今後も補助金等も、今はもう去年よりは

今年もまた少しずつ上がっているというようなこともございますし、また助成制度等

もございますので、そういったものをフルに利用して、少しでも浄化槽設置にかかわ

る基数を多くするように努力していきたいというふうには考えております。

〇大野敏行議長 第８番、河井勝久議員。

〇８番（河井勝久議員） また今期、補正で10基ということになりますと、これまでず

っと段階的に設置がされてきているわけです。これから先、まだ設置できないという、

新築や何かの場合には、入れなければならないという条件があるわけですけれども、

そういう中で残るのはどのくらいの数になってくるのでしょうか、町の中で。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 残りの浄化槽の基数ですけれども、800基ということでござ

います。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） １点だけすみません、お願いします。

ページでいきますと108から109ということになると思いますが、維持管理の関係で

補正額が62万7,000円ほど計上されています。理由としますと、寄附浄化槽の修繕と

いうことです。これにかかるのだということですが、何基分ぐらいですか。それと、
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いつごろ寄附されたものなのでしょうか。これは、修繕をきちっとしてから町のほう

へというふうな流れになっていたと思うのですが、答弁をお願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 この追加の浄化槽につきましては、いただいたときに、寄附

浄化槽につきましては清掃等内部状況を点検いたしまして、確かに議員さんの言われ

ましたとおり、点検をして問題ないものについて実施するわけなのですけれども、当

初予算の中で２基修繕がありまして、今回また１基修繕をしなければならないために、

補正をお願いしているものでございます。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 町のほうに浄化槽をいただくときには、もちろん清掃とか点

検をした後に町のほうへ寄附という形になるのだということですよね。それで、当初

２基だったと。だけれども、補正でではあれですか、１基というような答弁だったか

なと思ったのですけれども、そうしますと随分62万7,000円も修繕の関係で１基だけ

でかかるということでよろしいのですか。そうすると、随分多額だなということで、

新しいのを入れかえしてもかなと思うぐらいの金額になってくるかなと思うのですけ

れども、この辺につきましてもう少し詳しくお願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 失礼いたしました。当初予算の中で２基、もう既に修繕する

ところがございまして、まず２基分の修繕を行ったわけなのですけれども、その後３

基分実施するような状況がございまして、その後３基追加ということでございます。

寄附につきましては、経過年数につきましては、２年余りでございます。

以上です。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） すみません、もう一度、では確認とらせていただきますけれ

ども、２年前に寄附をしていただいて、当初で２基は実施したと。それで、その後こ

の補正の62万7,000円は３基分だということでよろしいですか。そうしますと、修繕

の内容ですけれども、どのような修繕を行うのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 修繕の内容につきましては、中の汚泥を引き抜きまして、浄

化槽内にクラック等が入っておりますので、そこのところのクラック修繕等を実施し

ていく内容でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第47号 平成28年度嵐山町下水道事業特別会計補正予算（第２号）議

定についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎議案第４８号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第15、議案第48号 平成28年度嵐山町水道事業会計補正予算（第

１号）議定についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議案第48号につきまして、提案の趣旨をご説明申し上げます。

議案第48号は、平成28年度嵐山町水道事業会計補正予算（第１号）議定についての

件でございます。

収益的収入及び支出の予定額につきましては、事業収益を533万8,000円減額をし、

総額を５億4,107万8,000円とし、事業費用を886万3,000円増額をし、総額を４億

7,259万円とするものであります。

また、資本的収入及び支出の予定額につきましては、資本的収入を32万4,000円増
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額をし、総額を1,532万4,000円とし、資本的支出を８万2,000円増額をし、総額を４

億2,153万3,000円とするものであります。

なお、細部につきましては担当課長より説明をさせていただきます。

以上をもちまして、説明を終えさせていただきます。

〇大野敏行議長 次に、担当課長から細部説明を求めます。

深澤上下水道課長。

〔深澤清之上下水道課長登壇〕

〇深澤清之上下水道課長 議案第48号 平成28年度嵐山町水道事業会計補正予算（第１

号）につきまして、細部説明させていただきます。

最初に、補正予算書123ページをお願いいたします。平成28年度嵐山町水道事業会

計予算執行計画（補正第１号）によりご説明させていただきます。

収益的収入及び支出ですが、第１款事業収益、２項営業外収益、４目消費税還付金

につきまして、仮受け消費税より仮払い消費税の額が大きいため、差額を消費税還付

金として26万3,000円の増額補正をお願いするものでございます。

第３項特別利益、１目その他特別利益ですが、平成28年度当初予算におきまして退

職給付引当金の見込みを計上しておりましたが、人事異動後に再計算した結果、当初

予算との差額といたしまして560万1,000円の減額補正をお願いするものでございま

す。

次に、支出でございますが、第１款事業費用、１項営業費用、１目原水及び浄水費

につきまして、人事異動に伴う人件費として36万円の増額補正をお願いするものでご

ざいます。

２目配水及び給水費ですが、職員の人件費、委託料の補正で613万1,000円の増額を

お願いするものでございます。

補正予算書124ページをお願いいたします。３目総係費ですが、職員の人件費や備

消品費の補正で237万2,000円の増額をお願いするものでございます。

資本的収入及び支出ですが、収入として第１款資本的収入、２項負担金、１目負担

金ですが、今回消火栓を１基増設するために、一般会計からの繰り入れ32万4,000円

の増額をお願いするものでございます。

次に、支出ですが、第１款資本的支出、１項建設改良費、１目事務費の主な内容は、

人事異動に伴う人件費として24万2,000円の減額補正をお願いするものでございます。
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４目配水本管施設費ですが、消火栓設置にかかわる工事費として32万4,000円の増額

補正をお願いするものでございます。

117ページにあります平成28年度嵐山町水道事業予定キャッシュフロー計算書及び

118ページの給与費明細書、120ページの水道事業予定貸借対照表のご説明につきまし

ては省略させていただきます。

以上で細部説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。

〇大野敏行議長 提案説明及び細部説明が終わりましたので、質疑を行います。

第９番、川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 125ページで、消火栓を設置するということでご説明が今あ

ったわけですけれども、配水管も整備するということですから、新しくこれ設置する

ということでよろしいのでしょうか。どこに設置するのかをあわせて伺いたいと思い

ます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

深澤上下水道課長。

〇深澤清之上下水道課長 消火栓の設置ということでございますが、既存の水道管には

仕切り弁であるとか、空気弁というものを必ずつけますので、その空気弁のところが

上部の空気弁を取り外しまして、新しく空気弁の機能を持った消火栓、空気弁つきの

消火栓を設置して、今は空気弁というような表示になっていますので、ふたも一緒に

そのときに新しい消火栓というような形のふたに取りけるものでございます。

場所については、古里でございます。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより議案第48号 平成28年度嵐山町水道事業会計補正予算（第１号）議定につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕
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〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎休会の議決

〇大野敏行議長 お諮りいたします。

議事の都合により、９月23日、26日、27日、28日、29日、30日、10月３日及び４日

を休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、９月23日、26日、27日、28日、29日、30日、10月３日及び４日は休会する

ことに決しました。

◎散会の宣告

〇大野敏行議長 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれにて散会いたします。

ご苦労さまでした。

（午後 ６時４７分）
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平成２８年第３回嵐山町議会定例会

議 事 日 程 （第６号）

１０月５日（水）午前１０時開議

日程第 １ 認定第 １号 平成２７年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について

日程第 ２ 認定第 ２号 平成２７年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認

定について

日程第 ３ 認定第 ３号 平成２７年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

認定について

日程第 ４ 認定第 ４号 平成２７年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついて

日程第 ５ 認定第 ５号 平成２７年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定

について

日程第 ６ 認定第 ６号 平成２７年度嵐山町水道事業会計決算認定について

日程第 ７ 議案第４９号 平成２７年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分

について

日程第 ８ 議員派遣の件について

日程第 ９ 閉会中の継続調査の申し出について

追加

日程第１０ 発議第１０号 ８０００ベクレル／ｋｇ以下の汚染土を全国の公共工事で

利用する方針の見直しを求める意見書の提出について

日程第１１ 発議第１１号 最低賃金の引き上げを求める意見書の提出について

日程第１２ 発議第１２号 環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）の法規制を求める

意見書の提出について

日程第１３ 発議第１３号 嵐山町若者意向調査検討特別委員会を設置することについ

て

日程第１４ 発議第１４号 嵐山町廃棄物処理のあり方検討特別委員会を設置すること

について

日程第１５ 発議第１５号 埼玉中部資源循環組合を脱退する決議について

日程第１６ 発議第１６号 年金積立金の株式投資比率を元に戻すことを求める意見書
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について

日程第１７ 発議第１７号 南スーダンへの自衛隊ＰＫＯ派兵に「駆け付け警護」など

の新任務に反対する意見書について

日程第１８ 発議第１８号 東村高江へのヘリパッド建設に反対する意見書について

日程第１９ 発議第１９号 次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直

しに関する意見書について
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〇出席議員（１４名）

１番 本 秀 二 議員 ２番 森 一 人 議員

３番 佐久間 孝 光 議員 ４番 長 島 邦 夫 議員

５番 青 柳 賢 治 議員 ６番 畠 山 美 幸 議員

７番 吉 場 道 雄 議員 ８番 河 井 勝 久 議員

９番 川 口 浩 史 議員 １０番 清 水 正 之 議員

１１番 松 本 美 子 議員 １２番 安 藤 欣 男 議員

１３番 渋 谷 登美子 議員 １４番 大 野 敏 行 議員

〇欠席議員（なし）

〇本会議に出席した事務局職員

事 務 局 長 村 田 泰 夫

書 記 新 井 浩 二

〇説明のための出席者

岩 澤 勝 町 長

安 藤 實 副 町 長

中 嶋 秀 雄 総 務 課 長

青 木 務 地域支援課長

山 岸 堅 護 税 務 課 長

村 田 朗 町 民 課 長

石 井 彰 健康いきいき課長

山 下 次 男 長寿生きがい課長

村 上 伸 二 文化スポーツ課長

植 木 弘 環境農政課長

山 下 隆 志 企業支援課長

菅 原 浩 行 まちづくり整備課長

深 澤 清 之 上下水道課長

金 井 敏 明 会計管理者兼会計課長
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小 久 保 錦 一 教 育 長

藤 永 政 昭 教育委員会こども課長

農業委員会事務局長植 木 弘 環境農政課長兼務



- 471 -

◎開議の宣告

〇大野敏行議長 皆さん、おはようございます。

第３回定例会にご参集いただきまして、大変ご苦労さまでございます。

ただいまの出席議員は全員であります。よって、平成28年第３回嵐山町議会定例会

第23日は成立いたしました。

直ちに本日の会議を開きます。

これより議事に入ります。

（午前 ９時５８分）

◎諸般の報告

〇大野敏行議長 ここで報告をいたします。

本日の議事日程は、お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

次に、本定例会初日に決算審査特別委員会に付託し、審査願っておりました認定第

１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件、認定第２号 平成

27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についての件、認定第３号 平

成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての件､認定第４号

平成27年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件、認定第５号 平

成27年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての件、認定第６号 平

成27年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件及び議案第49号 平成27年度嵐山

町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件、以上決算認定６件並びに議案

第49号の審査報告書が提出されました。お手元に配付しておきましたので、ご了承願

います。

次に、議員提出議案が提出されましたので報告いたします。発議第10号 8000ベク

レル／ｋｇ以下の汚染土を全国の公共工事で利用する方針の見直しを求める意見書の

提出について、発議第11号 最低賃金の引き上げを求める意見書の提出について、発

議第12号 環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）の法規制を求める意見書の提出に

ついて、発議第13号 嵐山町若者意向調査検討特別委員会を設置することについて、

発議第14号 嵐山町廃棄物処理のあり方検討特別委員会を設置することについて、発

議第15号 埼玉中部資源循環組合を脱退する決議について、発議第16号 年金積立金
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の株式投資比率を元に戻すことを求める意見書について、発議第17号 南スーダンへ

の自衛隊ＰＫＯ派兵に「駆け付け警護」などの新任務に反対する意見書について、発

議第18号 東村高江へのヘリパッド建設に反対する意見書について及び発議第19号

次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書について、

以上の10件であります。お手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

なお、議員提出議案10件につきましては、後刻、日程の追加の件をお諮りいたしま

して審議する予定でありますので、ご了承願います。

最後に、９月13日の会議の文教厚生常任委員会の報告について、協議結果が本職宛

てに提出されました。その写しをお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。

以上で報告を終わります。

それでは、直ちに本日の会議を開きます。

◎認定第１号の委員長報告、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第１、認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定

のついての件を議題といたします。

本件につきましては、さきに決算審査特別委員会に付託してありましたので、委員

長より審査経過及び結果の報告を求めます。

畠山決算審査特別委員長。

〔畠山美幸決算審査特別委員長議員登壇〕

〇畠山美幸予算特別委員長 それでは、資料に基づいて報告をいたします。

平成28年10月５日、嵐山町議会議長、大野敏行様。決算審査特別委員長、畠山美幸。

委員会審査報告書。

本委員会に付託の事件を審査の結果、下記のとおり決定したので、会議規則第77条

の規定により報告します。

記

事件の番号、件名、審査の結果。

認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について。認定すべきも

の。

決算審査特別委員会報告書。

平成28年10月５日。決算審査特別委員長、畠山美幸。
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１、付託議案名。

認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定について。

２、審査経過及び結果について。

９月13日開会の本町議会第３回定例会において、本決算審査特別委員会に付託を受

けました認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を９

月23日、９月27日、９月28日及び９月30日の４日間にわたり審査しました。

（１）９月23日の委員会について。

12名の委員及び委員外として議長、関係する執行部説明員の出席のもとに、「平成

27年度決算事業現地調査」を行いました。

初めに、鎌形・遠山地内の川のまるごと再生事業整備工事の谷川橋下流遊歩道整備

について、次に、町道１―17道路改築工事について、現地において、菅原まちづくり

整備課長、担当副課長より説明を受け、調査しました。

次に、千手堂・菅谷地内配水管布設替え工事について、現地において、深澤上下水

道課長、担当副課長より説明を受け、調査しました。

次に、武蔵嵐山駅東西連絡通路内部工事について、菅原まちづくり整備課長、担当

副課長より説明を受け、ラッピング工事、デジタルサイネージ等の現地確認をしまし

た。

最後に、玉ノ岡中学校太陽光システム設置工事について、藤永こども課長、担当副

課長より説明を受け、現地設備を確認し、全ての調査を終了しました。

（２）９月27日の委員会について。

委員12名及び委員外として議長、関係する執行部説明員、監査委員の出席のもとに、

課局ごとに歳出を基本に歳入も含め審査することとし、議会事務局、税務課、総務課、

会計課、地域支援課、町民課及び文化スポーツ課の順で質疑を行いました。

主な質疑とその答弁は次のとおりでした。

税務課では、町民税個人に関し、収入未済額が1,164万4,000円あるが、本来は全て

収入済額になるべきものである。納税状況と町の徴収努力はとの質疑に対し、町民税

個人での滞納者は499人で、固定資産税では225人となっている。徴収率98.6％で、去

年より0.3％ふえている。徴収区分で見ると、給与特徴が99.98％、年金特徴が100％、

普通徴収では93.1％という状況である。普通徴収滞納者には、法律で定められた督促

状以外に催告書の回数をふやすとともに、催告書の色を変えたり、文言を変えたりし
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て、徴収額、率の向上に努力しているという答弁がありました。

コンビニの件数はとの質疑に対し、コンビニ１万4,691件、割合は口座45.1％、コ

ンビニ22.9％、窓口払い32.1％という答弁でした。

ふるさと納税町外への納税者と金額はとの質疑に、264件（119人）、863万291円と

いう答弁でした。

確定申告をしていない方の人数と対応との質疑に対し、200名程度の未申告者がい

て通知している。未申告者は、固定化されている傾向があるという答弁でした。

総務課、会計課では、提案型団体補助事業、嵐山町介護フェア実行委員はどのよう

な内容かの質疑に対し、介護８事業所と会員がふれあい交流センターにおいて、介護

用具の展示や体験、介護用具の紹介などを行ったという答弁でした。

臨時、非常勤職員管理業務費が、平成26年度、平成25年度に比較して非常に増額に

なっているが、その理由はとの質疑に対し、臨時、非常勤職員は、平成26年度が59人

で、平成27年度には70人にふえている。また、平成27年度から通勤手当分が支給され

るようになり、金額が増額している。

なお、臨時、非常勤職員が増員になっているのは、毎年臨時、非常勤職員にお願い

している業務のほか、学習生活指導支援員、さわやか相談員等のように資格、経験が

必要な業務をお願いすることも出てきているとの答弁であり、さらに正規職員のでき

る業務と臨時、非常勤職員ができる業務は限られているが、業務を進める上での支障

はないかとの質疑には、支障が出ていないとの答弁でした。

七郷簡易郵便局嘱託員報酬が当初予算より50万円減額になっている。現在は３人体

制だが、以前は４人体制で、常時２人勤務であった。減額は、体制的な理由なのかと

の質疑に対し、当初予算は４人体制で組んでいたが、４人体制を組めず、３人体制の

常時２人勤務となったとの答弁であり、さらに１人勤務になることはないのか、安全

上の配慮はとの質疑に対し、月に１～２回は１人勤務もあった、今後は４人体制で２

人勤務を目指し、嘱託員を採用したいとの答弁でした。

地域支援課では、子育て世帯と転入奨励金についての質疑に対し、15世帯44名（大

人が29名、子供15名）の方が転入、うち２世帯が県外から転入したという答弁でした。

当初埼玉県町村情報システム共同化事業を進めることによって、約800万円から

1,000万円の経費が節約になるとの説明を受けていたが、かえって経費が膨らんでい

るように思える。特に住基ネットワークとの関係、マイナンバーの関係など、本当に
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節約されていくのかとの質疑に対し、理論的には18町村全体で削減効果が44％とされ

ており、改修費については15％割引の取り決めもなされている。実際のところ、マイ

ナンバー、介護、国保、保育、選挙名簿等の改修作業はかなりの額になり、費用対効

果はあるとの答弁でした。

町民課では、後期高齢者医療保険事業として、健康診査業務委託や人間ドックも行

われているが、後期高齢者医療ではなく町の事業としてやっていくことの意味と予防

事業の効果はとの質疑に対し、国民健康保険の特定健診の位置づけで行っている。人

間ドックについての予算は、埼玉県後期高齢者医療広域連合会から特別調整交付金と

いうことで負担していただいている。業務自体は健康いきいき課の担当で、町民課は

予算の支出を行っているとの答弁でした。

文化スポーツ課では、指定文化財保護管理業務として、樹木診断委託料が計上され

ている。樹木、仏像、獅子舞等の無形、有形指定文化財の消滅状況はとの質疑に対し、

手白神社の大杉のうち１本が空洞化率50％と診断され、伐採された。指定文化財の仏

像盗難等もない。無形文化財では、越畑の獅子舞が少子化や指導者の高齢化で近年休

止状態であるとの答弁でした。

鎌形野球場の使用料が増額になっているがという質疑に対し、25件利用件数が伸び

た。町内利用者だけでなく、町外、遠くは都内からも利用されているとの答弁があり

ました。

（３）９月28日の委員会について。

委員12名及び委員外として議長、関係する執行部説明員、監査委員の出席のもとに

開会いたしました。健康いきいき課から始め、長寿生きがい課、環境農政課、上下水

道課、企業支援課、まちづくり整備課及びこども課の順で質疑を行いました。主な質

疑と答弁は次のとおりでした。

健康いきいき課では、地域密着型結婚相談事業の事業実態はとの質疑に対し、この

事業は、毎月第４日曜日の午前９時半から午後零時までの結婚相談を開設しているも

ので、相談員のエンジェルサポーターには男女各３人の計６人にお願いし、２人体制

で相談業務に当たっている。平成27年度は男性10人、女性３人に結婚相談登録をして

もらい、３組のお見合いをしていただいたが、結婚には至らなかった。本年度８月１

日現在では結婚相談登録男性16人、女性５人と、前年度よりふえているとの答弁でし

た。
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埼玉県健康長寿埼玉モデル普及促進事業で、県から500万円の補助を受けて実施さ

れた「健康長寿を延ばそう！！プロジェクト」の成果はとの質疑に対し、146人の参

加をいただいて実施したものであるが、体組成計数値を見ると、筋肉量の増加、腹囲

の減少が見られ、血液検査では中性脂肪の減少が見られた。また、対象者である国民

健康保険加入者の医療費を見ると、昨年８月から12月までの１人当たりの医療費総額

は参加者と対照群での比較したところ、月当たり476円の抑制があった。参加者から

は「血圧の薬を飲まなくなった」、「整骨院への通院の回数が減った」との声も聞かれ、

効果が認められた。現在も143人の方が継続しているとの答弁でした。

長寿生きがい課では、在宅高齢者等日常生活支援業務の緊急通報システムについて、

利用者の人数と効果的事例はあるのかとの質疑に対し、登録者数は73件で通報件数は

20件、うち１件は誤報であった。事例の詳細は把握していないが、救急搬送事例が１

件あるとの答弁でした。

おたすけサービスの効果と使い勝手についての質疑に対して、平成24年度から26年

度までは県の補助事業でしたが、平成27年度は町単独事業として継続している。利用

者は106人から134人、協力会員は48人から57人にふえ、65歳以上の生活支援の必要な

方などが訪問介護の部分と併用して利用されているとの答弁でした。

環境農政課、上下水道課では、水質等調査事業で166万3,200円の委託料だが、この

調査に水質調査のほか、魚類調査も含まれている。魚類調査目的、効果はとの質疑に

対し、郡内の各市町村で年４回水質調査をしているが、魚類調査も年１回、重要種、

移入種、外来種に区分して生息状況の調査を実施している。目的は、河川環境の参考

にしているとの答弁でした。

都市下水路管理事業の新田沼都市下水路水質検査が６カ所８検体の委託になってい

る。去年の説明では、高い数値の大腸菌が検出され、12カ所で水質検査を実施すると

聞いていたが、６カ所で大丈夫なのかとの質疑に対し、平成26年度は10カ所12検体で

行ったもので、平成27年度は６カ所８検体で行った。検査箇所が減ったのは、広範囲

の調査結果で範囲が狭まったものであるとの答弁でした。

企業支援課では、特産品開発支援事業の特産品はできたのかという質疑に対し、嵐

山町特産品検討委員会から申請があり、嵐山産小麦「さとのそら」使用による嵐丸く

んをモチーフにした焼き菓子をつくるという答弁でした。

地域限定プレミアム商品券は、不平不満が多くあったため、今後はなるべく公平な
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方法で販売を考える。大型店舗、商店の割合と経済効果という質疑に対し、大型店舗

7,004万5,000円（54.3％）、その他5,890万円（45.7％）で、新規消費押し上げ効果額

4,752万3,000円という答弁でした。

まちづくり整備課では、二酸化炭素排出抑制対策事業補助金と嵐山町ＬＥＤ照明灯

導入調査業務委託との関係、嵐山町ＬＥＤ照明灯賃借料の年間料金についてという質

疑に対し、補助金は補助率10分の10で、導入調査費業務に対するもの、ＬＥＤ照明灯

賃借料は年に62万4,640円、10年間のリースという答弁でした。

武蔵嵐山駅東西連絡通路にかかった費用のうち、ラッピング、内装、防犯カメラ工

事の費用はとの質疑に対し、諸経費を除いた費用として、ラッピングに500万円、内

装工事に500万円、電気工事750万円、防犯カメラに300万円の計2,050万円との答弁で

した。

こども課では、保育園待機児童数と待機児童がいた場合の追跡調査はしているかと

いう質疑に対して、待機児童は21名で追跡調査はしていない。対策としては、東昌保

育園の一時預かりや職場の保育室、ファミリーサポートなどの利用があるとの答弁で

した。

ファミリーサポート利用の実態についての質疑に対して、登園前の預かりでそのま

ま保育所へ送るが１件、園へのお迎えとそのままファミリーサポート員宅で預かるが

219件、保育所入所前援助が27件、臨時的就労（パートやアルバイト）で利用が２件、

保護者の病気や休養での利用が３件の合計472件、ファミリーサポート会員は37名、

利用会員は136名と多い人数であるが、ふだん利用している方は10人前後という答弁

でした。

（４）９月30日の委員会について。

委員12名及び委員外として議長、関係する執行部説明員、監査委員の出席のもとに

開会しました。

既に全課局に関する質疑が終了しましたので、歳入歳出を含めた総括的な質疑を行

いました。総括質疑には渋谷登美子委員、川口浩史委員、青柳賢治委員、長島邦夫委

員、清水正之委員の５人から届け出があり、順次総括質疑を行いました。質疑、答弁

の概要は次のとおりでありました。

平成27年度の保育園、町立、私立幼稚園への入園状況（子育て広場を含む）から見

えてくる嵐山町の就学前の子供への政策についての見解はとの質疑に対し、平成27年



- 478 -

度保育園入園状況は、東昌保育園が60人定員のところ61人で充足率102％、東昌第２

が60人定員のところ70人で117％、若草が71人定員のところ83人で117％、しらこばと

が45人定員のところ41人で91％、町外保育園（小川町、滑川町、ときがわ町、鳩山町、

深谷市）は26人です。保育園町内外合わせて281人で充足率119％でした。町立幼稚園

は100名定員のところ92名、嵐丸ひろばは好評で問題はなく、15人から30名程度、レ

ピは月４回、北部交流センターは月２回、こちらも30人（家庭）前後参加、待機児童

の21名については課題です。３歳児保育について、昭和46年４月に東昌会館を借りて

５歳児保育が始まり、現在のシルバーセンターの場所で昭和49年４月に35人定員にな

った。平成４年に２年保育になり、４、５歳児定員70名を平成19年まで続け、平成20年

に100名定員になり、現在に至っている。現状維持をしたい。私立幼稚園に３年保育

で行っている児童は25名、保育園児は２人という答弁でした。

北部地域の交通対策についての質疑に対し、不満のある方の主な要因は買い物、通

院で、目的とする施設が遠いことであり、全体の傾向としては、不満はあるもののゆ

っくりと進行している状況にあります。町では、交通弱者対策として平成27年度は

800万円財源を投じて対策し、今後も必要と思っています。今後は、アンケート結果

を受けて北部地域のみを考えるのではなく、嵐山町内全域を見て検討すべきと思って

いるという答弁でした。

平成27年10月からこども医療費の窓口払いが廃止になり、こども医療費給付金が増

額している状況の中で、各種子育て支援対策が充実できているのかとの質疑に対して、

嵐山町では医療費が1.2倍になっている。どれだけの医療費を使っているか意識して

ほしい。しかし、そのような中でも代替事業の小中学校の学年費を半額とはいえ補助、

予防接種の無料化、保育料の減額などを行っている。昨年度開設した子育てステーシ

ョン嵐丸ひろばの利用状況もよく充実できたと考えているとの答弁でした。

また、こども医療費窓口払いを廃止したことにより、こども医療給付金が約650万

円増額している中、子供の貧困のための学年費は一律でいいのか。所得制限つきで考

える等、何らかの方法により貧困な子供への対策が打てるのではないかとの質疑に対

し、確かにばらまき的一面がある。裕福な家庭と学年費を必要とする家庭をしっかり

見る必要がある。学年費を特別必要とする人に対してはしっかり届くような形ができ

ればいいが、どこまでできるか考えていきたいとの答弁でした。

小千代山は、整備事業によりよみがえったが、周囲の民有地では担い手も高齢化し、
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生活に直結した需要もないことから、町の積極的なアプローチがないと荒廃が進む一

方だと思う、町の考えはとの質疑に対し、小千代山の里山平地林再生事業には、里山

の景観保全、ＣＯ２の削減、水源の保全と公益的な機能の維持効果を狙いとしている

ものである。里山平地林再生事業は、昨年まで県の事業としてやってきたが、今年度

は1,500万円の県補助金により町が事業主体となる。大平山山頂周辺、竹やササに侵

食された場所、道路に樹木がせり出して交通に支障がある場所等、公益性の高い場所

を優先的に計画しているとの答弁でした。

また、川のまるごと再生事業により伐採、植栽が行われ、荒廃が進んでいた地域の

景観もよくなり、観光価値が高まったと思っているが、この事業の狙いはとの質疑に

対し、町を代表する景勝地であり、町名のルーツである武蔵 嵐 山、嵐山渓谷の原風
む さしあらしやま

景を復活させ、観光振興を通じて町の活性化を図るとともに、水源保全の集水の観点

から、里山地が持つ公益的な機能を含んだ現代の里山としての活用を目的としている

との答弁でした。

不用額が約２億4,580万円となり、予算執行率94.7％と昨年より１ポイント減って

いる。予算執行されていない部分も見受けられ、執行率95％を割るのは問題だ。当初

予算では、住民の要望や課ごとの厳しい査定を経て予算が組まれていると思うが、こ

の不用額や予算未執行に対する町の考えはとの質疑に対し、ご指摘の点については監

査委員からもいただいている。毎年限られた財源の中で厳しい予算編成を行い、区長

さんを通じて出てきた住民要望も財源の関係で予算が組めず、実現できない事業もあ

る。そうした中で、指摘の点について反省しなければならない面もあると感じている。

最少の経費で最大の効果との観点からは、予定どおり執行ができて不用額が出た事業

も多くあると思うが、未執行は恥ずかしい話だと考えている。しっかり検証し、新年

度予算編成に真剣に取り組んでいきたいとの答弁でした。

（５）審査結果について。

総括質疑終了後、討論はなく、本案を採決し、「賛成多数」により「認定すべきも

の」と決しました。

以上、認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件の審

査経過及び結果について、報告を終わります。

〇大野敏行議長 委員長報告が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕
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〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。ご苦労さまでした。

討論を行います。

討論につきましては、届け出をいただいております。

まず、反対討論から行います。

第９番、川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 私は、日本共産党を代表して、2015年度一般会計決算に反対

の討論をいたします。

2015年は、戦後70年の節目の年でした。70年前を記憶する人も少なくなり、過ぎ去

った過去ですが、政治に携わる者は70年前の歴史から未来への知恵を学ばなければな

りません。しかし、安倍首相は事もあろうに戦前の考えそのままに軍事をもって世界

に出ていこうというのです。それが、昨年９月成立した安保関連法です。この法律を

もとに南スーダンに駆けつけ警護を目的にした自衛隊を送る計画をしています。そし

て、犠牲者が出ればこの死を無駄にするなと自衛隊員と国民を鼓舞する、そんなシナ

リオができていることでしょう。戦後70年目が戦前回帰の年になりましたが、しかし

国民は先々、これを許さないことを確信します。

また、安倍首相は総合戦略を全国の自治体でつくらせ、人口減を食いとめることを

競わせていますが、そもそも国は、なぜ少子化がどういう理由で始まったのかなどの

検証をしていないため、根本的な解決ができません。総合戦略をつくるために委託費

がほぼ1,000万円です。これが全国の自治体でつくられたわけですから、請け負った

委託会社が潤っただけの無駄な事業と言えます。

さて、2015年度の嵐山町はこども医療費の窓口払いを廃止したり、道路照明灯をＬ

ＥＤにし、かつ新設したことなど評価できるものがありますが、しかし次の点につい

ては改善が求められます。

第１に、埼玉中部資源循環組合についてです。埼玉中部資源循環組合が焼却場を建

設しようとしているところは、30年前、裁判所の和解によって焼却場の新設または増

設ができないところです。そこに建設しようというのです。理由は、裁判所の和解を

結んだのは埼玉中部環境保全組合とであって、今度は別の組合だから和解を守る必要

がないということです。こんな理由を堂々と地方公共団体の一つである一部事務組合

の管理者が言うのですから、住民を見下した不遜な態度そのものです。こういう姿勢
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を改め、建設場所の変更を求めます。

次に、不用額と予算未執行についてです。一般的に、不用額は最少の経費で最大の

効果を上げた結果であれば、多く余ることはよいことです。しかし、住民要望があれ

ば、余った予算は住民要望に使い、福祉の増進につなげるべきです。そういう点で、

区長要望に半分強しか応えていないのに、一昨年より多く余らせてしまいました。ま

た、多く余らせたもう一つの理由が事業の未執行にあります。事業ができない判断を

早目にすれば、住民要望に応えることができます。改善を望みます。

次に、総合教育会議についてです。この総合教育会議は町長が出席できるものです。

戦前、教育は国家主義教育でした。これは政治家の都合のもとに教育が行われていま

した。その効果は大きく、太平洋戦争に多くの国民が突き進んでいったのもこの教育

の結果です。戦後は、この重い教訓から教育委員会について、政治の影響が及ばない

ように教育委員会を独立してつくりました。当時の森戸辰男文部大臣は、中央集権で

なく地方分権に、民意の反映に、さらに一般行政からの独立、これが首長からの独立

であります。これを掲げて教育委員会は発足したわけです。

しかし、安倍政権はこうした政治の影響が及ばないようにしたことを学ばずに、教

育に政治が介入できるシステムへと変えたのが総合教育会議です。過去から学ばなけ

れば、過去の誤りを繰り返す危険を冒しています。私は、現況の教育委員会に課題が

ないなどとは考えていません。国、県からと続く上意下達の組織体制からの隠蔽体質

が定着しているという問題があると考えています。ここの改善が必要であって、教育

に政治が介入することになる、町長が教育委員会に出席することではないことを改め

て申し上げます。

次に、こども医療費の窓口払いを廃止したかわりに、学年費を小学生5,000円に、

中学生１万円にそれぞれ半減したことです。格差社会の中で貧困が大きく広がってお

り、学校で学ぶ子供たちが影響を受けています。厳しい財政状況は考慮しますが、貧

困の中で学ぶ意欲を失わせることのないよう従前と同額での支給を求めます。

最後に、同和事業についてです。解放同盟への補助金が当初から見ると削減されて

いることは評価しますが、しかし、特権扱いになっていて、依然高額の補助金になっ

ています。さらなる削減を求めます。

以上の点が改善されることを願って、反対討論を終わります。

〇大野敏行議長 次に、賛成討論を行います。
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第２番、森一人議員。

〔２番 森 一人議員登壇〕

〇２番（森 一人議員） 議席番号２番、森一人です。平成27年度嵐山町一般会計決算

に対しまして賛成討論を行います。

現状、地方創生という東京一極集中の是正、若者の就労、結婚、子育ての希望の実

現を目指し、各地方、自治体が待ったなしの知恵比べと競争が始まっております。嵐

山町においても、地域の特徴を生かした自立的で持続的な魅力あふれるまちづくりを

期待いたすところでございます。

さて、平成27年度の予算の執行状況は施政方針で町長が示されたとおりにさまざま

な事業を実施しているものでありました。

賛成する主なものとして、まず、現地調査を行った玉ノ岡中学校太陽光発電システ

ム設置工事と北部交流センター太陽光発電設備等設置工事であります。どちらの太陽

光発電設備も蓄電システムを装備してあり、災害時の避難所として活用できるように

考えられております。安心安全なまちづくりをより一層確実にさせたものであります。

次に、こども医療費窓口払い廃止であります。古いことわざに「君子は豹変する」

というものがございます。現在では悪い意味で使われることが多くなっておりますが、

本来の意味は、国を治める者が社会状況の変化等によって考えを変えるものだという

たとえで、賢者は考えを変えるが、愚者は決して変えないということです。岩澤町長

は、今後の少子社会と子供の貧困という課題に対応すべく、窓口払い廃止に踏み切り

ました。それに重ねて各種代替事業も継続していただいたことは、大変評価させてい

ただくものであります。

次に、川のまるごと再生事業です。27年度はもみじ等の植栽、冠水橋整備や谷川橋

左岸下流整備を行いました。昭和30年ごろの嵐山渓谷に近づけ、嵐山町を代表する景

勝地をさらに磨きをかけていき、今後の観光振興に大いに期待できるものであり、町

名の由来を再認識し、武蔵嵐山の再生とその魅力を後世に伝える事業であります。

また、がらりと印象が変わり明るくなった武蔵嵐山駅の東西連絡通路内部工事です。

関係者のお話では苦情が減り、目を引くデジタルサイネージは駅利用者に好印象であ

るということです。嵐山町にとって大変よい効果がある、評価させていただく事業で

す。

次に、リース方式による1,698基の道路照明灯のＬＥＤ化です。町民からも地域が
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大変明るくなったと聞いております。大きな意味においてもＣＯ２の削減にも貢献し、

地球温暖化防止にも大きな役割を果たしていく事業であると思います。

最後に、地域子育て支援拠点運営事業です。保護者に手を引かれながら嵐丸ひろば

に向かう子供たちをよく見かけます。大変ほほ笑ましい光景であり、利用状況におい

ても、245日の運営で１万838人が利用されているということです。ただ、関連して整

備された駅西公園においては余り利用されている方を見かけず、雑草が生い茂ってい

るときもあり、附属施設としての今後の改善が必要と思われます。

以上、決算審査特別委員会で決したとおり、平成27年度嵐山町一般会計決算認定に

賛成をいたします。

〇大野敏行議長 次に、反対討論を行います。

第13番、渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 渋谷登美子です。反対討論いたします。

まず、課題を３点指摘します。１つは、国の政策に町が翻弄させられることです。

このことは、自公政権の政策の大きな課題でもありますが、国の統治のあり方の課題

を自治体として異議申し立てをするのは大変難しいことですが、地方政治のリーダー

として求められるべき姿です。マイナンバー制度にせよ、地方創生にせよ、地方分権

ではなく強固な中央集権政治の縛りが強く、予算執行、職員の動き方を見ていても国

の政策に翻弄されています。このことで自治基本条例の制定も諦めました。これは、

とても残念なことです。

２点目、国自体が教育費に経費をかけず、先進諸国の中でも日本は公費の教育費よ

りも親負担の私費の教育費のほうが大き過ぎます。私費の負担が3.5％であって、公

費が1.5％という現状はとても厳しいものです。本来義務教育費は無償でなければな

らないのに、親負担が大きく、少子化の原因の一つです。こども医療費の無料化はも

ちろん評価できるわけですが、遅過ぎました。しかもこども医療費の窓口払いを続け

ることによって、子育て支援や学校教育の一部の金額、教材費を補助するという代替

事業の考え方、医療費と教育費を混同していて、とても難しい問題だと思います。学

年費補助は、嵐山町は他の自治体と比較すると先進的事業を進めていたわけですが、

半額にしてしまったことはとても残念なことです。

３点目、埼玉中部資源循環組合加入で嵐山町のごみ処理を進めることです。ごみは
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自区内処理が基本です。それを四半世紀前、25年前の報告書に基づいて、小川地区衛

生組合管内でごみ処理ができないと判断するのは無策過ぎます。10年後、30年後の嵐

山町財政にとって、人口は減少するわけですから、大きな負担になります。直ちに政

策の変更が必要です。

全体的に評価すべき点も多いのですが、現在の嵐山町の必要性を考えた政策という

よりも、国の政策に便乗する政策にせざるを得ないところが歯がゆく残念です。また、

女性の視点が欠落していて、若い女性が少なくなる自治体という国からの警告もあっ

て、ようやく子育て政策が進んでいったというのも、子育てをしている人の必要性を

的確に捉えているかというと、そうではなく、初めに町長に自説ありで、町民の要望

に寄り添って政策をつくったというものではなく、とても残念です。

以上、反対討論とします。

〇大野敏行議長 次に、賛成討論を行います。

第４番、長島邦夫議員。

〔４番 長島邦夫議員登壇〕

〇４番（長島邦夫議員） おはようございます。指名を受けました長島邦夫でございま

す。私は、認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計決算について、賛成の立場で政友

会より討論をいたします。

現在の我が国経済は、デフレ脱却からの兆しはあるとはいえ、中国経済の低迷、米

国の金融政策動向、円高の影響など非常に厳しい状況が続いており、国、地方財政に

おいても依然として厳しい財政状況にあるというふうに思っております。

嵐山町監査委員からの決算審査報告書も、意見書にもあるように、平成27年度の我

が国経済は、政府の大胆な金融政策の実施等で、企業収益や雇用情勢の改善が見られ

るものの、日銀のマイナス金利導入の影響や中国をはじめとする新興国経済の減速で、

株価の低迷、円高により輸出が伸び悩み、個人消費、民間投資の回復にもおくれが見

られるような状況でしたとあります。実感として、多くの方が同じような考えを持っ

ているのではないかなというふうに思います。当然、国の状況がこのようであれば、

嵐山町財政にも影響があり、平成27年度歳入決算は65億6,600万円、予算対比97.5％、

前年度に比較をし交付税はプラスになりましたが、町の税収はマイナスで、約１億

4,000万円のマイナスとなっております。

このような中においても、町の活性化、住民福祉の向上、人口減対策などにも取り
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組まれ、多くの事業に成果が出たというふうに思っております。

まず、評価する部分を申し上げますが、初めに、乳児、幼児、児童、生徒に対する

支援事業でございます。さまざまな給付事業、遊び場の充実、携わる事業所への支援、

子供たちは地域の宝と、現在の町の子育て家庭支援、子育てに理解ある行政運営の姿

だというふうに理解をしております。

次に、県とのコラボした川のまるごと再生事業があります。川に沿った荒廃した山

林を伐採、もみじ等の植栽は山林の治水にも大きく寄与し、今後町の観光の推進及び

観光客の安心安全、利便性に貢献するものと大きく評価をするものであります。

次に、住民の健康維持に寄与するものとして、埼玉県健康長寿埼玉モデル促進事業

が挙げられます。県とのコラボで、ふえ続ける医療費の抑制を主に、嵐山町独自の「健

康寿命を延ばそう！！プロジェクト」を立ち上げました。歩く、鍛える、食べるの組

み合わせで生き生きとした暮らしを目指すものであり、全く賛同しており、よき事業

だというふうに思っております。ですけれども、継続的に住民の健康管理の意識が定

着するよう、さらなるサポートをお願いしたいというふうに思っております。成果を

期待をしております。

次に、駅東西連絡通路の改修工事が挙げられます。町への来訪者を温かく迎える町

イメージにつながるものであり、評価をしております。

次に、町農業の今後に欠かすことのできない事業として耕作放棄地対策がございま

す。担い手の高齢化及び収益性の面から耕作放棄地は徐々に拡大をしており、対策と

して中間管理事業は埼玉県が大きくかかわる事業でありますが、かかわる方への町の

指導、サポートは事業成果に大きく左右するものであり、欠かせないところであると

いうふうに思っております。

まだまだ評価をしたいところがありますが、残念ながら総括質疑でも行った交通弱

者対策調査では、結果が出たにもかかわらず改善の展開がまだ見えません。人口減対

策にもつながるこの対策対応は町民の大きく期待をするところであり、住みやすい嵐

山町への早目の構築を期待するところであります。

結びに、国財政も考えるとき、交付税の増大は考えづらく、企業の導入、人口増か

らの自主財源の確保が大きなテーマになると思われます。また、人口減が進めば、さ

らに寂しい町が進行するわけで、コミュニティーの拡大、住民のボランティアによる

町の活性化、住民ができる分は住民が担う協働のまちづくりを強力に進めるなど、自
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主財源の確保とあわせて行政推進をお願いし、賛成討論といたします。ご賛同をよろ

しくお願いいたします。

〇大野敏行議長 以上で討論を終結いたします。

これより認定第１号 平成27年度嵐山町一般会計歳入歳出決算認定についての件を

採決いたします。

委員長報告は認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔起立多数〕

〇大野敏行議長 起立多数。

よって、本案は認定されました。

◎認定第２号～認定第６号、議案第４９号の委員長報告、質疑、

討論、採決

〇大野敏行議長 日程第２、認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定についての件、日程第３、認定第３号 平成27年度嵐山町後期高齢者医

療特別会計歳入歳出決算認定についての件、日程第４、認定第４号 平成27年度嵐山

町介護保険特別会計歳入歳出決算認定についての件、日程第５、認定第５号 平成27年

度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定についての件､日程第６､認定第６号

平成27年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件及び日程第７、議案第49号 平

成27年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分についての件、以上決算認定５

件並びに議案第49号を一括議題といたします。

決算認定５件並びに議案第49号につきましては、さきに決算審査特別委員会に付託

してありましたので、委員長より審査経過及び結果の報告を求めます。

畠山決算審査特別委員長。

〔畠山美幸決算審査特別委員長登壇〕

〇畠山美幸決算審査特別委員長 それでは報告いたします。

平成28年10月５日、嵐山町議会議長、大野敏行様。決算審査特別委員長、畠山美幸。

委員会審査報告書。

本委員会に付託の事件を審査の結果、下記のとおり決定したので会議規則第77条の

規定により報告いたします。



- 487 -

記

事件の番号、件名、審査の結果。

認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。

認定すべきもの。

認定第３号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て。認定すべきもの。

認定第４号 平成27年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。認定

すべきもの。

認定第５号 平成27年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。認

定すべきもの。

認定第６号 平成27年度嵐山町水道事業会計決算認定について、認定すべきもの。

議案第49号 平成27年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。可

決すべきもの。

決算審査特別委員会報告書。

平成28年10月５日、決算審査特別委員長、畠山美幸。

１、付託議案名。

認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第３号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て。

認定第４号 平成27年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第５号 平成27年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について。

認定第６号 平成27年度嵐山水道事業会計歳入歳出決算認定について。

議案第49号 平成27年度嵐山水道事業会計未処分利益剰余金の処分について。

２、審査経過及び結果について。

９月13日開会の本町議会第３回定例会において、本決算審査特別委員会に付託を受

けました上記決算認定５件及び議案第49号について、10月３日の特別委員会で、12人

の全委員及び委員外として議長、関係する執行部説明員、監査委員の出席のもとに審

査をいたしました。

最初に、認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算につい

ての件から審査することとし、審査は歳入歳出一括して質疑を行いました。
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主な質疑と答弁は次のとおりでした。

平成27年度は、平成26年度に比べて被保険者の人数が減っているのに医療費が上が

っている理由はとの質疑に対し、こちら表であらわしましたけれども、１人当たり就

学前、７歳から64歳まで、65歳から70歳まで、70歳以上、平成27年度医療費は11万

2,310円、27万2,706円、36万4,025円、53万2,357円。平成26年度医療費、13万803円、

26万2,405円、34万3,519円、49万6,671円で、前年比が就学前がマイナス14％、次が

3.9％、次が６％、7.2％という答弁でございました。

就学前の人数は、平成26年118人、平成27年116人で２人の減との答弁でした。就学

前の人数は減っているが、利用件数がふえたことについての考えはという質疑に対し、

こども医療費窓口払い廃止で、いざというときに医療にかかりやすい状況になったが、

行政としては医療費が下がる方法を考えていく必要があるとの答弁でした。

がんが増加している中で、医療機関が先進医療でジェネリック薬品を使わない方向

になっているのかという質疑に対し、平成27年度嵐山町の利用率は64.4％、26年度は

60.6％でした。参考に平成28年４月68.8％、５月71.9％、６月71.6％、７月71.6％で、

町村の中では嵐山町が利用率が一番でしたとの答弁でした。

質疑終了後、討論はなく、採決の結果、「全員賛成」により「認定すべきもの」と

決しました。

次に、認定第３号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を審査いたしました。

主な質疑とその答弁は次のとおりでした。

保険料軽減分約3,500万円が一般会計から繰り入れられているが、平成26年度より

200万円の増額で年々ふえる状況にある。軽減対象者も平成26年度比91人の増だが、

新たに被保険者になられた方の軽減対象状況はとの質疑に対し、75歳から該当してく

るが、亡くなった方と相殺して、前年度比105人被保険者がふえている。新たに被保

険者になられた数字は持っていないが、軽減対象者が91人ふえていることから、新た

な被保険者の軽減対象者が多かったと考えているという答弁でした。

質疑終了後、討論はなく、採決の結果、「賛成多数」により「認定すべきもの」と

決しました。

次に、認定第４号 平成27年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

の件を審査いたしました。
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主な質疑と答弁は次のとおりでした。

平成27年度から始まった第６期介護保険事業計画では、３年間で介護保険支払準備

基金を8,000万円取り崩すことにしたが、保険料が値上げされた。そのときの準備基

金残高は１億2,259万円であったが、平成27年度の準備基金の残高が１億6,362万円と

ふえている。保険料の引き上げを据え置くなり、準備基金の取り崩しがもっとあって

もよかったのではないかとの質疑に対して、第６期の計画策定時にもっと基金の導入

をとの考えもあるが、高齢者がふえていくという状況の中で、当然介護保険を使う方

もふえるという状況を想定して計画の策定をした。実際平成27年度は嵐山町の利用が

それほどふえなかったことから、予定した支出はなく、基金に積み立てられたという

状況である。平成27年度は、第７期の計画策定に入るが、基金残高も考慮しながら保

険料を決めていきたいという答弁でした。

質疑終了後、討論はなく、採決の結果、「賛成多数」により「認定すべきもの」と

決しました。

次に、認定第５号 平成27年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を審査いたしました。

主な質疑とその答弁は次のとおりでした。

嵐山町生活排水処理施設基本計画の見直しの結果についてはとの質疑に対し、平成

36年度までの10年間を見据えた計画になっている。主な内容は、下水道事業計画区域、

町管理型浄化槽の整備区域及び平成27年度に新たに加えた川島地区の都市計画道路築

造予定地、さらには国立女性教育会館並びに嵐山史跡の博物館を再度見直しをかける

ことになっているという答弁でした。

また、不明水の要因と対策はとの質疑に対し、不明水の要因として雨水の流入があ

るが、コンクリート製の公共ますからの流入、下水道管及び取りつけ管の経年劣化、

亀裂、ずれからの雨水流入、地下水の流入等が挙げられる。防止対策としては、雨水

が公共下水管に流入しないことが重要で、コンクリート製の公共ますや下水管を塩ビ

製にするなどの対応が必要であるとの答弁でした。

さらに、不明水の処理費用はとの質疑に対し、市野川流域下水道は市野川水循環セ

ンターで嵐山、小川、滑川の３町で汚水を処理している。総汚水処理量が３町の有収

水量を上回ってしまい、その分を３町で案分し、割合は小川町38％、嵐山町35％、滑

川町27％にしている。平成27年度の嵐山町の不明水負担は1,189万3,817円であるとの
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答弁でした。

質疑終了後、討論はなく、採決の結果、「全員賛成」により「認定すべきもの」と

決しました。

次に、認定第６号 平成27年度嵐山水道事業会計歳入歳出決算認定についての件を

審査いたしました。

主な質疑とその答弁は次のとおりでした。

有収水量が減っていると思われるのに県水の受水量がふえている。契約状況はとの

質疑に対し、県企業局から翌年度の受水量の調査が来るので、前年度の受水量の実績

を踏まえながら積算して県企業局に報告している。このように、翌年度の受水量を前

年度の実績を勘案して報告しているので、有収水量が減っても県水の受水量がふえて

しまうということが起きる。いずれにしても、総配水量が減っているので県水は調整

していきたいとの答弁でした。

メーター交換業務の実施戸数はとの質疑に対し、1,061戸である。７年に１回町内

全戸実施が法令で義務づけられている。計量法に沿って実施しているとの答弁でした。

質疑終了後、討論はなく、採決の結果、「全員賛成」により「認定すべきもの」と

決しました。

次に、議案第49号 平成27年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

ての件を審査いたしました。

質疑、討論はなく、採決し、「全員賛成」により「可決すべきもの」と決しました。

以上、認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件外４件並びに議案第49号について、全て審査を終了いたしました。

以上で、本委員会の審査経過及び結果についてのご報告を終わります。

〇大野敏行議長 委員長報告が終わりましたので、質疑を行います。

質疑につきましては、認定第２号から認定第６号並びに議案第49号までを一括して

行います。質疑ありますね。

〔「はい」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 委員長報告の途中でございますが、暫時休憩をいたします。

休憩時間を11時15分までといたします。11時15分に再開をいたします。

休 憩 午前１１時０６分
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再 開 午前１１時２１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

委員長報告について質疑がございました。

第13番、渋谷登美子議員、どうぞ。

〇13番（渋谷登美子議員） 文章の書き方の違いということがわかりましたので、取り

下げます、質疑は。

〇大野敏行議長 わかりました。

それでは、ただいま取り下げがありました。

委員長のほうから再度報告についての説明がございます。

〇畠山美幸決算審査特別委員長 では、よろしいですか。

〇大野敏行議長 どうぞ。

〇畠山美幸決算審査特別委員長 すみません、４ページなのですけれども、ちょっと修

正が２カ所ございます。４ページの二酸化炭素排出抑制のところの真ん中よりちょっ

と下段になります。ＬＥＤ照明灯の賃借料の件でございますが、62万4,640円、年に

ということで書いてあるのですが、こちら、計算し直しましたら562万4,600円でござ

いましたので、修正をお願いいたします。年にかかっている62万4,640円という金額

を562万4,600円に書き直してください。今のは一般会計のほうでした。

次に、決算審査特別委員会報告書のほうの１ページになりますが、こちらのほうの

表のところに「平成27年度医療費」と書いてあるところに、「保険者負担額」を追加

していただきたいのですけれども、27年度、26年度に。「保険者負担額」という文字、

ここには入りませんけれども、それを追加させていただきたいと思います。

そして、一番最後の３ページになります。裏面３ページでございますが、「認定第

６号 平成27年度嵐山水道事業会計」、こちら「歳入歳出」という言葉が入っており

ますが、取っていただきたいと思います。「会計決算認定」でお願いいたしたいと思

います。

以上、３カ所につきましての修正をお願いします。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸決算審査特別委員長 すみません、もう一度。一般会計の４ページです。一

般会計の４ページのＬＥＤの賃借料が62万4,640円のところの62の前に５だけ入れて

ください。562万。すみません、さっき562万4,600円って言ったのですが、「62」の前
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に５だけ入れて「562万4,640円」でございます。５を入れてください。

以上です。

〇大野敏行議長 第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） 今修正があったのですけれども、同じところ、一番最後の特

別会計の３ページのところに、「嵐山町」が抜けていると思うのですけれども。下の

ほうにも、未処分利益のところでも「嵐山町」が入ったほうがいいかなというふうに

思いますが。

以上です。

〇大野敏行議長 その件につきまして、委員長より答弁を求めます。

〇畠山美幸決算審査特別委員長 決算審査特別委員会報告書の１ページなのですが、見

ていただきますと、そちらの認定６号にも「嵐山」しか入っておりませんでしたので

……。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸決算審査特別委員長 だから、１ページからも修正です。これ、１ページの

ところ。だから、決算審査特別委員会の「認定第６号 平成27年度嵐山水道」となっ

てしまっていますから、ここも「町」入れていただきまして、49号も「町」を入れて

いただけますか。

〔何事か言う人あり〕

〇畠山美幸決算審査特別委員長 決算審査特別委員会の１ページの１のところの付託議

案名というところがありますよね。付託議案名のところの認定第６号、議案第49号の

ところ２カ所も抜けていますよね。ここも「歳入歳出」が入ってしまっているのだ。

認定６号のところに「嵐山町水道事業会計」、ここの「歳入歳出」も取ってください、

１ページの。49号は、「嵐山町」が抜けておりますので、「嵐山町」としていただきた

いと思います。

そして、一番最後の３ページのところが、今長島議員のほうからご指摘ありました

「27年度嵐山町」をいれていただきまして、次の議案第49号を、一番最後のところで

す、「嵐山町」と、ここに「町」を入れていただきましての修正をお願いします。

以上です。

〇大野敏行議長 ほかに質疑のある方。

〔発言する人なし〕
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〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。ご苦労さまでした。

討論を行います。

討論、採決につきましては、決算認定及び議案ごとに認定第２号から順次行います。

まず、認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件の討論を行います。

討論につきましては、届け出はございませんでした。

討論を終結いたします。

これより認定第２号 平成27年度嵐山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件を採決いたします。

委員長報告は認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔起立全員〕

〇大野敏行議長 起立全員。

よって、本案は認定されました。

次に、認定第３号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついての件の討論を行います。

討論につきましては、届け出をいただいております。

反対討論を行います。

第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。認定第３号 平成27年度嵐山町

後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について反対をいたします。

後期高齢者の議会については９月に行われました。その報告によると、新しい保険

料が決定をしたという議案が出たということです。埼玉県後期高齢者の保険料につい

ては、均等割が４万2,440円から４万2,070円に370円引き下げるという議案です。も

う一つ、所得割を8.29から8.34に引き下げて、１人当たりの保険料額を７万4,140円

から７万4,021円、128円引き下げたという議案が今議会の中で出されたということで

す。

しかし、埼玉県の保険料は全国７番目という高い水準です。本決算でも基金残高が

156億1,650万円以上積み立てていると。決算額でも291億5,253万円の執行残があると
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いうことです。

埼玉県は、高齢化が進む比率が全国一高い県でもあります。お年寄りの負担が広が

る中で、さらに保険料の引き下げを求めて、反対討論といたします。

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより認定第３号 平成27年度嵐山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定

についての件を採決いたします。

委員長報告は認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔起立多数〕

〇大野敏行議長 起立多数。

よって、本案は認定されました。

次に、認定第４号 平成27年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

の件の討論を行います。

討論につきましては、届け出をいただいております。

反対討論を行います。

第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。認定第４号 平成27年度嵐山町

介護保険特別会計歳入歳出決算認定について反対をいたします。

政府は、医療介護総合法に基づいて介護保険の改悪に乗り出しています。その第１

は、４月から要支援者の訪問介護、通所介護を保険給付から外して、町の支援事業の

中に新しい介護予防・日常生活支援総合事業、いわゆる新総合事業を設けて、ボラン

ティアや民間事業などによる多様なサービスを提供することです。町は、本年10月か

ら実施にすることになりますが、資格支援者の配置、サービスの低下を招かぬよう努

力をしていただきたいというふうに思います。

第２は、特養ホームの入所を原則３以上としたことです。町は86人の入所者がいま

す。そのうち12人は継続入所のため入所が可能となっています。この人は、介護度１、

２の人たちです。希望により入所が可能とすべきであります。

最後は、保険料の引き上げです。保険料は月250円、年間3,000円の引き上げとなり

ます。支払準備基金は、委員長の報告のように１億2,259万円の積み立てがあり、
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8,000万円を取り崩したとはいえ、年度残高はこの引き上げにより１億6,362万円にも

上ります。次期見直しに向けて保険料の引き下げを求めて反対討論といたします。

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより認定第４号 平成27年度嵐山町介護保険特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件を採決いたします。

委員長報告は認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔起立多数〕

〇大野敏行議長 起立多数。

よって、本案は認定されました。

次に、認定第５号 平成27年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につい

ての件の討論を行います。

討論につきましては、届け出はございませんでした。

討論を終結いたします。

これより認定第５号 平成27年度嵐山町下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いての件を採決いたします。

委員長報告は認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の

議員の起立を求めます。

〔起立全員〕

〇大野敏行議長 起立全員。

よって、本案は認定されました。

次に、認定第６号 平成27年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件の討論を

行います。

討論につきましては、届け出はございませんでした。

討論を終結いたします。

これより認定第６号 平成27年度嵐山町水道事業会計決算認定についての件を採決

いたします。

委員長報告は、認定すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成

の議員の起立を求めます。

〔起立全員〕
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〇大野敏行議長 起立全員。

よって、本案は認定されました。

次に、議案第49号 平成27年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につい

ての件の討論を行います。

討論につきましては、届け出はございませんでした。

討論を終結いたします。

これより議案第49号 平成27年度嵐山町水道事業会計未処分利益剰余金の処分につ

いての件を採決いたします。

委員長報告は可決すべきものであります。委員長報告のとおり決することに賛成の

議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

以上で、平成27年度決算認定並びに議案第49号の審議は全て終了いたしました。

柳代表監査委員、吉場監査委員、ご両名におかれましては各会計の決算監査をいた

だき、また本定例会並びに決算審査特別委員会にご出席をいただきました。そのご労

苦に対し、衷心より感謝と御礼を申し上げる次第であります。ありがとうございまし

た。

この際、暫時休憩いたします。

休 憩 午前１１時４０分

再 開 午前１１時４０分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議員派遣の件について

〇大野敏行議長 日程第８、議員派遣の件を議題といたします。

お諮りします。議員派遣の件については、嵐山町議会会議規則第122条の規定によ

り、お手元に配付したとおり派遣いたしたいと思いますが、これにご異議ありません

か。

〔「異議なし」と言う人あり〕
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〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、議員を派遣することに決定しました。

なお、結果報告については、議長の諸般の報告の中で報告いたします。

◎閉会中の継続調査の申し出について

〇大野敏行議長 日程第９、閉会中の継続調査の申し出についての件を議題といたしま

す。

お諮りいたします。お手元に配付のとおり、特定事件として調査することにご異議

ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、特定事件として調査することに決しました。

◎日程の追加

〇大野敏行議長 ここで、日程の追加についてお諮りいたします。

発議第10号 8000ベクレル／ｋｇ以下の汚染土を全国の公共工事で利用する方針の

見直しを求める意見書の提出についての件、発議第11号 最低賃金の引き上げを求め

る意見書の提出についての件、発議第12号 環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）

の法規制を求める意見書の提出についての件、発議第13号 嵐山町若者意向調査検討

特別委員会を設置することについての件、発議第14号 嵐山町廃棄物処理のあり方検

討特別委員会を設置することについての件、発議第15号 埼玉中部資源循環組合を脱

退する決議についての件、発議第16号 年金積立金の株式投資比率を元に戻すことを

求める意見書についての件、発議第17号 南スーダンへの自衛隊ＰＫＯ派兵に「駆け

つけ警護」などの新任務に反対する意見書についての件、発議第18号 東村高江への

ヘリパッド建設に反対する意見書についての件及び発議第19号 次期介護保険制度改

正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書についての件につきまして、

日程に追加し、議題といたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ご異議なしと認めます。

よって、本件を日程に追加し、議題とすることに決しました。
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◎発議第１０号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第10、発議第10号 8000ベクレル／ｋｇ以下の汚染土を全国の公

共工事で利用する方針の見直しを求める意見書の提出についての件を議題といたしま

す。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、8000ベクレル／ｋｇ以下の汚染土を全国の公共

工事で利用する方針の見直しを求める意見書の提出について提案理由を述べます。

現在、放射能汚染土の処分の方法として、国は全国の公共事業に活用する方針を打

ち出しました。この方針は、日本全土に放射能汚染を拡大することになり、将来の子

供たちが日本で生活することが難しくなります。そのため、8,000ベクレル／ｋｇ以

下の汚染土を全国の公共工事で利用する方針の見直しを求める意見書を提出します。

では、読みます。8000ベクレル／ｋｇ以下の汚染土を全国の公共工事で利用する方

針の見直しを求める意見書について読み上げます。

環境省「中間貯蔵汚染土壌等の減容・再生利用技術開発戦略検討会は、３月30日、

東京電力福島第一原発事故後の除染で出た汚染土に関し、8000ベクレル／ｋｇの汚染

土を遮断及び飛散・流出の防止」を行った上で、全国の公共事業に利用できる方針を

打ち出した。周辺住民の追加被曝量は、年間10マイクロシーベルト以下に抑えられる

としている。

しかし、原子炉等規制法に基づく規則においては、原発の解体などによって発生し

たコンクリートや金属などの再生利用の基準は100ベクレル／ｋｇとなっている。今

回の環境省の方針はこの80倍になる。この検討会のもとにおかれた「放射線影響に関

する安全性評価ワーキンググループ」は非公開で実施されており、議事メモの公開も

ない。この検討会は、最終処分量を減らすため、再生利用量をふやすことが前提とな

っている。現在の除染・帰還が前提で、そのために国民の被曝は防げない。遮断及び

飛散・流出の防止が前提というが、その根拠がなく、安全性は担保されていない。

汚染土を通常の公共事業の構造基盤に使うのでは、汚染を防ぐことができない。今

後、地下水の汚染、降雨、侵食、災害などによる環境中への大量放出も懸念される。
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大地震が発生すれば、道路の陥没・崩壊が起こり、汚染土がむき出しになる。日本全

体を被曝させるリスクが高い。

嵐山町議会は、8,000ベクレル／ｋｇの汚染土を全国の公共事業で利用する方針の

見直しを強く求める。

以上、地方自治法第99条により意見書を提出する。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、環境大臣、国土交通大臣です。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。ご苦労さまでした。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第10号 8000ベクレル／ｋｇ以下の汚染土を全国の公共工事で利用す

る方針の見直しを求める意見書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎発議第１１号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第11、発議第11号 最低賃金の引き上げを求める意見書の提出に

ついての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、最低賃金の引き上げを求める意見書の提出につ

いて提案理由をご説明します。

各都道府県の最低賃金は、時間給が低く、正規雇用の人との国際労働機関（ＩＬＯ）

が求める同一労働同一賃金に近づくことができません。現在の女性・若者のワーキン

グプアの厳しい実態から回復するためには、最低賃金の引き上げが必要です。最低賃
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金の引き上げが経済活性化につながっていきます。最低賃金制度は、社会保障の一つ

でもあり、本意見書を提出します。

それでは、意見書を読み上げます。

最低賃金の引き上げを求める意見書

本年７月28日、中央最低賃金審議会は、今年度の最低賃金の引き上げの目安額を全

国の加重平均で24円とすることを決めた。全国平均の最低賃金は、時給822円となる。

埼玉県は845円と決定された。

24円の引き上げ額は、十分な引き上げではない。時給845円では、１日８時間、月22日

で働いても、総支給額で月収16万8,720円で、年で178万円余りである。ワーキングプ

アの一つのラインは年収200万円とされている。この金額では、単身では経済的な不

安に直面するし、家族を養うことは極めて困難である。

全労連に加盟する労働組合が中心になって実施している最低生計費試算調査の結果

が新潟、愛知、広島の３県で出され、20代単身者で時給1,300～1,400円が必要だとさ

れている。20代単身者の１カ月の生活に必要な月額賃金（税・社会保険料込み）は、

新潟で24万3,742円（時給1,402円）、愛知で22万6,583円（時給1,304円）、広島で21万

1,394円（時給1,364円）と報告されている。

先進諸外国の最低賃金を見ると、フランスは9.67ユーロ（約1,219円）、イギリスは

7.2ポンド（25歳以上で約1,151円）、ドイツは8.5ユーロ（約1,071円）であり、アメ

リカでも15ドル（約1,688円）への引き上げを決めたニューヨーク州やカリフォルニ

ア州などをはじめ最低賃金を大幅に引き上げる動きが広がっている。

現在の我が国の最低賃金周辺の賃金で働く労働者の中心は、非正規雇用労働者であ

る。非正規雇用労働者は、全雇用労働者の４割に増加し、女性と若年層でその割合が

高い。家計の補助ではなく、みずからの収入で家計を維持する必要のある非正規労働

者が大きく増加した。貧困率が過去最悪の16.1％にまでに悪化し、女性や若者など全

世代で深刻化している貧困問題を解決し、男女賃金格差を解消するためにも、最低賃

金の大幅な底上げが必要である。

よって、以下を求める。

記

１、早急に最低賃金を時給1,000円以上に引き上げること。

２、最低賃金以下の労働者をなくすために、各事業所に対する指導監督を強化し、
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最低賃金制度の履行確保を図ること。

３、最低賃金引き上げと同時に、中小企業に対する支援の充実と、安定した経営を

可能とする対策を行うこと。

以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。

提出先は、厚生労働大臣と最低賃金審議会会長と埼玉県労働局局長と埼玉地方最低

賃金審議会会長です。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第１番、 本秀二議員。

〇１番（ 本秀二議員） それでは、３点質問をさせていただきます。

埼玉県が最低賃金を時給1,000円に上げるには、155円上げなければなりません。平

成18年から平成28年までの10年間で埼玉県の最低賃金が幾ら上がったのか、わかった

ら教えていただきたいと思います。

２点目、先進国の最低賃金を示されましたが、先進国における完全失業率について

わかったら教えていただきたいと思います。

３点目、最低賃金の早急な1,000円以上引き上げのデメリットはないのか、お伺い

します。

以上、３点です。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） １番目に関しましては、今手元に資料がございません。２

番目に関しても、完全失業率に関して、今手元に資料がございません。出してと言わ

れれば出してきますけれども、それは 本さん自身も調べられることで、私に聞くこ

とではないと思います。

３番目ですけれども、デメリットですけれども、デメリットがあるかどうかわかり

ませんが、これに関して言えば、政府の肩入れが必要であると思いますし、今のとこ

ろデメリットはないと考えます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、質問させていただきます。

まず、最低の生計費の試算調査の結果ということで、新潟、愛知、広島の３県では
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出されたと。こちらにつきましては、現在は実施をされているのでしょうか。結果が

出ただけですか。その先には進んだのでしょうかという意味です。それで、この３県

のほかにも、まだこれに向かって取り組んでいるか、取り組む状況になっているか、

そのようなところがわかりましたらお尋ねをさせていただきます。単なる報告のみな

のでしょうか。

それと、もう一点ですけれども、「現在の我が国の最低賃金周辺の賃金」という言

葉がありますけれども、その続きに「女性と若年層でその割合が高い」と。この若年

層につきましての、女性、若年層は何割ぐらいと何割ぐらいに高くなっているのでし

ょうか。

それから、ちょっと重複しますけれども、 本議員さんの関係ですが、１の早急に

最低賃金を時給1,000円以上ということですが、これについての根拠がありましたら

お尋ねします。

〇大野敏行議長 それでは、答弁を求めます。

渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） この労働組合が中心になって実施している最低生計費試算

調査の結果というのが、新潟、愛知、広島の３県で出されたということで、労働組合

ですから、労働組合は協定というか、協議はしていると思いますが、それについて最

低賃金を上げるということは労働組合がやることではないので。当然ですよね。労働

組合がやることと最低賃金の結果をやるということは全く違うことなので、それにつ

いては、そのようなことがあったかどうかということ自体も知りませんし、最低賃金

が全国加重平均で822円ですよね。それについて、新潟と広島と愛知の３県が今どの

ぐらいの最低賃金になっているかということは調査していません。それは７月28日の

段階ですから、必要だったら松本さんが調査することができます。

〔何事か言う人あり〕

〇13番（渋谷登美子議員） そうです。

それと、次です。16.1％、何ですか、これは。最低賃金、女性や若者の世代での貧

困問題が深刻化している、女性と若者がどのぐらい貧困の中に入っているかというこ

とですか。これも調査したらわかることですけれども、ご自分で調査してください。

今私はここに資料を持っていませんが、これに関して言えば……。

〔何事か言う人あり〕
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〇13番（渋谷登美子議員） いいですか、これは当たり前のことです。この程度のこと

は、何でこんなこと聞かれなくてはいけないのと思いますけれども、非正規雇用の労

働者のほうが、正規雇用の労働者よりも多いです、現在。非正規雇用の労働者が、そ

れで女性が何％で若者が何％かということは、今持ってきていません。必要なことで

あるのならば、それは、これを判断するところに必要であるというならば、それは判

断をするために調査してください。

これから、最低賃金1,000円の根拠ですけれども、ずっと以前に最低賃金1,000円に

しようという運動がありました。最低賃金1,000円になっていくということが、日本

の労働者の必要な最低保障をする金額であるというふうに言われていますから、１年

間、１日８時間労働ではないですよね。１日８時間労働として週５日で計算してみて

1,000円だったら、やっとこさ200万円ぐらいになるということではないでしょうか。

その賃金の結果が最低賃金200万円ということです。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） ただいまの答弁ですけれども、自分で調べたらいかがですか

というのでは意見書を提出した意味はない。こういった答弁の仕方についてはいかが

なものでしょうか、渋谷議員。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） こんなことを。でも、これぐらいのことは事前に出してい

るわけですから、それで皆さんが、政友会で話し合っているわけなので、この程度の

ことは調査なされてもいいのではないですか。それを私が、ここのところでそういう

ふうなことに答えられないだろうというふうな形で質疑をなさるというのは、いかが

なものかと思いますけれども、逆に。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） 政友会全体でこういう意見を持っている方が多かったという

ことではありません。これは、単なる私の考え方で質疑させていただいていますし、

もう少し、答えに対してはきちんと、意見書を出す以上は、自分できちっとしたとこ

ろは、この文面にあるのですから、調べてきていただいて、質疑者に対してはきちっ

とした答弁をするべきだと思いますが。答弁は結構です。

〇大野敏行議長 ほかに。
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〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。ご苦労さまでした。

討論を行います。

第10番、清水正之議員。

〇10番（清水正之議員） 賛成だ。

〔「反対から先に」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 失礼しました。初めに反対討論です。

〔「反対から」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 ええ、反対から始めますので。

第１番、 本秀二議員。

〔１番 本秀二議員登壇〕

〇１番（ 本秀二議員） ご指示ありがとうございます。

ただいま上程されました最低賃金の引き上げを求める意見書に反対の立場から討論

を行います。

私は、最低賃金の引き上げに反対をしている者ではありません。この意見書の趣旨

である早急な最低賃金の時給1,000円以上の引き上げが低賃金生活困窮者をさらなる

苦境に追い込むおそれが懸念されることから、本意見書に反対するものであります。

かつて日本で最低賃金に近い時給で働いていた人は、家計を助けるために働いてい

たパートの主婦やアルバイト学生が多く、賃金の低さはさほど問題になりませんでし

た。今や非正規労働者は2,000万人。働く人の４割近くを占め、家族を養わなければ

ならない世帯主やみずからの収入で生活する単身世帯が大幅に増加しております。最

低賃金の現状を見ますと、平成17年の全国加重平均時給は668円でした。10年後の平

成27年の全国加重平均時給は798円で、10年間の引き上げ幅はわずか130円なのです。

この最低賃金で家族を養わなければならない世帯主やみずからの収入で生活する単身

世帯者の生活が大変厳しいもので、低賃金生活困窮者に対する支援対策が極めて重要

であることは論をまたないところであります。

そうした現状を踏まえ、既に安倍総理は、昨年11月24日の経済財政諮問会議で、最

低賃金を年率３％程度を目途に、名目ＧＤＰの成長率にも配慮しつつ、引き上げてい

くことが重要である。これにより全国加重平均時給は1,000円になることを目指すと、

低賃金生活困窮者対策を表明されたのであります。
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しかし、最低賃金全国加重平均1,000円には、企業の合意、中小企業への支援、地

域格差の是正という現実に向けた大きな課題があると言われています。中小企業には、

経済財政諮問会議の安倍総理の発言を受けて、大村全国中小企業団体中央会会長は、

近年の最低賃金の大幅な引き上げにより地方の中小企業は対応に苦慮しており、中で

も小規模事業者からは経営の存続にも影響するとの声が上がってきている。賃上げや

最低賃金引き上げをしていくために、下請代金の引き上げに向けた取引条件にさらな

る改善策、収益の改善によって賃上げの原資の確保を図る付加価値化に向けた予算、

税制の強化をお願いしたいと訴えております。

また、地域格差状況を見ても、平成27年で最も最低賃金が高いのは東京の907円で、

最も低いのが鳥取、高知、宮崎、沖縄の693円と、地域格差が最大214円の開きがある

のです。

そして、本年７月26日、厚生労働省の中央最低賃金審議会小委員会は、全国平均

822円、前年比24円の引き上げを決定しました。これは、2002年に現在の決め方にな

って以降最大の上げ幅なのです。これには、安倍総理が昨年11月に最低賃金を年率３

％程度引き上げることを表明し、今回の最低賃金の改定でも関係閣僚に３％程度をめ

どに引き上げるよう指示したものです。政府の方針に沿ったものとなっているわけで

す。

これに対し、中央最低賃金審議会での使用者側委員からは、「中小企業の経営状況

は依然として厳しい。業況は悪化しており、中小企業の厳しい現状と先行きへの不安

が広がっている。また、中小企業は平成21年には420万社あったが、平成26年には381万

社と40万社近く減少している。最低賃金を引き上げるためには、あくまでも生産性の

向上が前提となる。しかしながら、中小企業小規模事業者の全体の生産性向上は確認

できず、政府の支援施策の効果も見られていないのが現状」。都道府県の委員からは、

「助成金を使って賃金を上げるのは本末転倒。中小企業支援でどれだけ生産性が上が

ったか、１年後にきちんと見るべきである。賃上げよりも先に生産性を上げるべきで

ある。中小企業の生産性を考慮されない賃上げはおかしい」ともいった声が上がって

おります。

そうした中で、過去に例のない最低賃金の引き上げが行われましたが、中小企業団

体等から不満、批判等の大きな声は聞こえてきません。それは、厚生労働省が最低賃

金総合相談支援センターの開設、業務改善助成金制度、業務別中小企業団体助成金制
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度、キャリアアップ助成金制度の支援策を行ったからだと評価されております。

安倍総理が示した年３％の引き上げによる全国加重平均時給を1,000円にするには

７年かかります。埼玉県でも６年後でなければ到達しない計算になります。こうした

政府の方針が示されていますが、中小企業団体は、さきの意見にもありましたように、

まだ成果が確認されない状況であり、先行きが厳しいものがあります。

ところで、最低賃金の引き上げについて、ある経済専門学者はそのメリット、デメ

リットについて次のように指摘しております。最低賃金を引き上げることの最大のメ

リットは、低賃金労働者の労働所得をふやす可能性があることである。苦しい生活の

実態を想像すると、最低賃金はせめて時間当たり1,000円程度に設定すべきだという

意見ももっともである。

しかし、最大のデメリットは、賃金上昇の負担を避けようとする企業が、低賃金労

働者の雇用を削減し、低賃金労働者の雇用の機会が減るデメリットもある。生産性の

それほど高くない仕事に従事している労働者が解雇され、失業する可能性も考えられ

る。最低賃金で働く労働者は、ファミレスなどの飲食業、コンビニ、スーパーなどの

小売業、ビル清掃などの仕事が多い。これらの企業は、コストに占める人件費の割合

が高いため、賃金が上がると経営を直撃する。そのため、居酒屋でタッチパネルによ

る注文システムが導入されたり、スーパーで無人レジが導入されたりといった例があ

るように、機械による省力化投資に進むようになると問題を提起しております。

また、世界の失業率を見ますと、最低賃金の時給1,219円と、先進国諸国では最も

高いと、上程された意見書にありますフランスでは、平成27年度の統計で失業率

10.35と、世界の６番目という極めて高いことにも注目しなければなりません。

安倍政権は、長年停滞していた賃上げを経済界に働きかけるという状況をつくり出

しました。完全失業率も３％台で推移し、有効求人倍率も1.3倍と雇用環境は確実に

よくなっております。そして、一億総活躍社会を掲げ、全国加重平均時給1,000円を

目指し、中小企業対策にも着々と手を打ちながら、低賃金生活困窮者対策を今まさに

推し進めているところであります。企業が倒産するようでは、また低賃金労働者が真

っ先に解雇される状況をつくっては本末転倒の施策になってしまうわけであります。

本意見書は、単なる最低賃金の引き上げを求めるものではありません。冒頭で申し

上げましたとおり、早急に最低賃金の時給1,000円以上に引き上げることを求めてい

るものであります。埼玉県の中小企業においても、全国的な中小企業の状況と何ら変
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わるものではありません。町民の目には、「最低賃金の引き上げを求める意見書」と

タイトルのみがクローズアップされ、反対者は誰ということになりかねません。しか

し、今指摘させていただきましたように極めて難しい課題がある中、政府もしっかり

対応しているものと考えております。

以上の趣旨から、本意見書に勇気を持って反対いたします。

討論を終わります。

〇大野敏行議長 討論の途中ですが、暫時休憩をいたします。

再開時間を１時30分といたします。

休 憩 午後 零時１１分

再 開 午後 １時２８分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

最低賃金の引き上げを求める意見書の提出についての件の討論でございます。

次に、賛成討論を行います。

第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。まず、最低賃金の引き上げを求

める意見書について賛成をいたします。

まず、最低賃金の決定基準ですけれども、最低賃金は「労働者とその家族が健康で

文化的な最低限度の生活を営むための必要な経費を満たすものでなければならない」

いうふうにうたわれています。

今日本の年収200万未満の人たちが1,000万人を超えるというふうに言われていま

す。そういう点では、非正規の人たち、パートや契約社員の人たち、こういう人たち

が今日本の中に大勢いるということです。

同時に、今討論の中で中小企業の話がされました。2013年の国が中小企業対策に費

やしたお金は年間50億円です。同時に、そのときにアメリカは５年間で8,800億円、

フランスは３年間で２兆2,800億円という金を費やしています。これを見ても、国が

保障していくというのは当然のことだというふうに思います。

この最低賃金の影響ですけれども、一般質問の中でも申し上げましたけれども、労

働運動総合研究所、これが指標を出しています。年間、最低賃金を1,000円に引き上
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げた場合、1,500円に引き上げた場合という２通りの試算を出しています。

この指標によると、時給1,000円に引き上げた場合の影響ですけれども、最終の消

費需要が２兆4,800億円増加するというふうに言われています。同時に、国内総生産

が４兆5,900億円拡大し、国内総生産が２兆600億円増加するとも言われています。同

時に、この中でどれだけ雇用がふえるかと。雇用そのものが24万9,700万人ふえると

いうふうに言われています。これが最低賃金1,000円に引き上げた場合の影響です。

同時に、地方の税金、税収です。国の税収がそのために2,264億円、地方の税収が1,499億

円ふえると。国と地方合わせて3,763億円増収するというふうに言われています。

このように、最低賃金1,000円引き上げるだけでこのような影響が出てくる。日本

経済も地域経済にも大きな波及効果を及ぼすこの最低賃金、引き上げるための努力と

いうものが必要になってくるというふうに思います。

冒頭お話をしました最低賃金の基準額にもあるように、これは憲法にもうたわれて

いるものがこの基準の趣旨になっているというふうにも思います。

何としても最低賃金の引き上げを求めることに賛成をする立場で、意見書の提出、

上げていきたいというふうに思います。よろしくお願いをいたします。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第11号 最低賃金の引き上げを求める意見書の提出についての件を採

決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１２号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第12、発議第12号 環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）の法

規制を求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。
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〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、提案理由ですけれども、環境ホルモンの法規制

を求める意見書の提案理由ですが、1990年、野生動物の生殖機能の異常から、環境ホ

ルモンの影響が問題とされました。残念ながら日本では、問題を継続的に検証してき

ていません。野生生物のほか、不妊症・不育症など、人間にもその影響が出てきてい

ます。ＥＵでは既に規制が法制化されようとしています。人間・生物の健康な存在を

求めるとき、環境ホルモンについて研究し、生命体に影響を及ぼさないように法制度

化が必要であり、本意見書を提出しました。

これはダイオキシンでもさんざん言われたですけれども、ダイオキシンの問題のほ

かに環境ホルモンというのがあったのですけれども、ダイオキシンだけがＥＵでも問

題視され、そして日本ではそのダイオキシンだけが何とか規制されたんけれども、環

境ホルモンについては規制されていない状況があって、今性同一性障害とかそういっ

たものとか、雄の雌化というのが非常に問題になっているのですが、これが環境ホル

モンの影響であると言われています。

それでは、文章を読み上げます。

環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）の法規制を求める意見書

野生生物に起きたさまざまな生殖異変から、環境ホルモンの問題がクローズアップ

された。北米五大湖では鳥たちの雌化、卵のふ化率低下、雌同士のつがい、日本の海

岸でイボニシ雌に輸精管・ペニスが形成される雌の雄化が見られた。環境ホルモンの

影響は生殖機能だけにとどまらず、化学物質汚染が進んでいる北海では、免疫力低下

による哺乳類のアザラシ、イルカなどの大量死が起きている。

環境ホルモンの影響は人間にもあらわれ、不妊症・不育症としてカップルを悩ませ

ている。環境ホルモンの影響について、科学的に因果関係を完全に証明するのは難し

いが、野生生物に起きた生殖機能の異変と環境ホルモンの関連性は疑いようがなく、

ＥＵでは環境ホルモン規制が始まろうとしている。

我が国では、環境ホルモン問題は大した問題ではないとして長らく放置されている

が、ＥＵでは農薬や殺虫剤での環境ホルモンを原則使用禁止にした。環境ホルモンは

微量でも作用するし、胎児、子供、大人等の人間の発達段階によって影響が異なる。

発達障害は、環境ホルモンの暴露と関連しているのではないかという懸念が広がって

いる。環境ホルモンは、身の回りのさまざまな物、プラスチック、医薬品、化粧品、
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香料、ガーデニング用農薬、家庭用殺虫剤に含まれる。

よって、以下に記すとおり、環境ホルモンの問題の解明と適切な予防措置によって、

悪影響を抑制することを求める。

記

１、環境ホルモンを含むシグナル毒性を有する化学物質について、包括的規制の枠

組みを早期に確立すること。

２、環境ホルモンを含む農薬、化粧品、おもちゃの使用を禁止すること。

３、環境ホルモンを含む食品、容器、包装、家庭用品、子供用品について、その旨

の表示を義務づけること。

４、香料、抗菌剤、芳香剤、可塑剤などの添加物について、その成分の表示を義務

づけること。

５、胎児、子供、妊産婦の農薬など環境ホルモンへの暴露を削減するための有効な

措置をとること。

提出先は、内閣総理大臣、環境大臣、厚生労働大臣、衆議院議長、参議院議長です。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第２番、森一人議員。

〇２番（森 一人議員） 環境ホルモンについては、いろいろ専門家や研究者によって

さまざまな意見があるのが現状だと思うのですが、国レベルで環境ホルモンに対して

の対応が温度差があるということに対して、議員の率直な意見でよろしいのですが、

そこの点について意見を伺えたらと思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、環境ホルモンに関しては、不妊症や不育症が広がっ

ていることを考えると、すぐにでも一定の、ＥＵと同じような規制をして、なるたけ

人体への影響が少なくなるようにしていく。特に母乳などとか、それから子供の成育

環境によって全く違ってくるので、それをやめていく必要があると思うので、国が直

ちに、直ちにとは言うことはできないと思うのですけれども、研究体制をつくってい

くべきだと思っています。

〇大野敏行議長 ほかに。

第６番、畠山美幸議員。
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〇６番（畠山美幸議員） 環境ホルモンの影響について「科学的に因果関係を完全に証

明するのが難しい」という言葉が入っているのですけれども、そういう中で、因果関

係がまだ証明されていない中で法規制というものができるものなのか、確認したいと

思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

渋谷登美子議員。

〇13番（渋谷登美子議員） 予防措置といいまして、必ずここまでのことが必要ないこ

となので、人間に影響があるということがある程度わかってきていて、野生生物から

始まっている。非常に微量なもので影響するので、ダイオキシンと同じですけれども、

最終的になってきたらこれは大変なことになるということで、予防原則というものが

ありますので、それを確立するということです。

〇大野敏行議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今の畠山議員とちょっと重複するところもあるかもしれませ

んけれども、結局1990年ごろにこの環境ホルモン大分話題になったわけですよね。そ

れで、いろいろな研究機関ができて、それが国からの補助金をいただくというような

ことで研究が始まったという中でも、文献を読んでみますと、かなり細かいデータが、

幾つか数字が抜け落ちているようなものが上がっているというようなことが見られた

のです。それで、まだ仮説の域というか、はらんでいるかもしれないということがゆ

がめないというような状況な中で、こういった意見書を国に上げていかれるというこ

とは、その辺はどのようにお考えなのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） ただでさえ少子化です。それが、環境ホルモンによって子

供が、不妊症とか不育症とかいう形で子供が生まれてこない現状があります。性同一

性障害も環境ホルモンの影響であって、雄の雌化というのがとても大きな問題になっ

てきているといいます。

そのような状況の中で、例えば環境ホルモン、どんなようなものがあるかと言いま

すと、ダイオキシン類は当然です。ＰＣＢ、それから有機塩素系でＤＤＴ、エンドル

スファン、それからこれはみんな人間の血液や何かから出てきているものです。それ

から、有機フッ化化合物、重金属、水銀、鉛、カドミウム、有機リン系農薬、ピレス
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ロイド系農薬、ネオニコチノイド系農薬、フタル酸エステル類、これはプラスチック

可塑剤です。それから、ビスフェノールＡ、プラスチック原料です。トリクロサン、

薬用石けんの殺菌剤です。パラベン、化粧品の防腐剤、ベンゾフェノン、日焼けどめ

化粧品。これが日本人の血液や尿から出された化学物質です。

そして、赤ちゃんのへその緒、臍帯血から出されたものは、鉛、水銀、メチル水銀、

臭素化ダイオキシン、臭素化フラン、過フッ素化化合物、ポリ塩化ナフタリン、ＰＣ

Ｂ類、ダイオキシン類、フラン類、ビスフェノール類、臭素系難燃剤ＰＢＤＥ、過塩

素酸塩、多環ムスク類というのが、アメリカが研究した結果の、人間の体から出てき

ているものです。

これは本来、プラスチック類とか環境ホルモンを規制して、ＥＵのようにやってい

くと、だんだん人間の体からはなくなっていくというふうに思いますので、これが科

学的に実証されるようになると、恐らく人類はいなくなっているような現状になって

いるのかなと思いますけれども、そういうことなので、これがぜひ必要だというのは

ＥＵがやっていることなので、特に必要だと思いますけれども。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 今本当に多数のその環境ホルモンということをおっしゃって

いただいて、どの環境ホルモンが影響しているかということは証明されていないので

すよね。

そして、例えば記と書いてあります３番目の環境ホルモンを含む食品、容器、包装

とかというところありますけれども、実際にこれ企業の中でも、この容器を使ってい

るけれども含まれていないのだという反対の意見というのもあるわけです。そういう

ことについては、どういうふうにお考えですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 1990年代に環境ホルモンが問題になったときに、なぜこれ

が日本で取り上げられなかったかというと、そういった企業の反対があって、日本で

はそれが、その思いがなくなったというか、それで企業のほうが強かったから、人間

の生命を大切にするというものよりも企業の利益を上げるということが強かったの

で、日本ではそういった形になっていないということです。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕



- 513 -

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第12号 環境ホルモン（内分泌かく乱化学物質）の法規制を求める意

見書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手多数〕

〇大野敏行議長 挙手多数。

よって、本案は可決されました。

◎発議第１３号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第13、発議第13号 嵐山町若者意向調査検討特別委員会を設置す

ることについての件を議題といたします。

提案者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、嵐山町若者意向調査検討特別委員会を設置する

ことについて、提案理由ですけれども、議会の一般質問では嵐山町の若者の位置づけ

が明確になっていない。若者にもっと嵐山町で活躍してほしいという意見が質疑等の

形で出てきています。行政ではなく議会で嵐山町の若者の意向を調査し、できるなら

ば１年に１度ぐらいは若者がどのようにまちづくりを進めていきたいか、意見発言の

場を議会で提供し、嵐山町若者政治参加の場を議会が位置づけるために特別委員会の

設置をするものです。

それで、名称としては、若者意向調査検討特別委員会です。

設置目的は、若者の意見発言、政治参加の場を議会に位置づけ、若者がどのように

まちづくりを進めていきたいか調査するためのものです。

委員の定数は７名。

調査期間は、平成28年10月６日から平成29年９月30日となっておりますが、これは

委員会の期限が２年期限になっていますので、その後継続してそのときの委員会の人
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たちが必要であると提案すれば継続してやっていくことができますし、委員のメンバ

ーもかわることができます。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第13号 嵐山町若者意向調査検討特別委員会を設置することについて

の件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１４号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第14、発議第14号 嵐山町廃棄物処理のあり方検討特別委員会を

設置することについての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） 嵐山町廃棄物処理のあり方検討特別委員会を設置すること

について、説明をいたします。

提案理由ですけれども、現在廃棄物処理の方法はさまざま開発されてきています。

嵐山町では、プラスチックごみは容器包装リサイクル法とは異なる処理を進め、環境

によい方法ではありません。生ごみもバイオシステムでエネルギー化ができます。全

ての廃棄物の現状の処理状況、今開発されている望ましい処理方法を調査し、町に提

言する特別委員会の設置を決議します。

では、名称は、廃棄物処理のあり方検討特別委員会です。

設置目的は、廃棄物の現状把握と最新の処理方法を調査研究し、廃棄物処理のあり
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方について調査するというものです。

委員の定数は７人です。

調査期限は、10月６日から、これも29年の９月30日で、来年度の委員会の期限まで

で、その後チェンジをして、続けたほうがいいという提言があれば続けていくもので

す。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第14号 嵐山町廃棄物処理のあり方検討特別委員会を設置することに

ついての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１５号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第15、発議第15号 埼玉中部資源循環組合を脱退する決議につい

ての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

渋谷登美子議員。

〔13番 渋谷登美子議員登壇〕

〇13番（渋谷登美子議員） それでは、埼玉中部資源循環組合を脱退する決議について

説明します。

広域組合では、脱退決議の２年後にはその組合から離脱できます。埼玉中部資源循

環組合は、その設立が非常に不透明です。人口減少が進み、消滅可能性自治体の一つ

とされている嵐山町は、遠距離で、今後負担金・収集運搬費の概算もわからない状況

のごみ処理の組合に継続して加入していくのは町民に対して無責任であり、本組合の
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脱退の決議を提案するものです。

既にこの中部資源循環組合に関しましては、建設年月日が多分延びるであろうとい

うふうな話を地元の人から聞いております。そのような形で、話が進まれているとい

う形で、かなり厳しい状況になっていることは確かです。地元の地権者の人が全員賛

成したと言っていますが、実際にはそうでもなく、また農林振興センターのほうの農

地除外の手続も進んでおりませんので、これはかなり厳しい状況になっているという

ふうに考えて、嵐山町で別の形でごみの処理の仕方を考えていくほうがよいかと思い

ますので、決議です。

嵐山町は、平成26年より埼玉中部資源循環組合構成自治体として、焼却処理施設を

つくる計画で、平成33年稼働予定でありますが、吉見町大串は嵐山町から距離があり

過ぎます。

現在では、５万人規模の人口で、循環型社会形成のための事業に国庫補助金が交付

されます。

近距離の民間焼却施設もあります。生ごみのバイオマスエネルギーへの転換、小川

地区衛生組合管内の建設資材の端材、里山の産物等のエネルギー利用を考慮し、廃棄

物処理計画を策定する必要があります。吉見町大串の焼却施設建設・運営を行うには、

将来的な負担が大き過ぎる。ＣＯ２の排出の大きいガソリン車を日常的に運行するの

は、地球環境への影響も大き過ぎる。嵐山町が本組合を脱退することで、比企地域の

ごみ処理計画は、広域処理から地域での処理を検討することができます。また、嵐山

町においては、環境面においても人口減少による今後の財政改革も踏まえたまちづく

りを進めることが可能になる。

以上、埼玉中部資源循環組合から脱退することを決議します。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第７番、吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） では、質問させてもらいます。

今回の組合は、９市町村が合意のもとに決まったわけですが、そこから脱退して新

たに施設をつくると言っていますけれども、今別の考えがあると言いましたけれども、

その別の考えをお聞かせください。

また、ここに５万人の規模の人口とありますけれども、嵐山町がこの間の広報の中

にあったのが１万8,121人ですか、９月１日現在。この５万人という考えをちょっと
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教えてもらいたいのですけれども。

その２点、よろしくお願いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） やり方ですけれども、嵐山町には民間処理施設もあります

し、それから立川市とかいろんなところで民間処理施設で焼却処理をしています。寄

居町にもオリックスという大きな処理施設がありますから、そこに持っていくことも

可能です。

そのほかに嵐山町独自でもできますし、1.8万人の人口というのは嵐山町ですけれ

ども、今現在小川地区衛生組合管内の人口というのは５万人ですから、嵐山町が中部

資源循環組合を脱退したら、当然この中部資源循環組合自体が成立しません。そのた

めにもう一回小川地区衛生組合での考え方をせざるを得なくなります。

今のような状況で、なぜだかわからないけれども、小川町の笠原元町長が吉見町の

町長と親しいから、そこでなぜだかわからないけれども、広域処理になってしまった

というのは非常に不透明です。

財政的な問題も何もなく考えられた施設というのは、もう迷惑施設だから吉見町に

ということですよね。そうではない形で、もう一回吉見町、小川町、小川地区衛生組

合で考え直せばよいわけですし、それまでの間、少なくとも埼玉中部資源循環組合が

建設されて処理が進むまでは、小川地区衛生組合の焼却処理施設も残っているわけで

すから、嵐山町でそこでやっていけます。

当然新しい施設というものもエコ計画にもありますし、エコ計画は33年か34年、新

築すると言っています。それもありますし、寄居町のオリックスでは、いろいろな大

きな自治体のごみを処理できるように再度考えるということですので、そういったこ

とも考えると十分やっていけると思いますが。

〇大野敏行議長 第７番、吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） 小川地区衛生組合は、渋谷さんも知ってのとおり、もう老朽

化ですぐにでも新しい施設が欲しいということで、あちこち候補を探したけれども、

どこにもなかったわけです。そういうので今決まったわけですから。それに、広域事

業というのは、ごみだけではなくいろいろあると思うのです。それを脱退して嵐山町

独自でということに多分なってしまうと思うのです。それ全部、嵐山町が脱退したら

ほかが脱退するということはあり得ないと思います。小川町だとか旧小川地区衛生組
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合は絶対、今までの９市町村の合意のもとに始まった事業でありますから、撤退など

考えられないし、町民のためにならないと思いますけれども、その考えを教えてくだ

さい。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 財政計画というものがありますし、建設計画というものが

あります。施設整備計画は９市町村でつくっています。それで、川島町ができたので

１年延びたわけですけれども、これで嵐山町が除きますと、そこのところでも建設計

画自体がばらばらになります。だから、もう一回そこのところでやり直しをしなくて

はいけないという形になります。そうしたら、やっと初めて健全な形で、本当に嵐山

町はどういうふうにしたらいいかとか、小川町はどういうふうところでやったらいい

のか、滑川町はどうしたらいいのか、東秩父村はなぜあそこから吉見町まで持ってい

かなくてはいけないのかとか、全て最初から今の現在のごみ処理の施設のことも考え

ることができます。

平成２年ですね、報告書ができたのは。だから、25年前です。25年前の報告書で、

嵐山町ではなく、小川地区衛生組合には適切な場所がなかったというふうに言われて

いるのが一般質問での環境農政課の課長の答弁です。なので、25年も前のことに基づ

く必要はなく、新しい、今現在人口減少が進んでいる中で、いろんな場所があります。

そこのところをやっていけばよいので、実際に東秩父村では、東秩父村のカントリー

クラブのゴルフ場の建設予定地だったところがあるというふうな形で、東秩父村の村

長が提案しようとしたけれども、小川地区衛生組合管内で慌てて管理者たちから抑え

られたという話を聞いています。

なので、必ずしもそういうことではなくて、今現在小川地区衛生組合では小川町の

町長がトップで、それに関して全部ほかの町村長が従う形になっているので、こうい

う結果になっています。そうではなくて、しっかりした民主的な自治体運営、組合管

理の運営をしていければよいのであって、そのことが今問題になっていると思います

けれども。

〇大野敏行議長 第７番、吉場道雄議員。

〇７番（吉場道雄議員） この中に、人口減少の問題もここにうたってありますけれど

も、これからも嵐山町だとか、どこでも人口減少が考えられます。やはりそういうと

ころからも今回の話が、広域にすると28万8,000ですか。それで５万人。やっぱり少
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なくなればなるほど個人のコストが多くなると思うのです。やはり町民の望むところ

ではないと思うのですけれども。このようなところ、ちょっと考えをお伺いします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 28万人というところで、それで５万人規模でもできるわけ

ですし、実際にそれは補助金の問題ですよね。上勝村というのは全く焼却場がなくて、

全て、人口が3,000人ぐらいで、焼却処理施設を持っていないで、全部ごみ処理をし

ています。そういった形で焼却処理をしていくというのが今これから主流になってき

ていきますし、広域での焼却ごみ処理というのはあり得ないというのが今の形だと思

うのですけれども、それについてのアンテナが、ちょっと嵐山町の管理者も、それか

ら議員の方も皆さんお持ちでないようで、そういったことに対して、もう少しアンテ

ナを高くしてやっていくとごみ処理のあり方というのは全く違ってきます。

そのこと自体を考えずに、今広域組合をこのまま継続して、ここで焼却処理をして

いって、それで30年後は１万6,000人だからまだいいです。だけれども、そうではな

い形になっていくわけですから、実際にはごみ処理負担費というのは上がってきます

し、自動車で持って行くわけですよね。そういったことを考えても、全くその経費が

出ていない現状で進んでいって、焼却施設の経費も実は全くわかってないのです。そ

んなことを今こんな、無理やりこんな施設建設計画をするのなら初めからやめて、も

う一回出直すべきであるので、これの埼玉中部資源循環組合を脱退する決議を立てて

います。

〇大野敏行議長 ほかに。

第４番、長島邦夫議員。

〇４番（長島邦夫議員） いろいろお話が出ていましたから、１点だけお聞きをしたい

のですけれども、ごみの処理というのは、今お話がありましたですけれども、何十年

も昔は小さい単位でやっていたのは事実だというふうに思います。

生ごみなんていうのは、近年ですよ、在であれば生ごみを出すなんていう。そうい

う今生活様式が変わってきています。そういうことを前提にしてお聞きをするのです

が、ごみは出さないで、なるべく自分で管理でやるというのはいいことだというふう

に思います。渋谷議員は、そういうところも望んでいるのではないかなというふうに

思いますけれども、私が今ここで問題にするのは、最終的に、もし広域ができなかっ

たら嵐山町でやるだとか、または民間に任せるだとか、そういうふうな考え方と、も
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し、民間というのは営利事業ですよ、それが破たんしたときには誰が処理をするので

すか。よく欧米なんかで、その収集の車がストに遭い、ごみが町の中にあふれ返ると。

昔の状況であれば自己でできたかもしれませんけれども、今嵐山町のごみの量だとそ

んなことはできません。

ですから、ここ近年はやはり広域的なもの、または行政がやるというのが主になっ

たかというふうに思いますが、力がある自治体が企業に任せ、企業に任せてだめだっ

たら自分のところでやるというふうな、力のあるところだったらいいけれども、嵐山

町にそういう力はとてもないかというふうに思うのですけれども、その点をちょっと、

民間に任すリスクと、そういう力はないかというふうに思うのですけれども、その点

だけお聞きしたいというふうに思います。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 廃棄物処理に関して、民間事業者が恐らく倒産するとか、

そういうことはあり得ないです。ごみ処理というのは、ずっと続いてきています。ご

み処理が破たんするということ自体、民間処理施設が破たんするということはないと

思います。それでもし、破たんするようなことがあったら、日本中の経済が破たんす

るということです。なぜかというと、食べて出すというのは人間本来の生活ですから、

それに関してどのような形でも企業としてはやっていきますから、食べることと同じ

で、破たんすることはありません。

それに関してどのようにして、民間のほうが逆にノウハウを持っているというのが

今現実です。公共団体、地方公共団体は、それぞれ組織がそれに専門の人がいるとい

うわけではなく、職員が入れかわり立ちかわりしていますから、それなりのノウハウ

を持っていません。建設にしても焼却のあり方にしても持っていません。という意味

で、今私は民間に委託するほうがプロパーかなと思いますけれども、それに関して言

えば、皆さんが反対するのであれば、自治体が新たなものをつくっていけばいいと思

います。

今いろんなごみ処理の仕方があります。例えばこの中部資源循環組合では何を調査

したと思っていますか。ご存じないかもしれないけれども、生ごみと一緒にバイオマ

ス化して、木や紙やなんかを一緒にバイオマス化するということを調査して、そして

それは、そこで結局できなかったのですけれども、なぜできなかったかというと、５

ヘクタールの中の、敷地が２ヘクタールなのですね。２ヘクタールの中に入らなかっ
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たのです。２ヘクタールの中に入らなかったことと、そのために経費がかかるという

ことで、それでそれをやめにしたという経緯があります。

そのような形で、ごみ処理のあり方というのはどんどん変更してきていますから、

これに関して言えば、今嵐山町や長島さんが持っているような知識というか、情報よ

りも、さまざまな形でごみ処理のあり方が進んでいて、ごみ処理に関しては民間企業

が破産するということはないと考えます。

〇大野敏行議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 渋谷さんの今いろいろと説明を聞いていますと、私はこの中

部資源組合の議員選出ということでお世話になっているわけですけれども、なかなか

よその議会からそういう声は聞こえてこないのです。

〔何事か言う人あり〕

〇５番（青柳賢治議員） いや、当たり前だかどうかは知りませんよ、そんなことは。

どうなんだろうね、嵐山だけはというような形も聞かれるわけですけれども。

まず、そもそも小川町の地区の、さっきも出ていますけれども、吉場議員がおっし

ゃったように、老朽化してきているのだと。そこから出てきた話で、非常にそこに加

わっていくということで、私はいい話だなと思ってこの中部のことについても賛成し

てきています。そんな中で、ここまで進んできている中で、嵐山一自治体が抜けると

いうその無責任さについてどう思いますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 私は、そもそも９市町村でやるということを決定したこと

自体が非常に無責任であると考えています。大体25年前の報告書に基づいてこんなこ

とをやっているわけですから、非常に無責任なわけです。

そして、埼玉中部資源循環組合の議員というのは、反対する議員は一切出させてい

ただいていません。検討委員会にも出していないから、異議申し立てもすることもで

きないし、それからそのような意見を発することもできない。嵐山町だけではないで

す。たくさんの人がいますよ、私が知っている限りでは。小川町にもいますし、議員

でもいますし、桶川市にもいますし、東松山市にもいますし、川島町は私は把握して

いませんけれども、全ての市町村にいます。そのことについて、中部資源循環組合で

は賛成の議員しか来ていないから、そういうふうなことになるのであって、そして意
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見を聴取する場所もないからそういうふうなことになるのであって、それだけの話で

す。

だから、絶対に全然無責任ではなく、小川地区衛生組合ではなくて、中部資源循環

組合のことに関して、嵐山町が町民の方やほかの組合議会の住民の方に対して責任を

とるという意味では、これは非常に重要なことであると考えます。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） ですから、我々もその話は、渋谷議員はよく修正予算まで出

してきます。かなり重要なことだと思っています。ですけれども、やはり観点がちょ

っと違うのだ。我々はやはり川島町が入ったということ、そこによって負担する部分

が減ってくるのだと。まずはよかったと。私は素人ですけれども、そう思っています。

そういう中で、さっきからも出ているように民間の委託なんてものは、そういったと

ころが起きたら、事態が起きたら、日本が破綻するのだと。むしろそんな理論のほう

がめちゃくちゃではないですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 例えば、嵐山町では学校給食は民間に委託しました。それ

で、民間にいろんなことを委託しています。水道事業も民間に委託しています。でも、

嵐山町でそこの事業者は全然潰れていませんし、民間委託にしたからといって、それ

が私は給食などに関しては非常に問題があるなと思っていますけれども、皆さん賛成

してそれを続けています。そうですよね。

埼玉中部資源循環組合に関しては、私は修正案も出していますけれども、このくら

い、今まだ全然事業は始まっていません。組合が設置されただけで、計画もできてい

ませんし、設備計画ももう一回つくり直さなくてはいけない。財政計画さえもまだで

きていない。だから、皆さんに発表もできない。建設計画にどれだけかかるかも発表

できない。運営コストも発表できない。そういう時期で、非常に初期の段階です。な

ので、とても簡単に離脱することができ、全く無責任ではありません。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 渋谷議員が無責任ではないと言えば、渋谷議員のそのとおり

なのでしょう。ただ、嵐山一自治体が抜けるということの重要性でいったら、大変で

すよ、これは。ほかの８町村が残って、１チーム抜けてしまうということ、これはや

はり嵐山町の責任というものがあるわけですよ。私はそう考えます。その辺はどうい
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うふうに考えていらっしゃる。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） 合併任意協議会もそうでしたけれども、合併の協議会でも

滑川町が抜けてみたり、いろんなことをしています。そういった形で、広域事業とい

うのは、そのときそのときにどういうふうな形を一番選択したらいいのかということ

があって、そのために嵐山町が別に抜けたからといって、市町村合併は嵐山町ではな

かったですけれども、滑川町が抜ける形になったのですけれども、小川地区衛生、５

町村のときはそうですね、東松山との８市町村のときはどうだったのかちょっと覚え

てないのです。全然抜けたとしても全く問題もなければ無責任でもない。そのときそ

のときの町民が必要だと思ったことを、そういう将来に向けて必要だと思ったことに

関して政治のリーダーシップは責任を持っていく、そういうことです。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは、質問させていただきますけれども、まず先ほどの

渋谷議員さんのほうからは、地元の大串地区ですか、そちらの関係になると思うので

すけれども、農地の関係、あるいは土地の農地転換、あるいは土地所有者そのものは、

私たちはほぼ賛成しているというふうに認識をしています。そういった中で、どのく

らいの人数と農地の関係と両方ですけれども、反対者がいらっしゃるのか、もし把握

して、きちっと答弁ができるようだったら、ぜひここはしていただきたいと思ってい

ます。

それと、民間企業をいろんな分野で活用していくということについては、別に、こ

れもこれなりに一理あるのかなというふうに思いますけれども、先ほど青柳議員さん

のほうからも話がありましたけれども、民間に委託するということは、浮き沈みとい

うようなものもあるでしょうし、人口減少にもなってくるでしょう。そういった中で

少し心配な部分が出てきますよね。そういう心配なものを今後まで残してよろしいの

かというところが２点目です。

それと、脱退の関係ですけれども、脱退するに当たりまして、考え方は民間とかい

ろんなことを答弁なさっていましたけれども、やはりこれ脱退することを決議までし

ようという考え方ですけれども、他の加入、加盟しているところについて、こういう

考え方を持っている町、市、そういうところがあるのでしょうか。私はないというふ
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うに感じていますが、見解を聞きます。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇13番（渋谷登美子議員） まず、地権者の関係ですけれども、この地域は、大串地区

は30年前に裁判で和解条項で、ここをつくらないというふうな決定があったところで

す。それを排しているわけですよね。それで、川島町はこの決定の中で、川島町内の

ところには焼却場は今後つくらない場所になっています。川島町全体がそうなってい

ます。ですから、川島町は非常に嫌らしいのですけれども、自分のところにはつくら

ないという裁判の和解結果があるので、自分のところにはつくらないけれども、吉見

町の大串地区で、つくらないと言っているところにはいいよというふうにしてやって

きているわけですよ。嵐山町もそうです。小川地区衛生組合もそうです。老朽化とい

うことがありましたけれども、老朽化であそこの場所にはもうつくらないという約束

があるので、吉見町の裁判の和解したところにつくるというふうな形になってきます。

東松山市もそうです。東松山市も地元との協議で、あの場所にはもうつくらないから、

そこにはもうつくらないという形で、吉見町の裁判の和解で絶対につくらないと言っ

たところに持っていきます。桶川市もそうです。桶川もそうなっていますので、なぜ

ここだけ、吉見町の大串地区だけがこんなに差別されなくてはいけないかというふう

な形でいうと、その地域の人は、何人と私は言いませんけれども、かなり多くの方が

感じています。

やり直ししないとできないわけです。そして、その後、吉見町の方たちは、農業を

している方たちは、その農地除外申請に関して意見書を出して異議申し立てをするこ

とができます。それに意見書を出して異議申し立ての時間に１カ月間かかります。そ
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して、その後異議申し立てをして、それからまたさらに180日間の経過の時間が必要

になってきます。その後農地除外ができたら、農地除外がうまくいったら、測量とか

そういったものに入れますけれども、その後都市計画法の許可があります。都市計画

法の許可があって、それからさらに焼却炉建設の建築の許可があります。

そのところそのところで全ての段階で、今裁判の和解で闘ってきた人たちというの

は闘っていくでしょう。それは当然ではないですか。自分のところに、30年前に、こ

こにはもうつくらないという約束でそこにつくるのを許可して、いいですよと言った

ところを、それを約束を破るという形を、嵐山町も小川町も自分のところは協定を守

っていきながら、裁判の和解を、一番大切な裁判の和解を決定していく。

だから、地元の人たちが何人いるかというのは私は知りません。知りませんという

か、言う必要もないことなので言いませんが、そういう現状の中で、今吉見町大串地

区の建設をやろうとしていて、そんなに人権を無視するようなことが、嵐山町のごみ

処理のことで人権を無視していいのかということです。ですから、ここのところでや

めていくということです。

それで、民間にすることですけれども、民間で問題があるというのは、どういう問

題があるかわからないのですけれども、民間で問題があったらＰＦＩなりなんなりし

ていけばよいわけで、そのときに調査をしていけばいいわけで、そして必要があれば

契約を切ればよいわけです。契約を切って別の業者にかえるということもできるわけ

です。これは、いろんなところでそういうふうな形をやっていて、そういった情報を

たまたま嵐山町の議員や町長や小川地区衛生組合の管理者が持っていないというだけ

の話です。

〇大野敏行議長

〇13番（渋谷登美子議員）
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〇大野敏行議長

〇13番（渋谷登美子議員）

〇大野敏行議長 松本議員、まだありますか。

第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員）

それと、まず吉見の大串地区のほうに決定するまでの経過というか、経緯というも

のもそれなりに各町村のほうでしっかりと話し合いをした結果、そちらのほうへとい

うふうに決まっていったわけです。急にそこへ押しつけたわけでも何でもないけれど

も、それは渋谷議員さんの取り方というふうに解釈させていただきますけれども、そ

ういうふうな取り方するのもしないのも自由ですから。ですけれども、やっぱり決定

をしていったものについては従っていってもらうということも一つの方法かというふ

うに私は思っています。そういうことなのです。

それと、先ほど民間の焼却施設の関係で、そこを利用していけばよろしいではない

ですかと。それも私も一理あるかもしれませんと言いましたけれども、その後の答弁

が、やっぱり民間に対しては浮き沈みがありますよというふうに私は申し上げました

けれども、そういうことがもしあったときには、また次のところにお願いしていけば

いいと。そんないいかげんで、町そのもののごみ処理の関係が、計画が立っていき、

それが実施できるのでしょうか。ちょっといいかげん過ぎると思いませんか。お答え

ください。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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〇13番（渋谷登美子議員） 学校給食調理場にしてもそうですけれども、民間委託とい

うのは、そのときそのときで業者を選定をかえています。それと同じことです。問題

があれば、そこのところでずっとやっていくということなく、むしろ公営の委託とい

うのですか、公営でやっていくということは、このように全く知識もなく、そして専

門業者、今ずっと読んでますけれども、ディベロッパーが来て、そして委託のコンサ

ルがそれをやってきているわけです。コンサルの言うとおりに従っているというのが

会議録を読んでますとわかりますので。会議録を見ていますと、このコンサルはどこ

の系統の事業者のコンサルなのだろうかというふうに疑いが持たれてきます。そうい

った状況です。

それで、民間委託が問題であるとは私は思いませんし、もし民間委託が問題である

というふうに感じるのであれば、そして公的な施設のほうがよいのであるというふう

に言われれば、それは公的な施設を改めてつくればいいだけの話であって、それが今

までだって嵐山町だって、どこだってやっていることです、いろんなことを。大体あ

れですよ、校舎一つ建設するに関しても民間に建設業者を委託します。それでＰＦＩ

でやっていることもあるでしょうし、いろんなやり方があります。

そのこと自体も全く研究もしていないで、埼玉中部資源循環組合に、吉見町の町長

にほとんど副管理者として丸投げをしているという現状ではないかと思います。私自

身は全部、できるならばという感じで、ずっと後になってからですけれども、会議録

が来るのは１カ月後、２カ月後ですけれども、それには目を通していますし、コンサ

ルのやった調査なども目を通していますし、どのような形の成果物があるかというこ

とも目を通していますから、むしろ無責任ではないと思います、私のやっていること

自体が。脱退するということがどれだけ今嵐山町にとって大切なことか、それをわか

らずにして、このまま一遍決めてしまったことだから、このまま続けていくというこ

と自体のほうが問題であって、しかも嵐山町ではごみ処理の検討計画をやろう、議会

で検討計画をしようとして、検討の委員会を調査、設置してやっていきましょうと言

ったって、それについてさえも皆さん否決するくらいに全くごみ処理に関心がなくて、

お預けな状況ではないですか。それに関して、私はむしろ議員の皆さんにしっかり責

任をとってもらいたいなと思いますが。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕
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〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

反対ですね。

第７番、吉場道雄議員。

〔７番 吉場道雄議員登壇〕

〇７番（吉場道雄議員） 埼玉中部資源循環組合を脱退する決議に反対の立場で討論い

たします。

皆さんも知っているとおり、小川地区衛生組合においては施設の老朽化対策は待っ

たなしの状況であります。また、組合管内で新たな施設建設に向け、何度か移転の検

討を行いましたが、候補地はなく不調に終わりました。

環境問題の深刻化から、国においては廃棄物処理施設整備計画で、リサイクル、リ

ユース、リデュースの推進とともに、焼却熱で発電するなど省エネルギー、創エネル

ギーへの取り組みを求めるようになってきました。また、埼玉県においても、ごみの

効率的な処理、焼却熱の有効利用、ごみ処理経費の節減の観点から、望ましい施設規

模を人口30万人以上で、焼却能力は１日量として300トンというごみ処理の広域化計

画を示しています。

このような経過の中で、埼玉中部資源循環組合２市５町１村の協議が調い、人口28万

8,000人、ごみ処理量１日257トン、そして焼却時の熱源で発電を目指す、まさに低炭

素社会、人口減少社会を見据えて、９市町村が共同でごみ処理を行う埼玉中部資源循

環組合が発足しました。

これまでのごみ処理施設と比べて運搬距離は遠くなりますが、そのデメリットを差

し引いても、より規模の大きな施設による効率的な処理をすることで得られるスケー

ルメリットははるかに大きいことが容易に推測できます。

家庭から出るごみの処理は、地方自治体に課せられた極めて重要な業務であり、一

刻たりとも町民に対してとめることは許されません。小川地区衛生組合の現状、地球

環境問題への対応などを見ても、埼玉中部資源循環組合におかれては脱退などとんで

もないことであります。一日も早く施設が稼働できるよう進めることが町民のために

なり、願いでもありますので、埼玉中部資源循環組合を脱退する決議に反対し、討論

といたします。

〇大野敏行議長 ほかに討論ありますか。
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〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第15号 埼玉中部資源循環組合を脱退する決議についての件を採決い

たします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 賛成少数。

〔「今手挙げたよ」「まだ外へ出ないうちに。や

ることだから」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 もう一度取り直します。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔「それはまずいんじゃない」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 いや、河井さんは棄権をされました。

〔「私たち一遍手を挙げています。そして、そ

れに関してもう一回やり直すことについて

は、私たちは賛同していません｣ ｢そうだよ、

議長が勝手に決めることじゃないよ」と言

う人あり〕

〇大野敏行議長 それでは、暫時休憩いたしまして、議運を開きます。

休 憩 午後 ２時３２分

再 開 午後 ３時０１分

〇大野敏行議長 休憩前に引き続き会議を開きます。

◎議会運営委員長報告

〇大野敏行議長 発議第15号の採決を議長がとり直すという発言に対しまして異議がご

ざいまして、議会運営委員会にその件について付託をいたしました。

議会運営委員会の決定事項を議会運営委員長にお願いしたいと思います。

長島議会運営委員長。
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〔長島邦夫議会運営委員長登壇〕

〇長島邦夫議会運営委員長 本会議中に議会運営委員会を開催することになりました。

内容につきましては、今議長の説明があったとおり、とり直しのことについて全国

等に問い合わせをいたしました。そうしましたら、議長が「採決をします」「これか

ら賛否をとります」という言葉を発した以降については、何事についても言動につい

ては受け付けられないと。議長のその言った言葉に対して議長は判断をするのであっ

て、ほかの動議だとかなんとか、そういうようなものについては一切受け付けられな

いのだと。ですから、今とり直しということがありましたのですが、とり直しはあり

得ないそうです。手を挙げた、その判断によって自己の判断を示すものでありますか

ら、それについてはとり直しはあり得ないと、そういうことでございます。

ですから、今後のこともありますけれども、採決をするというふうなことがありま

したら、どんな言葉もやじ等も飛ばさないほうが、手も挙げないこと、それについて

はそれを守っていかないと議長の判断が狂ってしまいますので、ぜひ守っていただい

たほうがいいのではないかなというふうに思います。

議会運営委員会から、そのような結果になりましたので、ご報告をいたします。

〇大野敏行議長 ご苦労さまでした。

採決の結果を申し上げます。

挙手少数によりまして、本案は否決されました。

◎発議第１６号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第16、発議第16号 年金積立金の株式投資比率を元に戻すことを

求める意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 提案理由です。

年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は、株式の運用比率を24％から50％

に引き上げ、高いリターンを狙いましたが、世界的株安の結果、2015年度は５兆3,000億

円の損失を発生させてしまいました。リスクの高い株式運用の引き上げは、年金積立

金を毀損しかねないことを証明したわけであります。そのため、安定運用が大事で、
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比率をもとに戻すことが必要なため本意見書を提出するものであります。

それでは、意見書の朗読を行います。

年金積立金の株式投資比率を元に戻すことを求める意見書

年金は老後の生活保障の柱となっている。それだけに安定運用が大原則である。と

ころが安倍首相は2014年１月、「年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）は、

成長への投資に貢献する」と述べ、これを受けてＧＰＩＦは同年10月、国債の運用比

率を60％から35％に引き下げた一方、株式の運用比率を24％から50％に引き上げたの

である。その結果2014年度は黒字となったが、2015年度は５兆3,000億円の損失を発

生させてしまった。

安倍首相が株式運用比率を上げたのは、株高を演出するためのものである。ＧＰＩ

Ｆが国内株に１％投資比率を上げると１兆4,000億円の資金が流れ込み、東京証券取

引所一部の一日の売買代金は２兆円から３兆円であることから、株価の下支えになる

からである。

しかし、世界的株安となれば、いつまでも株価の下支えが続くわけがなく、2015年

度は運用損失の計上になったのである。大幅な運用損失が発生した場合、安倍首相は

「損失が出て、給付に耐える状況にない場合は、給付で調整するしかない」と、年金

の減額に言及している。

アベノミクスが成功しているような印象を与えるため、リスクの高い株式の運用比

率を上げ、そこに大幅な損失が出れば国民がこれをこうむるというのでは、国民はた

まったものではない。したがって、安全に安定運用すべきである。

よって、国民の財産である年金積立金を毀損しかねないため、株式運用比率を元に

戻すことを強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣です。

ちなみに、2016年度の４月から６月期につきましても５兆2,000億円の損失が出て

おります。

以上です。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第６番、畠山美幸議員。

〇６番（畠山美幸議員） 文書の中に2014年度は黒字になったがとありますが、幾らあ
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ったのでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇９番（川口浩史議員） 端数はわからないのですが、９兆円からの黒字だということ

であります。もう、それでいい。

〇６番（畠山美幸議員） いいです。

〇大野敏行議長 ほかに。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） やはり同じくこの文言の中で、非常に株高を演出をするとい

うように書かれているわけですけれども、この運用比率を引き上げた背景というもの

については株高だけではないのです。その辺はご存じでしょうか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇９番（川口浩史議員） それは、わかりません。それは、わからないのですけれども、

先ほど９兆円ということで、2014年度は黒字だったのです。だけれども、2015年度が

５兆3,000億円、それで2016年度の４月から６月は５兆2,000億円、合わせて10兆円以

上のもう赤字になっているということであります。

ついでにちょっと申し上げれば、安倍総理は、今臨時国会開かれていますけれども、

安倍総理が「私になって27兆7,000億円の黒字なのですよ」ということを言っている

のですけれども、その前には、何カ月か前には40兆円と言ってたのです。多分、今申

し上げた10兆円の赤字を引いての約28兆円の数字を言ったのだと思いますので、10兆

円ではなくて12兆円の赤字が出ているように見られるのです。2015年度は５兆3,000億

円ですけれども、2016年の４月から６月はもっと大きい、７兆円くらいの赤字になっ

ているということで、合わせて12兆円の赤字になっているというふうに見られます。

ちょっと赤字が進んでいるというふうに見ることができるのではないでしょうか。大

変危険な状況だということが言えます。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

反対。

〔「反対」と言う人あり〕
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〇大野敏行議長 ２名、反対ですね。

賛成。

〔「賛成」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 はい。

反対討論から行います。

第５番、青柳賢治議員。

〔５番 青柳賢治議員登壇〕

〇５番（青柳賢治議員） ただいまの年金積立金の株式投資比率をもとに戻すことを求

める意見書、これについては反対したいと思います。

国内株式、また海外株式、この割合をふやしたことは、そのとおりでございます。

ただ、ＧＰＩＦの年金給付の一部というものは、長期的な視点に立って考えていかな

くてはならないと。それで、将来の年金給付額というものは、今の仕組みとしますと

賃金の伸びに従ってふえる仕組みになっているわけです。そうしますと、賃金の伸び

を上回る運用が求められるのです。そうしますと、財政経済を見通したときに、名目

賃金上昇率からプラス1.7％、これを目標としております。この目標を満たすために、

資産を失うリスク、そして少ない資産配分を計算して決められたのが今も出ているポ

ートフォリオでございます。これは国内債券が35％、国内株式が25％、外国債券が

15％、外国株式が25％でございます。

この株式の比率を２倍強に高めた背景というのは、運用利回りを高めていくという

こと以上に国債の比率を落とす狙いがあったと。これはなぜかといいますと、長期金

利が急激に上がることによって国債に大きな含み損を抱えるという懸念があったので

す。そこに株安、円高が来ましたね。そして、冒頭にも申し上げましたように運用の

成果というものは、やはり長期で評価するのが基本であります。このＧＰＩＦが市場

運用を始めたのは2001年度からです。今年６月まで、現在の資産配分を運用したと仮

定した場合、実際の運用利回りは４％ほど今の資産よりもふえているというふうにし

て数字も出ております。

そして、安全運用に徹することはもちろんですけれども、国民が納めた保険料のう

ち年金給付に回される分は保険料収入と国庫負担で９割、そしてその余った保険料の

充当分が１割でございます。そして、先ほどの2014年度の単年度の運用益は15兆円で

ございます。そして、きょうの新聞報道にも出ておりますけれども、発表されている
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４月―９月期、これは黒字に転じております。１兆8,000億円プラスが出ているとい

う報道でございます。

そんな中で、専門性の向上、さらには情報開示を充実させていくことはもちろんで

ございますが、配当収入というものを軸にした長期投資を継続すること、これは意味

のあることだと思っております。以上のことから、この年金引き下げに対しては反対

させてもらいます。

以上です。

〇大野敏行議長 続きまして、賛成討論を行います。

第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕

〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。

年金積立金の株式投資比率を元に戻すことを求める意見書について、賛成をいたし

ます。

公的年金を運用する年金積立金管理運用独立行政法人は７月29日、2015年度の運用

が５兆3,098億円の赤字であったことを発表しました。さらに2016年４月から６月期

の運用実績が５兆2,342億円の赤字になったとも発表しました。実に１年間に年金積

立金が10兆円以上も消えることになります。

アベノミクスの成長戦略の一環として、低迷する株価のつり上げを狙って株式運用

比率を倍増させた政府の責任は重大であります。

安倍内閣は2014年10月、それまで24％だった株式運用比率を50％に引き上げ、国民

の重要な財産である年金積立金を使って大量な資金を株式に投入し、海外から投機マ

ネーを呼び込んで、実体経済とかけ離れた株価つり上げで景気回復したかのように見

せかけてきました。積立金が減ることによって、結局年金削減や保険料の引き上げな

どが国民犠牲が押しつけられることになります。国民の積立金を現政権維持のために

使い、老後の不安を危機に陥れることなど絶対に許されるべきではありません。

本案を可決することを求めたいと思います。

〇大野敏行議長 次に、反対討論を行います。

第６番、畠山美幸議員。

〔６番 畠山美幸議員登壇〕

〔何事か言う人あり〕
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〇６番（畠山美幸議員） まだ年金もらっていません。

年金積立金の株式投資比率を元に戻すことを求める意見書に反対の立場から討論さ

せていただきます。

公的年金の資産を運用しているＧＰＩＦ、年金積立金管理運用独立行政法人の

2015年度の損失が４兆7,000億円に上るとの数字を民進党が党独自の試算で公表しま

した。この報道を見て、年金運用は失敗した、消えた年金の二の舞だといったぐあい

に騒いでいる人たちがいますが、はっきり言ってこれは的外れなコメントだと思いま

す。

2015年度の年金運用について実際の結果は、これがさっき出ていたのが５兆円近く

出ているということですけれども、2014年度はどうだったかというと、先ほど川口議

員さんのほうからは９兆円ということでしたが、約15兆円の利益が出ています。15兆

円でした。

〔何事か言う人あり〕

〇６番（畠山美幸議員） ええ。

年金の運用というものは非常に長期にわたるものですし、運用対象も国内外の株式

や債券に分散投資しているわけですから、当然資産全体はふえたり減ったりしていま

す。これは運用途中における評価益であり、評価損ということです。利益が出ている

からといって成功したと喜ぶことではありませんし、損失が出たからといって失敗し

たと決めつけるのもおかしいことです。

ＧＰＩＦの運用は、その時々の相場間で機敏に株の売買をやっているというよりも、

運用方針を決めて一定の割合の資産比率を決めたら、その割合を維持するという方向

で運用されています。ですから、国内株式が大きく上がると、その分を売却して比率

が減少したほかの資産を買い付けるといった、いわゆるリバランスを定期的にやって

います。何ら恣意的に運用しているわけではありません。

先日、今臨時国会が行われておりますけれども、安倍首相も「短期間で国民の不安

をあおるのはやめてほしい」という答弁をされておりました。今回のこの件に関しま

しても、安保法案のことに関しましても、国民の不安をあおるような意見書は出さな

いでほしいと思います。

以上をもちまして討論を終わります。

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。
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これより発議第16号 年金積立金の株式投資比率を元に戻すことを求める意見書の

提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔賛成少数〕

〇大野敏行議長 賛成少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１７号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第17、発議第17号 南スーダンへの自衛隊ＰＫＯ派兵に「駆け付

け警護」などの新任務に反対する意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕

〇９番（川口浩史議員） 提案理由を申し上げます。

南スーダンは、紛争状態にありながら、ＰＫＯ派遣自衛隊に「駆け付け警護」など

危険性の高い活動を付与しようとしております。これが行われれば、殺し殺される事

態になる危険が極めて高くなるわけです。自衛隊員の命を軽んじる新任務を付与しな

いように求める意見書を提出したいと思います。

それで、安全保障関連法で、保守系の皆さんはよく近隣のとかということで中国、

北朝鮮のことを言っておりました。今回の問題は、中国や北朝鮮とは何ら関係のない

ものでありますので、これは皆さんの同意を得られると思います。

それから抑止力のことも話しておりました。今回の南スーダンに行くことが、どう

抑止力と関係するのか、全くこれ関係しないですよね。日本の政府が他国に行って、

何の関係もない南スーダンに行って、ひょっとしたら撃ち合いになるかもしれないと

いうことが想定されるわけですから、そういう点で、保守系の皆さんが、これ公明党

は別なのです、これ国連憲章の51条を使って、あそこに集団的自衛権があるからこの

権利使いなさいという、この論理もどうかなと思ったのですけれども、それはいいと

して、近隣のとか、抑止力は使ったことないと思いましたので。少なくとも保守系の

皆さんは、そういうことを言っていたのですから、態度と行動で私は示していただき

たいというふうに思います。
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それでは、意見書の朗読をいたします。

南スーダンへの自衛隊ＰＫＯ派兵に「駆け付け警護」などの新任務に反対する

意見書

本年７月、南スーダンでは大統領派と副大統領派が激しい戦闘行為を行い、300人

以上の死者が出たということである。このように治安が安定していない中で、政府は

武器使用を前提とした危険性の高い活動である「駆け付け警護」と「宿営地共同防護」

の新任務を、南スーダンの国連平和維持活動（ＰＫＯ）に11月から派遣する陸上自衛

隊部隊に付与しようとしている。

紛争状態にある南スーダンに武器使用を前提とした新任務が付与されれば、他国民

を殺すことがなかった自衛隊が戦後初めて殺すことになり、また隊員の中に犠牲者が

発生する可能性が非常に高くなる。

ＰＫＯ参加５原則には、紛争当事者間で停戦合意が成立していることが明記されて

いる。したがって、紛争状態にある南スーダンはＰＫＯの派遣そのものが許されない

地域だ。しかし政府は、何の根拠も示さず「停戦合意は崩れていない」と強弁し、自

衛隊に武器を使った活動をさせようとしている。政府は自衛隊員の命より、何が何で

も武器使用の実績をつくりたいとしか考えられないのだ。周辺国の脅威や抑止力にな

ると言って成立させた安全保障関連法だが、実際の目的は武器使用の実績づくりであ

ると言える。

よって嵐山町議会は、自衛隊員の命を軽んじる南スーダンにおけるＰＫＯ派遣活動

に「駆け付け警護」などの新任務を付与しないよう強く求める。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、関係各大臣であります。

〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 私は、安保法案に賛成の立場ですので、当然この意見書は見

送らさせてもらいたいと思うのですけれども、ただ駆け付け警護といっても、もし行

くようなことになった場合には、５原則があるということなのでしょうけれども、国

連ＰＫＯの本部の指揮下にあるということなのです。単独で日本の政府の判断で動く

ことはできないのです。その辺は、どのように考えていらっしゃいますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。
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〇９番（川口浩史議員） そうです。そのとおりです。だから、行ったら大変だという

ことなのです。行ってそこで撃ち合いになる可能性があると。７月にはもう1,000人

も亡くなっているという報道がありますから。だから、大変だと。駆け付け警護で行

ったら自衛隊員も死ぬことになるし、相手も殺すことになると。そして、相手の反感

を買って、行く行くは日本もテロの行為にさらされるということにつながっていくわ

けですから、これは行かないほうがいいということなのです。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） さらに、ある学者はですね……

〔何事か言う人あり〕

〇５番（青柳賢治議員） いいのですよ、私はそれを信じていますから。

〔何事か言う人あり〕

〇５番（青柳賢治議員） 自衛隊は施設部隊だと。施設部隊であるから、砲兵隊として

の任務は与えられていないのだよと言っているわけです。そうすると、行ったのだけ

れども、要するに危ないところに、日本のそのＰＫＯに派遣された自衛隊というのは、

危ないところに置いておくわけにいかないという説もあるのです。その辺はどのよう

に考えられますか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

川口浩史議員。

〇９番（川口浩史議員） 危ないところに行かせないという、これ名目上はそうなって

いるのですが、施設部隊で、そうなのですが、軍隊と認めていないのですよね、国連

は。それはそうなのですけれども、だけれども、危ない地域、南スーダン自体がもう

危ない地域なのですから、そこに行ったらどこだって撃ち合いになる可能性があるわ

けです。そうでしょう。だから、南スーダンのここの地域だったら安全だなんていう

ところにいられないのですから。いるところに、そういうところはないのですから、

だからここに行くこと自体が危ないのだけれども、より危険な任務として駆け付け警

護、宿営地共同防護、この任務を付与しようとしているわけです。訓練していますよ、

自衛隊が。

以上です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そしてなお、今その５原則の中でも、日本の政局がやっぱり
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問題であると。要するに安倍政権の安保法制が云々ではないのだ。要は、そこが安全

でなくなったから撤退するという、ＰＫＯにはそういう法律がないのです。そういう

ことというのは肝心なことであって。ということは、危ないところにはもう日本のＰ

ＫＯの参加というのはできないということなのです。そういうことは、どう思います

か。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇９番（川口浩史議員） 撤退をすると言ってんのは、むしろ安倍総理ですから。これ

昨年の安全保障関連法のときの質疑で「危なくなったら撤退します」と。そんなこと

できるわけないではないですかというのが野党側の質問だったのです。ところが実際、

おっしゃるとおりです。行ってしまったら、もう撤退なんてできません。できなくて、

撃ち合いしなければならないです。それはまずいでしょう。それで、何か問題解決す

るのだったら、まだそこにあります。解決なんかしないのです。今の状態では、大統

領派と、今ここでは副大統領と書いておきましたけれども、元なのですよね、もう。

でも、もう両者大変な支持を得ている二人ですから、それが南スーダンというのは石

油もとれる、鉱山もいいものがとれるということで、そこの狙いがあるのですから、

どっちがとるかということでも。そこに巻き込まれて、行ってもしようがないという

のが今青柳議員の質問なのでしょうけれども、そんなことをやってはまずいというこ

とです。何にもならないと。何にもならないという言い方は悪いですけれども。

〔「内政不干渉ですよ」と言う人あり〕

〇９番（川口浩史議員） そういうことですよ。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔「内政不干渉は国際法のルールです」と言う

人あり〕

〇９番（川口浩史議員） そういうことです。内政不干渉でやらないと日本の地位は上

がらないと、そういうことです。

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

賛成ですね。反対はありませんね。

それでは、第10番、清水正之議員。

〔10番 清水正之議員登壇〕
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〇10番（清水正之議員） 日本共産党の清水正之です。

南スーダンへの自衛隊ＰＫＯ派兵に「駆け付け警護」などの新任務に反対する意見

書について賛成をいたします。

安倍首相は９月12日、自衛隊幹部への訓示で「今こそ実行のときだ」と述べ、戦争

法の全面運用を宣言した。

稲田防衛相は、今年11月、南スーダンＰＫＯに派遣する予定の自衛隊部隊に対して

「駆け付け警護」「宿営地共同防護」に関する実動訓練を開始したことを明らかにし

ました。安保法制、いわゆる戦争法に基づくＰＫＯ任務の拡大でこうした訓練が行わ

れている可能性があります。南スーダンの情勢は、緊急撤退計画が決裁された2013年

当時と比べ、今年７月は大規模戦闘が発生するなど、一層危険になっている。

その上、自衛隊に新任務が与えられれば、武器使用が認められれば、政府軍や反政

府武装勢力との戦闘も想定され、自衛隊が誤って避難民などの民間人を撃ち、報復攻

撃を受け、隊員自身も命の危険が及ぶことが現実に起こり得る。

戦後71年、一人の戦死者も出さず、一人の外国人も殺さなかった戦後史に重大な汚

点を残しかねない南スーダンにおける自衛隊のＰＫＯ派兵をするべきではないことを

表明し、本案に賛成の立場です。

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第17号 南スーダンへの自衛隊ＰＫＯ派兵に「駆け付け警護」などの

新任務に反対する意見書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎発議第１８号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第18、発議第18号 東村高江へのヘリパッド建設に反対する意見

書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

川口浩史議員。

〔９番 川口浩史議員登壇〕
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〇９番（川口浩史議員） 提案理由です。

安倍内閣は、沖縄県東村高江に参院選挙投票日、７月10日でしたけれども、その翌

日ヘリパッド工事を開始しました。この地域は、貴重な固有種が生息しております。

ヤンバルクイナやノグチゲラなどです。そうした地域に工事を強行してきたのであり

ます。

また、既に工事が終了したＮ４地区は米軍が使用し、昼夜を問わず訓練をしていて、

騒音や低周波で眠れない住民や学校を欠席する児童もいるということです。

したがって、これ以上の負担を沖縄県民に与えることは断じて認めることができな

いため、意見書を提出するものであります。

それでは、意見書の朗読を行います。

東村高江へのヘリパッド建設に反対する意見書

沖縄本島北部の東村高江にはノグチゲラなど、貴重な固有種が生息している地域で

ある。ここに米軍のヘリパッド建設が強行されている。建設工事を強行したのは参院

選投票日の翌日である。参院選では基地建設に反対の候補者が圧勝し、県民の民意を

示した日である。安倍政権は、それへの腹いせか、投票日翌日早朝に工事を強行した

のだ。

琉球新報が行ったアンケートでは、ヘリパッド建設に反対が80％になっているにも

だ。しかも140人しかいない小さな村に、全国から1,000人の機動隊を動員し村民を威

嚇弾圧している。また沖縄県の許可を得ないで勝手に道路封鎖をするなど法治主義を

無視するやり方が行われているのだ。まさに自民党が求める緊急事態条項の先取りの

姿がここにある。

沖縄防衛局は、東村高江のＮ４地区の２カ所のヘリパッドを完成させ、2015年２月

に米軍に先行提供し、米軍によるオスプレイの訓練が急増した。オスプレイは昼夜を

問わず民間地域の上空を低空飛行し、住民は身体的にも精神的にも限界を超えた騒音

・低周波を浴び続け、学校を欠席する児童もいる。このように、自然環境や住民生活

への悪影響を考慮すると、基地建設は到底容認できるものではない。

よって、沖縄県民の生命、安全及び生活環境や豊かな自然環境を守ることを求め、

政府が米軍北部訓練場ヘリパッド建設を直ちに中止するよう強く要請する。

以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

提出先は、衆参両院議長、内閣総理大臣外関係各大臣であります。
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〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） この東村高江については、日米の特別行動委員会最終合意と

いうのがあるように聞いているのです。これに基づく合意というのは、北部訓練場の

過半を沖縄のほうに返還を実現すると、そして県民の負担の軽減を図るものだという、

この約束なのです。この辺については、どのようにご理解していらっしゃるのでしょ

うか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

川口議員。

〇９番（川口浩史議員） おっしゃるように、ちょっと資料をつくっておいたのですけ

れども、持ってくるのを忘れてしまって、どこか基地が返還されるということではあ

ります。それから合意も1996年、その後の合意だったのかな、ここに基地を建設する

ということはもう合意ができております。それは、国が勝手にやったことで、地元の

人に何の確認もとらないでこれはやっているわけで。そういうことで、合意はとれて

います。

基地が返還されて新しい基地をつくるのですから、これいいと言えるのですかとい

うことですよ。ここにだって住民いるのですから。それで、貴重な動植物もいたりあ

ったりするのですから、これが大変問題だということであるわけです。

ここにも書いておきましたけれども、低周波を受けて地元住民はもう眠れなかった

り学校を欠席する子供たちまでいるということで、それをどう考えているのか、日本

政府は。その合意をとったのだったら、もう私は破りなさいと、これ認めないという

ことをなぜ沖縄県民の立場で話ができないのか、私は不思議でしようがないです。

そういうことで、合意をとってればいいという問題ではない、基地を返還すればい

いという問題ではない、新しい基地つくるんだから。大変な問題です。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） そもそもここはアメリカ海兵隊の基地だったわけです、返還

される前ですね。そして、2,000フィートの上空までは米軍が使用するってことが認

められている地域なのです。そういうことについてはどうですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇９番（川口浩史議員） 2,000フィート、そういうのは私は知りませんけれども、米
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軍が日本の空をかなり自由勝手に使っているということは私も聞いています。この本

州だってそうだし、だから羽田空港におりるのも決まったルートしかないのです。こ

れ以上便をふやすってことがなかなかできない。それで今困っているのですよ、日本

航空やＡＮＡなんかはね。日本政府もそれで、本当に困っているかどうかわからない

ですけれども、日本政府はなかなか便がふやせないと。米軍が飛び回るから、そこの

ルートは使えないということで、これは本州でもそういうことですから、沖縄でもそ

うでしょう。だからそれでいいということではないでしょう。まず、日本の国なのだ

から、日本の国が全て優先されなかったらおかしな話ではないのですか、私はそう思

います。

〇大野敏行議長 第５番、青柳賢治議員。

〇５番（青柳賢治議員） 確かに、川口さんのお考えですと、国の考え方、県の考え方

あるでしょう。そして、いろんなことで選挙も行われているわけです。ただ、でもこ

このところの２～３日前の新聞を見ると、基地も６つから多少縮小して、ヘリパッド、

そして面積そのものも75メートルだったかな、それを45メートルぐらいに縮小してい

くという政府の考えも載っていました。そういうことについても、そんなのは認めな

いのだというような考え方なのですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇９番（川口浩史議員） 縮小してオスプレイの危険性がなくなるわけではない、縮小

したって飛ぶのですから訓練するのですから、いつ落ちるかわからないで、もうアメ

リカでは何機も落ちているのですからね、オスプレイは。それが日本で今、何十機と

飛んでるわけなのですから、日本人の命を考えたら、そういう建設はしてはだめです。

多少縮小したからといっていいものではない、もう全て反対にしなければまずい、こ

の高江の住民の命と健康を守ることが最優先だということです。それ以外にありませ

ん。日本の防衛とは全く関係のないことです。

世界に進出するための米軍の単なる基地であるだけであって、それを利用して日本

政府が、勝手に日本の防衛のために必要なんだと言って、多くの国民がそうなのかな

と思っていることで、だまされているだけのことだから、これは縮小、なくなったっ

て何ら問題のないことです。

〇大野敏行議長 ほかに。

第11番、松本美子議員。
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〇11番（松本美子議員） それでは、文書のこの中から、意見書の中から、中段になる

と思うのですけれども、非常に140人ぐらいしかいない小さな村だということで、そ

こに全国から1,000人の機動隊が動員をされていると。そういうことで、沖縄県の許

可を得ないで勝手に道路の封鎖をしたということですけれども、こういうことが現実

的にできるのでしょうかということを言っているのです。

それと、その下のほうですが、東村高江のＮ４地区には２カ所のヘリパッドが完成

されたということで、2015年の２月には米軍に先行の提供をし、オスプレイの訓練が

急増したということですけれども、このためにどのぐらい、２カ所のヘリパッドが完

成したために訓練が急増したのかということをお尋ねします。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

川口議員。

〇９番（川口浩史議員） 沖縄県の許可を得ないで勝手に道路封鎖というのは、これ新

聞の写真にも載っていました。道路にあれを置いてしまって。ですから、それをさせ

ていましたから、勝手にやったのだということです。

沖縄県の道路だから、国の道路ではないわけで、沖縄県の道路なのだから、沖縄県

の了解を得ないとならないわけです。その了解をとらないで勝手にやっているという

こと、こんなことは許されないでしょう。法治主義なのですから、法治国家なのです

から。皆さんも、そういうことでは同意してもらえると思います。

それから、急増の数って言われても、数は私はわからないです。今までゼロだった

ものが、たくさんふえたということでありますので、数自体は私はわかりません。

〇大野敏行議長 第11番、松本美子議員。

〇11番（松本美子議員） それでは……

〔何事か言う人あり〕

〇11番（松本美子議員） 黙っていなさい、うるさい。

道路の封鎖の件ですけれども、バリケードみたいなものが置いてあって、それが写

真か新聞か、そういうもので提供があったので、こちらの意見書のほうに入れたとい

うことですか。そうすると、はっきりしたことはわかっていないということでよろし

いですか。

〇大野敏行議長 答弁を求めます。

〇９番（川口浩史議員） いや、はっきりしたことはわかっています。これは新聞の記
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事にも載っていて、そして写真が出ていて、これ違反ではないかということを、詰め

ている写真も載っていました。そこまでのことしか私はわかりません。

〇大野敏行議長 ほかに。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

賛成。反対はないですね。

それでは、賛成討論を行います。

第８番、河井勝久議員。

〔８番 河井勝久議員登壇〕

〇８番（河井勝久議員） 河井勝久です。高江のヘリパッド建設に反対をする意見書に

賛成をいたします。

これは、日米安保による日米地位協定によって基地の提供義務があるということが

一つの根底になっております。今このヘリパッドが、この高江の山林に既に工事が始

まり、つくられております。今提案の中にもございましたけれども、この沖縄本島の

北部地区というのは沖縄で唯一の森林が残っているところでありますし、既に不滅固

有種であるヤンバルクイナやノグチゲラが生息している貴重な地域でもあります。こ

れらが、今もう既に飛んでいるオスプレイによって非常に被害を受けているのとあわ

せて、この地域に住む高江の村民が大変、これ昼夜飛ぶわけですから、その被害に遭

っているということであります。

８月の下旬に、ここで反対のための集会がありました。この反対の集会には全国か

ら機動隊が押しかけて、そして反対住民を根こそぎそこの地域から連れ出すというか、

排除するという状況がありました。私は、この集会に参加した人からも聞きましたし、

さまざまな報道記事を見ました。集会には103歳のおばあ、これは沖縄言葉ですけれ

ども、おばあさんも座り込みに参加していました。

このおばあさんの言っていることは、いわゆる今から72年前の沖縄戦のことを思う

と、絶対に忘れることはできない。だから、この基地反対をするのだと、戦争は絶対

許されないということを言って、死ぬまでこの問題については反対をしますよという

ことを言っております。

高音で飛ぶオスプレイがどんな状況にあるのかは、既に報道等で知らされておりま
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すけれども、普通の飛行機やジェット機よりもはるかに高音で飛んでいるということ

は、今沖縄県民、あるいは普天間の近隣の市町村でも、これは言われているわけであ

ります。この基地が新たな沖縄の、いわゆる基地拡張につながるということでありま

す。

普天間の返還というのは、既に決まっているという状況にあるわけでありますけれ

ども、その代替としては辺野古というのは既に上がっておりまして、これは反対運動

が行われておりますし、その問題を含めて、このヘリポート、いわゆるヘリパッドを

つくるものがどういう形になっているのかということを私どもは考える必要があるだ

ろうと思います。

高江、そして南にある伊江島、これも既にオスプレイが飛んで行っている基地拡張

になっております。そして、辺野古にもつくるということです。まさに基地の拡大を

図ろうとしている米国と日本政府のこの考え方が、沖縄県民を全く無視したような形

で進められているということと同時に、いわゆる何が裏にあるのかといえば、今極東

アジアが緊張状態にあるということ、それは既にいろんな新聞や報道等で叫ばれてい

るわけでありますけれども、その問題にあわせるような形で、いわゆる沖縄が極東の

もう一度防波堤にしていくと。これは、沖縄県民を全く見捨てるという行為につなが

るわけであります。

こういうことで起きますと、私どもは再びこの沖縄を第２次世界大戦、沖縄戦の犠

牲にあったようなことにすべきではないと思いますし、平和な島をつくることが沖縄

県民の夢でもあります。これらのことを許さないためにも、どうしてもこの防波堤に

しようとしていることを許さないために、このヘリパッドの建設に強く反対するもの

であります。

以上です。

〇大野敏行議長 続きまして、賛成討論です。

〔何事か言う人あり〕

〇大野敏行議長 いいですか。

討論を終結いたします。

これより、発議第18号 東村高江へのヘリパッド建設に反対する意見書の提出につ

いての件を採決いたします。

本案を原案のとおり決することに賛成の議員の挙手を求めます。
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〔挙手少数〕

〇大野敏行議長 挙手少数。

よって、本案は否決されました。

◎議案第１９号の上程、説明、質疑、討論、採決

〇大野敏行議長 日程第19、発議第19号 次期介護保険制度改正における福祉用具、住

宅改修の見直しに関する意見書の提出についての件を議題といたします。

提出者から提案説明を求めます。

畠山美幸議員。

〔６番 畠山美幸議員登壇〕

〇６番（畠山美幸議員） まず、この意見書を出す前に、背景についてお話ししたいと

思います。

平成27年６月30日に閣議決定された骨太の方針の中で、次期介護保険制度改革

2018年度で、軽度者、要介護２以下に対する福祉用具利用の給付抑制を検討すること

が盛り込まれました。

さらに、平成27年12月24日に経済財政諮問会議により提示された経済・財政再生計

画改革工程表の社会保障分野の負担能力に応じた公平な負担、給付の適正化において、

軽度者に係る福祉用具貸与及び住宅改修に係る給付の適正化について、地域差の是正

の観点も踏まえつつ、関係審議会等において具体的内容を検討し、2016年度末までに

結論とし、2017年度末までに関係審議会等における検討の結果に基づいて速やかに必

要な措置を講ずるとの計画が示されました。

ここで、もし一律に軽度者に対する福祉用具、住宅改修の利用が原則自己負担にな

れば、特に低所得世帯等、弱者の切り捨てになりかねず、また、福祉用具、住宅改修

の利用が抑制され、重度化が進展し、結果として介護保険給付の適正化という目的に

反して、高齢者の自立的な生活を阻害し、給付費が増大するおそれがあります。

したがって、次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しにおいて

は、高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐといった介護保険の理念に沿って、

介護が必要な方の生活を支える観点から検討を行うことを強く求めるためにこの意見

書を提出したいと思います。

発議第19号、平成28年10月５日。嵐山町議会議長、大野敏行様。提出者、嵐山町議
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会議員、畠山美幸。賛成者、松本美子。賛成者、河井勝久。賛成者、清水正之。

次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書につい

て。

上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第２項の規定により提出します。

提案理由。

次期介護保険制度改正に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見直しが

検討されている。仮に軽度者に対する福祉用具、住宅改修の利用が原則自己負担にな

れば、低所得世帯等、弱者の切り捨てになりかねず、また重度化の進展で、高齢者の

自立的な生活を阻害するおそれがある。そこで、次期介護保険制度改正においては、

制度本来の理念に沿って介護が必要な方の生活を支える観点から検討することが必要

なため、意見書を提出します。

次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しに関する意見書

平成27年6月30日に閣議決定された「骨太の方針」の中で、次期介護保険制度改正

に向けて、軽度者に対する福祉用具貸与等の給付の見直しを検討することが盛り込ま

れました。現行の介護保険制度による福祉用具、住宅改修のサービスは、高齢者自身

の自立意欲を高め、介護者の負担軽減を図るという極めて重要な役割を果たしていま

す。

例えば手すりや歩行器などの軽度者向け福祉用具は、転倒、骨折予防や自立した生

活の継続を実現し、重度化を防ぎ、おくらせることに役立っています。また、安全な

外出機会を保障することによって、特にひとり暮らしの高齢者の閉じこもりを防ぎ、

社会生活の維持につながっています。

仮に、軽度者に対する福祉用具、住宅改修の利用が原則自己負担になれば、特に低

所得世帯等、弱者の切り捨てになりかねず、また福祉用具、住宅改修の利用が抑制さ

れ、重度化が進展し、結果として介護保険給付の適正化という目的に反して、高齢者

の自立的な生活を阻害し、給付費が増大するおそれがあります。

以上の理由から、次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直しにお

いては、高齢者の自立を支援し、介護の重度化を防ぐといった介護保険の理念に沿っ

て、介護が必要な方の生活を支える観点から検討を行うことを強く求めます。

以上、地方自治法99条の規定により意見書を提出する。

提出先は、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣。
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〇大野敏行議長 提案説明が終わりましたので、質疑を行います。

〔発言する人なし〕

〇大野敏行議長 質疑を終結いたします。

討論を行います。

〔「賛成」と言う人あり〕

〇大野敏行議長 賛成ですね。

第３番、佐久間孝光議員。

〔３番 佐久間孝光議員登壇〕

〇３番（佐久間孝光議員） 次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直

しに関する意見書の提出に対し、賛成討論いたします。

医療費が2015年度、とうとう41兆円を突破いたしました。2025年には団塊の世代が

全て後期高齢者となり、医療費はさらに高額になることは避けられません。

そのような状況の中、国の方向は医療費削減のため、手術後の入院日数を大幅に減

らし、後遺症があり、介護を必要とする重度の患者まで早期退院を迫る傾向にありま

す。

しかも、介護保険制度の運営が急速に厳しくなると、施設介護から在宅介護の方向

に大きくかじを切り、かなり重度の患者まで在宅介護を迫りつつあるのが現状であり

ます。介護度の高い家族を、急に在宅介護しなければならなくなった他の家族にとっ

て、大きな不安を抱く姿は容易に想像できます。

助成金をはじめとする介護離職をなくす取り組みは、大いに期待するところであり

ますが、社会状況が改善されるまでにはまだ時間がかかります。

さらに、地域に合ったきめ細かい支援という考えのもとに、要支援１、２も廃止さ

れました。それでも対象者だった方々は前向きに捉え、新しい支援制度の中で頑張っ

ておられます。健康寿命を延ばし、これからの医療制度、介護保険制度を維持しよう

という取り組みは評価できますが、既に介護度１、２の方々も多く存在します。家族

に迷惑をかけまいと必死に努力し、ヘルパーさんやお隣さんに励まされ頑張っておら

れる彼らに対し、急激かつ極端な負担増を強いることは、その方々の夢や希望を奪い、

努力を無視するようなものであると考えます。

軽度とは他人が思うことであって、本人にとっては身体的のみならず精神的にも大

変な負担であることは間違いありません。仮にそのような方々を軽度と位置づけるな
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らば、彼らこそ努力次第で健康寿命を大きく伸ばす可能性を秘めており、そのために

は福祉用具を使ってリハビリに励み、一つでも自力でできることをふやしていこうと

いう彼らの頑張りを応援すべきではないでしょうか。

また、住宅改修給付に対し、住宅改修は個人の資産形成につながるという面がある

との考え方もあるようですが、給付金額の上限から見ても、対象となる改修範囲から

見ても、資産価値を高めるとは全く思えません。逆に、このような大きな負担を強い

る極端な介護保険制度の改正を行えば、せっかく日々の努力によって健康増進ができ、

健康寿命を延ばすことができる方も、頑張ってみようという意欲さえも失ってしまい

ます。また、それによって健康状態が悪くなれば、介護保険の運営はさらに厳しくな

ります。健康寿命を延ばすためにも、介護保険制度の適切な運営のためにも、この意

見書の趣旨に賛同し、その提出に賛成いたします。

〇大野敏行議長 討論を終結いたします。

これより発議第19号 次期介護保険制度改正における福祉用具、住宅改修の見直し

に関する意見書の提出についての件を採決いたします。

本案を原案のとおりに決することに賛成の議員の挙手を求めます。

〔挙手全員〕

〇大野敏行議長 挙手全員。

よって、本案は可決されました。

◎町長挨拶

〇大野敏行議長 これにて本議会に付議された案件の審議は全て終了いたしました。

ここで、町長から発言を求められておりますので、これを許可します。

岩澤町長。

〔岩澤 勝町長登壇〕

〇岩澤 勝町長 議長のお許しをいただきましたので、平成28年第３回定例会の閉会に

当たりまして、一言御礼を申し上げます。

今期定例会は、９月13日に開会をされ、10月５日の本日まで23日間にわたり、極め

えてご熱心なご審議を賜り、提案をいたしました平成28年度一般会計決算をはじめと

する諸議案を全て原案のとおり可決及び認定を賜り、深く感謝を申し上げる次第であ

ります。
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議案審議並びに一般質問等を通じましてご提言のありました諸問題につきまして

は、十分検討いたしまして対処をする所存でございます。

また、柳代表監査委員並びに吉場議会選出監査委員におかれましては、連日にわた

りましてご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。

ご提出いただきました決算審査意見書を十分参考にいたしまして、今後の行政運営

に資する所存でございます。

さて、今夜からあす未明にかけ台風18号が本州に接近するとの予報が出されており

ます。職員一同、緊張感を持ってその対応に当たる所存でございます。

また、今潮目が変わり、町の近未来をしっかり方向づけをする時期が来ております。

活力あふれる嵐山町の未来をつかむべく、今この勝負どころに力の限りを尽くしてま

いります。

秋が深まり、朝晩肌寒くなってまいりました。議員各位におかれましては、健康に

ご留意をいただき、さらなるご活躍をいただきますようご祈念を申し上げまして、閉

会に当たりましての御礼の挨拶とさせていただきます。

まことにありがとうございました。

◎議長挨拶

〇大野敏行議長 次に、本職からご挨拶を申し上げます。

９月13日から23日間の日程で始まり、この間、土曜、日曜、祝日も含め11日間の休

みがあり、やむを得ず変則的な定例会であり、岩澤体制４期目の始まりの議会であり

ました。

休みには交通安全キャンペーン、嵐山幼稚園の運動会、町民体育大会等を開催され、

多くの議員の皆様には積極的にご参加をいただき、ありがとうございました。

一般質問には11名の登壇があり、調査研究をされた中での突っ込んだ質問がなされ

ました。また、決算審査においても熱心な質疑がなされ、執行側におかれましても岩

澤町長をはじめとしまして、常に真摯な態度で答弁がなされました。さらに町民福祉

向上に結びつく定例会であったと思います。

また、期間中、総務課、地域支援課の皆様には、議会事務局での受付等応援をいた

だき、スムーズに進行できましたことを御礼申し上げます。

近年、季節が急に冬から夏へ、夏から冬へと変わりつつあります。皆様におかれま



- 552 -

してはお体に留意され、ますますご活躍されますようお願いを申し上げ、ご挨拶とい

たします。

◎閉会の宣告

〇大野敏行議長 これをもちまして、平成28年第３回嵐山町議会定例会を閉会いたしま

す。

ご苦労さまでした。

（午後 ４時１０分）
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地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。

平成 年 月 日

議 長

署名議員

署名議員
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